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(凡例)表中の「法」、「規則」、「通達」は、それぞれ対応の根拠を示す。 

※1 「法」は、「核原料物質・核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」 

※2 「規則」は、「核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則」 

※3 「通達」は、「放射性物質輸送の事故安全対策に関する措置について（昭和 59年 2月 24日放射性物 

質安全輸送連絡会）」 
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風水害等災害対策編とは 

 

 国内各地では局地的大雨の増加や記録的大雨により、河川氾濫や土砂災害など大規模

な災害が多く発生しています。本市でもこのような災害が起こりうるという前提に立ち、

平時から災害対策を進めていくことが重要です。 

 

 この「風水害等災害対策編」は、災害が発生する危険が高まった場合や災害が発生し

た場合に必要な行動を示したものですが、普段から意識していない行動をとっさの判断

で行うことは難しいため、平時からそれぞれの役割や取り組みの内容を十分理解し、い

ざという時に備えることが重要です。 

 

風水害等災害対策編の構成について 

本編は、第 1 部「風水害応急対策」と第 2 部「災害種別対策」の大きく２つに分かれ

ます。 

さらに、第１部「風水害応急対策」は「自助・共助」の章と「公助」の章の 2 つに分

かれています。 

 

第１部「風水害応急対策」第１章「自助・共助」では、市民や地域が行うべき取り組

みを災害発生後にまず行わなければならない「市民の命を守る」と、その後に行う「市

民の命をつなぐ」に分けて記述するとともに、関連する公助の取り組みも併せて紹介し

ています。 

 

第１部「風水害応急対策」第 2章「公助」では、4つの部分からなっており、1つ目の

「市民と協働して行う災害対応」は、「第 1 章 自助・共助」と関連のある「公助」の取

り組みをまとめています。2つ目の「行政における災害対応」、3 つ目の「市民生活を取

り戻す社会基盤の復旧」、4 つ目の「被災から立ち上がる生活再建支援」は、主として

行政や防災関係機関のみで対応する取り組みを標題に示す内容ごとにまとめています。 

 

第２部「災害種別対策」では、海上災害、航空災害、鉄道災害など大規模事故等の災

害対策をまとめています。 
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第 1 節 風水害による被災を防ぐ 

近年、国内各地では局地的大雨の増加や記録的大雨が相次いで発生しており、大規模な災害に

至る事態も発生しています。本市でもこれまでにない大規模な災害が起こり得るという前提に

立ち、風水害に強い都市づくり、災害発生時の行動等について、平時から減災の対策を行い、い

ざという時に備えることが重要です。市民、企業、地域団体等は、「共通編 第 2部 災害予防計

画」にあるような減災の取り組みに努めるとともに、災害発生の危険性が高まったと考えられる

場合には、次のようなことに留意しておく必要があります。また、本計画の記載事項は、発災時

に必要な行動を示したものですが、平時に意識していない行動を発災時にとっさの判断で行う

ことは困難であるため、平時から内容を理解し、発災時の行動をあらかじめイメージしておくこ

とが必要です。 

 

1. 気象等の防災情報に注意する【市民・企業・地域団体等】 

大雨・洪水等に関する警報・注意報、土砂災害警戒情報などの気象等の防災情報に注意します。 

 

 

 

※気象庁のホームページより引用 

図：段階的に発表される防災気象情報の活用例 

－　　－1
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2. 河川氾濫から身を守る【市民・企業・地域団体等】 

大雨や洪水に関する気象情報・警報・注意報を確認したら、いつでも避難できるように準備をし

ます。自分のいる場所で雨が降っていなくても河川上流で大雨となっている場合や、雨の強さがそ

れほど強くなくても、長い時間降り続けた場合などには注意が必要です。市から発令される避難情

報に十分注意します。 

3. 内水氾濫から身を守る【市民・企業・地域団体等】 

(1) 大雨時は、地下やアンダーパスなどの低いところは水が集まりやすく、閉じ込められるおそれ

があるため、地下やアンダーパスへの進入は避けます。 

(2) 地下施設管理者等は、土のうや止水板等での地下への浸水防止対策を行います。 

(3) 大雨により、マンホールのふたが外れることがあり、転落する危険があるので、マンホールに

注意します。 

※ 内水氾濫とは、雨の量が下水道などの排水施設の能力を超えるときや、河川などの排水先の
水位が高くなったときに雨水を排水できなくなり、浸水することです。 

※ アンダーパスとは、鉄道や道路などの下を通過するため、周辺の地面よりも低くなっている
道路のことです。 

4. 土砂災害から身を守る【市民・企業・地域団体等】 

(1) 大雨の時は、大雨警報や土砂災害警戒情報に注意します。 

大雨警報（土砂災害）は、大雨により重大な土砂災害が発生するおそれがあると予想された

ときに、仙台管区気象台が発表します。また、土砂災害警戒情報は、大雨警報(土砂災害)の発

表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となったときに、宮城県

と仙台管区気象台が共同で発表します。大雨警報(土砂災害)や土砂災害警戒情報は、テレビや

ラジオでも放送されるほか、宮城県や仙台管区気象台のホームページでも確認できます。 

(2) 土砂災害の前兆現象にも注意します。 

土砂災害には、「崖崩れ」「地すべり」「土石流」の３つの種類があり、これらが発生する

ときには、多くの場合、何らかの前兆現象が現れることがあります。次に挙げたような主な前

兆現象に気づいたら、周囲の人にも知らせ、いち早く安全な場所に避難するとともに、速やか

に消防等の関係行政機関に通報します。 

土土砂砂災災害害のの種種類類  主主 なな 前前 兆兆 現現 象象  

崖 崩 れ 

・崖にひび割れができる 

・小石がパラパラと落ちてくる 

・崖から水が湧き出る 

・湧き水が止まる・濁る 

・地鳴りがする 

地 す べ り  

・地面がひび割れ・陥没 

・崖や斜面から水が噴出す 

・井戸や沢の水が濁る 

・地鳴り・山鳴りがする 

・樹木が傾く 

・亀裂や段差が発生 

土 石 流 

・山鳴りがする 

・急に川の水が濁り、流木が混ざり始める 

・腐った土の匂いがする 

・降雨が続くのに川の水位が下がる 

・立木が裂ける音や石がぶつかり合う音が聞こえる 
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5. 竜巻などの激しい突風から身を守る【市民・企業・地域団体等】 

(1) 天気予報などの中で「雷」「突風」「竜巻」「大気の状態が不安定」などのキーワードがある

ときは、雷注意報の発表に注意を払い、雷注意報で「竜巻などの激しい突風に注意」と呼びかけ

られたら、注意報本文にある雷注意報期間中は天気が急に変わることに心構えをして、空模様や

その後の情報に注意します。 

(2) 竜巻注意情報が発表されたら、次のような空の変化（発達した積乱雲が近づく兆し）に注意し

ます。 

ア 真っ黒い雲が近づき、周囲が急に暗くなる 

イ 雷鳴が聞こえたり、雷光が見えたりする 

ウ ひやっとした冷たい風が吹き出す 

エ 大粒の雨や「ひょう」が降り出す 

また、気象庁ホームページの竜巻発生確度ナウキャストや雷ナウキャスト、高解像度降水ナウ

キャストで、竜巻の発生する可能性の高い領域や発達した雨雲の接近を確認します。 

(3) 積乱雲の近づく兆しを感じたら、竜巻などの激しい突風が発生する可能性があるので、さらに

次のような竜巻の特徴に注意します。 

ア 真っ黒い雲の底がろうと状に垂れ下がる 

イ 物やごみなどが巻き上げられ、飛んでいる 

ウ 「ゴー」という音がする 

エ 気圧変化により耳に異常を感じる 

(4) 竜巻などの激しい突風の発生を確認したら、すぐに次のように身を守るための行動をとりま

す。 

ア 屋外にいる場合 

① 近くの頑丈な建物に避難する。避難できる建物がない場合は、近くの水路やくぼみに身

をふせ両腕で頭と首を守る。 

② 物置や車庫・プレハブには避難しない。 

③ 電柱や太い樹木であっても倒れることがあるため近づかない。 

イ 屋内にいる場合 

① 家の最下階の窓のない部屋に移動する。 

② 窓やカーテンを閉め、窓から離れる。 

③ 丈夫な机やテーブルの下に入り、身を小さくして頭を守る。 

（注）発達した積乱雲からは、竜巻、ダウンバースト（積乱雲から吹き降ろす下降気流が地表に衝突

して水平に吹き出す激しい空気の流れ）、ガストフロント（積乱雲の下で形成された冷たい（重

い）空気の塊が、その重みにより温かい（軽い）空気の側に流れ出すことによって発生する）と

いった、激しい突風をもたらす現象が発生します。 

竜巻発生確度ナウキャストや竜巻注意情報では、「激しい突風」をイメージしやすい言葉とし

て「竜巻」を使っていますが、ダウンバーストやガストフロントに対する注意も含まれています。 
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2. 河川氾濫から身を守る【市民・企業・地域団体等】 

大雨や洪水に関する気象情報・警報・注意報を確認したら、いつでも避難できるように準備をし

ます。自分のいる場所で雨が降っていなくても河川上流で大雨となっている場合や、雨の強さがそ

れほど強くなくても、長い時間降り続けた場合などには注意が必要です。市から発令される避難情

報に十分注意します。 

3. 内水氾濫から身を守る【市民・企業・地域団体等】 

(1) 大雨時は、地下やアンダーパスなどの低いところは水が集まりやすく、閉じ込められるおそれ

があるため、地下やアンダーパスへの進入は避けます。 

(2) 地下施設管理者等は、土のうや止水板等での地下への浸水防止対策を行います。 

(3) 大雨により、マンホールのふたが外れることがあり、転落する危険があるので、マンホールに

注意します。 

※ 内水氾濫とは、雨の量が下水道などの排水施設の能力を超えるときや、河川などの排水先の
水位が高くなったときに雨水を排水できなくなり、浸水することです。 

※ アンダーパスとは、鉄道や道路などの下を通過するため、周辺の地面よりも低くなっている
道路のことです。 

4. 土砂災害から身を守る【市民・企業・地域団体等】 

(1) 大雨の時は、大雨警報や土砂災害警戒情報に注意します。 

大雨警報（土砂災害）は、大雨により重大な土砂災害が発生するおそれがあると予想された

ときに、仙台管区気象台が発表します。また、土砂災害警戒情報は、大雨警報(土砂災害)の発

表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない状況となったときに、宮城県

と仙台管区気象台が共同で発表します。大雨警報(土砂災害)や土砂災害警戒情報は、テレビや

ラジオでも放送されるほか、宮城県や仙台管区気象台のホームページでも確認できます。 

(2) 土砂災害の前兆現象にも注意します。 

土砂災害には、「崖崩れ」「地すべり」「土石流」の３つの種類があり、これらが発生する

ときには、多くの場合、何らかの前兆現象が現れることがあります。次に挙げたような主な前

兆現象に気づいたら、周囲の人にも知らせ、いち早く安全な場所に避難するとともに、速やか

に消防等の関係行政機関に通報します。 

土土砂砂災災害害のの種種類類  主主 なな 前前 兆兆 現現 象象  

崖 崩 れ 

・崖にひび割れができる 

・小石がパラパラと落ちてくる 

・崖から水が湧き出る 

・湧き水が止まる・濁る 

・地鳴りがする 

地 す べ り  

・地面がひび割れ・陥没 

・崖や斜面から水が噴出す 

・井戸や沢の水が濁る 

・地鳴り・山鳴りがする 

・樹木が傾く 

・亀裂や段差が発生 

土 石 流 

・山鳴りがする 

・急に川の水が濁り、流木が混ざり始める 

・腐った土の匂いがする 

・降雨が続くのに川の水位が下がる 

・立木が裂ける音や石がぶつかり合う音が聞こえる 
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5. 竜巻などの激しい突風から身を守る【市民・企業・地域団体等】 

(1) 天気予報などの中で「雷」「突風」「竜巻」「大気の状態が不安定」などのキーワードがある

ときは、雷注意報の発表に注意を払い、雷注意報で「竜巻などの激しい突風に注意」と呼びかけ

られたら、注意報本文にある雷注意報期間中は天気が急に変わることに心構えをして、空模様や

その後の情報に注意します。 

(2) 竜巻注意情報が発表されたら、次のような空の変化（発達した積乱雲が近づく兆し）に注意し

ます。 

ア 真っ黒い雲が近づき、周囲が急に暗くなる 

イ 雷鳴が聞こえたり、雷光が見えたりする 

ウ ひやっとした冷たい風が吹き出す 

エ 大粒の雨や「ひょう」が降り出す 

また、気象庁ホームページの竜巻発生確度ナウキャストや雷ナウキャスト、高解像度降水ナウ

キャストで、竜巻の発生する可能性の高い領域や発達した雨雲の接近を確認します。 

(3) 積乱雲の近づく兆しを感じたら、竜巻などの激しい突風が発生する可能性があるので、さらに

次のような竜巻の特徴に注意します。 

ア 真っ黒い雲の底がろうと状に垂れ下がる 

イ 物やごみなどが巻き上げられ、飛んでいる 

ウ 「ゴー」という音がする 

エ 気圧変化により耳に異常を感じる 

(4) 竜巻などの激しい突風の発生を確認したら、すぐに次のように身を守るための行動をとりま

す。 

ア 屋外にいる場合 

① 近くの頑丈な建物に避難する。避難できる建物がない場合は、近くの水路やくぼみに身

をふせ両腕で頭と首を守る。 

② 物置や車庫・プレハブには避難しない。 

③ 電柱や太い樹木であっても倒れることがあるため近づかない。 

イ 屋内にいる場合 

① 家の最下階の窓のない部屋に移動する。 

② 窓やカーテンを閉め、窓から離れる。 

③ 丈夫な机やテーブルの下に入り、身を小さくして頭を守る。 

（注）発達した積乱雲からは、竜巻、ダウンバースト（積乱雲から吹き降ろす下降気流が地表に衝突

して水平に吹き出す激しい空気の流れ）、ガストフロント（積乱雲の下で形成された冷たい（重

い）空気の塊が、その重みにより温かい（軽い）空気の側に流れ出すことによって発生する）と

いった、激しい突風をもたらす現象が発生します。 

竜巻発生確度ナウキャストや竜巻注意情報では、「激しい突風」をイメージしやすい言葉とし

て「竜巻」を使っていますが、ダウンバーストやガストフロントに対する注意も含まれています。 
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第 2 節 災害情報を入手する 

市民や企業、地域団体等は、災害発生時や災害の危険が迫ったときに市や防災関係機関が伝え

る以下の情報を速やかに入手するよう努めます。発災時に迅速かつ適切に行動するために、平時

からこれらの情報の入手方法や内容を理解しておくことが大切です。 

【参 考】市の取り組み 

1. 災害情報等の広報内容 
市や防災関係機関は、災害発生時に迅速かつ正確で分かりやすい情報の伝達に努め
ます。市民等に伝達される主な情報の内容は以下のとおりです。 

時 期 内 容 

災害発生前 ①気象等に関する警報等（大雨・洪水に関する警報・注意報、キ
キクル（危険度分布）、竜巻注意情報、特別警報等） 
②河川水位情報 
③指定河川洪水予報 
④土砂災害警戒情報 
※ 上記情報の収集先 

・テレビのデータ放送 

・仙台管区気象台ホームページ 

・国土交通省「川の防災情報」webサイト 

・宮城県土木部「総合情報システム」webサイト  など 

災害発生直後 ①災害の発生状況 
②洪水等に関する情報 
③災害対策本部の設置 
④安否情報 
⑤被害状況の概要 
⑥避難所等の情報 
⑦救援活動の状況 
⑧二次災害防止に関する情報 
⑨災害応急対策の実施状況 
⑩医療機関の活動状況 
⑪水・食料等の物資供給状況 
⑫ボランティア受入れ情報 
⑬その他（被災地からの情報発信及び災害時の連絡方法として、
公衆電話の活用、災害用伝言ダイヤル（171）や通信事業者各
社が提供する災害用伝言板の利用について周知を図る。） 

生活再開時  ①ライフラインの被害状況と復旧見込み 
②生活必需品の供給状況 
③道路・交通情報 
④医療情報 
⑤教育関連情報 
⑥災害ごみの処理方法 
⑦相談窓口の開設状況 
⑧その他（被災地からの情報発信を含む） 

復 興 期 ①罹災証明・義援金関連情報 
②住宅関連情報 
③各種貸付・融資制度情報 
④各種減免措置等の状況 
⑤復興関連情報 
⑥その他（被災地からの情報発信を含む） 
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2. 災害情報等の広報の方法 

市は災害発生時には、迅速かつ正確で分かりやすい情報の伝達に努めます。市民等

への伝達方法は主に以下の手段を活用します。市民や企業、地域団体等は、災害が発

生した際や災害発生の危険が高まったことを感じた場合、以下の情報に注目し、確実

に情報を得るよう努めます。 

(1) テレビ・ラジオの活用 

災害発生直後は、迅速かつ広範囲に情報を伝えることができる媒体であるテレ

ビ・ラジオ局と連携し、市民への広報を行います。 

（（資資料料 44--1188「「報報道道機機関関一一覧覧表表」」参参照照））  

(2) 通信メディアによる広報 

市では、市ホームページや電子メール、SNS（ツイッター）等のインターネッ

トを利用した様々なサービスによる情報伝達を可能な限り実施し、市民への広報

を充実させるとともに、国内外へ情報発信を行います。 

なお、災害時には、インターネット上に根拠のない不確実な情報いわゆるデマ

が投稿されることがあります。公共機関の情報を確認するなど、こうした情報に

惑わされないよう注意してください。 

(3) 広報車による広報 

市では、災害の状況に応じて、必要な場合は広報車を出動させ、広報を実施し

ます。 

なお、特に必要と認められる地域に対しては、市職員を派遣するなどして広報

を行います。 

(4) 広報紙等による広報 

市では、複雑な情報を分かりやすく市民に伝えるため、速やかに文字情報とし

ての広報紙を作成、配布します。広報紙による情報提供は、詳しい情報を提供す

ることができるだけでなく、読み返すことができるため、より的確な広報を行う

ことができます。 

平常どおりの町内会等を通じた配布が不可能であると予測される状況のとき

は、避難所や区役所等被災者が多く集まる場所へ配布するとともに、街頭での貼

り出しを行い、発行部数の増加の程度に応じて、段階的に配布場所の拡大を図り

ます。 
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第 2 節 災害情報を入手する 

市民や企業、地域団体等は、災害発生時や災害の危険が迫ったときに市や防災関係機関が伝え

る以下の情報を速やかに入手するよう努めます。発災時に迅速かつ適切に行動するために、平時

からこれらの情報の入手方法や内容を理解しておくことが大切です。 

【参 考】市の取り組み 

1. 災害情報等の広報内容 
市や防災関係機関は、災害発生時に迅速かつ正確で分かりやすい情報の伝達に努め
ます。市民等に伝達される主な情報の内容は以下のとおりです。 

時 期 内 容 

災害発生前 ①気象等に関する警報等（大雨・洪水に関する警報・注意報、キ
キクル（危険度分布）、竜巻注意情報、特別警報等） 
②河川水位情報 
③指定河川洪水予報 
④土砂災害警戒情報 
※ 上記情報の収集先 

・テレビのデータ放送 

・仙台管区気象台ホームページ 

・国土交通省「川の防災情報」webサイト 

・宮城県土木部「総合情報システム」webサイト  など 

災害発生直後 ①災害の発生状況 
②洪水等に関する情報 
③災害対策本部の設置 
④安否情報 
⑤被害状況の概要 
⑥避難所等の情報 
⑦救援活動の状況 
⑧二次災害防止に関する情報 
⑨災害応急対策の実施状況 
⑩医療機関の活動状況 
⑪水・食料等の物資供給状況 
⑫ボランティア受入れ情報 
⑬その他（被災地からの情報発信及び災害時の連絡方法として、
公衆電話の活用、災害用伝言ダイヤル（171）や通信事業者各
社が提供する災害用伝言板の利用について周知を図る。） 

生活再開時  ①ライフラインの被害状況と復旧見込み 
②生活必需品の供給状況 
③道路・交通情報 
④医療情報 
⑤教育関連情報 
⑥災害ごみの処理方法 
⑦相談窓口の開設状況 
⑧その他（被災地からの情報発信を含む） 

復 興 期 ①罹災証明・義援金関連情報 
②住宅関連情報 
③各種貸付・融資制度情報 
④各種減免措置等の状況 
⑤復興関連情報 
⑥その他（被災地からの情報発信を含む） 
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2. 災害情報等の広報の方法 

市は災害発生時には、迅速かつ正確で分かりやすい情報の伝達に努めます。市民等

への伝達方法は主に以下の手段を活用します。市民や企業、地域団体等は、災害が発

生した際や災害発生の危険が高まったことを感じた場合、以下の情報に注目し、確実

に情報を得るよう努めます。 

(1) テレビ・ラジオの活用 

災害発生直後は、迅速かつ広範囲に情報を伝えることができる媒体であるテレ

ビ・ラジオ局と連携し、市民への広報を行います。 

（（資資料料 44--1188「「報報道道機機関関一一覧覧表表」」参参照照））  

(2) 通信メディアによる広報 

市では、市ホームページや電子メール、SNS（ツイッター）等のインターネッ

トを利用した様々なサービスによる情報伝達を可能な限り実施し、市民への広報

を充実させるとともに、国内外へ情報発信を行います。 

なお、災害時には、インターネット上に根拠のない不確実な情報いわゆるデマ

が投稿されることがあります。公共機関の情報を確認するなど、こうした情報に

惑わされないよう注意してください。 

(3) 広報車による広報 

市では、災害の状況に応じて、必要な場合は広報車を出動させ、広報を実施し

ます。 

なお、特に必要と認められる地域に対しては、市職員を派遣するなどして広報

を行います。 

(4) 広報紙等による広報 

市では、複雑な情報を分かりやすく市民に伝えるため、速やかに文字情報とし

ての広報紙を作成、配布します。広報紙による情報提供は、詳しい情報を提供す

ることができるだけでなく、読み返すことができるため、より的確な広報を行う

ことができます。 

平常どおりの町内会等を通じた配布が不可能であると予測される状況のとき

は、避難所や区役所等被災者が多く集まる場所へ配布するとともに、街頭での貼

り出しを行い、発行部数の増加の程度に応じて、段階的に配布場所の拡大を図り

ます。 
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第 3 節 適切な避難行動を行う 

本節では、風水害の災害における避難のあり方について記載しています。水害の場合には特に

地下や低いところへの浸水等の危険性が高まることから、迅速かつ的確な避難行動を行うこと

が重要です。市民等の避難行動については以下を基本とし、市や関係機関等からの情報を得なが

ら適切に行動します。 

1. 避難情報の発令基準と対象地域【市民・企業・地域団体等】 

災害が発生する危険性のある場合、次の区分により市から避難情報が発令されます。 

情情報報のの 

種種類類 
高高齢齢者者等等避避難難 避避難難指指示示 緊緊急急安安全全確確保保  

発令 

さ れ る

状況 

災害のおそれあり 災害のおそれ高い 災害発生又は切迫 

（ただし、必ず発令

される情報ではな

い） 

発 令 時

の行動 

・危険な場所から高齢者及

び障害のある方等は避難し

ます。避難に時間を要する

方、その避難を支援する方

及び早期の避難が望ましい

地域にお住まいの方等が対

象です。 

・上記以外の方も必要に応

じ、外出を控えるなど普段

の行動を見合わせ始めた

り、避難の準備をしたり、

自主的に避難するタイミン

グです。 

・ハザードマップ等を確認

して、自宅やその場所で安

全を確保できると自ら判断

できる場合は、上階へ移動

したり、上層階に留まる等、

屋内で安全を確保すること

もできます。 

・危険な場所から、

全員避難します。 

・ハザードマップ等

を確認して、自宅や

その場所で安全を

確保できると自ら

判断できる場合は、

上階へ移動したり、

上層階に留まる等、

屋内で安全を確保

することもできま

す。 

 

・災害の危険が目前

に迫っているか、既

に災害が発生してい

る状況です。命の危

険が迫っていますの

で、直ちに身の安全

を確保します。 

・避難所等へ避難す

ることがかえって危

険な場合は、その時

点の場所よりも、相

対的に安全な場所へ

直ちに移動等しま

す。 
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【参考】市の避難情報の発令基準 

  高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 

 

土
砂 

発
令
基
準 

宮城県土砂災害

警戒情報システ

ム等の 1km メッ

シュ において土

砂災害発生の危

険度が高まるこ

とが予測された

場合 

・宮城県土砂災害警戒

情報システム等の 1km

メッシュにおいて土砂

災害発生の危険度がさ

らに高まることが予測

された場合（※1） 

・前兆現象を確認した

場合（※2） 

・避難指示の発令時

点より、災害の状況が

著しく悪化するなど、

緊急に安全確保を要

すると認めるとき 

・土砂災害の発生が

確認された場合 

対
象
地
域 

土砂災害警戒区域

等 

※1土砂災害警戒区域等 

※2当該地域 

当該地域 

洪
水
（
洪
水
予
報
河
川
・
水
位
周
知
河
川
等
） 

発
令
基
準 

・基準観測所にお

ける水位が、避難判

断水位に達し、なお

上昇のおそれがあ

る場合 

・氾濫警戒情報（洪

水警報）が発表され

た場合 

・浸透、侵食による

堤防の変状を発見

した場合 

・基準観測所における

水位が、氾濫危険水位に

達し、なお上昇のおそれ

がある場合 

・氾濫危険情報（洪水警

報）が発表された場合 

・浸透、侵食による堤防

の異常な変状が確認さ

れた場合 

・氾濫が発生するお

それが高まった場合 

・異常な浸透、侵食に

よる堤防の変状の進

行により、堤防決壊の

おそれが高まった場

合 

・氾濫発生情報（洪水

警報）が発表された場

合 

・その他氾濫の発生

が確認された場合 

対
象
地
域 

○洪水浸水想定区域（水防法第 14条）を基本とする。 
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ら適切に行動します。 

1. 避難情報の発令基準と対象地域【市民・企業・地域団体等】 

災害が発生する危険性のある場合、次の区分により市から避難情報が発令されます。 

情情報報のの 

種種類類 
高高齢齢者者等等避避難難 避避難難指指示示 緊緊急急安安全全確確保保  

発令 

さ れ る

状況 

災害のおそれあり 災害のおそれ高い 災害発生又は切迫 

（ただし、必ず発令

される情報ではな

い） 

発 令 時

の行動 

・危険な場所から高齢者及

び障害のある方等は避難し

ます。避難に時間を要する

方、その避難を支援する方

及び早期の避難が望ましい

地域にお住まいの方等が対

象です。 

・上記以外の方も必要に応

じ、外出を控えるなど普段

の行動を見合わせ始めた

り、避難の準備をしたり、

自主的に避難するタイミン

グです。 

・ハザードマップ等を確認

して、自宅やその場所で安

全を確保できると自ら判断

できる場合は、上階へ移動

したり、上層階に留まる等、

屋内で安全を確保すること

もできます。 

・危険な場所から、

全員避難します。 

・ハザードマップ等

を確認して、自宅や

その場所で安全を

確保できると自ら

判断できる場合は、

上階へ移動したり、

上層階に留まる等、

屋内で安全を確保

することもできま

す。 

 

・災害の危険が目前

に迫っているか、既

に災害が発生してい

る状況です。命の危

険が迫っていますの

で、直ちに身の安全

を確保します。 

・避難所等へ避難す

ることがかえって危

険な場合は、その時

点の場所よりも、相

対的に安全な場所へ

直ちに移動等しま

す。 
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【参考】市の避難情報の発令基準 

  高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 

 

土
砂 

発
令
基
準 

宮城県土砂災 害

警戒情報シス テ

ム等の 1km メッ

シュ において土

砂災害発生の危

険度が高まるこ

とが予測された

場合 

・宮城県土砂災害警戒

情報システム等の 1km

メッシュにおいて土砂

災害発生の危険度がさ

らに高まることが予測

された場合（※1） 

・前兆現象を確認した

場合（※2） 

・避難指示の発令時

点より、災害の状況が

著しく悪化するなど、

緊急に安全確保を要

すると認めるとき 

・土砂災害の発生が

確認された場合 

対
象
地
域 

土砂災害警戒区域

等 

※1土砂災害警戒区域等 

※2当該地域 

当該地域 

洪
水
（
洪
水
予
報
河
川
・
水
位
周
知
河
川
等
） 

発
令
基
準 

・基準観測所にお

ける水位が、避難判

断水位に達し、なお

上昇のおそれがあ

る場合 

・氾濫警戒情報（洪

水警報）が発表され

た場合 

・浸透、侵食による

堤防の変状を発見

した場合 

・基準観測所における

水位が、氾濫危険水位に

達し、なお上昇のおそれ

がある場合 

・氾濫危険情報（洪水警

報）が発表された場合 

・浸透、侵食による堤防

の異常な変状が確認さ

れた場合 

・氾濫が発生するお

それが高まった場合 

・異常な浸透、侵食に

よる堤防の変状の進

行により、堤防決壊の

おそれが高まった場

合 

・氾濫発生情報（洪水

警報）が発表された場

合 

・その他氾濫の発生

が確認された場合 

対
象
地
域 

○洪水浸水想定区域（水防法第 14条）を基本とする。 
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【参考】市の避難情報の発令基準 

  高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 

 

土
砂 

発
令
基
準 

宮城県土砂 災害

警戒情報シ ステ

ム等の 1km メッ

シュ におい て土

砂災害発生 の危

険度が高ま るこ

とが予測さ れた

場合 

・宮城県土砂災害警戒

情報システム等の 1km

メッシュにおいて土砂

災害発生の危険度がさ

らに高まることが予測

された場合（※1） 

・前兆現象を確認した

場合（※2） 

・避難指示の発令時

点より、災害の状況が

著しく悪化するなど、

緊急に安全確保を要

すると認めるとき 

・土砂災害の発生が

確認された場合 

対
象
地
域 

土砂災害警戒区域

等 

※1土砂災害警戒区域等 

※2当該地域 

当該地域 

洪
水
（
洪
水
予
報
河
川
・
水
位
周
知
河
川
等
） 

発
令
基
準 

・基準観測所にお

ける水位が、避難判

断水位に達し、なお

上昇のおそれがあ

る場合 

・氾濫警戒情報（洪

水警報）が発表され

た場合 

・浸透、侵食による

堤防の変状を発見

した場合 

・基準観測所における

水位が、氾濫危険水位に

達し、なお上昇のおそれ

がある場合 

・氾濫危険情報（洪水警

報）が発表された場合 

・浸透、侵食による堤防

の異常な変状が確認さ

れた場合 

・氾濫が発生するお

それが高まった場合 

・異常な浸透、侵食に

よる堤防の変状の進

行により、堤防決壊の

おそれが高まった場

合 

・氾濫発生情報（洪水

警報）が発表された場

合 

・その他氾濫の発生

が確認された場合 

対
象
地
域 

○洪水浸水想定区域（水防法第 14条）を基本とする。 
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洪
水
（
そ
の
他
河
川
〔
中
小
河
川
〕
） 

発
令
基
準 

- 

・浸透、侵食による堤防

の変状が発見され、かつ

洪水キキクル（気象庁

ホームページ洪水警報

の危険度分布）で紫が表

示されている場合 

・浸透、侵食による堤防

の異常な変状が確認さ

れた場合 

・水位が氾濫開始水

位に到達するおそれ

がある場合（危機管理

型水位計が設置され

ている場合に限る） 

・異常な浸透、侵食に

よる堤防の変状の進

行により、堤防決壊の

おそれが高まった場

合 

・その他氾濫の発生

が確認された場合 

対
象
地
域 

- 

○洪水浸水想定区域（水防法第 14条）を基本と

する。 

洪
水
（
ダ
ム
下
流
） 

発
令
基
準 

・ダム管理者よ

り、緊急放流（異

常洪水時防災操

作）等を行う可能

性に関する通知

を受けた場合 

・ダム管理者より、緊急

放流（異常洪水時防災操

作）等を行う事前通知を

受けた場合 

・ダム管理者より、緊

急放流（異常洪水時防

災操作）開始等の通知

を受けた場合 

対
象
地
域 

○ダム管理者が示すダム下流浸水想定図を基本とする。 

防
災
重
点
た
め
池
（
※
３
）
の
決
壊 

発
令
基
準 

水位が設計洪水位

(※4)に達した場合 

・水位が設計洪水位(※

4)を超え、なお上昇のお

それがある場合 

・ため池の近郊におい

て、洪水調整機能の限界

を超えることが予想さ

れる降雨が発生した場

合（水位計が設置されて

いない場合の暫定基準） 

・堤体（土手）決壊の

おそれがある場合 

・氾濫の発生が確認

された場合 

対
象
地
域 

○ハザードマップで示された浸水範囲を基本とする。 
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早
期
発
令
（
※
５
） 

発
令
基
準 

台風等により本市

内に甚大な被害が

発生するおそれが

ある場合 

台風等により本市内に

甚大な被害が発生する

おそれが高まった場合 
- 

対
象
地
域 

・土砂災害警戒区域等 

・洪水浸水想定区域（水防法第 14 条） 

・ハザードマップで示された浸水範囲(防災重

点ため池) 

- 

そ
の
他 

発
令
基
準 

予想される災害

発生の種類・場

所・住民等の状

況、雨量情報、気

象情報 等を総合

的に勘案し、災害

時要援護者等の

避難に時間を要

する者には自主

的な避難の開始

を、それ以外の者

には避難の準備

を促す必要があ

ると認めるとき 

次の警報が発表され又

は事象が発生し、居住者

等の生命又は身体に危

険が及ぶおそれがある

と認めるとき 

①大雨、洪水、暴風、
大雪、高潮等警報 

②地下空間の浸水又
は高潮による浸水 

③有毒物の流出又は

危険物の爆発 

④大規模延焼火災 

⑤その他自然災害又

は大規模な事故災害

等 

災害が発生し、又はま

さに発生しようとし、

命を守るため直ちに

身の安全を確保する

行動を要すると認め

るとき 

対
象
地
域 

当該地域 当該地域 当該地域 

 
※３防災重点ため池 

下流に住宅や公共施設があり、施設が決壊した場合に影響を与える恐れがあるため池。 
（（資資料料 66--1188「「防防災災重重点点たためめ池池一一覧覧」」参参照照）） 

※４設計洪水位 
各ため池の洪水調整機能の限界を超えることとなる水位。※具体的な基準については、別

途定める。 
※５早期発令 

台風等により早期の「高齢者等避難」や「避難指示」の発令が必要な事象。 
※高齢者等避難 

高齢者や障害者など、避難に時間を要する人がいることを考慮し、災害が発生するおそれ
がある状況で発令する情報。 

※避難指示 
災害が発生するおそれが高い状況で発令する情報であり、居住者等は危険な場所から全員

避難する必要がある。 
※緊急安全確保 

災害が発生または切迫している状況で発令する情報。「立退き避難」を行うことがかえっ
て危険であり、避難行動の変容を特に促したい場合に発令するもの。この段階で避難が完了
していない居住者等は、直ちに身の安全を確保するため、その時点でいる場所より相対的に
安全な場所に移動する必要がある。 
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洪
水
（
そ
の
他
河
川
〔
中
小
河
川
〕
） 

発
令
基
準 

- 

・浸透、侵食による堤防

の変状が発見され、かつ

洪水キキクル（気象庁

ホームページ洪水警報

の危険度分布）で紫が表

示されている場合 

・浸透、侵食による堤防

の異常な変状が確認さ

れた場合 

・水位が氾濫開始水

位に到達するおそれ

がある場合（危機管理

型水位計が設置され

ている場合に限る） 

・異常な浸透、侵食に

よる堤防の変状の進

行により、堤防決壊の

おそれが高まった場

合 

・その他氾濫の発生

が確認された場合 

対
象
地
域 

- 

○洪水浸水想定区域（水防法第 14条）を基本

とする。 

洪
水
（
ダ
ム
下
流
） 

発
令
基
準 

・ ダム管理者よ

り、緊急放流（異

常 洪水時防災操

作）等を行う可能

性 に関する通知

を受けた場合 

・ダム管理者より、緊急

放流（異常洪水時防災操

作）等を行う事前通知を

受けた場合 

・ダム管理者より、緊

急放流（異常洪水時防

災操作）開始等の通知

を受けた場合 

対
象
地
域 

○ダム管理者が示すダム下流浸水想定図を基本とする。 

防
災
重
点
た
め
池
（
※
３
）
の
決
壊 

発
令
基
準 

水位が設計洪水位

(※4)に達した場合 

・水位が設計洪水位(※

4)を超え、なお上昇のお

それがある場合 

・ため池の近郊におい

て、洪水調整機能の限界

を超えることが予想さ

れる降雨が発生した場

合（水位計が設置されて

いない場合の暫定基準） 

・堤体（土手）決壊の

おそれがある場合 

・氾濫の発生が確認

された場合 

対
象
地
域 

○ハザードマップで示された浸水範囲を基本とする。 
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洪
水
（
そ
の
他
河
川
〔
中
小
河
川
〕
） 

発
令
基
準 

- 

・浸透、侵食による堤防

の変状が発見され、かつ

洪水キキクル（気象庁

ホームページ洪水警報

の危険度分布）で紫が表

示されている場合 

・浸透、侵食による堤防

の異常な変状が確認さ

れた場合 

・水位が氾濫開始水

位に到達するおそれ

がある場合（危機管理

型水位計が設置され

ている場合に限る） 

・異常な浸透、侵食に

よる堤防の変状の進

行により、堤防決壊の

おそれが高まった場

合 

・その他氾濫の発生

が確認された場合 

対
象
地
域 

- 

○洪水浸水想定区域（水防法第 14条）を基本と

する。 

洪
水
（
ダ
ム
下
流
） 

発
令
基
準 

・ダム管理者よ

り、緊急放流（異

常洪水時防災操

作）等を行う可能

性に関する通知

を受けた場合 

・ダム管理者より、緊急

放流（異常洪水時防災操

作）等を行う事前通知を

受けた場合 

・ダム管理者より、緊

急放流（異常洪水時防

災操作）開始等の通知

を受けた場合 

対
象
地
域 

○ダム管理者が示すダム下流浸水想定図を基本とする。 

防
災
重
点
た
め
池
（
※
３
）
の
決
壊 

発
令
基
準 

水位が設計洪水位

(※4)に達した場合 

・水位が設計洪水位(※

4)を超え、なお上昇のお

それがある場合 

・ため池の近郊におい

て、洪水調整機能の限界

を超えることが予想さ

れる降雨が発生した場

合（水位計が設置されて

いない場合の暫定基準） 

・堤体（土手）決壊の

おそれがある場合 

・氾濫の発生が確認

された場合 

対
象
地
域 

○ハザードマップで示された浸水範囲を基本とする。 
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早
期
発
令
（
※
５
） 

発
令
基
準 

台風等により本市

内に甚大な被害が

発生するおそれが

ある場合 

台風等により本市内に

甚大な被害が発生する

おそれが高まった場合 
- 

対
象
地
域 

・土砂災害警戒区域等 

・洪水浸水想定区域（水防法第 14 条） 

・ハザードマップで示された浸水範囲(防災重

点ため池) 

- 

そ
の
他 

発
令
基
準 

予想される災 害

発生の種類・ 場

所・住民等の 状

況、雨量情報、気

象情報 等を総合

的に勘案し、災害

時要援護者等の

避難に時間を要

する者には自主

的な避難の開始

を、それ以外の者

には避難の準備

を促す必要があ

ると認めるとき 

次の警報が発表され又

は事象が発生し、居住者

等の生命又は身体に危

険が及ぶおそれがある

と認めるとき 

①大雨、洪水、暴風、
大雪、高潮等警報 

②地下空間の浸水又
は高潮による浸水 

③有毒物の流出又は

危険物の爆発 

④大規模延焼火災 

⑤その他自然災害又

は大規模な事故災害

等 

災害が発生し、又はま

さに発生しようとし、

命を守るため直ちに

身の安全を確保する

行動を要すると認め

るとき 

対
象
地
域 

当該地域 当該地域 当該地域 

 
※３防災重点ため池 

下流に住宅や公共施設があり、施設が決壊した場合に影響を与える恐れがあるため池。 
（（資資料料 66--1188「「防防災災重重点点たためめ池池一一覧覧」」参参照照）） 

※４設計洪水位 
各ため池の洪水調整機能の限界を超えることとなる水位。※具体的な基準については、別

途定める。 
※５早期発令 

台風等により早期の「高齢者等避難」や「避難指示」の発令が必要な事象。 
※高齢者等避難 

高齢者や障害者など、避難に時間を要する人がいることを考慮し、災害が発生するおそれ
がある状況で発令する情報。 

※避難指示 
災害が発生するおそれが高い状況で発令する情報であり、居住者等は危険な場所から全員

避難する必要がある。 
※緊急安全確保 

災害が発生または切迫している状況で発令する情報。「立退き避難」を行うことがかえっ
て危険であり、避難行動の変容を特に促したい場合に発令するもの。この段階で避難が完了
していない居住者等は、直ちに身の安全を確保するため、その時点でいる場所より相対的に
安全な場所に移動する必要がある。 
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早
期
発
令
（
※
５
） 

発
令
基
準 

台風等により本

市内に甚大な被害

が発生するおそれ

がある場合 

台風等により本市内

に甚大な被害が発生す

るおそれが高まった場

合 

- 

対
象
地
域 

・土砂災害警戒区域等 

・洪水浸水想定区域（水防法第 14 条） 

・ハザードマップで示された浸水範囲(防災重

点ため池) 

- 

そ
の
他 

発
令
基
準 

予想される 災害

発生の種類 ・場

所・住民等 の状

況、雨量情報、気

象情報 等を 総合

的に勘案し、災害

時要援護者 等の

避難に時間 を要

する者には 自主

的な避難の 開始

を、それ以外の者

には避難の 準備

を促す必要 があ

ると認めるとき 

次の警報が発表され又

は事象が発生し、居住者

等の生命又は身体に危

険が及ぶおそれがある

と認めるとき 

①大雨、洪水、暴風、
大雪、高潮等警報 

②地下空間の浸水又
は高潮による浸水 

③有毒物の流出又は

危険物の爆発 

④大規模延焼火災 

⑤その他自然災害又

は大規模な事故災害

等 

災害が発生し、又は

まさに発生しようと

し、命を守るため直ち

に身の安全を確保す

る行動を要すると認

めるとき 

 

対
象
地
域 

当該地域 当該地域 当該地域 

 
※３防災重点ため池 

下流に住宅や公共施設があり、施設が決壊した場合に影響を与える恐れがあるため池。 
（（資資料料 66--1188「「防防災災重重点点たためめ池池一一覧覧」」参参照照）） 

※４設計洪水位 
各ため池の洪水調整機能の限界を超えることとなる水位。※具体的な基準については、別

途定める。 
※５早期発令 

台風等により早期の「高齢者等避難」や「避難指示」の発令が必要な事象。 
※高齢者等避難 

高齢者や障害者など、避難に時間を要する人がいることを考慮し、災害が発生するおそれ
がある状況で発令する情報。 

※避難指示 
災害が発生するおそれが高い状況で発令する情報であり、居住者等は危険な場所から全員

避難する必要がある。 
※緊急安全確保 

災害が発生または切迫している状況で発令する情報。「立退き避難」を行うことがかえっ
て危険であり、避難行動の変容を特に促したい場合に発令するもの。この段階で避難が完了
していない居住者等は、直ちに身の安全を確保するため、その時点でいる場所より相対的に
安全な場所に移動する必要がある。 
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2. 風水害時の避難行動【市民・企業・地域団体等】 

気象等の防災情報や避難情報によって避難行動をとる場合、まずは周辺に浸水や道路冠水等が

あるかどうかを確認します。ここでは浸水や道路冠水が見られない場合の避難方法について示し

ます。 

(1) 避難開始の時期 

ア 避難情報が、次により伝達されたとき 

① テレビ、ラジオ等の報道機関を通じた伝達や杜の都防災メール、緊急速報メールやホー

ムページ、ＳＮＳ（ツイッター）等のインターネットを通じた伝達、せんだい避難情報電

話サービスによる固定電話を通じた伝達 

② 消防署、消防団、区役所、警察等の広報車等による伝達 

イ テレビ、ラジオ等の情報から判断し、生命の危険を感じたとき 

(2) 避難時の原則 

ア 避難の安全を確保するため、近隣世帯が相互に協力します。  

イ 避難に当たっては、高齢者及び障害者等の災害時要援護者の安否確認、支援に努めます。 

ウ 避難に際しては、火の元の始末を完全に行い、電気ブレーカーを切ります。 

エ 次のような必要最小限のものを携行します。 

 

(3) 洪水等に備えた避難方法 

浸水の危険がある地域にお住まいの方は、河川の近くは極力通らずに、避難情報により示さ

れる指定避難所等や、洪水浸水想定区域の外の安全な場所へ避難します。なお、早期の立退き

避難が必要な区域（家屋倒壊等氾濫想定区域や浸水深が３メートル以上の区域）の外で、お住

まいが２階建以上の建物等、想定される浸水の深さよりも高い位置に避難できる場合は、自宅

にとどまり安全を確保することもできます。 

早期の立退き避難が必要な区域にお住まいの方は、自宅にとどまらず、早めに洪水浸水想定

区域の外に避難します。ただし、洪水浸水想定区域外への避難が難しい場合は、早期の立退き

避難が必要な区域の外にある指定避難所等の２階以上に垂直避難します。 

また、災害の状況等により他の避難先への避難が必要になった場合は、市職員、消防吏員、

消防団員、警察官等の指示に従い避難します。 

周囲の浸水が始まっているなど、災害の状況から屋外に出ることで身に危険が及ぶ場合等は、

自宅の２階や近くにある頑丈な高い建物へ緊急的に避難し、安全を確保します。 

【携行品例】 

○ 食料、飲料水、タオル、ティッシュペーパー、着替え、懐中電灯、携帯ラジ

オ、救急医薬品、常用の薬、お薬手帳、粉ミルク、生理用品、おむつ、携帯

電話の充電器、現金、マスク、体温計、石けん、消毒液等 

○ 服装は、身軽な服装とし、必要に応じて雨具及び防寒着を着用し、靴は底の

厚い運動靴等 
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大雨時は、地下やアンダーパスなどの低いところは水が集まりやすく、閉じ込められる恐れ

があるため、地下やアンダーパスへの進入は避けます。 

 

(4) 土砂災害に備えた避難方法 

土砂災害の危険がある地域にお住まいの方は、避難情報により示される指定避難所等や、土

砂災害警戒区域等の外の安全な場所へ避難します。なお、十分堅牢なマンション等の上層階に

お住まいの場合は、自宅にとどまり安全を確保することもできます。 

また、土砂災害の場合、多くは木造建物の１階で被災していることから、どうしても指定避

難所等への避難が困難なときは、次善の策として、近くの頑丈な建物の２階以上に緊急避難す

るか、それも難しい場合は家の中でより安全な場所（２階の崖から離れた部屋など）に避難し

ます。  
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2. 風水害時の避難行動【市民・企業・地域団体等】 

気象等の防災情報や避難情報によって避難行動をとる場合、まずは周辺に浸水や道路冠水等が

あるかどうかを確認します。ここでは浸水や道路冠水が見られない場合の避難方法について示し

ます。 

(1) 避難開始の時期 

ア 避難情報が、次により伝達されたとき 

① テレビ、ラジオ等の報道機関を通じた伝達や杜の都防災メール、緊急速報メールやホー

ムページ、ＳＮＳ（ツイッター）等のインターネットを通じた伝達、せんだい避難情報電

話サービスによる固定電話を通じた伝達 

② 消防署、消防団、区役所、警察等の広報車等による伝達 

イ テレビ、ラジオ等の情報から判断し、生命の危険を感じたとき 

(2) 避難時の原則 

ア 避難の安全を確保するため、近隣世帯が相互に協力します。  

イ 避難に当たっては、高齢者及び障害者等の災害時要援護者の安否確認、支援に努めます。 

ウ 避難に際しては、火の元の始末を完全に行い、電気ブレーカーを切ります。 

エ 次のような必要最小限のものを携行します。 

 

(3) 洪水等に備えた避難方法 

浸水の危険がある地域にお住まいの方は、河川の近くは極力通らずに、避難情報により示さ

れる指定避難所等や、洪水浸水想定区域の外の安全な場所へ避難します。なお、早期の立退き

避難が必要な区域（家屋倒壊等氾濫想定区域や浸水深が３メートル以上の区域）の外で、お住

まいが２階建以上の建物等、想定される浸水の深さよりも高い位置に避難できる場合は、自宅

にとどまり安全を確保することもできます。 

早期の立退き避難が必要な区域にお住まいの方は、自宅にとどまらず、早めに洪水浸水想定

区域の外に避難します。ただし、洪水浸水想定区域外への避難が難しい場合は、早期の立退き

避難が必要な区域の外にある指定避難所等の２階以上に垂直避難します。 

また、災害の状況等により他の避難先への避難が必要になった場合は、市職員、消防吏員、

消防団員、警察官等の指示に従い避難します。 

周囲の浸水が始まっているなど、災害の状況から屋外に出ることで身に危険が及ぶ場合等は、

自宅の２階や近くにある頑丈な高い建物へ緊急的に避難し、安全を確保します。 

【携行品例】 

○ 食料、飲料水、タオル、ティッシュペーパー、着替え、懐中電灯、携帯ラジ

オ、救急医薬品、常用の薬、お薬手帳、粉ミルク、生理用品、おむつ、携帯

電話の充電器、現金、マスク、体温計、石けん、消毒液等 

○ 服装は、身軽な服装とし、必要に応じて雨具及び防寒着を着用し、靴は底の

厚い運動靴等 

 



第 1 部 風水害応急対策 第 1 章 自助・共助 第 3 節 適切な避難行動を行う 

 

 10 

2. 風水害時の避難行動【市民・企業・地域団体等】 

気象等の防災情報や避難情報によって避難行動をとる場合、まずは周辺に浸水や道路冠水等が

あるかどうかを確認します。ここでは浸水や道路冠水が見られない場合の避難方法について示し

ます。 

(1) 避難開始の時期 

ア 避難情報が、次により伝達されたとき 

① テレビ、ラジオ等の報道機関を通じた伝達や杜の都防災メール、緊急速報メールやホー

ムページ、ＳＮＳ（ツイッター）等のインターネットを通じた伝達、せんだい避難情報電

話サービスによる固定電話を通じた伝達 

② 消防署、消防団、区役所、警察等の広報車等による伝達 

イ テレビ、ラジオ等の情報から判断し、生命の危険を感じたとき 

(2) 避難時の原則 

ア 避難の安全を確保するため、近隣世帯が相互に協力します。  

イ 避難に当たっては、高齢者及び障害者等の災害時要援護者の安否確認、支援に努めます。 

ウ 避難に際しては、火の元の始末を完全に行い、電気ブレーカーを切ります。 

エ 次のような必要最小限のものを携行します。 

 

(3) 洪水等に備えた避難方法 

浸水の危険がある地域にお住まいの方は、河川の近くは極力通らずに、避難情報により示さ

れる指定避難所等や、洪水浸水想定区域の外の安全な場所へ避難します。なお、早期の立退き

避難が必要な区域（家屋倒壊等氾濫想定区域や浸水深が３メートル以上の区域）の外で、お住

まいが２階建以上の建物等、想定される浸水の深さよりも高い位置に避難できる場合は、自宅

にとどまり安全を確保することもできます。 

早期の立退き避難が必要な区域にお住まいの方は、自宅にとどまらず、早めに洪水浸水想定

区域の外に避難します。ただし、洪水浸水想定区域外への避難が難しい場合は、早期の立退き

避難が必要な区域の外にある指定避難所等の２階以上に垂直避難します。 

また、災害の状況等により他の避難先への避難が必要になった場合は、市職員、消防吏員、

消防団員、警察官等の指示に従い避難します。 

周囲の浸水が始まっているなど、災害の状況から屋外に出ることで身に危険が及ぶ場合等は、

自宅の２階や近くにある頑丈な高い建物へ緊急的に避難し、安全を確保します。 

【携行品例】 

○ 食料、飲料水、タオル、ティッシュペーパー、着替え、懐中電灯、携帯ラジ

オ、救急医薬品、常用の薬、お薬手帳、粉ミルク、生理用品、おむつ、携帯

電話の充電器、現金、マスク、体温計、石けん、消毒液等 

○ 服装は、身軽な服装とし、必要に応じて雨具及び防寒着を着用し、靴は底の

厚い運動靴等 
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大雨時は、地下やアンダーパスなどの低いところは水が集まりやすく、閉じ込められる恐れ

があるため、地下やアンダーパスへの進入は避けます。 

 

(4) 土砂災害に備えた避難方法 

土砂災害の危険がある地域にお住まいの方は、避難情報により示される指定避難所等や、土

砂災害警戒区域等の外の安全な場所へ避難します。なお、十分堅牢なマンション等の上層階に

お住まいの場合は、自宅にとどまり安全を確保することもできます。 

また、土砂災害の場合、多くは木造建物の１階で被災していることから、どうしても指定避

難所等への避難が困難なときは、次善の策として、近くの頑丈な建物の２階以上に緊急避難す

るか、それも難しい場合は家の中でより安全な場所（２階の崖から離れた部屋など）に避難し

ます。  
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また、土砂災害の場合、多くは木造建物の１階で被災していることから、どうしても指定避
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3.  避難行動判定フローの活用【市民・企業・地域団体等】 

「避難」とは「難」を「避」けることです。そのため、自宅等で安全が確保できる場合は必ずし

も避難所へ避難する必要はなく、また、安全な場所の親戚・知人宅へ避難することもできます。 

仙台防災ハザードマップやせんだいくらしのマップ等から自宅周辺の洪水や土砂災害の危険性

を確認し、下記の避難行動判定フローを活用して①避難の必要性、②避難場所、③避難開始のタイ

ミングなどをあらかじめ検討します。 

<風水害時の避難行動判定フロー> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハザードマップ
※
で自分の家がどこにある 

か確認し、印をつけてみましょう。 

※ハザードマップは浸水や土砂災害が発生するおそれの高

い区域を着色した地図です。着色されていないところでも災

害が起こる可能性があります。 

色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や

崖のそばなどにお住まいの方は、仙台市からの避難

情報を参考に必要に応じて避難してください。 
家がある場所に色が塗られていますか？ 

※浸水の危険があっても、 
①早早期期立立退退きき避避難難がが必必要要なな区区域域外外でで、 
②２階建以上の建物やマンションの上層階等想想定定ささ

れれるる浸浸水水のの深深ささよよりり高高いい位位置置ににああるる場場合合はは自自宅宅にに

ととどどままりり安安全全確確保保ををすするるこことともも可可能能です。 
※土砂災害の危険があっても、十分堅牢なマンショ

ン等の上層階に住んでいる場合は自宅にとどまり

安全確保することも可能です。 

いいえ 

例外 
災害の危険があるので、原則として、 
自宅の外に避難が必要です。 

いいえ 

はい 

はい 

はい はい いいえ いいえ 

安全な場所に住んでいて身を寄せられる 

親戚や知人はいますか？ 

安全な場所に住んでいて身を寄せられる 

親戚や知人はいますか？ 

警戒レベル３が出

たら、安全な親戚

や知人宅に避難し

ましょう(日ごろか

ら相談しておきま

しょう) 

警戒レベル３が出

たら、仙台市が指

定している避難所

に避難しましょう 

警戒レベル４が出

たら、安全な親戚

や知人宅に避難し

ましょう(日ごろか

ら相談しておきま

しょう) 

警戒レベル４が出

たら、仙台市が指

定している避難所

に避難しましょう 

ご自身または一緒に避難する方は避難に時間がかかりますか？ 
または、ご自宅は早期立退き避難が必要な区域内ですか？ 

第 1 部 風水害応急対策 第 1 章 自助・共助 第 3 節 適切な避難行動を行う 
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4. マイ・タイムラインの作成【市民・企業・地域団体等】 

マイ・タイムラインとは、一人ひとりの家族構成や生活環境に合わせあらかじめ作成する避難計

画のことです。 

「いつ」「誰が」「何をするのか」を時系列で整理することにより、避難に必要な情報・判断・

行動を把握でき、「自分の避難方法」を見つけることができます。 

（（資資料料 66--22「「ママイイ・・タタイイムムラライインン作作成成様様式式」」参参照照））  

 

<マイ・タイムラインの例> 

 

 

台風予報・早期注意情報 

大雨注意報、洪水注意報等 

警戒レベル 

１１  

洪水・土砂災害発生のおそれ 

「高齢者等避難」発令 

高齢者など避難に時間を 

要する方、早期立退き避難 

が必要な区域にいる方 

高齢者など避難に時間を 
要する方、早期立退き避難 
が必要な区域にいる方以外 

情報収集（気象・災害） 
・テレビ、ラジオ 

・インターネット 

・市ホームページ 等 

避 難 準 備 

災害発生のおそれの
高まり 

「「避避難難指指示示」」発発令令  

避 難 開 始 

自宅等周辺の災害リスクや、自身・家族の状況 
に応じて適切な避難行動を選択 

警戒レベル 
２２  

警戒レベル 
３３  

警戒レベル 
４４  

自宅等にとどまり 
安全確保 

安全な場所の 

親戚・知人宅に 

避難 
指定避難所等 

に避難 

避 難 完 了  

[緊急措置] 屋外に出ることでかえって危険な場合は、 

自宅の２階や近隣の頑丈な高い建物等で安全確保 
浸   水⇒建物の２階以上へ 

土砂災害⇒がけなどの反対側、２階以上へ 

避難の準備・確認 

●ハザードマップ          警戒レベル１で確認 

●避難する場所          警戒レベル２で確認 

●避難開始のタイミング      警戒レベル２で確認 

●避難情報の収集手段      警戒レベル２で確認 

自宅周辺の災害リスクを確認 

 浸水深 

 土砂災害 
 
自宅が「早期の立退き避難が必要な区域」のエリア内

にある 
  □ はい   □ いいえ  

事前に避難場所や避難方法を確認 
 避難場所① 

 避難場所② 

 避難方法 

 避難に要する時間 

□ 自宅が「早期の立退き避難が必要な区域」の 

エリア内にある場合 
□ 妊娠中の方や小さなお子様連れの方など、 
避難に時間を要する場合 

 
 
 

□ 上記以外で、自宅が洪水 浸水想定区域、 
又は土砂災害警戒区域等のエリア内 
にある場合 

□ 仙台市避難情報Webサイト 

□ 杜の都防災メール 

□ 

□ 

警戒レベル４  
避難指示 

警戒レベル３  
高齢者等避難 

気象情報 ・ 避難情報 
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3.  避難行動判定フローの活用【市民・企業・地域団体等】 

「避難」とは「難」を「避」けることです。そのため、自宅等で安全が確保できる場合は必ずし

も避難所へ避難する必要はなく、また、安全な場所の親戚・知人宅へ避難することもできます。 

仙台防災ハザードマップやせんだいくらしのマップ等から自宅周辺の洪水や土砂災害の危険性

を確認し、下記の避難行動判定フローを活用して①避難の必要性、②避難場所、③避難開始のタイ

ミングなどをあらかじめ検討します。 

<風水害時の避難行動判定フロー> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハザードマップ
※
で自分の家がどこにある 

か確認し、印をつけてみましょう。 

※ハザードマップは浸水や土砂災害が発生するおそれの高

い区域を着色した地図です。着色されていないところでも災

害が起こる可能性があります。 

色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や

崖のそばなどにお住まいの方は、仙台市からの避難

情報を参考に必要に応じて避難してください。 
家がある場所に色が塗られていますか？ 

※浸水の危険があっても、 
①早早期期立立退退きき避避難難がが必必要要なな区区域域外外でで、 
②２階建以上の建物やマンションの上層階等想想定定ささ

れれるる浸浸水水のの深深ささよよりり高高いい位位置置ににああるる場場合合はは自自宅宅にに

ととどどままりり安安全全確確保保ををすするるこことともも可可能能です。 
※土砂災害の危険があっても、十分堅牢なマンショ

ン等の上層階に住んでいる場合は自宅にとどまり

安全確保することも可能です。 

いいえ 

例外 
災害の危険があるので、原則として、 
自宅の外に避難が必要です。 

いいえ 

はい 

はい 

はい はい いいえ いいえ 

安全な場所に住んでいて身を寄せられる 

親戚や知人はいますか？ 

安全な場所に住んでいて身を寄せられる 

親戚や知人はいますか？ 

警戒レベル３が出

たら、安全な親戚

や知人宅に避難し

ましょう(日ごろか

ら相談しておきま

しょう) 

警戒レベル３が出

たら、仙台市が指

定している避難所

に避難しましょう 

警戒レベル４が出

たら、安全な親戚

や知人宅に避難し

ましょう(日ごろか

ら相談しておきま

しょう) 

警戒レベル４が出

たら、仙台市が指

定している避難所

に避難しましょう 

ご自身または一緒に避難する方は避難に時間がかかりますか？ 
または、ご自宅は早期立退き避難が必要な区域内ですか？ 
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3.  避難行動判定フローの活用【市民・企業・地域団体等】 

「避難」とは「難」を「避」けることです。そのため、自宅等で安全が確保できる場合は必ずし

も避難所へ避難する必要はなく、また、安全な場所の親戚・知人宅へ避難することもできます。 

仙台防災ハザードマップやせんだいくらしのマップ等から自宅周辺の洪水や土砂災害の危険性

を確認し、下記の避難行動判定フローを活用して①避難の必要性、②避難場所、③避難開始のタイ

ミングなどをあらかじめ検討します。 

<風水害時の避難行動判定フロー> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハザードマップ
※
で自分の家がどこにある 

か確認し、印をつけてみましょう。 

※ハザードマップは浸水や土砂災害が発生するおそれの高

い区域を着色した地図です。着色されていないところでも災

害が起こる可能性があります。 

色が塗られていなくても、周りと比べて低い土地や

崖のそばなどにお住まいの方は、仙台市からの避難

情報を参考に必要に応じて避難してください。 
家がある場所に色が塗られていますか？ 

※浸水の危険があっても、 
①早早期期立立退退きき避避難難がが必必要要なな区区域域外外でで、 
②２階建以上の建物やマンションの上層階等想想定定ささ

れれるる浸浸水水のの深深ささよよりり高高いい位位置置ににああるる場場合合はは自自宅宅にに

ととどどままりり安安全全確確保保ををすするるこことともも可可能能です。 
※土砂災害の危険があっても、十分堅牢なマンショ

ン等の上層階に住んでいる場合は自宅にとどまり

安全確保することも可能です。 

いいえ 

例外 
災害の危険があるので、原則として、 
自宅の外に避難が必要です。 

いいえ 

はい 

はい 

はい はい いいえ いいえ 

安全な場所に住んでいて身を寄せられる 

親戚や知人はいますか？ 

安全な場所に住んでいて身を寄せられる 

親戚や知人はいますか？ 

警戒レベル３が出

たら、安全な親戚

や知人宅に避難し

ましょう(日ごろか

ら相談しておきま

しょう) 

警戒レベル３が出

たら、仙台市が指

定している避難所

に避難しましょう 

警戒レベル４が出

たら、安全な親戚

や知人宅に避難し

ましょう(日ごろか

ら相談しておきま

しょう) 

警戒レベル４が出

たら、仙台市が指

定している避難所

に避難しましょう 

ご自身または一緒に避難する方は避難に時間がかかりますか？ 
または、ご自宅は早期立退き避難が必要な区域内ですか？ 
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4. マイ・タイムラインの作成【市民・企業・地域団体等】 

マイ・タイムラインとは、一人ひとりの家族構成や生活環境に合わせあらかじめ作成する避難計

画のことです。 

「いつ」「誰が」「何をするのか」を時系列で整理することにより、避難に必要な情報・判断・

行動を把握でき、「自分の避難方法」を見つけることができます。 

（（資資料料 66--22「「ママイイ・・タタイイムムラライインン作作成成様様式式」」参参照照））  

 

<マイ・タイムラインの例> 

 

 

台風予報・早期注意情報 

大雨注意報、洪水注意報等 

警戒レベル 

１１  

洪水・土砂災害発生のおそれ 

「高齢者等避難」発令 

高齢者など避難に時間を 

要する方、早期立退き避難 

が必要な区域にいる方 

高齢者など避難に時間を 
要する方、早期立退き避難 
が必要な区域にいる方以外 

情報収集（気象・災害） 
・テレビ、ラジオ 

・インターネット 

・市ホームページ 等 

避 難 準 備 

災害発生のおそれの
高まり 

「「避避難難指指示示」」発発令令  

避 難 開 始 

自宅等周辺の災害リスクや、自身・家族の状況 
に応じて適切な避難行動を選択 

警戒レベル 
２２  

警戒レベル 
３３  

警戒レベル 
４４  

自宅等にとどまり 
安全確保 

安全な場所の 

親戚・知人宅に 

避難 
指定避難所等 

に避難 

避 難 完 了  

[緊急措置] 屋外に出ることでかえって危険な場合は、 

自宅の２階や近隣の頑丈な高い建物等で安全確保 
浸   水⇒建物の２階以上へ 

土砂災害⇒がけなどの反対側、２階以上へ 

避難の準備・確認 

●ハザードマップ          警戒レベル１で確認 

●避難する場所          警戒レベル２で確認 

●避難開始のタイミング      警戒レベル２で確認 

●避難情報の収集手段      警戒レベル２で確認 

自宅周辺の災害リスクを確認 

 浸水深 

 土砂災害 
 
自宅が「早期の立退き避難が必要な区域」のエリア内

にある 
  □ はい   □ いいえ  

事前に避難場所や避難方法を確認 
 避難場所① 

 避難場所② 

 避難方法 

 避難に要する時間 

□ 自宅が「早期の立退き避難が必要な区域」の 

エリア内にある場合 
□ 妊娠中の方や小さなお子様連れの方など、 
避難に時間を要する場合 

 
 
 

□ 上記以外で、自宅が洪水 浸水想定区域、 
又は土砂災害警戒区域等のエリア内 
にある場合 

□ 仙台市避難情報Webサイト 

□ 杜の都防災メール 

□ 

□ 

警戒レベル４  
避難指示 

警戒レベル３  
高齢者等避難 

気象情報 ・ 避難情報 

－　　－13

第 1 部 風水害応急対策 第 1 章 自助・共助 第 3 節 適切な避難行動を行う 

 

13 

 

4. マイ・タイムラインの作成【市民・企業・地域団体等】 

マイ・タイムラインとは、一人ひとりの家族構成や生活環境に合わせあらかじめ作成する避難計

画のことです。 

「いつ」「誰が」「何をするのか」を時系列で整理することにより、避難に必要な情報・判断・

行動を把握でき、「自分の避難方法」を見つけることができます。 

（（資資料料 66--22「「ママイイ・・タタイイムムラライインン作作成成様様式式」」参参照照））  

 

<マイ・タイムラインの例> 

 

 

台風予報・早期注意情報 

大雨注意報、洪水注意報等 

警戒レベル 

１１  

洪水・土砂災害発生のおそれ 

「高齢者等避難」発令 

高齢者など避難に時間を 

要する方、早期立退き避難 

が必要な区域にいる方 

高齢者など避難に時間を 
要する方、早期立退き避難 
が必要な区域にいる方以外 

情報収集（気象・災害） 
・テレビ、ラジオ 

・インターネット 

・市ホームページ 等 

避 難 準 備 

災害発生のおそれの
高まり 

「「避避難難指指示示」」発発令令  

避 難 開 始 

自宅等周辺の災害リスクや、自身・家族の状況 
に応じて適切な避難行動を選択 

警戒レベル 
２２  

警戒レベル 
３３  

警戒レベル 
４４  

自宅等にとどまり 
安全確保 

安全な場所の 

親戚・知人宅に 

避難 
指定避難所等 

に避難 

避 難 完 了  

[緊急措置] 屋外に出ることでかえって危険な場合は、 

自宅の２階や近隣の頑丈な高い建物等で安全確保 
浸   水⇒建物の２階以上へ 

土砂災害⇒がけなどの反対側、２階以上へ 

避難の準備・確認 

●ハザードマップ          警戒レベル１で確認 

●避難する場所          警戒レベル２で確認 

●避難開始のタイミング      警戒レベル２で確認 

●避難情報の収集手段      警戒レベル２で確認 

自宅周辺の災害リスクを確認 

 浸水深 

 土砂災害 
 
自宅が「早期の立退き避難が必要な区域」のエリア内

にある 
  □ はい   □ いいえ  

事前に避難場所や避難方法を確認 
 避難場所① 

 避難場所② 

 避難方法 

 避難に要する時間 

□ 自宅が「早期の立退き避難が必要な区域」の 

エリア内にある場合 
□ 妊娠中の方や小さなお子様連れの方など、 
避難に時間を要する場合 

 
 
 

□ 上記以外で、自宅が洪水 浸水想定区域、 
又は土砂災害警戒区域等のエリア内 
にある場合 

□ 仙台市避難情報Webサイト 

□ 杜の都防災メール 

□ 

□ 

警戒レベル４  
避難指示 

警戒レベル３  
高齢者等避難 

気象情報 ・ 避難情報 
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【参 考】市の取り組み 

市では、水害や土砂災害のおそれのある場所や、近隣の避難所の所在地、避難

情報の基準や避難開始時期等を示した「仙台防災ハザードマップ」を作成し、配

布や市ホームページへの掲載を行っています。 

また、これらの情報は、市ホームページ「せんだいくらしのマップ」にも掲載

しています。 

 

1. 仙台防災ハザードマップ 

（URL） 

http://www.city.sendai.jp/anzensuishin/kurashi/anzen/saigaitaisaku/hazardmap.html 

2. せんだいくらしのマップ 

（URL）https://www2.wagmap.jp/sendaicity/Portal 

 
「マイ・タイムライン」の取り組みを推進するため、仙台防災ハザードマップや

市ホームページにマイ・タイムラインを掲載しているほか、説明会や防災訓練等

の様々な機会を通じて、避難行動等に関する情報の周知を行っています。 
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第 4 節 地域で組織的に活動する 

災害時において地域団体等は、事前の役割分担に基づき、防災関係機関等と互いに協力して、

災害の拡大防止と被害の軽減を図るよう努めます。 

 

1. 災害時の地域団体等の活動【市民・地域団体等】 

災害発生時、地域団体等はあらかじめ策定した防災体制や活動計画に基づき、次のような活動を

行います。 

(1) 情報収集・伝達活動 

災害時の情報は、その後の自主防災活動や住民行動を決定する指標となります。情報収集と

情報伝達を的確に行い、隣近所と声を掛け合う等、可能な範囲で協力し、地域住民の安全確保

に努めます。 

ア テレビ、ラジオ、緊急速報メール、杜の都防災メール、ＳＮＳ（ツイッター）、せんだい

避難情報電話サービス、広報車等により、マスメディアや行政から発信された災害情報や避

難情報を収集し、地域住民に周知します。 

イ 地域内の安否確認を行うとともに、被害状況やけが人の有無等を調査し、自主防災活動、

消防機関への通報などを行います。 

ウ 行政等から発信する支援情報等は、災害情報と同様に収集し、地域住民に周知します。 

(2) 救出救護活動 

地域団体や住民は、安全を確保できる範囲内において、簡易な救助活動や応急手当を行いま

す。 

ア 助けを求めている人の救出 

イ けが人に対する応急手当や医療機関への搬送 

(3) 避難誘導活動 

避難情報が発令された場合や、地域の被害状況から避難の必要がある場合は、地域住民の避

難誘導を行うとともに、災害時要援護者の避難支援を行います。 

ア 高齢者等避難発令時の避難誘導 

高齢者等避難は、避難指示の前段で、災害の危険が予想される地域の住民に避難の準備を促

すとともに、避難等の移動に時間を要する災害時要援護者の避難開始を呼びかける情報です。

災害時要援護者の避難支援者をはじめ近隣住民は、自らの避難準備を整えるとともに、安全を

確保できる範囲内で災害時要援護者を指定避難所等に避難させます。 

イ 指定避難所等への避難誘導 

ウ 人員の確認、誘導員の配置、災害時要援護者の避難介助 
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【参 考】市の取り組み 

市では、水害や土砂災害のおそれのある場所や、近隣の避難所の所在地、避難

情報の基準や避難開始時期等を示した「仙台防災ハザードマップ」を作成し、配

布や市ホームページへの掲載を行っています。 

また、これらの情報は、市ホームページ「せんだいくらしのマップ」にも掲載

しています。 

 

1. 仙台防災ハザードマップ 

（URL） 

http://www.city.sendai.jp/anzensuishin/kurashi/anzen/saigaitaisaku/hazardmap.html 

2. せんだいくらしのマップ 

（URL）https://www2.wagmap.jp/sendaicity/Portal 

 
「マイ・タイムライン」の取り組みを推進するため、仙台防災ハザードマップや

市ホームページにマイ・タイムラインを掲載しているほか、説明会や防災訓練等

の様々な機会を通じて、避難行動等に関する情報の周知を行っています。 
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第 4 節 地域で組織的に活動する 

災害時において地域団体等は、事前の役割分担に基づき、防災関係機関等と互いに協力して、

災害の拡大防止と被害の軽減を図るよう努めます。 

 

1. 災害時の地域団体等の活動【市民・地域団体等】 

災害発生時、地域団体等はあらかじめ策定した防災体制や活動計画に基づき、次のような活動を

行います。 

(1) 情報収集・伝達活動 

災害時の情報は、その後の自主防災活動や住民行動を決定する指標となります。情報収集と

情報伝達を的確に行い、隣近所と声を掛け合う等、可能な範囲で協力し、地域住民の安全確保

に努めます。 

ア テレビ、ラジオ、緊急速報メール、杜の都防災メール、ＳＮＳ（ツイッター）、せんだい

避難情報電話サービス、広報車等により、マスメディアや行政から発信された災害情報や避

難情報を収集し、地域住民に周知します。 

イ 地域内の安否確認を行うとともに、被害状況やけが人の有無等を調査し、自主防災活動、

消防機関への通報などを行います。 

ウ 行政等から発信する支援情報等は、災害情報と同様に収集し、地域住民に周知します。 

(2) 救出救護活動 

地域団体や住民は、安全を確保できる範囲内において、簡易な救助活動や応急手当を行いま

す。 

ア 助けを求めている人の救出 

イ けが人に対する応急手当や医療機関への搬送 
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避難情報が発令された場合や、地域の被害状況から避難の必要がある場合は、地域住民の避

難誘導を行うとともに、災害時要援護者の避難支援を行います。 

ア 高齢者等避難発令時の避難誘導 

高齢者等避難は、避難指示の前段で、災害の危険が予想される地域の住民に避難の準備を促

すとともに、避難等の移動に時間を要する災害時要援護者の避難開始を呼びかける情報です。

災害時要援護者の避難支援者をはじめ近隣住民は、自らの避難準備を整えるとともに、安全を

確保できる範囲内で災害時要援護者を指定避難所等に避難させます。 
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ウ 人員の確認、誘導員の配置、災害時要援護者の避難介助 
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(4) 避難所運営 

避難所に避難した場合は、地域版避難所運営マニュアルなどに基づきまとまった行動により、

避難所の混乱防止に努め、避難所運営の様々な活動に参加します。 

ア 町内会や班単位でまとまった行動 

イ 地域の避難者の確認や報告等 

ウ 避難所運営活動への参加・協力 

(5) 給食・給水活動・生活物資の配付 

避難所での炊き出しや、備蓄している食料や水、生活物資の配付などの活動を行います。 

(6) その他地域の特性を考慮した実態把握と地域住民の支援 

2. コミュニティ防災センターの資機材を活用した防災活動【地域団体等】 

地域団体等はあらかじめ策定した防災体制や活動計画に基づき、消火・救助活動や様々な支援活

動を行う際に、必要に応じてコミュニティ防災センター及び簡易型防災資機材倉庫に備蓄されて

いる各種資機材を活用し、地域の防災活動を行います。 

（（資資料料 66--1133「「ココミミュュニニテティィ防防災災セセンンタターー及及びび簡簡易易型型防防災災資資機機材材倉倉庫庫一一覧覧」」参参照照））  
（（資資料料 66--1155「「ココミミュュニニテティィ防防災災セセンンタターー及及びび簡簡易易型型防防災災資資機機材材倉倉庫庫備備蓄蓄資資機機材材基基準準数数量量」」参参照照））  

3. 地域の企業と地域団体等との連携【企業・地域団体等】 

災害発生時、企業は自衛消防の組織等の活動により、従業員や利用者の安全の確保に努めるとと

もに、地域団体等が行う活動に積極的に協力するなど、地域の一員としての連携を図り、二次災害

の防止や被害の軽減に努めます。 
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第 5 節 災害時要援護者を支援する 

災害時要援護者は、災害発生時及びそのおそれがあるときに、災害情報の入手が困難、若しく

は自力で避難することが困難な高齢者や障害のある人です。状況によって妊産婦、乳幼児、外国

人も含みます。災害情報や避難に関する情報を伝えることをはじめ、避難誘導や避難所での生活

において必要な支援を行うなど、地域の災害時要援護者が周囲にいる場合には、「共助」の精神

で、率先して支援するよう努めます。 

 

1. 災害時要援護者支援窓口の利用【市民・地域団体等】 

市は、災害時要援護者支援窓口を各区本部保健福祉班に開設し、相談等の受付等を行います。ま

た、外国人の言葉の問題に対応するため、仙台多文化共生センター（仙台国際センター内）に仙台

市災害多言語支援センターを設置して多言語による情報提供・相談に対応します。 

支援者は、必要な場合には、災害時要援護者に支援窓口の情報を伝え、直接支援窓口に相談する

よう努めます。 

※ 区本部とは、大規模な災害時等に各区役所に設置される「区災害対策本部」を指します。 

以下この章において同じ。 

2. 災害時要援護者とその家族の方の対応【市民】 

支援する方が被災したこと等により、すぐに支援を受けられない場合があります。避難が困難な

場合は速やかに、隣近所や消防署、区役所に支援の要請を行ってください。 

また、電話が使えない場合もあることから、平時より無線機を設置してある避難所等を地域の方

や区役所に確認しておくことが必要です。 

3. 地域団体等の行う支援【地域団体等】 

地域団体等は、自分や家族の身の安全を最優先とした上で在宅の災害時要援護者の安否確認や

災害情報の伝達に努め、また状況に応じて救護・救出や災害時要援護者の特性に配慮した避難誘導

を行います。特に高齢者等避難が発令されたときには、支援者自らの避難準備を整えるとともに、

移動に時間のかかる要援護者を支援し、安全に避難場所まで避難させます。要援護者の心身の状況、

建物や道路等の破損状況、集落の孤立、通信や交通の途絶等により対応が困難な場合は、消防署や

区本部への支援要請を行います。 

4. 社会福祉施設等の対応【企業】 

社会福祉施設等は、入所者等や職員の安否確認、施設の被害状況等を確認し、市へ報告します。 

また、負傷者が発生した場合は必要な救護を行うとともに、施設の損壊状況や気象情報などから

必要と認める場合は、入所者等を避難所に避難させます。 

特に、洪水による浸水や土砂災害による被害が予想される地域内の施設では、避難確保計画に基

づき、市から伝達される洪水予報等により避難の準備を行うとともに、避難情報が伝達された場合

には、速やかに入所者等を避難所へ避難させます。 
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(4) 避難所運営 

避難所に避難した場合は、地域版避難所運営マニュアルなどに基づきまとまった行動により、

避難所の混乱防止に努め、避難所運営の様々な活動に参加します。 

ア 町内会や班単位でまとまった行動 

イ 地域の避難者の確認や報告等 

ウ 避難所運営活動への参加・協力 

(5) 給食・給水活動・生活物資の配付 

避難所での炊き出しや、備蓄している食料や水、生活物資の配付などの活動を行います。 

(6) その他地域の特性を考慮した実態把握と地域住民の支援 

2. コミュニティ防災センターの資機材を活用した防災活動【地域団体等】 

地域団体等はあらかじめ策定した防災体制や活動計画に基づき、消火・救助活動や様々な支援活

動を行う際に、必要に応じてコミュニティ防災センター及び簡易型防災資機材倉庫に備蓄されて

いる各種資機材を活用し、地域の防災活動を行います。 

（（資資料料 66--1133「「ココミミュュニニテティィ防防災災セセンンタターー及及びび簡簡易易型型防防災災資資機機材材倉倉庫庫一一覧覧」」参参照照））  
（（資資料料 66--1155「「ココミミュュニニテティィ防防災災セセンンタターー及及びび簡簡易易型型防防災災資資機機材材倉倉庫庫備備蓄蓄資資機機材材基基準準数数量量」」参参照照））  

3. 地域の企業と地域団体等との連携【企業・地域団体等】 

災害発生時、企業は自衛消防の組織等の活動により、従業員や利用者の安全の確保に努めるとと

もに、地域団体等が行う活動に積極的に協力するなど、地域の一員としての連携を図り、二次災害

の防止や被害の軽減に努めます。 
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イ 地域の避難者の確認や報告等 

ウ 避難所運営活動への参加・協力 

(5) 給食・給水活動・生活物資の配付 

避難所での炊き出しや、備蓄している食料や水、生活物資の配付などの活動を行います。 

(6) その他地域の特性を考慮した実態把握と地域住民の支援 

2. コミュニティ防災センターの資機材を活用した防災活動【地域団体等】 

地域団体等はあらかじめ策定した防災体制や活動計画に基づき、消火・救助活動や様々な支援活

動を行う際に、必要に応じてコミュニティ防災センター及び簡易型防災資機材倉庫に備蓄されて

いる各種資機材を活用し、地域の防災活動を行います。 

（（資資料料 66--1133「「ココミミュュニニテティィ防防災災セセンンタターー及及びび簡簡易易型型防防災災資資機機材材倉倉庫庫一一覧覧」」参参照照））  
（（資資料料 66--1155「「ココミミュュニニテティィ防防災災セセンンタターー及及びび簡簡易易型型防防災災資資機機材材倉倉庫庫備備蓄蓄資資機機材材基基準準数数量量」」参参照照））  

3. 地域の企業と地域団体等との連携【企業・地域団体等】 

災害発生時、企業は自衛消防の組織等の活動により、従業員や利用者の安全の確保に努めるとと

もに、地域団体等が行う活動に積極的に協力するなど、地域の一員としての連携を図り、二次災害

の防止や被害の軽減に努めます。 
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第 5 節 災害時要援護者を支援する 

災害時要援護者は、災害発生時及びそのおそれがあるときに、災害情報の入手が困難、若しく

は自力で避難することが困難な高齢者や障害のある人です。状況によって妊産婦、乳幼児、外国

人も含みます。災害情報や避難に関する情報を伝えることをはじめ、避難誘導や避難所での生活

において必要な支援を行うなど、地域の災害時要援護者が周囲にいる場合には、「共助」の精神

で、率先して支援するよう努めます。 

 

1. 災害時要援護者支援窓口の利用【市民・地域団体等】 

市は、災害時要援護者支援窓口を各区本部保健福祉班に開設し、相談等の受付等を行います。ま

た、外国人の言葉の問題に対応するため、仙台多文化共生センター（仙台国際センター内）に仙台

市災害多言語支援センターを設置して多言語による情報提供・相談に対応します。 

支援者は、必要な場合には、災害時要援護者に支援窓口の情報を伝え、直接支援窓口に相談する

よう努めます。 

※ 区本部とは、大規模な災害時等に各区役所に設置される「区災害対策本部」を指します。 

以下この章において同じ。 

2. 災害時要援護者とその家族の方の対応【市民】 

支援する方が被災したこと等により、すぐに支援を受けられない場合があります。避難が困難な

場合は速やかに、隣近所や消防署、区役所に支援の要請を行ってください。 

また、電話が使えない場合もあることから、平時より無線機を設置してある避難所等を地域の方

や区役所に確認しておくことが必要です。 

3. 地域団体等の行う支援【地域団体等】 

地域団体等は、自分や家族の身の安全を最優先とした上で在宅の災害時要援護者の安否確認や

災害情報の伝達に努め、また状況に応じて救護・救出や災害時要援護者の特性に配慮した避難誘導

を行います。特に高齢者等避難が発令されたときには、支援者自らの避難準備を整えるとともに、

移動に時間のかかる要援護者を支援し、安全に避難場所まで避難させます。要援護者の心身の状況、

建物や道路等の破損状況、集落の孤立、通信や交通の途絶等により対応が困難な場合は、消防署や

区本部への支援要請を行います。 

4. 社会福祉施設等の対応【企業】 

社会福祉施設等は、入所者等や職員の安否確認、施設の被害状況等を確認し、市へ報告します。 

また、負傷者が発生した場合は必要な救護を行うとともに、施設の損壊状況や気象情報などから

必要と認める場合は、入所者等を避難所に避難させます。 

特に、洪水による浸水や土砂災害による被害が予想される地域内の施設では、避難確保計画に基

づき、市から伝達される洪水予報等により避難の準備を行うとともに、避難情報が伝達された場合

には、速やかに入所者等を避難所へ避難させます。 
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以下この章において同じ。 

2. 災害時要援護者とその家族の方の対応【市民】 
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5. 避難所での配慮【市民・地域団体等】 

多数の人が出入りする避難所において災害時要援護者は、健常の人よりも強いストレスを受け

たり、体調に悪影響を受けることがあります。避難所の運営者や周囲の支援者は、「避難所運営マ

ニュアル」等に基づき災害時要援護者の健康の状態等に応じて、以下の点に十分配慮します。 

 

【参 考】避難所運営マニュアル－災害時要援護者への支援 

1. 他の避難者の協力を得て、環境の良い避難スペースを災害時要援護者に優先的に確

保することとします。避難所での生活が困難な場合は、地域版マニュアルで定めた事

項に基づき、より環境の良い補助避難所（市民センター等）や福祉避難所への移送に

ついて市と協議します。 

2. 災害時要援護者に対する適切な情報の提供手段、提供内容等に配慮することとしま

す。 

3. 健常な避難者やボランティアの配慮、協力が得られるような避難所運営に努めるこ

ととします。 

4. 必要に応じ、災害時要援護者の相談に応じる相談員の配置や手話通訳者、災害時障害

者ボランティアの派遣を要請することとします。 

5. 仙台市災害多言語支援センターから発信される情報や、各避難所に設置してある災

害時多言語表示シート、必要に応じて災害時言語ボランティアの派遣などを活用し、避

難所においても外国人がスムーズに情報を入手できるよう配慮することとします。 

（（資資料料 1122--66「「仙仙台台市市災災害害多多言言語語支支援援セセンンタターー」」参参照照）） 

 

 

【参 考】市の対応 

1. 市は災害時要援護者の状況に応じて福祉避難所の開設及び受入れ要請など必要な措

置を講じることとします。 

2. 食料、飲料水など生活必需品等必要な物資の確保に努めるとともに、優先的な給付を

行うこととします。 

3. 障害者も利用可能な仮設トイレ及びプライバシー確保のための間仕切りの設置のほ

か、避難所のバリアフリー化等生活環境に対する配慮を行うこととします。 

4. 市は、身体的、精神的に虚弱な状態にある等の理由により、避難所での生活が困難と

認められる高齢者、障害者等及びその家族に対しては、応急仮設住宅への優先的入居に

配慮することとします。 
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第 6 節 避難所を主体的に運営する 

避難所は、地域団体、避難者、市の避難所担当職員、避難所の施設管理者等が協働して運営し、

「避難所運営委員会」を立ち上げ、避難者が自主的に管理運営できる体制へと移行します。 

また、災害時要援護者や性別等によるニーズの違い、避難者の健康管理やプライバシーの確保

等に十分留意して運営します。              （（参参考考：：「「避避難難所所運運営営ママニニュュアアルル」」）） 

本節では、主として指定避難所の開設及び運営について記載し、指定避難所を補完する補助避

難所については、地域、市、施設の事前協議に基づき開設及び運営を行います。 

1. 避難所の開設 

避難所は、「避難所開設基準」に基づき、市又は区災害対策本部の判断による開設を基本としま

すが、その判断を仰ぐいとまがない場合は、市から派遣される避難所担当職員、避難所の施設管理

者等の判断により、避難者を受け入れるなどの応急的な対応を行うこととしています。 

また、地域団体は地域の実情に応じて、市や施設との事前協議で定めた方法に基づき、避難所の

開設と避難者の受け入れに加わります。 

【参 考】市の避難所開設基準 

市では、主として指定避難所の開設基準について次のとおり定め、必要により避難所を開設

することとしています。なお、避難所の開設は基本的に避難所担当課職員及び施設管理者が行

います。また、補助避難所の開設については、地域団体、市、施設の事前協議において定められ

た方法に基づき、適時開設します。 

＜避難所開設基準＞ 

基 準 開 設 者 

① 河川の水位情報や洪水発生の危険度及び土砂災

害発生の危険度により避難情報を発令する場合 

市災害対策本部 又は 市災害警戒本部 

② 災害の前兆現象及び実災害の発生により避難情

報を発令する場合 

区災害対策本部 又は 区災害警戒本部 

③ 施設管理者等から区本部へ避難状況の報告があ

り、開設が必要と認める場合 

区災害対策本部 又は 区災害警戒本部 

④ 必要に応じて、区本部が避難所施設の巡回確認

を行い、避難状況等から開設が必要と認める場合 

区災害対策本部 又は 区災害警戒本部 

○ 上記にかかわらず、避難所担当職員及び施設管理者は、避難者等の状況により、ある
いは事前協議において定めた方法に基づき、必要に応じて避難者を受け入れるものと
する。 

（避難所担当職員：第 2章第 12節「避難所運営計画」第 2項（6）、施設管理者：第 2章
第 12節「避難所運営計画」第 2項(7)参照） 

 
※指定避難所については、避難情報の発令時点において避難所を開設する。ただし、③、④
の場合については、避難者の受け入れ時点において避難所を開設する。 

※補助避難所については、地域、市、施設の事前協議に基づき適時開設する。 
※福祉避難所の開設については、第 2章第 13 節「災害時要援護者への対応計画」で定める。 
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5. 避難所での配慮【市民・地域団体等】 

多数の人が出入りする避難所において災害時要援護者は、健常の人よりも強いストレスを受け

たり、体調に悪影響を受けることがあります。避難所の運営者や周囲の支援者は、「避難所運営マ

ニュアル」等に基づき災害時要援護者の健康の状態等に応じて、以下の点に十分配慮します。 

 

【参 考】避難所運営マニュアル－災害時要援護者への支援 

1. 他の避難者の協力を得て、環境の良い避難スペースを災害時要援護者に優先的に確

保することとします。避難所での生活が困難な場合は、地域版マニュアルで定めた事

項に基づき、より環境の良い補助避難所（市民センター等）や福祉避難所への移送に

ついて市と協議します。 

2. 災害時要援護者に対する適切な情報の提供手段、提供内容等に配慮することとしま

す。 

3. 健常な避難者やボランティアの配慮、協力が得られるような避難所運営に努めるこ

ととします。 

4. 必要に応じ、災害時要援護者の相談に応じる相談員の配置や手話通訳者、災害時障害

者ボランティアの派遣を要請することとします。 

5. 仙台市災害多言語支援センターから発信される情報や、各避難所に設置してある災

害時多言語表示シート、必要に応じて災害時言語ボランティアの派遣などを活用し、避

難所においても外国人がスムーズに情報を入手できるよう配慮することとします。 

（（資資料料 1122--66「「仙仙台台市市災災害害多多言言語語支支援援セセンンタターー」」参参照照）） 

 

 

【参 考】市の対応 

1. 市は災害時要援護者の状況に応じて福祉避難所の開設及び受入れ要請など必要な措

置を講じることとします。 

2. 食料、飲料水など生活必需品等必要な物資の確保に努めるとともに、優先的な給付を

行うこととします。 

3. 障害者も利用可能な仮設トイレ及びプライバシー確保のための間仕切りの設置のほ

か、避難所のバリアフリー化等生活環境に対する配慮を行うこととします。 

4. 市は、身体的、精神的に虚弱な状態にある等の理由により、避難所での生活が困難と

認められる高齢者、障害者等及びその家族に対しては、応急仮設住宅への優先的入居に

配慮することとします。 
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第 6 節 避難所を主体的に運営する 

避難所は、地域団体、避難者、市の避難所担当職員、避難所の施設管理者等が協働して運営し、

「避難所運営委員会」を立ち上げ、避難者が自主的に管理運営できる体制へと移行します。 

また、災害時要援護者や性別等によるニーズの違い、避難者の健康管理やプライバシーの確保

等に十分留意して運営します。              （（参参考考：：「「避避難難所所運運営営ママニニュュアアルル」」）） 

本節では、主として指定避難所の開設及び運営について記載し、指定避難所を補完する補助避

難所については、地域、市、施設の事前協議に基づき開設及び運営を行います。 

1. 避難所の開設 

避難所は、「避難所開設基準」に基づき、市又は区災害対策本部の判断による開設を基本としま

すが、その判断を仰ぐいとまがない場合は、市から派遣される避難所担当職員、避難所の施設管理

者等の判断により、避難者を受け入れるなどの応急的な対応を行うこととしています。 

また、地域団体は地域の実情に応じて、市や施設との事前協議で定めた方法に基づき、避難所の

開設と避難者の受け入れに加わります。 

【参 考】市の避難所開設基準 

市では、主として指定避難所の開設基準について次のとおり定め、必要により避難所を開設

することとしています。なお、避難所の開設は基本的に避難所担当課職員及び施設管理者が行

います。また、補助避難所の開設については、地域団体、市、施設の事前協議において定められ

た方法に基づき、適時開設します。 

＜避難所開設基準＞ 

基 準 開 設 者 

① 河川の水位情報や洪水発生の危険度及び土砂災

害発生の危険度により避難情報を発令する場合 

市災害対策本部 又は 市災害警戒本部 

② 災害の前兆現象及び実災害の発生により避難情

報を発令する場合 

区災害対策本部 又は 区災害警戒本部 

③ 施設管理者等から区本部へ避難状況の報告があ

り、開設が必要と認める場合 

区災害対策本部 又は 区災害警戒本部 

④ 必要に応じて、区本部が避難所施設の巡回確認

を行い、避難状況等から開設が必要と認める場合 

区災害対策本部 又は 区災害警戒本部 

○ 上記にかかわらず、避難所担当職員及び施設管理者は、避難者等の状況により、ある
いは事前協議において定めた方法に基づき、必要に応じて避難者を受け入れるものと
する。 

（避難所担当職員：第 2章第 12 節「避難所運営計画」第 2項（6）、施設管理者：第 2章
第 12節「避難所運営計画」第 2項(7)参照） 

 
※指定避難所については、避難情報の発令時点において避難所を開設する。ただし、③、④
の場合については、避難者の受け入れ時点において避難所を開設する。 

※補助避難所については、地域、市、施設の事前協議に基づき適時開設する。 
※福祉避難所の開設については、第 2章第 13 節「災害時要援護者への対応計画」で定める。 
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2. 避難所の運営【市民・地域団体等】 

避難所運営に必要な様々な活動を円滑に行うため、連合町内会等の地域団体及び避難者、市が派

遣する避難所担当職員、施設の管理者・職員からなる「避難所運営委員会」を立ち上げ、組織的な

活動を実施します。 

避難所では、そこにいる人全員がそれぞれの役割を果たすとともに、情報を共有しながら、相互

に連携して各種活動を実施します。 

（（参参考考::「「避避難難所所運運営営ママニニュュアアルル」」））  

(1) 地域団体とその役割 

連合町内会や町内会など、避難所が設置される地域で組織されている団体です。また、地域

によって民生委員児童委員や地区社会福祉協議会等も密接に関わるなど、形は様々です。 

地域団体は、基本的に、避難所周辺の安全が確認された場合で、一定期間避難が継続する見

込みがあるとき又は多数の避難者が訪れたときに、市や施設との事前協議で定めた方法に基づ

き、必要に応じて避難所の運営に加わります。 

＜市が地域団体に避難所運営参加を依頼する場合の例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 避難者とその役割 

避難所に避難される方です。避難者はおおむね避難所が設置されている地域の住民ですが、

それ以外の方が避難される場合もあります。 

避難者は、地域団体、市職員等の指示の下、避難所運営委員会の活動班や居住組の活動を積

極的に行います。また、避難所運営委員会は、時間の経過と共に地域団体中心から避難者中心

へと移行し、避難者による自主的運営を行うこととしています。市の支援体制の下、役割分担

を明確にし、避難者同士が協力して各種活動に取り組みます。 
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【参 考】市・区・施設の対応 

1. 市・区の役割 

市や区では、避難所担当職員を派遣し、避難所の立ち上げを行い、その後は、避難

所との情報伝達を密に行いながら、避難所への必要物資の手配や災害情報の提供等を

行うとともに、避難所内から要請や依頼のあった課題の解決を図ります。 

2. 避難所担当職員の役割 

避難所担当職員は、避難所運営委員会が立ち上がった場合には、その運営全般に携

わるとともに、主に、区本部との情報伝達により、避難所内の課題解決に向けた要請

や調整を行います。また、避難者のニーズの把握、災害時要援護者や性別等によるニー

ズへの配慮、健康管理やプライバシーへの配慮等に努めます。 

3. 施設管理者・職員の役割 

避難所施設の施設管理者や職員は、避難所内の居住スペースや共有スペースを設置

する際の調整や助言を行うなど、施設の活用に関することを中心に、運営の支援を行

います。 
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【参 考】市・区・施設の対応 

1. 市・区の役割 

市や区では、避難所担当職員を派遣し、避難所の立ち上げを行い、その後は、避難

所との情報伝達を密に行いながら、避難所への必要物資の手配や災害情報の提供等を

行うとともに、避難所内から要請や依頼のあった課題の解決を図ります。 

2. 避難所担当職員の役割 

避難所担当職員は、避難所運営委員会が立ち上がった場合には、その運営全般に携

わるとともに、主に、区本部との情報伝達により、避難所内の課題解決に向けた要請

や調整を行います。また、避難者のニーズの把握、災害時要援護者や性別等によるニー

ズへの配慮、健康管理やプライバシーへの配慮等に努めます。 

3. 施設管理者・職員の役割 

避難所施設の施設管理者や職員は、避難所内の居住スペースや共有スペースを設置

する際の調整や助言を行うなど、施設の活用に関することを中心に、運営の支援を行

います。 
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イ 性別等によるニーズへの配慮 

男女別の更衣スペースやトイレ、洗濯物干し場、授乳のためのスペースの確保等、性別等に

よるニーズに対する配慮に努めます。また、避難所運営委員会への女性の参画に配慮し、女性

のニーズの把握や相談が円滑に行われるよう配慮します。 

ウ 多様な文化的背景への配慮 

様々な文化や習慣の違いがあることを踏まえ、可能な範囲で環境の整備や食料の配付など

に配慮します。 

(2) 避難所運営で行う主な活動 

ア 避難者の把握（名簿班） 

避難者の状況確認や安否確認への対応を行うため、避難者名簿の作成を行い、区本部へ報告

します。避難所開設当初は多数の避難者により混乱を招くことがあるため、人数の確認と報告

に重点をおき、名簿の作成は避難所の状況を考慮して実施するなど、柔軟な対応により実施し

ます。指定避難所の校庭等での車中泊による避難者についても、把握に努めます。 

イ 避難所の空間配置（総務班） 

避難所施設で定める施設の利用計画等に基づき、居住スペースや共有スペースの割り振り

を行います。居住スペースは可能な限り町内会等の地域のまとまりを生かすとともに、感染症

対策や災害時要援護者に配慮した割り振りを行います。また、共有スペースはトイレ等必要性

の高いものから確認・設置し、性別等によるニーズ等に配慮するとともに、使用ルールを明確

にする等、円滑な運用に努めます。 

ウ 避難所の規律・防火・防犯（総務班） 

避難所内のルールを明確にし、避難者への周知徹底を図ります。また、防火・防犯のため、

避難所内の巡回確認等を協力して実施します。 

エ ボランティアの要請・管理（総務班） 

避難所の活動に関して支援が必要な場合には、各区災害ボランティアセンターに連絡し、支

援を要請するとともに、ボランティアの受入れ及び活動の指示を行います。 

オ 各種情報の受発信（情報広報班） 

避難所運営マニュアルの各種様式により、避難所の状況、避難者数、必要物資等を区本部へ

報告するとともに、区本部からの情報を掲示し避難者に提供するなど、避難所と区本部間の情

報伝達を逐次実施します。 

カ 食料・物資の確保（食料物資班） 

避難所内で必要な食料や物資について把握するとともに、不足する場合は要請して確保し

ます。開設当初は、避難所の備蓄物資や避難者が持参した家庭内備蓄等を活用するとともに、

区本部あてに要請を行います。物資集配拠点からの支援開始後は、避難所に配送を行う配送業

者等に直接要請します。 

必要な食料や物資の把握を行う際には、毛布・食料・飲料水のほか、紙おむつ・おかゆ・粉

なお、安否確認対応等による避難者名簿の作成・公開にあたっては、ドメスティック・バイ

オレンスやストーカー被害等により居所を隠す必要のある避難者もいることに留意し、避難

者カード(または簡易避難者カード）における避難者情報公表可否の確認を徹底します。 

－　　－22 22 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 部 風水害応急対策 第 1 章 自助・共助 第 6 節 避難所を主体的に運営する 

 

23 

イ 性別等によるニーズへの配慮 

男女別の更衣スペースやトイレ、洗濯物干し場、授乳のためのスペースの確保等、性別等に

よるニーズに対する配慮に努めます。また、避難所運営委員会への女性の参画に配慮し、女性

のニーズの把握や相談が円滑に行われるよう配慮します。 

ウ 多様な文化的背景への配慮 

様々な文化や習慣の違いがあることを踏まえ、可能な範囲で環境の整備や食料の配付など

に配慮します。 

(2) 避難所運営で行う主な活動 

ア 避難者の把握（名簿班） 

避難者の状況確認や安否確認への対応を行うため、避難者名簿の作成を行い、区本部へ報告

します。避難所開設当初は多数の避難者により混乱を招くことがあるため、人数の確認と報告

に重点をおき、名簿の作成は避難所の状況を考慮して実施するなど、柔軟な対応により実施し

ます。指定避難所の校庭等での車中泊による避難者についても、把握に努めます。 

イ 避難所の空間配置（総務班） 

避難所施設で定める施設の利用計画等に基づき、居住スペースや共有スペースの割り振り

を行います。居住スペースは可能な限り町内会等の地域のまとまりを生かすとともに、感染症

対策や災害時要援護者に配慮した割り振りを行います。また、共有スペースはトイレ等必要性

の高いものから確認・設置し、性別等によるニーズ等に配慮するとともに、使用ルールを明確

にする等、円滑な運用に努めます。 

ウ 避難所の規律・防火・防犯（総務班） 

避難所内のルールを明確にし、避難者への周知徹底を図ります。また、防火・防犯のため、

避難所内の巡回確認等を協力して実施します。 

エ ボランティアの要請・管理（総務班） 

避難所の活動に関して支援が必要な場合には、各区災害ボランティアセンターに連絡し、支

援を要請するとともに、ボランティアの受入れ及び活動の指示を行います。 

オ 各種情報の受発信（情報広報班） 

避難所運営マニュアルの各種様式により、避難所の状況、避難者数、必要物資等を区本部へ

報告するとともに、区本部からの情報を掲示し避難者に提供するなど、避難所と区本部間の情

報伝達を逐次実施します。 

カ 食料・物資の確保（食料物資班） 

避難所内で必要な食料や物資について把握するとともに、不足する場合は要請して確保し

ます。開設当初は、避難所の備蓄物資や避難者が持参した家庭内備蓄等を活用するとともに、

区本部あてに要請を行います。物資集配拠点からの支援開始後は、避難所に配送を行う配送業

者等に直接要請します。 

必要な食料や物資の把握を行う際には、毛布・食料・飲料水のほか、紙おむつ・おかゆ・粉

なお、安否確認対応等による避難者名簿の作成・公開にあたっては、ドメスティック・バイ

オレンスやストーカー被害等により居所を隠す必要のある避難者もいることに留意し、避難

者カード(または簡易避難者カード）における避難者情報公表可否の確認を徹底します。 
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ミルク・生理用品・薬品等、災害時要援護者や女性等のニーズ、アレルギー疾患やプライバシー

への配慮に努めます。 

キ 救護・支援（救護班） 

けが人や急病人に対する応急処置や救急車の手配等、救護や支援を実施します。また、車中

泊によるエコノミークラス症候群や避難長期化に備えて避難者の健康状態に配慮するととも

に、必要に応じてボランティアの要請や医療機関への受入れの要請を行います。 

ク 水の確保（衛生班） 

断水時の飲料水、生活用水については、以下の方法により確保し、効率的に活用します。 

① 備蓄物資、避難者が持参した家庭内備蓄等の活用 

② 施設の受水槽の活用 

③ 災害時給水栓が設置されている避難所については、災害時給水栓による給水所を開設し、

区本部に報告 

④ 非常用飲料水貯水槽など、その他の応急給水については、区本部を通じて水道部に開設

を要請 

⑤ 主にトイレの雑用水等については、学校プールの貯留水や河川の水を活用 

ケ トイレの確保（衛生班） 

トイレについては避難所開設当初から使用できる体制が必要であり、施設のトイレの使用

可否を早急に確認するとともに、被害状況により用水を確保して使用したり、災害用簡易組立

トイレを設置する等、対応を決定して確保を図ります。 

なお、災害用簡易組立トイレを設置する場合には、災害時要援護者や性別、プライバシーに

配慮した設置に努めます。 

コ 衛生環境の整備（衛生班） 

ごみ集積場所を設置し、分別等の利用計画を徹底するなど、避難所の衛生環境の整備に努め

ます。また、ごみ処理・し尿処理について、区本部を通して環境部へ定期的に要請します。 

サ ペット飼育管理の指導（衛生班） 

ペット連れの避難者については、ペットの飼育場所を設置して受け入れます。ペットの飼育

や衛生管理については、ルールを明確にするとともに、飼い主の責任の下適正に実施されるよ

う指導し、避難者間のトラブル防止に努めます。 
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4. 避難が長期化した場合【市民（避難者）・地域団体等】 

(1) 避難所運営委員会の自主運営 

2-(2)「避難者とその役割」に記載のとおり、避難所運営が長期化する場合は、地域中心によ

る運営から避難者による自主運営へと移行します。 

(2) 生活環境の確保 

避難生活が長期化する場合は、防犯などの安全確保や車中泊によるエコノミークラス症候群、

ストレス・衛生環境等の対策が必要となります。間仕切りの設置等によるプライバシーの確保

や入浴・洗濯等の日常生活の確保、避難所での生活に関する相談・健康相談・指導を、区本部

と連携しながら行います。 

5. 避難所の集約・閉鎖 

市では、避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供が行えるよう対

応します。避難者の退所や仮設住宅の提供により避難者の減少する時期には、避難所の状況に応じ

て避難所の集約・閉鎖を段階的に実施します。 

（（第第 22 章章  第第 3333 節節「「住住宅宅応応急急対対策策計計画画」」参参照照））  

6. 保健活動 

【参 考】市・区の対応 

1. 健康支援活動 

避難所や被災した家屋での長期にわたる生活は、被災者の心身の健康に対して様々

な影響を及ぼします。このため市では、被災者からの健康相談に応じる体制として公

衆衛生看護活動・栄養改善活動・歯科保健活動・その他必要な保健活動を行います。 

また、状況に応じて避難所に健康相談所を設置したり、仮設住宅や被災者宅等に対

して巡回型の健康相談等を実施しますので、健康に問題や不安のある方は相談するよ

うにしてください。 

2. 精神保健活動 

災害時には、被災者が心的外傷等によって心身が不安定な状態になることがありま

す。このため市では、健康相談活動等の中で被災者の心のケアを行うとともに、必要

に応じて精神科等の紹介を行います。 

非常時に心身が不安定になることは至極当然のこととして、少しでも心身に不安の

ある方は相談するようにしてください。 

 

 

7. 補助避難所の運営 

指定避難所を補完する施設として位置づける補助避難所については、地域、市、施設の事前協議

により定めた「地域版避難所運営マニュアル」に基づき、指定避難所との連携の下、地域団体を中

心として運営します。 
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ミルク・生理用品・薬品等、災害時要援護者や女性等のニーズ、アレルギー疾患やプライバシー

への配慮に努めます。 

キ 救護・支援（救護班） 

けが人や急病人に対する応急処置や救急車の手配等、救護や支援を実施します。また、車中

泊によるエコノミークラス症候群や避難長期化に備えて避難者の健康状態に配慮するととも

に、必要に応じてボランティアの要請や医療機関への受入れの要請を行います。 

ク 水の確保（衛生班） 

断水時の飲料水、生活用水については、以下の方法により確保し、効率的に活用します。 

① 備蓄物資、避難者が持参した家庭内備蓄等の活用 

② 施設の受水槽の活用 

③ 災害時給水栓が設置されている避難所については、災害時給水栓による給水所を開設し、

区本部に報告 

④ 非常用飲料水貯水槽など、その他の応急給水については、区本部を通じて水道部に開設

を要請 

⑤ 主にトイレの雑用水等については、学校プールの貯留水や河川の水を活用 

ケ トイレの確保（衛生班） 

トイレについては避難所開設当初から使用できる体制が必要であり、施設のトイレの使用

可否を早急に確認するとともに、被害状況により用水を確保して使用したり、災害用簡易組立

トイレを設置する等、対応を決定して確保を図ります。 

なお、災害用簡易組立トイレを設置する場合には、災害時要援護者や性別、プライバシーに

配慮した設置に努めます。 

コ 衛生環境の整備（衛生班） 

ごみ集積場所を設置し、分別等の利用計画を徹底するなど、避難所の衛生環境の整備に努め

ます。また、ごみ処理・し尿処理について、区本部を通して環境部へ定期的に要請します。 

サ ペット飼育管理の指導（衛生班） 

ペット連れの避難者については、ペットの飼育場所を設置して受け入れます。ペットの飼育

や衛生管理については、ルールを明確にするとともに、飼い主の責任の下適正に実施されるよ

う指導し、避難者間のトラブル防止に努めます。 
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4. 避難が長期化した場合【市民（避難者）・地域団体等】 

(1) 避難所運営委員会の自主運営 

2-(2)「避難者とその役割」に記載のとおり、避難所運営が長期化する場合は、地域中心によ

る運営から避難者による自主運営へと移行します。 

(2) 生活環境の確保 

避難生活が長期化する場合は、防犯などの安全確保や車中泊によるエコノミークラス症候群、

ストレス・衛生環境等の対策が必要となります。間仕切りの設置等によるプライバシーの確保

や入浴・洗濯等の日常生活の確保、避難所での生活に関する相談・健康相談・指導を、区本部

と連携しながら行います。 

5. 避難所の集約・閉鎖 

市では、避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供が行えるよう対

応します。避難者の退所や仮設住宅の提供により避難者の減少する時期には、避難所の状況に応じ

て避難所の集約・閉鎖を段階的に実施します。 

（（第第 22 章章  第第 3333 節節「「住住宅宅応応急急対対策策計計画画」」参参照照））  

6. 保健活動 

【参 考】市・区の対応 

1. 健康支援活動 

避難所や被災した家屋での長期にわたる生活は、被災者の心身の健康に対して様々

な影響を及ぼします。このため市では、被災者からの健康相談に応じる体制として公

衆衛生看護活動・栄養改善活動・歯科保健活動・その他必要な保健活動を行います。 

また、状況に応じて避難所に健康相談所を設置したり、仮設住宅や被災者宅等に対

して巡回型の健康相談等を実施しますので、健康に問題や不安のある方は相談するよ

うにしてください。 

2. 精神保健活動 

災害時には、被災者が心的外傷等によって心身が不安定な状態になることがありま

す。このため市では、健康相談活動等の中で被災者の心のケアを行うとともに、必要

に応じて精神科等の紹介を行います。 

非常時に心身が不安定になることは至極当然のこととして、少しでも心身に不安の

ある方は相談するようにしてください。 

 

 

7. 補助避難所の運営 

指定避難所を補完する施設として位置づける補助避難所については、地域、市、施設の事前協議

により定めた「地域版避難所運営マニュアル」に基づき、指定避難所との連携の下、地域団体を中

心として運営します。 
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第 7 節 物資の円滑な供給に協力する 

市では、避難所に避難した被災者や避難しなくとも住家等の損壊によって生活に支障のある被

災者等を対象に、食料や生活物資を供給します。避難者や地域の住民は、炊き出しや物資の供給

のための支援に協力します。 

また、避難所に避難する場合は、3日分程度の食料や毛布等を持参するように努める他、生活

に必要な物資等のみだりな購入を控えることによっても物資の円滑な供給に協力するよう努め

ます。【市民・企業・地域団体等】 

 

【参 考】市の取り組み 

1. 食料の配付 

避難所に避難した被災者、あるいは避難するまでではないが住家が被害を受け、炊

事ができなくなった被災者等は、備蓄食料や協定に基づく調達、産業給食等により、

応急的に食料の配付を受けることができます。 

(1) 対象者 

ア 避難所に避難された方 

イ 住家の被害により、炊事ができない方 

ウ 救出救援活動に従事する方 

エ その他、市災害対策本部長（市長）が必要と認めた方 

(2) 食料の配付 

配付は、原則として避難所において行います。ただし、災害時要援護者等で自宅

から避難することができない方に対しては、食料の購入ができない状況が長期化す

る場合などにおいて、地域団体等の協力を得て巡回配付を行います。 

2. 生活物資の供給 

災害により、日常生活に欠くことのできない被服、寝具その他の衣料品及び生活必

需品を喪失し、日常生活を営むことが困難な方に対しては、日常生活に最小限必要な

生活必需品を配付します。 

(1) 対象者 

ア 避難所に避難された方 

イ 住家の被害により、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失又はき損し

たために日常生活を営むことが困難な方 

ウ その他、市災害対策本部長（市長）が必要と認めた方 

(2) 物資の配付 

配付は、原則として避難所において行います。ただし、災害時要援護者等で自宅

から避難することができない方に対しては、生活物資の購入ができない状況が長期

化する場合などにおいて、地域団体等の協力を得て巡回又は地域の拠点において配

付を行います。 
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第 8 節 交通・ライフライン等に関わる情報を入手する 

市では、日常生活を送るために不可欠な交通やライフライン等に関わる情報を随時提供します。

市民や企業、地域団体等は、これらの情報の入手方法や内容をあらかじめ理解し、情報が欲しい

ときに的確に情報を得て、災害時の行動や生活に活用します。【市民・企業・地域団体等】 

 

【参 考】市や防災関係機関の取り組み 

1. 応急給水に関する広報 

災害発生時には、水道局ホームページや広報車両のほか、テレビ・ラジオ・新聞等の

メディアの活用などにより、水道施設の被害状況や応急給水を実施する場所、断水等

の復旧見通しなどの情報をお知らせします。 

2. 医療情報に関する広報 

災害発生時には、第 2 章 第 8 節「災害広報・広聴計画」に定めるところにより、

医療情報の広報を行うとともに、保健福祉センターや救護所を通じて情報提供を行い

ます。 

3. 電力施設に関する広報 

災害発生時には、停電による社会不安の除去と公衆感電事故、電気火災等の二次災

害防止のためテレビ、ラジオ、新聞、広報車、ホームページ、携帯サイト等を利用し、

電力施設被害状況、復旧見通し、及び公衆感電事故、電気火災の防止等について広報

を行います。 

4. ガス施設に関する広報 

災害発生時には、供給停止状況、復旧見込み及び市民の協力が必要となる事項に関

し、報道機関の協力によりラジオ、テレビ、新聞で広報を行うとともに、ガス局ホーム

ページにより周知します。また、供給停止地区には、広報車を出動させて市民にきめ

細かな情報提供を行い、二次災害の防止に努めます。 

5. 下水道施設に関する広報 

災害発生時には、下水道ホームページやテレビ・ラジオ・新聞等のメディアの利用、

場合によりチラシなどを用い、復旧対策の第 1段階においては下水道施設の被害状況

の概略及び緊急措置などを、第 2段階においては下水道施設の詳細な被災状況と応急

復旧及び復旧の見通しなどを、第 3段階においては本復旧の進捗状況などを市民に広

報します。 

6. 列車運行に関する広報 

利用者の不安を除き、更に利便を図るため、駅頭に不通区間・列車運行の現状及び

開通見込みを掲示する等して周知を図るとともに、新聞・ラジオ・テレビなどの報道

機関に対し、随時不通区間・列車の運行状況・抑止状況・開通見込み等を連絡して広報

を図ります。 
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(1) 対象者 

ア 避難所に避難された方 

イ 住家の被害により、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失又はき損し

たために日常生活を営むことが困難な方 

ウ その他、市災害対策本部長（市長）が必要と認めた方 

(2) 物資の配付 

配付は、原則として避難所において行います。ただし、災害時要援護者等で自宅

から避難することができない方に対しては、生活物資の購入ができない状況が長期

化する場合などにおいて、地域団体等の協力を得て巡回又は地域の拠点において配

付を行います。 
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第 7 節 物資の円滑な供給に協力する 
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【参 考】市の取り組み 
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災害により、日常生活に欠くことのできない被服、寝具その他の衣料品及び生活必

需品を喪失し、日常生活を営むことが困難な方に対しては、日常生活に最小限必要な

生活必需品を配付します。 

(1) 対象者 

ア 避難所に避難された方 

イ 住家の被害により、生活上必要な被服、寝具その他日用品等を喪失又はき損し

たために日常生活を営むことが困難な方 

ウ その他、市災害対策本部長（市長）が必要と認めた方 

(2) 物資の配付 

配付は、原則として避難所において行います。ただし、災害時要援護者等で自宅

から避難することができない方に対しては、生活物資の購入ができない状況が長期

化する場合などにおいて、地域団体等の協力を得て巡回又は地域の拠点において配

付を行います。 
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第 8 節 交通・ライフライン等に関わる情報を入手する 

市では、日常生活を送るために不可欠な交通やライフライン等に関わる情報を随時提供します。

市民や企業、地域団体等は、これらの情報の入手方法や内容をあらかじめ理解し、情報が欲しい

ときに的確に情報を得て、災害時の行動や生活に活用します。【市民・企業・地域団体等】 

 

【参 考】市や防災関係機関の取り組み 

1. 応急給水に関する広報 

災害発生時には、水道局ホームページや広報車両のほか、テレビ・ラジオ・新聞等の

メディアの活用などにより、水道施設の被害状況や応急給水を実施する場所、断水等

の復旧見通しなどの情報をお知らせします。 

2. 医療情報に関する広報 

災害発生時には、第 2 章 第 8 節「災害広報・広聴計画」に定めるところにより、

医療情報の広報を行うとともに、保健福祉センターや救護所を通じて情報提供を行い

ます。 

3. 電力施設に関する広報 

災害発生時には、停電による社会不安の除去と公衆感電事故、電気火災等の二次災

害防止のためテレビ、ラジオ、新聞、広報車、ホームページ、携帯サイト等を利用し、

電力施設被害状況、復旧見通し、及び公衆感電事故、電気火災の防止等について広報

を行います。 

4. ガス施設に関する広報 

災害発生時には、供給停止状況、復旧見込み及び市民の協力が必要となる事項に関

し、報道機関の協力によりラジオ、テレビ、新聞で広報を行うとともに、ガス局ホーム

ページにより周知します。また、供給停止地区には、広報車を出動させて市民にきめ

細かな情報提供を行い、二次災害の防止に努めます。 

5. 下水道施設に関する広報 

災害発生時には、下水道ホームページやテレビ・ラジオ・新聞等のメディアの利用、

場合によりチラシなどを用い、復旧対策の第 1段階においては下水道施設の被害状況

の概略及び緊急措置などを、第 2段階においては下水道施設の詳細な被災状況と応急

復旧及び復旧の見通しなどを、第 3段階においては本復旧の進捗状況などを市民に広

報します。 

6. 列車運行に関する広報 

利用者の不安を除き、更に利便を図るため、駅頭に不通区間・列車運行の現状及び

開通見込みを掲示する等して周知を図るとともに、新聞・ラジオ・テレビなどの報道

機関に対し、随時不通区間・列車の運行状況・抑止状況・開通見込み等を連絡して広報

を図ります。 
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2. 医療情報に関する広報 

災害発生時には、第 2 章 第 8 節「災害広報・広聴計画」に定めるところにより、

医療情報の広報を行うとともに、保健福祉センターや救護所を通じて情報提供を行い

ます。 

3. 電力施設に関する広報 

災害発生時には、停電による社会不安の除去と公衆感電事故、電気火災等の二次災

害防止のためテレビ、ラジオ、新聞、広報車、ホームページ、携帯サイト等を利用し、

電力施設被害状況、復旧見通し、及び公衆感電事故、電気火災の防止等について広報

を行います。 

4. ガス施設に関する広報 

災害発生時には、供給停止状況、復旧見込み及び市民の協力が必要となる事項に関

し、報道機関の協力によりラジオ、テレビ、新聞で広報を行うとともに、ガス局ホーム
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7. 交通秩序の維持 

警察は、災害が発生した場合に交通の混乱や交通事故等の発生を防止し、市民等の

円滑な避難と緊急交通路の確保のため、以下の方針に基づいて交通規制を実施します。 

市民は警察の指示に従い、交通秩序の維持に協力してください。 

(1) 被災地域内への流入抑制と車両の走行抑制 

(2) 避難路の流入規制と緊急交通路への流入禁止 

(3) 高速自動車道及び自動車専用道路からの流出規制 

(4) 被災地に通じる幹線道路に対する交通規制の実施 

(5) 道路管理者と連携した交通規制の適切な運用 

なお、緊急交通路を確保するために障害となる放置車両のレッカー移動や運転者へ

の車両移動の措置命令、やむを得ない限度において車両その他を破損することがあり

ます。 
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第 9 節 広聴相談を利用する 

市では、災害発生時に市民からの問合せに対応するため、以下のような問合せ窓口を設置しま

す。市民や企業、地域団体等は必要なときにこれらの窓口に相談することができます。 

ただし、混雑する場合がありますので、事前に相談内容をまとめておくなど、相談者がお互い

効率的に窓口を活用できるよう配慮しましょう。【市民・企業・地域団体等】 

 

【参 考】市の取り組み 

1. 電話による問合せ窓口の設置 

市では、災害の状況により必要な場合、電話による市民からの問合せや相談、

情報提供などに対応するため、「問合せ専用チーム」を組織して電話相談窓口を

設置します。 

2. 総合市政相談窓口の設置 

市では、必要な場合に市民からの問合せや相談などに対応するため、市民のた

めの総合市政相談窓口（総合市政相談所）を市役所内に、また市政相談窓口（市政

相談所）を各区役所内に設置して相談に対応します。 

（（資資料料 99--44「「主主なな相相談談内内容容及及びび関関係係機機関関、、担担当当部部一一覧覧」」参参照照））  

3. 移動巡回相談の実施 

市では、災害後のそれぞれの段階における市民意識や市民ニーズを的確に把握

し、市民生活の不安解消を図るため、避難所等における移動巡回相談を実施しま

す。 

4. 専門相談窓口の設置 

市では、災害の状況により必要と認めたときは、法律問題や災害時に増えると

いわれているドメスティック・バイオレンス被害などの女性相談等、専門的な問

題の迅速な解決に資するための専門相談窓口を設置します。 

5. 女性支援センターの設置 

市民部は、仙台市男女共同参画推進センター内に女性支援センターを設置し、

専門窓口の一つとして女性のための相談窓口を開設するとともに、同センターを

運営するせんだい男女共同参画財団と共に、被災女性のニーズの把握に努め、

NPO団体等との連携を図りながら、必要な対応を行います。 
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7. 交通秩序の維持 
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の車両移動の措置命令、やむを得ない限度において車両その他を破損することがあり

ます。 
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第 9 節 広聴相談を利用する 

市では、災害発生時に市民からの問合せに対応するため、以下のような問合せ窓口を設置しま

す。市民や企業、地域団体等は必要なときにこれらの窓口に相談することができます。 

ただし、混雑する場合がありますので、事前に相談内容をまとめておくなど、相談者がお互い
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5. 女性支援センターの設置 
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NPO団体等との連携を図りながら、必要な対応を行います。 

 

 

 



第 1 部 風水害応急対策 第 1 章 自助・共助 第 10 節 災害支援のために活動する 

 30 

第 10 節 災害支援のために活動する 

市民等は、行政が行う公平・中立性を中心とした救援活動とボランティアや NPO 等が行う個

別・多様性を中心とした救援活動の相違や、災害支援活動を行う方に対する理解を深めます。 

また、自らの地域や、被害の大きい地域での災害支援活動へ積極的に参加します。 

【市民・企業・地域団体等】 

 

【参 考】市の取り組み 

1. 一般ボランティアの受入れ 

仙台市（区）災害ボランティアセンターを公設民営で設置し、一般ボランティアの受

入れを行います。仙台市（区）災害ボランティアセンターでは、一般ボランティアの受

入れのほか、被災者支援ニーズの総合的把握、ボランティア関連情報の受発信、行政と

の調整などのコーディネートを行います。 

2. 専門ボランティアの受入れ等 

市は、関係機関と連携し、専門ボランティアの受入れや調整、支援を行います。 

専門ボランティアの資格保有者や事前登録者で、災害ボランティア活動に参加される

方は、関係機関に設置される窓口を通して活動を行います。 

 

区 分 主 な 対 応 内 容  

仙台市災害時言語ボランティア 

（ 文 化 観 光 部 ） 

・仙台市災害多言語支援センターを窓口とし、派遣の調

整を行います。 

・登録者は、仙台市災害多言語支援センター等におい

て、翻訳・通訳など、外国人に対する支援を行います。 

（（資資料料 1122--66「「仙仙台台市市災災害害多多言言語語支支援援セセンンタターー」」参参照照））  

障害者災害時ボランティア  

（ 健 康 福 祉 部 ）  

・仙台市障害者福祉協会を窓口とし、派遣の調整を行い

ます。 

・登録者は、避難所等において、要介助障害者に対し、

必要な情報提供や生活の援助を行います。 

医 療 ボ ラ ン テ ィ ア 

（ 健 康 福 祉 部 ）  

・災害時医療連絡調整本部に、医療ボランティアの相談

窓口を開設するとともに、区本部保健福祉班が連携し、

医療情報、医薬品の提供等の活動支援を行います。 

被 災 宅 地 危 険 度 判 定 士 

（ 都 市 整 備 部 ）  

・被災宅地危険度判定支援本部（宮城県建築宅地課）を

窓口としています。市は、被災宅地危険度判定士の派

遣要請を行います。 
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第 11 節 生活の復旧・復興に関する支援を利用する 

災害発生後、市民の生活復旧のために、市では様々な支援を行います。市民や企業は、個人で

は十分に行うことができない復旧活動について、様々な制度を利用して早期の生活復旧を図り

ます。【市民・企業】 

 

【参 考】市の取り組み 

1. 被災住宅の応急修理や土石等の障害物除去 

災害によって半壊又は半焼した住家や土石・竹木等の障害物が運び込まれた

り、浸水による損傷が著しく、日常生活に支障のある住家等に対し、居室、玄

関等日常生活に必要な最小限度の部分に限定して応急修理や障害物除去を実施

します。 

(1) 被災住宅の応急修理 

災害のために被害を受けた住家に対し、居住のため必要な最小限度の部分

の応急的な補修を行います。 

ア 対象者 

災害によって、住家が半壊（半焼）以上の被害を受け、そのままでは当

面の日常生活を営むことができない世帯で、かつ、自己の資力では住宅の

応急修理ができない世帯 

イ 期間 

災害発生の日から１か月以内 

(2) 土石等障害物の除去 

災害によって、土石、竹木等の障害物が住家等に運びこまれ、日常生活を

営むことに支障を来している世帯に対し、土石等障害物の除去を行います。 
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災害によって、住家が半壊（又は床上浸水）以上の被害を受け、そのま

までは当面の日常生活を営むことができない世帯で、かつ、自己の資力で

は障害物の除去ができない世帯 

イ 期間 

災害発生の日から 10日以内 

2. 生活ごみの収集 

(1) 収集体制の確保 

可能な限り迅速に（発災後数日以内を目途に）、通常の収集体制の回復・

確保に努めます。 
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専門ボランティアの資格保有者や事前登録者で、災害ボランティア活動に参加される

方は、関係機関に設置される窓口を通して活動を行います。 
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必要な情報提供や生活の援助を行います。 

医 療 ボ ラ ン テ ィ ア 

（ 健 康 福 祉 部 ）  

・災害時医療連絡調整本部に、医療ボランティアの相談

窓口を開設するとともに、区本部保健福祉班が連携し、
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被 災 宅 地 危 険 度 判 定 士 

（ 都 市 整 備 部 ）  

・被災宅地危険度判定支援本部（宮城県建築宅地課）を

窓口としています。市は、被災宅地危険度判定士の派

遣要請を行います。 
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第 11 節 生活の復旧・復興に関する支援を利用する 

災害発生後、市民の生活復旧のために、市では様々な支援を行います。市民や企業は、個人で

は十分に行うことができない復旧活動について、様々な制度を利用して早期の生活復旧を図り

ます。【市民・企業】 

 

【参 考】市の取り組み 

1. 被災住宅の応急修理や土石等の障害物除去 

災害によって半壊又は半焼した住家や土石・竹木等の障害物が運び込まれた

り、浸水による損傷が著しく、日常生活に支障のある住家等に対し、居室、玄

関等日常生活に必要な最小限度の部分に限定して応急修理や障害物除去を実施

します。 

(1) 被災住宅の応急修理 

災害のために被害を受けた住家に対し、居住のため必要な最小限度の部分

の応急的な補修を行います。 

ア 対象者 

災害によって、住家が半壊（半焼）以上の被害を受け、そのままでは当

面の日常生活を営むことができない世帯で、かつ、自己の資力では住宅の

応急修理ができない世帯 

イ 期間 

災害発生の日から１か月以内 

(2) 土石等障害物の除去 

災害によって、土石、竹木等の障害物が住家等に運びこまれ、日常生活を

営むことに支障を来している世帯に対し、土石等障害物の除去を行います。 

ア 対象者 

災害によって、住家が半壊（又は床上浸水）以上の被害を受け、そのま

までは当面の日常生活を営むことができない世帯で、かつ、自己の資力で

は障害物の除去ができない世帯 

イ 期間 

災害発生の日から 10日以内 

2. 生活ごみの収集 

(1) 収集体制の確保 

可能な限り迅速に（発災後数日以内を目途に）、通常の収集体制の回復・

確保に努めます。 
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(2) 広報 

収集の方法や集積所の変更等を報道機関や市の広報紙等により市民に広報

します。市民は広報の内容に従い、ごみの分別排出を徹底するよう努めてく

ださい。 

3. その他 

災害発生後に、市が直接又は間接に関与して行う経済援護等の措置について

は、第 2章第 35節「民生安定のための緊急措置に関する計画」を参照してく

ださい。 
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第 1 節 応急対策の流れ 

〔各部、区本部〕 

本節では、風水害が発生し、又は発生するおそれがある場合において実施すべき各応急対策に

ついて、経過時間ごとの目標を定める。 

時時間間  

応応急急対対策策  

風風水水害害のの発発生生前前  

（（発発生生すするるおおそそれれののああるるとときき））  

風風水水害害発発生生  

～～  

2244時時間間位位ままでで  

発発災災後後 2244時時間間位位  

～～  

33日日後後位位  

発発災災後後 33日日位位  

～～  

11かか月月後後位位  

災災害害対対策策本本部部等等  

運運営営  

○災害対策本部等の設

置・運営 

○以下表中の対策の方

針決定・指示 

 

○災害対策本部等の

運営 

○職員の安否確認 

○以下表中の対策の

方針決定・指示 

○災害救助法の適用 

○災害対策本部等の

運営 

○以下表中の対策の

方針決定・指示 

※同左 

避避難難・・避避難難所所運運営営  

○避難所選定 

○避難情報の発令・ 

伝達 

○避難誘導 

○避難所開設 

※左欄のほかに 

○災害用簡易組立ト

イレの設置 

○避難人員、状況の把

握 

○災害時給水栓によ

る給水所の開設 

○避難所の運営支援 

○避難所への食料、物

資の供給 

○避難人員、状況の把

握 

※左欄のほかに 

○避難者の生活実態

の把握 

○避難所の集約、閉鎖 

帰帰宅宅困困難難者者対対策策  

 ○一斉帰宅抑制の呼

びかけ 

○一時滞在施設の運営 

○徒歩帰宅の支援 

○帰宅のための情報

提供 

※同左  

災災害害情情報報のの収収集集  

伝伝達達  

○河川水位・土砂災害

警戒情報等 

○気象情報 

○危険箇所の状況等 

○応急対策活動上必要

な情報 

※左欄のほかに 

○河川氾濫、土砂災害

等に関する情報 

○人命に関する情報 

○被害拡大に関する

情報 

※災害初動期は上記

情報を中心に、右欄

の情報等の収集伝

達を行う。 

○人的被害情報 

○建物被害情報 

○公共施設被害情報 

○土木施設被害情報 

○ライフライン情報 

○消防情報 

○避難に関する情報 

○医療救護情報 

○その他の情報 

※左欄のほかに 

○生活関連情報 

 

市市民民へへのの広広報報・・  

広広聴聴  

○河川水位・土砂災害

警戒情報等 

○避難情報 

○避難所等に関する情

報 

○河川氾濫、土砂災害

等に関する情報 

○避難情報 

○避難所等に関する

情報 

○二次災害防止に関

する情報 

○被害状況の概要等 

※左欄のほかに 

○ライフラインに関

する情報 

○道路、交通に関する

情報 

○医療に関する情報 

○教育関連情報 

○災害ごみに関する

情報 

※左欄のほかに 

○罹災証明、義援金関

連情報 

○住宅関連情報 

○各種貸付、融資制度

情報 

○各種減免措置等の

情報 

○復興関連情報 
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(2) 広報 

収集の方法や集積所の変更等を報道機関や市の広報紙等により市民に広報

します。市民は広報の内容に従い、ごみの分別排出を徹底するよう努めてく

ださい。 

3. その他 

災害発生後に、市が直接又は間接に関与して行う経済援護等の措置について

は、第 2章第 35節「民生安定のための緊急措置に関する計画」を参照してく

ださい。 
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第 1 節 応急対策の流れ 

〔各部、区本部〕 

本節では、風水害が発生し、又は発生するおそれがある場合において実施すべき各応急対策に

ついて、経過時間ごとの目標を定める。 

時時間間  

応応急急対対策策  

風風水水害害のの発発生生前前  

（（発発生生すするるおおそそれれののああるるとときき））  

風風水水害害発発生生  

～～  

2244時時間間位位ままでで  

発発災災後後 2244時時間間位位  

～～  

33日日後後位位  

発発災災後後 33日日位位  

～～  

11かか月月後後位位  

災災害害対対策策本本部部等等  

運運営営  

○災害対策本部等の設

置・運営 

○以下表中の対策の方

針決定・指示 

 

○災害対策本部等の

運営 

○職員の安否確認 

○以下表中の対策の

方針決定・指示 

○災害救助法の適用 

○災害対策本部等の

運営 

○以下表中の対策の

方針決定・指示 

※同左 

避避難難・・避避難難所所運運営営  

○避難所選定 

○避難情報の発令・ 

伝達 

○避難誘導 

○避難所開設 

※左欄のほかに 

○災害用簡易組立ト

イレの設置 

○避難人員、状況の把

握 

○災害時給水栓によ

る給水所の開設 

○避難所の運営支援 

○避難所への食料、物

資の供給 

○避難人員、状況の把

握 

※左欄のほかに 

○避難者の生活実態

の把握 

○避難所の集約、閉鎖 

帰帰宅宅困困難難者者対対策策  

 ○一斉帰宅抑制の呼

びかけ 

○一時滞在施設の運営 

○徒歩帰宅の支援 

○帰宅のための情報

提供 

※同左  

災災害害情情報報のの収収集集  

伝伝達達  

○河川水位・土砂災害

警戒情報等 

○気象情報 

○危険箇所の状況等 

○応急対策活動上必要

な情報 

※左欄のほかに 

○河川氾濫、土砂災害

等に関する情報 

○人命に関する情報 

○被害拡大に関する

情報 

※災害初動期は上記

情報を中心に、右欄

の情報等の収集伝

達を行う。 

○人的被害情報 

○建物被害情報 

○公共施設被害情報 

○土木施設被害情報 

○ライフライン情報 

○消防情報 

○避難に関する情報 

○医療救護情報 

○その他の情報 

※左欄のほかに 

○生活関連情報 

 

市市民民へへのの広広報報・・  

広広聴聴  

○河川水位・土砂災害

警戒情報等 

○避難情報 

○避難所等に関する情

報 

○河川氾濫、土砂災害

等に関する情報 

○避難情報 

○避難所等に関する

情報 

○二次災害防止に関

する情報 

○被害状況の概要等 

※左欄のほかに 

○ライフラインに関

する情報 

○道路、交通に関する

情報 

○医療に関する情報 

○教育関連情報 

○災害ごみに関する

情報 

※左欄のほかに 

○罹災証明、義援金関

連情報 

○住宅関連情報 

○各種貸付、融資制度

情報 

○各種減免措置等の

情報 

○復興関連情報 
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方針決定・指示 
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運営 
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○避難人員、状況の把
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○災害時給水栓によ

る給水所の開設 
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○避難所への食料、物

資の供給 
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握 

※左欄のほかに 

○避難者の生活実態

の把握 
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情報 
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の情報等の収集伝

達を行う。 

○人的被害情報 
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市市民民へへのの広広報報・・  

広広聴聴  

○河川水位・土砂災害
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○避難情報 

○避難所等に関する

情報 
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等に関する情報 
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○災害ごみに関する

情報 
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連情報 
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時時間間  

応応急急対対策策  

風風水水害害のの発発生生前前  

（（発発生生すするるおおそそれれののああるるとときき））  

風風水水害害発発生生  

～～  

2244時時間間位位ままでで  

発発災災後後 2244時時間間位位  

～～  

33日日後後位位  

発発災災後後 33日日位位  

～～  

11かか月月後後位位  

救救急急救救助助・・  

医医療療救救護護・・  

保保健健・・防防疫疫  

 ○救助活動の実施 

○救急活動の実施 

○医療救護の実施 

○後方医療体制の確保 

※左欄のほかに 

○保健活動の実施 

○精神保健活動の実施 

○防疫活動の実施 

※同左 

消消防防活活動動  

 ○火災の警戒、鎮圧、 

延焼防止 

○人命の救助、救護 

○災害の拡大防止 

※同左 ※同左 

災災害害時時要要援援護護者者  

対対策策  

○河川水位・土砂災害

警戒情報等の伝達 

○避難情報の伝達・避

難支援 

○避難所等に関する情

報伝達 

※左欄のほかに 

○支援窓口の開設 

○指定避難所等での

支援 

○福祉避難所の開設 

※同左 ※同左 

物物資資供供給給  

 ○備蓄食料、飲料水の

供給 

○協定に基づく支援

の要請 

※左欄のほかに 

○生活物資の供給 

○物資集配拠点の準

備、運営 

※左欄のほかに 

○支援物資の受入れ、

調整 

交交通通規規制制・・  

緊緊急急輸輸送送  

 ○交通の規制、秩序の

維持 

○緊急輸送の実施 

※同左 ※同左 

廃廃棄棄物物処処理理  

  ○ごみ、し尿等の処理 

○災害廃棄物の処理 

○仮置場の設置（準備） 

○収集方法変更の広報 

※同左 

ボボラランンテティィアア  

活活動動支支援援  

 ○支援センター設置

の検討 

○ボラセンの設置 

○ボラセンの支援 

○専門ボラの受入れ 

※同左 

行行方方不不明明者者のの  

捜捜索索・・遺遺体体のの収収容容  

 ○行方不明者の捜索 

○遺体の捜索、収容 

○遺体安置所の設置 

○検視、検案 

※左欄のほかに 

○遺体の引渡し 

○遺体の埋火葬 

※左欄のほかに 

○身元不明遺体の処

置 

応応援援協協力力要要請請  

（（受受援援））  

 ○協定に基づく応援

の要請 

○協定に基づく支援

の要請 

○自衛隊の派遣要請 

○先遣隊の受入れ 

○応援部隊の活動調整 

○支援物資等の受入れ 

○応援部隊の活動調整 

○支援物資等の受入れ 

ラライイフフラライインン  
 ○各ライフラインの

復旧 

※同左 ※同左 

生生活活再再建建支支援援  

  ○被災建物の応急危

険度判定 

○被災宅地の危険度

判定 

○相談窓口の設置 

○罹災証明書の発行 

○義援金等の給付 

○住宅応急対策の実施 

○各種減免措置の実施 

○復興計画 
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第 2 節 災害対策活動体制 

〔全部局〕 

本節では、風水害の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要最小限度の

市民サービス業務を除き、平常業務を停止し応急対策を行うための防災組織体制について定め

る。 

1. 防災組織体制 

市内で風水害の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、次の体制をもって対処する。 

発発   令令   者者  組組 織織 体体 制制  職職 員員 のの 配配 備備 区区 分分  

危 機 管 理 監  

情報連絡体制の強化  

警 戒 本 部 体 制 警 戒 配 備 

市    長  災害対策本部体制 非 常 配 備 

非常１号配備 

非常２号配備 

非常３号配備 

（（資資料料 22--55「「非非常常配配備備等等にに関関すするる要要領領」」参参照照））  

2. 情報連絡体制の強化 

気象注意報、警報が発表され、市内に災害発生のおそれがあるときは、危機管理監が指示し、関

係局主管課、関係各区区民生活課及び関係課の職員の連絡体制を強化する。 

なお、危機管理監不在時は、危機管理局次長、危機管理局危機管理部長、危機管理局防災・減災

部長、危機管理局参事及び総務局総務部長（災害警戒本部体制も同様とする。）が代行する。 

警戒配備時に警戒活動等を行わなければならない室、局及び区（以下「警戒対象部局」という。）

の関係職員は、気象情報の収集に努めることはもちろんのこと、風水害の災害が発生するおそれが

ある場合は、自ら災害情報等の収集に努めるとともに、日頃から連絡体制を確保しておくものとす

る。 
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対対策策  

○河川水位・土砂災害

警戒情報等の伝達 

○避難情報の伝達・避

難支援 

○避難所等に関する情

報伝達 

※左欄のほかに 

○支援窓口の開設 

○指定避難所等での

支援 

○福祉避難所の開設 

※同左 ※同左 

物物資資供供給給  

 ○備蓄食料、飲料水の

供給 

○協定に基づく支援

の要請 

※左欄のほかに 

○生活物資の供給 

○物資集配拠点の準

備、運営 

※左欄のほかに 

○支援物資の受入れ、

調整 

交交通通規規制制・・  

緊緊急急輸輸送送  

 ○交通の規制、秩序の

維持 

○緊急輸送の実施 

※同左 ※同左 

廃廃棄棄物物処処理理  

  ○ごみ、し尿等の処理 

○災害廃棄物の処理 

○仮置場の設置（準備） 

○収集方法変更の広報 

※同左 

ボボラランンテティィアア  

活活動動支支援援  

 ○支援センター設置

の検討 

○ボラセンの設置 

○ボラセンの支援 

○専門ボラの受入れ 

※同左 

行行方方不不明明者者のの  

捜捜索索・・遺遺体体のの収収容容  

 ○行方不明者の捜索 

○遺体の捜索、収容 

○遺体安置所の設置 

○検視、検案 

※左欄のほかに 

○遺体の引渡し 

○遺体の埋火葬 

※左欄のほかに 

○身元不明遺体の処

置 

応応援援協協力力要要請請  

（（受受援援））  

 ○協定に基づく応援

の要請 

○協定に基づく支援

の要請 

○自衛隊の派遣要請 

○先遣隊の受入れ 

○応援部隊の活動調整 

○支援物資等の受入れ 

○応援部隊の活動調整 

○支援物資等の受入れ 

ラライイフフラライインン  
 ○各ライフラインの

復旧 

※同左 ※同左 

生生活活再再建建支支援援  

  ○被災建物の応急危

険度判定 

○被災宅地の危険度

判定 

○相談窓口の設置 

○罹災証明書の発行 

○義援金等の給付 

○住宅応急対策の実施 

○各種減免措置の実施 

○復興計画 
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時時間間  

応応急急対対策策  

風風水水害害のの発発生生前前  

（（発発生生すするるおおそそれれののああるるとときき））  

風風水水害害発発生生  

～～  

2244時時間間位位ままでで  

発発災災後後 2244時時間間位位  

～～  

33日日後後位位  

発発災災後後 33日日位位  

～～  

11かか月月後後位位  

救救急急救救助助・・  

医医療療救救護護・・  

保保健健・・防防疫疫  
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○救急活動の実施 

○医療救護の実施 
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※同左 
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延焼防止 
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○災害の拡大防止 

※同左 ※同左 
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○避難情報の伝達・避
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○避難所等に関する情
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※左欄のほかに 

○支援窓口の開設 

○指定避難所等での

支援 

○福祉避難所の開設 

※同左 ※同左 

物物資資供供給給  

 ○備蓄食料、飲料水の

供給 

○協定に基づく支援

の要請 

※左欄のほかに 

○生活物資の供給 

○物資集配拠点の準

備、運営 

※左欄のほかに 

○支援物資の受入れ、

調整 

交交通通規規制制・・  

緊緊急急輸輸送送  

 ○交通の規制、秩序の

維持 

○緊急輸送の実施 
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廃廃棄棄物物処処理理  

  ○ごみ、し尿等の処理 

○災害廃棄物の処理 

○仮置場の設置（準備） 

○収集方法変更の広報 

※同左 

ボボラランンテティィアア  

活活動動支支援援  

 ○支援センター設置

の検討 

○ボラセンの設置 

○ボラセンの支援 

○専門ボラの受入れ 
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行行方方不不明明者者のの  

捜捜索索・・遺遺体体のの収収容容  

 ○行方不明者の捜索 

○遺体の捜索、収容 

○遺体安置所の設置 

○検視、検案 

※左欄のほかに 

○遺体の引渡し 

○遺体の埋火葬 

※左欄のほかに 

○身元不明遺体の処

置 

応応援援協協力力要要請請  

（（受受援援））  

 ○協定に基づく応援

の要請 

○協定に基づく支援

の要請 

○自衛隊の派遣要請 

○先遣隊の受入れ 

○応援部隊の活動調整 

○支援物資等の受入れ 

○応援部隊の活動調整 

○支援物資等の受入れ 

ラライイフフラライインン  
 ○各ライフラインの

復旧 

※同左 ※同左 

生生活活再再建建支支援援  

  ○被災建物の応急危

険度判定 

○被災宅地の危険度

判定 

○相談窓口の設置 

○罹災証明書の発行 

○義援金等の給付 

○住宅応急対策の実施 

○各種減免措置の実施 

○復興計画 
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第 2 節 災害対策活動体制 

〔全部局〕 

本節では、風水害の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、必要最小限度の

市民サービス業務を除き、平常業務を停止し応急対策を行うための防災組織体制について定め

る。 

1. 防災組織体制 

市内で風水害の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合は、次の体制をもって対処する。 

発発   令令   者者  組組 織織 体体 制制  職職 員員 のの 配配 備備 区区 分分  

危 機 管 理 監  

情報連絡体制の強化  

警 戒 本 部 体 制 警 戒 配 備 

市    長  災害対策本部体制 非 常 配 備 

非常１号配備 

非常２号配備 

非常３号配備 

（（資資料料 22--55「「非非常常配配備備等等にに関関すするる要要領領」」参参照照））  

2. 情報連絡体制の強化 

気象注意報、警報が発表され、市内に災害発生のおそれがあるときは、危機管理監が指示し、関

係局主管課、関係各区区民生活課及び関係課の職員の連絡体制を強化する。 

なお、危機管理監不在時は、危機管理局次長、危機管理局危機管理部長、危機管理局防災・減災

部長、危機管理局参事及び総務局総務部長（災害警戒本部体制も同様とする。）が代行する。 

警戒配備時に警戒活動等を行わなければならない室、局及び区（以下「警戒対象部局」という。）

の関係職員は、気象情報の収集に努めることはもちろんのこと、風水害の災害が発生するおそれが

ある場合は、自ら災害情報等の収集に努めるとともに、日頃から連絡体制を確保しておくものとす

る。 
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（（資資料料 22--55「「非非常常配配備備等等にに関関すするる要要領領」」参参照照））  

2. 情報連絡体制の強化 

気象注意報、警報が発表され、市内に災害発生のおそれがあるときは、危機管理監が指示し、関

係局主管課、関係各区区民生活課及び関係課の職員の連絡体制を強化する。 

なお、危機管理監不在時は、危機管理局次長、危機管理局危機管理部長、危機管理局防災・減災

部長、危機管理局参事及び総務局総務部長（災害警戒本部体制も同様とする。）が代行する。 

警戒配備時に警戒活動等を行わなければならない室、局及び区（以下「警戒対象部局」という。）

の関係職員は、気象情報の収集に努めることはもちろんのこと、風水害の災害が発生するおそれが

ある場合は、自ら災害情報等の収集に努めるとともに、日頃から連絡体制を確保しておくものとす

る。 
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<<警警    戒戒    対対    象象    部部    局局>> 

区区        分分  警警  戒戒  対対  象象  部部  局局  

① 地震災害の場合 

危機管理局 総務局  

市民局 健康福祉局 こども若者局 

経済局 文化観光局 都市整備局 建設局 消防局 

教育局 水道局 交通局 ガス局  各区 

② 津波災害の場合 

危機管理局 総務局  

市民局 健康福祉局 こども若者局 

経済局 消防局 教育局  

交通局 ガス局 宮城野区 若林区 

③ 大雨、洪水の災害の場合 

危機管理局 総務局  

まちづくり政策局 財政局 市民局 健康福祉局 

こども若者局 環境局 経済局 文化観光局  

都市整備局 建設局 会計室 消防局  

教育局 水道局 交通局 ガス局 各区 

④ 大雪の災害の場合 

危機管理局 総務局 

市民局 健康福祉局 こども若者局 

経済局 都市整備局 建設局 

消防局 教育局 水道局 交通局 

ガス局 各区 

⑤ 暴風の災害の場合 

危機管理局 総務局 

健康福祉局 こども若者局 経済局 建設局  

消防局 各区 

⑥ 地盤災害の場合 

危機管理局 総務局 

健康福祉局 都市整備局 建設局 

消防局 関係区 

⑦ 道路災害の場合 
危機管理局 総務局 

健康福祉局 建設局 消防局 関係区 

⑧ 海上災害の場合 
危機管理局 総務局 

環境局 消防局 宮城野区 若林区 

⑨ その他の災害の場合 その都度指定する局及び区 

※ 危機管理監は、必要に応じ対象部局を変更することができる。 

（（資資料料 22--44「「仙仙台台市市災災害害警警戒戒本本部部運運営営要要領領」」参参照照））  

3. 災害警戒本部体制 

危機管理監は、大雨、洪水、暴風、大雪等により、市内に災害が発生し、災害の警戒及び応急対

策を組織的に実施する必要があるときは「仙台市災害警戒本部運営要領」に基づき仙台市災害警戒

本部（以下「警戒本部」という。）を設置し、災害の警戒及び応急対策等を組織的に実施する。 

① 宮城県に津波注意報が発表されたとき 

② 大雨、洪水、暴風、大雪等により、市内に災害が発生し、災害の警戒及び応急対策を組織的 

に実施する必要があるとき 

③ 市内に土砂災害警戒情報が発表されたとき 

④ その他危機管理監が必要と認めるとき 

（（資資料料 22--44「「仙仙台台市市災災害害警警戒戒本本部部運運営営要要領領」」参参照照））  
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(1) 設置場所 

警戒本部は、原則として、青葉区役所内に設置する。 

(2) 警戒本部の組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 警戒本部の業務 

ア 災害初期における情報の収集、伝達及び処理 

イ 警戒本部運営に必要な職員の配備 

ウ 災害の発生が予想される地域への巡回及び広報 

エ その他災害の警戒及び応急対策上必要な事項 

(4) 情報連絡員の派遣 

警戒対象部局等の長は、速やかに警戒本部に情報連絡員を派遣する。 

(5) 警戒本部の庶務 

警戒本部の庶務は、危機管理局危機管理課、危機管理局危機対策課、危機管理局防災計画課、

危機管理局減災推進課、総務局広報課及び消防局指令課が行う。 

(6) 災害対策本部への移行 

警戒本部は、被害が拡大するおそれがあり、総合的な対策が必要と認められる場合は、災害

対策本部に移行する。 

(7) 現地災害警戒本部の設置 

警戒本部長は、必要に応じて現地災害警戒本部（以下「現地警戒本部」という。）を設置す

ることができる。 

(8) 区災害警戒本部 

区災害警戒本部（以下「区警戒本部」という。）は、警戒本部長より指示があった場合に設

置する。また、警戒本部が設置されていない場合でも、区長が必要であると判断したときは、

設置することができる。 

ア 区警戒本部は、原則として、区役所内に設置する。 

警戒本部 長：危機管理監 

警戒副本部長：危機管理局次長、危機管理局危機管理部長、 

危機管理局防災・減災部長、危機管理局参事、総務局総務部長 

警 戒 部 長：危機管理局危機管理課長、危機管理局危機対策課長、 

危機管理局防災計画課長、危機管理局減災推進課長、 

総務局広報課長 

 

区警戒本部長：まちづくり推進部長 

区警戒副本部長：区民部長 

区 警 戒 部 長：区民生活課長 

        総務課長 

        まちづくり推進課長 

 警戒対象部局関係課長 
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<<警警    戒戒    対対    象象    部部    局局>> 
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経済局 都市整備局 建設局 

消防局 教育局 水道局 交通局 

ガス局 各区 

⑤ 暴風の災害の場合 

危機管理局 総務局 

健康福祉局 こども若者局 経済局 建設局  

消防局 各区 

⑥ 地盤災害の場合 

危機管理局 総務局 

健康福祉局 都市整備局 建設局 

消防局 関係区 
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環境局 消防局 宮城野区 若林区 

⑨ その他の災害の場合 その都度指定する局及び区 

※ 危機管理監は、必要に応じ対象部局を変更することができる。 

（（資資料料 22--44「「仙仙台台市市災災害害警警戒戒本本部部運運営営要要領領」」参参照照））  

3. 災害警戒本部体制 

危機管理監は、大雨、洪水、暴風、大雪等により、市内に災害が発生し、災害の警戒及び応急対

策を組織的に実施する必要があるときは「仙台市災害警戒本部運営要領」に基づき仙台市災害警戒

本部（以下「警戒本部」という。）を設置し、災害の警戒及び応急対策等を組織的に実施する。 

① 宮城県に津波注意報が発表されたとき 

② 大雨、洪水、暴風、大雪等により、市内に災害が発生し、災害の警戒及び応急対策を組織的 

に実施する必要があるとき 

③ 市内に土砂災害警戒情報が発表されたとき 

④ その他危機管理監が必要と認めるとき 

（（資資料料 22--44「「仙仙台台市市災災害害警警戒戒本本部部運運営営要要領領」」参参照照））  
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<<警警    戒戒    対対    象象    部部    局局>> 

区区        分分  警警  戒戒  対対  象象  部部  局局  

① 地震災害の場合 

危機管理局 総務局  

市民局 健康福祉局 こども若者局 

経済局 文化観光局 都市整備局 建設局 消防局 

教育局 水道局 交通局 ガス局  各区 

② 津波災害の場合 

危機管理局 総務局  

市民局 健康福祉局 こども若者局 

経済局 消防局 教育局  

交通局 ガス局 宮城野区 若林区 

③ 大雨、洪水の災害の場合 

危機管理局 総務局  

まちづくり政策局 財政局 市民局 健康福祉局 

こども若者局 環境局 経済局 文化観光局  

都市整備局 建設局 会計室 消防局  

教育局 水道局 交通局 ガス局 各区 

④ 大雪の災害の場合 

危機管理局 総務局 

市民局 健康福祉局 こども若者局 

経済局 都市整備局 建設局 

消防局 教育局 水道局 交通局 

ガス局 各区 

⑤ 暴風の災害の場合 

危機管理局 総務局 

健康福祉局 こども若者局 経済局 建設局  

消防局 各区 

⑥ 地盤災害の場合 

危機管理局 総務局 

健康福祉局 都市整備局 建設局 

消防局 関係区 

⑦ 道路災害の場合 
危機管理局 総務局 

健康福祉局 建設局 消防局 関係区 

⑧ 海上災害の場合 
危機管理局 総務局 

環境局 消防局 宮城野区 若林区 

⑨ その他の災害の場合 その都度指定する局及び区 

※ 危機管理監は、必要に応じ対象部局を変更することができる。 

（（資資料料 22--44「「仙仙台台市市災災害害警警戒戒本本部部運運営営要要領領」」参参照照））  

3. 災害警戒本部体制 

危機管理監は、大雨、洪水、暴風、大雪等により、市内に災害が発生し、災害の警戒及び応急対

策を組織的に実施する必要があるときは「仙台市災害警戒本部運営要領」に基づき仙台市災害警戒

本部（以下「警戒本部」という。）を設置し、災害の警戒及び応急対策等を組織的に実施する。 

① 宮城県に津波注意報が発表されたとき 

② 大雨、洪水、暴風、大雪等により、市内に災害が発生し、災害の警戒及び応急対策を組織的 

に実施する必要があるとき 

③ 市内に土砂災害警戒情報が発表されたとき 

④ その他危機管理監が必要と認めるとき 

（（資資料料 22--44「「仙仙台台市市災災害害警警戒戒本本部部運運営営要要領領」」参参照照））  
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(1) 設置場所 

警戒本部は、原則として、青葉区役所内に設置する。 

(2) 警戒本部の組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 警戒本部の業務 

ア 災害初期における情報の収集、伝達及び処理 

イ 警戒本部運営に必要な職員の配備 

ウ 災害の発生が予想される地域への巡回及び広報 

エ その他災害の警戒及び応急対策上必要な事項 

(4) 情報連絡員の派遣 

警戒対象部局等の長は、速やかに警戒本部に情報連絡員を派遣する。 

(5) 警戒本部の庶務 

警戒本部の庶務は、危機管理局危機管理課、危機管理局危機対策課、危機管理局防災計画課、

危機管理局減災推進課、総務局広報課及び消防局指令課が行う。 

(6) 災害対策本部への移行 

警戒本部は、被害が拡大するおそれがあり、総合的な対策が必要と認められる場合は、災害

対策本部に移行する。 

(7) 現地災害警戒本部の設置 

警戒本部長は、必要に応じて現地災害警戒本部（以下「現地警戒本部」という。）を設置す

ることができる。 

(8) 区災害警戒本部 

区災害警戒本部（以下「区警戒本部」という。）は、警戒本部長より指示があった場合に設

置する。また、警戒本部が設置されていない場合でも、区長が必要であると判断したときは、

設置することができる。 

ア 区警戒本部は、原則として、区役所内に設置する。 

警戒本部 長：危機管理監 

警戒副本部長：危機管理局次長、危機管理局危機管理部長、 

危機管理局防災・減災部長、危機管理局参事、総務局総務部長 

警 戒 部 長：危機管理局危機管理課長、危機管理局危機対策課長、 

危機管理局防災計画課長、危機管理局減災推進課長、 

総務局広報課長 

 

区警戒本部長：まちづくり推進部長 

区警戒副本部長：区民部長 

区 警 戒 部 長：区民生活課長 

        総務課長 

        まちづくり推進課長 

 警戒対象部局関係課長 
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(1) 設置場所 

警戒本部は、原則として、青葉区役所内に設置する。 

(2) 警戒本部の組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 警戒本部の業務 

ア 災害初期における情報の収集、伝達及び処理 

イ 警戒本部運営に必要な職員の配備 

ウ 災害の発生が予想される地域への巡回及び広報 

エ その他災害の警戒及び応急対策上必要な事項 

(4) 情報連絡員の派遣 

警戒対象部局等の長は、速やかに警戒本部に情報連絡員を派遣する。 

(5) 警戒本部の庶務 

警戒本部の庶務は、危機管理局危機管理課、危機管理局危機対策課、危機管理局防災計画課、

危機管理局減災推進課、総務局広報課及び消防局指令課が行う。 

(6) 災害対策本部への移行 

警戒本部は、被害が拡大するおそれがあり、総合的な対策が必要と認められる場合は、災害

対策本部に移行する。 

(7) 現地災害警戒本部の設置 

警戒本部長は、必要に応じて現地災害警戒本部（以下「現地警戒本部」という。）を設置す

ることができる。 

(8) 区災害警戒本部 

区災害警戒本部（以下「区警戒本部」という。）は、警戒本部長より指示があった場合に設

置する。また、警戒本部が設置されていない場合でも、区長が必要であると判断したときは、

設置することができる。 

ア 区警戒本部は、原則として、区役所内に設置する。 

警戒本部 長：危機管理監 

警戒副本部長：危機管理局次長、危機管理局危機管理部長、 

危機管理局防災・減災部長、危機管理局参事、総務局総務部長 

警 戒 部 長：危機管理局危機管理課長、危機管理局危機対策課長、 

危機管理局防災計画課長、危機管理局減災推進課長、 

総務局広報課長 

 

区警戒本部長：まちづくり推進部長 

区警戒副本部長：区民部長 

区 警 戒 部 長：区民生活課長 

        総務課長 

        まちづくり推進課長 

 警戒対象部局関係課長 
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イ 区警戒本部は、区のまちづくり推進部長を区警戒本部長、区民部長を区警戒副本部長、区

民生活課長、総務課長及びまちづくり推進課長を区警戒部長とする。 

ウ 区警戒本部に係る庶務は、区の区民生活課、総務課及びまちづくり推進課が行う。 

エ 区長は、区警戒本部を設置又は廃止した場合、直ちに危機管理監に報告する。 

(9) 区現地災害警戒本部の設置 

区警戒本部長は、必要があると判断したとき、区現地災害警戒本部を設置することができる。 

(10) 避難所担当職員、施設管理者の派遣 

警戒対象部局等の長は、区警戒本部からの連絡を受け、速やかに避難所担当職員を指定避難

所へ派遣する。また、区警戒本部は避難所の施設管理者に連絡を行い、開設体制を整える。 

〔避難所担当職員等を指定避難所に派遣する基準〕 

① 土砂災害警戒情報が発表された場合 

② 氾濫注意水位に達し、避難判断水位を超えるおそれがある場合 

③ その他、避難情報を発令する可能性が高まった場合 

 

4. 災害対策本部体制 

市長は「仙台市災害対策本部運営要綱」に基づき、仙台市災害対策本部（以下「災対本部」とい

う。）を設置し、総合的な災害対策を実施する。 

① 市内で震度 5弱以上を観測する地震が発生したとき 

② 宮城県に津波警報又は大津波警報が発表されたとき 

③ 市内に気象特別警報（暴風特別警報、暴風雪特別警報、大雨特別警報及び大雪特別警報）、 

高潮特別警報又は波浪特別警報が発表されたとき 

④ 大雨、洪水、暴風、大雪等により、市内に災害が発生し､かつ､拡大するおそれがあるとき 

（③の場合を除く） 

⑤ 市内に大規模な火災、爆発その他重大な災害が発生したとき 

⑥ その他市長が必要と認めるとき 

 

（（資資料料 22--22「「仙仙台台市市災災害害対対策策本本部部運運営営要要綱綱」」参参照照））  
（（資資料料 22--33「「仙仙台台市市災災害害対対策策本本部部事事務務局局等等のの組組織織及及びび運運営営にに関関すするる要要領領」」参参照照））  

 

(1) 災対本部の設置場所 

原則として、青葉区役所内に設置する。 

なお、災害の状況により機能が維持できない事態に陥った場合は、速やかに市役所周辺の施

設を選定し代替施設として利用する。 

(2) 報告等 

災対本部を設置又は廃止したときは、次の機関に対し、速やかに報告等を行う。 

ア 関係機関に対する通知 

イ 報道機関等を通じた市民への周知 
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(3) 災対本部の組織 

<仙台市災害対策本部組織図> 
  

文 化 観 光 部 

経 済 部 

環 境 部 

こども若者部 

健 康 福 祉 部 

市 民 部 

財 政 部 

本 部 長 

（ 市 長 ） 

副 本 部 長 

（ 副 市 長 ） 

主 管 本 部 員 

（ 危 機 管 理 監 ） 

本 部 員 

（各局長、各区長等） 

災 対 本 部 事 務 局 

区 災 害 対 策 本 部 

区 本 部 長 （ 区 長 ） 

区 副 本 部 長 

（副区長、総合支所長） 

区本部員（各部長等） 

区災害対策本部事務局 

各 班 

 

都 市 整 備 部 

建 設 部 

会 計 部 

消 防 部 

教 育 部 

議 会 部 

水 道 部 

各 班 

交 通 部 

ガ ス 部 

市 立 病 院 部 

各 班 

各 班 

各 班 

各 班 

各 班 

各 班 

各 班 

各 班 

各 班 

各 班 

各 班 

各 班 

各 班 

各 班 

各 班 

各 班 

 各 班 

総 務 部 各 班 
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イ 区警戒本部は、区のまちづくり推進部長を区警戒本部長、区民部長を区警戒副本部長、区

民生活課長、総務課長及びまちづくり推進課長を区警戒部長とする。 

ウ 区警戒本部に係る庶務は、区の区民生活課、総務課及びまちづくり推進課が行う。 

エ 区長は、区警戒本部を設置又は廃止した場合、直ちに危機管理監に報告する。 

(9) 区現地災害警戒本部の設置 

区警戒本部長は、必要があると判断したとき、区現地災害警戒本部を設置することができる。 

(10) 避難所担当職員、施設管理者の派遣 

警戒対象部局等の長は、区警戒本部からの連絡を受け、速やかに避難所担当職員を指定避難

所へ派遣する。また、区警戒本部は避難所の施設管理者に連絡を行い、開設体制を整える。 

〔避難所担当職員等を指定避難所に派遣する基準〕 

① 土砂災害警戒情報が発表された場合 

② 氾濫注意水位に達し、避難判断水位を超えるおそれがある場合 

③ その他、避難情報を発令する可能性が高まった場合 

 

4. 災害対策本部体制 

市長は「仙台市災害対策本部運営要綱」に基づき、仙台市災害対策本部（以下「災対本部」とい

う。）を設置し、総合的な災害対策を実施する。 

① 市内で震度 5弱以上を観測する地震が発生したとき 

② 宮城県に津波警報又は大津波警報が発表されたとき 

③ 市内に気象特別警報（暴風特別警報、暴風雪特別警報、大雨特別警報及び大雪特別警報）、 

高潮特別警報又は波浪特別警報が発表されたとき 

④ 大雨、洪水、暴風、大雪等により、市内に災害が発生し､かつ､拡大するおそれがあるとき 

（③の場合を除く） 

⑤ 市内に大規模な火災、爆発その他重大な災害が発生したとき 

⑥ その他市長が必要と認めるとき 

 

（（資資料料 22--22「「仙仙台台市市災災害害対対策策本本部部運運営営要要綱綱」」参参照照））  
（（資資料料 22--33「「仙仙台台市市災災害害対対策策本本部部事事務務局局等等のの組組織織及及びび運運営営にに関関すするる要要領領」」参参照照））  

 

(1) 災対本部の設置場所 

原則として、青葉区役所内に設置する。 

なお、災害の状況により機能が維持できない事態に陥った場合は、速やかに市役所周辺の施

設を選定し代替施設として利用する。 

(2) 報告等 

災対本部を設置又は廃止したときは、次の機関に対し、速やかに報告等を行う。 

ア 関係機関に対する通知 

イ 報道機関等を通じた市民への周知 
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イ 区警戒本部は、区のまちづくり推進部長を区警戒本部長、区民部長を区警戒副本部長、区

民生活課長、総務課長及びまちづくり推進課長を区警戒部長とする。 

ウ 区警戒本部に係る庶務は、区の区民生活課、総務課及びまちづくり推進課が行う。 

エ 区長は、区警戒本部を設置又は廃止した場合、直ちに危機管理監に報告する。 

(9) 区現地災害警戒本部の設置 
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（（資資料料 22--22「「仙仙台台市市災災害害対対策策本本部部運運営営要要綱綱」」参参照照））  
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(1) 災対本部の設置場所 

原則として、青葉区役所内に設置する。 
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災対本部を設置又は廃止したときは、次の機関に対し、速やかに報告等を行う。 

ア 関係機関に対する通知 

イ 報道機関等を通じた市民への周知 
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(3) 災対本部の組織 

<仙台市災害対策本部組織図> 
  

文 化 観 光 部 

経 済 部 

環 境 部 

こども若者部 

健 康 福 祉 部 

市 民 部 

財 政 部 

本 部 長 

（ 市 長 ） 

副 本 部 長 
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 各 班 

総 務 部 各 班 
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(4) 本部長及び職務権限の代行並びに幹事等 

ア 市長を本部長、副市長を副本部長、各局長、区長、事業管理者及び危機管理監を本部員と

する。なお、本部長不在時は副本部長が職務を代理し、その順序は、市長職務代理順序規則

（平成 17年仙台市規則第 46号）に定める順序の例による。本部長、副本部長が不在時の代

行順位は、危機管理監を第１順位とし、以下、災対本部組織図に定める順により代行する。 

イ 本部員の属する局主管課長及び各区区民生活課長等を幹事とする。 

ウ 本部員及び幹事の代行は、各部であらかじめ指名する。 

 

本 部 長 市 長 

副本部長 副 市 長 

本 部 員 

主 管 本 部 員：危 機 管 理 監 

危 機 管 理 局 長   文 化 観 光 局 長   交 通 事 業 管 理 者 

総 務 局 長   都 市 整 備 局 長   ガ ス 事 業 管 理 者 

まちづくり政策局長   建 設 局 長   病 院 事 業 管 理 者 

財 政 局 長   会 計 管 理 者   青 葉 区 長 

市 民 局 長   消 防 局 長   宮 城 野 区 長 

健 康 福 祉 局 長   教 育 長   若 林 区 長 

こ ど も 若 者 局 長   議 会 事 務 局 長   太 白 区 長 

環 境 局 長   水 道 事 業 管 理 者   泉 区 長 

経 済 局 長       

幹 事 

総 務 局 庶 務 課 長 文化観光局交流企画課長 交 通 局 総 務 課 長 

まちづくり政策局政策調整課長 都市整備局総務課 長 ガ ス 局 総 務 課 長 

財政局財政企画課 長 建 設 局 総 務 課 長 市 立 病 院 総 務 課 長 

市 民 局 区 政 課 長 会 計 室 会 計 課 長 青葉区区民生活課 長 

健康福祉局総務課 長 消 防 局 総 務 課 長 宮城野区区民生活課長 

こども若者局総務課長 教 育 局 総 務 課 長 若林区区民生活課 長 

環 境 局 総 務 課 長 議会事務局庶務課 長 太白区区民生活課 長 

経済局経済企画課 長 水 道 局 総 務 課 長 泉 区 区 民 生 活 課 長 

 

(5) 本部員会議 

本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、災対本部における最高意思決

定機関として、災害対策に関する重要な事項について協議する。 

なお、本部長は必要に応じ、国、宮城県及び防災関係機関等の職員や学識経験者等に出席を

求め、助言を得ることができるものとする。 

ア 本部員会議は、本部長が必要に応じて招集し、その会議を主宰する。 

イ 開催場所は、原則として、青葉区役所 4階会議室とする。 
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ウ 主管本部員は、特定の災害対策について協議する必要がある場合は、本部長の命を受け、

関係本部員で構成する関係本部員会議を開催し、これを総括する。 

エ 本部員会議の所掌事務は、災害状況に係る認識の統一及び災害対応の目標設定並びに災害

対応の方針決定を主眼とし、おおむね次のとおりとする。 

① 災害救助法の適用に関すること 

② 自衛隊その他関係機関に対する災害派遣要請及び応急活動の調整に関すること 

③ 現地災害対策本部の設置及び運用に関すること 

④ 避難情報の発令に関すること 

⑤ 被災市民等に対する支援策に関すること 

⑥ 応急対策に要する予算及び資金に関すること 

⑦ 職員の応援に関すること 

⑧ 国会、政府関係機関に対する要望及び陳情に関すること 

⑨ その他災害応急対策の重要事項に関すること 

 

(6) 災対本部事務局 

ア 構  成 

災対本部事務局の構成は、次のとおりとする。 

事 務 局 長 危機管理局危機管理部長 

事 務 局 次 長 
危機管理局防災・減災部長  総 務 局 総 務 部 長 

危 機 管 理 局 参 事 

事 務 局 総 括 危機管理局危機管理課長  危機管理局危機対策課長 

事 務 局 員 

危機管理局防災計画課長   危機管理局減災推進課長  

総 務 局 広 報 課 長  危機管理局危機管理課員  

危機管理局危機対策課員   危機管理局防災計画課員 

危機管理局減災推進課員   総 務 局 広 報 課 員  

消 防 局 指 令 課 員 

イ 連絡調整会議 

事務局長は、関係部、区災害対策本部又は防災関係機関等と調整が必要である場合、幹事又

は防災関係機関の代表者等を招集して連絡調整会議を開くことができる。 
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する。なお、本部長不在時は副本部長が職務を代理し、その順序は、市長職務代理順序規則

（平成 17年仙台市規則第 46号）に定める順序の例による。本部長、副本部長が不在時の代

行順位は、危機管理監を第１順位とし、以下、災対本部組織図に定める順により代行する。 

イ 本部員の属する局主管課長及び各区区民生活課長等を幹事とする。 

ウ 本部員及び幹事の代行は、各部であらかじめ指名する。 
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総 務 局 長   都 市 整 備 局 長   ガ ス 事 業 管 理 者 

まちづくり政策局長   建 設 局 長   病 院 事 業 管 理 者 

財 政 局 長   会 計 管 理 者   青 葉 区 長 

市 民 局 長   消 防 局 長   宮 城 野 区 長 

健 康 福 祉 局 長   教 育 長   若 林 区 長 

こ ど も 若 者 局 長   議 会 事 務 局 長   太 白 区 長 

環 境 局 長   水 道 事 業 管 理 者   泉 区 長 

経 済 局 長       

幹 事 

総 務 局 庶 務 課 長 文化観光局交流企画課長 交 通 局 総 務 課 長 

まちづくり政策局政策調整課長 都市整備局総務課 長 ガ ス 局 総 務 課 長 

財政局財政企画課 長 建 設 局 総 務 課 長 市 立 病 院 総 務 課 長 

市 民 局 区 政 課 長 会 計 室 会 計 課 長 青葉区区民生活課 長 

健康福祉局総務課 長 消 防 局 総 務 課 長 宮城野区区民生活課長 

こ ど も 若 者 局 総 務 課 長 教 育 局 総 務 課 長 若林区区民生活課 長 

環 境 局 総 務 課 長 議会事務局庶務課 長 太白区区民生活課 長 

経済局経済企画課 長 水 道 局 総 務 課 長 泉 区 区 民 生 活 課 長 

 

(5) 本部員会議 

本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、災対本部における最高意思決

定機関として、災害対策に関する重要な事項について協議する。 

なお、本部長は必要に応じ、国、宮城県及び防災関係機関等の職員や学識経験者等に出席を

求め、助言を得ることができるものとする。 

ア 本部員会議は、本部長が必要に応じて招集し、その会議を主宰する。 

イ 開催場所は、原則として、青葉区役所 4階会議室とする。 
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④ 避難情報の発令に関すること 

⑤ 被災市民等に対する支援策に関すること 

⑥ 応急対策に要する予算及び資金に関すること 

⑦ 職員の応援に関すること 

⑧ 国会、政府関係機関に対する要望及び陳情に関すること 

⑨ その他災害応急対策の重要事項に関すること 

 

(6) 災対本部事務局 

ア 構  成 

災対本部事務局の構成は、次のとおりとする。 

事 務 局 長 危機管理局危機管理部長 

事 務 局 次 長 
危機管理局防災・減災部長  総 務 局 総 務 部 長 

危 機 管 理 局 参 事 

事 務 局 総 括 危機管理局危機管理課長  危機管理局危機対策課長 

事 務 局 員 

危機管理局防災計画課長   危機管理局減災推進課長  

総 務 局 広 報 課 長  危機管理局危機管理課員  

危機管理局危機対策課員   危機管理局防災計画課員 

危機管理局減災推進課員   総 務 局 広 報 課 員  

消 防 局 指 令 課 員 

イ 連絡調整会議 

事務局長は、関係部、区災害対策本部又は防災関係機関等と調整が必要である場合、幹事又

は防災関係機関の代表者等を招集して連絡調整会議を開くことができる。 
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ウ 主管本部員は、特定の災害対策について協議する必要がある場合は、本部長の命を受け、

関係本部員で構成する関係本部員会議を開催し、これを総括する。 

エ 本部員会議の所掌事務は、災害状況に係る認識の統一及び災害対応の目標設定並びに災害

対応の方針決定を主眼とし、おおむね次のとおりとする。 

① 災害救助法の適用に関すること 

② 自衛隊その他関係機関に対する災害派遣要請及び応急活動の調整に関すること 

③ 現地災害対策本部の設置及び運用に関すること 

④ 避難情報の発令に関すること 

⑤ 被災市民等に対する支援策に関すること 

⑥ 応急対策に要する予算及び資金に関すること 

⑦ 職員の応援に関すること 

⑧ 国会、政府関係機関に対する要望及び陳情に関すること 

⑨ その他災害応急対策の重要事項に関すること 

 

(6) 災対本部事務局 

ア 構  成 

災対本部事務局の構成は、次のとおりとする。 

事 務 局 長 危機管理局危機管理部長 

事 務 局 次 長 
危機管理局防災・減災部長  総 務 局 総 務 部 長 

危 機 管 理 局 参 事 

事 務 局 総 括 危機管理局危機管理課長  危機管理局危機対策課長 

事 務 局 員 

危機管理局防災計画課長   危機管理局減災推進課長  

総 務 局 広 報 課 長  危機管理局危機管理課員  

危機管理局危機対策課員   危機管理局防災計画課員 

危機管理局減災推進課員   総 務 局 広 報 課 員  

消 防 局 指 令 課 員 

イ 連絡調整会議 

事務局長は、関係部、区災害対策本部又は防災関係機関等と調整が必要である場合、幹事又

は防災関係機関の代表者等を招集して連絡調整会議を開くことができる。 
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ウ 局・区等の情報連絡員の派遣 

各局長及び区長は、あらかじめ 3名を指名し、派遣順位を定め、1名を災対本部事務局に派

遣するものとする。なお、事務局長は、必要に応じ部及び区災害対策本部に情報連絡員の増員

を求めることができる。 

エ 防災機関への連絡調整員の派遣依頼 

事務局長は、自衛隊等の防災関係機関に対し、必要がある場合、連絡調整員の派遣を求める

ことができる。 

オ 所掌事務 

災対本部事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。 

① 災害対策本部の設置及び運営に関すること 

② 災害情報等の収集、整理及び伝達に関すること 

③ 災害応急対策活動の総合調整に関すること 

④ 各部、区災害対策本部及び防災関係機関との連絡調整に関すること 

⑤ 災害派遣及び災害応援の要請に関すること 

⑥ 各部、区災害対策本部間の応援職員の調整に関すること 

⑦ 市民への災害広報に関すること 

⑧ 報道機関への情報提供及び報道要請に関すること 

⑨ 記者会見に関すること 

⑩ 防災行政用無線の運用に関すること 

⑪ 災害救助法の総括に関すること 

⑫ その他災害対策の実施に必要な事項 

(7) 部 

ア 組 織 

部に、部長、副部長及び班長を置き、局長相当職にある者を部長、次長及び部長相当職にあ

る者を副部長、課長相当職にある者の中から部長が指名した者を班長とし、「仙台市災害対策

本部運営要綱」に定める事務を分掌する。 

（（資資料料 22--22「「仙仙台台市市災災害害対対策策本本部部運運営営要要綱綱」」参参照照））  

※本編において、「部」の表記については、災害警戒本部体制以下の場合は適宜「局」と読

み替えるものとする。  

イ 部長の措置 

① 支援職員の派遣要請 

部長は、部が実施する応急対策活動等において、部の職員が不足し、人員の増強が必要で

あると認めた場合、本部長に支援職員の派遣を要請することができる。 

② 情報連絡室の設置 

部長は、災対本部の設置と同時に部に情報連絡室を設置し、部における指揮体制及び情報

連絡体制を確保する。 

第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 2 節 災害対策活動体制 

 

43 

(8) 区災害対策本部 

ア 設置場所 

設置場所は、原則として、区役所内とする。 

イ 自主設置 

区長が必要であると判断した場合、災対本部が設置されていない場合でも区災害対策本部

（以下「区本部」という。）を自主的に設置することができる。 

区本部長は、区本部を設置又は廃止したときは、直ちに危機管理監に報告する。 

ウ 組 織 

区長を区本部長、副区長及び総合支所長を区副本部長、部長相当職にある者を区本部員、課

長相当職のうちから区本部長が指名した者を班長とし、「仙台市災害対策本部運営要綱」に定

める事務を分掌する。 

 

区 本 部 長  区 長 

区副本部長  副 区 長 総合支所長 

区 本 部 員  
区 民 部 長 まちづくり推進部長 保健福祉センター所長 

建 設 部 長 総合支所次長 

 

エ 区本部員会議 

区本部員会議は、区本部長、区副本部長及び区本部員をもって構成する。 

オ 協議事項 

① 自衛隊その他防災関係機関との応急活動の調整に関すること 

② 避難情報の発令に関すること 

③ 被災市民等に対する支援策に関すること 

④ 職員の応援に関すること 

⑤ その他災害応急対策の重要事項に関すること 
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ウ 局・区等の情報連絡員の派遣 

各局長及び区長は、あらかじめ 3名を指名し、派遣順位を定め、1名を災対本部事務局に派

遣するものとする。なお、事務局長は、必要に応じ部及び区災害対策本部に情報連絡員の増員

を求めることができる。 

エ 防災機関への連絡調整員の派遣依頼 

事務局長は、自衛隊等の防災関係機関に対し、必要がある場合、連絡調整員の派遣を求める

ことができる。 

オ 所掌事務 

災対本部事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。 

① 災害対策本部の設置及び運営に関すること 

② 災害情報等の収集、整理及び伝達に関すること 

③ 災害応急対策活動の総合調整に関すること 

④ 各部、区災害対策本部及び防災関係機関との連絡調整に関すること 

⑤ 災害派遣及び災害応援の要請に関すること 

⑥ 各部、区災害対策本部間の応援職員の調整に関すること 

⑦ 市民への災害広報に関すること 

⑧ 報道機関への情報提供及び報道要請に関すること 

⑨ 記者会見に関すること 

⑩ 防災行政用無線の運用に関すること 

⑪ 災害救助法の総括に関すること 

⑫ その他災害対策の実施に必要な事項 

(7) 部 

ア 組 織 

部に、部長、副部長及び班長を置き、局長相当職にある者を部長、次長及び部長相当職にあ

る者を副部長、課長相当職にある者の中から部長が指名した者を班長とし、「仙台市災害対策

本部運営要綱」に定める事務を分掌する。 

（（資資料料 22--22「「仙仙台台市市災災害害対対策策本本部部運運営営要要綱綱」」参参照照））  

※本編において、「部」の表記については、災害警戒本部体制以下の場合は適宜「局」と読

み替えるものとする。  

イ 部長の措置 

① 支援職員の派遣要請 

部長は、部が実施する応急対策活動等において、部の職員が不足し、人員の増強が必要で

あると認めた場合、本部長に支援職員の派遣を要請することができる。 

② 情報連絡室の設置 

部長は、災対本部の設置と同時に部に情報連絡室を設置し、部における指揮体制及び情報

連絡体制を確保する。 
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ウ 局・区等の情報連絡員の派遣 

各局長及び区長は、あらかじめ 3名を指名し、派遣順位を定め、1名を災対本部事務局に派

遣するものとする。なお、事務局長は、必要に応じ部及び区災害対策本部に情報連絡員の増員

を求めることができる。 

エ 防災機関への連絡調整員の派遣依頼 

事務局長は、自衛隊等の防災関係機関に対し、必要がある場合、連絡調整員の派遣を求める

ことができる。 

オ 所掌事務 

災対本部事務局の所掌事務は、おおむね次のとおりとする。 

① 災害対策本部の設置及び運営に関すること 

② 災害情報等の収集、整理及び伝達に関すること 

③ 災害応急対策活動の総合調整に関すること 

④ 各部、区災害対策本部及び防災関係機関との連絡調整に関すること 

⑤ 災害派遣及び災害応援の要請に関すること 

⑥ 各部、区災害対策本部間の応援職員の調整に関すること 

⑦ 市民への災害広報に関すること 

⑧ 報道機関への情報提供及び報道要請に関すること 

⑨ 記者会見に関すること 

⑩ 防災行政用無線の運用に関すること 

⑪ 災害救助法の総括に関すること 

⑫ その他災害対策の実施に必要な事項 

(7) 部 

ア 組 織 

部に、部長、副部長及び班長を置き、局長相当職にある者を部長、次長及び部長相当職にあ

る者を副部長、課長相当職にある者の中から部長が指名した者を班長とし、「仙台市災害対策

本部運営要綱」に定める事務を分掌する。 

（（資資料料 22--22「「仙仙台台市市災災害害対対策策本本部部運運営営要要綱綱」」参参照照））  

※本編において、「部」の表記については、災害警戒本部体制以下の場合は適宜「局」と読

み替えるものとする。  

イ 部長の措置 

① 支援職員の派遣要請 

部長は、部が実施する応急対策活動等において、部の職員が不足し、人員の増強が必要で

あると認めた場合、本部長に支援職員の派遣を要請することができる。 

② 情報連絡室の設置 

部長は、災対本部の設置と同時に部に情報連絡室を設置し、部における指揮体制及び情報

連絡体制を確保する。 
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(8) 区災害対策本部 

ア 設置場所 

設置場所は、原則として、区役所内とする。 

イ 自主設置 

区長が必要であると判断した場合、災対本部が設置されていない場合でも区災害対策本部

（以下「区本部」という。）を自主的に設置することができる。 

区本部長は、区本部を設置又は廃止したときは、直ちに危機管理監に報告する。 

ウ 組 織 

区長を区本部長、副区長及び総合支所長を区副本部長、部長相当職にある者を区本部員、課

長相当職のうちから区本部長が指名した者を班長とし、「仙台市災害対策本部運営要綱」に定

める事務を分掌する。 

 

区 本 部 長  区 長 

区副本部長  副 区 長 総合支所長 

区 本 部 員  
区 民 部 長 まちづくり推進部長 保健福祉センター所長 

建 設 部 長 総合支所次長 

 

エ 区本部員会議 

区本部員会議は、区本部長、区副本部長及び区本部員をもって構成する。 

オ 協議事項 

① 自衛隊その他防災関係機関との応急活動の調整に関すること 

② 避難情報の発令に関すること 

③ 被災市民等に対する支援策に関すること 

④ 職員の応援に関すること 

⑤ その他災害応急対策の重要事項に関すること 
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(8) 区災害対策本部 

ア 設置場所 

設置場所は、原則として、区役所内とする。 

イ 自主設置 

区長が必要であると判断した場合、災対本部が設置されていない場合でも区災害対策本部

（以下「区本部」という。）を自主的に設置することができる。 

区本部長は、区本部を設置又は廃止したときは、直ちに危機管理監に報告する。 

ウ 組 織 

区長を区本部長、副区長及び総合支所長を区副本部長、部長相当職にある者を区本部員、課

長相当職のうちから区本部長が指名した者を班長とし、「仙台市災害対策本部運営要綱」に定

める事務を分掌する。 

 

区 本 部 長  区 長 

区副本部長  副 区 長 総合支所長 

区 本 部 員  
区 民 部 長 まちづくり推進部長 保健福祉センター所長 

建 設 部 長 総合支所次長 

 

エ 区本部員会議 

区本部員会議は、区本部長、区副本部長及び区本部員をもって構成する。 

オ 協議事項 

① 自衛隊その他防災関係機関との応急活動の調整に関すること 

② 避難情報の発令に関すること 

③ 被災市民等に対する支援策に関すること 

④ 職員の応援に関すること 

⑤ その他災害応急対策の重要事項に関すること 
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カ 区本部事務局 

① 構 成 

区本部事務局の構成は、次のとおりとする。 

 

事 務 局 長  まちづくり推進部長 

事務局次長  区民部長 

事務局総括  区民生活課長 総 務 課 長 まちづくり推進課長 

事 務 局 員  区民生活課員 総 務 課 員 まちづくり推進課員  

 

② 所掌事務 

a. 区災害対策本部の設置及び運営に関すること 

b. 災害情報等の収集、整理及び伝達に関すること 

c. 区各班の分担任務に係る応急対策活動等の総合調整に関すること 

d. 災対本部及び関係機関との連絡調整に関すること 

e. 防災行政用無線の運用に関すること 

f. その他区の災害応急対策の実施に必要な事項 

キ 区本部長の措置 

① 支援職員の派遣要請 

区本部長は、区域の被害が甚大で応急対策活動において、区本部の職員が不足し、人員の

増強が必要であると認めた場合、本部長に支援職員の派遣を要請することができる。 

② 応急措置の要請 

区本部長は、区域の防災対策について必要があると認める場合、局長又は出先機関の長に

対し、応急措置を講じるよう要請することができる。 

③ 情報連絡員の派遣 

区本部長は、災対本部の設置と同時に災対本部事務局に情報連絡員を派遣する。 

(9) 現地災害対策本部 

ア 設置及び廃止 

現地災害対策本部（以下「現地本部」という。）は、局部的な災害、又は特定の地域におけ

る応急対策活動等を推進するため、本部長が必要であると判断したときに設置し、災害応急対

策等が完了したときに廃止する。 

なお、災対本部、又は区本部が設置されていない場合でも設置することができる。 

イ 設置場所 

現地本部は、原則として、被災現場に近い公共施設又は被災地を管轄する区役所等に設置す

る。 
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ウ 現地本部長等の指名 

① 現地本部長の指名 

現地本部長は、本部員のうちから本部長が指名する。 

② 現地本部員の指名 

現地本部員は、現地本部長が関係する部の部長相当職にある者のうちから指名する。 

③ 現地本部要員の要請 

現地本部長は、必要に応じて関係する部及び区本部の職員の派遣を当該部長及び区本部長

に求めることができる。 

エ 庶 務 

現地本部に係る庶務は、現地本部長が所属する部又は区が行うものとする。 

オ 所掌事務 

① 被災現地における情報の収集、伝達及び処理 

② 被災現地における災害対策関係機関との連絡・調整 

③ その他災害の警戒及び応急対策上必要な事項 
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カ 区本部事務局 

① 構 成 

区本部事務局の構成は、次のとおりとする。 

 

事 務 局 長  まちづくり推進部長 

事務局次長  区民部長 

事務局総括  区民生活課長 総 務 課 長 まちづくり推進課長 

事 務 局 員  区民生活課員 総 務 課 員 まちづくり推進課員  

 

② 所掌事務 

a. 区災害対策本部の設置及び運営に関すること 

b. 災害情報等の収集、整理及び伝達に関すること 

c. 区各班の分担任務に係る応急対策活動等の総合調整に関すること 

d. 災対本部及び関係機関との連絡調整に関すること 

e. 防災行政用無線の運用に関すること 

f. その他区の災害応急対策の実施に必要な事項 

キ 区本部長の措置 

① 支援職員の派遣要請 

区本部長は、区域の被害が甚大で応急対策活動において、区本部の職員が不足し、人員の

増強が必要であると認めた場合、本部長に支援職員の派遣を要請することができる。 

② 応急措置の要請 

区本部長は、区域の防災対策について必要があると認める場合、局長又は出先機関の長に

対し、応急措置を講じるよう要請することができる。 

③ 情報連絡員の派遣 

区本部長は、災対本部の設置と同時に災対本部事務局に情報連絡員を派遣する。 

(9) 現地災害対策本部 

ア 設置及び廃止 

現地災害対策本部（以下「現地本部」という。）は、局部的な災害、又は特定の地域におけ

る応急対策活動等を推進するため、本部長が必要であると判断したときに設置し、災害応急対

策等が完了したときに廃止する。 

なお、災対本部、又は区本部が設置されていない場合でも設置することができる。 

イ 設置場所 

現地本部は、原則として、被災現場に近い公共施設又は被災地を管轄する区役所等に設置す

る。 
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現地災害対策本部（以下「現地本部」という。）は、局部的な災害、又は特定の地域におけ

る応急対策活動等を推進するため、本部長が必要であると判断したときに設置し、災害応急対

策等が完了したときに廃止する。 

なお、災対本部、又は区本部が設置されていない場合でも設置することができる。 
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ウ 現地本部長等の指名 

① 現地本部長の指名 

現地本部長は、本部員のうちから本部長が指名する。 

② 現地本部員の指名 

現地本部員は、現地本部長が関係する部の部長相当職にある者のうちから指名する。 

③ 現地本部要員の要請 

現地本部長は、必要に応じて関係する部及び区本部の職員の派遣を当該部長及び区本部長

に求めることができる。 

エ 庶 務 

現地本部に係る庶務は、現地本部長が所属する部又は区が行うものとする。 

オ 所掌事務 

① 被災現地における情報の収集、伝達及び処理 

② 被災現地における災害対策関係機関との連絡・調整 

③ その他災害の警戒及び応急対策上必要な事項 
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現地本部長は、必要に応じて関係する部及び区本部の職員の派遣を当該部長及び区本部長

に求めることができる。 

エ 庶 務 

現地本部に係る庶務は、現地本部長が所属する部又は区が行うものとする。 

オ 所掌事務 

① 被災現地における情報の収集、伝達及び処理 

② 被災現地における災害対策関係機関との連絡・調整 

③ その他災害の警戒及び応急対策上必要な事項 
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第 3 節 職員の配備・動員計画 

〔各部、区本部〕 

本節では、風水害の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策活動を

実施するために必要な職員の配備・動員計画について定める。 

各局区は職員の配備体制基準、職員動員計画（配備の伝達を含む）及び安全管理体制について、

定期的に見直し、確認を行い所属職員に周知を行う。 

 

1. 配備計画 

(1) 警戒配備等 

警戒配備は、災害警戒本部を設置し、災害の警戒や軽微な応急対策を行うため、職員を動員

する配備である。 

また、市内で、気象注意報、警報が発表され災害が発生するおそれがある場合などに情報連

絡体制の強化を行う。 

（（資資料料 22--55「「非非常常配配備備等等にに関関すするる要要領領」」参参照照））  

<警戒配備等基準> 

配 備 区 分 配 備 基 準 配 備 体 制  

情報連絡体制の強化 

(1) 市内で震度 4 を観測する地震が発生し

たとき 

(2) 気象注意報、警報が発表され、市内で災

害発生のおそれがあるとき 

(3) その他危機管理監が必要と認めるとき 

関係職員の連絡体制の確

保、状況により災害情報

等の収集に努める体制。 

発令者：危機管理監 

警 戒 配 備 

（災害警戒本部体制） 

(1) 宮城県に津波注意報が発表されたとき 

(2) 大雨、洪水、暴風、大雪等により、市内

に災害が発生し、災害の警戒及び応急

対策を組織的に実施する必要があると

き 

(3) 市内に土砂災害警戒情報が発表された

とき 

(4) その他危機管理監が必要と認めるとき 

警戒対象部局が、災害情

報の収集、災害の警戒等

を組織的に実施するた

め、所要の職員を配備し

てこれに当たる体制。 発令者：災害警戒本部長 

 

ア 警戒配備の指示 

① 配備の指示 

警戒本部長は、警戒指示書をもって警戒対象部局の長に対し、指示する。 

② 自主配備 

各局長及び区長は、災害に係る情報を入手し、災害の警戒及び応急対策等が必要である場

合は、自主的に警戒配備を指示する。 
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イ 警戒配備の伝達 

警戒配備は、危機管理局危機対策課長から警戒対象部局の主管課長、区は区民生活課長に伝

達する。 

① 伝達方法 

a. 警戒対象部局に一斉 FAX及び電話等で伝達する。 

b. 職員非常呼出システムにより警戒対象部局の主管課長及び各区区民生活課長に伝達す

る。 

② 伝達系統図 

 

ウ 警戒配備の報告 

警戒対象部局の長は、警戒配備の状況を取りまとめ、定期的に危機管理監に報告する。 

エ 情報連絡体制の強化 

情報連絡体制の強化の指示については、危機管理監が行い、伝達については危機管理局危機

対策課長より、警戒対象部局の主管課長、区は区民生活課長に伝達する。 

 

 

 

危機管理監 

警戒対象部局 

の主管課長 

(区は 

区民生活課長) 

局長、区長等に連絡 

局・区の関係課長等 

指示 伝達 

 課内連絡網による 

職員への連絡 
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第 3 節 職員の配備・動員計画 

〔各部、区本部〕 

本節では、風水害の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策活動を

実施するために必要な職員の配備・動員計画について定める。 

各局区は職員の配備体制基準、職員動員計画（配備の伝達を含む）及び安全管理体制について、

定期的に見直し、確認を行い所属職員に周知を行う。 

 

1. 配備計画 

(1) 警戒配備等 

警戒配備は、災害警戒本部を設置し、災害の警戒や軽微な応急対策を行うため、職員を動員

する配備である。 

また、市内で、気象注意報、警報が発表され災害が発生するおそれがある場合などに情報連

絡体制の強化を行う。 

（（資資料料 22--55「「非非常常配配備備等等にに関関すするる要要領領」」参参照照））  

<警戒配備等基準> 

区 分 配 備 基 準 配 備 体 制  

情報連絡体制の強化 

(1) 市内で震度 4 を観測する地震が発生し

たとき 

(2) 気象注意報、警報が発表され、市内で災

害発生のおそれがあるとき 

(3) その他危機管理監が必要と認めるとき 

関係職員の連絡体制の確

保、状況により災害情報

等の収集に努める体制。 

発令者：危機管理監 

警 戒 配 備 

（災害警戒本部体制） 

(1) 宮城県に津波注意報が発表されたとき 

(2) 大雨、洪水、暴風、大雪等により、市内

に災害が発生し、災害の警戒及び応急

対策を組織的に実施する必要があると

き 

(3) 市内に土砂災害警戒情報が発表された

とき 

(4) その他危機管理監が必要と認めるとき 

警戒対象部局が、災害情

報の収集、災害の警戒等

を組織的に実施するた

め、所要の職員を配備し

てこれに当たる体制。 

発令者：災害警戒本部長 

 

ア 警戒配備の指示 

① 配備の指示 

警戒本部長は、警戒指示書をもって警戒対象部局の長に対し、指示する。 

② 自主配備 

各局長及び区長は、災害に係る情報を入手し、災害の警戒及び応急対策等が必要である場

合は、自主的に警戒配備を指示する。 
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第 3 節 職員の配備・動員計画 

〔各部、区本部〕 

本節では、風水害の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策活動を

実施するために必要な職員の配備・動員計画について定める。 

各局区は職員の配備体制基準、職員動員計画（配備の伝達を含む）及び安全管理体制について、

定期的に見直し、確認を行い所属職員に周知を行う。 

 

1. 配備計画 

(1) 警戒配備等 

警戒配備は、災害警戒本部を設置し、災害の警戒や軽微な応急対策を行うため、職員を動員

する配備である。 

また、市内で、気象注意報、警報が発表され災害が発生するおそれがある場合などに情報連

絡体制の強化を行う。 

（（資資料料 22--55「「非非常常配配備備等等にに関関すするる要要領領」」参参照照））  

<警戒配備等基準> 

配 備 区 分 配 備 基 準 配 備 体 制  

情報連絡体制の強化 
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害発生のおそれがあるとき 
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関係職員の連絡体制の確

保、状況により災害情報

等の収集に努める体制。 

発令者：危機管理監 

警 戒 配 備 

（災害警戒本部体制） 

(1) 宮城県に津波注意報が発表されたとき 

(2) 大雨、洪水、暴風、大雪等により、市内

に災害が発生し、災害の警戒及び応急

対策を組織的に実施する必要があると

き 

(3) 市内に土砂災害警戒情報が発表された

とき 

(4) その他危機管理監が必要と認めるとき 

警戒対象部局が、災害情

報の収集、災害の警戒等

を組織的に実施するた

め、所要の職員を配備し

てこれに当たる体制。 発令者：災害警戒本部長 

 

ア 警戒配備の指示 

① 配備の指示 

警戒本部長は、警戒指示書をもって警戒対象部局の長に対し、指示する。 

② 自主配備 

各局長及び区長は、災害に係る情報を入手し、災害の警戒及び応急対策等が必要である場

合は、自主的に警戒配備を指示する。 
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イ 警戒配備の伝達 

警戒配備は、危機管理局危機対策課長から警戒対象部局の主管課長、区は区民生活課長に伝

達する。 

① 伝達方法 

a. 警戒対象部局に一斉 FAX及び電話等で伝達する。 

b. 職員非常呼出システムにより警戒対象部局の主管課長及び各区区民生活課長に伝達す

る。 

② 伝達系統図 

 

ウ 警戒配備の報告 

警戒対象部局の長は、警戒配備の状況を取りまとめ、定期的に危機管理監に報告する。 

エ 情報連絡体制の強化 

情報連絡体制の強化の指示については、危機管理監が行い、伝達については危機管理局危機

対策課長より、警戒対象部局の主管課長、区は区民生活課長に伝達する。 
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イ 警戒配備の伝達 

警戒配備は、危機管理局危機対策課長から警戒対象部局の主管課長、区は区民生活課長に伝

達する。 

① 伝達方法 

a. 警戒対象部局に一斉 FAX及び電話等で伝達する。 

b. 職員非常呼出システムにより警戒対象部局の主管課長及び各区区民生活課長に伝達す

る。 

② 伝達系統図 

 

ウ 警戒配備の報告 

警戒対象部局の長は、警戒配備の状況を取りまとめ、定期的に危機管理監に報告する。 

エ 情報連絡体制の強化 

情報連絡体制の強化の指示については、危機管理監が行い、伝達については危機管理局危機

対策課長より、警戒対象部局の主管課長、区は区民生活課長に伝達する。 

 

 

 

危機管理監 

警戒対象部局 

の主管課長 

(区は 

区民生活課長) 

局長、区長等に連絡 

局・区の関係課長等 

指示 伝達 

 課内連絡網による 

職員への連絡 
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(2) 非常配備 

非常配備は、災対本部及び区本部を設置し、総合的に災害の警戒及び応急対策等を行うため、

全庁的に職員を動員する配備である。 

（（資資料料 22--55「「非非常常配配備備等等にに関関すするる要要領領」」参参照照））  

<非常配備基準> 

配 備 区 分  配 備 基 準 配 備 体 制  

非常 1号配備 

(1)市内で震度 5 弱を観測する地震が発生した 
とき 

(2)宮城県に津波警報が発表されたとき 
(3)市内に気象特別警報（暴風特別警報、暴風

雪特別警報、大雨特別警報及び大雪特別警
報）、高潮特別警報又は波浪特別警報が発
表されたとき 

 (4)大雨、洪水、暴風、大雪等により、市内に 
災害が発生し、かつ、拡大のおそれがある
とき（(3)の場合を除く） 

(5)市内に大規模な火災、爆発その他重大な災 
害が発生したとき 

(6)その他市長が必要と認めたとき 

災害情報の収集・伝達、警
戒活動及び災害の応急対
策活動が実施でき、上位
配備に移行できる体制と
し、各部及び各区本部の
おおむね 1/3 の職員を
もってこれに充てる。 

発令者： 

災害対策本部長 

非常 2号配備 

(1)市内で震度 5 強を観測する地震が発生した 
とき 

(2)宮城県に大津波警報が発表されたとき 
(3)大雨、洪水、暴風、大雪等により、災害が本

市の区域に広範囲で発生し、更に拡大する
おそれがあるとき 

(4)その他市長が必要と認めたとき 

相当規模の災害に対する
応急対策活動及び復旧対
策活動が実施できる体制
とし、各部及び各区本部
のおおむね 2/3 の職員を
もってこれに充てる。 

発令者： 

災害対策本部長 

非常 3号配備 

(1)市内で震度 6 弱以上を観測する地震が発生 
したとき 

(2)市内の全域に大規模な災害が発生したと 
き、又は全域に拡大することが予想される 
とき 

(3)その他市長が必要と認めたとき 

全職員を配備し、組織の
総力を挙げて対処する体
制とする。 

発令者： 

災害対策本部長 

※消防部、水道部、交通部、ガス部、市立病院部、こども若者部（保育所）及び教育部（学校）の非常配備編成

は、別に定める。 

ア 発令及び解除 

① 発 令 

本部長は、災対本部を設置した場合、非常配備発令基準に基づき防災指令書により、非常

配備を発令する。 

② 自主配備 

各部長及び区本部長は、災害の状況により、職員の増強が必要であると判断したときは、

本部長の配備指令にかかわらず、自主的に上位の配備体制をとることができる。 

③ 解 除 

本部長は、予測された災害の発生危険が解消したと認めるとき、又は災害発生後において、

災害応急対策等の措置が完了したときに非常配備を解除する。 
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イ 非常配備の伝達 

非常配備の指令は、災対本部事務局長から各部の庶務班長及び各区の総務班長（区民生活課

長）に伝達する。 

① 伝達方法 

a. 各局・区に、一斉 FAX及び電話等で伝達する。 

b. 職員非常呼出システムにより各局主管課長及び各区区民生活課長に伝達する。 

c. 通信施設等の障害により伝達の手段が確保できない場合は、報道機関の放送等を活

用して伝達する。 

② 伝達系統図 

ウ 配備状況の報告 

各部長及び区本部長は、職員の配備状況をとりまとめ、定期的に危機管理監に報告する。 

2. 動員計画 

(1) 動員の原則 

職員は、勤務時間外においても、非常配備基準に達する災害の発生又は発生が予想される事

態若しくは災対本部及び区本部の設置を知ったとき（以下「非常配備基準に達したとき」とい

う。）は、「非常配備等に関する要領」（資料 2-5 参照）に基づき、非常配備の伝達を待つこ

となく、自らや家族等の安全を確保した後、直ちに勤務場所又はあらかじめ指定された場所に

自主的に参集しなければならない。なお、休職又は停職中の職員、育児休業中の職員、その他

所属長が参集困難であると認める職員は参集を要しない。 

(2) 動員区分 

ア 所属動員 

各部及び区本部の初動対応機能を確保するため、下記の職員は、非常配備基準に達したとき

は、あらゆる手段を活用して自らの勤務場所に参集する。 

① 課長相当職以上の職員 

② 部の庶務班及び区本部の総務班の職員 

③ 部及び区本部において、災害活動上、欠くことのできない職員 

本部長 本部事務局長 

各部庶務班長及

び各区総務班長 

（区民生活課長） 

局長、区長等に連絡 

各部・区本部各班長 

指示 伝達 

課内連絡網による 

職員への周知 
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(2) 非常配備 

非常配備は、災対本部及び区本部を設置し、総合的に災害の警戒及び応急対策等を行うため、

全庁的に職員を動員する配備である。 

（（資資料料 22--55「「非非常常配配備備等等にに関関すするる要要領領」」参参照照））  

<非常配備基準> 

配 備 区 分  配 備 基 準 配 備 体 制  

非常 1号配備 

(1)市内で震度 5 弱を観測する地震が発生した 
とき 

(2)宮城県に津波警報が発表されたとき 
(3)市内に気象特別警報（暴風特別警報、暴風

雪特別警報、大雨特別警報及び大雪特別警
報）、高潮特別警報又は波浪特別警報が発
表されたとき 

 (4)大雨、洪水、暴風、大雪等により、市内に 
災害が発生し、かつ、拡大のおそれがある
とき（(3)の場合を除く） 

(5)市内に大規模な火災、爆発その他重大な災 
害が発生したとき 

(6)その他市長が必要と認めたとき 

災害情報の収集・伝達、警
戒活動及び災害の応急対
策活動が実施でき、上位
配備に移行できる体制と
し、各部及び各区本部の
おおむね 1/3 の職員を
もってこれに充てる。 

発令者： 

災害対策本部長 

非常 2号配備 

(1)市内で震度 5 強を観測する地震が発生した 
とき 

(2)宮城県に大津波警報が発表されたとき 
(3)大雨、洪水、暴風、大雪等により、災害が本

市の区域に広範囲で発生し、更に拡大する
おそれがあるとき 

(4)その他市長が必要と認めたとき 

相当規模の災害に対する
応急対策活動及び復旧対
策活動が実施できる体制
とし、各部及び各区本部
のおおむね 2/3 の職員を
もってこれに充てる。 発令者： 

災害対策本部長 

非常 3号配備 

(1)市内で震度 6 弱以上を観測する地震が発生 
したとき 

(2)市内の全域に大規模な災害が発生したと 
き、又は全域に拡大することが予想される 
とき 

(3)その他市長が必要と認めたとき 

全職員を配備し、組織の
総力を挙げて対処する体
制とする。 

発令者： 

災害対策本部長 

※消防部、水道部、交通部、ガス部、市立病院部、こども若者部（保育所）及び教育部（学校）の非常配備編成

は、別に定める。 

ア 発令及び解除 

① 発 令 

本部長は、災対本部を設置した場合、非常配備発令基準に基づき防災指令書により、非常

配備を発令する。 

② 自主配備 

各部長及び区本部長は、災害の状況により、職員の増強が必要であると判断したときは、

本部長の配備指令にかかわらず、自主的に上位の配備体制をとることができる。 

③ 解 除 

本部長は、予測された災害の発生危険が解消したと認めるとき、又は災害発生後において、

災害応急対策等の措置が完了したときに非常配備を解除する。 
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(2) 非常配備 

非常配備は、災対本部及び区本部を設置し、総合的に災害の警戒及び応急対策等を行うため、

全庁的に職員を動員する配備である。 

（（資資料料 22--55「「非非常常配配備備等等にに関関すするる要要領領」」参参照照））  

<非常配備基準> 

配 備 区 分  配 備 基 準 配 備 体 制  

非常 1号配備 

(1)市内で震度 5弱を観測する地震が発生した 
とき 

(2)宮城県に津波警報が発表されたとき 
(3)市内に気象特別警報（暴風特別警報、暴風

雪特別警報、大雨特別警報及び大雪特別警
報）、高潮特別警報又は波浪特別警報が発
表されたとき 

 (4)大雨、洪水、暴風、大雪等により、市内に 
災害が発生し、かつ、拡大のおそれがある
とき（(3)の場合を除く） 

(5)市内に大規模な火災、爆発その他重大な災 
害が発生したとき 

(6)その他市長が必要と認めたとき 

災害情報の収集・伝達、警
戒活動及び災害の応急対
策活動が実施でき、上位
配備に移行できる体制と
し、各部及び各区本部の
おおむね 1/3 の職員を
もってこれに充てる。 

発令者： 

災害対策本部長 

非常 2号配備 

(1)市内で震度 5強を観測する地震が発生した 
とき 

(2)宮城県に大津波警報が発表されたとき 
(3)大雨、洪水、暴風、大雪等により、災害が本

市の区域に広範囲で発生し、更に拡大する
おそれがあるとき 

(4)その他市長が必要と認めたとき 

相当規模の災害に対する
応急対策活動及び復旧対
策活動が実施できる体制
とし、各部及び各区本部
のおおむね 2/3 の職員を
もってこれに充てる。 

発令者： 

災害対策本部長 

非常 3号配備 

(1)市内で震度 6弱以上を観測する地震が発生 
したとき 

(2)市内の全域に大規模な災害が発生したと 
き、又は全域に拡大することが予想される 
とき 

(3)その他市長が必要と認めたとき 

全職員を配備し、組織の
総力を挙げて対処する体
制とする。 

発令者： 

災害対策本部長 

※消防部、水道部、交通部、ガス部、市立病院部、こども若者部（保育所）及び教育部（学校）の非常配備編成

は、別に定める。 

ア 発令及び解除 

① 発 令 

本部長は、災対本部を設置した場合、非常配備発令基準に基づき防災指令書により、非常

配備を発令する。 

② 自主配備 

各部長及び区本部長は、災害の状況により、職員の増強が必要であると判断したときは、

本部長の配備指令にかかわらず、自主的に上位の配備体制をとることができる。 

③ 解 除 

本部長は、予測された災害の発生危険が解消したと認めるとき、又は災害発生後において、

災害応急対策等の措置が完了したときに非常配備を解除する。 
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イ 非常配備の伝達 

非常配備の指令は、災対本部事務局長から各部の庶務班長及び各区の総務班長（区民生活課

長）に伝達する。 

① 伝達方法 

a. 各局・区に、一斉 FAX及び電話等で伝達する。 

b. 職員非常呼出システムにより各局主管課長及び各区区民生活課長に伝達する。 

c. 通信施設等の障害により伝達の手段が確保できない場合は、報道機関の放送等を活

用して伝達する。 

② 伝達系統図 

ウ 配備状況の報告 

各部長及び区本部長は、職員の配備状況をとりまとめ、定期的に危機管理監に報告する。 

2. 動員計画 

(1) 動員の原則 

職員は、勤務時間外においても、非常配備基準に達する災害の発生又は発生が予想される事

態若しくは災対本部及び区本部の設置を知ったとき（以下「非常配備基準に達したとき」とい

う。）は、「非常配備等に関する要領」（資料 2-5 参照）に基づき、非常配備の伝達を待つこ

となく、自らや家族等の安全を確保した後、直ちに勤務場所又はあらかじめ指定された場所に

自主的に参集しなければならない。なお、休職又は停職中の職員、育児休業中の職員、その他

所属長が参集困難であると認める職員は参集を要しない。 

(2) 動員区分 

ア 所属動員 

各部及び区本部の初動対応機能を確保するため、下記の職員は、非常配備基準に達したとき

は、あらゆる手段を活用して自らの勤務場所に参集する。 

① 課長相当職以上の職員 

② 部の庶務班及び区本部の総務班の職員 

③ 部及び区本部において、災害活動上、欠くことのできない職員 

本部長 本部事務局長 

各部庶務班長及

び各区総務班長 

（区民生活課長） 

局長、区長等に連絡 

各部・区本部各班長 

指示 伝達 

課内連絡網による 

職員への周知 
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イ 非常配備の伝達 

非常配備の指令は、災対本部事務局長から各部の庶務班長及び各区の総務班長（区民生活課

長）に伝達する。 

① 伝達方法 

a. 各局・区に、一斉 FAX及び電話等で伝達する。 

b. 職員非常呼出システムにより各局主管課長及び各区区民生活課長に伝達する。 

c. 通信施設等の障害により伝達の手段が確保できない場合は、報道機関の放送等を活

用して伝達する。 

② 伝達系統図 

ウ 配備状況の報告 

各部長及び区本部長は、職員の配備状況をとりまとめ、定期的に危機管理監に報告する。 

2. 動員計画 

(1) 動員の原則 

職員は、勤務時間外においても、非常配備基準に達する災害の発生又は発生が予想される事

態若しくは災対本部及び区本部の設置を知ったとき（以下「非常配備基準に達したとき」とい

う。）は、「非常配備等に関する要領」（資料 2-5 参照）に基づき、非常配備の伝達を待つこ

となく、自らや家族等の安全を確保した後、直ちに勤務場所又はあらかじめ指定された場所に

自主的に参集しなければならない。なお、休職又は停職中の職員、育児休業中の職員、その他

所属長が参集困難であると認める職員は参集を要しない。 

(2) 動員区分 

ア 所属動員 

各部及び区本部の初動対応機能を確保するため、下記の職員は、非常配備基準に達したとき

は、あらゆる手段を活用して自らの勤務場所に参集する。 

① 課長相当職以上の職員 

② 部の庶務班及び区本部の総務班の職員 

③ 部及び区本部において、災害活動上、欠くことのできない職員 

本部長 本部事務局長 

各部庶務班長及

び各区総務班長 

（区民生活課長） 

局長、区長等に連絡 

各部・区本部各班長 

指示 伝達 

課内連絡網による 

職員への周知 
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イ 指定動員 

勤務時間外に市内で土砂災害警戒情報が発表されたとき、指定避難所の開設等を行うため

の各施設の近傍に居住する職員の中からあらかじめ指定された職員は、勤務場所以外の指定

された場所に参集する。 

ウ 直近動員 

交通の途絶、道路の損壊等により勤務場所に参集しがたい場合は、一時的に所在地の直近の

区役所、総合支所等に参集し、その後、上司の指示に従い防災活動を行う。 

(3) 市長等の出勤 

市長、副市長は、災害発生後、最寄りの消防署所の緊急自動車で災対本部に出勤する。 

なお、遠隔地の場合で自動車による送迎が困難な場合には、最寄りの臨時ヘリポートからヘ

リコプターにより行う。 

(4) 参集時の職員の留意事項 

ア 服  装 

参集時の服装は、防災活動に支障のない安全な服装とする。 

イ 参集途上の措置 

① 被害状況等の把握 

職員は、参集途上に知り得た被害状況を参集後、参集場所の責任者に報告する。 

② 緊急措置 

職員は、参集途上において、火災あるいは人身事故等緊急事態に遭遇したときは、最寄り

の消防機関又は警察機関へ通報連絡するとともに、人命救助等適切な措置を講じてから参

集するものとする。 

3. 通常業務の取扱い 

大規模な災害等が発生し、全市を挙げての災害対応が必要とされる場合には、災害対応に必要な

マンパワーを確保するため、業務継続計画に基づき、実施する通常業務を必要最小限にとどめるも

のとする。 

各部及び区本部の長は、業務継続計画に基づき、実施する通常業務を最小限にとどめた上で、極

力必要な市民サービス業務の維持に努めるものとする。 

4. 支援体制の構築 

応急仮設住宅、被災住宅の応急修理、災害弔慰金、義援金、罹災証明に係る業務、生活物資等の

供給等、災害の程度が大きく、担当部のみの対応では実施が困難と見込まれる場合、災対本部事務

局は、各部の業務実施状況等を踏まえ、必要に応じ他部からの職員の派遣を要請するなど、庁内支

援体制の構築を図る。 
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第 4 節 避難計画 

〔災対本部事務局、健康福祉部、経済部、都市整備部、消防部、各部、区本部、宮城県警察本部〕 

本節では、災害が発生又は発生するおそれがある場合において、市民の安全を確保するために、

迅速かつ的確な避難行動を実施するための計画を定める。 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災対本部事務局 

・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除に関すること 

・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除についての防災関係機
関への通知並びに市民への広報に関すること 

健 康 福 祉 部  ・災害時要援護者の避難支援の総括に関すること 

経 済 部 

・防災重点ため池の決壊に伴う避難情報の発令・解除の判断に必要な情報
の収集に関すること 

・防災重点ため池の決壊に伴う警戒区域の設定・解除の判断に必要な情報
の収集に関すること 

都 市 整 備 部  

・宅地災害に伴う避難情報の発令・解除の判断に必要な情報の収集に関す
ること 

・宅地災害に伴う警戒区域の設定・解除の判断に必要な情報の収集に関す
ること 

消 防 部 

・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除に必要な情報の収集に
関すること 

・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除の居住者等への伝達に
関すること 

・火災警戒区域、消防警戒区域及び水防に伴う警戒区域の設定・解除に関
すること 

区 本 部 

・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除に必要な情報の収集に
関すること 

・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除の居住者等への伝達に
関すること 

・災害時要援護者の避難支援に関すること 

各 部 ・所管施設の保全及び利用者の保護に関すること 

宮城県警察本部  
・避難の誘導及び伝達、広報又は警察官職務執行法等に基づく措置に関 

すること 

※「警戒区域の設定」とは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して、当該区域への

立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域から退去を命ずることをいう。 
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イ 指定動員 

 勤務時間外に市内で土砂災害警戒情報が発表されたとき、指定避難所の開設等を行うため

の各施設の近傍に居住する職員の中からあらかじめ指定された職員は、勤務場所以外の指定

された場所に参集する。 

ウ 直近動員 

交通の途絶、道路の損壊等により勤務場所に参集しがたい場合は、一時的に所在地の直近の

区役所、総合支所等に参集し、その後、上司の指示に従い防災活動を行う。 

(3) 市長等の出勤 

市長、副市長は、災害発生後、最寄りの消防署所の緊急自動車で災対本部に出勤する。 

なお、遠隔地の場合で自動車による送迎が困難な場合には、最寄りの臨時ヘリポートからヘ

リコプターにより行う。 

(4) 参集時の職員の留意事項 

ア 服  装 

参集時の服装は、防災活動に支障のない安全な服装とする。 

イ 参集途上の措置 

① 被害状況等の把握 

職員は、参集途上に知り得た被害状況を参集後、参集場所の責任者に報告する。 

② 緊急措置 

職員は、参集途上において、火災あるいは人身事故等緊急事態に遭遇したときは、最寄り

の消防機関又は警察機関へ通報連絡するとともに、人命救助等適切な措置を講じてから参

集するものとする。 

3. 通常業務の取扱い 

大規模な災害等が発生し、全市を挙げての災害対応が必要とされる場合には、災害対応に必要な

マンパワーを確保するため、業務継続計画に基づき、実施する通常業務を必要最小限にとどめるも

のとする。 

各部及び区本部の長は、業務継続計画に基づき、実施する通常業務を最小限にとどめた上で、極

力必要な市民サービス業務の維持に努めるものとする。 

4. 支援体制の構築 

応急仮設住宅、被災住宅の応急修理、災害弔慰金、義援金、罹災証明に係る業務、生活物資等の

供給等、災害の程度が大きく、担当部のみの対応では実施が困難と見込まれる場合、災対本部事務

局は、各部の業務実施状況等を踏まえ、必要に応じ他部からの職員の派遣を要請するなど、庁内支

援体制の構築を図る。 
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第 4 節 避難計画 

〔災対本部事務局、健康福祉部、経済部、都市整備部、消防部、各部、区本部、宮城県警察本部〕 

本節では、災害が発生又は発生するおそれがある場合において、市民の安全を確保するために、

迅速かつ的確な避難行動を実施するための計画を定める。 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災対本部事務局 

・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除に関すること 

・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除についての防災関係機
関への通知並びに市民への広報に関すること 

健 康 福 祉 部  ・災害時要援護者の避難支援の総括に関すること 

経 済 部 

・防災重点ため池の決壊に伴う避難情報の発令・解除の判断に必要な情報
の収集に関すること 

・防災重点ため池の決壊に伴う警戒区域の設定・解除の判断に必要な情報
の収集に関すること 

都 市 整 備 部  

・宅地災害に伴う避難情報の発令・解除の判断に必要な情報の収集に関す
ること 

・宅地災害に伴う警戒区域の設定・解除の判断に必要な情報の収集に関す
ること 

消 防 部 

・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除に必要な情報の収集に
関すること 

・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除の居住者等への伝達に
関すること 

・火災警戒区域、消防警戒区域及び水防に伴う警戒区域の設定・解除に関
すること 

区 本 部 

・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除に必要な情報の収集に
関すること 

・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除の居住者等への伝達に
関すること 

・災害時要援護者の避難支援に関すること 

各 部 ・所管施設の保全及び利用者の保護に関すること 

宮城県警察本部  
・避難の誘導及び伝達、広報又は警察官職務執行法等に基づく措置に関 

すること 

※「警戒区域の設定」とは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して、当該区域への

立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域から退去を命ずることをいう。 
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関すること 
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宮城県警察本部  
・避難の誘導及び伝達、広報又は警察官職務執行法等に基づく措置に関 

すること 

※「警戒区域の設定」とは、警戒区域を設定し、災害応急対策に従事する者以外の者に対して、当該区域への

立入りを制限し、若しくは禁止し、又は当該区域から退去を命ずることをいう。 

 

2. 避難情報の発令等 〔災対本部事務局、経済部、都市整備部、消防部、区本部〕 

(1) 避難情報の区分及び発令基準 

災害対策基本法第 56条及び第 60条に基づく避難情報の発令は、次の区分により実施する。 
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2. 避難情報の発令等 〔災対本部事務局、経済部、都市整備部、消防部、区本部〕 

(1) 避難情報の区分及び発令基準 

災害対策基本法第 56 条及び第 60条に基づく避難情報の発令は、次の区分により実施する。 

  高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 

 

土
砂 

発
令
基
準 

宮城県土砂災害

警戒情報システ

ム等の 1km メッ

シュにおいて土

砂災害発生の危

険度が高まるこ

とが予測された

場合 

・宮城県土砂災害警戒

情報システム等の 1km

メッシュにおいて土砂

災害発生の危険度がさ

らに高まることが予測

された場合（※1） 

・前兆現象を確認した

場合（※2） 

・避難指示の発令時点

より、災害の状況が著

しく悪化するなど、緊

急に安全確保を要す

ると認めるとき 

・土砂災害の発生が確

認された場合 

対
象
地
域 

土砂災害警戒区域

等 

※1土砂災害警戒区域等 

※2当該地域 

当該地域 

洪
水
（
洪
水
予
報
河
川
・
水
位
周
知
河
川
等
） 

発
令
基
準 

・基準観測所にお

ける水位が、避難

判断水位に達し、

なお上昇のおそれ

がある場合 

・氾濫警戒情報（洪

水警報）が発表さ

れた場合 

・浸透、侵食による

堤防の変状を発見

した場合 

・基準観測所における

水位が、氾濫危険水位に

達し、なお上昇のおそれ

がある場合 

・氾濫危険情報（洪水警

報）が発表された場合 

・浸透、侵食による堤防

の異常な変状が確認さ

れた場合 

・氾濫が発生するおそ

れが高まった場合 

・異常な浸透、侵食に

よる堤防の変状の進

行により、堤防決壊の

おそれが高まった場

合 

・氾濫発生情報（洪水

警報）が発表された場

合 

・その他氾濫の発生が

確認された場合 

対
象
地
域 

○洪水浸水想定区域（水防法第 14条）を基本とする。 
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洪
水
（
そ
の
他
河
川
〔
中
小
河
川
〕
） 

発
令
基
準 

- 

・浸透、侵食による堤防

の変状が発見され、かつ

洪水キキクル（気象庁

ホームページ洪水警報

の危険度分布）で紫が表

示されている場合 

・浸透、侵食による堤防

の異常な変状が確認さ

れた場合 

・水位が氾濫開始水位

に到達するおそれが

ある場合（危機管理型

水位計が設置されて

いる場合に限る） 

・異常な浸透、侵食に

よる堤防の変状の進

行により、堤防決壊の

おそれが高まった場

合 

・その他氾濫の発生が

確認された場合 

対
象
地
域 

- 

○洪水浸水想定区域（水防法第 14 条）を基本と

する。 

洪
水
（
ダ
ム
下
流
） 

発
令
基
準 

・ダム管理者よ

り、緊急放流（異

常洪水時防災操

作）等を行う可能

性に関する通知

を受けた場合 

・ダム管理者より、緊急

放流（異常洪水時防災操

作）等を行う事前通知を

受けた場合 

・ダム管理者より、緊

急放流（異常洪水時防

災操作）開始等の通知

を受けた場合 

対
象
地
域 

○ダム管理者が示すダム下流浸水想定図を基本とする。 

防
災
重
点
た
め
池
（
※
３
）
の
決
壊 

発
令
基
準 

水位が設計洪水位

(※4)に達した場

合 

・水位が設計洪水位(※

4)を超え、なお上昇のお

それがある場合 

・ため池の近郊におい

て、洪水調整機能の限界

を超えることが予想さ

れる降雨が発生した場

合（水位計が設置されて

いない場合の暫定基準） 

・堤体（土手）決壊の

おそれがある場合 

・氾濫の発生が確認さ

れた場合 

対
象
地
域 

○ハザードマップで示された浸水範囲を基本とする。 
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  高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 

 

土
砂 

発
令
基
準 

宮城県土砂災害

警戒情報システ

ム等の 1km メッ

シュにおいて土

砂災害発生の危

険度が高まるこ

とが予測された

場合 

・宮城県土砂災害警戒

情報システム等の 1km

メッシュにおいて土砂

災害発生の危険度がさ

らに高まることが予測

された場合（※1） 

・前兆現象を確認した

場合（※2） 

・避難指示の発令時点

より、災害の状況が著

しく悪化するなど、緊

急に安全確保を要す

ると認めるとき 

・土砂災害の発生が確

認された場合 

対
象
地
域 

土砂災害警戒区域

等 

※1土砂災害警戒区域等 

※2当該地域 

当該地域 

洪
水
（
洪
水
予
報
河
川
・
水
位
周
知
河
川
等
） 

発
令
基
準 

・基準観測所にお

ける水位が、避難

判断水位に達し、

なお上昇のおそれ

がある場合 

・氾濫警戒情報（洪

水警報）が発表さ

れた場合 

・浸透、侵食による

堤防の変状を発見

した場合 

・基準観測所における

水位が、氾濫危険水位に

達し、なお上昇のおそれ

がある場合 

・氾濫危険情報（洪水警

報）が発表された場合 

・浸透、侵食による堤防

の異常な変状が確認さ

れた場合 

・氾濫が発生するおそ

れが高まった場合 

・異常な浸透、侵食に

よる堤防の変状の進

行により、堤防決壊の

おそれが高まった場

合 

・氾濫発生情報（洪水

警報）が発表された場

合 

・その他氾濫の発生が

確認された場合 

対
象
地
域 

○洪水浸水想定区域（水防法第 14条）を基本とする。 
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2. 避難情報の発令等 〔災対本部事務局、経済部、都市整備部、消防部、区本部〕 

(1) 避難情報の区分及び発令基準 

災害対策基本法第 56 条及び第 60条に基づく避難情報の発令は、次の区分により実施する。 

  高齢者等避難 避難指示 緊急安全確保 

 

土
砂 

発
令
基
準 

宮城県土砂災害

警戒情報システ

ム等の 1km メッ

シュにおいて土

砂災害発生の危

険度が高まるこ

とが予測された

場合 

・宮城県土砂災害警戒

情報システム等の 1km

メッシュにおいて土砂

災害発生の危険度がさ

らに高まることが予測

された場合（※1） 

・前兆現象を確認した

場合（※2） 

・避難指示の発令時点

より、災害の状況が著

しく悪化するなど、緊

急に安全確保を要す

ると認めるとき 

・土砂災害の発生が確

認された場合 

対
象
地
域 

土砂災害警戒区域

等 

※1土砂災害警戒区域等 

※2当該地域 

当該地域 

洪
水
（
洪
水
予
報
河
川
・
水
位
周
知
河
川
等
） 

発
令
基
準 

・基準観測所にお

ける水位が、避難

判断水位に達し、

なお上昇のおそれ

がある場合 

・氾濫警戒情報（洪

水警報）が発表さ

れた場合 

・浸透、侵食による

堤防の変状を発見

した場合 

・基準観測所における

水位が、氾濫危険水位に

達し、なお上昇のおそれ

がある場合 

・氾濫危険情報（洪水警

報）が発表された場合 

・浸透、侵食による堤防

の異常な変状が確認さ

れた場合 

・氾濫が発生するおそ

れが高まった場合 

・異常な浸透、侵食に

よる堤防の変状の進

行により、堤防決壊の

おそれが高まった場

合 

・氾濫発生情報（洪水

警報）が発表された場

合 

・その他氾濫の発生が

確認された場合 

対
象
地
域 

○洪水浸水想定区域（水防法第 14条）を基本とする。 
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洪
水
（
そ
の
他
河
川
〔
中
小
河
川
〕
） 

発
令
基
準 

- 

・浸透、侵食による堤防

の変状が発見され、かつ

洪水キキクル（気象庁

ホームページ洪水警報

の危険度分布）で紫が表

示されている場合 

・浸透、侵食による堤防

の異常な変状が確認さ

れた場合 

・水位が氾濫開始水位

に到達するおそれが

ある場合（危機管理型

水位計が設置されて

いる場合に限る） 

・異常な浸透、侵食に

よる堤防の変状の進

行により、堤防決壊の

おそれが高まった場

合 

・その他氾濫の発生が

確認された場合 

対
象
地
域 

- 

○洪水浸水想定区域（水防法第 14 条）を基本と

する。 

洪
水
（
ダ
ム
下
流
） 

発
令
基
準 

・ダム管理者よ

り、緊急放流（異

常洪水時防災操

作）等を行う可能

性に関する通知

を受けた場合 

・ダム管理者より、緊急

放流（異常洪水時防災操

作）等を行う事前通知を

受けた場合 

・ダム管理者より、緊

急放流（異常洪水時防

災操作）開始等の通知

を受けた場合 

対
象
地
域 

○ダム管理者が示すダム下流浸水想定図を基本とする。 

防
災
重
点
た
め
池
（
※
３
）
の
決
壊 

発
令
基
準 

水位が設計洪水位

(※4)に達した場

合 

・水位が設計洪水位(※

4)を超え、なお上昇のお

それがある場合 

・ため池の近郊におい

て、洪水調整機能の限界

を超えることが予想さ

れる降雨が発生した場

合（水位計が設置されて

いない場合の暫定基準） 

・堤体（土手）決壊の

おそれがある場合 

・氾濫の発生が確認さ

れた場合 

対
象
地
域 

○ハザードマップで示された浸水範囲を基本とする。 
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洪
水
（
そ
の
他
河
川
〔
中
小
河
川
〕
） 

発
令
基
準 

- 

・浸透、侵食による堤防

の変状が発見され、かつ

洪水キキクル（気象庁

ホームページ洪水警報

の危険度分布）で紫が表

示されている場合 

・浸透、侵食による堤防

の異常な変状が確認さ

れた場合 

・水位が氾濫開始水位

に到達するおそれが

ある場合（危機管理型

水位計が設置されて

いる場合に限る） 

・異常な浸透、侵食に

よる堤防の変状の進

行により、堤防決壊の

おそれが高まった場

合 

・その他氾濫の発生が

確認された場合 

対
象
地
域 

- 

○洪水浸水想定区域（水防法第 14 条）を基本と

する。 

洪
水
（
ダ
ム
下
流
） 

発
令
基
準 

・ダム管理者よ

り、緊急放流（異

常洪水時防災操

作）等を行う可能

性に関する通知

を受けた場合 

・ダム管理者より、緊急

放流（異常洪水時防災操

作）等を行う事前通知を

受けた場合 

・ダム管理者より、緊

急放流（異常洪水時防

災操作）開始等の通知

を受けた場合 

対
象
地
域 

○ダム管理者が示すダム下流浸水想定図を基本とする。 

防
災
重
点
た
め
池
（
※
３
）
の
決
壊 

発
令
基
準 

水位が設計洪水位

(※4)に達した場

合 

・水位が設計洪水位(※

4)を超え、なお上昇のお

それがある場合 

・ため池の近郊におい

て、洪水調整機能の限界

を超えることが予想さ

れる降雨が発生した場

合（水位計が設置されて

いない場合の暫定基準） 

・堤体（土手）決壊の

おそれがある場合 

・氾濫の発生が確認さ

れた場合 

対
象
地
域 

○ハザードマップで示された浸水範囲を基本とする。 
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早
期
発
令
（
※
５
） 

発
令
基
準 

台風等により本市

内に甚大な被害が

発生するおそれが

ある場合 

台風等により本市内に

甚大な被害が発生する

おそれが高まった場合 
- 

対
象
地
域 

・土砂災害警戒区域等 

・洪水浸水想定区域（水防法第 14 条） 

・ハザードマップで示された浸水範囲(防災

重点ため池) 

- 

そ
の
他 

発
令
基
準 

予想される災害

発生の種類・場

所・住民等の状

況、雨量情報、気

象情報等を総合

的に勘案し、災害

時要援護者等の

避難に時間を要

する者には自主

的な避難の開始

を、それ以外の者

には避難の準備

を促す必要があ

ると認めるとき 

次の警報が発表され又

は事象が発生し、居住者

等の生命又は身体に危

険が及ぶおそれがある

と認めるとき 

①大雨、洪水、暴風、
大雪、高潮等警報 

②地下空間の浸水又
は高潮による浸水 

③有毒物の流出又は

危険物の爆発 

④大規模延焼火災 

⑤その他自然災害又

は大規模な事故災害

等 

災害が発生し、又はま

さに発生しようとし、

命を守るため直ちに

身の安全を確保する

行動を要すると認め

るとき 

 

対
象
地
域 

当該地域 当該地域 当該地域 

 
※３防災重点ため池 

下流に住宅や公共施設があり、施設が決壊した場合に影響を与える恐れがあるため池。 
（（資資料料 66--1188「「防防災災重重点点たためめ池池一一覧覧」」参参照照））  

※４設計洪水位 
各ため池の洪水調整機能の限界を超えることとなる水位。※具体的な基準については、別

途定める。 
※５早期発令 

台風等により早期の「高齢者等避難」や「避難指示」の発令が必要な事象。 
※高齢者等避難 

高齢者や障害者など、避難に時間を要する人がいることを考慮し、災害が発生するおそれ
がある状況で発令する情報。 

※避難指示 
災害が発生するおそれが高い状況で発令する情報であり、居住者等は危険な場所から全員

避難する必要がある。 
※緊急安全確保 

災害が発生または切迫している状況で発令する情報。「立退き避難」を行うことがかえっ
て危険であり、避難行動の変容を特に促したい場合に発令するもの。この段階で避難が完了
していない居住者等は、直ちに身の安全を確保するため、その時点でいる場所より相対的に
安全な場所に移動する必要がある。  
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(2) 実施責任者 

避難情報の発令は、経済部、都市整備部、消防部及び区本部等からの情報に基づき、原則と

して市災害対策本部長である市長が実施する。ただし、地方自治法又は災害対策基本法等に基

づき、補助機関又はその他の機関が市長の権限を代行することができる。 

ア 補助機関による代行（地方自治法第 153条第 1項） 

① 副市長及び危機管理監等は、災害による危険がより切迫し、市長の判断を得るいとまの

ないとき、又は市長が不在のときは、市長の職務代理者として権限を代行する。（代行は、

仙台市災害対策本部組織図に定める順による。） 

② 消防署長は、管轄区域内において、災害が拡大し又は、拡大のおそれがあるときで、緊

急に地域住民を避難させる必要があると認めた場合、避難情報を発令することができる。 

③ 区長は、応急対策活動中において、地域住民の生命、身体に危険が急迫し、市長又は代

行者による避難情報の発令を待ついとまがない場合、避難情報を発令することができる。 

イ その他の機関による代行（災害対策基本法第 60条及び第 61条） 

本市以外の機関が行う避難の指示等は、下記の実施者において関係法令に基づき実施する

ことができる（資料 6-5参照）。 

① 警察官（災害対策基本法第 61条、警察官職務執行法第 4条） 

② 海上保安官（災害対策基本法第 61条） 

③ 水防管理者（水防法第 29条） 

④ 知事又はその命令を受けた県職員（水防法第 29条、地すべり等防止法第 25条） 

⑤ 災害のため派遣を命じられた部隊等の自衛官（その場に警察官がいない場合に限る。〔自

衛隊法第 94条〕） 

（（資資料料 66--55「「避避難難情情報報発発令令のの根根拠拠法法令令一一覧覧表表」」参参照照））  
  

(3) 避難情報の伝達 

市長が避難情報を発令したとき、又は知事、警察官、海上保安官若しくは自衛官が避難情報

を発令した通知を受けたときは、効果的かつ確実な伝達手段を複合的に活用し、避難対象区域

内の居住者等へ避難情報の内容を迅速かつ的確に伝達して周知を図る。 

ア 高齢者等避難発令時の伝達手段 

① 報道機関との連携 

テレビのデータ放送などにより高齢者等避難を幅広く市民に伝達するため、災害情報共有

システム（Lアラート）を通じ各報道機関等に情報提供するとともに、必要に応じ、「災害

時における放送要請（協力）に関する協定」に基づき、報道機関に対し、ラジオ、テレビ等

による避難対象区域、発令日時等及び避難先等の放送の要請を行う。 

（（資資料料 77--11「「災災害害時時ににおおけけるる応応援援協協力力にに関関すするる協協定定等等一一覧覧」」参参照照））  

② 緊急速報メール 

災対本部事務局は、通信事業者が提供する「緊急速報メール」を用いて、高齢者等避難の

情報配信を行う。 
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早
期
発
令
（
※
５
） 

発
令
基
準 

台風等により本市

内に甚大な被害が

発生するおそれが

ある場合 

台風等により本市内に

甚大な被害が発生する

おそれが高まった場合 
- 

対
象
地
域 

・土砂災害警戒区域等 

・洪水浸水想定区域（水防法第 14 条） 

・ハザードマップで示された浸水範囲(防災

重点ため池) 

- 

そ
の
他 

発
令
基
準 

予想される災害

発生の種類・場

所・住民等の状

況、雨量情報、気

象情報等を総合

的に勘案し、災害

時要援護者等の

避難に時間を要

する者には自主

的な避難の開始

を、それ以外の者

には避難の準備

を促す必要があ

ると認めるとき 

次の警報が発表され又

は事象が発生し、居住者

等の生命又は身体に危

険が及ぶおそれがある

と認めるとき 

①大雨、洪水、暴風、
大雪、高潮等警報 

②地下空間の浸水又
は高潮による浸水 

③有毒物の流出又は

危険物の爆発 

④大規模延焼火災 

⑤その他自然災害又

は大規模な事故災害

等 

災害が発生し、又はま

さに発生しようとし、

命を守るため直ちに

身の安全を確保する

行動を要すると認め

るとき 

 

対
象
地
域 

当該地域 当該地域 当該地域 

 
※３防災重点ため池 

下流に住宅や公共施設があり、施設が決壊した場合に影響を与える恐れがあるため池。 
（（資資料料 66--1188「「防防災災重重点点たためめ池池一一覧覧」」参参照照））  

※４設計洪水位 
各ため池の洪水調整機能の限界を超えることとなる水位。※具体的な基準については、別

途定める。 
※５早期発令 

台風等により早期の「高齢者等避難」や「避難指示」の発令が必要な事象。 
※高齢者等避難 

高齢者や障害者など、避難に時間を要する人がいることを考慮し、災害が発生するおそれ
がある状況で発令する情報。 

※避難指示 
災害が発生するおそれが高い状況で発令する情報であり、居住者等は危険な場所から全員

避難する必要がある。 
※緊急安全確保 

災害が発生または切迫している状況で発令する情報。「立退き避難」を行うことがかえっ
て危険であり、避難行動の変容を特に促したい場合に発令するもの。この段階で避難が完了
していない居住者等は、直ちに身の安全を確保するため、その時点でいる場所より相対的に
安全な場所に移動する必要がある。  
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早
期
発
令
（
※
５
） 

発
令
基
準 

台風等により本市

内に甚大な被害が

発生するおそれが

ある場合 

台風等により本市内に

甚大な被害が発生する

おそれが高まった場合 
- 

対
象
地
域 

・土砂災害警戒区域等 

・洪水浸水想定区域（水防法第 14 条） 

・ハザードマップで示された浸水範囲(防災

重点ため池) 

- 

そ
の
他 

発
令
基
準 

予想される災害

発生の種類・場

所・住民等の状

況、雨量情報、気

象情報等を総合

的に勘案し、災害

時要援護者等の

避難に時間を要

する者には自主

的な避難の開始

を、それ以外の者

には避難の準備

を促す必要があ

ると認めるとき 

次の警報が発表され又

は事象が発生し、居住者

等の生命又は身体に危

険が及ぶおそれがある

と認めるとき 

①大雨、洪水、暴風、
大雪、高潮等警報 

②地下空間の浸水又
は高潮による浸水 

③有毒物の流出又は

危険物の爆発 

④大規模延焼火災 

⑤その他自然災害又

は大規模な事故災害

等 

災害が発生し、又はま

さに発生しようとし、

命を守るため直ちに

身の安全を確保する

行動を要すると認め

るとき 

 

対
象
地
域 

当該地域 当該地域 当該地域 

 
※３防災重点ため池 

下流に住宅や公共施設があり、施設が決壊した場合に影響を与える恐れがあるため池。 
（（資資料料 66--1188「「防防災災重重点点たためめ池池一一覧覧」」参参照照））  

※４設計洪水位 
各ため池の洪水調整機能の限界を超えることとなる水位。※具体的な基準については、別

途定める。 
※５早期発令 

台風等により早期の「高齢者等避難」や「避難指示」の発令が必要な事象。 
※高齢者等避難 

高齢者や障害者など、避難に時間を要する人がいることを考慮し、災害が発生するおそれ
がある状況で発令する情報。 

※避難指示 
災害が発生するおそれが高い状況で発令する情報であり、居住者等は危険な場所から全員

避難する必要がある。 
※緊急安全確保 

災害が発生または切迫している状況で発令する情報。「立退き避難」を行うことがかえっ
て危険であり、避難行動の変容を特に促したい場合に発令するもの。この段階で避難が完了
していない居住者等は、直ちに身の安全を確保するため、その時点でいる場所より相対的に
安全な場所に移動する必要がある。  
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(2) 実施責任者 

避難情報の発令は、経済部、都市整備部、消防部及び区本部等からの情報に基づき、原則と

して市災害対策本部長である市長が実施する。ただし、地方自治法又は災害対策基本法等に基

づき、補助機関又はその他の機関が市長の権限を代行することができる。 

ア 補助機関による代行（地方自治法第 153条第 1項） 

① 副市長及び危機管理監等は、災害による危険がより切迫し、市長の判断を得るいとまの

ないとき、又は市長が不在のときは、市長の職務代理者として権限を代行する。（代行は、

仙台市災害対策本部組織図に定める順による。） 

② 消防署長は、管轄区域内において、災害が拡大し又は、拡大のおそれがあるときで、緊

急に地域住民を避難させる必要があると認めた場合、避難情報を発令することができる。 

③ 区長は、応急対策活動中において、地域住民の生命、身体に危険が急迫し、市長又は代

行者による避難情報の発令を待ついとまがない場合、避難情報を発令することができる。 

イ その他の機関による代行（災害対策基本法第 60条及び第 61条） 

本市以外の機関が行う避難の指示等は、下記の実施者において関係法令に基づき実施する

ことができる（資料 6-5参照）。 

① 警察官（災害対策基本法第 61条、警察官職務執行法第 4条） 

② 海上保安官（災害対策基本法第 61条） 

③ 水防管理者（水防法第 29条） 

④ 知事又はその命令を受けた県職員（水防法第 29条、地すべり等防止法第 25条） 

⑤ 災害のため派遣を命じられた部隊等の自衛官（その場に警察官がいない場合に限る。〔自

衛隊法第 94 条〕） 

（（資資料料 66--55「「避避難難情情報報発発令令のの根根拠拠法法令令一一覧覧表表」」参参照照））  
  

(3) 避難情報の伝達 

市長が避難情報を発令したとき、又は知事、警察官、海上保安官若しくは自衛官が避難情報

を発令した通知を受けたときは、効果的かつ確実な伝達手段を複合的に活用し、避難対象区域

内の居住者等へ避難情報の内容を迅速かつ的確に伝達して周知を図る。 

ア 高齢者等避難発令時の伝達手段 

① 報道機関との連携 

テレビのデータ放送などにより高齢者等避難を幅広く市民に伝達するため、災害情報共有

システム（Lアラート）を通じ各報道機関等に情報提供するとともに、必要に応じ、「災害

時における放送要請（協力）に関する協定」に基づき、報道機関に対し、ラジオ、テレビ等

による避難対象区域、発令日時等及び避難先等の放送の要請を行う。 

（（資資料料 77--11「「災災害害時時ににおおけけるる応応援援協協力力にに関関すするる協協定定等等一一覧覧」」参参照照））  

② 緊急速報メール 

災対本部事務局は、通信事業者が提供する「緊急速報メール」を用いて、高齢者等避難の

情報配信を行う。 
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(2) 実施責任者 

避難情報の発令は、経済部、都市整備部、消防部及び区本部等からの情報に基づき、原則と

して市災害対策本部長である市長が実施する。ただし、地方自治法又は災害対策基本法等に基

づき、補助機関又はその他の機関が市長の権限を代行することができる。 

ア 補助機関による代行（地方自治法第 153条第 1項） 

① 副市長及び危機管理監等は、災害による危険がより切迫し、市長の判断を得るいとまの

ないとき、又は市長が不在のときは、市長の職務代理者として権限を代行する。（代行は、

仙台市災害対策本部組織図に定める順による。） 

② 消防署長は、管轄区域内において、災害が拡大し又は、拡大のおそれがあるときで、緊

急に地域住民を避難させる必要があると認めた場合、避難情報を発令することができる。 

③ 区長は、応急対策活動中において、地域住民の生命、身体に危険が急迫し、市長又は代

行者による避難情報の発令を待ついとまがない場合、避難情報を発令することができる。 

イ その他の機関による代行（災害対策基本法第 60条及び第 61条） 

本市以外の機関が行う避難の指示等は、下記の実施者において関係法令に基づき実施する

ことができる（資料 6-5参照）。 

① 警察官（災害対策基本法第 61条、警察官職務執行法第 4条） 

② 海上保安官（災害対策基本法第 61条） 

③ 水防管理者（水防法第 29条） 

④ 知事又はその命令を受けた県職員（水防法第 29条、地すべり等防止法第 25条） 

⑤ 災害のため派遣を命じられた部隊等の自衛官（その場に警察官がいない場合に限る。〔自

衛隊法第 94条〕） 

（（資資料料 66--55「「避避難難情情報報発発令令のの根根拠拠法法令令一一覧覧表表」」参参照照））  
  

(3) 避難情報の伝達 

市長が避難情報を発令したとき、又は知事、警察官、海上保安官若しくは自衛官が避難情報

を発令した通知を受けたときは、効果的かつ確実な伝達手段を複合的に活用し、避難対象区域

内の居住者等へ避難情報の内容を迅速かつ的確に伝達して周知を図る。 

ア 高齢者等避難発令時の伝達手段 

① 報道機関との連携 

テレビのデータ放送などにより高齢者等避難を幅広く市民に伝達するため、災害情報共有

システム（Lアラート）を通じ各報道機関等に情報提供するとともに、必要に応じ、「災害

時における放送要請（協力）に関する協定」に基づき、報道機関に対し、ラジオ、テレビ等

による避難対象区域、発令日時等及び避難先等の放送の要請を行う。 

（（資資料料 77--11「「災災害害時時ににおおけけるる応応援援協協力力にに関関すするる協協定定等等一一覧覧」」参参照照））  

② 緊急速報メール 

災対本部事務局は、通信事業者が提供する「緊急速報メール」を用いて、高齢者等避難の

情報配信を行う。 
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③ 杜の都防災 Web、杜の都防災メール、ＳＮＳ（ツイッター）、せんだい避難情報電話サー

ビス等及び市ホームページ 

災対本部事務局は、「杜の都防災 Web」「杜の都防災メール」「ＳＮＳ（ツイッター）」

「せんだい避難情報電話サービス」等により高齢者等避難発令の情報配信を行うとともに、

市ホームページ及び「避難情報ウェブサイト」により情報提供を行う。 

④ 消防車両（消防部）及び広報車（区本部等）による巡回 

より確実な伝達に資するため、努めて消防車両及び区役所の広報車両による関係地区へ 

の巡回を行う。 

⑤ 地域団体との連携 

区本部は、避難所担当課を通じて、町内会をはじめとする地域団体の会長等に電話連絡を

行い、可能な範囲内で対象区域内の居住者への伝達に努めるよう協力を要請する。 

⑥ 要配慮者利用施設等へのＦＡＸ一斉送信 

浸水想定区域内における水害、又は土砂災害の場合、災対本部事務局は当該区域内 

の要配慮者利用施設等に対し、ＦＡＸの一斉送信による情報の伝達を行う。 

（（資資料料 66--33「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設等等（（水水防防法法第第 1155 条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照））  

（（資資料料 66--44「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設（（土土砂砂災災害害防防止止法法第第 88条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照））  

  

イ 避難指示、緊急安全確保発令時の伝達手段 

① 報道機関との連携 

テレビのデータ放送などにより避難指示、緊急安全確保を幅広く市民に伝達するため、災

害情報共有システム（Lアラート）を通じ各報道機関等に情報提供するとともに、必要に応

じ、「災害時における放送要請（協力）に関する協定」に基づき、報道機関に対し、ラジオ・

テレビ等による避難対象区域、発令日時等及び避難先等の放送の要請を行う。 

（（資資料料 77--11「「災災害害時時ににおおけけるる応応援援協協力力にに関関すするる協協定定等等一一覧覧」」参参照照））  

② 緊急速報メール 

災対本部事務局は、通信事業者が提供する「緊急速報メール」を用いて、避難指示、緊急

安全確保の情報配信を行う。 

③ 杜の都防災 Web、杜の都防災メール、ＳＮＳ（ツイッター）、せんだい避難情報電話サー

ビス等及び市ホームページ 

災対本部事務局は、「杜の都防災 Web」「杜の都防災メール」「ＳＮＳ（ツイッター）」

「せんだい避難情報電話サービス」等により避難指示、緊急安全確保の情報配信を行うとと

もに、市ホームページ及び「避難情報ウェブサイト」により情報提供を行う。 

④ ヘリコプター、消防車両（消防部）及び広報車（区本部等）による巡回広報 

消防車両、及び区役所・警察署の広報車両による関係地区の巡回による伝達を行うほか、

災害が大規模で広範囲な場合又は道路の遮断等陸上交通が困難な場合は、必要に応じヘリ

コプターの活用による伝達を行う。 

⑤ 地域団体との連携 

区本部は、避難所担当課を通じて、町内会をはじめとする地域団体の会長等に電話連絡を
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行い、可能な範囲内で対象区域内の居住者への伝達に努めるよう協力を要請する。 

⑥ 個別巡回等 

必要により、上記の伝達方法と併せ、安全を確保の上、市職員、消防吏員、消防団員、警

察官及び自主防災組織等により関係地区を巡回し、携帯メガホン等を利用して口頭伝達を

行うほか、必要がある場合には、各家庭を個別に訪問して伝達の周知を図る。その際、高齢

者及び障害者等の災害時要援護者宅等に確実に伝達するよう努める。 

⑦ 要配慮者利用施設等へのＦＡＸ一斉送信 

浸水想定区域内における水害、又は土砂災害の場合、災害対策本部事務局は当該区域内の

要配慮者利用施設等に対し、ＦＡＸの一斉送信による情報の伝達を行う。 

（（資資料料 66--33「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設等等（（水水防防法法第第 1155 条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照））  

（（資資料料 66--44「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設（（土土砂砂災災害害防防止止法法第第 88条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照）） 

ウ 伝達の内容  

① 避難情報の発令者 

② 発令の理由及び発令日時 

③ 警戒レベル(※) 

④ 避難対象区域 

⑤ 避難先（名称・所在地） 

⑥ 避難経路（必要に応じ） 

⑦ その他必要な事項 

※ 警戒レベルと避難情報の関係は次のとおり 

警 戒 レ ベ ル  避 難 情 報 

警戒レベル５ 緊急安全確保 

警戒レベル４ 避難指示 

警戒レベル３ 高齢者等避難 

(4) 避難情報の解除 

市長は、災害による危険が去ったと認めるときは、避難情報を解除する。 

解除の伝達は、(3)の伝達手段から状況に応じて選択して実施する。 

(5) 報告・通知 

ア 知事への報告 

市長は、避難情報を発令したとき、解除したとき又は警察官等から避難の指示をした旨の通

知を受けたときは、直ちに宮城県知事に報告する。 

イ 代行者の報告 

避難情報を発令した代行者は、その旨を速やかに市長に報告する。 

ウ 関係機関への通知 

市長は、避難情報を発令又は解除したときは、関係する防災関係機関に対し、その旨を直ち

に通知する。 
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③ 杜の都防災 Web、杜の都防災メール、ＳＮＳ（ツイッター）、せんだい避難情報電話サー

ビス等及び市ホームページ 

災対本部事務局は、「杜の都防災 Web」「杜の都防災メール」「ＳＮＳ（ツイッター）」

「せんだい避難情報電話サービス」等により高齢者等避難発令の情報配信を行うとともに、

市ホームページ及び「避難情報ウェブサイト」により情報提供を行う。 

④ 消防車両（消防部）及び広報車（区本部等）による巡回 

より確実な伝達に資するため、努めて消防車両及び区役所の広報車両による関係地区へ 

の巡回を行う。 

⑤ 地域団体との連携 

区本部は、避難所担当課を通じて、町内会をはじめとする地域団体の会長等に電話連絡を

行い、可能な範囲内で対象区域内の居住者への伝達に努めるよう協力を要請する。 

⑥ 要配慮者利用施設等へのＦＡＸ一斉送信 

浸水想定区域内における水害、又は土砂災害の場合、災対本部事務局は当該区域内 

の要配慮者利用施設等に対し、ＦＡＸの一斉送信による情報の伝達を行う。 

（（資資料料 66--33「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設等等（（水水防防法法第第 1155 条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照））  

（（資資料料 66--44「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設（（土土砂砂災災害害防防止止法法第第 88条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照））  

  

イ 避難指示、緊急安全確保発令時の伝達手段 

① 報道機関との連携 

テレビのデータ放送などにより避難指示、緊急安全確保を幅広く市民に伝達するため、災

害情報共有システム（Lアラート）を通じ各報道機関等に情報提供するとともに、必要に応

じ、「災害時における放送要請（協力）に関する協定」に基づき、報道機関に対し、ラジオ・

テレビ等による避難対象区域、発令日時等及び避難先等の放送の要請を行う。 

（（資資料料 77--11「「災災害害時時ににおおけけるる応応援援協協力力にに関関すするる協協定定等等一一覧覧」」参参照照））  

② 緊急速報メール 

災対本部事務局は、通信事業者が提供する「緊急速報メール」を用いて、避難指示、緊急

安全確保の情報配信を行う。 

③ 杜の都防災 Web、杜の都防災メール、ＳＮＳ（ツイッター）、せんだい避難情報電話サー

ビス等及び市ホームページ 

災対本部事務局は、「杜の都防災 Web」「杜の都防災メール」「ＳＮＳ（ツイッター）」

「せんだい避難情報電話サービス」等により避難指示、緊急安全確保の情報配信を行うとと

もに、市ホームページ及び「避難情報ウェブサイト」により情報提供を行う。 

④ ヘリコプター、消防車両（消防部）及び広報車（区本部等）による巡回広報 

消防車両、及び区役所・警察署の広報車両による関係地区の巡回による伝達を行うほか、

災害が大規模で広範囲な場合又は道路の遮断等陸上交通が困難な場合は、必要に応じヘリ

コプターの活用による伝達を行う。 

⑤ 地域団体との連携 

区本部は、避難所担当課を通じて、町内会をはじめとする地域団体の会長等に電話連絡を
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③ 杜の都防災 Web、杜の都防災メール、ＳＮＳ（ツイッター）、せんだい避難情報電話サー

ビス等及び市ホームページ 

災対本部事務局は、「杜の都防災 Web」「杜の都防災メール」「ＳＮＳ（ツイッター）」

「せんだい避難情報電話サービス」等により高齢者等避難発令の情報配信を行うとともに、

市ホームページ及び「避難情報ウェブサイト」により情報提供を行う。 

④ 消防車両（消防部）及び広報車（区本部等）による巡回 

より確実な伝達に資するため、努めて消防車両及び区役所の広報車両による関係地区へ 

の巡回を行う。 

⑤ 地域団体との連携 

区本部は、避難所担当課を通じて、町内会をはじめとする地域団体の会長等に電話連絡を

行い、可能な範囲内で対象区域内の居住者への伝達に努めるよう協力を要請する。 

⑥ 要配慮者利用施設等へのＦＡＸ一斉送信 

浸水想定区域内における水害、又は土砂災害の場合、災対本部事務局は当該区域内 

の要配慮者利用施設等に対し、ＦＡＸの一斉送信による情報の伝達を行う。 

（（資資料料 66--33「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設等等（（水水防防法法第第 1155 条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照））  

（（資資料料 66--44「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設（（土土砂砂災災害害防防止止法法第第 88条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照））  

  

イ 避難指示、緊急安全確保発令時の伝達手段 

① 報道機関との連携 

テレビのデータ放送などにより避難指示、緊急安全確保を幅広く市民に伝達するため、災

害情報共有システム（Lアラート）を通じ各報道機関等に情報提供するとともに、必要に応

じ、「災害時における放送要請（協力）に関する協定」に基づき、報道機関に対し、ラジオ・

テレビ等による避難対象区域、発令日時等及び避難先等の放送の要請を行う。 

（（資資料料 77--11「「災災害害時時ににおおけけるる応応援援協協力力にに関関すするる協協定定等等一一覧覧」」参参照照））  

② 緊急速報メール 

災対本部事務局は、通信事業者が提供する「緊急速報メール」を用いて、避難指示、緊急

安全確保の情報配信を行う。 

③ 杜の都防災 Web、杜の都防災メール、ＳＮＳ（ツイッター）、せんだい避難情報電話サー

ビス等及び市ホームページ 

災対本部事務局は、「杜の都防災 Web」「杜の都防災メール」「ＳＮＳ（ツイッター）」

「せんだい避難情報電話サービス」等により避難指示、緊急安全確保の情報配信を行うとと

もに、市ホームページ及び「避難情報ウェブサイト」により情報提供を行う。 

④ ヘリコプター、消防車両（消防部）及び広報車（区本部等）による巡回広報 

消防車両、及び区役所・警察署の広報車両による関係地区の巡回による伝達を行うほか、

災害が大規模で広範囲な場合又は道路の遮断等陸上交通が困難な場合は、必要に応じヘリ

コプターの活用による伝達を行う。 

⑤ 地域団体との連携 

区本部は、避難所担当課を通じて、町内会をはじめとする地域団体の会長等に電話連絡を
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行い、可能な範囲内で対象区域内の居住者への伝達に努めるよう協力を要請する。 

⑥ 個別巡回等 

必要により、上記の伝達方法と併せ、安全を確保の上、市職員、消防吏員、消防団員、警

察官及び自主防災組織等により関係地区を巡回し、携帯メガホン等を利用して口頭伝達を

行うほか、必要がある場合には、各家庭を個別に訪問して伝達の周知を図る。その際、高齢

者及び障害者等の災害時要援護者宅等に確実に伝達するよう努める。 

⑦ 要配慮者利用施設等へのＦＡＸ一斉送信 

浸水想定区域内における水害、又は土砂災害の場合、災害対策本部事務局は当該区域内の

要配慮者利用施設等に対し、ＦＡＸの一斉送信による情報の伝達を行う。 

（（資資料料 66--33「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設等等（（水水防防法法第第 1155 条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照））  

（（資資料料 66--44「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設（（土土砂砂災災害害防防止止法法第第 88条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照）） 

ウ 伝達の内容  

① 避難情報の発令者 

② 発令の理由及び発令日時 

③ 警戒レベル(※) 

④ 避難対象区域 

⑤ 避難先（名称・所在地） 

⑥ 避難経路（必要に応じ） 

⑦ その他必要な事項 

※ 警戒レベルと避難情報の関係は次のとおり 

警 戒 レ ベ ル  避 難 情 報 

警戒レベル５ 緊急安全確保 

警戒レベル４ 避難指示 

警戒レベル３ 高齢者等避難 

(4) 避難情報の解除 

市長は、災害による危険が去ったと認めるときは、避難情報を解除する。 

解除の伝達は、(3)の伝達手段から状況に応じて選択して実施する。 

(5) 報告・通知 

ア 知事への報告 

市長は、避難情報を発令したとき、解除したとき又は警察官等から避難の指示をした旨の通

知を受けたときは、直ちに宮城県知事に報告する。 

イ 代行者の報告 

避難情報を発令した代行者は、その旨を速やかに市長に報告する。 

ウ 関係機関への通知 

市長は、避難情報を発令又は解除したときは、関係する防災関係機関に対し、その旨を直ち

に通知する。 
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行い、可能な範囲内で対象区域内の居住者への伝達に努めるよう協力を要請する。 

⑥ 個別巡回等 

必要により、上記の伝達方法と併せ、安全を確保の上、市職員、消防吏員、消防団員、警

察官及び自主防災組織等により関係地区を巡回し、携帯メガホン等を利用して口頭伝達を

行うほか、必要がある場合には、各家庭を個別に訪問して伝達の周知を図る。その際、高齢

者及び障害者等の災害時要援護者宅等に確実に伝達するよう努める。 

⑦ 要配慮者利用施設等へのＦＡＸ一斉送信 

浸水想定区域内における水害、又は土砂災害の場合、災害対策本部事務局は当該区域内の

要配慮者利用施設等に対し、ＦＡＸの一斉送信による情報の伝達を行う。 

（（資資料料 66--33「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設等等（（水水防防法法第第 1155 条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照））  

（（資資料料 66--44「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設（（土土砂砂災災害害防防止止法法第第 88条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照）） 

ウ 伝達の内容  

① 避難情報の発令者 

② 発令の理由及び発令日時 

③ 警戒レベル(※) 

④ 避難対象区域 

⑤ 避難先（名称・所在地） 

⑥ 避難経路（必要に応じ） 

⑦ その他必要な事項 

※ 警戒レベルと避難情報の関係は次のとおり 

警 戒 レ ベ ル  避 難 情 報 

警戒レベル５ 緊急安全確保 

警戒レベル４ 避難指示 

警戒レベル３ 高齢者等避難 

(4) 避難情報の解除 

市長は、災害による危険が去ったと認めるときは、避難情報を解除する。 

解除の伝達は、(3)の伝達手段から状況に応じて選択して実施する。 

(5) 報告・通知 

ア 知事への報告 

市長は、避難情報を発令したとき、解除したとき又は警察官等から避難の指示をした旨の通

知を受けたときは、直ちに宮城県知事に報告する。 

イ 代行者の報告 

避難情報を発令した代行者は、その旨を速やかに市長に報告する。 

ウ 関係機関への通知 

市長は、避難情報を発令又は解除したときは、関係する防災関係機関に対し、その旨を直ち

に通知する。 



第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 4 節 避難計画 

 

 58 

3. 警戒区域の設定 〔災対本部事務局、経済部、都市整備部、消防部〕 

災害対策基本法第 63 条に基づき、市長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場

合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要があると認めるときは、警

戒区域の設定を行う。 

(1) 警戒区域設定の実施基準 

警戒区域の設定は、区域内の居住者等の保護を目的とした立入りの制限、禁止又は退去命令

等の制限行為を伴い、また、その履行違反には罰則規定が適用されることから、災害による居

住者等の生命又は身体に対する危険が急迫した場合で、その危険が一定の区域内で明白な場合

を基準として実施する。 

(2) 実施責任者 

警戒区域設定は、消防部及び経済部、都市整備部、区本部等からの要請に基づき、原則とし

て市長が実施する。ただし、地方自治法又は災害対策基本法等に基づき、補助機関又はその他

の機関が市長の権限を代行することができる。 

ア 補助機関による代行（地方自治法第 153条第 1項） 

① 副市長及び危機管理監等は、災害による危険が切迫し、市長の判断を得るいとまがない

とき、又は市長が不在のときは、市長の職務代理者として権限を代行する。（代行は仙台

市災害対策本部組織図に定める順による。） 

② 消防署長は、管轄区域内において災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合

で市長又は代行者の警戒区域の設定を待ついとまがない場合は、警戒区域を設定すること

ができる。この場合、消防署長は直ちに市長及び区長に報告しなければならない。 

イ その他の機関による代行（災害対策基本法第 63条第 2項及び第 3項、第 73条） 

① 警察官（災害対策基本法第 63条） 

② 海上保安官（災害対策基本法第 63条） 

③ 水防団長、水防団員又は消防関係機関に属する者（水防法第 21条） 

④ 消防吏員又は消防団員（消防法第 36条） 

⑤ 災害のため派遣を命じられた部隊等の自衛官（その場に警察官がいない場合に限る。〔自

衛隊法第 94 条、災害対策基本法第 63条〕） 

(3) 警戒区域設定の伝達 

警戒区域を設定したときは、当該警戒区域の設定範囲をロープ等により明示するとともに、

避難指示・緊急安全確保の伝達方法に準じて、必要な情報を設定区域の居住者に伝達する。 

(4) 警戒区域の解除 

市長は、対象区域の危険がなくなったときは、警戒区域の明示物を撤去するとともに、避難

している居住者等に対し、直ちにその旨を公示する。  

第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 4 節 避難計画 

 

59 

(5) 報告・通知 

ア 知事への報告 

市長は、警戒区域の設定を行ったとき、警察官等から警戒区域の設定を行った旨の通知を受

けたとき又は解除したときは、直ちに宮城県知事に報告する。 

イ 代行者の報告 

警戒区域の設定を行った代行者は、その旨を速やかに市長に報告する。 

ウ 関係機関への通知 

市長は、警戒区域の設定を行ったとき又は解除したときは、関係する防災関係機関に対し、

その旨を通知する。 

 

4. 避難の誘導 〔消防部、区本部、宮城県警察本部〕 

(1) 避難誘導の基本 

ア 区本部は、災害の前兆現象及び実災害の発生により、避難情報が発令される場合は、被害

状況又は想定される被害等を踏まえ適切な避難所を選定した上で、選定先への誘導を行うよ

う努めるものとし、避難対象区域内の居住者等を安全に避難させるため、消防部、警察、自

主防災組織等と協力し避難誘導体制を確保する。誘導に当たっては、当該避難所への火災、

浸水、がけ崩れ等による二次災害の危険の有無を確認する。 

イ 事業所、学校、病院、社会福祉施設等の施設管理者は、従業員、児童、生徒、患者、高齢

者、障害者及び施設利用者等について、避難情報が発令された場合は指示された避難先への

避難誘導を行い、それによらない場合は、あらかじめ定められたそれぞれの避難計画に基づ

き、安全な場所まで避難誘導を行う。 

ウ 災害時要援護者の避難支援については、地域住民相互の「共助」による避難誘導を基本に、

高齢者及び障害者等の災害時要援護者を優先的に避難させる。 

 なお、地域による避難支援が困難あるいは危険と判断される場合には、区本部及び消防部

は二次災害を避けるために必要な支援を行う。 

(2) 区本部の措置 

ア 避難所及び避難経路の選定 

区本部は、災害の前兆現象及び実災害の発生により避難情報が発令される場合は、地域の被

害状況及び災害時要援護者の居住状況等を把握し、指定避難所等の内から最も適切な避難所

を選定するとともに、施設管理者等への連絡により開設体制を整える。 

イ 避難所及び避難経路の安全確保 

選定した避難所については、火災、浸水、がけ崩れ等による二次災害の危険の有無を確認す

る。また、必要に応じて避難経路の障害物の撤去等を行い、安全を確保する。 

(3) 消防部の措置 

消防部は、消防団員を活用し、避難者の誘導及び避難経路の警戒等避難時の安全対策を講じ

る。 
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3. 警戒区域の設定 〔災対本部事務局、経済部、都市整備部、消防部〕 

災害対策基本法第 63 条に基づき、市長は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場

合において、人の生命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要があると認めるときは、警

戒区域の設定を行う。 

(1) 警戒区域設定の実施基準 

警戒区域の設定は、区域内の居住者等の保護を目的とした立入りの制限、禁止又は退去命令

等の制限行為を伴い、また、その履行違反には罰則規定が適用されることから、災害による居

住者等の生命又は身体に対する危険が急迫した場合で、その危険が一定の区域内で明白な場合

を基準として実施する。 

(2) 実施責任者 

警戒区域設定は、消防部及び経済部、都市整備部、区本部等からの要請に基づき、原則とし

て市長が実施する。ただし、地方自治法又は災害対策基本法等に基づき、補助機関又はその他

の機関が市長の権限を代行することができる。 

ア 補助機関による代行（地方自治法第 153条第 1項） 

① 副市長及び危機管理監等は、災害による危険が切迫し、市長の判断を得るいとまがない

とき、又は市長が不在のときは、市長の職務代理者として権限を代行する。（代行は仙台

市災害対策本部組織図に定める順による。） 

② 消防署長は、管轄区域内において災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合

で市長又は代行者の警戒区域の設定を待ついとまがない場合は、警戒区域を設定すること

ができる。この場合、消防署長は直ちに市長及び区長に報告しなければならない。 

イ その他の機関による代行（災害対策基本法第 63条第 2項及び第 3項、第 73条） 

① 警察官（災害対策基本法第 63条） 

② 海上保安官（災害対策基本法第 63条） 

③ 水防団長、水防団員又は消防関係機関に属する者（水防法第 21条） 

④ 消防吏員又は消防団員（消防法第 36条） 

⑤ 災害のため派遣を命じられた部隊等の自衛官（その場に警察官がいない場合に限る。〔自

衛隊法第 94条、災害対策基本法第 63条〕） 

(3) 警戒区域設定の伝達 

警戒区域を設定したときは、当該警戒区域の設定範囲をロープ等により明示するとともに、

避難指示・緊急安全確保の伝達方法に準じて、必要な情報を設定区域の居住者に伝達する。 

(4) 警戒区域の解除 

市長は、対象区域の危険がなくなったときは、警戒区域の明示物を撤去するとともに、避難

している居住者等に対し、直ちにその旨を公示する。  
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警戒区域を設定したときは、当該警戒区域の設定範囲をロープ等により明示するとともに、
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している居住者等に対し、直ちにその旨を公示する。  
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(5) 報告・通知 

ア 知事への報告 

市長は、警戒区域の設定を行ったとき、警察官等から警戒区域の設定を行った旨の通知を受

けたとき又は解除したときは、直ちに宮城県知事に報告する。 

イ 代行者の報告 

警戒区域の設定を行った代行者は、その旨を速やかに市長に報告する。 

ウ 関係機関への通知 

市長は、警戒区域の設定を行ったとき又は解除したときは、関係する防災関係機関に対し、

その旨を通知する。 

 

4. 避難の誘導 〔消防部、区本部、宮城県警察本部〕 

(1) 避難誘導の基本 

ア 区本部は、災害の前兆現象及び実災害の発生により、避難情報が発令される場合は、被害

状況又は想定される被害等を踏まえ適切な避難所を選定した上で、選定先への誘導を行うよ

う努めるものとし、避難対象区域内の居住者等を安全に避難させるため、消防部、警察、自

主防災組織等と協力し避難誘導体制を確保する。誘導に当たっては、当該避難所への火災、

浸水、がけ崩れ等による二次災害の危険の有無を確認する。 

イ 事業所、学校、病院、社会福祉施設等の施設管理者は、従業員、児童、生徒、患者、高齢

者、障害者及び施設利用者等について、避難情報が発令された場合は指示された避難先への

避難誘導を行い、それによらない場合は、あらかじめ定められたそれぞれの避難計画に基づ

き、安全な場所まで避難誘導を行う。 

ウ 災害時要援護者の避難支援については、地域住民相互の「共助」による避難誘導を基本に、

高齢者及び障害者等の災害時要援護者を優先的に避難させる。 

 なお、地域による避難支援が困難あるいは危険と判断される場合には、区本部及び消防部

は二次災害を避けるために必要な支援を行う。 

(2) 区本部の措置 

ア 避難所及び避難経路の選定 

区本部は、災害の前兆現象及び実災害の発生により避難情報が発令される場合は、地域の被

害状況及び災害時要援護者の居住状況等を把握し、指定避難所等の内から最も適切な避難所

を選定するとともに、施設管理者等への連絡により開設体制を整える。 

イ 避難所及び避難経路の安全確保 

選定した避難所については、火災、浸水、がけ崩れ等による二次災害の危険の有無を確認す

る。また、必要に応じて避難経路の障害物の撤去等を行い、安全を確保する。 

(3) 消防部の措置 

消防部は、消防団員を活用し、避難者の誘導及び避難経路の警戒等避難時の安全対策を講じ

る。 
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(4) 警察の措置 

ア 警察署長は、市長等が行う避難の指示について、必要な助言と協力を行う。 

イ 警察は、避難情報の発令がなされた場合は、速やかに住民等に伝達するとともに、住民等

を安全に避難させる。 

(5) 自主防災組織等の措置 

自主防災組織等は、必要に応じて、あらかじめ定めていた避難所、又は避難情報で指示され

た避難所へ避難支援を行うほか、屋内退避や近隣の安全な建物への緊急避難の支援を行う。 

(6) 避難経路の確保 

避難を誘導する者は、最も安全と考えられる避難経路を指示し、要所への誘導員の配置及び

ロープ等による標示を必要に応じて行い、避難途中における事故防止に努める。 
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5. 指定避難所等への避難 

<住民等による避難フロー図（風水害）> 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

6. 避難所等一覧 

避難所等については、共通編 第 2部 第 2章 第 1節「避難体制の整備」を参照 

（（資資料料 66--66「「指指定定緊緊急急避避難難場場所所一一覧覧表表」」  
66--77「「指指定定避避難難所所一一覧覧表表」」  
66--88「「福福祉祉避避難難所所一一覧覧表表」」  
66--99「「地地域域避避難難場場所所一一覧覧表表」」  
66--1100「「広広域域避避難難場場所所一一覧覧表表」」参参照照））  

 

 

台風予報・早期注意情報 

大雨注意報、洪水注意報等 

警戒レベル 

１１  

洪水・土砂災害発生のおそれ 

「高齢者等避難」発令 

高齢者など避難に時間を 

要する方、早期立退き避難 

が必要な区域にいる方 

高齢者など避難に時間を 
要する方、早期立退き避難 
が必要な区域にいる方以外 

情報収集（気象・災害） 
・テレビ、ラジオ 

・インターネット 

・市ホームページ 等 

避 難 準 備 

災害発生のおそれの
高まり 

「「避避難難指指示示」」発発令令  

避 難 開 始 

自宅等周辺の災害リスクや、自身・家族の状況 
に応じて適切な避難行動を選択 

警戒レベル 
２２  

警戒レベル 
３３  

警戒レベル 
４４  

自宅等にとどまり 
安全確保 

安全な場所の 

親戚・知人宅に 

避難 
指定避難所等 

に避難 

避 難 完 了  

[緊急措置] 屋外に出ることでかえって危険な場合は、 

自宅の２階や近隣の頑丈な高い建物等で安全確保 
浸   水⇒建物の２階以上へ 

土砂災害⇒がけなどの反対側、２階以上へ 

気象情報 ・ 避難情報 
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イ 警察は、避難情報の発令がなされた場合は、速やかに住民等に伝達するとともに、住民等

を安全に避難させる。 

(5) 自主防災組織等の措置 

自主防災組織等は、必要に応じて、あらかじめ定めていた避難所、又は避難情報で指示され

た避難所へ避難支援を行うほか、屋内退避や近隣の安全な建物への緊急避難の支援を行う。 

(6) 避難経路の確保 

避難を誘導する者は、最も安全と考えられる避難経路を指示し、要所への誘導員の配置及び

ロープ等による標示を必要に応じて行い、避難途中における事故防止に努める。 
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5. 指定避難所等への避難 

<住民等による避難フロー図（風水害）> 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

6. 避難所等一覧 

避難所等については、共通編 第 2部 第 2章 第 1節「避難体制の整備」を参照 

（（資資料料 66--66「「指指定定緊緊急急避避難難場場所所一一覧覧表表」」  
66--77「「指指定定避避難難所所一一覧覧表表」」  
66--88「「福福祉祉避避難難所所一一覧覧表表」」  
66--99「「地地域域避避難難場場所所一一覧覧表表」」  
66--1100「「広広域域避避難難場場所所一一覧覧表表」」参参照照））  

 

 

台風予報・早期注意情報 

大雨注意報、洪水注意報等 

警戒レベル 

１１  

洪水・土砂災害発生のおそれ 

「高齢者等避難」発令 

高齢者など避難に時間を 

要する方、早期立退き避難 

が必要な区域にいる方 

高齢者など避難に時間を 
要する方、早期立退き避難 
が必要な区域にいる方以外 

情報収集（気象・災害） 
・テレビ、ラジオ 

・インターネット 

・市ホームページ 等 

避 難 準 備 

災害発生のおそれの
高まり 

「「避避難難指指示示」」発発令令  

避 難 開 始 

自宅等周辺の災害リスクや、自身・家族の状況 
に応じて適切な避難行動を選択 

警戒レベル 
２２  

警戒レベル 
３３  

警戒レベル 
４４  

自宅等にとどまり 
安全確保 

安全な場所の 

親戚・知人宅に 

避難 
指定避難所等 

に避難 

避 難 完 了  

[緊急措置] 屋外に出ることでかえって危険な場合は、 

自宅の２階や近隣の頑丈な高い建物等で安全確保 
浸   水⇒建物の２階以上へ 

土砂災害⇒がけなどの反対側、２階以上へ 

気象情報 ・ 避難情報 
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第 5 節 地盤災害対策 

〔各部、区本部〕 

 

1. 組織・動員 

地盤災害に対しては、災害の程度に応じ、第 2 節「災害対策活動体制」に定めるところにより、

災害警戒本部体制等所要の組織体制をもって対応するものとする。 

(1) 地盤災害に係る警戒対象部局は、次のとおりとする。 

 ただし、災害の状況に応じ、対象部局を追加し、又は減ずるものとする。 

〈警戒対象部局〉 

地盤災害 
危機管理局 総務局  

健康福祉局 都市整備局 建設局 消防局 関係区 

 

(2) 現地本部を設置して対応する場合は、次によるものとする。 

ア 現地本部長は、原則として都市整備局長をもって充てる。 

イ 現地本部員は、都市整備部の職員のうちから現地本部長が指名する。 

 ただし、現地本部長は必要に応じ、関係する部及び区本部の職員を現地本部員に指名する

ことができる。 

ウ 現地本部長は、災害の状況に応じ、広報、被災者の救援、関係機関との連絡調整、庶務等

の役割を担う現地本部要員を配置するものとする。 

エ 現地本部長は、災害対策上関連のある部及び区本部の長に対し、必要な職員の派遣を求め

るものとする。 
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2. 災害情報の収集伝達（宅地保全課） 

地盤災害における災害情報の流れは、次のとおりである。 

ア 市民からの通報 

 

 

 

 

 

 

イ 地すべり自動観測システム等の情報 

 

 

この地すべり自動観測システム情報装置は、平成 8年 1月に建設省「地すべり監視モデル事

業」により、宮城県が導入したものである。本システムに基づく地すべり防止区域周辺の住民

の避難・警戒体制については、第 4節「避難計画」による。 

 

3. 警戒区域の設定等 

災対本部長は、災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、市民の生命または身体

に対する危険を防止するため、特に必要があると認めるときは、災害対策基本法第 63条に基づき、

警戒区域を設定する。 

なお、がけ崩れ、地すべり、土石流又は擁壁崩壊等による災害が発生した場合、都市整備部は、

消防部、区本部と協力して、被災宅地の情報収集及び伝達並びに被害の状況集約を行い、現地調査

結果を速やかに災対本部に報告する。 

調査の結果、二次災害の発生する可能性がある場合には、災対本部長は、災害発生地の土地所有

者等に対し、復旧のための措置を検討の上、早急に、応急対策工事を施工するよう助言及び指導を

行う。また、災害発生地が宅地造成工事規制区域内である場合、災対本部長は、二次災害防止のた

めに必要に応じて宅地造成等規制法に基づく勧告等の措置を講ずる。 

さらに、災害発生箇所が地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域等の場合、災対本部長は、所

管の宮城県に連絡し、必要な措置を要請するものとする。 

以上の災害復旧の指導と併せて、災害が拡大し付近住民に被害が予測され、危険度が高いと判断

される区域について、災対本部長は、関係区及び関係機関と協議のうえ、必要に応じて警戒区域を

設定し、住民に対して、当該区域への立入りの制限、禁止又は退去等により二次災害防止のための

対策を講じる。 

東北地方整備局 
県仙台土木事務所 
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  ↑↓情報共有 
 
 
   ↑↓情報共有 
 

宅地保全課 

（119番）指令課 

危機管理局 

県仙台土木事務所 
（自動観測システム） 

宅地保全課 
危機管理局 
関係区役所 
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（119番）指令課 

危機管理局 

県仙台土木事務所 
（自動観測システム） 

 

宅地保全課 
危機管理局 
関係区役所 
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4. 応急活動計画 

地盤災害に係る発災から災害が収束するまでの、応急対策フローは、次のとおりとする。 

なお、主な応急活動計画は第 2章各節による。 

<応急対策フロー> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 対応の協議 

都市整備部及び消防部は、関係部、区本部及び関係機関と次のような事項につ

いて協議するとともに、必要に応じ仙台市宅地保全審議会の意見を聴取し、その

対応を決定する。 

・地盤災害の影響範囲 

・住民避難の必要性及びその範囲 

・避難場所 

・交通規制 

・現地の警戒監視体制 

・その他必要な事項 

 

 

 

⑴ 地 盤 災 害 の 情 報 

⑵ 組 織 ・ 動 員 
ア 情報連絡体制の強化 
イ 災害警戒本部体制の措置 
ウ 災害対策本部体制の措置 

⑶ 地盤災害が発生するおそれがある場合の措置 
ア 情報の収集伝達 
イ 対応の協議 ※ 
ウ 避難・誘導 
エ 道路交通の安全確保 

⑷ 地盤災害が発生した場合の措置 
 ア 被害状況の把握 
 イ 救助及び行方不明者の捜索 
 ウ 応援要請 
 エ 避難・誘導 
 オ 道路交通の安全確保 
 カ 医療救護 

⑸ 避難者への対応 
ア 避難所の開設 
イ 物資の供給 
ウ 生活支援 

県防災推進課、気象台 
からの防災気象情報 
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第 6 節 帰宅困難者対策 

〔災対本部事務局、文化観光部、都市整備部〕 

公共交通機関の途絶等により、ターミナル駅や職場等において、自力で帰宅することが困難な

帰宅困難者が大量に発生する可能性が高いことから、社員や利用客等に対する呼びかけや帰宅

困難者が一時的に滞在する施設・場所の円滑な運営について定める。 

 

1. 一斉帰宅の抑制 

(1) 企業等への呼びかけ 

災対本部は、帰宅困難者等の発生による混乱を防止するために、災害発生直後には「緊急を

要さない移動は控える」ことについて市ホームページやマスメディア等の様々な媒体により呼

びかける。 

(2) 大規模集客施設等への呼びかけ 

大規模集客施設等での利用者を保護するため、事前の協議結果等に基づき、当該事業者が利

用者の適切な待機、誘導を行うよう、呼びかけを行う。 

2. 一時滞在施設・場所の運営 

帰宅困難者が一時的に滞在するために活用することについて、あらかじめ協定の締結などを行っ

ている施設・場所の管理者は、災対本部からの要請等、事前の取決めにより、一時滞在施設・場所

を開設し、必要な情報等の提供を行うものとする。また、施設・場所の管理者は帰宅困難者の一時

滞在施設・場所への誘導に当たっては、円滑に行えるよう関係機関の協力を得ながら実施するもの

とする。 

なお、一時滞在施設・場所の運営が長期化する場合には、災対本部事務局は関係部、当該施設・

場所の管理者と必要な調整を行い、円滑な運営を図るものとする。 

3. 徒歩帰宅の支援 

帰宅困難となった者のうち、市内に居住するなど徒歩での帰宅が可能な者に対しては、徒歩帰宅

支援を行うよう努める。 

徒歩帰宅の途上、災害情報やトイレ等を提供する「帰宅支援ステーション」の整備についてあら

かじめ協定を締結している企業等に対して、協力を要請するとともに、一時滞在施設・場所の管理

者、その他帰宅困難者対応に当たっている関係機関等と必要な情報を提供するよう努める。 

4. 帰宅困難者への情報提供 

帰宅困難となった者に対して、公共交通機関の復旧状況等について市ホームページやマスメディ

アなどを通じ、必要な情報提供を行うよう努める。 

5. 旅行客への対策 〔文化観光部〕 

観光客の帰宅困難者に、一時的な宿泊場所等の必要な情報の提供を行う体制について、観光関連

機関と連携し対応に努める。 
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4. 応急活動計画 

地盤災害に係る発災から災害が収束するまでの、応急対策フローは、次のとおりとする。 

なお、主な応急活動計画は第 2章各節による。 
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イ 災害警戒本部体制の措置 
ウ 災害対策本部体制の措置 

⑶ 地盤災害が発生するおそれがある場合の措置 
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⑷ 地盤災害が発生した場合の措置 
 ア 被害状況の把握 
 イ 救助及び行方不明者の捜索 
 ウ 応援要請 
 エ 避難・誘導 
 オ 道路交通の安全確保 
 カ 医療救護 

⑸ 避難者への対応 
ア 避難所の開設 
イ 物資の供給 
ウ 生活支援 

県防災推進課、気象台 
からの防災気象情報 
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第 6 節 帰宅困難者対策 

〔災対本部事務局、文化観光部、都市整備部〕 

公共交通機関の途絶等により、ターミナル駅や職場等において、自力で帰宅することが困難な

帰宅困難者が大量に発生する可能性が高いことから、社員や利用客等に対する呼びかけや帰宅

困難者が一時的に滞在する施設・場所の円滑な運営について定める。 

 

1. 一斉帰宅の抑制 

(1) 企業等への呼びかけ 

災対本部は、帰宅困難者等の発生による混乱を防止するために、災害発生直後には「緊急を

要さない移動は控える」ことについて市ホームページやマスメディア等の様々な媒体により呼

びかける。 

(2) 大規模集客施設等への呼びかけ 

大規模集客施設等での利用者を保護するため、事前の協議結果等に基づき、当該事業者が利

用者の適切な待機、誘導を行うよう、呼びかけを行う。 

2. 一時滞在施設・場所の運営 

帰宅困難者が一時的に滞在するために活用することについて、あらかじめ協定の締結などを行っ

ている施設・場所の管理者は、災対本部からの要請等、事前の取決めにより、一時滞在施設・場所

を開設し、必要な情報等の提供を行うものとする。また、施設・場所の管理者は帰宅困難者の一時

滞在施設・場所への誘導に当たっては、円滑に行えるよう関係機関の協力を得ながら実施するもの

とする。 

なお、一時滞在施設・場所の運営が長期化する場合には、災対本部事務局は関係部、当該施設・

場所の管理者と必要な調整を行い、円滑な運営を図るものとする。 

3. 徒歩帰宅の支援 

帰宅困難となった者のうち、市内に居住するなど徒歩での帰宅が可能な者に対しては、徒歩帰宅

支援を行うよう努める。 

徒歩帰宅の途上、災害情報やトイレ等を提供する「帰宅支援ステーション」の整備についてあら

かじめ協定を締結している企業等に対して、協力を要請するとともに、一時滞在施設・場所の管理

者、その他帰宅困難者対応に当たっている関係機関等と必要な情報を提供するよう努める。 

4. 帰宅困難者への情報提供 

帰宅困難となった者に対して、公共交通機関の復旧状況等について市ホームページやマスメディ

アなどを通じ、必要な情報提供を行うよう努める。 

5. 旅行客への対策 〔文化観光部〕 

観光客の帰宅困難者に、一時的な宿泊場所等の必要な情報の提供を行う体制について、観光関連

機関と連携し対応に努める。 
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第 6 節 帰宅困難者対策 

〔災対本部事務局、文化観光部、都市整備部〕 

公共交通機関の途絶等により、ターミナル駅や職場等において、自力で帰宅することが困難な

帰宅困難者が大量に発生する可能性が高いことから、社員や利用客等に対する呼びかけや帰宅

困難者が一時的に滞在する施設・場所の円滑な運営について定める。 

 

1. 一斉帰宅の抑制 

(1) 企業等への呼びかけ 

災対本部は、帰宅困難者等の発生による混乱を防止するために、災害発生直後には「緊急を

要さない移動は控える」ことについて市ホームページやマスメディア等の様々な媒体により呼

びかける。 

(2) 大規模集客施設等への呼びかけ 

大規模集客施設等での利用者を保護するため、事前の協議結果等に基づき、当該事業者が利

用者の適切な待機、誘導を行うよう、呼びかけを行う。 

2. 一時滞在施設・場所の運営 

帰宅困難者が一時的に滞在するために活用することについて、あらかじめ協定の締結などを行っ

ている施設・場所の管理者は、災対本部からの要請等、事前の取決めにより、一時滞在施設・場所

を開設し、必要な情報等の提供を行うものとする。また、施設・場所の管理者は帰宅困難者の一時

滞在施設・場所への誘導に当たっては、円滑に行えるよう関係機関の協力を得ながら実施するもの

とする。 

なお、一時滞在施設・場所の運営が長期化する場合には、災対本部事務局は関係部、当該施設・

場所の管理者と必要な調整を行い、円滑な運営を図るものとする。 

3. 徒歩帰宅の支援 

帰宅困難となった者のうち、市内に居住するなど徒歩での帰宅が可能な者に対しては、徒歩帰宅

支援を行うよう努める。 

徒歩帰宅の途上、災害情報やトイレ等を提供する「帰宅支援ステーション」の整備についてあら

かじめ協定を締結している企業等に対して、協力を要請するとともに、一時滞在施設・場所の管理

者、その他帰宅困難者対応に当たっている関係機関等と必要な情報を提供するよう努める。 

4. 帰宅困難者への情報提供 

帰宅困難となった者に対して、公共交通機関の復旧状況等について市ホームページやマスメディ

アなどを通じ、必要な情報提供を行うよう努める。 

5. 旅行客への対策 〔文化観光部〕 

観光客の帰宅困難者に、一時的な宿泊場所等の必要な情報の提供を行う体制について、観光関連

機関と連携し対応に努める。 
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第 7 節 災害情報の収集伝達計画 

〔各部、区本部〕 

風水害等の災害発生時に、災害応急対策の基本的な方針を決定し、効果的な応急対策活動を円

滑に実施する上で必要な気象情報や被害情報等の災害関連情報の収集・伝達計画について定め

る。 

 

1. 災害情報の収集・伝達 

災害の初動期は、人命の救助と火災への対応、自衛隊の災害派遣要請や広域応援要請などの災害

応急対策の基本的な方針を決定する重要な時期であることから、風水害等が発生した場合、迅速性

を最優先として災害情報の収集伝達を行う。 

(1) 災害初動期における情報収集 

災害初動期は次の情報を中心に情報収集を行うものとする。 

情 報 の 区 分 主な情報内容  

気 象 等 に 関 す る 情 報  
・特別警報、警報及び注意報等の発表状況 

・河川、ダムの水位状況 

人 命 に 関 す る 情 報 

・死者、負傷者及び要救助者の発生状況 

・建物倒壊等に伴う生き埋め災害情報 

・職員の安否確認 

被害拡大に関する情報  

・災害の状況 

・がけ崩れ等の二次災害発生情報 

・危険物の漏洩、ガス漏れ情報 

応急対策活動上必要な情報 
・市役所等災害活動拠点の被害状況 

・道路などの活動上重要な施設の被害状況 

ア 勤務時間内における情報収集活動 

各部及び区本部は次の要領により被害状況を収集する。 

区 分 情報収集の方法等 

各 部 

・119番通報（消防部） 
・庁舎周辺の被害確認 
・所管施設の被害確認 
・市民等からの通報 
・業務出向中職員からの情報 
・被害調査班からの情報 

各 区 本 部 

・庁舎周辺の被害確認 
・所管施設の被害確認 
・市民等からの通報 
・業務出向中職員からの情報 
・避難所からの情報 
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イ 勤務時間外における情報収集活動 

職員は、参集途上において被害状況を把握し、その情報は各部及び区本部において集約後、

災対本部事務局に報告するものとする。（ただし、重要な情報は直ちに報告するものとする。） 

なお、職員参集後は、勤務時間内と同様に情報収集活動を行うものとする。 

ウ 消防部の情報収集 

消防部は、高所監視カメラ及びヘリコプターテレビ電送システムの受信体制が整い次第、速

やかに災対本部に映像伝送を開始する。また、必要に応じて総務省消防庁、宮城県及び他の地

方公共団体に映像伝送を行う。 

(2) 災対本部が行う情報収集 

ア 各部及び区本部の情報収集 

各部及び区本部は、初動期における情報収集のほか、次表に定める情報収集担当割当に基づ

き災害情報を集約、整理し、災対本部事務局に報告するとともに、他の各部及び区本部又は防

災関係機関に関わる情報を入手した場合は、速やかに関係部及び区本部又は防災関係機関に

連絡する。 

 

情報区分 収集する情報の内容 担 当 部 局 

防災気象情報等 

・特別警報、警報及び注意報等の発表状況 

・水防警報の発表状況 

・河川の水位状況 
・指定河川洪水予報 

消 防 部 

被

害

情

報 

人 的 被 害  
・発生場所、原因及び被害者数 
・被害者の住所、氏名、年齢等 
・負傷者の負傷程度及び受け入れ先 

死 者 
行 方 不 明 者 
負 傷 者 

区 本 部 
消 防 部 

建 物 被 害  
・被災棟数及び被害程度 
・建物の名称及び所在地 

住 家 ・ 非 住 家  
財 政 部 
区 本 部 

事 業 所 経 済 部 

公共施設被害 
・被災棟数及び被害程度 
・施設の名称及び所在地 
・入所者の被災状況及び避難状況 

福 祉 施 設 
健康福祉 部 
こども若者部 

清 掃 施 設 環 境 部 

教 育 施 設 教 育 部 

そ の 他 の 施 設  所 管 部 

土木施設被害 
・被害箇所と被害程度 
・応急措置等の対応状況 
・道路の通行止め箇所 

道路・橋梁・公園 建 設 部 

河 川 建 設 部 

農林水産業関係被害 ・被害箇所と被害程度 
農 水 産 関 係 経 済 部 

林 業 関 係 経 済 部 

ライフライン情報 

・被害箇所と被害程度 
・応急措置等の対応状況 
・ガス供給停止状況 
・断水状況 
・交通機関の運行状況 

下 水 道 関 係 建 設 部 

水 道 関 係 水 道 部 

交 通 関 係 交 通 部 

ガ ス 関 係 ガ ス 部 
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第 7 節 災害情報の収集伝達計画 

〔各部、区本部〕 

風水害等の災害発生時に、災害応急対策の基本的な方針を決定し、効果的な応急対策活動を円

滑に実施する上で必要な気象情報や被害情報等の災害関連情報の収集・伝達計画について定め

る。 

 

1. 災害情報の収集・伝達 

災害の初動期は、人命の救助と火災への対応、自衛隊の災害派遣要請や広域応援要請などの災害

応急対策の基本的な方針を決定する重要な時期であることから、風水害等が発生した場合、迅速性

を最優先として災害情報の収集伝達を行う。 

(1) 災害初動期における情報収集 

災害初動期は次の情報を中心に情報収集を行うものとする。 

情 報 の 区 分 主な情報内容  

気 象 等 に 関 す る 情 報  
・特別警報、警報及び注意報等の発表状況 

・河川、ダムの水位状況 

人 命 に 関 す る 情 報 

・死者、負傷者及び要救助者の発生状況 

・建物倒壊等に伴う生き埋め災害情報 

・職員の安否確認 

被害拡大に関する情報  

・災害の状況 

・がけ崩れ等の二次災害発生情報 

・危険物の漏洩、ガス漏れ情報 

応急対策活動上必要な情報 
・市役所等災害活動拠点の被害状況 

・道路などの活動上重要な施設の被害状況 

ア 勤務時間内における情報収集活動 

各部及び区本部は次の要領により被害状況を収集する。 

区 分 情報収集の方法等 

各 部 

・119番通報（消防部） 
・庁舎周辺の被害確認 
・所管施設の被害確認 
・市民等からの通報 
・業務出向中職員からの情報 
・被害調査班からの情報 

各 区 本 部 

・庁舎周辺の被害確認 
・所管施設の被害確認 
・市民等からの通報 
・業務出向中職員からの情報 
・避難所からの情報 
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第 7 節 災害情報の収集伝達計画 

〔各部、区本部〕 

風水害等の災害発生時に、災害応急対策の基本的な方針を決定し、効果的な応急対策活動を円

滑に実施する上で必要な気象情報や被害情報等の災害関連情報の収集・伝達計画について定め

る。 

 

1. 災害情報の収集・伝達 

災害の初動期は、人命の救助と火災への対応、自衛隊の災害派遣要請や広域応援要請などの災害

応急対策の基本的な方針を決定する重要な時期であることから、風水害等が発生した場合、迅速性

を最優先として災害情報の収集伝達を行う。 

(1) 災害初動期における情報収集 

災害初動期は次の情報を中心に情報収集を行うものとする。 

情 報 の 区 分 主な情報内容  

気 象 等 に 関 す る 情 報  
・特別警報、警報及び注意報等の発表状況 

・河川、ダムの水位状況 

人 命 に 関 す る 情 報 

・死者、負傷者及び要救助者の発生状況 

・建物倒壊等に伴う生き埋め災害情報 

・職員の安否確認 

被害拡大に関する情報  

・災害の状況 

・がけ崩れ等の二次災害発生情報 

・危険物の漏洩、ガス漏れ情報 

応急対策活動上必要な情報 
・市役所等災害活動拠点の被害状況 

・道路などの活動上重要な施設の被害状況 

ア 勤務時間内における情報収集活動 

各部及び区本部は次の要領により被害状況を収集する。 

区 分 情報収集の方法等 

各 部 

・119番通報（消防部） 
・庁舎周辺の被害確認 
・所管施設の被害確認 
・市民等からの通報 
・業務出向中職員からの情報 
・被害調査班からの情報 

各 区 本 部 

・庁舎周辺の被害確認 
・所管施設の被害確認 
・市民等からの通報 
・業務出向中職員からの情報 
・避難所からの情報 

第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 7 節 災害情報の収集伝達計画 

 

67 

イ 勤務時間外における情報収集活動 

職員は、参集途上において被害状況を把握し、その情報は各部及び区本部において集約後、

災対本部事務局に報告するものとする。（ただし、重要な情報は直ちに報告するものとする。） 

なお、職員参集後は、勤務時間内と同様に情報収集活動を行うものとする。 

ウ 消防部の情報収集 

消防部は、高所監視カメラ及びヘリコプターテレビ電送システムの受信体制が整い次第、速

やかに災対本部に映像伝送を開始する。また、必要に応じて総務省消防庁、宮城県及び他の地

方公共団体に映像伝送を行う。 

(2) 災対本部が行う情報収集 

ア 各部及び区本部の情報収集 

各部及び区本部は、初動期における情報収集のほか、次表に定める情報収集担当割当に基づ

き災害情報を集約、整理し、災対本部事務局に報告するとともに、他の各部及び区本部又は防

災関係機関に関わる情報を入手した場合は、速やかに関係部及び区本部又は防災関係機関に

連絡する。 

 

情報区分 収集する情報の内容 担 当 部 局 

防災気象情報等 

・特別警報、警報及び注意報等の発表状況 

・水防警報の発表状況 

・河川の水位状況 
・指定河川洪水予報 

消 防 部 

被

害

情

報 

人 的 被 害  
・発生場所、原因及び被害者数 
・被害者の住所、氏名、年齢等 
・負傷者の負傷程度及び受け入れ先 

死 者 
行 方 不 明 者 
負 傷 者 

区 本 部 
消 防 部 

建 物 被 害  
・被災棟数及び被害程度 
・建物の名称及び所在地 

住 家 ・ 非 住 家  
財 政 部 
区 本 部 

事 業 所 経 済 部 

公共施設被害 
・被災棟数及び被害程度 
・施設の名称及び所在地 
・入所者の被災状況及び避難状況 

福 祉 施 設 
健康福祉 部 
こども若者部 

清 掃 施 設 環 境 部 

教 育 施 設 教 育 部 

そ の 他 の 施 設  所 管 部 

土木施設被害 
・被害箇所と被害程度 
・応急措置等の対応状況 
・道路の通行止め箇所 

道路・橋梁・公園 建 設 部 

河 川 建 設 部 

農林水産業関係被害 ・被害箇所と被害程度 
農 水 産 関 係 経 済 部 

林 業 関 係 経 済 部 

ライフライン情報 

・被害箇所と被害程度 
・応急措置等の対応状況 
・ガス供給停止状況 
・断水状況 
・交通機関の運行状況 

下 水 道 関 係 建 設 部 

水 道 関 係 水 道 部 

交 通 関 係 交 通 部 

ガ ス 関 係 ガ ス 部 
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イ 勤務時間外における情報収集活動 

職員は、参集途上において被害状況を把握し、その情報は各部及び区本部において集約後、

災対本部事務局に報告するものとする。（ただし、重要な情報は直ちに報告するものとする。） 

なお、職員参集後は、勤務時間内と同様に情報収集活動を行うものとする。 

ウ 消防部の情報収集 

消防部は、高所監視カメラ及びヘリコプターテレビ電送システムの受信体制が整い次第、速

やかに災対本部に映像伝送を開始する。また、必要に応じて総務省消防庁、宮城県及び他の地

方公共団体に映像伝送を行う。 

(2) 災対本部が行う情報収集 

ア 各部及び区本部の情報収集 

各部及び区本部は、初動期における情報収集のほか、次表に定める情報収集担当割当に基づ

き災害情報を集約、整理し、災対本部事務局に報告するとともに、他の各部及び区本部又は防

災関係機関に関わる情報を入手した場合は、速やかに関係部及び区本部又は防災関係機関に

連絡する。 

 

情報区分 収集する情報の内容 担当部局 

防災気象情報等 

・特別警報、警報及び注意報等の発表状況 

・水防警報の発表状況 

・河川の水位状況 
・指定河川洪水予報 

消 防 部 

被

害

情

報 

人 的 被 害  
・発生場所、原因及び被害者数 
・被害者の住所、氏名、年齢等 
・負傷者の負傷程度及び受け入れ先 

死 者 
行 方 不 明 者 
負 傷 者 

区 本 部 
消 防 部 

建 物 被 害  
・被災棟数及び被害程度 
・建物の名称及び所在地 

住 家 ・ 非 住 家  
財 政 部 
区 本 部 

事 業 所 経 済 部 

公共施設被害 
・被災棟数及び被害程度 
・施設の名称及び所在地 
・入所者の被災状況及び避難状況 

福 祉 施 設 
健康福祉部 
こ ど も 若 者 部 

清 掃 施 設 環 境 部 

教 育 施 設 教 育 部 

そ の 他 の 施 設  所 管 部 

土木施設被害 
・被害箇所と被害程度 
・応急措置等の対応状況 
・道路の通行止め箇所 

道路・橋梁・公園 建 設 部 

河 川 建 設 部 

農林水産業関係被害 ・被害箇所と被害程度 
農 水 産 関 係 経 済 部 

林 業 関 係 経 済 部 

ライフライン情報 

・被害箇所と被害程度 
・応急措置等の対応状況 
・ガス供給停止状況 
・断水状況 
・交通機関の運行状況 

下 水 道 関 係 建 設 部 

水 道 関 係 水 道 部 

交 通 関 係 交 通 部 

ガ ス 関 係 ガ ス 部 
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情報区分 収集する情報の内容 担当部局 

消 防 情 報 

・119番通報の入電状況 
・火災発生状況及び延焼状況 
・救助、救急事案の発生状況及び対応状況 
・危険物施設等の被害状況 
・ガス漏れ等の発生状況 

消 防 部 

避難に関する情報 

・自主避難の状況 
・避難情報の発令状況 
・避難世帯数及び避難者数 
・避難所の設置状況 

区 本 部 

医 療 救 護 情 報 
・医療機関の被害状況 
・応急救護所等の設置状況 

健康福祉 部 

そ の 他 の 情 報 
・その他被害箇所と被害の程度 
・その他必要な情報等 

各 部 
区 本 部 

 

イ 防災関係機関からの情報収集 

災対本部事務局、各部及び区本部は、状況に応じて、防災関係機関から次の情報を収集する。 
 

収集担当 収集する情報  収 集 先 

災 対 本 部 
事 務 局 

気象等に係る特別警報、警報、注意報及び気象情
報 

仙 台 管 区 気 象 台 

ライフラインの被害（停電戸数、通信不通回線数）
と復旧状況 

東北電力㈱宮城支 店 
東北電力ネットワーク（株）宮城支社 
NTT東日本㈱宮城事業部 
携 帯 通 信 事 業 各 社 

鉄道施設の被害と復旧状況等 JR 東日本㈱仙台支社 

県下の被害情報 宮 城 県 防 災 推 進 課 

テレビ･ラジオ等マスコミのモニタリング 

健康福祉部 医療施設の被害と診療状況等 
仙 台 市 医 師 会 
仙 台 歯 科 医 師 会 
仙 台 市 薬 剤 師 会 

都市整備部 県管理砂防施設等の被害と復旧状況等 仙 台 土 木 事 務 所 

建 設 部 

国管理道路、橋梁の被害と復旧状況等 
東 北 地 方 整 備 局 
仙台河川国道事務 所 

県管理道路、橋梁の被害と復旧状況等 
仙 台 土 木 事 務 所 
大 河 原 土 木 事 務 所 

東北自動車道、山形自動車道、仙台東部道路、仙
台南部道路の被害と復旧状況等 

NEXCO 東日本㈱東北支社 

国管理河川の被害と復旧状況等 
東 北 地 方 整 備 局 
仙台河川国道事務 所 

県管理河川の被害と復旧状況等 仙 台 土 木 事 務 所 

区 本 部 死者、行方不明者の状況及び交通規制の状況等 市 内 各 警 察 署 
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ウ 各種システムによる情報収集 

<各種システムを通じて得られる情報> 

種種          類類  内内                    容容  

仙台市防災気象情報システム 
（民間気象情報） 

 

 
〔庁内ＬＡＮ端末〕 
・庁内ＬＡＮ端末設置各課公所 

○ 観測雨量状況図 

市内 18ヶ所（※）の雨量観測所の 10 分雨量、時間雨量及び

連続雨量を地図上で表示 

○ 観測雨量日報（10分） 

  市内 18ヶ所（※）の雨量観測所の 10 分雨量及び日積算雨量

を表で表示 

○ 観測雨量日報（正時） 

  市内 18 ヶ所（※）の雨量観測所の時間雨量及び日積算雨量

を表で表示 
 

※ 仙台、泉ヶ岳、新川 

青葉消防署、荒巻出張所、宮城野消防署、 

高砂分署、鶴谷出張所、若林消防署、 

河原町出張所、太白消防署、中田出張所、 

長町出張所、秋保出張所、泉消防署、 

根白石出張所、宮城消防署、熊ヶ根出張所 

 

○ アメダス情報 

○ レーダーアメダス合成図 

○ 台風情報 

○ 気象衛星画像 

○ 気象等注意報・警報 

○ 実況天気図 

○ 予想天気図 

○ 短期・週間予報 

○ 気象レーダー情報 

○ 局地予報（天気、降水量、気温、風向風速等） 

○ 落雷情報 

宮城県総合防災情報システム 
（ＭＩＤＯＲＩ情報） 

 
 
〔システム管理課〕 
・宮城県防災推進課 
 
〔端末設置部署等〕 
・災害情報センター 
（青葉区役所 4階） 

○ 防災気象情報（気象等に関する特別警報・警報・注意報・防

災情報） 

○ 指定河川洪水予報 

○ 土砂災害警戒情報 

○ 気象観測情報 

 ・アメダス降水量 

 ・アメダス時間降水量 

 ・気温、日照、風速等 

○ 河川観測情報（宮城県河川流域情報システム（ＭＩＲＡＩ）

とリンク） 

 ・雨量情報 

 ・水位情報   

宮城県土砂災害警戒情報システム 
○ 大雨警報、注意報及び土砂災害警戒情報 

○ 解析・予測雨量、土砂災害警戒判定メッシュ情報 

※県内 1kmメッシュ表示、現況、1・2・3時間後の情報を表示 
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情報区分 収集する情報の内容 担当部局 

消 防 情 報 

・119番通報の入電状況 
・火災発生状況及び延焼状況 
・救助、救急事案の発生状況及び対応状況 
・危険物施設等の被害状況 
・ガス漏れ等の発生状況 

消 防 部 

避難に関する情報 

・自主避難の状況 
・避難情報の発令状況 
・避難世帯数及び避難者数 
・避難所の設置状況 
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医 療 救 護 情 報 
・医療機関の被害状況 
・応急救護所等の設置状況 

健康福祉部 

そ の 他 の 情 報 
・その他被害箇所と被害の程度 
・その他必要な情報等 

各 部 
区 本 部 

 

イ 防災関係機関からの情報収集 

災対本部事務局、各部及び区本部は、状況に応じて、防災関係機関から次の情報を収集する。 
 

収集担当 収集する情報  収 集 先 

災 対 本 部 
事 務 局 

気象等に係る特別警報、警報、注意報及び気象情
報 

仙 台 管 区 気 象 台 

ライフラインの被害（停電戸数、通信不通回線数）
と復旧状況 

東北電力㈱宮城支 店 
東北電力ネットワーク（株）宮城支社 
NTT 東日本㈱宮城事業部 
携 帯 通 信 事 業 各 社 

鉄道施設の被害と復旧状況等 JR 東日本㈱仙台支社 

県下の被害情報 宮 城 県 防 災 推 進 課 

テレビ･ラジオ等マスコミのモニタリング 

健康福祉部 医療施設の被害と診療状況等 
仙 台 市 医 師 会 
仙 台 歯 科 医 師 会 
仙 台 市 薬 剤 師 会 
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建 設 部 
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東 北 地 方 整 備 局 
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ウ 各種システムによる情報収集 

<各種システムを通じて得られる情報> 

種種          類類  内内                    容容  

仙台市防災気象情報システム 
（民間気象情報） 

 

 
〔庁内ＬＡＮ端末〕 
・庁内ＬＡＮ端末設置各課公所 

○ 観測雨量状況図 

市内 18ヶ所（※）の雨量観測所の 10 分雨量、時間雨量及び

連続雨量を地図上で表示 

○ 観測雨量日報（10分） 

  市内 18ヶ所（※）の雨量観測所の 10 分雨量及び日積算雨量

を表で表示 

○ 観測雨量日報（正時） 

  市内 18 ヶ所（※）の雨量観測所の時間雨量及び日積算雨量

を表で表示 
 

※ 仙台、泉ヶ岳、新川 

青葉消防署、荒巻出張所、宮城野消防署、 

高砂分署、鶴谷出張所、若林消防署、 

河原町出張所、太白消防署、中田出張所、 

長町出張所、秋保出張所、泉消防署、 

根白石出張所、宮城消防署、熊ヶ根出張所 

 

○ アメダス情報 

○ レーダーアメダス合成図 

○ 台風情報 

○ 気象衛星画像 

○ 気象等注意報・警報 

○ 実況天気図 

○ 予想天気図 

○ 短期・週間予報 

○ 気象レーダー情報 

○ 局地予報（天気、降水量、気温、風向風速等） 

○ 落雷情報 

宮城県総合防災情報システム 
（ＭＩＤＯＲＩ情報） 

 
 
〔システム管理課〕 
・宮城県防災推進課 
 
〔端末設置部署等〕 
・災害情報センター 
（青葉区役所 4階） 

○ 防災気象情報（気象等に関する特別警報・警報・注意報・防

災情報） 

○ 指定河川洪水予報 

○ 土砂災害警戒情報 

○ 気象観測情報 

 ・アメダス降水量 

 ・アメダス時間降水量 

 ・気温、日照、風速等 

○ 河川観測情報（宮城県河川流域情報システム（ＭＩＲＡＩ）

とリンク） 

 ・雨量情報 

 ・水位情報   

宮城県土砂災害警戒情報システム 
○ 大雨警報、注意報及び土砂災害警戒情報 

○ 解析・予測雨量、土砂災害警戒判定メッシュ情報 

※県内 1kmメッシュ表示、現況、1・2・3時間後の情報を表示 
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第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 7 節 災害情報の収集伝達計画 

 

 70 

 
市町村向け『川の防災情報』 

 
 
〔システム管理機関〕 
・国土交通省水管理・国土保全局 
 
〔情報閲覧可能機関〕 
・危機管理局 
・消防局 
（指令課、若林消防署、太白消防署） 
・建設局 
（総務課、下水道調整課、河川課） 

○ 台風情報 

○ レーダー雨量情報 

○ テレメータ雨量情報 

○ テレメータ水位情報 

○ ダム関係情報 

○ 水質情報 

○ 海岸情報 

○ 警報等関連情報 

気象庁ホームページ 
 
 
〔システム管理機関〕 
・気象庁 

○ 気象等に関する特別警報・警報・注意報 

○ 流域雨量指数の予測値 

○ 台風情報 

○ 早期注意情報（警報級の可能性） 

○ 気象情報 

○ 指定河川洪水予報 

○ 土砂災害警戒情報 

○ 気象衛星画像 

○ 天気図 

○ ナウキャスト（雨雲の動き・雷・竜巻） 

○ 天気予報・週間天気予報 

○ 潮位情報 

○ 気象観測値（雨量、風向・風速、降雪量等） 

○ キキクル（危険度分布） 

 

(3) 情報連絡体制 

ア 連絡責任者及び連絡電話等の指定 

災対本部事務局は、防災関係機関との連絡を確実なものとするため、あらかじめ防災関係機

関の連絡用電話及び連絡責任者を把握しておくとともに、窓口の統一を図るなど、迅速な連絡

体制を確保する。 

イ 情報連絡員の派遣 

① 災対本部事務局への派遣 

各部及び区本部は、本部との伝達体制を確保するため、災対本部及び警戒本部が設置され

た場合、直ちに災対本部事務局に情報連絡員を派遣する。 

② 防災関係機関への派遣等 

災対本部事務局等は、情報収集及び応急対策の実施等において、防災関係機関等との緊密

な連絡体制を確保する必要があると認められる場合は、その機関への連絡調整員の派遣、又

は災対本部への連絡調整員の派遣要請を行う。 
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                〈情報伝達系統図〉 

 

市 民 ・ 事 業 者 等 

東北地方整備局 

仙台管区気象台 

消防局警防本部 

（消防指令センター） 

総務省消防庁 

東北電力㈱宮城支店 

東北電力ネットワー

ク㈱宮城支社 

NTT東日本㈱ 

宮城事業部 

JR東日本㈱ 

仙台支社 

NEXCO東日本㈱ 

東北支社 

宮城県警察本部 

陸上自衛隊 

第 22即応機動連隊 

宮城海上保安部 

消防団 
区災害対策本部 

（区災害情報センター） 

各部 

（情報連絡室） 

仙台市災害対策本部 

（災害情報センター） 

宮城県災害対策本部 
宮城県総合防災情報システム

「MIDORI」 

消防署 
（署隊本部） 

（消防団本部） 

報道機関 

警察署 

映像伝送システム 

専用回線(電話) 

防災相互通信用無線

防災行政用無線 

内線電話 

衛星通信回線 

（映像・電話・FAX） 

防災無線 

・衛星通信回線 
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線 

  

インターネット回線（防災気象情報） 
無線（ヘリテレ映像） 

専用通信回線（河川映像） 

高所監視カメラ映像システム 

ヘリコプターテレビ電送システム(※) 

無線・通信回線 

※ ヘリコプターテレビ電送システム：「ヘリテレ」 

内
線
電
話 
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② 防災関係機関への派遣等 

災対本部事務局等は、情報収集及び応急対策の実施等において、防災関係機関等との緊密

な連絡体制を確保する必要があると認められる場合は、その機関への連絡調整員の派遣、又

は災対本部への連絡調整員の派遣要請を行う。 
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市町村向け『川の防災情報』 

 
 
〔システム管理機関〕 
・国土交通省水管理・国土保全局 
 
〔情報閲覧可能機関〕 
・危機管理局 
・消防局 
（指令課、若林消防署、太白消防署） 
・建設局 
（総務課、下水道調整課、河川課） 

○ 台風情報 

○ レーダー雨量情報 

○ テレメータ雨量情報 

○ テレメータ水位情報 

○ ダム関係情報 

○ 水質情報 

○ 海岸情報 

○ 警報等関連情報 

気象庁ホームページ 
 
 
〔システム管理機関〕 
・気象庁 

○ 気象等に関する特別警報・警報・注意報 

○ 流域雨量指数の予測値 

○ 台風情報 

○ 早期注意情報（警報級の可能性） 

○ 気象情報 

○ 指定河川洪水予報 

○ 土砂災害警戒情報 

○ 気象衛星画像 

○ 天気図 

○ ナウキャスト（雨雲の動き・雷・竜巻） 

○ 天気予報・週間天気予報 

○ 潮位情報 

○ 気象観測値（雨量、風向・風速、降雪量等） 

○ キキクル（危険度分布） 

 

(3) 情報連絡体制 

ア 連絡責任者及び連絡電話等の指定 

災対本部事務局は、防災関係機関との連絡を確実なものとするため、あらかじめ防災関係機

関の連絡用電話及び連絡責任者を把握しておくとともに、窓口の統一を図るなど、迅速な連絡

体制を確保する。 

イ 情報連絡員の派遣 

① 災対本部事務局への派遣 

各部及び区本部は、本部との伝達体制を確保するため、災対本部及び警戒本部が設置され

た場合、直ちに災対本部事務局に情報連絡員を派遣する。 

② 防災関係機関への派遣等 

災対本部事務局等は、情報収集及び応急対策の実施等において、防災関係機関等との緊密

な連絡体制を確保する必要があると認められる場合は、その機関への連絡調整員の派遣、又

は災対本部への連絡調整員の派遣要請を行う。 

 

第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 7 節 災害情報の収集伝達計画 

 

71 

                〈情報伝達系統図〉 

 

市 民 ・ 事 業 者 等 

東北地方整備局 

仙台管区気象台 

消防局警防本部 

（消防指令センター） 

総務省消防庁 

東北電力㈱宮城支店 

東北電力ネットワー

ク㈱宮城支社 

NTT 東日本㈱ 

宮城事業部 

JR 東日本㈱ 

仙台支社 

NEXCO東日本㈱ 

東北支社 

宮城県警察本部 

陸上自衛隊 

第 22即応機動連隊 

宮城海上保安部 

消防団 
区災害対策本部 

（区災害情報センター） 

各部 

（情報連絡室） 

仙台市災害対策本部 

（災害情報センター） 

宮城県災害対策本部 
宮城県総合防災情報システム

「MIDORI」 

消防署 
（署隊本部） 

（消防団本部） 

報道機関 

警察署 

映像伝送システム 

専用回線(電話) 

防災相互通信用無線

防災行政用無線 

内線電話 

衛星通信回線 

（映像・電話・FAX） 

防災無線 

・衛星通信回線 

（映像・電話・FAX） 

 

消防 

救急無線 

消
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無
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インターネット回線（防災気象情報） 
無線（ヘリテレ映像） 

専用通信回線（河川映像） 

高所監視カメラ映像システム 

ヘリコプターテレビ電送システム(※) 

無線・通信回線 

※ ヘリコプターテレビ電送システム：「ヘリテレ」 

内
線
電
話 
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                〈情報伝達系統図〉 
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（消防団本部） 
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高所監視カメラ映像システム 

ヘリコプターテレビ電送システム(※) 

無線・通信回線 

※ ヘリコプターテレビ電送システム：「ヘリテレ」 
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2. 気象等に係る特別警報、警報、注意報及び気象情報 

気象業務法に基づき、仙台管区気象台が発表する防災気象情報は、資料編による。 

なお、仙台管区気象台が発表する気象等に係る特別警報、警報、注意報及び気象情報の伝達系統

は、次のとおりである。 

（（資資料料 44--66「「気気象象等等にに係係るる特特別別警警報報、、警警報報、、注注意意報報及及びび気気象象情情報報のの種種類類とと発発表表基基準準」」参参照照））  

 

〈気象等に係る特別警報、警報、注意報及び気象情報の伝達系統図〉 

 

  ※宮城県警察本部には、防災情報提供センターから周知 

注)二重枠の機関は、気象業務法施行令第 8条第 1号及び第 3号の規定に基づく法定伝達先 

注)二重線の経路は、気象業務法第 15条及び第 15条の 2によって、特別警報が発表された際に、

通知もしくは周知の措置が義務づけられている伝達経路 

 

 

 

気
象
庁
本
庁
又
は
仙
台
管
区
気
象
台

消 防 庁

消 防 局
警 防 本 部
( 消 防 指 令
セ ン タ ー )

消 防 署 所
消防車

市
民
・
事
業
所
等

消防車

宮 城 県 防 災 推 進 課 消 防 団 警鐘・サイレン

宮 城 県 警 察 本 部

ツイッター・ホームページ

東 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社

報 道 機 関

災害情報提供システム

(ホームページ・電子メール)

ヘリコプター
※

テレビ・ラジオ・新聞等

警 察 署

航 空 隊

日 本 放 送 協 会 仙 台 放 送 局

危機管 理局

東 北 地 方 整 備 局 各 事 務 所

第 二 管 区 海 上 保 安 本 部 宮城海上保安部 関 係 船 舶

防 災 関 係 機 関 等

陸 上 自 衛 隊 東 北 方 面 総 監 部
東 北 管 区 警 察 局
東 北 運 輸 局
東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社
東 北 電 力 株 式 会 社

各 局

各 区
広報車等
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3. 指定河川洪水予報 

気象業務法第 14 条の 2 第 2 項及び水防法第 10 条第 2 項に基づき、仙台管区気象台と東北地方

整備局仙台河川国道事務所が、気象業務法第 14条の 2第 3項及び水防法第 11条第 1項に基づき、

仙台管区気象台と宮城県が共同して発表する指定河川洪水予報の種類並びに洪水予報を行う河川

名及びその区域は次のとおりである。 

なお、基準水位及び情報の伝達系統は仙台市水防計画に定めるところによる。 

(1) 指定河川洪水予報の種類 

種種  類類  標標  題題  概概  要要  

洪水警報 

氾濫発生情報 

予報区間において氾濫が発生したとき、氾濫が継続してい

るときに発表される。新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難

誘導や救援活動等が必要となる。災害がすでに発生してい

る状況であり、命の危険が迫っているため直ちに身の安全

を確保する必要があることを示す警戒レベル 5に相当。 

氾濫危険情報 

基準地点の水位が氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険

水位以上の状況が継続しているとき、または急激な水位上

昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さらに水位の上昇

が見込まれるときに発表される。いつ氾濫が発生してもお

かしくない状況、避難等の氾濫発生に対する対応を求める

段階であり、避難指示の発令の判断の参考とする。危険な

場所からの避難が必要とされる警戒レベル 4に相当。 

氾濫警戒情報 

基準地点の水位が氾濫危険水位に到達すると見込まれる

とき、避難判断水位に到達し更に水位の上昇が見込まれる

とき、氾濫危険情報を発表中に氾濫危険水位を下回ったと

き(避難判断水位を下回った場合を除く)、避難判断水位を

超える状況が継続しているとき(水位の上昇の可能性がな

くなった場合を除く)に発表される。高齢者等避難の発令

の判断の参考とする。高齢者等は危険な場所からの避難が

必要とされる警戒レベル 3に相当。 

洪水注意報 氾濫注意情報 

基準地点の水位が氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇

が見込まれるとき、氾濫注意水位以上でかつ避難判断水位

未満の状況が継続しているとき、避難判断水位に到達した

が水位の上昇が見込まれないときに発表される。 

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え

自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル 2 に相

当。 

※ 名取川と広瀬川については、大雨特別警報の警報等への切替時に、それ以降に河川氾濫

の危険性が高くなると予測された場合には、臨時の指定河川洪水予報が発表される。なお、

この情報は、宮城県気象情報としても発表される。 

 

(2) 指定河川洪水予報を行う河川（洪水予報河川）名とその区域 

ア 名取川 

左岸：仙台市太白区山田字船渡前 3番 1地先（名取川頭首工）から海まで 

右岸：名取市高舘熊野堂字五反田 48番 2 地先（名取川頭首工）から海まで 
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2. 気象等に係る特別警報、警報、注意報及び気象情報 

気象業務法に基づき、仙台管区気象台が発表する防災気象情報は、資料編による。 

なお、仙台管区気象台が発表する気象等に係る特別警報、警報、注意報及び気象情報の伝達系統

は、次のとおりである。 

（（資資料料 44--66「「気気象象等等にに係係るる特特別別警警報報、、警警報報、、注注意意報報及及びび気気象象情情報報のの種種類類とと発発表表基基準準」」参参照照））  

 

〈気象等に係る特別警報、警報、注意報及び気象情報の伝達系統図〉 

 

  ※宮城県警察本部には、防災情報提供センターから周知 

注)二重枠の機関は、気象業務法施行令第 8条第 1号及び第 3号の規定に基づく法定伝達先 

注)二重線の経路は、気象業務法第 15条及び第 15条の 2によって、特別警報が発表された際に、

通知もしくは周知の措置が義務づけられている伝達経路 
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2. 気象等に係る特別警報、警報、注意報及び気象情報 

気象業務法に基づき、仙台管区気象台が発表する防災気象情報は、資料編による。 

なお、仙台管区気象台が発表する気象等に係る特別警報、警報、注意報及び気象情報の伝達系統

は、次のとおりである。 

（（資資料料 44--66「「気気象象等等にに係係るる特特別別警警報報、、警警報報、、注注意意報報及及びび気気象象情情報報のの種種類類とと発発表表基基準準」」参参照照））  

 

〈気象等に係る特別警報、警報、注意報及び気象情報の伝達系統図〉 

 

  ※宮城県警察本部には、防災情報提供センターから周知 

注)二重枠の機関は、気象業務法施行令第 8条第 1号及び第 3号の規定に基づく法定伝達先 

注)二重線の経路は、気象業務法第 15条及び第 15条の 2によって、特別警報が発表された際に、

通知もしくは周知の措置が義務づけられている伝達経路 
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各 区
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3. 指定河川洪水予報 

気象業務法第 14 条の 2 第 2 項及び水防法第 10 条第 2 項に基づき、仙台管区気象台と東北地方

整備局仙台河川国道事務所が、気象業務法第 14条の 2第 3項及び水防法第 11条第 1項に基づき、

仙台管区気象台と宮城県が共同して発表する指定河川洪水予報の種類並びに洪水予報を行う河川

名及びその区域は次のとおりである。 

なお、基準水位及び情報の伝達系統は仙台市水防計画に定めるところによる。 

(1) 指定河川洪水予報の種類 

種種  類類  標標  題題  概概  要要  

洪水警報 

氾濫発生情報 

予報区間において氾濫が発生したとき、氾濫が継続してい

るときに発表される。新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難

誘導や救援活動等が必要となる。災害がすでに発生してい

る状況であり、命の危険が迫っているため直ちに身の安全

を確保する必要があることを示す警戒レベル 5に相当。 

氾濫危険情報 

基準地点の水位が氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険

水位以上の状況が継続しているとき、または急激な水位上

昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さらに水位の上昇

が見込まれるときに発表される。いつ氾濫が発生してもお

かしくない状況、避難等の氾濫発生に対する対応を求める

段階であり、避難指示の発令の判断の参考とする。危険な

場所からの避難が必要とされる警戒レベル 4に相当。 

氾濫警戒情報 

基準地点の水位が氾濫危険水位に到達すると見込まれる

とき、避難判断水位に到達し更に水位の上昇が見込まれる

とき、氾濫危険情報を発表中に氾濫危険水位を下回ったと

き(避難判断水位を下回った場合を除く)、避難判断水位を

超える状況が継続しているとき(水位の上昇の可能性がな

くなった場合を除く)に発表される。高齢者等避難の発令

の判断の参考とする。高齢者等は危険な場所からの避難が

必要とされる警戒レベル 3に相当。 

洪水注意報 氾濫注意情報 

基準地点の水位が氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇

が見込まれるとき、氾濫注意水位以上でかつ避難判断水位

未満の状況が継続しているとき、避難判断水位に到達した

が水位の上昇が見込まれないときに発表される。 

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え

自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル 2 に相

当。 

※ 名取川と広瀬川については、大雨特別警報の警報等への切替時に、それ以降に河川氾濫

の危険性が高くなると予測された場合には、臨時の指定河川洪水予報が発表される。なお、

この情報は、宮城県気象情報としても発表される。 

 

(2) 指定河川洪水予報を行う河川（洪水予報河川）名とその区域 

ア 名取川 

左岸：仙台市太白区山田字船渡前 3番 1地先（名取川頭首工）から海まで 

右岸：名取市高舘熊野堂字五反田 48番 2 地先（名取川頭首工）から海まで 
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3. 指定河川洪水予報 

気象業務法第 14 条の 2 第 2 項及び水防法第 10 条第 2 項に基づき、仙台管区気象台と東北地方

整備局仙台河川国道事務所が、気象業務法第 14条の 2 第 3 項及び水防法第 11 条第 1項に基づき、

仙台管区気象台と宮城県が共同して発表する指定河川洪水予報の種類並びに洪水予報を行う河川

名及びその区域は次のとおりである。 

なお、基準水位及び情報の伝達系統は仙台市水防計画に定めるところによる。 

(1) 指定河川洪水予報の種類 

種種  類類  標標  題題  概概  要要  

洪水警報 

氾濫発生情報 

予報区間において氾濫が発生したとき、氾濫が継続してい

るときに発表される。新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難

誘導や救援活動等が必要となる。災害がすでに発生してい

る状況であり、命の危険が迫っているため直ちに身の安全

を確保する必要があることを示す警戒レベル 5 に相当。 

氾濫危険情報 

基準地点の水位が氾濫危険水位に到達したとき、氾濫危険

水位以上の状況が継続しているとき、または急激な水位上

昇によりまもなく氾濫危険水位を超え、さらに水位の上昇

が見込まれるときに発表される。いつ氾濫が発生してもお

かしくない状況、避難等の氾濫発生に対する対応を求める

段階であり、避難指示の発令の判断の参考とする。危険な

場所からの避難が必要とされる警戒レベル 4に相当。 

氾濫警戒情報 

基準地点の水位が氾濫危険水位に到達すると見込まれる

とき、避難判断水位に到達し更に水位の上昇が見込まれる

とき、氾濫危険情報を発表中に氾濫危険水位を下回ったと

き(避難判断水位を下回った場合を除く)、避難判断水位を

超える状況が継続しているとき(水位の上昇の可能性がな

くなった場合を除く)に発表される。高齢者等避難の発令

の判断の参考とする。高齢者等は危険な場所からの避難が

必要とされる警戒レベル 3 に相当。 

洪水注意報 氾濫注意情報 

基準地点の水位が氾濫注意水位に到達し更に水位の上昇

が見込まれるとき、氾濫注意水位以上でかつ避難判断水位

未満の状況が継続しているとき、避難判断水位に到達した

が水位の上昇が見込まれないときに発表される。 

ハザードマップによる災害リスクの再確認等、避難に備え

自らの避難行動の確認が必要とされる警戒レベル 2 に相

当。 

※ 名取川と広瀬川については、大雨特別警報の警報等への切替時に、それ以降に河川氾濫の危

険性が高くなると予測された場合には、臨時の指定河川洪水予報が発表される。なお、この情

報は、宮城県気象情報としても発表される。 

 

(2) 指定河川洪水予報を行う河川（洪水予報河川）名とその区域 

ア 名取川 

左岸：仙台市太白区山田字船渡前 3番 1地先（名取川頭首工）から海まで 

右岸：名取市高舘熊野堂字五反田 48番 2 地先（名取川頭首工）から海まで 
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イ 広瀬川 

左岸：仙台市若林区河原町二丁目 13番 25地先（広瀬橋）から名取川への合流点まで 

右岸：仙台市太白区長町一丁目 1番 1地先（広瀬橋）から名取川への合流点まで 

 

ウ 七北田川 

左岸：仙台市泉区七北田字赤生津 130番 1地先（赤生津大橋）から海まで 

右岸：仙台市泉区上谷刈字沼 104番 1地先（赤生津大橋）から海まで 

4. 水位到達情報 

国土交通大臣又は宮城県知事が周知を行う水位到達情報の種類並びに水位到達情報の周知を行

う河川名及びその区域は次のとおりである。 

なお、基準水位及び情報の伝達系統は仙台市水防計画に定めるところによる。 

(1) 水位到達情報の種類 

種種 類類  概概 要要  

氾濫発生情報 氾濫の発生を周知するもの。 

氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）到達情報 
氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）への

到達を周知するもの。 

その他の水位への到達情報 
水防団待機水位、氾濫注意水位及び避難

判断水位への到達を周知するもの。 

 

(2) 水位到達情報の周知を行う河川（水位周知河川）とその区域 

ア 広瀬川 

左右岸：仙台市愛宕橋から広瀬橋まで 

イ 旧笊川 

左右岸：笊川からの分岐点から名取川への合流点まで 

ウ 笊川 

左岸：仙台市太白区西多賀 5丁目 14番 1地先（唐松橋上流）から名取川合流点まで 

右岸：仙台市太白区富田字八幡東 33番 3地先（唐松橋上流）名取川合流点まで 

エ 七北田川 

左右岸：仙台市泉区馬橋から赤生津大橋まで 

オ 梅田川 

左右岸：仙台市宮城野区原町大田見橋から七北田川合流点まで 

カ 砂押川 

左右岸：多賀城市市川橋から海まで 
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5. 水防警報 

水防法第 16 条第 1 項に基づき、国土交通大臣又は宮城県知事が行う水防警報の種類並びに水防

警報を行う河川及びその区域は次のとおりである。 

なお、基準水位及び情報の伝達系統の詳細は仙台市水防計画に定めるところによる。 

(1) 水防警報の種類 

種種 別別  概概 要要  

準備 
水防資材器具の整備点検、堰堤水こう門等の開閉準備、消防団幹部

の出動など水防活動の準備をする必要がある旨通報するもの。 

出動 消防団員が出動する必要がある旨通報するもの。 

解除 水防活動の終了を通報するもの。 

 

(2) 水防警報を行う河川名とその区域 

ア 名取川 

左岸：仙台市太白区山田字船渡前 3番 1地先（名取川頭首工）から海まで 

右岸：名取市高舘熊野堂字五反田 48番 2 地先（名取川頭首工）から海まで 

イ 広瀬川 

① 左岸：仙台市若林区河原町 2丁目 13 番 25地先（広瀬橋）から名取川への合流点まで 

 右岸：仙台市太白区長町 1丁目 1番 1地先（広瀬橋）から名取川への合流点まで 

② 左右岸：仙台市愛宕橋から広瀬橋まで 

ウ 旧笊川 

左右岸：笊川からの分岐点から名取川への合流点まで 

エ 笊川 

左岸：仙台市太白区西多賀 5丁目 14番 1 地先（唐松橋上流）から名取川合流点まで 

右岸：仙台市太白区富田字八幡東 33番 3 地先（唐松橋上流）から名取川合流点まで 

オ 七北田川 

① 左岸：仙台市泉区七北田字赤生津 130番 1地先（赤生津大橋）から海まで 

 右岸：仙台市泉区上谷刈字沼 104番 1地先（赤生津大橋）から海まで 

② 左右岸：仙台市泉区馬橋から赤生津大橋まで 

カ 梅田川 

左右岸：仙台市宮城野区大田見橋から七北田川合流点まで 
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イ 広瀬川 

左岸：仙台市若林区河原町二丁目 13番 25地先（広瀬橋）から名取川への合流点まで 

右岸：仙台市太白区長町一丁目 1番 1地先（広瀬橋）から名取川への合流点まで 

 

ウ 七北田川 

左岸：仙台市泉区七北田字赤生津 130番 1地先（赤生津大橋）から海まで 

右岸：仙台市泉区上谷刈字沼 104番 1地先（赤生津大橋）から海まで 

4. 水位到達情報 

国土交通大臣又は宮城県知事が周知を行う水位到達情報の種類並びに水位到達情報の周知を行

う河川名及びその区域は次のとおりである。 

なお、基準水位及び情報の伝達系統は仙台市水防計画に定めるところによる。 

(1) 水位到達情報の種類 

種種 類類  概概 要要  

氾濫発生情報 氾濫の発生を周知するもの。 

氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）到達情報 氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）への

到達を周知するもの。 

その他の水位への到達情報 水防団待機水位、氾濫注意水位及び避難

判断水位への到達を周知するもの。 

 

(2) 水位到達情報の周知を行う河川（水位周知河川）とその区域 

ア 広瀬川 

左右岸：仙台市愛宕橋から広瀬橋まで 

イ 旧笊川 

左右岸：笊川からの分岐点から名取川への合流点まで 

ウ 笊川 

左岸：仙台市太白区西多賀 5 丁目 14番 1地先（唐松橋上流）から名取川合流点まで 

右岸：仙台市太白区富田字八幡東 33番 3地先（唐松橋上流）名取川合流点まで 

エ 七北田川 

左右岸：仙台市泉区馬橋から赤生津大橋まで 

オ 梅田川 

左右岸：仙台市宮城野区原町大田見橋から七北田川合流点まで 

カ 砂押川 

左右岸：多賀城市市川橋から海まで 
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イ 広瀬川 

左岸：仙台市若林区河原町二丁目 13番 25地先（広瀬橋）から名取川への合流点まで 

右岸：仙台市太白区長町一丁目 1番 1地先（広瀬橋）から名取川への合流点まで 

 

ウ 七北田川 

左岸：仙台市泉区七北田字赤生津 130番 1地先（赤生津大橋）から海まで 

右岸：仙台市泉区上谷刈字沼 104番 1地先（赤生津大橋）から海まで 

4. 水位到達情報 

国土交通大臣又は宮城県知事が周知を行う水位到達情報の種類並びに水位到達情報の周知を行

う河川名及びその区域は次のとおりである。 

なお、基準水位及び情報の伝達系統は仙台市水防計画に定めるところによる。 

(1) 水位到達情報の種類 

種種 類類  概概 要要  

氾濫発生情報 氾濫の発生を周知するもの。 

氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）到達情報 
氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）への

到達を周知するもの。 

その他の水位への到達情報 
水防団待機水位、氾濫注意水位及び避難

判断水位への到達を周知するもの。 

 

(2) 水位到達情報の周知を行う河川（水位周知河川）とその区域 

ア 広瀬川 

左右岸：仙台市愛宕橋から広瀬橋まで 

イ 旧笊川 

左右岸：笊川からの分岐点から名取川への合流点まで 

ウ 笊川 

左岸：仙台市太白区西多賀 5丁目 14番 1地先（唐松橋上流）から名取川合流点まで 

右岸：仙台市太白区富田字八幡東 33番 3地先（唐松橋上流）名取川合流点まで 

エ 七北田川 

左右岸：仙台市泉区馬橋から赤生津大橋まで 

オ 梅田川 

左右岸：仙台市宮城野区原町大田見橋から七北田川合流点まで 

カ 砂押川 

左右岸：多賀城市市川橋から海まで 
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5. 水防警報 

水防法第 16 条第 1 項に基づき、国土交通大臣又は宮城県知事が行う水防警報の種類並びに水防

警報を行う河川及びその区域は次のとおりである。 

なお、基準水位及び情報の伝達系統の詳細は仙台市水防計画に定めるところによる。 

(1) 水防警報の種類 

種種 別別  概概 要要  

準備 
水防資材器具の整備点検、堰堤水こう門等の開閉準備、消防団幹部

の出動など水防活動の準備をする必要がある旨通報するもの。 

出動 消防団員が出動する必要がある旨通報するもの。 

解除 水防活動の終了を通報するもの。 

 

(2) 水防警報を行う河川名とその区域 

ア 名取川 

左岸：仙台市太白区山田字船渡前 3番 1地先（名取川頭首工）から海まで 

右岸：名取市高舘熊野堂字五反田 48番 2 地先（名取川頭首工）から海まで 

イ 広瀬川 

① 左岸：仙台市若林区河原町 2丁目 13 番 25地先（広瀬橋）から名取川への合流点まで 

 右岸：仙台市太白区長町 1 丁目 1番 1地先（広瀬橋）から名取川への合流点まで 

② 左右岸：仙台市愛宕橋から広瀬橋まで 

ウ 旧笊川 

左右岸：笊川からの分岐点から名取川への合流点まで 

エ 笊川 

左岸：仙台市太白区西多賀 5丁目 14番 1 地先（唐松橋上流）から名取川合流点まで 

右岸：仙台市太白区富田字八幡東 33番 3 地先（唐松橋上流）から名取川合流点まで 

オ 七北田川 

① 左岸：仙台市泉区七北田字赤生津 130番 1地先（赤生津大橋）から海まで 

 右岸：仙台市泉区上谷刈字沼 104番 1地先（赤生津大橋）から海まで 

② 左右岸：仙台市泉区馬橋から赤生津大橋まで 

カ 梅田川 

左右岸：仙台市宮城野区大田見橋から七北田川合流点まで 
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6. 治水関係施設の操作情報 

ダムをはじめとする治水関係施設の操作に関する情報の伝達系統等は、仙台市水防計画に定め

るところによる。 
 

 

 

 

 

 

 

 

7. 土砂災害警戒情報 

「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂災害防止法）」第 27

条に基づき、宮城県知事が仙台市長に通知するとともに、住民に周知を行う土砂災害警戒情報の区

域は次のとおりである。 

なお、伝達系統は第 7節 2．気象等に係る特別警報、警報、注意報及び気象情報に定めるとこ

ろによる。 

(1) 土砂災害警戒情報の概要 

大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生してもおかしくない

状況になったときに、市町村長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を支援するため、

対象となる市町村（仙台市は東西に分割した地域）を特定して警戒が呼びかけられる情報で、

宮城県と仙台管区気象台から共同で発表される。なお、市町村内で危険度が高まっている詳細

な領域は、土砂キキクル(大雨警報(土砂災害)の危険度分布)で確認することができる。危険な

場所からの避難が必要とされる警戒レベル 4に相当。 

(2) 土砂災害警戒情報の区域 

宮城県における警報・注意報の細分区域による。 

（（資資料料 44--66「「気気象象等等にに係係るる特特別別警警報報、、警警報報、、注注意意報報及及びび気気象象情情報報のの種種類類とと発発表表基基準準」」参参照照）） 

東北地方整備局釜房ダム管理所 

関係局・区 

危機管理局 

消防局指令課 

宮城県仙台地方ダム総合事務所 

（FAX） （FAX） 

（FAX） 

（FAX） 
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8. 要配慮者利用施設等への情報伝達 

水防法第 15 条及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂

災害防止法）」第 8条に基づき、要配慮者利用施設等への情報伝達を行う。 

(1) 水防法第 15条に基づく情報伝達 

地下街等、要配慮者利用施設への情報伝達を以下のとおり行う。なお、伝達系統は仙台市水

防計画に定めるところによる。 

ア 対象施設 

対対象象区区分分  定定 義義  

地下街等 建築物の地階部分の用途が、次の用途に供される施設及びこれらと同類と認めら

れる施設。 

イ 地下街 

ロ 地下施設（消防法第８条第１項に基づく防火対象物） 

主な用途としては、 

劇場・映画館等、遊技場等、飲食店等、百貨店等、旅館・ホテル等、病院・診

療所等、蒸気浴場等の不特定多数の者が利用する施設（複合用途を含む） 

ハ 地下駅舎 

要配慮者

利用施設 

次の用途に供される施設及びこれらと同類と認められる施設。 

イ 病院、診療所又は助産所（入院病床を有するものに限る） 

ロ 老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症高齢者グループホーム、有料老人ホー

ム、小規模多機能型居宅介護事業所、救護施設、更生施設、児童福祉施設（母子

生活支援施設を除く）、障害福祉サービス事業所等 

ハ 幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校 

大規模な

工場 

その他の

施設 

工場、作業場又は倉庫で、延べ床面積が 1万㎡以上のもの。 

（（資資料料 66--33「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設等等（（水水防防法法第第 1155 条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照））  

イ 伝達する情報と伝達の範囲 

情情報報区区分分  伝伝 達達 範範 囲囲  伝伝 達達 内内 容容  

洪水予報

等 

指定河川の浸水想定区域内にあるすべ

ての対象施設に伝達 

・指定河川洪水予報（洪水予報河川） 

・氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）到達

情報（水位周知河川） 

避難情報 発令範囲内に所在する対象施設に限定 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 
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6. 治水関係施設の操作情報 
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8. 要配慮者利用施設等への情報伝達 

水防法第 15 条及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂

災害防止法）」第 8条に基づき、要配慮者利用施設等への情報伝達を行う。 

(1) 水防法第 15条に基づく情報伝達 

地下街等、要配慮者利用施設への情報伝達を以下のとおり行う。なお、伝達系統は仙台市水

防計画に定めるところによる。 
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ハ 地下駅舎 
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次の用途に供される施設及びこれらと同類と認められる施設。 

イ 病院、診療所又は助産所（入院病床を有するものに限る） 

ロ 老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症高齢者グループホーム、有料老人ホー
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（（資資料料 66--33「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設等等（（水水防防法法第第 1155 条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照））  
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情情報報区区分分  伝伝 達達 範範 囲囲  伝伝 達達 内内 容容  

洪水予報

等 

指定河川の浸水想定区域内にあるすべ

ての対象施設に伝達 

・指定河川洪水予報（洪水予報河川） 

・氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）到達

情報（水位周知河川） 

避難情報 発令範囲内に所在する対象施設に限定 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

－　　－77

第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 7 節 災害情報の収集伝達計画 

 

77 

8. 要配慮者利用施設等への情報伝達 

水防法第 15 条及び「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（土砂

災害防止法）」第 8条に基づき、要配慮者利用施設等への情報伝達を行う。 

(1) 水防法第 15条に基づく情報伝達 

地下街等、要配慮者利用施設への情報伝達を以下のとおり行う。なお、伝達系統は仙台市水

防計画に定めるところによる。 

ア 対象施設 

対対象象区区分分  定定 義義  

地下街等 建築物の地階部分の用途が、次の用途に供される施設及びこれらと同類と認めら

れる施設。 

イ 地下街 

ロ 地下施設（消防法第８条第１項に基づく防火対象物） 

主な用途としては、 

劇場・映画館等、遊技場等、飲食店等、百貨店等、旅館・ホテル等、病院・診

療所等、蒸気浴場等の不特定多数の者が利用する施設（複合用途を含む） 

ハ 地下駅舎 

要配慮者

利用施設 

次の用途に供される施設及びこれらと同類と認められる施設。 

イ 病院、診療所又は助産所（入院病床を有するものに限る） 

ロ 老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症高齢者グループホーム、有料老人ホー

ム、小規模多機能型居宅介護事業所、救護施設、更生施設、児童福祉施設（母子

生活支援施設を除く）、障害福祉サービス事業所等 

ハ 幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校 

大規模な

工場 

その他の

施設 

工場、作業場又は倉庫で、延べ床面積が 1万㎡以上のもの。 

（（資資料料 66--33「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設等等（（水水防防法法第第 1155 条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照））  

イ 伝達する情報と伝達の範囲 

情情報報区区分分  伝伝 達達 範範 囲囲  伝伝 達達 内内 容容  

洪水予報

等 

指定河川の浸水想定区域内にあるすべ

ての対象施設に伝達 

・指定河川洪水予報（洪水予報河川） 

・氾濫危険水位（洪水特別警戒水位）到達

情報（水位周知河川） 

避難情報 発令範囲内に所在する対象施設に限定 高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 
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(2) 土砂災害防止法第 8条に定める施設への情報伝達 

要配慮者利用施設への情報伝達を以下のとおり行う。なお、伝達系統は仙台市水防計画に定

めるところを準用する。 

ア 対象施設 

土砂災害防止法第 8 条に定める施設とは、防災上の配慮を要する者が利用する施設で当該

施設の利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる次に定める施設とす

る。 

対対象象区区分分  定定 義義  

要配慮者

利用施設 

次の用途に供される施設及びこれらと同類と認められる施設。 

イ 病院、診療所又は助産所（入院病床を有するものに限る） 

ロ 老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症高齢者グループホーム、有料老人ホー

ム、小規模多機能型居宅介護事業所、救護施設、更生施設、児童福祉施設（母子

生活支援施設を除く）、障害福祉サービス事業所等 

ハ 幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校 

（（資資料料 66--44「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設（（土土砂砂災災害害防防止止法法第第 88条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照）） 

  

イ 伝達する情報と伝達の範囲 

情情報報区区分分  伝伝 達達 範範 囲囲  伝伝 達達 内内 容容  

土砂災害

警戒情報 

土砂災害警戒区域の細分区域内にあ

るすべての対象施設に伝達 

土砂災害警戒情報 

 

避難情報 発令範囲内に所在する対象施設に限

定 

高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 

 
 

9. 火災気象通報 

消防法第 22 条に基づき仙台管区気象台が、宮城県知事に対して行う通報（火災気象通報）の基

準は、次のとおりである。 

通通報報基基準準  

仙台管区気象台が発表する乾燥注意報及び強風注意報の発表基準 

(注)基準の詳細は資料4-6「（別表2）仙台市東部の警報・注意報の発表基準」

および「（別表3）仙台市西部の警報・注意報の発表基準」を参照 

地地域域区区分分  仙台市東部、仙台市西部 

通通報報方方法法  

・仙台管区気象台は、5時に発表する天気予報に基づき、翌日朝9時までの気象

状況の概要を気象概況として毎日5時頃に通報する。なお、予想に変化があっ

た場合、定時と同様の形式で通報(臨時通報)する。 

・火災気象通報の通報基準に該当または該当するおそれがある場合は、見出し

の冒頭に通報区分として「火災気象通報」と明示し、注意すべき事項を付加す

る。 

・火災気象通報の通報基準に該当する地域・時間帯で降水(降雪を含む)が予想

される場合には、火災気象通報に該当しないと判断し、見出しの明示を行わな

いことがある。 

通通報報区区分分  

乾燥注意報→火災気象通報【乾燥】 

強風注意報→火災気象通報【強風】 

乾燥注意報及び強風注意報→火災気象通報【乾燥・強風】 
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10. 通信手段の確保  

災害発生時の情報伝達には、既存の通信設備を効率的に活用し、迅速かつ的確な情報の伝達を

図る。 

(1) 内線電話 

災害情報センターと各部及び区本部間の通話、又は各部及び区本部間の通話は、加入回線輻

輳の影響を受けない内線電話を使用する。 

（（資資料料 44--55「「仙仙台台市市庁庁舎舎間間通通信信ネネッットトワワーークク図図」」参参照照））  

(2) 災害時優先電話 

災害時優先電話は、重要な通信を確保するため、予め災害時優先電話として登録した電話か

ら発信する通信について優先的に取り扱われる電話であり、災害が発生した場合に、原則とし

て災害時の通話規制を受けずに利用できることから、外部発信専用として利用する。 

（原則として、外部へは当該電話の番号は非公開とする。） 

(3) 衛星携帯電話 

衛星携帯電話は、輻輳の影響を受けにくいことから、災害情報センターと区本部間での連絡

に使用する。 

(4) 無線通信網の利用 

有線回線での通信と併せて、以下の無線網を活用する。 

ア 防災行政用無線等 

① 仙台市防災行政用無線（デジタル移動通信系及び IP系） 

災害情報センターと各部及び区本部、又は各部及び区本部と所属する移動局間の通信 

（（資資料料 44--22「「仙仙台台市市防防災災行行政政用用無無線線のの管管理理運運用用にに関関すするる要要綱綱」」参参照照））  

② 消防救急無線 

消防機関内部の相互通信 

③ 業務用無線 

各企業体内部の相互通信（水道、交通、ガス） 

（（資資料料 44--33「「仙仙台台市市交交通通局局無無線線配配備備状状況況等等」」参参照照））  
（（資資料料 44--44「「仙仙台台市市ガガスス局局無無線線系系統統図図」」参参照照））  

④ 防災相互通信用無線 

石油コンビナート火災等の災害現場における防災関係機関相互間の通信 

イ 県防災行政用無線 

県防災行政用無線は、県、県内市町村、消防機関及び防災関係機関との通信に使用する。 

ウ 地域衛星通信ネットワーク 

地域衛星通信ネットワークは、各都道府県、市町村、消防機関及び防災関係機関との通信に

使用する。 
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(2) 土砂災害防止法第 8条に定める施設への情報伝達 

要配慮者利用施設への情報伝達を以下のとおり行う。なお、伝達系統は仙台市水防計画に定

めるところを準用する。 

ア 対象施設 

土砂災害防止法第 8 条に定める施設とは、防災上の配慮を要する者が利用する施設で当該

施設の利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる次に定める施設とす

る。 

対対象象区区分分  定定 義義  

要配慮者

利用施設 

次の用途に供される施設及びこれらと同類と認められる施設。 

イ 病院、診療所又は助産所（入院病床を有するものに限る） 

ロ 老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症高齢者グループホーム、有料老人ホー

ム、小規模多機能型居宅介護事業所、救護施設、更生施設、児童福祉施設（母子

生活支援施設を除く）、障害福祉サービス事業所等 

ハ 幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校 

（（資資料料 66--44「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設（（土土砂砂災災害害防防止止法法第第 88条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照）） 

  

イ 伝達する情報と伝達の範囲 

情情報報区区分分  伝伝 達達 範範 囲囲  伝伝 達達 内内 容容  

土砂災害

警戒情報 

土砂災害警戒区域の細分区域内にあ

るすべての対象施設に伝達 

土砂災害警戒情報 

 

避難情報 発令範囲内に所在する対象施設に限

定 

高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 

 
 

9. 火災気象通報 

消防法第 22 条に基づき仙台管区気象台が、宮城県知事に対して行う通報（火災気象通報）の基

準は、次のとおりである。 

通通報報基基準準  

仙台管区気象台が発表する乾燥注意報及び強風注意報の発表基準 

(注)基準の詳細は資料4-6「（別表2）仙台市東部の警報・注意報の発表基準」

および「（別表3）仙台市西部の警報・注意報の発表基準」を参照 

地地域域区区分分  仙台市東部、仙台市西部 

通通報報方方法法  

・仙台管区気象台は、5時に発表する天気予報に基づき、翌日朝9時までの気象

状況の概要を気象概況として毎日5時頃に通報する。なお、予想に変化があっ

た場合、定時と同様の形式で通報(臨時通報)する。 

・火災気象通報の通報基準に該当または該当するおそれがある場合は、見出し

の冒頭に通報区分として「火災気象通報」と明示し、注意すべき事項を付加す

る。 

・火災気象通報の通報基準に該当する地域・時間帯で降水(降雪を含む)が予想

される場合には、火災気象通報に該当しないと判断し、見出しの明示を行わな

いことがある。 

通通報報区区分分  

乾燥注意報→火災気象通報【乾燥】 

強風注意報→火災気象通報【強風】 

乾燥注意報及び強風注意報→火災気象通報【乾燥・強風】 
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(2) 土砂災害防止法第 8条に定める施設への情報伝達 

要配慮者利用施設への情報伝達を以下のとおり行う。なお、伝達系統は仙台市水防計画に定

めるところを準用する。 

ア 対象施設 

土砂災害防止法第 8 条に定める施設とは、防災上の配慮を要する者が利用する施設で当該

施設の利用者の円滑かつ迅速な避難を確保する必要があると認められる次に定める施設とす

る。 

対対象象区区分分  定定 義義  

要配慮者

利用施設 

次の用途に供される施設及びこれらと同類と認められる施設。 

イ 病院、診療所又は助産所（入院病床を有するものに限る） 

ロ 老人福祉施設、介護老人保健施設、認知症高齢者グループホーム、有料老人ホー

ム、小規模多機能型居宅介護事業所、救護施設、更生施設、児童福祉施設（母子

生活支援施設を除く）、障害福祉サービス事業所等 

ハ 幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校 

（（資資料料 66--44「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設（（土土砂砂災災害害防防止止法法第第 88条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照）） 

  

イ 伝達する情報と伝達の範囲 

情情報報区区分分  伝伝 達達 範範 囲囲  伝伝 達達 内内 容容  

土砂災害

警戒情報 

土砂災害警戒区域の細分区域内にあ

るすべての対象施設に伝達 

土砂災害警戒情報 

 

避難情報 発令範囲内に所在する対象施設に限

定 

高齢者等避難、避難指示、緊急安全確保 

 
 

9. 火災気象通報 

消防法第 22 条に基づき仙台管区気象台が、宮城県知事に対して行う通報（火災気象通報）の基

準は、次のとおりである。 

通通報報基基準準  

仙台管区気象台が発表する乾燥注意報及び強風注意報の発表基準 

(注)基準の詳細は資料4-6「（別表2）仙台市東部の警報・注意報の発表基準」

および「（別表3）仙台市西部の警報・注意報の発表基準」を参照 

地地域域区区分分  仙台市東部、仙台市西部 

通通報報方方法法  

・仙台管区気象台は、5時に発表する天気予報に基づき、翌日朝9時までの気象

状況の概要を気象概況として毎日5時頃に通報する。なお、予想に変化があっ

た場合、定時と同様の形式で通報(臨時通報)する。 

・火災気象通報の通報基準に該当または該当するおそれがある場合は、見出し

の冒頭に通報区分として「火災気象通報」と明示し、注意すべき事項を付加す

る。 

・火災気象通報の通報基準に該当する地域・時間帯で降水(降雪を含む)が予想

される場合には、火災気象通報に該当しないと判断し、見出しの明示を行わな

いことがある。 

通通報報区区分分  

乾燥注意報→火災気象通報【乾燥】 

強風注意報→火災気象通報【強風】 

乾燥注意報及び強風注意報→火災気象通報【乾燥・強風】 
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10. 通信手段の確保  

災害発生時の情報伝達には、既存の通信設備を効率的に活用し、迅速かつ的確な情報の伝達を

図る。 

(1) 内線電話 

災害情報センターと各部及び区本部間の通話、又は各部及び区本部間の通話は、加入回線輻

輳の影響を受けない内線電話を使用する。 

（（資資料料 44--55「「仙仙台台市市庁庁舎舎間間通通信信ネネッットトワワーークク図図」」参参照照））  

(2) 災害時優先電話 

災害時優先電話は、重要な通信を確保するため、予め災害時優先電話として登録した電話か

ら発信する通信について優先的に取り扱われる電話であり、災害が発生した場合に、原則とし

て災害時の通話規制を受けずに利用できることから、外部発信専用として利用する。 

（原則として、外部へは当該電話の番号は非公開とする。） 

(3) 衛星携帯電話 

衛星携帯電話は、輻輳の影響を受けにくいことから、災害情報センターと区本部間での連絡

に使用する。 

(4) 無線通信網の利用 

有線回線での通信と併せて、以下の無線網を活用する。 

ア 防災行政用無線等 

① 仙台市防災行政用無線（デジタル移動通信系及び IP系） 

災害情報センターと各部及び区本部、又は各部及び区本部と所属する移動局間の通信 

（（資資料料 44--22「「仙仙台台市市防防災災行行政政用用無無線線のの管管理理運運用用にに関関すするる要要綱綱」」参参照照））  

② 消防救急無線 

消防機関内部の相互通信 

③ 業務用無線 

各企業体内部の相互通信（水道、交通、ガス） 

（（資資料料 44--33「「仙仙台台市市交交通通局局無無線線配配備備状状況況等等」」参参照照））  
（（資資料料 44--44「「仙仙台台市市ガガスス局局無無線線系系統統図図」」参参照照））  

④ 防災相互通信用無線 

石油コンビナート火災等の災害現場における防災関係機関相互間の通信 

イ 県防災行政用無線 

県防災行政用無線は、県、県内市町村、消防機関及び防災関係機関との通信に使用する。 

ウ 地域衛星通信ネットワーク 

地域衛星通信ネットワークは、各都道府県、市町村、消防機関及び防災関係機関との通信に

使用する。 
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10. 通信手段の確保  

災害発生時の情報伝達には、既存の通信設備を効率的に活用し、迅速かつ的確な情報の伝達を

図る。 

(1) 内線電話 

災害情報センターと各部及び区本部間の通話、又は各部及び区本部間の通話は、加入回線輻

輳の影響を受けない内線電話を使用する。 

（（資資料料 44--55「「仙仙台台市市庁庁舎舎間間通通信信ネネッットトワワーークク図図」」参参照照））  

(2) 災害時優先電話 

災害時優先電話は、重要な通信を確保するため、予め災害時優先電話として登録した電話か

ら発信する通信について優先的に取り扱われる電話であり、災害が発生した場合に、原則とし

て災害時の通話規制を受けずに利用できることから、外部発信専用として利用する。 

（原則として、外部へは当該電話の番号は非公開とする。） 

(3) 衛星携帯電話 

衛星携帯電話は、輻輳の影響を受けにくいことから、災害情報センターと区本部間での連絡

に使用する。 

(4) 無線通信網の利用 

有線回線での通信と併せて、以下の無線網を活用する。 

ア 防災行政用無線等 

① 仙台市防災行政用無線（デジタル移動通信系及び IP系） 

災害情報センターと各部及び区本部、又は各部及び区本部と所属する移動局間の通信 

（（資資料料 44--22「「仙仙台台市市防防災災行行政政用用無無線線のの管管理理運運用用にに関関すするる要要綱綱」」参参照照））  

② 消防救急無線 

消防機関内部の相互通信 

③ 業務用無線 

各企業体内部の相互通信（水道、交通、ガス） 

（（資資料料 44--33「「仙仙台台市市交交通通局局無無線線配配備備状状況況等等」」参参照照））  
（（資資料料 44--44「「仙仙台台市市ガガスス局局無無線線系系統統図図」」参参照照））  

④ 防災相互通信用無線 

石油コンビナート火災等の災害現場における防災関係機関相互間の通信 

イ 県防災行政用無線 

県防災行政用無線は、県、県内市町村、消防機関及び防災関係機関との通信に使用する。 

ウ 地域衛星通信ネットワーク 

地域衛星通信ネットワークは、各都道府県、市町村、消防機関及び防災関係機関との通信に

使用する。 

(5) データ通信網の活用 

災害情報センターと各部及び区本部間の情報連携、又は各部と区本部間の情報連携は、効率

的な事務処理や連絡手段の多元化の観点から、行政情報ネットワークも活用する。また、防災

関係機関等の外部機関との情報連携も、電子メール等インターネットを利用した様々なサービ
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(5) データ通信網の活用 

災害情報センターと各部及び区本部間の情報連携、又は各部と区本部間の情報連携は、効率

的な事務処理や連絡手段の多元化の観点から、行政情報ネットワークも活用する。また、防災

関係機関等の外部機関との情報連携も、電子メール等インターネットを利用した様々なサービ

スを活用する。 

(6) 映像伝送システムの活用 

大規模災害発生時に、高所監視カメラ及びヘリコプターテレビ電送システムの映像等を災害

情報センターに送信し、災害の概要を把握するとともに、地域衛星通信ネットワークを使用し、

総務省消防庁、宮城県及び他の地方公共団体に送信する。 

11. 非常通信の活用（被害が甚大である場合） 

電気通信設備の被災により、通信が途絶するなどしたために、上記の通信方法が使用できない

場合には、以下により代替通信手段を確保し、最低限の通信体制の維持に努める。 

(1) 災害対策基本法第 79条に基づく通信の確保 

災害により有線通信が途絶した場合、又は自己の無線通信ができなくなった場合は、災害対

策基本法第 79条に基づき最寄りの無線局に非常通信等の発信を依頼する。 

(2) 非常時の通信の確保 

ア 東北総合通信局への依頼 

災害情報連絡のための防災行政無線等の通信手段に支障が生じた場合は、東北総合通信局

に連絡するものとし、東北総合通信局は通信の確保に必要な措置を講ずる。 

また、東北総合通信局は、要請に基づき、通信機器について関係業界団体の協力を得る等に

より、その供給の確保を図るものとする。 

イ 通信機器の確保 

通信手段確保のために利用する通信機器が不足する場合は、東北総合通信局及び電気通信

事業者に通信機器の貸与等を依頼する。 

また、災害発生による通信設備の電源供給停止時の応急電源（移動電源車）について、必要

に応じ、東北総合通信局に貸与を要請する。 

ウ 無線局の開設等の依頼 

非常災害時における重要通信の確保のため必要とする場合は、東北総合通信局に対して、無

線局の開設、周波数の指定変更、無線設備の設置場所等の変更について、電話等簡易な手段に

より免許の付与、その他の許可を求める。 
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12. 被害状況等の報告  

(1) 災対本部事務局に対する報告 

ア 報告の区分及び担当部局 

各部及び区本部は、次表の報告分担により被害状況等を災対本部事務局に報告する。 

担 当 部 局  報 告 様 式 等  

各部・区本部 
被害状況報告（一般）（様式 1-1） 
被害状況報告（公共施設等）（様式 1-2） 

消 防 部 
区 本 部 

災害発生状況報告（様式 2） 

区 本 部 避難状況報告（様式 3） 

経 済 部 
都市整備 部 
建 設 部 

公共土木施設被害状況報告（様式 4） 

各部・区本部 公共施設等被害状況報告（様式 5） 

建 設 部 
水 道 部 
交 通 部 
ガ ス 部 

ライフライン被害状況報告（様式 6） 

経 済 部 農業関係被害状況報告（様式 7） 

消 防 部 火災発生状況報告（様式 8） 

（（資資料料 44--77～～1144「「様様式式 11--11～～88」」参参照照））  

イ 報告の方法 

各部及び区本部は、被害状況等を各様式に記載し、災対本部事務局が指定するフォルダに格

納して報告するものとする。 

ただし、文書により報告するいとまがない場合は、即報として電話及び防災行政用無線によ

り口頭で報告し、事後に文書で報告する。 

① 被害状況報告（様式 1-1及び 1-2，様式 4～8） 

各部及び各区本部が把握した被害状況を集計し、定期的に報告する。 

また、災対本部事務局から指示があった場合は、その都度報告する。 

② 災害発生状況報告（様式 2） 

災害の状況等により、災対本部事務局から指示があった場合は、被害状況報告（様式 1-1

及び 1-2）とは別に、災害の概要、応急対策の実施状況の経過等を記載して報告する。 

③ 避難状況報告（様式 3） 

住民の避難が行われた場合、区本部は直ちに報告する。 
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スを活用する。 

(6) 映像伝送システムの活用 

大規模災害発生時に、高所監視カメラ及びヘリコプターテレビ電送システムの映像等を災害

情報センターに送信し、災害の概要を把握するとともに、地域衛星通信ネットワークを使用し、

総務省消防庁、宮城県及び他の地方公共団体に送信する。 

11. 非常通信の活用（被害が甚大である場合） 

電気通信設備の被災により、通信が途絶するなどしたために、上記の通信方法が使用できない

場合には、以下により代替通信手段を確保し、最低限の通信体制の維持に努める。 

(1) 災害対策基本法第 79条に基づく通信の確保 

災害により有線通信が途絶した場合、又は自己の無線通信ができなくなった場合は、災害対

策基本法第 79条に基づき最寄りの無線局に非常通信等の発信を依頼する。 

(2) 非常時の通信の確保 

① 東北総合通信局への依頼 

災害情報連絡のための防災行政無線等の通信手段に支障が生じた場合は、東北総合通信局

に連絡するものとし、東北総合通信局は通信の確保に必要な措置を講ずる。 

また、東北総合通信局は、要請に基づき、通信機器について関係業界団体の協力を得る等

により、その供給の確保を図るものとする。 

② 通信機器の確保 

通信手段確保のために利用する通信機器が不足する場合は、東北総合通信局及び電気通信

事業者に通信機器の貸与等を依頼する。 

また、災害発生による通信設備の電源供給停止時の応急電源（移動電源車）について、必

要に応じ、東北総合通信局に貸与を要請する。 

③ 無線局の開設等の依頼 

非常災害時における重要通信の確保のため必要とする場合は、東北総合通信局に対して、

無線局の開設、周波数の指定変更、無線設備の設置場所等の変更について、電話等簡易な手

段により免許の付与、その他の許可を求める。 
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(5) データ通信網の活用 

災害情報センターと各部及び区本部間の情報連携、又は各部と区本部間の情報連携は、効率

的な事務処理や連絡手段の多元化の観点から、行政情報ネットワークも活用する。また、防災

関係機関等の外部機関との情報連携も、電子メール等インターネットを利用した様々なサービ

スを活用する。 

(6) 映像伝送システムの活用 

大規模災害発生時に、高所監視カメラ及びヘリコプターテレビ電送システムの映像等を災害

情報センターに送信し、災害の概要を把握するとともに、地域衛星通信ネットワークを使用し、

総務省消防庁、宮城県及び他の地方公共団体に送信する。 

11. 非常通信の活用（被害が甚大である場合） 

電気通信設備の被災により、通信が途絶するなどしたために、上記の通信方法が使用できない

場合には、以下により代替通信手段を確保し、最低限の通信体制の維持に努める。 

(1) 災害対策基本法第 79条に基づく通信の確保 

災害により有線通信が途絶した場合、又は自己の無線通信ができなくなった場合は、災害対

策基本法第 79条に基づき最寄りの無線局に非常通信等の発信を依頼する。 

(2) 非常時の通信の確保 

ア 東北総合通信局への依頼 

災害情報連絡のための防災行政無線等の通信手段に支障が生じた場合は、東北総合通信局

に連絡するものとし、東北総合通信局は通信の確保に必要な措置を講ずる。 

また、東北総合通信局は、要請に基づき、通信機器について関係業界団体の協力を得る等に

より、その供給の確保を図るものとする。 

イ 通信機器の確保 

通信手段確保のために利用する通信機器が不足する場合は、東北総合通信局及び電気通信

事業者に通信機器の貸与等を依頼する。 

また、災害発生による通信設備の電源供給停止時の応急電源（移動電源車）について、必要

に応じ、東北総合通信局に貸与を要請する。 

ウ 無線局の開設等の依頼 

非常災害時における重要通信の確保のため必要とする場合は、東北総合通信局に対して、無

線局の開設、周波数の指定変更、無線設備の設置場所等の変更について、電話等簡易な手段に

より免許の付与、その他の許可を求める。 
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12. 被害状況等の報告  

(1) 災対本部事務局に対する報告 

ア 報告の区分及び担当部局 

各部及び区本部は、次表の報告分担により被害状況等を災対本部事務局に報告する。 

担 当 部 局  報 告 様 式 等  

各部・区本部 
被害状況報告（一般）（様式 1-1） 
被害状況報告（公共施設等）（様式 1-2） 

消 防 部 
区 本 部 

災害発生状況報告（様式 2） 

区 本 部 避難状況報告（様式 3） 

経 済 部 
都市整備 部 
建 設 部 

公共土木施設被害状況報告（様式 4） 

各部・区本部 公共施設等被害状況報告（様式 5） 

建 設 部 
水 道 部 
交 通 部 
ガ ス 部 

ライフライン被害状況報告（様式 6） 

経 済 部 農業関係被害状況報告（様式 7） 

消 防 部 火災発生状況報告（様式 8） 

（（資資料料 44--77～～1144「「様様式式 11--11～～88」」参参照照））  

イ 報告の方法 

各部及び区本部は、被害状況等を各様式に記載し、災対本部事務局が指定するフォルダに格

納して報告するものとする。 

ただし、文書により報告するいとまがない場合は、即報として電話及び防災行政用無線によ

り口頭で報告し、事後に文書で報告する。 

① 被害状況報告（様式 1-1及び 1-2，様式 4～8） 

各部及び各区本部が把握した被害状況を集計し、定期的に報告する。 

また、災対本部事務局から指示があった場合は、その都度報告する。 

② 災害発生状況報告（様式 2） 

災害の状況等により、災対本部事務局から指示があった場合は、被害状況報告（様式 1-1

及び 1-2）とは別に、災害の概要、応急対策の実施状況の経過等を記載して報告する。 

③ 避難状況報告（様式 3） 

住民の避難が行われた場合、区本部は直ちに報告する。 
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12. 被害状況等の報告  

(1) 災対本部事務局に対する報告 

ア 報告の区分及び担当部局 

各部及び区本部は、次表の報告分担により被害状況等を災対本部事務局に報告する。 

担 当 部 局  報 告 様 式 等  

各部・区本部 
被害状況報告（一般）（様式 1-1） 
被害状況報告（公共施設等）（様式 1-2） 

消 防 部 
区 本 部 

災害発生状況報告（様式 2） 

区 本 部 避難状況報告（様式 3） 

経 済 部 
都市整備部 
建 設 部 

公共土木施設被害状況報告（様式 4） 

各部・区本部 公共施設等被害状況報告（様式 5） 

建 設 部 
水 道 部 
交 通 部 
ガ ス 部 

ライフライン被害状況報告（様式 6） 

経 済 部 農業関係被害状況報告（様式 7） 

消 防 部 火災発生状況報告（様式 8） 

（（資資料料 44--77～～1144「「様様式式 11--11～～88」」参参照照））  

イ 報告の方法 

各部及び区本部は、被害状況等を各様式に記載し、災対本部事務局が指定するフォルダに格

納して報告するものとする。 

ただし、文書により報告するいとまがない場合は、即報として電話及び防災行政用無線によ

り口頭で報告し、事後に文書で報告する。 

① 被害状況報告（様式 1-1及び 1-2，様式 4～8） 

各部及び各区本部が把握した被害状況を集計し、定期的に報告する。 

また、災対本部事務局から指示があった場合は、その都度報告する。 

② 災害発生状況報告（様式 2） 

災害の状況等により、災対本部事務局から指示があった場合は、被害状況報告（様式 1-1

及び 1-2）とは別に、災害の概要、応急対策の実施状況の経過等を記載して報告する。 

③ 避難状況報告（様式 3） 

住民の避難が行われた場合、区本部は直ちに報告する。 
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(2) 被害報告の認定基準 

（（資資料料 44--1155「「被被害害報報告告等等のの認認定定基基準準」」参参照照））  

(3) 宮城県に対する報告 

宮城県に対する被害状況等の報告は、市町村被害状況報告要領に基づき、災対本部が宮城県

総合防災情報システム（MIDORI）により速やかに報告する。 

（（資資料料 44--1166「「県県及及びび国国にに対対すするる報報告告要要領領」」参参照照））  
（（資資料料 44--1177,,1188「「宮宮城城県県様様式式第第 11 号号,,第第 22 号号」」参参照照））  

(4) 国（総務省消防庁）に対する直接即報基準 
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第 8 節 災害広報・広聴計画 

〔災対本部事務局、まちづくり政策部、市民部、健康福祉部、文化観光部、区本部〕 

流言飛語による社会的混乱を防止し、市民の適切な判断と行動を助け、安全を確保するために

は、正確かつ分かりやすい情報の速やかな公表と伝達、広報活動が重要である。 

本節では、市民に対して災害関連情報を適時かつ的確に伝達するための広報計画及び市民から

の問合せや相談などに対応するための広聴計画を定める。 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災対本部事務局 

・広報紙、市ホームページ等による市民への災害広報に関すること 
・報道機関への情報の提供及び報道要請に関すること 
・記者会見に関すること 
・その他関係機関との連絡調整に関すること 

まちづくり政策部 ・各部が行う ICT等を活用した情報の発受信の支援に関すること 

市 民 部 
・災害に係る広聴相談（総合市政相談窓口・移動相談を含む）の総括
に関すること 

・他機関の相談担当窓口との総合連絡調整に関すること 

健 康 福 祉 部 ・被災障害者・高齢者への災害広報に関すること 

文 化 観 光 部 
・関係部署、機関との連携を通じての、多言語での災害広報に関する
こと 

区 本 部 ・災害広報及び広聴（市政相談窓口を含む）に関すること 

 

2. 広報活動 〔災対本部事務局、まちづくり政策部、市民部、健康福祉部、文化観光部、区本部〕 

災害発生時の被害状況を踏まえ、広報の対象、手段、目的等を勘案し、適切な広報媒体を選択す

ることにより、効果的な広報を行う。なお、その際には、高齢者、障害者、外国人等の災害時要援

護者、在宅での避難者、応急仮設住宅への避難者、所在を把握できる広域避難者に配慮した広報を

行う。 

(1) 広報の内容 

災害時に市民が求める情報は、時間の経過と共に変化し、被災者を取り巻く状況も刻々と変

化することから、おおむね次のような区分により市民ニーズに応じた適時、的確な広報を行う。 

ア 災害発生直後 

① 災害の発生状況 

② 洪水・崖崩れ等に関する情報 

③ 災対本部の設置 

④ 安否情報 

⑤ 被害状況の概要 

⑥ 避難所等の情報 
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(1) 広報の内容 
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⑦ 救援活動の状況 

⑧ 二次災害防止に関する情報 

⑨ 災害応急対策の実施状況 

⑩ 医療機関の活動状況 

⑪ 水・食料等の物資供給状況 

⑫ ボランティア受入れ情報 

⑬ その他（被災地からの情報発信及び災害時の連絡方法として、公衆電話の活用、災害用

伝言ダイヤル（171）や通信事業者各社が提供する災害用伝言板の利用について周知を図

る。） 

イ 生活再開時 

① ライフラインの被害状況と復旧見込み 

② 生活必需品の供給状況 

③ 道路・交通情報 

④ 医療情報 

⑤ 罹災証明関連情報 

⑥ 教育関連情報 

⑦ 災害ごみの処理方法 

⑧ 相談窓口の開設状況 

⑨ 公共機関（市役所）の通常業務の再開状況 

⑩ その他（被災地からの情報発信を含む） 

ウ 復興期 

① 義援金関連情報 

② 住宅関連情報 

③ 各種貸付・融資制度情報 

④ 各種減免措置等の状況 

⑤ 復興関連情報 

⑥ その他（被災地からの情報発信を含む） 

(2) 広報の方法 

ア 報道機関との連携 

① テレビ・ラジオの活用 

災害発生直後は、迅速かつ広範囲に情報を伝えることができる媒体であるテレビ・ラジオ

局と連携し、市民への広報に努める。 

「災害時の放送に関する協定」に基づき、日本放送協会仙台放送局及び民間放送各社（コ

ミュニティ FM局を含む）に対して放送を依頼する。 

（（資資料料 44--1188「「報報道道機機関関一一覧覧表表」」参参照照））  
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② 報道機関に対する情報提供 

災害時は、記者会見、記者説明、資料提供等により、報道機関を通じて市民に情報を伝え

る必要がある。そのため、災対本部事務局は、被害状況、避難情報の発令状況、市民及び被

災者に対する注意事項等の情報提供に努める。 

また、大規模災害時の初動期には、報道対応に混乱を来さないよう、仙台市政記者会の協

力を得て、円滑な情報提供に努める。 

各部及び区本部に関する情報提供、取材については、原則として各部及び区本部で対応す

る。各部及び各区本部は、原則として事前に情報提供、取材内容を災対本部事務局に報告し

た上で、速やかに対応する。 

なお、外国報道機関への対応に当たっては、文化観光部の協力を得て行う。 

イ 広報車による広報 

関係する各部及び区本部は、災害の状況に応じて、必要な場合は広報車を出動させ、広報を

実施する。 

なお、広報車による広報が困難な地域又は特に必要と認められる地域に対しては、関係する

各部及び区本部において職員を派遣し、広報を行う。 

広報車及び職員派遣による広報の実施にあたっては、通信手段の確保に留意する。 

ウ 広報紙等による広報 

災対本部事務局は、複雑な情報を分かりやすく市民に伝えるため、災害の状況に応じて速や

かに文字情報としての広報紙を作成し、配布する。 

広報紙による情報提供は、詳しい情報を提供することができることに加え、読み返すことが

できるなどの長所がある。時間の経過と共に市民のニーズも変化してくることから、このよう

な媒体の特性を生かしながら、的確な広報に努める。 

① 発 行 

仙台市政だよりの印刷製本業務委託契約先に印刷発行の協力を要請する。 

② 配布場所 

平常どおりの町内会等を通じた配布が不可能であると予測される状況のときは、各区本部

を通じて避難所、区役所等被災者が多く集まる場所へ配布するとともに、その旨を地域団体

等に周知し、自らの情報収集を依頼する。また、街頭での貼り出しを行い、発行部数の増加

の程度に応じて、段階的に配布場所の拡大を図る。 

③ 配送手段 

各避難所への配送は、物資等の配送ルートを活用するとともに、電子メール、FAX等の伝

達手段を可能な限り活用する。 

また、配布場所の拡大を図る段階においては、新聞折り込みによる配布も検討する。 

エ 通信メディアによる広報 

災対本部事務局は、まちづくり政策部と連携し、市のホームページや避難情報ウェブサイト、

SNS（ツイッター等）、電子メール等のインターネットを利用した様々なサービスによる情報

伝達を可能な限り実施し、市民への広報を補完するとともに、国内外へ情報発信を行う。 
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「災害時の放送に関する協定」に基づき、日本放送協会仙台放送局及び民間放送各社（コ

ミュニティ FM局を含む）に対して放送を依頼する。 

（（資資料料 44--1188「「報報道道機機関関一一覧覧表表」」参参照照））  
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② 報道機関に対する情報提供 

災害時は、記者会見、記者説明、資料提供等により、報道機関を通じて市民に情報を伝え

る必要がある。そのため、災対本部事務局は、被害状況、避難情報の発令状況、市民及び被

災者に対する注意事項等の情報提供に努める。 

また、大規模災害時の初動期には、報道対応に混乱を来さないよう、仙台市政記者会の協

力を得て、円滑な情報提供に努める。 

各部及び区本部に関する情報提供、取材については、原則として各部及び区本部で対応す

る。各部及び各区本部は、原則として事前に情報提供、取材内容を災対本部事務局に報告し

た上で、速やかに対応する。 

なお、外国報道機関への対応に当たっては、文化観光部の協力を得て行う。 

イ 広報車による広報 

関係する各部及び区本部は、災害の状況に応じて、必要な場合は広報車を出動させ、広報を

実施する。 

なお、広報車による広報が困難な地域又は特に必要と認められる地域に対しては、関係する

各部及び区本部において職員を派遣し、広報を行う。 

広報車及び職員派遣による広報の実施にあたっては、通信手段の確保に留意する。 

ウ 広報紙等による広報 

災対本部事務局は、複雑な情報を分かりやすく市民に伝えるため、災害の状況に応じて速や

かに文字情報としての広報紙を作成し、配布する。 

広報紙による情報提供は、詳しい情報を提供することができることに加え、読み返すことが

できるなどの長所がある。時間の経過と共に市民のニーズも変化してくることから、このよう

な媒体の特性を生かしながら、的確な広報に努める。 

① 発 行 

仙台市政だよりの印刷製本業務委託契約先に印刷発行の協力を要請する。 

② 配布場所 

平常どおりの町内会等を通じた配布が不可能であると予測される状況のときは、各区本部

を通じて避難所、区役所等被災者が多く集まる場所へ配布するとともに、その旨を地域団体

等に周知し、自らの情報収集を依頼する。また、街頭での貼り出しを行い、発行部数の増加

の程度に応じて、段階的に配布場所の拡大を図る。 

③ 配送手段 

各避難所への配送は、物資等の配送ルートを活用するとともに、電子メール、FAX等の伝

達手段を可能な限り活用する。 

また、配布場所の拡大を図る段階においては、新聞折り込みによる配布も検討する。 

エ 通信メディアによる広報 

災対本部事務局は、まちづくり政策部と連携し、市のホームページや避難情報ウェブサイト、

SNS（ツイッター等）、電子メール等のインターネットを利用した様々なサービスによる情報

伝達を可能な限り実施し、市民への広報を補完するとともに、国内外へ情報発信を行う。 
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(3) 災害時要援護者への広報 

災害時に迅速かつ的確な行動がとりにくい視覚・聴覚障害者や外国人に対する広報について

は、健康福祉部、市民部及び文化観光部において、音声案内や文字情報の掲示・点字化・多言

語化、手話通訳によるテレビ放送等を可能な限り実施するとともに、仙台市災害多言語支援セ

ンター、各種ボランティア団体等との連携を図りつつ、広報を行う。 

(4) 区との役割分担 

大規模災害の場合、各区での被害状態が異なるため、各区本部においても、可能な限り早期

に、地域に密着したきめ細かな広報を行う。 

(5) 伝達系統図 
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3. 広聴相談活動 〔市民部・区本部〕 

(1) 電話による問合せ窓口の設置 

ア 市民部は、災害の状況により必要な場合、災対本部事務局と協議のうえ、電話による問合

せ窓口を設置する。なお、設置にあたっては、仙台市総合コールセンターの活用も検討する。 

イ 問合せ窓口は、災対本部事務局や関係する部及び関係機関と連絡を密にしながら、電話に

よる市民からの問合せへの回答や情報収集などの対応を行う。 

ウ 問合せ窓口は、当日の問合せ内容、件数を記録、集約し、災対本部事務局に報告を行う。

ただし、市民からの情報が災害応急対策上、緊急かつ重要な場合は、直ちに災対本部事務局

に報告を行う。区本部においても、災害の状況により必要な場合は、「問合せ専用チーム」

を組織し、電話による市民からの問合せや相談等に対応する。 

(2) 総合市政相談窓口の設置 

市民部及び区本部は、必要な場合、市民からの問合せや相談等に対応するため、市民のため

の総合市政相談窓口（総合市政相談所）または市政相談窓口（市政相談所）を設置する。 

この場合、必要に応じ、災対本部事務局と協議のうえ、関係する各部及び区本部に相談員の

派遣を要請する。 

なお、開設に併せて効果的な広報手段により、窓口開設の周知を行う。 

（（資資料料 99--44「「主主なな相相談談内内容容及及びび関関係係機機関関、、担担当当部部一一覧覧」」参参照照））  

(3) 移動巡回相談の実施 

市民部及び区本部は、災害発生後のそれぞれの段階における市民意識や市民ニーズを的確に

把握し、市民生活の不安解消を図るため、避難所等における移動巡回相談の実施に努める。 

(4) 国の機関及び特殊法人、県等との協力体制 

市民部は、大規模災害発生時に開設される、国及び特殊法人の出先機関、地方公共団体、各

種団体等で構成される「特別総合行政相談所」（事務局：東北管区行政評価局）の設置・運営

に協力し、この相談所を通じた国等の動向及びその情報収集に努める。 

※「特別総合行政相談所」とは、宮城地域行政苦情相談連絡協議会（構成機関：国・特殊法人の出先機関、

地方公共団体等 42 機関）が国の防災基本計画に基づき、申合せを行った大規模災害発生時に被災地域に

おいて、被災者等からの各種相談、問合せ等に応じるための総合的な相談窓口である。   
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おいて、被災者等からの各種相談、問合せ等に応じるための総合的な相談窓口である。   
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3. 広聴相談活動 〔市民部・区本部〕 
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地方公共団体等 42 機関）が国の防災基本計画に基づき、申合せを行った大規模災害発生時に被災地域に
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(5) 専門相談窓口の設置 

市民部及び区本部は、災害の状況により必要と認めたときは、法律問題や災害時に増えると

いわれているドメスティック・バイオレンス被害などの女性相談等、専門的な問題の迅速な解

決に資するため、市民のための専門相談窓口を設置する。 

この場合、必要に応じ、関係部及び区本部と調整を行い、関係団体への相談員の派遣要請を

当該部に指示する。 

(6) 女性支援センターの設置 

市民部は、災害の状況により必要と認めたときは、仙台市男女共同参画推進センター内に女

性支援センターを設置し、専門相談窓口の一つとして女性のための相談窓口を開設するととも

に、同センターを運営する公益財団法人せんだい男女共同参画財団と共に、被災女性のニーズ

の把握に努め、NPO団体等との連携を図りながら、必要な対応を行う。 

(7) 要望等の処理 

市民部及び区本部は、総合市政相談窓口等において聴取した要望及び陳情や手紙等で寄せら

れた苦情・要望等を、関係部及び区本部並びに防災関係機関へ電子メールや FAX 等を活用し照

会や連絡を行い、適切な処理を行うとともに、その回答、処理状況も併せて時系列的に記録を

する。 

(8) 広聴相談体制フロー 

 

※ 市民部及び区本部は、必要に応じ電話による問合せ窓口を設置し対応する。 

 

 

災対本部事務局 防災関係機関 関係部 各種協会等 

国の出先機関、

特殊法人、県 

等  
区本部 

移動巡回相談 

市政相談所 総合市政相談所 

市民部 

専門相談 

（法律相談等） 

専門相談 

（法律相談等） 

連 携 連 携

調整

相談員の派遣要請

情報収集

（特別行政相談所）

相談員の派遣

市 民 ・ 事 業 所 等 

回 答相 談
相 談 回 答
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第 9 節 救急・救助計画 

〔消防部〕 

本節では、災害の発生に伴う救急活動、救助活動を迅速かつ的確に行うための計画について定

める。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

2. 救急・救助活動 

(1) 救急活動 

多数の救急事案が発生している場合は、人命の安全確保を最優先とした救急体制を早期に確

立する。 

ア 臨時救急隊を編成し、現地救護所での活動や医療機関等への搬送を実施する。 

イ 健康福祉部と連絡を密にして、負傷者の受入れ可能医療機関を把握する。 

ウ 負傷者の応急処置及び搬送は、救命の処置を必要とする者を最優先とし、軽症者は、消防

団、自主防災組織等の協力を受けて応急処置を行う。 

エ 軽症者の搬送など、必要に応じて協定を締結している民間の患者等搬送事業者に協力を要

請する。 

オ 負傷者に投与する酸素ガスが不足するおそれがある場合は、協定を締結している酸素ガス

等取扱団体に協力を要請する。 

(2) 現地救護所の設置 

多数の負傷者が予想される場合は、職員の参集状況等に応じ、被災地又は救急隊が設置され

ている消防署所に救護所を設置し、次の措置を講ずる。 

ア トリアージを実施し、負傷者の搬送順位及び搬送先医療機関を決定する。 

イ 負傷者に対する応急処置を実施する。 

ウ 必要に応じて、災対本部を通じ、医療救護班（DMATを含む）の派遣を要請する。 

（注）トリアージとは、負傷者の緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送を行うために、負傷者の治療

優先順位を決定すること   

実 施 機 関 担 当 業 務 

消 防 部 救急、救助の実施及び関係機関との相互連絡に関すること 
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(5) 専門相談窓口の設置 

市民部及び区本部は、災害の状況により必要と認めたときは、法律問題や災害時に増えると

いわれているドメスティック・バイオレンス被害などの女性相談等、専門的な問題の迅速な解

決に資するため、市民のための専門相談窓口を設置する。 

この場合、必要に応じ、関係部及び区本部と調整を行い、関係団体への相談員の派遣要請を

当該部に指示する。 

(6) 女性支援センターの設置 

市民部は、災害の状況により必要と認めたときは、仙台市男女共同参画推進センター内に女

性支援センターを設置し、専門相談窓口の一つとして女性のための相談窓口を開設するととも

に、同センターを運営する公益財団法人せんだい男女共同参画財団と共に、被災女性のニーズ
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会や連絡を行い、適切な処理を行うとともに、その回答、処理状況も併せて時系列的に記録を

する。 

(8) 広聴相談体制フロー 

 

※ 市民部及び区本部は、必要に応じ電話による問合せ窓口を設置し対応する。 
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国の出先機関、
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（法律相談等） 

連 携 連 携

調整
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情報収集

（特別行政相談所）

相談員の派遣

市 民 ・ 事 業 所 等 

回 答相 談
相 談 回 答
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(5) 専門相談窓口の設置 

市民部及び区本部は、災害の状況により必要と認めたときは、法律問題や災害時に増えると

いわれているドメスティック・バイオレンス被害などの女性相談等、専門的な問題の迅速な解

決に資するため、市民のための専門相談窓口を設置する。 

この場合、必要に応じ、関係部及び区本部と調整を行い、関係団体への相談員の派遣要請を

当該部に指示する。 

(6) 女性支援センターの設置 

市民部は、災害の状況により必要と認めたときは、仙台市男女共同参画推進センター内に女

性支援センターを設置し、専門相談窓口の一つとして女性のための相談窓口を開設するととも

に、同センターを運営する公益財団法人せんだい男女共同参画財団と共に、被災女性のニーズ

の把握に努め、NPO団体等との連携を図りながら、必要な対応を行う。 

(7) 要望等の処理 

市民部及び区本部は、総合市政相談窓口等において聴取した要望及び陳情や手紙等で寄せら

れた苦情・要望等を、関係部及び区本部並びに防災関係機関へ電子メールや FAX 等を活用し照

会や連絡を行い、適切な処理を行うとともに、その回答、処理状況も併せて時系列的に記録を

する。 

(8) 広聴相談体制フロー 

 

※ 市民部及び区本部は、必要に応じ電話による問合せ窓口を設置し対応する。 

 

 

災対本部事務局 防災関係機関 関係部 各種協会等 

国の出先機関、

特殊法人、県 

等  
区本部 

移動巡回相談 

市政相談所 総合市政相談所 

市民部 

専門相談 

（法律相談等） 

専門相談 

（法律相談等） 

連 携 連 携

調整

相談員の派遣要請

情報収集

（特別行政相談所）

相談員の派遣

市 民 ・ 事 業 所 等 

回 答相 談
相 談 回 答

第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 9 節 救急・救助計画 

 

89 

第 9 節 救急・救助計画 

〔消防部〕 

本節では、災害の発生に伴う救急活動、救助活動を迅速かつ的確に行うための計画について定

める。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

2. 救急・救助活動 

(1) 救急活動 

多数の救急事案が発生している場合は、人命の安全確保を最優先とした救急体制を早期に確

立する。 

ア 臨時救急隊を編成し、現地救護所での活動や医療機関等への搬送を実施する。 

イ 健康福祉部と連絡を密にして、負傷者の受入れ可能医療機関を把握する。 
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イ 負傷者に対する応急処置を実施する。 

ウ 必要に応じて、災対本部を通じ、医療救護班（DMATを含む）の派遣を要請する。 

（注）トリアージとは、負傷者の緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送を行うために、負傷者の治療

優先順位を決定すること   

実 施 機 関 担 当 業 務 

消 防 部 救急、救助の実施及び関係機関との相互連絡に関すること 
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第 9 節 救急・救助計画 
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(3) 救助活動 

同時に多数の救助事案が発生したときは、早期に救助体制を確立する。 

ア 特命救助隊を臨時に編成する。 

イ 簡易な救助活動は、消防団、自主防災組織等により実施する。 

ウ 人命救助活動上必要ある場合は、クレーン車、ブルドーザー等民間の特殊車両の出動を要

請する。 

エ 救助事案が同時に多発し、多数の負傷者が発生した場合は、警察、自衛隊等関係機関と活

動区域の分担、要救助者の情報交換など連携体制を速やかに確立し、効果的な活動を行う。 

オ 消防隊が使用する呼吸器やガス溶断機用の酸素ガス等が不足するおそれがある場合は、協

定を締結している酸素ガス等取扱団体に協力を要請する。 

3. ヘリコプターによる救助・救急搬送 

(1) ヘリコプターによる救助・救急搬送 

本市以外の医療機関に傷病者を緊急に搬送する必要が生じた場合は、必要によりヘリコプ

ターによる救急搬送を実施する。 

(2) 広域航空消防応援要請 

ヘリコプターによる人命救助や救急搬送、資機材搬送等に応援が必要な場合は、宮城県広域

航空消防応援協定（平成 31 年 4 月 1 日締結）、東京消防庁・仙台市航空機消防相互応援協定

（平成 8年 1月 22 日施行）、緊急消防援助隊運用要綱(平成 16年 3月 26 日消防震第 19号)及

び大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱（昭和 61年 5月 30日消防救第 61号）

により出動要請を行う。 

(3) 他機関ヘリコプター等との連携 

複数要請時や多数傷病者が発生した場合は、円滑な救急活動及び病院間搬送等を実施するた

めに、自衛隊ヘリコプター、海上保安庁ヘリコプター、宮城県警航空隊ヘリコプター、宮城県

防災ヘリコプター、宮城県ドクターヘリ等の防災関係機関と連携・協力した活動を行う。 

4. 緊急消防援助隊等の活動等 

緊急消防援助隊及び宮城県広域消防応援隊等による救急・救助活動は、仙台市消防受援計画に基

づき実施する。 

（（資資料料 77--33「「緊緊急急消消防防援援助助隊隊受受援援体体制制」」参参照照））  
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〔健康福祉部、こども若者部、経済部、消防部、市立病院部、区本部〕 

本節では、災害発生時における医療救護・保健・防疫活動について定めるとともに、医薬品等

の確保体制について定める。 
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・医療救護班の編成に関すること 

・医療機関の被害状況の把握に関すること 

・医薬品、医療機器の調達及び配分に関すること 

・医療機関との総合調整に関すること 

・医療ボランティアに関すること 

・被災者の保健活動の総括に関すること 

・被災地の防疫の総括、防疫班の編成に関すること 

・防疫用薬剤、資機材の調達及び配分に関すること 

・被災動物の保護、管理に関すること 

・災害時における衛生に関する調査、試験検査に関すること 

こ ど も 若 者 部 ・被災者（子ども）の精神保健活動に関すること 

経 済 部 ・家畜の防疫に関すること 

市 立 病 院 部 
・市立病院における被災患者の診療に関すること 

・院外での医療救護活動に関すること 

区 本 部 

・避難所救護所の開設、医療救護班の活動支援及び負傷者の

救護に関すること 

・医療ボランティアの活動の支援に関すること 

・被災者に対する保健相談及び指導に関すること 

・被災地域及び避難所における食品衛生に関すること 

・被災地域及び避難所における防疫に関すること 

 

2. 医療救護の実施 〔健康福祉部〕 

災害救助法の適用有無に関わらず、医療救護が必要と認められる場合は、市が災害救助法及び仙

台市災害救助法施行細則を基準として、関係機関の協力を得て医療救護を実施する。 

洪水、がけ崩れ等の発生に伴う建物、構築物等の倒壊等により、同時に多数の負傷者が発生し、

また、医療機関自体も被災し、診療機能が低下するため、一時的に地域の医療能力をはるかに超え

る医療需要が発生することが予想される。 

市は、このような医療需要に対応するため、宮城県及び関係医療機関との連携を図りながら、避

難所救護所の設置、医療救護班の派遣及び後方医療体制の整備など、適切な医療救護を実施する。 
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(3) 救助活動 

同時に多数の救助事案が発生したときは、早期に救助体制を確立する。 

ア 特命救助隊を臨時に編成する。 

イ 簡易な救助活動は、消防団、自主防災組織等により実施する。 

ウ 人命救助活動上必要ある場合は、クレーン車、ブルドーザー等民間の特殊車両の出動を要

請する。 

エ 救助事案が同時に多発し、多数の負傷者が発生した場合は、警察、自衛隊等関係機関と活

動区域の分担、要救助者の情報交換など連携体制を速やかに確立し、効果的な活動を行う。 

オ 消防隊が使用する呼吸器やガス溶断機用の酸素ガス等が不足するおそれがある場合は、協

定を締結している酸素ガス等取扱団体に協力を要請する。 

3. ヘリコプターによる救助・救急搬送 

(1) ヘリコプターによる救助・救急搬送 

本市以外の医療機関に傷病者を緊急に搬送する必要が生じた場合は、必要によりヘリコプ

ターによる救急搬送を実施する。 

(2) 広域航空消防応援要請 

ヘリコプターによる人命救助や救急搬送、資機材搬送等に応援が必要な場合は、宮城県広域

航空消防応援協定（平成 31 年 4 月 1 日締結）、東京消防庁・仙台市航空機消防相互応援協定

（平成 8年 1月 22日施行）、緊急消防援助隊運用要綱(平成 16年 3月 26 日消防震第 19号)及

び大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱（昭和 61年 5月 30日消防救第 61号）

により出動要請を行う。 

(3) 他機関ヘリコプター等との連携 

複数要請時や多数傷病者が発生した場合は、円滑な救急活動及び病院間搬送等を実施するた

めに、自衛隊ヘリコプター、海上保安庁ヘリコプター、宮城県警航空隊ヘリコプター、宮城県

防災ヘリコプター、宮城県ドクターヘリ等の防災関係機関と連携・協力した活動を行う。 

4. 緊急消防援助隊等の活動等 

緊急消防援助隊及び宮城県広域消防応援隊等による救急・救助活動は、仙台市消防受援計画に

基づき実施する。 

（（資資料料 77--33「「緊緊急急消消防防援援助助隊隊受受援援体体制制」」参参照照））  
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3. 災害時医療体制 〔健康福祉部、市立病院部、区本部〕 

(1) 災害時医療体制の概要 

災害時の医療救護の概要は次のとおりである。 

（（資資料料 99--1188「「救救急急告告示示病病院院・・災災害害拠拠点点病病院院一一覧覧」」参参照照））  

 

< 災 害 時 医 療 体 制 図 > 
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(2) 災害時医療連絡調整本部 

市は、災害時の医療救護活動を迅速、的確に行うため医療機関や医療関係団体その他の関係

機関と連携してこれに当たる。 

そのため、健康福祉部は仙台市医師会、仙台歯科医師会、仙台市薬剤師会、宮城県看護協会

その他の関係機関に参集を呼びかけ、災害時医療連絡調整本部を設置するとともに、健康福祉

部の職員を参加させ、医療に関する情報収集や連絡調整を一元化し、各機関の連携の下医療救

護活動を行う体制の整備を図る。 

〈 連 携 体 制 図 〉 

 

(3) 区本部(保健福祉センター) 

地域における医療救護は、健康福祉部が集約した医療情報をもとに、地域医療機関や医療救

護班等と連携して行う。区本部保健福祉班は、地域の医療機関と協力しておおむね次の業務に

当たる。 

ア 避難所救護所の開設 

イ 医療救護班の活動支援 

ウ 管内医療救護活動の支援 

エ 避難所救護所等への医薬品等の供給 

オ 医療ボランティアの活動支援 
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3. 災害時医療体制 〔健康福祉部、市立病院部、区本部〕 

(1) 災害時医療体制の概要 

災害時の医療救護の概要は次のとおりである。 

（（資資料料 99--1188「「救救急急告告示示病病院院・・災災害害拠拠点点病病院院一一覧覧」」参参照照））  
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(2) 災害時医療連絡調整本部 

市は、災害時の医療救護活動を迅速、的確に行うため医療機関や医療関係団体その他の関係

機関と連携してこれに当たる。 

そのため、健康福祉部は仙台市医師会、仙台歯科医師会、仙台市薬剤師会、宮城県看護協会

その他の関係機関に参集を呼びかけ、災害時医療連絡調整本部を設置するとともに、健康福祉

部の職員を参加させ、医療に関する情報収集や連絡調整を一元化し、各機関の連携の下医療救

護活動を行う体制の整備を図る。 

〈 連 携 体 制 図 〉 

 

(3) 区本部(保健福祉センター) 

地域における医療救護は、健康福祉部が集約した医療情報をもとに、地域医療機関や医療救

護班等と連携して行う。区本部保健福祉班は、地域の医療機関と協力しておおむね次の業務に

当たる。 

ア 避難所救護所の開設 

イ 医療救護班の活動支援 

ウ 管内医療救護活動の支援 
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(4) 初動時の対応 

災害発生直後における対応は次のとおりである。 

ア 健康福祉部 

速やかに災害時医療連絡調整本部の設置を行い、医療関係団体等との連携体制の整備を図

るとともに、医療情報の収集を行い、医療救護班派遣の準備及び後方医療機関の確保を図る。 

イ 区本部保健福祉班 

管内の負傷者の発生状況等の情報を収集し、健康福祉部調整の下、必要な避難所救護所を設

置する。また、避難所救護所情報を健康福祉部に報告し、併せて医療救護班の派遣を要請する。 

ウ 医療機関等 

下図のとおり後方医療機関、地域医療機関及び医薬品等を備蓄している避難所等の連携に

より地域内での自律的対応を行う。 

 

＜ 初 動 連 携 体 制 ＞ 

 

 

4. 医療情報の収集伝達 〔健康福祉部〕 

(1) 収集体制 

健康福祉部は、各医療機関の被害状況や活動状況等について宮城県と連携の下、情報の収集

を行うとともに、災害時医療連絡調整本部において医師会等関係団体と密接に連携し、各関係

団体が収集した情報と併せ、医療情報を一元的に把握する体制を確立する。 
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<医 療 情 報 収 集 体 制 図 > 

 

 

(2) 提供体制 

収集した医療情報は、第8節「災害広報・広聴計画」に定めるところにより、広報を行うととも

に、保健福祉センターや避難所等を通じて市民や各医療機関に情報提供を行う。 

5. 応急救護体制 〔健康福祉部、消防部、市立病院部、区本部〕 

(1) 救護所の設置 

災害の状況により、多数の負傷者の発生が予想される場合は、応急的な救護を行うため、必

要に応じ救護所を設置する。 

 

救 護 所 設 置 者 設 置 場 所 等  

避難所救護所 区 本 部 
必要に応じ多数の被災者を受け入れている避難所に設置す
る。 

現 地 救 護 所  消 防 部 被災地又は救急隊が設置されている消防署所に設置する。 
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(2) 医療救護班 

ア 医療救護班の派遣 

健康福祉部は、区本部及び消防部からの要請又は自らの判断で、避難所救護所又は被災医療

機関等に対し必要な医療救護班を派遣する。 

区本部保健福祉班は、避難所救護所を設置した場合又は被災医療機関から要請があった場

合には、必要な医療救護班数を把握し、健康福祉部に対し医療救護班派遣を要請する。 

消防部は、現地救護所を設置した場合には、必要な医療救護班数を把握し、健康福祉部に対

し医療救護班派遣を要請する。 

イ 医療救護班の編成及び派遣要請先等 

健康福祉部は、アの医療救護班を派遣する場合は、災害時医療連絡調整本部と調整の上、各

医療救護班派遣要請先に医療救護班の派遣を要請する。 

※仙台市医師会、仙台歯科医師会、仙台市薬剤師会、宮城県看護協会と災害時における医療救護活動に関

する応援協定（資料 7-1「災害時における応援協力に関する協定等一覧」参照）を締結 

＜医療救護班派遣要請先一覧＞ 

医療救護班の種別 編 成 等 派 遣 要 請 先  

医 療 救 護 班 
（※DMATを含む） 

医師、看護師等 

仙台市医師会  東北大学病院 
仙台市立病院  仙台オープン病院 
日本赤十字社宮城県支部 
宮城県看護協会等 
宮城県（DMAT）(JMAT)（DPAT）（DMORT）等 

歯科医療救護班 歯科医師、歯科衛生士等 仙台歯科医師会 東北大学病院 

薬 剤 師 救 護 班 薬剤師等 仙台市薬剤師会 

※DMAT：災害急性期において、可及的早期に救出・救助部門と合同し、機動的に活動できるよう訓練を受けた

医療チーム 

ウ 他の地方公共団体からの応援救護班 

災害の規模が大きく、市内の医療救護班では不足する場合や、市内の医療機関の被害が大き

く医療救護班を派遣できない場合には、健康福祉部は災害時の相互応援協定を結んでいる他

の地方公共団体や県知事に対し、医療救護班の派遣を要請する。 

要請先は次のとおりである。 

 

協 定 等 派遣要請先  

21 大都市災害時相互応援に関する協定締結都市の救護班 当該都市の衛生主管部局 

東北地区六都市災害時相互応援に関する協定締結都市の 
救護班 

応援調整都市の衛生主管部局 
  正：福島市 副：山形市 

宮城県市町村相互応援に関する協定締結団体の救護班 県知事を通じ要請 
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エ 医療救護班の受入れ 

 
 

オ 医療救護班の業務内容 

医療救護班は、災害時医療連絡調整本部の指示の下、区本部保健福祉班と連携し避難所救護

所、被災医療機関、また避難所等の医療救護活動を行う。 

① 医療救護班の行う業務内容は、原則として次に示すものとする。 

・傷病者に対する応急処置 ・トリアージ 
・軽症者等への医療 ・服薬指導（薬剤師救護班） 
・応急歯科治療（歯科医療救護班）  
・医薬品集積所等における医薬品管理（薬剤師救護班） 

② 状況により次の業務も行う。 

・被災医療機関での医療 

6. 後方医療体制 〔健康福祉部、消防部、市立病院部〕 

(1) 後方医療の確保 

避難所救護所や地域の医療機関で対応できない重症者や特殊な医療を要する者については、

治療機能が保たれている後方の医療機関へ搬送して治療を行う必要がある。 

健康福祉部は災害発生後速やかに、宮城県救急医療情報システム（EMIS）、救急災害時情報

伝達ネットワーク（デジタル MCA 無線）、災害時用の病院連絡網等を通して、空床等後方医療

機関の情報を収集し、搬送先医療機関の確保を図るとともに、消防部や区本部保健福祉班と協

力して避難所救護所や地域医療機関からの搬送・転院搬送需要に対応する。 

また、市内の後方医療機関で対応能力が不足する場合には、他都市の医療機関に搬送するこ

ととし、県知事や他の自治体の協力を要請する等必要な措置をとる。 

(2) 負傷者の搬送体制 

被災現場や避難所救護所等からの負傷者の搬送は、第 9 節「救急・救助計画」により消防部

が中心となって行う。 

医療機関からの市内・市外医療機関への搬送については、消防部、健康福祉部、区本部保健

福祉班及び医療機関が協力して、ヘリコプター等の輸送手段も考慮し搬送体制の確保を図る。

なお、必要に応じ県知事を通じて、警察、自衛隊、海上保安庁等の協力を受ける。 
  

区本部保健福祉班 

派遣機関との調整 

医療救護班の配置調整 

その他必要な事項 

情報、物資の提供 

その他医療救護班の活動に必要な支援 

健康福祉部 
（災害時医療連絡調整本部） 
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(2) 医療救護班 
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健康福祉部は、区本部及び消防部からの要請又は自らの判断で、避難所救護所又は被災医療

機関等に対し必要な医療救護班を派遣する。 

区本部保健福祉班は、避難所救護所を設置した場合又は被災医療機関から要請があった場

合には、必要な医療救護班数を把握し、健康福祉部に対し医療救護班派遣を要請する。 

消防部は、現地救護所を設置した場合には、必要な医療救護班数を把握し、健康福祉部に対
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医療救護班派遣要請先に医療救護班の派遣を要請する。 

※仙台市医師会、仙台歯科医師会、仙台市薬剤師会、宮城県看護協会と災害時における医療救護活動に関

する応援協定（資料 7-1「災害時における応援協力に関する協定等一覧」参照）を締結 

＜医療救護班派遣要請先一覧＞ 

医療救護班の種別 編 成 等 派 遣 要 請 先  
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（※DMATを含む） 
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仙台市医師会  東北大学病院 
仙台市立病院  仙台オープン病院 
日本赤十字社宮城県支部 
宮城県看護協会等 
宮城県（DMAT）(JMAT)（DPAT）（DMORT）等 

歯科医療救護班 歯科医師、歯科衛生士等 仙台歯科医師会 東北大学病院 

薬 剤 師 救 護 班  薬剤師等 仙台市薬剤師会 

※DMAT：災害急性期において、可及的早期に救出・救助部門と合同し、機動的に活動できるよう訓練を受けた

医療チーム 

ウ 他の地方公共団体からの応援救護班 

災害の規模が大きく、市内の医療救護班では不足する場合や、市内の医療機関の被害が大き

く医療救護班を派遣できない場合には、健康福祉部は災害時の相互応援協定を結んでいる他

の地方公共団体や県知事に対し、医療救護班の派遣を要請する。 

要請先は次のとおりである。 

 

協 定 等 派遣要請先  

21 大都市災害時相互応援に関する協定締結都市の救護班 当該都市の衛生主管部局 

東北地区六都市災害時相互応援に関する協定締結都市の 
救護班 

応援調整都市の衛生主管部局 
  正：福島市 副：山形市 

宮城県市町村相互応援に関する協定締結団体の救護班 県知事を通じ要請 
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① 医療救護班の行う業務内容は、原則として次に示すものとする。 
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(1) 後方医療の確保 

避難所救護所や地域の医療機関で対応できない重症者や特殊な医療を要する者については、

治療機能が保たれている後方の医療機関へ搬送して治療を行う必要がある。 

健康福祉部は災害発生後速やかに、宮城県救急医療情報システム（EMIS）、救急災害時情報

伝達ネットワーク（デジタル MCA 無線）、災害時用の病院連絡網等を通して、空床等後方医療
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6. 後方医療体制 〔健康福祉部、消防部、市立病院部〕 

(1) 後方医療の確保 

避難所救護所や地域の医療機関で対応できない重症者や特殊な医療を要する者については、

治療機能が保たれている後方の医療機関へ搬送して治療を行う必要がある。 

健康福祉部は災害発生後速やかに、宮城県救急医療情報システム（EMIS）、救急災害時情報
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力して避難所救護所や地域医療機関からの搬送・転院搬送需要に対応する。 

また、市内の後方医療機関で対応能力が不足する場合には、他都市の医療機関に搬送するこ

ととし、県知事や他の自治体の協力を要請する等必要な措置をとる。 

(2) 負傷者の搬送体制 

被災現場や避難所救護所等からの負傷者の搬送は、第 9 節「救急・救助計画」により消防部

が中心となって行う。 

医療機関からの市内・市外医療機関への搬送については、消防部、健康福祉部、区本部保健

福祉班及び医療機関が協力して、ヘリコプター等の輸送手段も考慮し搬送体制の確保を図る。

なお、必要に応じ県知事を通じて、警察、自衛隊、海上保安庁等の協力を受ける。 
  

区本部保健福祉班 

派遣機関との調整 

医療救護班の配置調整 

その他必要な事項 

情報、物資の提供 

その他医療救護班の活動に必要な支援 

健康福祉部 
（災害時医療連絡調整本部） 
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(3) 後方医療施設による治療 

仙台市立病院など災害拠点病院は、災害発生後速やかに診療体制を整え、搬送される負傷者

の治療に対応する。 

※ 仙台市立病院の対応方針 

救命救急センターを中心に重症者を積極的に受け入れ治療するほか、多数の傷病者が発

生した場合には患者のトリアージを実施し、重症度に応じた適切な医療の提供に努める。

また、症状の安定した入院患者を他の医療機関に転送するなどして、重症者受入れのため

の病床確保に努める。 

(4) 食料及び生活関連物資の供給 

ライフライン及び物流の途絶が長期化する場合、関係各機関・団体と協議・調整するなど、

医療機関への必要物資の供給ルートの確保に努める。 

7. 医薬品等の確保 〔健康福祉部、区本部〕 

(1) 医薬品等の調達体制 

健康福祉部は、指定避難所へ衛生材料等を備蓄する。 

区本部保健福祉班は、避難所救護所等での医薬品等の不足状況を把握し、健康福祉部に対し

不足している医薬品等の供給を要請する。 

健康福祉部は、「災害時における応急医薬品の供給協力に関する協定」（資料 7-1「災害時に

おける応援協力に関する協定等一覧」参照）に基づき、宮城県医薬品卸組合に供給を要請する。

不足が生じた場合は県知事に補給の要請を行う。 

(2) 供給体制 

医薬品等は、原則として健康福祉部が設置する医薬品等の集積センターから、区本部保健福

祉班を経由して避難所救護所等に供給する。 

併せて、医療機関への供給ルートの確保に努める。 

健康福祉部は、必要に応じ仙台市薬剤師会に対し、集積センター、区本部保健福祉班及び避

難所救護所・指定避難所に、医薬品等管理のため薬剤師救護班の派遣を要請する。 
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8. 医療ボランティアの支援 〔健康福祉部、区本部〕 

健康福祉部に、医療ボランティアの受付窓口を開設するとともに、災害時医療連絡調整本部は、

区本部保健福祉班等の要請に基づき、医療ボランティアの差配を行い、必要に応じ情報や物資の提

供等の活動支援を行う。 

9. 在宅療養者の支援 〔健康福祉部、区本部〕 

健康福祉部は、人工透析患者、在宅療養患者や慢性疾患患者等継続したケアの必要な患者の把握

に努めるとともに、地域の医療機関や区本部保健福祉班と連携を図りながら、医療機関への患者の

受け入れ等も含め、必要な支援を行う。 

また、仙台市医師会、宮城県や他の自治体等と連携を図り、市内及び市外の受け入れ先医療機関

の確保に努める。 

10. 保健活動 〔健康福祉部、こども若者部、区本部〕 

(1) 健康支援活動 

避難所や被災した家屋での長期にわたる生活は、被災者の心身の健康に対して様々な影響を

及ぼす。このため、被災者への健康調査等により健康状態の把握に努めるとともに地域の関係

機関と連携し公衆衛生看護活動・栄養改善活動・歯科保健活動・その他必要な保健活動を行う。 

健康福祉部は、各区の被災状況、避難所、救護所開設状況等の災害情報の収集を行ったうえ

で、応援要請の必要性の判断を行い、災害救助法第 30条等による他都市からの保健師チーム等

の要請及び受入調整を行う。区対策本部保健福祉班は、避難所、仮設住宅、被災者住宅等にお

いて被災者の健康状態を把握し、健康相談及び保健指導等を実施する。 

(2) 精神保健活動 

大災害時には、被災者が心的外傷等により、心身が不安定な状態になることがあることから、

区本部保健福祉班、健康福祉部及びこども若者部は、健康相談活動等の中で被災者の心のケア

を行うとともに、状況に応じて国、都道府県、政令指定都市に対し、精神科医療チームの派遣

を要請する。 
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(3) 後方医療施設による治療 

仙台市立病院など災害拠点病院は、災害発生後速やかに診療体制を整え、搬送される負傷者

の治療に対応する。 

※ 仙台市立病院の対応方針 

救命救急センターを中心に重症者を積極的に受け入れ治療するほか、多数の傷病者が発

生した場合には患者のトリアージを実施し、重症度に応じた適切な医療の提供に努める。

また、症状の安定した入院患者を他の医療機関に転送するなどして、重症者受入れのため

の病床確保に努める。 

(4) 食料及び生活関連物資の供給 

ライフライン及び物流の途絶が長期化する場合、関係各機関・団体と協議・調整するなど、

医療機関への必要物資の供給ルートの確保に努める。 

7. 医薬品等の確保 〔健康福祉部、区本部〕 

(1) 医薬品等の調達体制 

健康福祉部は、指定避難所へ衛生材料等を備蓄する。 

区本部保健福祉班は、避難所救護所等での医薬品等の不足状況を把握し、健康福祉部に対し

不足している医薬品等の供給を要請する。 

健康福祉部は、「災害時における応急医薬品の供給協力に関する協定」（資料 7-1「災害時に

おける応援協力に関する協定等一覧」参照）に基づき、宮城県医薬品卸組合に供給を要請する。

不足が生じた場合は県知事に補給の要請を行う。 

(2) 供給体制 

医薬品等は、原則として健康福祉部が設置する医薬品等の集積センターから、区本部保健福

祉班を経由して避難所救護所等に供給する。 

併せて、医療機関への供給ルートの確保に努める。 

健康福祉部は、必要に応じ仙台市薬剤師会に対し、集積センター、区本部保健福祉班及び避

難所救護所・指定避難所に、医薬品等管理のため薬剤師救護班の派遣を要請する。 

 

 

各 医 療 機 関 

健
康
福
祉
部 

（
医
薬
品
集
積
セ
ン
タ
ー
） 

避難所救護所・指定避難所 

 

区
本
部 

保
健
福
祉
班 

・  

・民 間 機 関 

（病院・メーカー等） 

 

救援医薬品 

 



第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 10 節 医療救護・保健・防疫計画 

 

 98 

(3) 後方医療施設による治療 

仙台市立病院など災害拠点病院は、災害発生後速やかに診療体制を整え、搬送される負傷者

の治療に対応する。 
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救命救急センターを中心に重症者を積極的に受け入れ治療するほか、多数の傷病者が発
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また、症状の安定した入院患者を他の医療機関に転送するなどして、重症者受入れのため

の病床確保に努める。 

(4) 食料及び生活関連物資の供給 

ライフライン及び物流の途絶が長期化する場合、関係各機関・団体と協議・調整するなど、
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区本部保健福祉班は、避難所救護所等での医薬品等の不足状況を把握し、健康福祉部に対し

不足している医薬品等の供給を要請する。 

健康福祉部は、「災害時における応急医薬品の供給協力に関する協定」（資料 7-1「災害時に

おける応援協力に関する協定等一覧」参照）に基づき、宮城県医薬品卸組合に供給を要請する。

不足が生じた場合は県知事に補給の要請を行う。 

(2) 供給体制 

医薬品等は、原則として健康福祉部が設置する医薬品等の集積センターから、区本部保健福

祉班を経由して避難所救護所等に供給する。 

併せて、医療機関への供給ルートの確保に努める。 

健康福祉部は、必要に応じ仙台市薬剤師会に対し、集積センター、区本部保健福祉班及び避

難所救護所・指定避難所に、医薬品等管理のため薬剤師救護班の派遣を要請する。 
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8. 医療ボランティアの支援 〔健康福祉部、区本部〕 

健康福祉部に、医療ボランティアの受付窓口を開設するとともに、災害時医療連絡調整本部は、

区本部保健福祉班等の要請に基づき、医療ボランティアの差配を行い、必要に応じ情報や物資の提

供等の活動支援を行う。 

9. 在宅療養者の支援 〔健康福祉部、区本部〕 

健康福祉部は、人工透析患者、在宅療養患者や慢性疾患患者等継続したケアの必要な患者の把握

に努めるとともに、地域の医療機関や区本部保健福祉班と連携を図りながら、医療機関への患者の

受け入れ等も含め、必要な支援を行う。 

また、仙台市医師会、宮城県や他の自治体等と連携を図り、市内及び市外の受け入れ先医療機関

の確保に努める。 

10. 保健活動 〔健康福祉部、こども若者部、区本部〕 

(1) 健康支援活動 

避難所や被災した家屋での長期にわたる生活は、被災者の心身の健康に対して様々な影響を

及ぼす。このため、被災者への健康調査等により健康状態の把握に努めるとともに地域の関係

機関と連携し公衆衛生看護活動・栄養改善活動・歯科保健活動・その他必要な保健活動を行う。 

健康福祉部は、各区の被災状況、避難所、救護所開設状況等の災害情報の収集を行ったうえ

で、応援要請の必要性の判断を行い、災害救助法第 30条等による他都市からの保健師チーム等

の要請及び受入調整を行う。区対策本部保健福祉班は、避難所、仮設住宅、被災者住宅等にお

いて被災者の健康状態を把握し、健康相談及び保健指導等を実施する。 

(2) 精神保健活動 

大災害時には、被災者が心的外傷等により、心身が不安定な状態になることがあることから、

区本部保健福祉班、健康福祉部及びこども若者部は、健康相談活動等の中で被災者の心のケア

を行うとともに、状況に応じて国、都道府県、政令指定都市に対し、精神科医療チームの派遣

を要請する。 
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8. 医療ボランティアの支援 〔健康福祉部、区本部〕 
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受け入れ等も含め、必要な支援を行う。 
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10. 保健活動 〔健康福祉部、こども若者部、区本部〕 

(1) 健康支援活動 

避難所や被災した家屋での長期にわたる生活は、被災者の心身の健康に対して様々な影響を

及ぼす。このため、被災者への健康調査等により健康状態の把握に努めるとともに地域の関係

機関と連携し公衆衛生看護活動・栄養改善活動・歯科保健活動・その他必要な保健活動を行う。 

健康福祉部は、各区の被災状況、避難所、救護所開設状況等の災害情報の収集を行ったうえ

で、応援要請の必要性の判断を行い、災害救助法第 30条等による他都市からの保健師チーム等

の要請及び受入調整を行う。区対策本部保健福祉班は、避難所、仮設住宅、被災者住宅等にお

いて被災者の健康状態を把握し、健康相談及び保健指導等を実施する。 

(2) 精神保健活動 

大災害時には、被災者が心的外傷等により、心身が不安定な状態になることがあることから、

区本部保健福祉班、健康福祉部及びこども若者部は、健康相談活動等の中で被災者の心のケア

を行うとともに、状況に応じて国、都道府県、政令指定都市に対し、精神科医療チームの派遣
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〈災害時における保健活動に関するフロー図（他都市等からの保健師受入調整を含む）〉 
 

※保健衛生連絡調整班：保健医療班と生活衛生班で組織し、区災害対策本部や関係機関等

との連絡調整を行う 

 

11. 食品・飲用水の安全確保 〔健康福祉部、区本部〕 

(1) 食品の安全確保 

区本部保健福祉班は、食品関連施設の被災状況を把握し、衛生上問題のある食品が供給され

ないよう監視指導を行い、必要に応じて措置を実施する。また、指定避難所や炊き出し所にお

ける食中毒防止対策のため助言を行う。 

健康福祉部は、流通の拠点である中央卸売市場内における衛生確保のため監視指導を行うほ

か、区本部保健福祉班が行う被災した食品製造業等に対する監視指導を支援する。 

(2) 飲用水の衛生確保 

区本部保健福祉班は、市民や事業者から飲用水の相談があった場合には、必要に応じて助言、

指導を行う。また、指定避難所における飲用水の安全性を確保するため貯水槽等の状況把握や

使用方法について助言する。 

健康福祉部は特定建築物における飲用水の相談があった場合、衛生的な環境確保の観点から

助言・指導を行う。 

12. 防疫活動 〔健康福祉部、区本部〕 

(1) 災害発生時の活動 

ア 健康調査及び健康診断・感染症発生動向調査を実施する。 

イ 予防教育及び広報活動を行う。 

健康福祉部 
（保健衛生連絡調整班）※ 

 
区災害対策本部 

    保健福祉班 

   医療救護班 

健康福祉部 

（精神保健福祉総合センター班） 

○医療救護班派遣協力機関 

・仙台市医師会  ・仙台歯科医師会 

・仙台市薬剤師会 ・宮城県看護協会 

・日本赤十字社宮城県支部 等 

○医師、保健師等派遣機関 

・国、他都市等 

連
絡
・
協
力 

連絡・調整 

協
力
要
請 

連
絡
・
調
整 

医
師
等
派
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①健康相談活動 
 ・巡回型健康相談等の実施 
  （避難所、仮設住宅、被災者住宅等） 
 ・常設型健康相談等の実施（避難所） 
②精神保健活動 
 ・巡回型ケアの実施 

（避難所、仮設住宅等） 
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(2) 消毒作業の実施 

区本部が必要と認めた場合には、民間への委託や地域住民の協力を得るなどして、消毒が必

要な地区等の消毒作業を行う。 

(3) 消毒薬剤の配付 

ア 区本部は消毒薬剤を確保し、被災状況に応じて住民に配付する。また、大規模な被災によ

り広範囲に消毒が必要な場合には、町内会等の各団体に消毒薬剤を配付する。 

イ 消毒薬剤配付の際には、使用方法等の説明を十分に行い、薬剤による被害が発生しないよ

うに努める。 

ウ 区本部は状況に応じ、民間企業等への協力要請を検討し、健康福祉部は、消毒作業に必要

な支援体制を確保する。  

（（資資料料 99--55「「薬薬剤剤在在庫庫状状況況」」参参照照））  

13. 家畜の防疫対策 〔経済部〕 

経済部は、宮城県仙台家畜保健衛生所が行う家畜の検査、注射又は薬浴等の実施についての周

知及び指導に努める。 

14. 被災動物の保護・収容 〔健康福祉部〕 

(1) 被災地域における被災動物への対応 

健康福祉部は、仙台市獣医師会や市民ボランティア等と連携を図り、被災動物の保護・収容

をはじめ、獣医療支援、飼育支援、関係機関との調整等の支援事業を実施する。 

(2) 同行避難したペットへの対応 

健康福祉部は、同行避難したペットに対して、区本部等と連絡を取りながら、仙台市獣医師

会や市民ボランティア等と連携して、避難所や応急仮設住宅に受け入れられるよう、助言や適

正飼育に関する指導を必要に応じて行う。 

(3) 被災地域における特定動物への対応 

健康福祉部は、大規模災害時に人の生命や財産に重大な危害を及ぼすおそれのある特定動物

の確認を行い、逸走した特定動物を飼い主が対処しきれない場合は、飼い主、行政、獣医師会

や警察署等が連携して、緊急時の迅速な対応と被害の防止に努める。
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〈災害時における保健活動に関するフロー図（他都市等からの保健師受入調整を含む）〉 
 

※保健衛生連絡調整班：保健医療班と生活衛生班で組織し、区災害対策本部や関係機関等

との連絡調整を行う 

 

11. 食品・飲用水の安全確保 〔健康福祉部、区本部〕 

(1) 食品の安全確保 

区本部保健福祉班は、食品関連施設の被災状況を把握し、衛生上問題のある食品が供給され

ないよう監視指導を行い、必要に応じて措置を実施する。また、指定避難所や炊き出し所にお

ける食中毒防止対策のため助言を行う。 

健康福祉部は、流通の拠点である中央卸売市場内における衛生確保のため監視指導を行うほ

か、区本部保健福祉班が行う被災した食品製造業等に対する監視指導を支援する。 

(2) 飲用水の衛生確保 

区本部保健福祉班は、市民や事業者から飲用水の相談があった場合には、必要に応じて助言、

指導を行う。また、指定避難所における飲用水の安全性を確保するため貯水槽等の状況把握や

使用方法について助言する。 

健康福祉部は特定建築物における飲用水の相談があった場合、衛生的な環境確保の観点から

助言・指導を行う。 

12. 防疫活動 〔健康福祉部、区本部〕 

(1) 災害発生時の活動 

ア 健康調査及び健康診断・感染症発生動向調査を実施する。 

イ 予防教育及び広報活動を行う。 

健康福祉部 
（保健衛生連絡調整班）※ 

 
区災害対策本部 

    保健福祉班 

   医療救護班 

健康福祉部 

（精神保健福祉総合センター班） 

○医療救護班派遣協力機関 

・仙台市医師会  ・仙台歯科医師会 

・仙台市薬剤師会 ・宮城県看護協会 

・日本赤十字社宮城県支部 等 

○医師、保健師等派遣機関 

・国、他都市等 

連
絡
・
協
力 

連絡・調整 

協
力
要
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連
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・
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医
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①健康相談活動 
 ・巡回型健康相談等の実施 
  （避難所、仮設住宅、被災者住宅等） 
 ・常設型健康相談等の実施（避難所） 
②精神保健活動 
 ・巡回型ケアの実施 

（避難所、仮設住宅等） 
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〈災害時における保健活動に関するフロー図（他都市等からの保健師受入調整を含む）〉 
 

※保健衛生連絡調整班：保健医療班と生活衛生班で組織し、区災害対策本部や関係機関等

との連絡調整を行う 

 

11. 食品・飲用水の安全確保 〔健康福祉部、区本部〕 

(1) 食品の安全確保 

区本部保健福祉班は、食品関連施設の被災状況を把握し、衛生上問題のある食品が供給され

ないよう監視指導を行い、必要に応じて措置を実施する。また、指定避難所や炊き出し所にお

ける食中毒防止対策のため助言を行う。 

健康福祉部は、流通の拠点である中央卸売市場内における衛生確保のため監視指導を行うほ

か、区本部保健福祉班が行う被災した食品製造業等に対する監視指導を支援する。 

(2) 飲用水の衛生確保 

区本部保健福祉班は、市民や事業者から飲用水の相談があった場合には、必要に応じて助言、

指導を行う。また、指定避難所における飲用水の安全性を確保するため貯水槽等の状況把握や

使用方法について助言する。 

健康福祉部は特定建築物における飲用水の相談があった場合、衛生的な環境確保の観点から

助言・指導を行う。 

12. 防疫活動 〔健康福祉部、区本部〕 

(1) 災害発生時の活動 

ア 健康調査及び健康診断・感染症発生動向調査を実施する。 

イ 予防教育及び広報活動を行う。 

健康福祉部 
（保健衛生連絡調整班）※ 

 
区災害対策本部 

    保健福祉班 

   医療救護班 

健康福祉部 

（精神保健福祉総合センター班） 

○医療救護班派遣協力機関 

・仙台市医師会  ・仙台歯科医師会 

・仙台市薬剤師会 ・宮城県看護協会 

・日本赤十字社宮城県支部 等 

○医師、保健師等派遣機関 

・国、他都市等 

連
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連絡・調整 

協
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要
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①健康相談活動 
 ・巡回型健康相談等の実施 
  （避難所、仮設住宅、被災者住宅等） 
 ・常設型健康相談等の実施（避難所） 
②精神保健活動 
 ・巡回型ケアの実施 

（避難所、仮設住宅等） 
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(2) 消毒作業の実施 

区本部が必要と認めた場合には、民間への委託や地域住民の協力を得るなどして、消毒が必

要な地区等の消毒作業を行う。 

(3) 消毒薬剤の配付 

ア 区本部は消毒薬剤を確保し、被災状況に応じて住民に配付する。また、大規模な被災によ

り広範囲に消毒が必要な場合には、町内会等の各団体に消毒薬剤を配付する。 

イ 消毒薬剤配付の際には、使用方法等の説明を十分に行い、薬剤による被害が発生しないよ

うに努める。 

ウ 区本部は状況に応じ、民間企業等への協力要請を検討し、健康福祉部は、消毒作業に必要

な支援体制を確保する。  

（（資資料料 99--55「「薬薬剤剤在在庫庫状状況況」」参参照照））  

13. 家畜の防疫対策 〔経済部〕 

経済部は、宮城県仙台家畜保健衛生所が行う家畜の検査、注射又は薬浴等の実施についての周

知及び指導に努める。 

14. 被災動物の保護・収容 〔健康福祉部〕 

(1) 被災地域における被災動物への対応 

健康福祉部は、仙台市獣医師会や市民ボランティア等と連携を図り、被災動物の保護・収容

をはじめ、獣医療支援、飼育支援、関係機関との調整等の支援事業を実施する。 

(2) 同行避難したペットへの対応 

健康福祉部は、同行避難したペットに対して、区本部等と連絡を取りながら、仙台市獣医師

会や市民ボランティア等と連携して、避難所や応急仮設住宅に受け入れられるよう、助言や適

正飼育に関する指導を必要に応じて行う。 

(3) 被災地域における特定動物への対応 

健康福祉部は、大規模災害時に人の生命や財産に重大な危害を及ぼすおそれのある特定動物

の確認を行い、逸走した特定動物を飼い主が対処しきれない場合は、飼い主、行政、獣医師会

や警察署等が連携して、緊急時の迅速な対応と被害の防止に努める。
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(2) 消毒作業の実施 

区本部が必要と認めた場合には、民間への委託や地域住民の協力を得るなどして、消毒が必

要な地区等の消毒作業を行う。 

(3) 消毒薬剤の配付 

ア 区本部は消毒薬剤を確保し、被災状況に応じて住民に配付する。また、大規模な被災によ

り広範囲に消毒が必要な場合には、町内会等の各団体に消毒薬剤を配付する。 

イ 消毒薬剤配付の際には、使用方法等の説明を十分に行い、薬剤による被害が発生しないよ

うに努める。 

ウ 区本部は状況に応じ、民間企業等への協力要請を検討し、健康福祉部は、消毒作業に必要

な支援体制を確保する。  

（（資資料料 99--55「「薬薬剤剤在在庫庫状状況況」」参参照照））  

13. 家畜の防疫対策 〔経済部〕 

経済部は、宮城県仙台家畜保健衛生所が行う家畜の検査、注射又は薬浴等の実施についての周

知及び指導に努める。 

14. 被災動物の保護・収容 〔健康福祉部〕 

(1) 被災地域における被災動物への対応 

健康福祉部は、仙台市獣医師会や市民ボランティア等と連携を図り、被災動物の保護・収容

をはじめ、獣医療支援、飼育支援、関係機関との調整等の支援事業を実施する。 

(2) 同行避難したペットへの対応 

健康福祉部は、同行避難したペットに対して、区本部等と連絡を取りながら、仙台市獣医師

会や市民ボランティア等と連携して、避難所や応急仮設住宅に受け入れられるよう、助言や適

正飼育に関する指導を必要に応じて行う。 

(3) 被災地域における特定動物への対応 

健康福祉部は、大規模災害時に人の生命や財産に重大な危害を及ぼすおそれのある特定動物

の確認を行い、逸走した特定動物を飼い主が対処しきれない場合は、飼い主、行政、獣医師会

や警察署等が連携して、緊急時の迅速な対応と被害の防止に努める。
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第 11 節 消防活動計画 

〔消防部〕 

本節では、災害時における消防活動計画について定める。 

なお、仙台市域の河川、湖沼又は海岸等に係る水害の発生及び発生のおそれがある場合の水防

活動については、別途仙台市水防計画に定めるものとする。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関  担 当 業 務  

消 防 部  

・火災の警戒、鎮圧、延焼防止に関すること 

・人命の救助、救護に関すること 

・災害の拡大防止に関すること  

 

2. 組織 

家屋の倒壊や火災等から市民の生命、身体、財産を保護するとともに、被害を軽減するため、消

防の施設、装備、人員を最大限に活用して消防活動態勢を確立する。 

(1) 消防活動態勢の強化 

ア 消防活動態勢の強化 

風水害等により被害が発生し、又は発生が予想される場合などには、職員を非常招集し、警

防本部(消防局)及び署隊本部(消防署)の指揮統制機能を強化するとともに、消防部隊を増強

して、消防活動態勢を強化する。 

イ 災害対応会議 

被害が拡大し、又は拡大のおそれがある場合は、災害対応会議を開催し、消防活動の方針や

部隊運用、緊急援助隊の応援要請など重要な意思決定を行い、効果的な消防活動を行う。 

ウ 災対本部への情報連絡員の派遣 

災対本部が設置された場合、警防本部（消防部）は災対本部事務局に情報連絡員を派遣する。 

エ 宮城県石油コンビナート等防災本部への本部員等の派遣 

警防本部長は、宮城県に石油コンビナート等防災本部の招集があったときは、本部員等を派

遣するとともに災対本部事務局に情報連絡員を派遣する。 

(2) 職員の動員 

消防部が別に定める「非常配備基準及び非常時における警防本部等運営要領」により、勤務

時間外の職員を直ちに招集する。 
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3. 消防活動 

消防活動は、人命救助を第一とし、消火の活動は延焼防止を主眼とする。 

(1) 情報収集 

情報は、有線通信の途絶、無線通信施設の障害等により極度に制限されることが予想される

ので、防災関係機関との密接な連携を確保し、的確な情報収集に努める。 

ア 警防本部の措置 

消防署所からの情報、高所監視カメラ・消防ヘリコプターによる情報、119番受信時の情報

及び防災関係機関からの情報を分析し、消防活動の方針を決定するとともに、必要に応じ、情

報を災対本部事務局、国、県等に通報する。 

イ 署隊本部の措置 

参集者からの被害状況等の聴取、巡回警戒等により積極的な情報収集を行うとともに、市民

からの災害通報を集約し、警防本部に通報する。 

(2) 部隊統制 

部隊の運用は、原則として警防本部が統制を行う。ただし、災害が同時多発し、警防本部で

の統制が困難な場合は、部隊運用の一部を署隊本部が行うものとする。 

(3) 救急・救助活動 

救急・救助活動は、組織的な活動を実施するとともに、関係機関と密接に連携した活動体制

を確保する。 

(4) 航空活動 

航空隊は、初動時における市内の被害状況等の把握、調査、救助、救急活動などのほか、人

員、物資及び資機材の輸送、広報活動等を行う。 

(5) 避難誘導 

警防本部長及び署隊本部長は、人命に危険があると認めるときは、直ちに消防職員又は消防

団員等をもって住民を避難させる。 

(6) 消防隊等の応援要請 

ア 消防局長は、本市の消防力では対応が困難と判断した場合、宮城県広域消防相互応援協定

に基づき、応援を要請する。 

（（資資料料 77--11「「災災害害時時ににおおけけるる応応援援協協力力にに関関すするる協協定定等等一一覧覧」」参参照照））  

イ 消防局長は、本市の消防力及び県内の消防応援では十分な対応が困難と判断した場合、緊

消防援助隊の応援を要請する。 

（（資資料料 77--33「「緊緊急急消消防防援援助助隊隊受受援援体体制制」」参参照照））  
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第 11 節 消防活動計画 

〔消防部〕 

本節では、災害時における消防活動計画について定める。 

なお、仙台市域の河川、湖沼又は海岸等に係る水害の発生及び発生のおそれがある場合の水防

活動については、別途仙台市水防計画に定めるものとする。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関  担 当 業 務  

消 防 部  

・火災の警戒、鎮圧、延焼防止に関すること 

・人命の救助、救護に関すること 

・災害の拡大防止に関すること  

 

2. 組織 

家屋の倒壊や火災等から市民の生命、身体、財産を保護するとともに、被害を軽減するため、消

防の施設、装備、人員を最大限に活用して消防活動態勢を確立する。 

(1) 消防活動態勢の強化 

ア 消防活動態勢の強化 

風水害等により被害が発生し、又は発生が予想される場合などには、職員を非常招集し、警

防本部(消防局)及び署隊本部(消防署)の指揮統制機能を強化するとともに、消防部隊を増強

して、消防活動態勢を強化する。 

イ 災害対応会議 

被害が拡大し、又は拡大のおそれがある場合は、災害対応会議を開催し、消防活動の方針や

部隊運用、緊急援助隊の応援要請など重要な意思決定を行い、効果的な消防活動を行う。 

ウ 災対本部への情報連絡員の派遣 

災対本部が設置された場合、警防本部（消防部）は災対本部事務局に情報連絡員を派遣する。 

エ 宮城県石油コンビナート等防災本部への本部員等の派遣 

警防本部長は、宮城県に石油コンビナート等防災本部の招集があったときは、本部員等を派

遣するとともに災対本部事務局に情報連絡員を派遣する。 

(2) 職員の動員 

消防部が別に定める「非常配備基準及び非常時における警防本部等運営要領」により、勤務

時間外の職員は直ちに招集する。 
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3. 消防活動 

消防活動は、人命救助を第一とし、消火の活動は延焼防止を主眼とする。 

(1) 情報収集 

情報は、有線通信の途絶、無線通信施設の障害等により極度に制限されることが予想される

ので、防災関係機関との密接な連携を確保し、的確な情報収集に努める。 

ア 警防本部の措置 

消防署所からの情報、高所監視カメラ・消防ヘリコプターによる情報、119番受信時の情報

及び防災関係機関からの情報を分析し、消防活動の方針を決定するとともに、必要に応じ、情

報を災対本部事務局、国、県等に通報する。 

イ 署隊本部の措置 

参集者からの被害状況等の聴取、巡回警戒等により積極的な情報収集を行うとともに、市民

からの災害通報を集約し、警防本部に通報する。 

(2) 部隊統制 

部隊の運用は、原則として警防本部が統制を行う。ただし、災害が同時多発し、警防本部で

の統制が困難な場合は、部隊運用の一部を署隊本部が行うものとする。 

(3) 救急・救助活動 

救急・救助活動は、組織的な活動を実施するとともに、関係機関と密接に連携した活動体制

を確保する。 

(4) 航空活動 

航空隊は、初動時における市内の被害状況等の把握、調査、救助、救急活動などのほか、人

員、物資及び資機材の輸送、広報活動等を行う。 

(5) 避難誘導 

警防本部長及び署隊本部長は、人命に危険があると認めるときは、直ちに消防職員又は消防

団員等をもって住民を避難させる。 

(6) 消防隊等の応援要請 

ア 消防局長は、本市の消防力では対応が困難と判断した場合、宮城県広域消防相互応援協定

に基づき、応援を要請する。 

（（資資料料 77--11「「災災害害時時ににおおけけるる応応援援協協力力にに関関すするる協協定定等等一一覧覧」」参参照照））  

イ 消防局長は、本市の消防力及び県内の消防応援では十分な対応が困難と判断した場合、緊

消防援助隊の応援を要請する。 

（（資資料料 77--33「「緊緊急急消消防防援援助助隊隊受受援援体体制制」」参参照照））  
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4. 消防団 

(1) 消防団員の招集 

災害が発生又は発生するおそれがあるときは、警防本部長の非常配備発令に基づき団員の招

集を行う。 

(2) 消防団本部の設置 

非常配備が発令された場合は、消防団長を本部長とする消防団本部を署隊本部に併設する。 

(3) 消防団の活動 

ア 地域住民に対し、広報を実施する。 

イ 消防職員隊と連携して、消火、人命検索、救助、救急活動等を行う。 

ウ 避難の指示がなされたときは、避難方向、避難場所等を住民に周知し、避難の誘導に当た

る。 
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第 12 節 避難所運営計画 

〔市民部、健康福祉部、教育部、各部、区本部〕 

本節では、災害により住家を失った住民等の一時的な受入れ施設である避難所のうち、主とし

て指定避難所の開設及び運営の計画を定める。 

なお、指定避難所を補完する補助避難所については、地域、市、施設の事前協議に基づき開設

及び運営を行うものとする。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

市 民 部 ・地域の避難施設運営に係る総合調整に関すること 

健 康 福 祉 部 ・福祉避難所の開設に係る調整に関すること 

教 育 部 
・避難所となった学校の施設管理の総括に関すること 

・指定避難所（学校）の開設・運営の支援に関すること 

各 部 

・避難所の開設・運営に関すること 

・避難所担当職員の派遣、派遣に係る調整に関すること 

・所管施設が避難所となる場合の開設・運営に関すること 

区 本 部 
・避難所の開設・運営・閉鎖の全般調整に関すること 

・避難者の誘導、受け入れ及び救護に関すること 

 

2. 避難所の開設及び避難者の受け入れ 〔各部、区本部〕 

避難者の受け入れについては、災害救助法が適用された場合、市長が実施するが、災害救助法が

適用されない場合であっても、災害救助法及び仙台市災害救助法施行細則を基準として避難受け

入れを行う。 

(1) 受け入れ対象者 

ア 住居が被害を受け、居住の場を失った者（避難者） 

イ ライフラインの被害等により、日常の生活が著しく困難になった者（在宅被災者） 

ウ 避難情報が発せられる等により緊急避難の必要がある者（避難者） 

エ その他本部長が必要と認めた者 
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(1) 受け入れ対象者 

ア 住居が被害を受け、居住の場を失った者（避難者） 

イ ライフラインの被害等により、日常の生活が著しく困難になった者（在宅被災者） 

ウ 避難情報が発せられる等により緊急避難の必要がある者（避難者） 

エ その他本部長が必要と認めた者 
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第 12 節 避難所運営計画 

〔市民部、健康福祉部、教育部、各部、区本部〕 

本節では、災害により住家を失った住民等の一時的な受入れ施設である避難所のうち、主とし

て指定避難所の開設及び運営の計画を定める。 

なお、指定避難所を補完する補助避難所については、地域、市、施設の事前協議に基づき開設

及び運営を行うものとする。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

市 民 部 ・地域の避難施設運営に係る総合調整に関すること 

健 康 福 祉 部 ・福祉避難所の開設に係る調整に関すること 

教 育 部 
・避難所となった学校の施設管理の総括に関すること 

・指定避難所（学校）の開設・運営の支援に関すること 

各 部 

・避難所の開設・運営に関すること 

・避難所担当職員の派遣、派遣に係る調整に関すること 

・所管施設が避難所となる場合の開設・運営に関すること 

区 本 部 
・避難所の開設・運営・閉鎖の全般調整に関すること 

・避難者の誘導、受け入れ及び救護に関すること 

 

2. 避難所の開設及び避難者の受け入れ 〔各部、区本部〕 

避難者の受け入れについては、災害救助法が適用された場合、市長が実施するが、災害救助法が

適用されない場合であっても、災害救助法及び仙台市災害救助法施行細則を基準として避難受け

入れを行う。 

(1) 受け入れ対象者 

ア 住居が被害を受け、居住の場を失った者（避難者） 

イ ライフラインの被害等により、日常の生活が著しく困難になった者（在宅被災者） 

ウ 避難情報が発せられる等により緊急避難の必要がある者（避難者） 

エ その他本部長が必要と認めた者 
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(2) 職員の動員 

各部は、区警戒本部からの連絡を受け、避難所担当課職員を指定避難所に派遣する。また、

施設管理者は、区警戒本部からの連絡を受け、指定避難所へ職員を派遣する。なお、指定動員

職員（避難所初動対応要員）は土砂災害警戒情報が発表された場合、担当する指定避難所へ自

ら参集する。 

 

 

〔※避難所担当職員等を指定避難所に派遣する基準〕 

① 土砂災害警戒情報が発表された場合 

② 氾濫注意水位に達し、避難判断水位を超えるおそれがある場合 

③ その他、避難情報を発令する可能性が高まった場合 

（注）指定動員職員については、①でのみ参集する。 

 

  

下記①～③のいずれか

に該当する場合（※） 

市本部 

避難所担当課 

職員 

施設管理者 

指定避難所 

 

各部・各区 

主管課等 

区本部 

情報の流れ 

人の流れ 

指定動員職員 

（避難所初動対応要員） 
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(3) 避難所の開設 

風水害等が発生し又は発生するおそれがある場合の避難所の開設基準等は次のとおりとする。

なお、避難所担当課職員及び施設管理者が避難所を開設し、避難者の受け入れを行うが、地域

団体は地域の実情に応じて、市や施設との事前協議で定めた方法に基づき、避難所の開設と避

難者の受け入れに加わる。 

〈避難所開設基準〉 

基 準 開 設 者 

①河川の水位情報や洪水発生の危険度及び土砂災
害発生の危険度により避難情報を発令する場合 

市災害対策本部 又は 市災害警戒本部 

②災害の前兆現象及び実災害の発生により避難情
報を発令する場合 

区災害対策本部 又は 区災害警戒本部 

③施設管理者等から区本部へ避難状況の報告があ
り、開設が必要と認める場合 

区災害対策本部 又は 区災害警戒本部 

④必要に応じて、区本部が避難所施設の巡回確認を
行い、避難状況等から開設が必要と認める場合 

区災害対策本部 又は 区災害警戒本部 

○ 上記にかかわらず、避難所担当職員及び施設管理者は、避難者等の状況により、あるいは
事前協議において定めた方法に基づき、必要に応じて避難者を受入れるものとする。 

（避難所担当職員：第 2章第 12節「避難所運営計画」第 2項（6）、施設管理者：第 2章第 12
節「避難所運営計画」第 2項（7）参照） 

※指定避難所については、避難情報の発令時点において避難所を開設する。ただし、③、④の
場合については、避難者の受け入れ時点において避難所を開設する。 

※①の場合において開設する避難所は、以下の資料を参照するものとする。 

（（資資料料 66--1166「「避避難難情情報報発発令令にに伴伴うう災災害害種種別別開開設設避避難難所所等等一一覧覧」」参参照照）） 

※補助避難所については、地域、市、施設の事前協議に基づき適時開設する。 

※福祉避難所の開設については、第 13節「災害時要援護者への対応計画」で定める。 
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(2) 職員の動員 

各部は、区警戒本部からの連絡を受け、避難所担当課職員を指定避難所に派遣する。また、

施設管理者は、区警戒本部からの連絡を受け、指定避難所へ職員を派遣する。なお、指定動員

職員（避難所初動対応要員）は土砂災害警戒情報が発表された場合、担当する指定避難所へ自

ら参集する。 

 

 

〔※避難所担当職員等を指定避難所に派遣する基準〕 

① 土砂災害警戒情報が発表された場合 

② 氾濫注意水位に達し、避難判断水位を超えるおそれがある場合 

③ その他、避難情報を発令する可能性が高まった場合 

（注）指定動員職員については、①でのみ参集する。 

 

  

下記①～③のいずれか

に該当する場合（※） 

市本部 

避難所担当課 

職員 

施設管理者 

指定避難所 

 

各部・各区 

主管課等 

区本部 

情報の流れ 

人の流れ 

指定動員職員 

（避難所初動対応要員） 
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(2) 職員の動員 

各部は、区警戒本部からの連絡を受け、避難所担当課職員を指定避難所に派遣する。また、

施設管理者は、区警戒本部からの連絡を受け、指定避難所へ職員を派遣する。なお、指定動員

職員（避難所初動対応要員）は土砂災害警戒情報が発表された場合、担当する指定避難所へ自

ら参集する。 

 

 

〔※避難所担当職員等を指定避難所に派遣する基準〕 

① 土砂災害警戒情報が発表された場合 

② 氾濫注意水位に達し、避難判断水位を超えるおそれがある場合 

③ その他、避難情報を発令する可能性が高まった場合 

（注）指定動員職員については、①でのみ参集する。 

 

  

下記①～③のいずれか

に該当する場合（※） 

市本部 

避難所担当課 

職員 

施設管理者 

指定避難所 

 

各部・各区 

主管課等 

区本部 

情報の流れ 

人の流れ 

指定動員職員 

（避難所初動対応要員） 
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(3) 避難所の開設 

風水害等が発生し又は発生するおそれがある場合の避難所の開設基準等は次のとおりとする。

なお、避難所担当課職員及び施設管理者が避難所を開設し、避難者の受け入れを行うが、地域

団体は地域の実情に応じて、市や施設との事前協議で定めた方法に基づき、避難所の開設と避

難者の受け入れに加わる。 

〈避難所開設基準〉 

基 準 開 設 者 

①河川の水位情報や洪水発生の危険度及び土砂災
害発生の危険度により避難情報を発令する場合 

市災害対策本部 又は 市災害警戒本部 

②災害の前兆現象及び実災害の発生により避難情
報を発令する場合 

区災害対策本部 又は 区災害警戒本部 

③施設管理者等から区本部へ避難状況の報告があ
り、開設が必要と認める場合 

区災害対策本部 又は 区災害警戒本部 

④必要に応じて、区本部が避難所施設の巡回確認を
行い、避難状況等から開設が必要と認める場合 

区災害対策本部 又は 区災害警戒本部 

○ 上記にかかわらず、避難所担当職員及び施設管理者は、避難者等の状況により、あるいは
事前協議において定めた方法に基づき、必要に応じて避難者を受入れるものとする。 

（避難所担当職員：第 2章第 12 節「避難所運営計画」第 2項（6）、施設管理者：第 2章第 12
節「避難所運営計画」第 2項（7）参照） 

※指定避難所については、避難情報の発令時点において避難所を開設する。ただし、③、④の
場合については、避難者の受け入れ時点において避難所を開設する。 

※①の場合において開設する避難所は、以下の資料を参照するものとする。 

（（資資料料 66--1166「「避避難難情情報報発発令令にに伴伴うう災災害害種種別別開開設設避避難難所所等等一一覧覧」」参参照照）） 

※補助避難所については、地域、市、施設の事前協議に基づき適時開設する。 

※福祉避難所の開設については、第 13節「災害時要援護者への対応計画」で定める。 
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(3) 避難所の開設 

風水害等が発生し又は発生するおそれがある場合の避難所の開設基準等は次のとおりとする。

なお、避難所担当課職員及び施設管理者が避難所を開設し、避難者の受け入れを行うが、地域

団体は地域の実情に応じて、市や施設との事前協議で定めた方法に基づき、避難所の開設と避

難者の受け入れに加わる。 

〈避難所開設基準〉 

基 準 開 設 者 

①河川の水位情報や洪水発生の危険度及び土砂災
害発生の危険度により避難情報を発令する場合 

市災害対策本部 又は 市災害警戒本部 

②災害の前兆現象及び実災害の発生により避難情
報を発令する場合 

区災害対策本部 又は 区災害警戒本部 

③施設管理者等から区本部へ避難状況の報告があ
り、開設が必要と認める場合 

区災害対策本部 又は 区災害警戒本部 

④必要に応じて、区本部が避難所施設の巡回確認を
行い、避難状況等から開設が必要と認める場合 

区災害対策本部 又は 区災害警戒本部 

○ 上記にかかわらず、避難所担当職員及び施設管理者は、避難者等の状況により、あるいは
事前協議において定めた方法に基づき、必要に応じて避難者を受入れるものとする。 

（避難所担当職員：第 2章第 12節「避難所運営計画」第 2項（6）、施設管理者：第 2章第 12
節「避難所運営計画」第 2項（7）参照） 

※指定避難所については、避難情報の発令時点において避難所を開設する。ただし、③、④の
場合については、避難者の受け入れ時点において避難所を開設する。 

※①の場合において開設する避難所は、以下の資料を参照するものとする。 

（（資資料料 66--1166「「避避難難情情報報発発令令にに伴伴うう災災害害種種別別開開設設避避難難所所等等一一覧覧」」参参照照）） 

※補助避難所については、地域、市、施設の事前協議に基づき適時開設する。 

※福祉避難所の開設については、第 13節「災害時要援護者への対応計画」で定める。 

  



第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 12 節 避難所運営計画 

 

 108 

〈市本部による避難所開設情報伝達フロー〉 

 

〈区本部による避難所開設情報伝達フロー〉 

 

 

(4) 各部の措置 

各部は、区本部からの連絡を受け、担当する指定避難所等へ避難所担当職員を派遣し、避難

所の開設業務に当たらせる。 

また、所管施設への避難者の発生、指定避難所からの二次的避難の必要性に伴い、所管施設

を避難所として開設する必要がある場合は、災対本部及び施設管理者との連絡等、開設・運営

に関する調整を行う。 

(5) 区本部の措置 

区本部は、開設基準に従い、避難所の施設管理者に連絡を行うとともに、避難所担当職員の

派遣について関係各部主管課等へ連絡する。 

また、状況に応じて地域団体等への避難所運営への参加を決定する。 

市本部 

（避難所開設） 

避難所担当課 

職員 

施設管理者 

指定避難所 

 

各部・各区 

主管課等 

区本部 

情報の流れ 

人の流れ 指定動員職員 
（避難所初動対応要員） 

避難所担当課 

職員 

施設管理者 

指定避難所 

 

各部・各区 

主管課等 

区本部 

（避難所開設） 

 

情報の流れ 

人の流れ 

市本部 

指定動員職員 

（避難所初動対応要員） 
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(6) 避難所担当職員の措置 

ア 地域団体等への連絡 

区本部から避難情報の発令・解除及び避難所開設・閉鎖の決定の連絡を受けた時や、地域団

体等への避難所運営への参加依頼を受けた時は、直ちにその旨を地域団体等へ連絡する。 

＜市が地域団体に避難所運営参加を依頼する場合の例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 初動期の措置 

既に避難者が集まっている場合は、施設管理者と協力し安全確認を行った上、一時的に体育

館や大会議室等の広いスペースに誘導し、避難者の不安解消を図り、無用の混乱防止に努める。 

ウ 区本部への報告 

施設の被害、避難状況等について、電話、FAX、防災行政用無線等を用いて区本部へ報告を

行うものとする。 

エ 避難所の空間配置 

避難所の空間配置に当たっては、避難人員等の状況を把握するとともに、可能な限り地域ご

とにスペースを設定するよう配慮する。また、体調不良者を受け入れる専用スペースや、専用

のトイレ、手洗い場等を確保するよう努める。 

オ 資機材等の設置 

避難所を開設した際には、災害状況に応じて、資機材等の設置を行う。 

カ 災害時要援護者への配慮 

災害時要援護者の処遇については、十分配慮すること。詳しくは、第 13 節「災害時要援護

者への対応計画」による。 

(7) 施設管理者の措置 

ア 施設管理者は、避難所開設を要請された場合に備え、あらかじめ定める方法により、避難

所として使用される施設の安全確認を目視で行い、避難所の開設体制を整える。 

イ 避難者が既に集合している状態で、避難所の開設要請がなく、市の避難所担当職員が到着

していない場合は、施設管理者の判断により、あらかじめ定める避難所運営の支援体制等に

基づき応急的な受け入れ措置を行うとともに、避難状況等について区本部に連絡する。 

 

気象警報解除 

地域団体 

避難所担当課 

職員 

指定避難所 

 

区本部 

情報の流れ 

人の流れ 

雨が小康状態 

道路冠水による通行止め解除 

参加依頼の決定 
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〈市本部による避難所開設情報伝達フロー〉 

 

〈区本部による避難所開設情報伝達フロー〉 

 

 

(4) 各部の措置 

各部は、区本部からの連絡を受け、担当する指定避難所等へ避難所担当職員を派遣し、避難

所の開設業務に当たらせる。 

また、所管施設への避難者の発生、指定避難所からの二次的避難の必要性に伴い、所管施設

を避難所として開設する必要がある場合は、災対本部及び施設管理者との連絡等、開設・運営

に関する調整を行う。 

(5) 区本部の措置 

区本部は、開設基準に従い、避難所の施設管理者に連絡を行うとともに、避難所担当職員の

派遣について関係各部主管課等へ連絡する。 
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(6) 避難所担当職員の措置 

ア 地域団体等への連絡 

区本部から避難情報の発令・解除及び避難所開設・閉鎖の決定の連絡を受けた時や、地域団

体等への避難所運営への参加依頼を受けた時は、直ちにその旨を地域団体等へ連絡する。 

＜市が地域団体に避難所運営参加を依頼する場合の例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 初動期の措置 

既に避難者が集まっている場合は、施設管理者と協力し安全確認を行った上、一時的に体育

館や大会議室等の広いスペースに誘導し、避難者の不安解消を図り、無用の混乱防止に努める。 

ウ 区本部への報告 

施設の被害、避難状況等について、電話、FAX、防災行政用無線等を用いて区本部へ報告を

行うものとする。 

エ 避難所の空間配置 

避難所の空間配置に当たっては、避難人員等の状況を把握するとともに、可能な限り地域ご

とにスペースを設定するよう配慮する。また、体調不良者を受け入れる専用スペースや、専用

のトイレ、手洗い場等を確保するよう努める。 

オ 資機材等の設置 

避難所を開設した際には、災害状況に応じて、資機材等の設置を行う。 

カ 災害時要援護者への配慮 

災害時要援護者の処遇については、十分配慮すること。詳しくは、第 13 節「災害時要援護

者への対応計画」による。 

(7) 施設管理者の措置 

ア 施設管理者は、避難所開設を要請された場合に備え、あらかじめ定める方法により、避難

所として使用される施設の安全確認を目視で行い、避難所の開設体制を整える。 

イ 避難者が既に集合している状態で、避難所の開設要請がなく、市の避難所担当職員が到着

していない場合は、施設管理者の判断により、あらかじめ定める避難所運営の支援体制等に

基づき応急的な受け入れ措置を行うとともに、避難状況等について区本部に連絡する。 

 

気象警報解除 

地域団体 

避難所担当課 

職員 

指定避難所 

 

区本部 

情報の流れ 

人の流れ 

雨が小康状態 

道路冠水による通行止め解除 

参加依頼の決定 

－　　－109

第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 12 節 避難所運営計画 

 

109 

(6) 避難所担当職員の措置 

ア 地域団体等への連絡 

区本部から避難情報の発令・解除及び避難所開設・閉鎖の決定の連絡を受けた時や、地域団

体等への避難所運営への参加依頼を受けた時は、直ちにその旨を地域団体等へ連絡する。 

＜市が地域団体に避難所運営参加を依頼する場合の例＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 初動期の措置 

既に避難者が集まっている場合は、施設管理者と協力し安全確認を行った上、一時的に体育

館や大会議室等の広いスペースに誘導し、避難者の不安解消を図り、無用の混乱防止に努める。 

ウ 区本部への報告 

施設の被害、避難状況等について、電話、FAX、防災行政用無線等を用いて区本部へ報告を

行うものとする。 

エ 避難所の空間配置 

避難所の空間配置に当たっては、避難人員等の状況を把握するとともに、可能な限り地域ご

とにスペースを設定するよう配慮する。また、体調不良者を受け入れる専用スペースや、専用

のトイレ、手洗い場等を確保するよう努める。 

オ 資機材等の設置 

避難所を開設した際には、災害状況に応じて、資機材等の設置を行う。 

カ 災害時要援護者への配慮 

災害時要援護者の処遇については、十分配慮すること。詳しくは、第 13 節「災害時要援護

者への対応計画」による。 

(7) 施設管理者の措置 

ア 施設管理者は、避難所開設を要請された場合に備え、あらかじめ定める方法により、避難

所として使用される施設の安全確認を目視で行い、避難所の開設体制を整える。 

イ 避難者が既に集合している状態で、避難所の開設要請がなく、市の避難所担当職員が到着
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(8) 避難状況等の報告（避難人員等の掌握） 

避難所を開設したときは、区本部は、直ちにその旨を災対本部事務局に報告する。また、避

難所担当職員は、下記の状況を区本部に報告し、区本部は、これを避難所別に取りまとめ、災

対本部事務局に報告する。 

ア 避難所開設の日時及び場所 

イ 受け入れ人員、世帯数、傷病者数及び災害時要援護者の数等 

ウ 給食の要否、給食見込数及び毛布、寝具等物資の要否及び必要見込数 

エ 周囲の被害状況 

オ その他必要な事項 

なお、上記の状況が変化した際には、避難所担当職員は区本部に適時報告し、更に区本部は、

災対本部事務局に報告するものとし、この報告は、災対本部事務局で集約し、県に報告する。 

(9) 大量避難者への対応（被害が甚大である場合） 

地区内の指定避難所及び補助避難所等を開設してもなお、当該地区の避難者を全て受け入れ

ることができない場合は、区本部は、災対本部と協議し次の措置を行う。 

ア 県有施設等への受け入れ要請 

本部長は、知事又は施設の管理者等に対して避難者の受け入れ要請を行う。 

イ 他区の避難所への受け入れ 

移送距離が長距離の場合には、交通部及び民間輸送機関の協力を得て車両等による移送手

段を確保し、適宜車両等による輸送を行う。 
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3. 避難所運営 〔関係各部、区本部〕 

避難所担当職員及び施設管理者・職員は、基本的に、避難所周辺の安全が確認された場合で、一

定期間避難が継続する見込みがあるとき又は多数の避難者が訪れたときに、連合町内会等の地域

団体と協働して避難所を運営するとともに、「避難所運営委員会」の早期立ち上げに努め、避難者

が自主的に管理運営できる体制への移行を図る。 

また、避難所運営では、災害時要援護者や性別等によるニーズの違い、避難者の健康管理やプラ

イバシーの確保等に配慮した運営管理を行う。（「避難所運営マニュアル」参照） 

 

〈避難所運営委員会組織図〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 各部の措置 

各部は、避難所担当職員の派遣により、施設管理者・職員、地域団体、避難者、及び地域の

各種団体等と連携した避難所運営に携わらせるとともに、適時交代職員を派遣し、適切な申送

りをさせることにより、円滑な避難所運営のバックアップを図る。 
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(8) 避難状況等の報告（避難人員等の掌握） 
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ウ 給食の要否、給食見込数及び毛布、寝具等物資の要否及び必要見込数 

エ 周囲の被害状況 
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なお、上記の状況が変化した際には、避難所担当職員は区本部に適時報告し、更に区本部は、

災対本部事務局に報告するものとし、この報告は、災対本部事務局で集約し、県に報告する。 

(9) 大量避難者への対応（被害が甚大である場合） 

地区内の指定避難所及び補助避難所等を開設してもなお、当該地区の避難者を全て受け入れ

ることができない場合は、区本部は、災対本部と協議し次の措置を行う。 

ア 県有施設等への受け入れ要請 

本部長は、知事又は施設の管理者等に対して避難者の受け入れ要請を行う。 
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段を確保し、適宜車両等による輸送を行う。 
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(2) 区本部の措置 

区本部は、避難所担当職員からの報告等により、区内の避難所の状況を的確に把握し、必要

に応じ災対本部と協議をし、避難所の以下の管理・運営のバックアップを図る。 

ア 連絡体制等の確保（区本部避難所間、災害時用公衆電話（特設公衆）、携帯電話充電器の

設置等） 

イ 必要物資等の手配（毛布、食料、飲料水、生活用水、衣類、食器、カイロ等） 

ウ 復旧情報の提供（水道、ガス、電気、電話、道路等） 

エ その他の支援業務 

(3) 避難所担当職員の措置 

避難所担当職員は、地域団体、避難者、施設管理者等と連携しながら、避難所運営委員会に

よる運営全般に携わるとともに、主に、区本部との情報伝達により避難所内の課題解決に向け

た要請・調整を行う。 

併せて、避難者のニーズの把握し、災害時要援護者や性別等によるニーズの違い、健康管理

やプライバシーに配慮する。 

(4) 施設管理者等の措置 

避難所施設の施設管理者や職員は、避難者の居住スペースや共有スペースを設置する際の調

整や助言を行うなど、施設の活用に関することを中心に、運営の支援を行う。 

(5) 避難所運営委員会の活動 

ア 避難者への配慮 

避難所では、年齢、性別、国籍、障害の有無など、避難者の形態も様々であることから、避

難所運営の各種活動については、以下のような点に配慮しながら実施する。 

① 災害時要援護者への配慮 

居住空間や物資、避難所での行動など、災害時要援護者への配慮を十分に行うとともに、

必要に応じて、福祉避難所や医療機関等の他施設での受入れ等について、区本部との協議を

行う。 

（（第第 1133 節節「「災災害害時時要要援援護護者者へへのの対対応応計計画画」」参参照照））  

② 性別等によるニーズの違いへの配慮 

男女別の更衣スペースやトイレ、洗濯物干し場、授乳のためのスペースの確保等、性別等

によるニーズの違いに対する配慮を行う。また、避難所運営委員会への女性の参画に配慮し、

女性のニーズの把握や相談が円滑に行われるよう配慮することや、災害時要援護者等への

配慮などの意見を取り入れた避難所運営を行う。 

③ 多様な文化的背景への配慮 

様々な文化や習慣の違いがあることを踏まえ、可能な範囲で環境の整備や食料の配付など

に配慮する。 
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イ 避難所運営で行う主な活動 

以下の活動について、避難者の積極的な参加を促し、避難所運営委員会を中心に実施する。 

① 避難者の把握（名簿班） 

避難者の状況確認や安否確認への対応を行うため、避難者名簿の作成を行い、区本部へ報

告する。 

避難所開設当初は多数の避難者により混乱を招くことがあるため、開設当初は人数の確認

と報告に重点をおき、名簿の作成は避難所の状況を考慮して実施するなど、柔軟な対応によ

り実施する。指定避難所の校庭等での車中泊による避難者についても、把握に努める。 

なお、安否確認対応等による避難者名簿の作成・公開にあたっては、ドメスティック・バ

イオレンスやストーカー被害等により居所を隠す必要のある避難者もいることに留意し、

避難者カード(または簡易避難者カード)における避難者情報公表可否の確認を徹底する。 

② 避難所の空間配置（総務班） 

避難所施設で定める施設の利用計画等に基づき、居住スペースや共有スペースの割り振り

を行う。 

居住スペースについては、可能な限り町内会等の地域のまとまりを生かすとともに、感染

症対策や災害時要援護者に配慮した割り振りを行う。また、体調不良者を受け入れる専用ス

ペースや、専用のトイレ、手洗い場等を確保するよう努める。 

共有スペースについては、トイレ等必要性の高いものから確認・設置し、性別等による

ニーズ等に配慮するとともに、使用ルールを明確にする等、円滑な運用に努める。 

③ 避難所の規律・防火・防犯（総務班） 

避難所内のルールを明確にし、避難者への周知徹底を図る。 

また、防火・防犯のため避難所内の巡回確認等を協力して実施する。 

④ ボランティアの要請・管理（総務班） 

避難所の活動に関して支援が必要な場合には、各区災害ボランティアセンターに連絡し支

援を要請するとともに、ボランティアの受入れ及び活動の指示を行う。 

専門的な知識・技術を要するボランティアについては、避難所担当職員から区本部を通し

て関係各部へ連絡し調整を図る。 

⑤ 各種情報の受発信（情報広報班） 

避難所運営マニュアルの各種様式により、避難所の状況、避難者数、必要物資等を区本部

へ報告するとともに、区本部からの情報を掲示し避難者へ提供するなど、避難所と区本部間

の情報伝達を逐次実施する。 

⑥ 食料・物資の確保（食料物資班） 

避難所内で必要な食料や物資について把握するとともに、不足する場合は要請し確保す

る。開設当初は、避難所の備蓄物資、避難者が持参した家庭内備蓄等を活用するとともに、

区本部あてに要請を行い、物資集配拠点からの支援開始後は、避難所へ配送を行う配送業者

等に直接要請する。 

必要な食料や物資の把握を行う際は、毛布・食料・飲料水のほか、紙おむつ・おかゆ・粉

ミルク・生理用品・薬品等、災害時要援護者や女性等のニーズ、アレルギー疾患やプライバ

シーに配慮する。 
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(2) 区本部の措置 

区本部は、避難所担当職員からの報告等により、区内の避難所の状況を的確に把握し、必要

に応じ災対本部と協議をし、避難所の以下の管理・運営のバックアップを図る。 

ア 連絡体制等の確保（区本部避難所間、災害時用公衆電話（特設公衆）、携帯電話充電器の

設置等） 

イ 必要物資等の手配（毛布、食料、飲料水、生活用水、衣類、食器、カイロ等） 

ウ 復旧情報の提供（水道、ガス、電気、電話、道路等） 

エ その他の支援業務 

(3) 避難所担当職員の措置 

避難所担当職員は、地域団体、避難者、施設管理者等と連携しながら、避難所運営委員会に

よる運営全般に携わるとともに、主に、区本部との情報伝達により避難所内の課題解決に向け

た要請・調整を行う。 

併せて、避難者のニーズの把握し、災害時要援護者や性別等によるニーズの違い、健康管理

やプライバシーに配慮する。 

(4) 施設管理者等の措置 

避難所施設の施設管理者や職員は、避難者の居住スペースや共有スペースを設置する際の調

整や助言を行うなど、施設の活用に関することを中心に、運営の支援を行う。 

(5) 避難所運営委員会の活動 

ア 避難者への配慮 

避難所では、年齢、性別、国籍、障害の有無など、避難者の形態も様々であることから、避

難所運営の各種活動については、以下のような点に配慮しながら実施する。 

① 災害時要援護者への配慮 

居住空間や物資、避難所での行動など、災害時要援護者への配慮を十分に行うとともに、

必要に応じて、福祉避難所や医療機関等の他施設での受入れ等について、区本部との協議を

行う。 

（（第第 1133 節節「「災災害害時時要要援援護護者者へへのの対対応応計計画画」」参参照照））  

② 性別等によるニーズの違いへの配慮 

男女別の更衣スペースやトイレ、洗濯物干し場、授乳のためのスペースの確保等、性別等

によるニーズの違いに対する配慮を行う。また、避難所運営委員会への女性の参画に配慮し、

女性のニーズの把握や相談が円滑に行われるよう配慮することや、災害時要援護者等への

配慮などの意見を取り入れた避難所運営を行う。 

③ 多様な文化的背景への配慮 

様々な文化や習慣の違いがあることを踏まえ、可能な範囲で環境の整備や食料の配付など

に配慮する。 
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(2) 区本部の措置 

区本部は、避難所担当職員からの報告等により、区内の避難所の状況を的確に把握し、必要

に応じ災対本部と協議をし、避難所の以下の管理・運営のバックアップを図る。 

ア 連絡体制等の確保（区本部避難所間、災害時用公衆電話（特設公衆）、携帯電話充電器の

設置等） 

イ 必要物資等の手配（毛布、食料、飲料水、生活用水、衣類、食器、カイロ等） 

ウ 復旧情報の提供（水道、ガス、電気、電話、道路等） 

エ その他の支援業務 

(3) 避難所担当職員の措置 

避難所担当職員は、地域団体、避難者、施設管理者等と連携しながら、避難所運営委員会に

よる運営全般に携わるとともに、主に、区本部との情報伝達により避難所内の課題解決に向け

た要請・調整を行う。 

併せて、避難者のニーズの把握し、災害時要援護者や性別等によるニーズの違い、健康管理

やプライバシーに配慮する。 

(4) 施設管理者等の措置 

避難所施設の施設管理者や職員は、避難者の居住スペースや共有スペースを設置する際の調

整や助言を行うなど、施設の活用に関することを中心に、運営の支援を行う。 

(5) 避難所運営委員会の活動 

ア 避難者への配慮 

避難所では、年齢、性別、国籍、障害の有無など、避難者の形態も様々であることから、避

難所運営の各種活動については、以下のような点に配慮しながら実施する。 

① 災害時要援護者への配慮 

居住空間や物資、避難所での行動など、災害時要援護者への配慮を十分に行うとともに、

必要に応じて、福祉避難所や医療機関等の他施設での受入れ等について、区本部との協議を

行う。 

（（第第 1133 節節「「災災害害時時要要援援護護者者へへのの対対応応計計画画」」参参照照））  

② 性別等によるニーズの違いへの配慮 

男女別の更衣スペースやトイレ、洗濯物干し場、授乳のためのスペースの確保等、性別等

によるニーズの違いに対する配慮を行う。また、避難所運営委員会への女性の参画に配慮し、

女性のニーズの把握や相談が円滑に行われるよう配慮することや、災害時要援護者等への

配慮などの意見を取り入れた避難所運営を行う。 

③ 多様な文化的背景への配慮 

様々な文化や習慣の違いがあることを踏まえ、可能な範囲で環境の整備や食料の配付など

に配慮する。 
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イ 避難所運営で行う主な活動 

以下の活動について、避難者の積極的な参加を促し、避難所運営委員会を中心に実施する。 

① 避難者の把握（名簿班） 

避難者の状況確認や安否確認への対応を行うため、避難者名簿の作成を行い、区本部へ報

告する。 

避難所開設当初は多数の避難者により混乱を招くことがあるため、開設当初は人数の確認

と報告に重点をおき、名簿の作成は避難所の状況を考慮して実施するなど、柔軟な対応によ

り実施する。指定避難所の校庭等での車中泊による避難者についても、把握に努める。 

なお、安否確認対応等による避難者名簿の作成・公開にあたっては、ドメスティック・バ

イオレンスやストーカー被害等により居所を隠す必要のある避難者もいることに留意し、

避難者カード(または簡易避難者カード)における避難者情報公表可否の確認を徹底する。 

② 避難所の空間配置（総務班） 

避難所施設で定める施設の利用計画等に基づき、居住スペースや共有スペースの割り振り

を行う。 

居住スペースについては、可能な限り町内会等の地域のまとまりを生かすとともに、感染

症対策や災害時要援護者に配慮した割り振りを行う。また、体調不良者を受け入れる専用ス

ペースや、専用のトイレ、手洗い場等を確保するよう努める。 

共有スペースについては、トイレ等必要性の高いものから確認・設置し、性別等による

ニーズ等に配慮するとともに、使用ルールを明確にする等、円滑な運用に努める。 

③ 避難所の規律・防火・防犯（総務班） 

避難所内のルールを明確にし、避難者への周知徹底を図る。 

また、防火・防犯のため避難所内の巡回確認等を協力して実施する。 

④ ボランティアの要請・管理（総務班） 

避難所の活動に関して支援が必要な場合には、各区災害ボランティアセンターに連絡し支

援を要請するとともに、ボランティアの受入れ及び活動の指示を行う。 

専門的な知識・技術を要するボランティアについては、避難所担当職員から区本部を通し

て関係各部へ連絡し調整を図る。 

⑤ 各種情報の受発信（情報広報班） 

避難所運営マニュアルの各種様式により、避難所の状況、避難者数、必要物資等を区本部

へ報告するとともに、区本部からの情報を掲示し避難者へ提供するなど、避難所と区本部間

の情報伝達を逐次実施する。 

⑥ 食料・物資の確保（食料物資班） 

避難所内で必要な食料や物資について把握するとともに、不足する場合は要請し確保す

る。開設当初は、避難所の備蓄物資、避難者が持参した家庭内備蓄等を活用するとともに、

区本部あてに要請を行い、物資集配拠点からの支援開始後は、避難所へ配送を行う配送業者

等に直接要請する。 

必要な食料や物資の把握を行う際は、毛布・食料・飲料水のほか、紙おむつ・おかゆ・粉

ミルク・生理用品・薬品等、災害時要援護者や女性等のニーズ、アレルギー疾患やプライバ

シーに配慮する。 
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イ 避難所運営で行う主な活動 

以下の活動について、避難者の積極的な参加を促し、避難所運営委員会を中心に実施する。 

① 避難者の把握（名簿班） 

避難者の状況確認や安否確認への対応を行うため、避難者名簿の作成を行い、区本部へ報

告する。 

避難所開設当初は多数の避難者により混乱を招くことがあるため、開設当初は人数の確認

と報告に重点をおき、名簿の作成は避難所の状況を考慮して実施するなど、柔軟な対応によ

り実施する。指定避難所の校庭等での車中泊による避難者についても、把握に努める。 

なお、安否確認対応等による避難者名簿の作成・公開にあたっては、ドメスティック・バ

イオレンスやストーカー被害等により居所を隠す必要のある避難者もいることに留意し、

避難者カード(または簡易避難者カード)における避難者情報公表可否の確認を徹底する。 

② 避難所の空間配置（総務班） 

避難所施設で定める施設の利用計画等に基づき、居住スペースや共有スペースの割り振り

を行う。 

居住スペースについては、可能な限り町内会等の地域のまとまりを生かすとともに、感染

症対策や災害時要援護者に配慮した割り振りを行う。また、体調不良者を受け入れる専用ス

ペースや、専用のトイレ、手洗い場等を確保するよう努める。 

共有スペースについては、トイレ等必要性の高いものから確認・設置し、性別等による

ニーズ等に配慮するとともに、使用ルールを明確にする等、円滑な運用に努める。 

③ 避難所の規律・防火・防犯（総務班） 

避難所内のルールを明確にし、避難者への周知徹底を図る。 

また、防火・防犯のため避難所内の巡回確認等を協力して実施する。 

④ ボランティアの要請・管理（総務班） 

避難所の活動に関して支援が必要な場合には、各区災害ボランティアセンターに連絡し支

援を要請するとともに、ボランティアの受入れ及び活動の指示を行う。 

専門的な知識・技術を要するボランティアについては、避難所担当職員から区本部を通し

て関係各部へ連絡し調整を図る。 

⑤ 各種情報の受発信（情報広報班） 

避難所運営マニュアルの各種様式により、避難所の状況、避難者数、必要物資等を区本部

へ報告するとともに、区本部からの情報を掲示し避難者へ提供するなど、避難所と区本部間

の情報伝達を逐次実施する。 

⑥ 食料・物資の確保（食料物資班） 

避難所内で必要な食料や物資について把握するとともに、不足する場合は要請し確保す

る。開設当初は、避難所の備蓄物資、避難者が持参した家庭内備蓄等を活用するとともに、

区本部あてに要請を行い、物資集配拠点からの支援開始後は、避難所へ配送を行う配送業者

等に直接要請する。 

必要な食料や物資の把握を行う際は、毛布・食料・飲料水のほか、紙おむつ・おかゆ・粉

ミルク・生理用品・薬品等、災害時要援護者や女性等のニーズ、アレルギー疾患やプライバ

シーに配慮する。 
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⑦ 救護・支援（救護班） 

けが人や急病人に対する応急処置や救急車の手配等、救護や支援を実施する。 

また、車中泊によるエコノミークラス症候群の防止や避難長期化に備え、避難者の健康状

態に配慮するとともに、必要に応じて、ボランティアの要請や、医療機関への受入れの要請

を行う。 

⑧ 水の確保（衛生班） 

断水時の飲料水、生活用水については、以下の方法により確保し、効率的に活用する。 

a. 備蓄物資、避難者が持参した家庭内備蓄等の活用 

b. 施設の受水槽の活用 

c. 災害時給水栓が設置されている避難所については、災害時給水栓による給水所を開設

し、区本部に報告 

d. 非常用飲料水貯水槽など、その他の応急給水については区本部を通じて水道部に開設

を要請 

e. 主にトイレの雑用水等については、学校プールの貯留水や河川の水を活用 

⑨ トイレの確保（衛生班） 

トイレについては避難所開設当初から使用できる体制が必要であり、施設のトイレの使用

可否を早期に確認するとともに、被害状況により、用水を確保して使用したり、災害用簡易

組立トイレを設置する等、対応を決定する。 

なお、災害用簡易組立トイレを設置する場合には、災害時要援護者や性別、プライバシー

へ配慮するとともに、夜間は照明を設置するなど安全性の確保にも配慮する。 

⑩ 衛生環境の整備（衛生班） 

ごみ集積場所を設置し、分別等の利用計画を徹底するなど、避難所の衛生環境の整備に努

める。また、ごみ処理・し尿処理については、区本部を通して環境部へ定期的に要請する。 

⑪ ペット飼育管理の指導（衛生班） 

ペット連れの避難者については、ペットの飼育場所を設置し受け入れる。 

ペットの飼育や衛生管理については、ルールを明確にするとともに、飼い主の責任の下適

正に実施されるよう指導し、避難者間のトラブル防止に努める。 

(6) 避難長期化対策（被害が甚大である場合） 

被害が甚大である場合、避難生活の長期化が見込まれるため、以下の体制や環境の整備につ

いて適時行うものとする。 

ア 避難所運営委員会の自主運営 

避難所運営委員会については、開設当初の地域中心の形から避難者中心へと移行されるよ

う避難者の参画を推進し、自主的な管理・運営体制を早期に確立する。 

イ 生活環境の確保 

避難生活が長期化する場合は、防犯などの安全確保や車中泊によるエコノミークラス症候

群、ストレス・衛生環境等への対策が必要となることから、間仕切りの設置等によるプライバ

シーの確保や入浴・洗濯等の日常生活の確保、避難所での生活に関する相談・健康相談・指導

を区本部と連携しながら行う。 
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(7) 避難所の集約・閉鎖 

ア 応急仮設住宅等の提供 

避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供等により、避難場所

の早期解消に努める。 

（（第第 3333 節節「「住住宅宅応応急急対対策策計計画画」」参参照照））  

イ 避難所の集約・閉鎖 

避難者の退所及び仮設住宅の提供等による避難者の減少に伴い、避難所の状況に応じて、区

本部の判断により避難所の集約・閉鎖を段階的に実施する。 

(8) 補助避難所の運営 

指定避難所を補完する施設として位置づける補助避難所については、地域、市、施設の事前

協議により定めた「地域版避難所運営マニュアル」に基づき、指定避難所との連携の下、地域

団体を中心として運営する。 
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⑦ 救護・支援（救護班） 

けが人や急病人に対する応急処置や救急車の手配等、救護や支援を実施する。 

また、車中泊によるエコノミークラス症候群の防止や避難長期化に備え、避難者の健康状

態に配慮するとともに、必要に応じて、ボランティアの要請や、医療機関への受入れの要請

を行う。 

⑧ 水の確保（衛生班） 

断水時の飲料水、生活用水については、以下の方法により確保し、効率的に活用する。 

a. 備蓄物資、避難者が持参した家庭内備蓄等の活用 

b. 施設の受水槽の活用 

c. 災害時給水栓が設置されている避難所については、災害時給水栓による給水所を開設

し、区本部に報告 

d. 非常用飲料水貯水槽など、その他の応急給水については区本部を通じて水道部に開設

を要請 

e. 主にトイレの雑用水等については、学校プールの貯留水や河川の水を活用 

⑨ トイレの確保（衛生班） 

トイレについては避難所開設当初から使用できる体制が必要であり、施設のトイレの使用

可否を早期に確認するとともに、被害状況により、用水を確保して使用したり、災害用簡易

組立トイレを設置する等、対応を決定する。 

なお、災害用簡易組立トイレを設置する場合には、災害時要援護者や性別、プライバシー

へ配慮するとともに、夜間は照明を設置するなど安全性の確保にも配慮する。 

⑩ 衛生環境の整備（衛生班） 

ごみ集積場所を設置し、分別等の利用計画を徹底するなど、避難所の衛生環境の整備に努

める。また、ごみ処理・し尿処理については、区本部を通して環境部へ定期的に要請する。 

⑪ ペット飼育管理の指導（衛生班） 

ペット連れの避難者については、ペットの飼育場所を設置し受け入れる。 

ペットの飼育や衛生管理については、ルールを明確にするとともに、飼い主の責任の下適

正に実施されるよう指導し、避難者間のトラブル防止に努める。 

(6) 避難長期化対策（被害が甚大である場合） 

被害が甚大である場合、避難生活の長期化が見込まれるため、以下の体制や環境の整備につ

いて適時行うものとする。 

ア 避難所運営委員会の自主運営 

避難所運営委員会については、開設当初の地域中心の形から避難者中心へと移行されるよ

う避難者の参画を推進し、自主的な管理・運営体制を早期に確立する。 

イ 生活環境の確保 

避難生活が長期化する場合は、防犯などの安全確保や車中泊によるエコノミークラス症候

群、ストレス・衛生環境等への対策が必要となることから、間仕切りの設置等によるプライバ

シーの確保や入浴・洗濯等の日常生活の確保、避難所での生活に関する相談・健康相談・指導

を区本部と連携しながら行う。 

  



第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 12 節 避難所運営計画 

 

 114 

 

⑦ 救護・支援（救護班） 

けが人や急病人に対する応急処置や救急車の手配等、救護や支援を実施する。 

また、車中泊によるエコノミークラス症候群の防止や避難長期化に備え、避難者の健康状

態に配慮するとともに、必要に応じて、ボランティアの要請や、医療機関への受入れの要請

を行う。 

⑧ 水の確保（衛生班） 

断水時の飲料水、生活用水については、以下の方法により確保し、効率的に活用する。 

a. 備蓄物資、避難者が持参した家庭内備蓄等の活用 

b. 施設の受水槽の活用 

c. 災害時給水栓が設置されている避難所については、災害時給水栓による給水所を開設

し、区本部に報告 

d. 非常用飲料水貯水槽など、その他の応急給水については区本部を通じて水道部に開設

を要請 

e. 主にトイレの雑用水等については、学校プールの貯留水や河川の水を活用 

⑨ トイレの確保（衛生班） 

トイレについては避難所開設当初から使用できる体制が必要であり、施設のトイレの使用

可否を早期に確認するとともに、被害状況により、用水を確保して使用したり、災害用簡易

組立トイレを設置する等、対応を決定する。 

なお、災害用簡易組立トイレを設置する場合には、災害時要援護者や性別、プライバシー

へ配慮するとともに、夜間は照明を設置するなど安全性の確保にも配慮する。 

⑩ 衛生環境の整備（衛生班） 

ごみ集積場所を設置し、分別等の利用計画を徹底するなど、避難所の衛生環境の整備に努

める。また、ごみ処理・し尿処理については、区本部を通して環境部へ定期的に要請する。 

⑪ ペット飼育管理の指導（衛生班） 

ペット連れの避難者については、ペットの飼育場所を設置し受け入れる。 

ペットの飼育や衛生管理については、ルールを明確にするとともに、飼い主の責任の下適

正に実施されるよう指導し、避難者間のトラブル防止に努める。 

(6) 避難長期化対策（被害が甚大である場合） 

被害が甚大である場合、避難生活の長期化が見込まれるため、以下の体制や環境の整備につ

いて適時行うものとする。 

ア 避難所運営委員会の自主運営 

避難所運営委員会については、開設当初の地域中心の形から避難者中心へと移行されるよ

う避難者の参画を推進し、自主的な管理・運営体制を早期に確立する。 

イ 生活環境の確保 

避難生活が長期化する場合は、防犯などの安全確保や車中泊によるエコノミークラス症候

群、ストレス・衛生環境等への対策が必要となることから、間仕切りの設置等によるプライバ

シーの確保や入浴・洗濯等の日常生活の確保、避難所での生活に関する相談・健康相談・指導

を区本部と連携しながら行う。 

  

第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 12 節 避難所運営計画 

 

115 

(7) 避難所の集約・閉鎖 

ア 応急仮設住宅等の提供 

避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供等により、避難場所

の早期解消に努める。 

（（第第 3333 節節「「住住宅宅応応急急対対策策計計画画」」参参照照））  

イ 避難所の集約・閉鎖 

避難者の退所及び仮設住宅の提供等による避難者の減少に伴い、避難所の状況に応じて、区

本部の判断により避難所の集約・閉鎖を段階的に実施する。 

(8) 補助避難所の運営 

指定避難所を補完する施設として位置づける補助避難所については、地域、市、施設の事前

協議により定めた「地域版避難所運営マニュアル」に基づき、指定避難所との連携の下、地域

団体を中心として運営する。 
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(7) 避難所の集約・閉鎖 

ア 応急仮設住宅等の提供 

避難者の健全な住生活の早期確保のために、応急仮設住宅の迅速な提供等により、避難場所

の早期解消に努める。 

（（第第 3333 節節「「住住宅宅応応急急対対策策計計画画」」参参照照））  

イ 避難所の集約・閉鎖 

避難者の退所及び仮設住宅の提供等による避難者の減少に伴い、避難所の状況に応じて、区

本部の判断により避難所の集約・閉鎖を段階的に実施する。 

(8) 補助避難所の運営 

指定避難所を補完する施設として位置づける補助避難所については、地域、市、施設の事前

協議により定めた「地域版避難所運営マニュアル」に基づき、指定避難所との連携の下、地域

団体を中心として運営する。 
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第 13 節 災害時要援護者への対応計画 

〔健康福祉部、こども若者部、文化観光部、各部、区本部〕 

本節では、共通編 第 2 部 第 2章 第 11節「災害時要援護者対策の推進」で対象とした災害時

要援護者に対する応急対策について定める。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

健 康 福 祉 部 
・社会福祉施設等との連絡調整に関すること 

・緊急援護の調整に関すること 

こども若者部 ・社会福祉施設等との連絡調整に関すること 

文 化 観 光 部 ・外国人の支援に関すること  

区 本 部 ・要援護高齢者・障害者等の支援に係る連絡調整に関すること 

 

2. 在宅の高齢者及び障害者に対する応急対策 〔健康福祉部、区本部〕 

災害発生時及びそのおそれがあるとき、在宅の高齢者及び障害者に対する支援については、地域

住民相互による共助を基本とする。 

避難所での生活が困難な方及び地域での支援が困難な重度障害の方については、区本部が必要

な支援を行う。 

(1) 災害時要援護者支援窓口の開設 

各区本部は、保健福祉班に災害時要援護者支援窓口を開設し、災害時要援護者に関する情報

の収集に当たり、緊急援護の受付、健康福祉部との連絡調整等を行う。 

(2) 地域団体等による支援 

地域団体等は、在宅の災害時要援護者の安否確認や災害情報の伝達に努め、状況に応じて救

護・救出及び要援護者の避難誘導を行うものとし、対応が困難あるいは危険と判断される場合

は区本部及び消防部へ支援要請を行う。 

(3) 福祉避難所の開設 

ア 開設の決定 

災害時、各区本部は、指定避難所に避難している災害時要援護者等の心身の状態及び指定避

難所での生活状況等を把握し、健康福祉部に報告する。健康福祉部は、災害時要援護者の状況

及び福祉避難所に指定している施設の受入れ体制を確認の上、福祉避難所の開設を決定する。 
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イ 入所調整及び移送 

開設の決定後、各区本部は、各指定避難所に派遣された職員が把握した災害時要援護者の心

身の状態等を勘案して、福祉避難所となっている施設に対して受入れ依頼を行う。対象者の移

送については各区本部による調整を基本とし、状況に応じて災害時要援護者の家族及び受入

れ施設、福祉サービス事業者等の協力を得ながら、適切な方法により移送する。 

指定避難所等への避難が困難な在宅の障害者等については、区本部の判断により福祉避難

所への直接避難も可能とする。 

（（資資料料 66--88「「福福祉祉避避難難所所一一覧覧表表」」参参照照））  

3. 社会福祉施設等への応急対策 〔災対本部事務局、健康福祉部、こども若者部、教育部、区本部〕 

(1) 入所者等の安否確認と施設被害状況の確認 

社会福祉施設等は、利用者及び職員の安否、施設の被害状況等を確認し、健康福祉部及びこ

ども若者部へ報告を行う。 

報告を受けた各部は内容を精査し、所管する施設等への支援の必要性等の検討を行う。 

(2) 入所者等の救護・避難誘導 

負傷者が発生した場合は必要な救護を行い、施設の損壊状況や市本部の情報等を踏まえ、必

要に応じて入所者等を避難所に避難させる。 

(3) 要配慮者利用施設への情報伝達 

災対本部事務局は、洪水予報等及び避難情報を対象地区の要配慮者利用施設及び関係部に伝

達する。 

要配慮者利用施設は、避難確保計画に基づき、洪水予報等の伝達を受けた場合は、入所者・

通所者の避難に向けた準備を開始し、また、避難情報の伝達を受けた場合は、入所者・通所者

を避難所に避難させるものとする。関係部は、施設の避難状況等を確認するものとする。 

（（資資料料 66--33「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設等等（（水水防防法法第第 1155 条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照））  

（（資資料料 66--44「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設（（土土砂砂災災害害防防止止法法第第 88条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照）） 

  

(4) 食料及び生活関連物資の供給 

健康福祉部・こども若者部は、ライフライン及び物流の途絶から、施設において食料及び生

活関連物資の購入ができない状況となった場合、救援物資を配送する。 

4. 在宅要援護者への支援対策〔健康福祉部、こども若者部、区本部〕 

自宅から単独で外出することができない災害時要援護者に対して、地域団体等の協力により在

宅要援護者として必要な支援を行う。 

(1) 対象となる方 

次のうち、自宅から単独で外出することができない方とする。 

ア 災害時要援護者 

災害時要援護者情報登録制度の登録者を含む、地域等で把握している要援護者 

イ 被災したことにより手助けが必要な方 

妊産婦、乳幼児のいる家庭など 
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第 13 節 災害時要援護者への対応計画 

〔健康福祉部、こども若者部、文化観光部、各部、区本部〕 

本節では、共通編 第 2 部 第 2章 第 11節「災害時要援護者対策の推進」で対象とした災害時

要援護者に対する応急対策について定める。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

健 康 福 祉 部 
・社会福祉施設等との連絡調整に関すること 

・緊急援護の調整に関すること 

こ ど も 若 者 部 ・社会福祉施設等との連絡調整に関すること 

文 化 観 光 部 ・外国人の支援に関すること  

区 本 部 ・要援護高齢者・障害者等の支援に係る連絡調整に関すること 

 

2. 在宅の高齢者及び障害者に対する応急対策 〔健康福祉部、区本部〕 

災害発生時及びそのおそれがあるとき、在宅の高齢者及び障害者に対する支援については、地域

住民相互による共助を基本とする。 

避難所での生活が困難な方及び地域での支援が困難な重度障害の方については、区本部が必要

な支援を行う。 

(1) 災害時要援護者支援窓口の開設 

各区本部は、保健福祉班に災害時要援護者支援窓口を開設し、災害時要援護者に関する情報

の収集に当たり、緊急援護の受付、健康福祉部との連絡調整等を行う。 

(2) 地域団体等による支援 

地域団体等は、在宅の災害時要援護者の安否確認や災害情報の伝達に努め、状況に応じて救

護・救出及び要援護者の避難誘導を行うものとし、対応が困難あるいは危険と判断される場合

は区本部及び消防部へ支援要請を行う。 

(3) 福祉避難所の開設 

ア 開設の決定 

災害時、各区本部は、指定避難所に避難している災害時要援護者等の心身の状態及び指定避

難所での生活状況等を把握し、健康福祉部に報告する。健康福祉部は、災害時要援護者の状況

及び福祉避難所に指定している施設の受入れ体制を確認の上、福祉避難所の開設を決定する。 
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第 13 節 災害時要援護者への対応計画 

〔健康福祉部、こども若者部、文化観光部、各部、区本部〕 

本節では、共通編 第 2 部 第 2章 第 11節「災害時要援護者対策の推進」で対象とした災害時

要援護者に対する応急対策について定める。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

健 康 福 祉 部 
・社会福祉施設等との連絡調整に関すること 

・緊急援護の調整に関すること 

こども若者部 ・社会福祉施設等との連絡調整に関すること 

文 化 観 光 部 ・外国人の支援に関すること  

区 本 部 ・要援護高齢者・障害者等の支援に係る連絡調整に関すること 

 

2. 在宅の高齢者及び障害者に対する応急対策 〔健康福祉部、区本部〕 

災害発生時及びそのおそれがあるとき、在宅の高齢者及び障害者に対する支援については、地域

住民相互による共助を基本とする。 

避難所での生活が困難な方及び地域での支援が困難な重度障害の方については、区本部が必要

な支援を行う。 

(1) 災害時要援護者支援窓口の開設 

各区本部は、保健福祉班に災害時要援護者支援窓口を開設し、災害時要援護者に関する情報

の収集に当たり、緊急援護の受付、健康福祉部との連絡調整等を行う。 

(2) 地域団体等による支援 

地域団体等は、在宅の災害時要援護者の安否確認や災害情報の伝達に努め、状況に応じて救

護・救出及び要援護者の避難誘導を行うものとし、対応が困難あるいは危険と判断される場合

は区本部及び消防部へ支援要請を行う。 

(3) 福祉避難所の開設 

ア 開設の決定 

災害時、各区本部は、指定避難所に避難している災害時要援護者等の心身の状態及び指定避

難所での生活状況等を把握し、健康福祉部に報告する。健康福祉部は、災害時要援護者の状況

及び福祉避難所に指定している施設の受入れ体制を確認の上、福祉避難所の開設を決定する。 
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イ 入所調整及び移送 

開設の決定後、各区本部は、各指定避難所に派遣された職員が把握した災害時要援護者の心

身の状態等を勘案して、福祉避難所となっている施設に対して受入れ依頼を行う。対象者の移

送については各区本部による調整を基本とし、状況に応じて災害時要援護者の家族及び受入

れ施設、福祉サービス事業者等の協力を得ながら、適切な方法により移送する。 

指定避難所等への避難が困難な在宅の障害者等については、区本部の判断により福祉避難

所への直接避難も可能とする。 

（（資資料料 66--88「「福福祉祉避避難難所所一一覧覧表表」」参参照照））  

3. 社会福祉施設等への応急対策 〔災対本部事務局、健康福祉部、こども若者部、教育部、区本部〕 

(1) 入所者等の安否確認と施設被害状況の確認 

社会福祉施設等は、利用者及び職員の安否、施設の被害状況等を確認し、健康福祉部及びこ

ども若者部へ報告を行う。 

報告を受けた各部は内容を精査し、所管する施設等への支援の必要性等の検討を行う。 

(2) 入所者等の救護・避難誘導 

負傷者が発生した場合は必要な救護を行い、施設の損壊状況や市本部の情報等を踏まえ、必

要に応じて入所者等を避難所に避難させる。 

(3) 要配慮者利用施設への情報伝達 

災対本部事務局は、洪水予報等及び避難情報を対象地区の要配慮者利用施設及び関係部に伝

達する。 

要配慮者利用施設は、避難確保計画に基づき、洪水予報等の伝達を受けた場合は、入所者・

通所者の避難に向けた準備を開始し、また、避難情報の伝達を受けた場合は、入所者・通所者

を避難所に避難させるものとする。関係部は、施設の避難状況等を確認するものとする。 

（（資資料料 66--33「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設等等（（水水防防法法第第 1155 条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照））  

（（資資料料 66--44「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設（（土土砂砂災災害害防防止止法法第第 88条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照）） 

  

(4) 食料及び生活関連物資の供給 

健康福祉部・こども若者部は、ライフライン及び物流の途絶から、施設において食料及び生

活関連物資の購入ができない状況となった場合、救援物資を配送する。 

4. 在宅要援護者への支援対策〔健康福祉部、こども若者部、区本部〕 

自宅から単独で外出することができない災害時要援護者に対して、地域団体等の協力により在

宅要援護者として必要な支援を行う。 

(1) 対象となる方 

次のうち、自宅から単独で外出することができない方とする。 

ア 災害時要援護者 

災害時要援護者情報登録制度の登録者を含む、地域等で把握している要援護者 

イ 被災したことにより手助けが必要な方 

妊産婦、乳幼児のいる家庭など 
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イ 入所調整及び移送 

開設の決定後、各区本部は、各指定避難所に派遣された職員が把握した災害時要援護者の心

身の状態等を勘案して、福祉避難所となっている施設に対して受入れ依頼を行う。対象者の移

送については各区本部による調整を基本とし、状況に応じて災害時要援護者の家族及び受入

れ施設、福祉サービス事業者等の協力を得ながら、適切な方法により移送する。 

指定避難所等への避難が困難な在宅の障害者等については、区本部の判断により福祉避難

所への直接避難も可能とする。 

（（資資料料 66--88「「福福祉祉避避難難所所一一覧覧表表」」参参照照））  

3. 社会福祉施設等への応急対策 〔災対本部事務局、健康福祉部、こども若者部、教育部、区本部〕 

(1) 入所者等の安否確認と施設被害状況の確認 

社会福祉施設等は、利用者及び職員の安否、施設の被害状況等を確認し、健康福祉部及びこ

ども若者部へ報告を行う。 

報告を受けた各部は内容を精査し、所管する施設等への支援の必要性等の検討を行う。 

(2) 入所者等の救護・避難誘導 

負傷者が発生した場合は必要な救護を行い、施設の損壊状況や市本部の情報等を踏まえ、必

要に応じて入所者等を避難所に避難させる。 

(3) 要配慮者利用施設への情報伝達 

災対本部事務局は、洪水予報等及び避難情報を対象地区の要配慮者利用施設及び関係部に伝

達する。 

要配慮者利用施設は、避難確保計画に基づき、洪水予報等の伝達を受けた場合は、入所者・

通所者の避難に向けた準備を開始し、また、避難情報の伝達を受けた場合は、入所者・通所者

を避難所に避難させるものとする。関係部は、施設の避難状況等を確認するものとする。 

（（資資料料 66--33「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設等等（（水水防防法法第第 1155 条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照））  

（（資資料料 66--44「「要要配配慮慮者者利利用用施施設設（（土土砂砂災災害害防防止止法法第第 88条条第第 11 項項第第 44 号号のの施施設設））一一覧覧」」参参照照）） 

  

(4) 食料及び生活関連物資の供給 

健康福祉部・こども若者部は、ライフライン及び物流の途絶から、施設において食料及び生

活関連物資の購入ができない状況となった場合、救援物資を配送する。 

4. 在宅要援護者への支援対策〔健康福祉部、こども若者部、区本部〕 

自宅から単独で外出することができない災害時要援護者に対して、地域団体等の協力により在

宅要援護者として必要な支援を行う。 

(1) 対象となる方 

次のうち、自宅から単独で外出することができない方とする。 

ア 災害時要援護者 

災害時要援護者情報登録制度の登録者を含む、地域等で把握している要援護者 

イ 被災したことにより手助けが必要な方 

妊産婦、乳幼児のいる家庭など 
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(2) 支援内容 

ア 定期的な安否確認や災害情報の提供 

イ 食料、生活物資等の購入ができない状況が長期化する場合などにおいて、地域団体等の協

力を得ながら、巡回等も含めた食料・物資等の配付 

5. 外国人支援対策 〔文化観光部〕 

災害時に、仙台多文化共生センター（仙台国際センター内）に仙台市災害多言語支援センターを

設置し、同センターを運営する仙台観光国際協会と共に、外国人の被災状況、避難状況に関する情

報を収集するほか、多言語による情報提供・相談にも対応する。 

(1) 関係機関、団体から外国人の被災状況、避難状況に関する情報を収集する。 

(2) 災害情報等について多言語に翻訳し、テレビ・ラジオ・インターネット等を活用して提供する。 

(3) 多言語による相談窓口を設けるほか、状況に応じて災害時言語ボランティアの派遣を行う。 

6. 避難所での配慮 〔各部、区本部〕 

避難所の運営に当たっては、「避難所運営マニュアル」等に基づき災害時要援護者の障害及び健

康の状態等に応じ、以下の点に十分配慮する。 

(1) 他の避難者の協力を得て、環境の良い避難スペースを災害時要援護者に優先的に確保する。 

(2) 避難所での生活が困難な場合は、より環境の良い補助避難所への移動に配慮するとともに、災

害時要援護者の状況に応じて福祉避難所への移送について各区本部と協議する。 

(3) 食料、飲料水など生活必需品等必要な物資の確保に努めるとともに、優先的な給付を行う。 

(4) 障害者も利用可能な仮設トイレ及びプライバシー確保のための間仕切りの設置のほか、避難

所のバリアフリー化等生活環境に対する配慮を行う。 

(5) 災害時要援護者に対する適切な情報の提供手段、提供内容等に十分配慮する。 

(6) 健常な避難者やボランティアの配慮、協力が得られるような避難所運営に努める。 

(7) 必要に応じ、災害時要援護者の相談に応じる相談員の配置や手話通訳者や災害時障害者ボラ

ンティアの派遣を要請する。 

(8) 仙台市災害多言語支援センターから発信される情報や、各避難所に設置してある災害時多言

語表示シート、必要に応じて災害時言語ボランティアの派遣などを活用し、避難所においても外

国人がスムーズに情報を入手できるよう配慮する。 

（（資資料料 1122--66「「仙仙台台市市災災害害多多言言語語支支援援セセンンタターー」」参参照照））  

7. 応急仮設住宅入居への配慮 〔健康福祉部〕 

身体的、精神的に虚弱な状態にある等の理由により、避難所での生活が困難と認められる高齢者、

障害者等及びその家族に対しては、応急仮設住宅への優先的入居に配慮する。 
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8. 災害時要援護者の安全確保策（被害が甚大である場合） 

大規模災害により甚大な被害が発生した際、ライフライン（電気、ガス、水道、下水道など）の

断絶、通信手段の途絶による環境の急激な劣悪化は、災害時要援護者にとって身体生命の危険を引

き起こしかねない問題となる。 

医療機器や、予備バッテリー、ミルク、おむつ等の必需品の破損、遺失等が発生する可能性や、

支援する方が被災することによる災害時要援護者支援計画自体が機能しない場合が憂慮されるこ

とから、市は甚大な被害が発生した場合の対応策を以下のように定める。 

・ 町内会や地域団体等における支援活動が可能な状況にあるか、避難所担当職員により至急 

確認する。 

・ 地域団体等が支援できない場合は緊急救助等の必要な措置をとる。 

・ 災害時要援護者の状況により、区本部の判断で自宅から福祉避難所へ直接移送することも可

能とする。 

・ 道路等の途絶によるいわゆる孤立集落の場合にあっては、早期解消の必要があることから、

国、県、指定公共機関からの連絡により途絶状態又は復旧状況を把握するとともに、当該地域

における備蓄の状況、医療的援助が必要な者などの有無の把握に努める。 
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(2) 支援内容 

ア 定期的な安否確認や災害情報の提供 

イ 食料、生活物資等の購入ができない状況が長期化する場合などにおいて、地域団体等の協

力を得ながら、巡回等も含めた食料・物資等の配付 

5. 外国人支援対策 〔文化観光部〕 

災害時に、仙台多文化共生センター（仙台国際センター内）に仙台市災害多言語支援センターを

設置し、同センターを運営する仙台観光国際協会と共に、外国人の被災状況、避難状況に関する情

報を収集するほか、多言語による情報提供・相談にも対応する。 

(1) 関係機関、団体から外国人の被災状況、避難状況に関する情報を収集する。 

(2) 災害情報等について多言語に翻訳し、テレビ・ラジオ・インターネット等を活用して提供する。 

(3) 多言語による相談窓口を設けるほか、状況に応じて災害時言語ボランティアの派遣を行う。 

6. 避難所での配慮 〔各部、区本部〕 

避難所の運営に当たっては、「避難所運営マニュアル」等に基づき災害時要援護者の障害及び健

康の状態等に応じ、以下の点に十分配慮する。 

(1) 他の避難者の協力を得て、環境の良い避難スペースを災害時要援護者に優先的に確保する。 

(2) 避難所での生活が困難な場合は、より環境の良い補助避難所への移動に配慮するとともに、災

害時要援護者の状況に応じて福祉避難所への移送について各区本部と協議する。 

(3) 食料、飲料水など生活必需品等必要な物資の確保に努めるとともに、優先的な給付を行う。 

(4) 障害者も利用可能な仮設トイレ及びプライバシー確保のための間仕切りの設置のほか、避難

所のバリアフリー化等生活環境に対する配慮を行う。 

(5) 災害時要援護者に対する適切な情報の提供手段、提供内容等に十分配慮する。 

(6) 健常な避難者やボランティアの配慮、協力が得られるような避難所運営に努める。 

(7) 必要に応じ、災害時要援護者の相談に応じる相談員の配置や手話通訳者や災害時障害者ボラ

ンティアの派遣を要請する。 

(8) 仙台市災害多言語支援センターから発信される情報や、各避難所に設置してある災害時多言

語表示シート、必要に応じて災害時言語ボランティアの派遣などを活用し、避難所においても外

国人がスムーズに情報を入手できるよう配慮する。 

（（資資料料 1122--66「「仙仙台台市市災災害害多多言言語語支支援援セセンンタターー」」参参照照））  

7. 応急仮設住宅入居への配慮 〔健康福祉部〕 

身体的、精神的に虚弱な状態にある等の理由により、避難所での生活が困難と認められる高齢者、

障害者等及びその家族に対しては、応急仮設住宅への優先的入居に配慮する。 
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(2) 支援内容 

ア 定期的な安否確認や災害情報の提供 

イ 食料、生活物資等の購入ができない状況が長期化する場合などにおいて、地域団体等の協

力を得ながら、巡回等も含めた食料・物資等の配付 

5. 外国人支援対策 〔文化観光部〕 

災害時に、仙台多文化共生センター（仙台国際センター内）に仙台市災害多言語支援センターを

設置し、同センターを運営する仙台観光国際協会と共に、外国人の被災状況、避難状況に関する情

報を収集するほか、多言語による情報提供・相談にも対応する。 

(1) 関係機関、団体から外国人の被災状況、避難状況に関する情報を収集する。 

(2) 災害情報等について多言語に翻訳し、テレビ・ラジオ・インターネット等を活用して提供する。 

(3) 多言語による相談窓口を設けるほか、状況に応じて災害時言語ボランティアの派遣を行う。 

6. 避難所での配慮 〔各部、区本部〕 

避難所の運営に当たっては、「避難所運営マニュアル」等に基づき災害時要援護者の障害及び健

康の状態等に応じ、以下の点に十分配慮する。 

(1) 他の避難者の協力を得て、環境の良い避難スペースを災害時要援護者に優先的に確保する。 

(2) 避難所での生活が困難な場合は、より環境の良い補助避難所への移動に配慮するとともに、災

害時要援護者の状況に応じて福祉避難所への移送について各区本部と協議する。 

(3) 食料、飲料水など生活必需品等必要な物資の確保に努めるとともに、優先的な給付を行う。 

(4) 障害者も利用可能な仮設トイレ及びプライバシー確保のための間仕切りの設置のほか、避難

所のバリアフリー化等生活環境に対する配慮を行う。 

(5) 災害時要援護者に対する適切な情報の提供手段、提供内容等に十分配慮する。 

(6) 健常な避難者やボランティアの配慮、協力が得られるような避難所運営に努める。 

(7) 必要に応じ、災害時要援護者の相談に応じる相談員の配置や手話通訳者や災害時障害者ボラ

ンティアの派遣を要請する。 

(8) 仙台市災害多言語支援センターから発信される情報や、各避難所に設置してある災害時多言

語表示シート、必要に応じて災害時言語ボランティアの派遣などを活用し、避難所においても外

国人がスムーズに情報を入手できるよう配慮する。 

（（資資料料 1122--66「「仙仙台台市市災災害害多多言言語語支支援援セセンンタターー」」参参照照））  

7. 応急仮設住宅入居への配慮 〔健康福祉部〕 

身体的、精神的に虚弱な状態にある等の理由により、避難所での生活が困難と認められる高齢者、

障害者等及びその家族に対しては、応急仮設住宅への優先的入居に配慮する。 
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8. 災害時要援護者の安全確保策（被害が甚大である場合） 

大規模災害により甚大な被害が発生した際、ライフライン（電気、ガス、水道、下水道など）の

断絶、通信手段の途絶による環境の急激な劣悪化は、災害時要援護者にとって身体生命の危険を引

き起こしかねない問題となる。 

医療機器や、予備バッテリー、ミルク、おむつ等の必需品の破損、遺失等が発生する可能性や、

支援する方が被災することによる災害時要援護者支援計画自体が機能しない場合が憂慮されるこ

とから、市は甚大な被害が発生した場合の対応策を以下のように定める。 

・ 町内会や地域団体等における支援活動が可能な状況にあるか、避難所担当職員により至急 

確認する。 

・ 地域団体等が支援できない場合は緊急救助等の必要な措置をとる。 

・ 災害時要援護者の状況により、区本部の判断で自宅から福祉避難所へ直接移送することも可

能とする。 

・ 道路等の途絶によるいわゆる孤立集落の場合にあっては、早期解消の必要があることから、

国、県、指定公共機関からの連絡により途絶状態又は復旧状況を把握するとともに、当該地域

における備蓄の状況、医療的援助が必要な者などの有無の把握に努める。 
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8. 災害時要援護者の安全確保策（被害が甚大である場合） 

大規模災害により甚大な被害が発生した際、ライフライン（電気、ガス、水道、下水道など）の

断絶、通信手段の途絶による環境の急激な劣悪化は、災害時要援護者にとって身体生命の危険を引

き起こしかねない問題となる。 

医療機器や、予備バッテリー、ミルク、おむつ等の必需品の破損、遺失等が発生する可能性や、

支援する方が被災することによる災害時要援護者支援計画自体が機能しない場合が憂慮されるこ

とから、市は甚大な被害が発生した場合の対応策を以下のように定める。 

・ 町内会や地域団体等における支援活動が可能な状況にあるか、避難所担当職員により至急 

確認する。 

・ 地域団体等が支援できない場合は緊急救助等の必要な措置をとる。 

・ 災害時要援護者の状況により、区本部の判断で自宅から福祉避難所へ直接移送することも可

能とする。 

・ 道路等の途絶によるいわゆる孤立集落の場合にあっては、早期解消の必要があることから、

国、県、指定公共機関からの連絡により途絶状態又は復旧状況を把握するとともに、当該地域

における備蓄の状況、医療的援助が必要な者などの有無の把握に努める。 

 



第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 14 節 物資供給計画 

 

 120 

第 14 節 物資供給計画 

〔災対本部事務局、総務部、財政部、健康福祉部、経済部、区本部〕 

本節では、家庭内備蓄や市場での調達により食料及び生活物資を確保することが困難な者に対

して、食料等物資を円滑に供給するため、物資の調達、救援物資の受入れ及び物資集配拠点の運

営について定める。 

なお、医療関連物資については、第 10節「医療救護・保健・防疫計画」に定める。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災対本部事務局 ・県への救援物資の要請に関すること 

総 務 部 ・職員の食料及び仮眠用寝具等の調達に関すること 

財 政 部 ・共用車の運行調整、車両の借り上げに関すること 

健 康 福 祉 部 
・指定避難所での災害時要援護者の必要な衛生用品等の把握に関する 

こと 

経 済 部 

・必要な食料等物資の把握 

・各種業界団体からの支援の総括に関すること 

・各種業界団体からの食料等物資の調達に関すること 

・物資集配拠点の開設に関すること 

・物資集配拠点における食料等物資の受入れ・管理・配送に関すること 

・物資集配拠点の運営全般に関すること 

・食料等物資の輸送及び共用車の運行調整に関すること 

区 本 部 ・区本部備蓄物資・救援物資の輸送に関すること 

 

2. 食料の供給 〔災対本部事務局、総務部、財政部、健康福祉部、経済部、区本部〕 

避難所に避難している被災者や、住家の被害により炊事ができない被災者等に対し、応急的に炊

き出し等による食料の提供を行う。 

なお、食料の確保に当たっては、災害時要援護者、アレルギー疾患等に配慮する。 

(1) 対象者 

ア 避難所に避難している者 

イ 住家の被害により、炊事ができない者 

ウ 救出救援活動に従事する者 

エ その他本部長が必要と認めた者 
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(2) 食料の確保 

ア 備蓄食料の活用 

災害発生後 48 時間以内は、交通機関等に乱れが生じ、外部からの物資供給が困難なことか

ら、避難所に備蓄されている食料の配付を行う。 

イ 協定に基づく調達 

災害時における食料供給協力に関する協定により、協定機関及び団体等の協力を得て、食料

の確保、炊き出しを実施する。 

ウ 知事に対する救援物資の要請 

前記ア及びイの方法でなお不足が生じる場合は、知事に対して救援物資の要請を行い、配給

を受ける。 

エ 産業給食による提供 

弁当など調理・加工した食事の提供を行う。 

(3) 食料の輸送 

ア 備蓄食料 

食料の輸送は、区本部総務班が実施する。 

イ 調達食料 

食料の輸送は協定機関及び団体が行うものとするが、必要に応じ災対本部事務局は、財政部

及び経済部と調整の上、宮城県トラック協会等に協力要請を行うなど、効率的な食料輸送を実

施する。 

(4) 食料の配付 

配付は避難所において行う。 

ただし、障害者及び高齢者等の要援護者や被災したことにより支援が必要となる妊産婦など

で自宅から外出することができない者に対しては、食料の購入ができない状況が長期化する場

合等において、健康福祉部は地域団体等の協力を得て必要に応じて巡回等により配付を行う。 

(5) 職員への食料調達 

原則として各自が行う。ただし、食料の調達が困難な場合又は職場を離れることが困難な場

合は、総務部及び各部において食料を調達し配付する。 

3. 生活物資の供給 〔災対本部事務局、財政部、健康福祉部、経済部〕 

災害により、日常生活に欠くことのできない被服、寝具その他の生活必需品を喪失し、日常生活

を営むことが困難な者に対して、日常生活に最小限必要な生活必需品を配付し、被災者の生活を安

定させる。 

なお、生活物資の確保に当たっては、災害時要援護者、女性や子育て家庭の避難生活等に配慮す

る。 

(1) 対象者 

ア 避難所に避難している者 

イ 住家の被害により、生活上必要な被服、寝具その他の生活必需品等を喪失又は毀損したた
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第 14 節 物資供給計画 

〔災対本部事務局、総務部、財政部、健康福祉部、経済部、区本部〕 

本節では、家庭内備蓄や市場での調達により食料及び生活物資を確保することが困難な者に対

して、食料等物資を円滑に供給するため、物資の調達、救援物資の受入れ及び物資集配拠点の運

営について定める。 

なお、医療関連物資については、第 10節「医療救護・保健・防疫計画」に定める。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災対本部事務局 ・県への救援物資の要請に関すること 

総 務 部 ・職員の食料及び仮眠用寝具等の調達に関すること 

財 政 部 ・共用車の運行調整、車両の借り上げに関すること 

健 康 福 祉 部 
・指定避難所での災害時要援護者の必要な衛生用品等の把握に関する 

こと 

経 済 部 

・必要な食料等物資の把握 

・各種業界団体からの支援の総括に関すること 

・各種業界団体からの食料等物資の調達に関すること 

・物資集配拠点の開設に関すること 

・物資集配拠点における食料等物資の受入れ・管理・配送に関すること 

・物資集配拠点の運営全般に関すること 

・食料等物資の輸送及び共用車の運行調整に関すること 

区 本 部 ・区本部備蓄物資・救援物資の輸送に関すること 

 

2. 食料の供給 〔災対本部事務局、総務部、財政部、健康福祉部、経済部、区本部〕 

避難所に避難している被災者や、住家の被害により炊事ができない被災者等に対し、応急的に炊

き出し等による食料の提供を行う。 

なお、食料の確保に当たっては、災害時要援護者、アレルギー疾患等に配慮する。 

(1) 対象者 

ア 避難所に避難している者 

イ 住家の被害により、炊事ができない者 

ウ 救出救援活動に従事する者 

エ その他本部長が必要と認めた者 
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第 14 節 物資供給計画 

〔災対本部事務局、総務部、財政部、健康福祉部、経済部、区本部〕 

本節では、家庭内備蓄や市場での調達により食料及び生活物資を確保することが困難な者に対

して、食料等物資を円滑に供給するため、物資の調達、救援物資の受入れ及び物資集配拠点の運

営について定める。 

なお、医療関連物資については、第 10節「医療救護・保健・防疫計画」に定める。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災対本部事務局 ・県への救援物資の要請に関すること 

総 務 部 ・職員の食料及び仮眠用寝具等の調達に関すること 

財 政 部 ・共用車の運行調整、車両の借り上げに関すること 

健 康 福 祉 部 
・指定避難所での災害時要援護者の必要な衛生用品等の把握に関する 

こと 

経 済 部 

・必要な食料等物資の把握 

・各種業界団体からの支援の総括に関すること 

・各種業界団体からの食料等物資の調達に関すること 

・物資集配拠点の開設に関すること 

・物資集配拠点における食料等物資の受入れ・管理・配送に関すること 

・物資集配拠点の運営全般に関すること 

・食料等物資の輸送及び共用車の運行調整に関すること 

区 本 部 ・区本部備蓄物資・救援物資の輸送に関すること 

 

2. 食料の供給 〔災対本部事務局、総務部、財政部、健康福祉部、経済部、区本部〕 

避難所に避難している被災者や、住家の被害により炊事ができない被災者等に対し、応急的に炊

き出し等による食料の提供を行う。 

なお、食料の確保に当たっては、災害時要援護者、アレルギー疾患等に配慮する。 

(1) 対象者 

ア 避難所に避難している者 

イ 住家の被害により、炊事ができない者 

ウ 救出救援活動に従事する者 

エ その他本部長が必要と認めた者 
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(2) 食料の確保 

ア 備蓄食料の活用 

災害発生後 48 時間以内は、交通機関等に乱れが生じ、外部からの物資供給が困難なことか

ら、避難所に備蓄されている食料の配付を行う。 

イ 協定に基づく調達 

災害時における食料供給協力に関する協定により、協定機関及び団体等の協力を得て、食料

の確保、炊き出しを実施する。 

ウ 知事に対する救援物資の要請 

前記ア及びイの方法でなお不足が生じる場合は、知事に対して救援物資の要請を行い、配給

を受ける。 

エ 産業給食による提供 

弁当など調理・加工した食事の提供を行う。 

(3) 食料の輸送 

ア 備蓄食料 

食料の輸送は、区本部総務班が実施する。 

イ 調達食料 

食料の輸送は協定機関及び団体が行うものとするが、必要に応じ災対本部事務局は、財政部

及び経済部と調整の上、宮城県トラック協会等に協力要請を行うなど、効率的な食料輸送を実

施する。 

(4) 食料の配付 

配付は避難所において行う。 

ただし、障害者及び高齢者等の要援護者や被災したことにより支援が必要となる妊産婦など

で自宅から外出することができない者に対しては、食料の購入ができない状況が長期化する場

合等において、健康福祉部は地域団体等の協力を得て必要に応じて巡回等により配付を行う。 

(5) 職員への食料調達 

原則として各自が行う。ただし、食料の調達が困難な場合又は職場を離れることが困難な場

合は、総務部及び各部において食料を調達し配付する。 

3. 生活物資の供給 〔災対本部事務局、財政部、健康福祉部、経済部〕 

災害により、日常生活に欠くことのできない被服、寝具その他の生活必需品を喪失し、日常生活

を営むことが困難な者に対して、日常生活に最小限必要な生活必需品を配付し、被災者の生活を安

定させる。 

なお、生活物資の確保に当たっては、災害時要援護者、女性や子育て家庭の避難生活等に配慮す

る。 

(1) 対象者 

ア 避難所に避難している者 

イ 住家の被害により、生活上必要な被服、寝具その他の生活必需品等を喪失又は毀損したた
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(2) 食料の確保 

ア 備蓄食料の活用 

災害発生後 48 時間以内は、交通機関等に乱れが生じ、外部からの物資供給が困難なことか

ら、避難所に備蓄されている食料の配付を行う。 

イ 協定に基づく調達 

災害時における食料供給協力に関する協定により、協定機関及び団体等の協力を得て、食料

の確保、炊き出しを実施する。 

ウ 知事に対する救援物資の要請 

前記ア及びイの方法でなお不足が生じる場合は、知事に対して救援物資の要請を行い、配給

を受ける。 

エ 産業給食による提供 

弁当など調理・加工した食事の提供を行う。 

(3) 食料の輸送 

ア 備蓄食料 

食料の輸送は、区本部総務班が実施する。 

イ 調達食料 

食料の輸送は協定機関及び団体が行うものとするが、必要に応じ災対本部事務局は、財政部

及び経済部と調整の上、宮城県トラック協会等に協力要請を行うなど、効率的な食料輸送を実

施する。 

(4) 食料の配付 

配付は避難所において行う。 

ただし、障害者及び高齢者等の要援護者や被災したことにより支援が必要となる妊産婦など

で自宅から外出することができない者に対しては、食料の購入ができない状況が長期化する場

合等において、健康福祉部は地域団体等の協力を得て必要に応じて巡回等により配付を行う。 

(5) 職員への食料調達 

原則として各自が行う。ただし、食料の調達が困難な場合又は職場を離れることが困難な場

合は、総務部及び各部において食料を調達し配付する。 

3. 生活物資の供給 〔災対本部事務局、財政部、健康福祉部、経済部〕 

災害により、日常生活に欠くことのできない被服、寝具その他の生活必需品を喪失し、日常生活

を営むことが困難な者に対して、日常生活に最小限必要な生活必需品を配付し、被災者の生活を安

定させる。 

なお、生活物資の確保に当たっては、災害時要援護者、女性や子育て家庭の避難生活等に配慮す

る。 

(1) 対象者 

ア 避難所に避難している者 

イ 住家の被害により、生活上必要な被服、寝具その他の生活必需品等を喪失又は毀損したた



第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 14 節 物資供給計画 

 

 122 

めに、日常生活を営むことが困難な者 

ウ その他本部長が必要と認めた者 

(2) 物資の確保 

ア 流通在庫備蓄の活用 

流通在庫方式で備蓄及び輸送を委託している企業に対し、備蓄品（衛生用品）の区本部への

輸送を要請する。 

イ 協定に基づく調達 

災害時における生活物資の供給協力に関する協定により、協定機関及び団体等の協力を得

て物資を確保する。 

ウ 知事に対する救援物資の要請 

ア及びイの方法でなお不足が生じる場合は、知事に対して救援物資の要請を行い、配給を受

ける。 

(3) 物資の輸送 

協定機関及び団体が行うものとするが、必要に応じ災対本部事務局は、財政部及び経済部と

調整の上、宮城県トラック協会等に協力要請を行うなど、効率的な物資輸送を実施する。 

なお、流通在庫備蓄については委託企業が輸送する。 

(4) 物資の配付 

配付は避難所において行う。ただし、障害者及び高齢者などの要援護者や被災したことによ

り支援が必要となる妊産婦などで自宅から外出することができない者に対しては、生活物資の

購入ができない状況が長期化する場合などにおいて、健康福祉部は地域団体等の協力を得て必

要に応じて巡回等により配付を行う。 

 

<時系列的調達方法> 

 

 

＜48時間＞ 

[公的備蓄] 

■[流通在庫備蓄] 

■[広域応援] 

[家庭内備蓄] 

■[救援物資] 

＜災害発生＞ ＜24時間＞ ＜72時間＞ 
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4. 物資集配拠点の開設・運営（被害が甚大である場合） 〔経済部〕 

地震による被害が広域にわたるなど必要な場合には、災対本部は、食料、生活物資その他の物資

を一元的に管理し、効率的に配分するための物資集配拠点を設置することを決定する。 

災対本部の決定を受けて経済部は、災害発生後おおむね 48 時間以内を目途に、物資集配拠点を

開設するとともに、民間の運送事業者を主体的に活用しながら、災対本部の指示に基づき、直接避

難所等へ物資を配送するシステムを構築し、運用する。 

（（資資料料 88--77「「物物資資集集配配拠拠点点候候補補施施設設」」参参照照））  

(1) 物資の先行確保 

物資需要に速やかに対応するため、あらかじめ想定される物資については、民間企業等との

協定等を活用し、先行的に確保する。 

(2) 避難所における物資需要の把握 

物資の配送と同時に、各避難所で作成された配送依頼表に基づき、必要な物資の種類及び数

量を把握する。 

(3) 配送計画の作成 

物資需要に応じた適切な配分を行い、かつ各避難所に効率的に配送するため、配送計画を作

成する。 

(4) 支援の要請 

備蓄物資及び調達物資等によってもなお物資に不足を生じる場合には、報道機関等を通じて

広く支援を要請する。また、円滑な受入れ・配送を行うため、救援物資を送る際の配慮事項に

ついて周知を行う。 

(5) 救援物資の受入れ 

本市に寄せられる国内外からの救援物資について、打診に対する判断及び回答は災対本部が

行うものとし、経済部及び関係部と調整の上迅速に実施する。 

受け入れる救援物資については、物資集配拠点において備蓄物資等と併せて管理し、配送計

画に基づき各避難所に配送する。 
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めに、日常生活を営むことが困難な者 

ウ その他本部長が必要と認めた者 

(2) 物資の確保 

ア 流通在庫備蓄の活用 

流通在庫方式で備蓄及び輸送を委託している企業に対し、備蓄品（衛生用品）の区本部への

輸送を要請する。 

イ 協定に基づく調達 

災害時における生活物資の供給協力に関する協定により、協定機関及び団体等の協力を得

て物資を確保する。 

ウ 知事に対する救援物資の要請 

ア及びイの方法でなお不足が生じる場合は、知事に対して救援物資の要請を行い、配給を受

ける。 

(3) 物資の輸送 

協定機関及び団体が行うものとするが、必要に応じ災対本部事務局は、財政部及び経済部と

調整の上、宮城県トラック協会等に協力要請を行うなど、効率的な物資輸送を実施する。 

なお、流通在庫備蓄については委託企業が輸送する。 

(4) 物資の配付 

配付は避難所において行う。ただし、障害者及び高齢者などの要援護者や被災したことによ

り支援が必要となる妊産婦などで自宅から外出することができない者に対しては、生活物資の

購入ができない状況が長期化する場合などにおいて、健康福祉部は地域団体等の協力を得て必

要に応じて巡回等により配付を行う。 

 

<時系列的調達方法> 

 

 

＜48時間＞ 

[公的備蓄] 

■[流通在庫備蓄] 

■[広域応援] 

[家庭内備蓄] 

■[救援物資] 

＜災害発生＞ ＜24時間＞ ＜72時間＞ 
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めに、日常生活を営むことが困難な者 

ウ その他本部長が必要と認めた者 

(2) 物資の確保 

ア 流通在庫備蓄の活用 

流通在庫方式で備蓄及び輸送を委託している企業に対し、備蓄品（衛生用品）の区本部への

輸送を要請する。 

イ 協定に基づく調達 

災害時における生活物資の供給協力に関する協定により、協定機関及び団体等の協力を得

て物資を確保する。 

ウ 知事に対する救援物資の要請 

ア及びイの方法でなお不足が生じる場合は、知事に対して救援物資の要請を行い、配給を受

ける。 

(3) 物資の輸送 

協定機関及び団体が行うものとするが、必要に応じ災対本部事務局は、財政部及び経済部と

調整の上、宮城県トラック協会等に協力要請を行うなど、効率的な物資輸送を実施する。 

なお、流通在庫備蓄については委託企業が輸送する。 

(4) 物資の配付 

配付は避難所において行う。ただし、障害者及び高齢者などの要援護者や被災したことによ

り支援が必要となる妊産婦などで自宅から外出することができない者に対しては、生活物資の

購入ができない状況が長期化する場合などにおいて、健康福祉部は地域団体等の協力を得て必

要に応じて巡回等により配付を行う。 

 

<時系列的調達方法> 

 

 

＜48時間＞ 

[公的備蓄] 

■[流通在庫備蓄] 

■[広域応援] 

[家庭内備蓄] 

■[救援物資] 

＜災害発生＞ ＜24時間＞ ＜72時間＞ 
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4. 物資集配拠点の開設・運営（被害が甚大である場合） 〔経済部〕 

地震による被害が広域にわたるなど必要な場合には、災対本部は、食料、生活物資その他の物資

を一元的に管理し、効率的に配分するための物資集配拠点を設置することを決定する。 

災対本部の決定を受けて経済部は、災害発生後おおむね 48 時間以内を目途に、物資集配拠点を

開設するとともに、民間の運送事業者を主体的に活用しながら、災対本部の指示に基づき、直接避

難所等へ物資を配送するシステムを構築し、運用する。 

（（資資料料 88--77「「物物資資集集配配拠拠点点候候補補施施設設」」参参照照））  

(1) 物資の先行確保 

物資需要に速やかに対応するため、あらかじめ想定される物資については、民間企業等との

協定等を活用し、先行的に確保する。 

(2) 避難所における物資需要の把握 

物資の配送と同時に、各避難所で作成された配送依頼表に基づき、必要な物資の種類及び数

量を把握する。 

(3) 配送計画の作成 

物資需要に応じた適切な配分を行い、かつ各避難所に効率的に配送するため、配送計画を作

成する。 

(4) 支援の要請 

備蓄物資及び調達物資等によってもなお物資に不足を生じる場合には、報道機関等を通じて

広く支援を要請する。また、円滑な受入れ・配送を行うため、救援物資を送る際の配慮事項に

ついて周知を行う。 

(5) 救援物資の受入れ 

本市に寄せられる国内外からの救援物資について、打診に対する判断及び回答は災対本部が

行うものとし、経済部及び関係部と調整の上迅速に実施する。 

受け入れる救援物資については、物資集配拠点において備蓄物資等と併せて管理し、配送計

画に基づき各避難所に配送する。 
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4. 物資集配拠点の開設・運営（被害が甚大である場合） 〔経済部〕 

地震による被害が広域にわたるなど必要な場合には、災対本部は、食料、生活物資その他の物資

を一元的に管理し、効率的に配分するための物資集配拠点を設置することを決定する。 

災対本部の決定を受けて経済部は、災害発生後おおむね 48 時間以内を目途に、物資集配拠点を

開設するとともに、民間の運送事業者を主体的に活用しながら、災対本部の指示に基づき、直接避
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〈物資供給フロー図（物資集配拠点が設置される前）〉 
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・区本部備蓄物資等の管

理 

・区本部備蓄物資等の配

送 

区区 本本 部部  

生 活 物 資 供 給 
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〈物資供給フロー図（物資集配拠点が設置された後）〉 
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〈物資供給フロー図（物資集配拠点が設置された後）〉 
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〈物資供給フロー図（物資集配拠点が設置された後）〉 
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第 15 節 緊急輸送計画 

〔まちづくり政策部、財政部、市民部、経済部、都市整備部、建設部、会計部、消防部、交通部、

各部、区本部、宮城県警察本部〕 

本節では、災害時における消防活動、医療活動、物資輸送等を円滑に実施するため、緊急輸送

ルートの確保、輸送手段の確保等に係る緊急輸送計画について定める。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

項 目 実 施 機 関 担 当 業 務 

1 緊急輸送ルートの確保 

まちづくり政策部 ・空港港湾施設の被害の把握 
市 民 部 ・宮城県警察、交通指導隊との連絡調整 
経 済 部 ・所管協定に基づく要請に係る調整に関すること 
都 市 整 備 部 ・公共交通に関する情報の収集 
建 設 部 ・道路交通情報の収集 
建設部、区本部 ・災害対策上重要な所管道路の緊急啓開 
宮城県警察本部 ・交通規制及び交通秩序の維持に関すること 

2 輸 送 手 段 の 確 保  
財 政 部 ・共用車の運行調整、車両の借り上げ 
会 計 部 ・公用車用燃料の調達に関すること 
交 通 部 ・緊急輸送に関する車両等の提供 

3 緊急輸送に関する調整 災対本部事務局 ・緊急輸送に関する調整 

4 緊 急 輸 送 の 実 施  
消 防 部 

・緊急空中輸送に関すること 
・応援ヘリコプター(消防防災ヘリ)の活動調整 

各 部 ・災害応急対策に必要な物資等の輸送 
区 本 部 ・公用車の運行調整 

 

2. 輸送の対象 

段 階 輸 送 対 象 

第 1段階 

ア 救助・医療活動の従事者及び医薬品等の物資 

イ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資 

ウ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、

水道施設保安要員等初動時の災害応急対策に必要な人員及び物資 

エ 医療機関へ搬送する負傷者等 

オ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人

員及び物資 

第 2段階 

ア 第 1段階の続行 

イ 食料、水等生命の維持に必要な物資 

ウ 傷病者及び被災者の被災地外への搬送 

エ 輸送施設の応急復旧に必要な人員及び物資 

第 3段階 

ア 第 2段階の続行 

イ 災害復旧に必要な人員及び物資 

ウ 生活必需品 
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3. 道路交通の確保 〔市民部、建設部、区本部、宮城県警察本部〕 

(1) 道路被災状況の把握 

建設部及び区本部は、事前に定めた緊急輸送路を中心に、速やかにパトロールを実施し、道

路、橋梁の被害状況などを把握する。 
 

(2) 通行禁止等の実施 

建設部、区本部は、災害により道路の破損その他の理由により通行が危険と判断したときは、

通行禁止の措置をとるとともに警察その他の関係機関に通知する。 

＜通行制限、交通規制の実施者と根拠法＞ 

実 施 責 任 者  範 囲 根 拠 法 

道 路 管 理 者 

１ 道路の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であ

ると認められる場合 

２ 道路についての工事を行うため、やむを得ないと認め

られる場合 

道路法第 46条第
1項 

公 安 委 員 会 

１ 地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとし

ている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行

われるようにするため緊急の必要があると認められる場

合 

２ 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑

を図るなどのため必要があると認められる場合 

災害対策基本法
第 76条第 1項 
道路交通法第 4
条第１項 

警 察 署 長 
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図
るなどのため、必要があると認められる場合 

道路交通法第 5
条第 1項 

警 察 官 
道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において
交通の危険が生ずるおそれがある場合 

道路交通法第 6
条第 4項 

 

(3) 道路啓開等の実施 

建設部及び区本部は、道路の損傷及び道路上の障害物等により交通不能となった場合は、速

やかに応急復旧や道路啓開を行う。 

なお、緊急車両の通行を確保する緊急の必要がある場合、道路管理者は区間を指定して、緊

急車両の妨げとなる車両の運転者等に対して移動を命令する。運転者の不在時等は道路管理者

自ら車両を移動し、通行を確保する。この場合、通常生ずべき損失については、第 24節の規定

に基づき補償するものとする。 

また、道路啓開を行う路線の優先順位を決めるに当たっては、他の道路管理者、宮城県警察

本部、災対本部事務局とも協議の上、おおむね次の基準により行う。 
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建設部、区本部 ・災害対策上重要な所管道路の緊急啓開 
宮城県警察本部 ・交通規制及び交通秩序の維持に関すること 

2 輸 送 手 段 の 確 保  
財 政 部 ・共用車の運行調整、車両の借り上げ 
会 計 部 ・公用車用燃料の調達に関すること 
交 通 部 ・緊急輸送に関する車両等の提供 

3 緊急輸送に関する調整 災対本部事務局 ・緊急輸送に関する調整 

4 緊 急 輸 送 の 実 施  
消 防 部 

・緊急空中輸送に関すること 
・応援ヘリコプター(消防防災ヘリ)の活動調整 

各 部 ・災害応急対策に必要な物資等の輸送 
区 本 部 ・公用車の運行調整 

 

2. 輸送の対象 

段 階 輸 送 対 象 

第 1 段階 

ア 救助・医療活動の従事者及び医薬品等の物資 

イ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資 

ウ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、

水道施設保安要員等初動時の災害応急対策に必要な人員及び物資 

エ 医療機関へ搬送する負傷者等 

オ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人

員及び物資 

第 2 段階 

ア 第 1段階の続行 

イ 食料、水等生命の維持に必要な物資 

ウ 傷病者及び被災者の被災地外への搬送 

エ 輸送施設の応急復旧に必要な人員及び物資 

第 3 段階 

ア 第 2段階の続行 

イ 災害復旧に必要な人員及び物資 

ウ 生活必需品 
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第 15 節 緊急輸送計画 

〔まちづくり政策部、財政部、市民部、経済部、都市整備部、建設部、会計部、消防部、交通部、

各部、区本部、宮城県警察本部〕 

本節では、災害時における消防活動、医療活動、物資輸送等を円滑に実施するため、緊急輸送

ルートの確保、輸送手段の確保等に係る緊急輸送計画について定める。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

項 目 実 施 機 関 担 当 業 務 

1 緊急輸送ルートの確保 

まちづくり政策部 ・空港港湾施設の被害の把握 
市 民 部 ・宮城県警察、交通指導隊との連絡調整 
経 済 部 ・所管協定に基づく要請に係る調整に関すること 
都 市 整 備 部 ・公共交通に関する情報の収集 
建 設 部 ・道路交通情報の収集 
建設部、区本部 ・災害対策上重要な所管道路の緊急啓開 
宮城県警察本部 ・交通規制及び交通秩序の維持に関すること 

2 輸 送 手 段 の 確 保  
財 政 部 ・共用車の運行調整、車両の借り上げ 
会 計 部 ・公用車用燃料の調達に関すること 
交 通 部 ・緊急輸送に関する車両等の提供 

3 緊急輸送に関する調整 災対本部事務局 ・緊急輸送に関する調整 

4 緊 急 輸 送 の 実 施  
消 防 部 

・緊急空中輸送に関すること 
・応援ヘリコプター(消防防災ヘリ)の活動調整 

各 部 ・災害応急対策に必要な物資等の輸送 
区 本 部 ・公用車の運行調整 

 

2. 輸送の対象 

段 階 輸 送 対 象 

第 1段階 

ア 救助・医療活動の従事者及び医薬品等の物資 

イ 消防、水防活動等災害の拡大防止のための人員及び物資 

ウ 政府災害対策要員、地方公共団体災害対策要員、情報通信、電力、ガス、

水道施設保安要員等初動時の災害応急対策に必要な人員及び物資 

エ 医療機関へ搬送する負傷者等 

オ 緊急輸送に必要な輸送施設、輸送拠点の応急復旧、交通規制等に必要な人

員及び物資 

第 2段階 

ア 第 1段階の続行 

イ 食料、水等生命の維持に必要な物資 

ウ 傷病者及び被災者の被災地外への搬送 

エ 輸送施設の応急復旧に必要な人員及び物資 

第 3段階 

ア 第 2段階の続行 

イ 災害復旧に必要な人員及び物資 

ウ 生活必需品 
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3. 道路交通の確保 〔市民部、建設部、区本部、宮城県警察本部〕 

(1) 道路被災状況の把握 

建設部及び区本部は、事前に定めた緊急輸送路を中心に、速やかにパトロールを実施し、道

路、橋梁の被害状況などを把握する。 
 

(2) 通行禁止等の実施 

建設部、区本部は、災害により道路の破損その他の理由により通行が危険と判断したときは、

通行禁止の措置をとるとともに警察その他の関係機関に通知する。 

＜通行制限、交通規制の実施者と根拠法＞ 

実 施 責 任 者  範 囲 根 拠 法 

道 路 管 理 者 

１ 道路の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であ

ると認められる場合 

２ 道路についての工事を行うため、やむを得ないと認め

られる場合 

道路法第 46条第
1項 

公 安 委 員 会 

１ 地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとし

ている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行

われるようにするため緊急の必要があると認められる場

合 

２ 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑

を図るなどのため必要があると認められる場合 

災害対策基本法
第 76条第 1項 
道路交通法第 4
条第１項 

警 察 署 長 
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図
るなどのため、必要があると認められる場合 

道路交通法第 5
条第 1項 

警 察 官 
道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において
交通の危険が生ずるおそれがある場合 

道路交通法第 6
条第 4項 

 

(3) 道路啓開等の実施 

建設部及び区本部は、道路の損傷及び道路上の障害物等により交通不能となった場合は、速

やかに応急復旧や道路啓開を行う。 

なお、緊急車両の通行を確保する緊急の必要がある場合、道路管理者は区間を指定して、緊

急車両の妨げとなる車両の運転者等に対して移動を命令する。運転者の不在時等は道路管理者

自ら車両を移動し、通行を確保する。この場合、通常生ずべき損失については、第 24節の規定

に基づき補償するものとする。 

また、道路啓開を行う路線の優先順位を決めるに当たっては、他の道路管理者、宮城県警察

本部、災対本部事務局とも協議の上、おおむね次の基準により行う。 
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3. 道路交通の確保 〔市民部、建設部、区本部、宮城県警察本部〕 

(1) 道路被災状況の把握 

建設部及び区本部は、事前に定めた緊急輸送路を中心に、速やかにパトロールを実施し、道

路、橋梁の被害状況などを把握する。 
 

(2) 通行禁止等の実施 

建設部、区本部は、災害により道路の破損その他の理由により通行が危険と判断したときは、

通行禁止の措置をとるとともに警察その他の関係機関に通知する。 

＜通行制限、交通規制の実施者と根拠法＞ 

実 施 責 任 者  範 囲 根 拠 法 

道 路 管 理 者 

１ 道路の破損、欠壊その他の事由により交通が危険であ

ると認められる場合 

２ 道路についての工事を行うため、やむを得ないと認め

られる場合 

道路法第 46条第
1項 

公 安 委 員 会 

１ 地域に係る災害が発生し、又はまさに発生しようとし

ている場合において、災害応急対策が的確かつ円滑に行

われるようにするため緊急の必要があると認められる場

合 

２ 道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑

を図るなどのため必要があると認められる場合 

災害対策基本法
第 76条第 1 項 
道路交通法第 4
条第１項 

警 察 署 長 
道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図
るなどのため、必要があると認められる場合 

道路交通法第 5
条第 1項 

警 察 官 
道路の損壊、火災の発生その他の事情により道路において
交通の危険が生ずるおそれがある場合 

道路交通法第 6
条第 4項 

 

(3) 道路啓開等の実施 

建設部及び区本部は、道路の損傷及び道路上の障害物等により交通不能となった場合は、速

やかに応急復旧や道路啓開を行う。 

なお、緊急車両の通行を確保する緊急の必要がある場合、道路管理者は区間を指定して、緊

急車両の妨げとなる車両の運転者等に対して移動を命令する。運転者の不在時等は道路管理者

自ら車両を移動し、通行を確保する。この場合、通常生ずべき損失については、第 24節の規定

に基づき補償するものとする。 

また、道路啓開を行う路線の優先順位を決めるに当たっては、他の道路管理者、宮城県警察

本部、災対本部事務局とも協議の上、おおむね次の基準により行う。 
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ア 公安委員会による緊急交通路の指定 

大規模災害発生時、災害対策基本法第 76 条第 1項の規定に基づき、災害応急対策が

的確かつ円滑に行われるようにするため、緊急通行車両及び規制除外車両以外の一般車

両の通行を公安委員会が規制した道路の区間。 

イ 宮城県道路防災情報連絡協議会指定緊急輸送道路 

災害時における救急医療、物資供給等の緊急的な輸送を、円滑かつ確実に実施するた

めに必要な道路として指定する路線。優先順位は以下のとおり。 

第１次緊急輸送道路 第１次防災拠点及び隣接県を結ぶ主要道路 

※第１次防災拠点：地方公共団体（県庁及び県内７地方生活圏の中心都市）、空港、

主要港湾、仙台駅、広域防災拠点、圏域防災拠点 

第２次緊急輸送道路 第１次緊急輸送道路と第２次防災拠点を結ぶ道路、脆弱性を考

慮した多重化・代替性確保のための道路 

※第２次防災拠点：地方公共団体（第１次以外）、警察、消防、指定地方行政機関、

自衛隊、港湾（第１次以外）、地方公共機関、病院（災害拠点

病院）、広域避難場所、物資拠点（ヘリポート、駅、郵便局、

道の駅、集積所） 

第３次緊急輸送道路 第１次・第２次緊急輸送道路と第３次防災拠点を結ぶ道路、脆

弱性を考慮した多重化・代替性確保のための道路 

※第３次防災拠点：保健所、病院（第２次緊急医療施設）、物資拠点（駅（第２次

以外））、地域物資・活動拠点 

ウ 仙台市指定緊急輸送道路 

前記緊急輸送道路を補完し、その他の防災や輸送のための拠点との連絡を図る道路

で、市域全体や各区の幹線路線をネットワークして構成する路線。位置づけは第 3次と

なる。 

（（資資料料 88--22「「緊緊急急輸輸送送道道路路ネネッットトワワーークク図図」」参参照照））  

応急措置及び体制については、第 17節「二次災害の防止」に定めるところによる。 

 

(4) 緊急交通路の指定 

警察は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において災害応急対策が的確

かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認められる場合、災害対策基本法の定

めるところにより公安委員会が指定した「緊急交通路」において、緊急通行車両、規制除外車

両のうち自衛隊車両等及び事前届出確認済車両以外の車両の通行を禁止し又は制限するなど、

必要な交通規制を実施し、交通秩序の維持に当たる。 

（（第第 2233 節節「「災災害害警警備備活活動動・・交交通通規規制制計計画画」」参参照照））  

(5) 交通指導隊の活動 

市民部及び区本部は、災害時の交通混乱を防止するため、仙台市交通指導隊に出動要請を行

い、警察署等との連携を密にしながら交通安全の確保に協力する。 
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4. 輸送車両等の確保 〔財政部、経済部、会計部、消防部、交通部〕 

(1) 市保有車両の使用 

原則として、各部及び区本部所有のものを第一次的に使用し、不足を生じる場合は、財政部

所管共用車両を使用する。 

(2) 車両の借り上げ 

財政部は、各部及び区本部で必要な車両に不足を生じる場合は、災対本部事務局と協議の上、

民間企業等から調達を行い、請求を行った各部及び区本部に引き渡す。 

(3) 協定に基づく車両等の要請 

災対本部事務局は、必要に応じ、財政部と調整の上、「災害時における物資の輸送及び保管

等の協力に関する協定」に基づき宮城県トラック協会に対し、車両及び人員の応援を要請する。 

（（資資料料 77--11「「災災害害時時ににおおけけるる応応援援協協力力にに関関すするる協協定定等等一一覧覧」」参参照照））  
 

(4) 交通部、県知事、他都市への車両等の要請 

上記(2)及び(3)の方法によっても、なお不足を生じる場合、災対本部事務局は、交通部、知

事、他都市等へ応援協力の要請を行う。 

(5) 車両の独自の調達 

水道部、交通部、ガス部、消防部及び市立病院部は、独自の調達計画を定める。 

(6) 燃料の確保・供給 

燃料の確保及び供給については、第 19節「燃料確保・供給計画」に定める。 

(7) 緊急通行車両の確認 

災害対策基本法に基づき、緊急通行車両及び規制除外車両以外の車両通行の禁止又は制限が

なされた場合は、次により緊急通行車両確認証明書及び確認標章を受ける。 

ア あらかじめ事前届出済証の交付を受けている車両については、所管する各部及び区本部が

警察署・緊急交通路の交通検問所等において交付を受ける。 

イ 事前届出済証の交付を受けていない車両については、所管する各部及び各区本部で緊急通

行車両確認証明書、自動車検査証及び輸送協定書その他当該車両を使用して行う業務の内容

を疎明する書類（指定行政機関等の上申書等）により管轄の警察署等に申請し、交付を受け

る。 

ウ 財政部が調達した車両については、財政部で緊急通行車両確認証明書により、上記イと同

様に管轄の警察署等に申請し、交付を受ける。 

（（資資料料 88--33「「大大規規模模災災害害にに伴伴うう交交通通規規制制実実施施要要領領」」参参照照））  
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ア 公安委員会による緊急交通路の指定 

大規模災害発生時、災害対策基本法第 76 条第 1項の規定に基づき、災害応急対策が

的確かつ円滑に行われるようにするため、緊急通行車両及び規制除外車両以外の一般車

両の通行を公安委員会が規制した道路の区間。 

イ 宮城県道路防災情報連絡協議会指定緊急輸送道路 

災害時における救急医療、物資供給等の緊急的な輸送を、円滑かつ確実に実施するた

めに必要な道路として指定する路線。優先順位は以下のとおり。 

第１次緊急輸送道路 第１次防災拠点及び隣接県を結ぶ主要道路 

※第１次防災拠点：地方公共団体（県庁及び県内７地方生活圏の中心都市）、空港、

主要港湾、仙台駅、広域防災拠点、圏域防災拠点 

第２次緊急輸送道路 第１次緊急輸送道路と第２次防災拠点を結ぶ道路、脆弱性を考

慮した多重化・代替性確保のための道路 

※第２次防災拠点：地方公共団体（第１次以外）、警察、消防、指定地方行政機関、

自衛隊、港湾（第１次以外）、地方公共機関、病院（災害拠点

病院）、広域避難場所、物資拠点（ヘリポート、駅、郵便局、

道の駅、集積所） 

第３次緊急輸送道路 第１次・第２次緊急輸送道路と第３次防災拠点を結ぶ道路、脆

弱性を考慮した多重化・代替性確保のための道路 

※第３次防災拠点：保健所、病院（第２次緊急医療施設）、物資拠点（駅（第２次

以外））、地域物資・活動拠点 

ウ 仙台市指定緊急輸送道路 

前記緊急輸送道路を補完し、その他の防災や輸送のための拠点との連絡を図る道路

で、市域全体や各区の幹線路線をネットワークして構成する路線。位置づけは第 3次と

なる。 

（（資資料料 88--22「「緊緊急急輸輸送送道道路路ネネッットトワワーークク図図」」参参照照））  

応急措置及び体制については、第 17節「二次災害の防止」に定めるところによる。 

 

(4) 緊急交通路の指定 

警察は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において災害応急対策が的確

かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認められる場合、災害対策基本法の定

めるところにより公安委員会が指定した「緊急交通路」において、緊急通行車両、規制除外車

両のうち自衛隊車両等及び事前届出確認済車両以外の車両の通行を禁止し又は制限するなど、

必要な交通規制を実施し、交通秩序の維持に当たる。 

（（第第 2233 節節「「災災害害警警備備活活動動・・交交通通規規制制計計画画」」参参照照））  

(5) 交通指導隊の活動 

市民部及び区本部は、災害時の交通混乱を防止するため、仙台市交通指導隊に出動要請を行

い、警察署等との連携を密にしながら交通安全の確保に協力する。 
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前記緊急輸送道路を補完し、その他の防災や輸送のための拠点との連絡を図る道路

で、市域全体や各区の幹線路線をネットワークして構成する路線。位置づけは第 3次と

なる。 
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応急措置及び体制については、第 17節「二次災害の防止」に定めるところによる。 

 

(4) 緊急交通路の指定 

警察は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている場合において災害応急対策が的確

かつ円滑に行われるようにするため緊急の必要があると認められる場合、災害対策基本法の定

めるところにより公安委員会が指定した「緊急交通路」において、緊急通行車両、規制除外車

両のうち自衛隊車両等及び事前届出確認済車両以外の車両の通行を禁止し又は制限するなど、
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（（第第 2233 節節「「災災害害警警備備活活動動・・交交通通規規制制計計画画」」参参照照））  

(5) 交通指導隊の活動 

市民部及び区本部は、災害時の交通混乱を防止するため、仙台市交通指導隊に出動要請を行

い、警察署等との連携を密にしながら交通安全の確保に協力する。 
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4. 輸送車両等の確保 〔財政部、経済部、会計部、消防部、交通部〕 

(1) 市保有車両の使用 

原則として、各部及び区本部所有のものを第一次的に使用し、不足を生じる場合は、財政部

所管共用車両を使用する。 

(2) 車両の借り上げ 

財政部は、各部及び区本部で必要な車両に不足を生じる場合は、災対本部事務局と協議の上、

民間企業等から調達を行い、請求を行った各部及び区本部に引き渡す。 

(3) 協定に基づく車両等の要請 

災対本部事務局は、必要に応じ、財政部と調整の上、「災害時における物資の輸送及び保管

等の協力に関する協定」に基づき宮城県トラック協会に対し、車両及び人員の応援を要請する。 

（（資資料料 77--11「「災災害害時時ににおおけけるる応応援援協協力力にに関関すするる協協定定等等一一覧覧」」参参照照））  
 

(4) 交通部、県知事、他都市への車両等の要請 

上記(2)及び(3)の方法によっても、なお不足を生じる場合、災対本部事務局は、交通部、知

事、他都市等へ応援協力の要請を行う。 

(5) 車両の独自の調達 

水道部、交通部、ガス部、消防部及び市立病院部は、独自の調達計画を定める。 

(6) 燃料の確保・供給 

燃料の確保及び供給については、第 19節「燃料確保・供給計画」に定める。 

(7) 緊急通行車両の確認 

災害対策基本法に基づき、緊急通行車両及び規制除外車両以外の車両通行の禁止又は制限が

なされた場合は、次により緊急通行車両確認証明書及び確認標章を受ける。 

ア あらかじめ事前届出済証の交付を受けている車両については、所管する各部及び区本部が

警察署・緊急交通路の交通検問所等において交付を受ける。 

イ 事前届出済証の交付を受けていない車両については、所管する各部及び各区本部で緊急通

行車両確認証明書、自動車検査証及び輸送協定書その他当該車両を使用して行う業務の内容

を疎明する書類（指定行政機関等の上申書等）により管轄の警察署等に申請し、交付を受け

る。 

ウ 財政部が調達した車両については、財政部で緊急通行車両確認証明書により、上記イと同

様に管轄の警察署等に申請し、交付を受ける。 

（（資資料料 88--33「「大大規規模模災災害害にに伴伴うう交交通通規規制制実実施施要要領領」」参参照照））  
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5. 空路輸送 〔消防部〕 

(1) 消防防災ヘリコプターの活用 

災害の状況によりヘリコプターによる空路輸送を必要とするときは、災対本部事務局は、消

防部と協議の上、消防防災ヘリコプター（消防組織法等に基づく応援ヘリコプターを含む）の

活用を図る。 

なお、救急・救助のためのヘリコプターの活用については、第 9 節「救急・救助計画」に定

めるところにより消防部が行う。 

(2) 自衛隊その他の機関への空路輸送の要請 

災対本部事務局は、必要に応じ、自衛隊その他の機関にヘリコプターによる空路輸送の要請

を行う。  

（（資資料料 88--44「「各各機機関関所所有有ののヘヘリリココププタターー一一覧覧」」参参照照））  

(3) ヘリコプターによる空路輸送ニーズに関する調整 

各部及び区本部のヘリコプターの利用ニーズは、災対本部事務局で取りまとめ、消防部、自

衛隊その他の機関に伝える。 

(4) 空路輸送の拠点とするヘリコプターの離着陸場の選定 

災対本部事務局は、消防部、警察、自衛隊等の関係機関と協議の上、下記の離着陸場一覧及

びその他適当な箇所の中から空路輸送拠点とするヘリコプターの離着陸場の選定を行うととも

に、ヘリコプターの離着陸に伴う安全の確保のための措置をとる。 

 

＜離着陸場一覧＞ 

区 分 名 称 所 在 地 

飛行場 仙台空港 名取市下増田字南原 

飛行場外離着陸場 

泉福岡訓練場 
石積訓練場 
大倉訓練場 
スプリングバレー訓練場 
県消防学校 
仙台市消防局荒浜訓練場 

仙台市泉区福岡字蒜但木向 1-1 
富谷市石積字堀田地内 
仙台市青葉区大倉字佐井利 
仙台市泉区福岡字岳山 14-2 
仙台市宮城野区幸町 4丁目 7-1 
仙台市若林区荒浜字今切 29-2 

飛行場外離着陸場適地 (資料 8-5「飛行場外離着陸場適地一覧（臨時へリポート）」参照) 

※1 上記のほか、霞目飛行場(陸上自衛隊)があり、非常時には管理者の許可を受けて使用することができる。 

※2 飛行場外離着陸場は、仙台消防ヘリコプター（仙台市消防局）の離着陸場として国土交通大臣の許可を

とっており、平常時でも離着陸可能な場所を掲げた。 

※3 飛行場外離着陸場適地は、国土交通大臣の許可を受けていないが、緊急時の離着陸場適地として、あら

かじめ仙台市消防局が選定した場所を掲げた。 

 

6. 海上輸送 

災害の状況により海上輸送が有効と認められる場合は、知事を通じて関係機関に協力を要請す

る。 
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7. 災害時の緊急輸送に関する調整 〔建設部〕 

(1) 道路交通情報の収集 

建設部は、警察、日本道路交通情報センター等から交通規制状況、道路の啓開状況その他道

路輸送に必要な情報を集約の上、災対本部事務局並びに各部及び区本部に情報を提供する。 

(2) 緊急輸送に関する調整 

災対本部は、下記の状況を確認し、効率的な緊急輸送を行うことができるよう、関係する部

及び区本部並びに関係機関と必要な調整を行う。 

この場合、災対本部は、必要に応じ、都市整備部(総合交通政策班)その他関係機関の協力を

受け、災対本部内に「緊急輸送調整チーム」(仮称。以下同じ)を組織し調整に当たる。 

ア 道路交通情報（建設部） 

イ 公共交通に関する情報（都市整備部） 

ウ 物資の集積及び配送（経済部） 

エ 避難所の開設状況（区本部） 

オ ヘリコプター離発着場の設置状況（消防部） 

カ 輸送手段の確保状況（財政部、交通部） 
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※2 飛行場外離着陸場は、仙台消防ヘリコプター（仙台市消防局）の離着陸場として国土交通大臣の許可を

とっており、平常時でも離着陸可能な場所を掲げた。 

※3 飛行場外離着陸場適地は、国土交通大臣の許可を受けていないが、緊急時の離着陸場適地として、あら

かじめ仙台市消防局が選定した場所を掲げた。 

 

6. 海上輸送 

災害の状況により海上輸送が有効と認められる場合は、知事を通じて関係機関に協力を要請す

る。 
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5. 空路輸送 〔消防部〕 
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※1 上記のほか、霞目飛行場(陸上自衛隊)があり、非常時には管理者の許可を受けて使用することができる。 

※2 飛行場外離着陸場は、仙台消防ヘリコプター（仙台市消防局）の離着陸場として国土交通大臣の許可を
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7. 災害時の緊急輸送に関する調整 〔建設部〕 

(1) 道路交通情報の収集 

建設部は、警察、日本道路交通情報センター等から交通規制状況、道路の啓開状況その他道

路輸送に必要な情報を集約の上、災対本部事務局並びに各部及び区本部に情報を提供する。 

(2) 緊急輸送に関する調整 

災対本部は、下記の状況を確認し、効率的な緊急輸送を行うことができるよう、関係する部

及び区本部並びに関係機関と必要な調整を行う。 

この場合、災対本部は、必要に応じ、都市整備部(総合交通政策班)その他関係機関の協力を

受け、災対本部内に「緊急輸送調整チーム」(仮称。以下同じ)を組織し調整に当たる。 

ア 道路交通情報（建設部） 

イ 公共交通に関する情報（都市整備部） 

ウ 物資の集積及び配送（経済部） 

エ 避難所の開設状況（区本部） 

オ ヘリコプター離発着場の設置状況（消防部） 

カ 輸送手段の確保状況（財政部、交通部） 
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＜輸送に関する調整フロー＞ 

  災 害 の 発 生 

緊急輸送需要の把握（災対本部事務局、各部・区本部） 

道路被災状況の把握（建設部等） 

道路啓開の実施（建設部等） 

道路交通手段の確保（各部、区本部等） 

ヘリコプターの利用可能性 

臨時へリポートの適地に関

する情報 

軌道輸送、海上輸送の可能

物資の集配適地 

緊急輸送に関する調整 

（災対本部事務局緊急輸送調整チーム） 
どこから、どこに 
何を 
誰が 
いつ 
どのように運ぶのか 

 

緊急輸送を必要とする 

部・区本部、関係機関等 

緊急輸送の実施に関係する 

部・区本部、関係機関等 

道路交通規制（警察、道路管理者） 

物資の確保状況 

公共交通の状況把握（都市整備部等） 
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第 16 節 廃棄物処理計画 

〔環境部〕 

本節では、大雨、洪水、暴風等による災害に伴い発生した災害廃棄物等の処理について定める。 

なお、大規模な震災の発生を想定して策定した関連計画・要領等については、大雨、洪水、暴

風等による災害が発生した場合の対応にも必要に応じて適宜準用するものとする。 

また、本市域の一部又は全部が、災害対策基本法第 86 条の 5 に基づく廃棄物処理特例地域と

して指定された場合は、災害廃棄物等の迅速な処理を行うため、国等と連携のうえ、迅速かつ効

率的な対応を図るよう努めるものとする。 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

環 境 部 

・一般廃棄物処理の総括に関すること 

・廃棄物処理業者への指導及び連絡調整に関すること 

・一般廃棄物及び産業廃棄物排出事業者の指導に関すること 

・その他廃棄物の処理の指導に関すること 

・指定避難所における仮設トイレの調達及び撤去等に関すること 

・災害時の廃棄物の応急収集及び処分に関すること 

 

2. 一般廃棄物の収集運搬 〔環境部〕 

(1) 生活ごみの収集処理 

ア 生活ごみの収集 

集積所、収集運搬ルート、処理施設の状況等を把握し、速やかに災害時の収集運搬処理計画

を策定するとともに、計画に基づいた収集体制の確保を図る。収集運搬処理計画を策定するに

当たっては、委託業者との相互応援体制を整備し、可能な限り委託を中心とした通常の収集方

法、ルートによる収集処理体制づくりを図る。 
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第 16 節 廃棄物処理計画 

〔環境部〕 
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<生活ごみの収集・処理フロー図> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 避難所の生活ごみ対策 

① 区本部からの避難所開設状況の報告に基づき、状況を把握した上で、災害時の収集運搬

処理計画に取り込み、避難所における生活ごみの収集処理を行う。 

② 収集運搬処理計画に取り込むに当たり、保健衛生面等に配慮するとともに、必要に応じ

別ルートによる収集も検討する。 

 

<避難所ごみ処理フロー図> 
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ウ 処理方法等 

廃棄物処理施設においては、災害発生直後に施設の被害状況を調査し、必要な緊急措置を講

じる。また、施設の被害状況、応急措置の内容については、速やかに環境部施設班へ報告する

とともに、施設班においては、被害状況を踏まえて、各種設備の仮復旧措置等早期に復旧を図

るために必要な措置を講じる。また、復旧後の災害廃棄物等の受入れに際しては、り災証明書

等を活用した処理手数料の減免について検討する。 

（（資資料料 99--88「「一一般般廃廃棄棄物物（（ごごみみ））収収集集運運搬搬委委託託業業者者一一覧覧」」参参照照））  
（（資資料料 99--99「「一一般般廃廃棄棄物物（（ごごみみ））収収集集運運搬搬車車両両一一覧覧表表」」参参照照））  

(2) し尿の収集処理 

ア し尿の収集・処理方法 

① 収集運搬ルート、し尿処理施設の状況等を把握し、速やかに災害時の収集運搬処理計画

を策定するとともに、計画に基づいた収集体制の確保を図る。収集運搬処理計画を策定す

るに当たっては、可能な限り委託を中心とした通常の収集方法、ルートによる収集処理体

制づくりを図る。 

② 貯留槽、し尿処理施設については、災害発生直後に施設の被害状況を調査し、必要な緊

急措置を講じる。また、施設の被害状況、応急措置の内容については、速やかに環境部施

設班へ報告するとともに、施設班においては、被害状況を踏まえて、各種設備の仮復旧措

置等早期に復旧を図るために必要な措置を講じる。 

③ 指定避難所におけるし尿の処理については、避難所の開設場所、受け入れ世帯・人員数、

上下水道管の被害状況等を把握し、水洗トイレが使用不能であれば備蓄している災害用簡

易組立トイレ等を設置して処理する。 

④ 指定避難所以外の世帯で、水洗トイレ使用世帯においては、河川水、くみ置き水等によっ

て水を確保し、極力下水道機能の活用を図るが、水洗トイレの使用不能等必要に応じ、避

難所における災害用携帯型簡易トイレの配布を検討する。 

イ 仮設トイレ設置体制等 

① 指定避難所における仮設トイレ設置については、災害発生直後の初動体制として備蓄し

ている災害用携帯型簡易トイレや災害用簡易組立トイレにより対応するが、備蓄数で不足

する場合には、他の指定避難所からの災害用簡易組立トイレの移送あるいはレンタル業者

等の協力を得て設置及び維持管理を行う。また、設置に当たり高齢者・障害者に配慮する。 

② 自宅のトイレが使用できない在宅被災者には、環境事業所等に備蓄している災害用携帯

型簡易トイレにより対応する。 

③ 仮設トイレの設置場所や災害用携帯型簡易トイレの配布等については、報道機関や市の

広報紙等により市民に対して広報する。 
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<生活ごみの収集・処理フロー図> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 避難所の生活ごみ対策 

① 区本部からの避難所開設状況の報告に基づき、状況を把握した上で、災害時の収集運搬

処理計画に取り込み、避難所における生活ごみの収集処理を行う。 

② 収集運搬処理計画に取り込むに当たり、保健衛生面等に配慮するとともに、必要に応じ

別ルートによる収集も検討する。 

 

<避難所ごみ処理フロー図> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

避 難 所 

 
区 本 部 

災対本部 

（環境部） 

協力要請 

報告 収集方法等報告 

収集 

方法周知 
状況確認 

周辺確認 

収集場所 

委託・許可業者 

他自治体等 

り災状況及び 
道路啓開状況の 

調査 
（区本部） 

集積所の被災状況及び 
収集運搬ルートの 
啓開状況の調査 
（環境部） 

集積所の被災状況及び 
収集運搬ルートの 
啓開状況の把握 

（環境部） 

収集運搬処理計画の策定 
仮置場等の検討 
救援の必要性検討 

（許可業者等応援依頼） 

収集方法の 
周知策定 

道路啓開状況の調査 
（環境部） 

り災状況及び 
道路啓開状況の調査 
（災対本部事務局） 

報告 報告 

報告 
報告 

通知 

必要に応じ 

他自治体へ応援要請 

通知 

り災状況及び 
道路啓開状況の調査 

（区本部） 

集積所の被災状況及び 
収集運搬ルートの 
啓開状況の調査 
（環境部） 

集積所の被災状況及び 
収集運搬ルートの 
啓開状況の把握 

（環境部） 

収集運搬処理計画の策定 
仮置場等の検討 
救援の必要性検討 

（許可業者等応援依頼） 

収集方法の 
周知策定 

道路啓開状況の調査 
（環境部） 

り災状況及び 
道路啓開状況の調査 
（災対本部事務局） 

報告 報告 

報告 
報告 

通知 

必要に応じ 

他自治体へ応援要請 

通知 



第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 16 節 廃棄物処理計画 

 

 134 

<生活ごみの収集・処理フロー図> 
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ウ 処理方法等 

廃棄物処理施設においては、災害発生直後に施設の被害状況を調査し、必要な緊急措置を講

じる。また、施設の被害状況、応急措置の内容については、速やかに環境部施設班へ報告する

とともに、施設班においては、被害状況を踏まえて、各種設備の仮復旧措置等早期に復旧を図

るために必要な措置を講じる。また、復旧後の災害廃棄物等の受入れに際しては、り災証明書

等を活用した処理手数料の減免について検討する。 

（（資資料料 99--88「「一一般般廃廃棄棄物物（（ごごみみ））収収集集運運搬搬委委託託業業者者一一覧覧」」参参照照））  
（（資資料料 99--99「「一一般般廃廃棄棄物物（（ごごみみ））収収集集運運搬搬車車両両一一覧覧表表」」参参照照））  

(2) し尿の収集処理 

ア し尿の収集・処理方法 

① 収集運搬ルート、し尿処理施設の状況等を把握し、速やかに災害時の収集運搬処理計画

を策定するとともに、計画に基づいた収集体制の確保を図る。収集運搬処理計画を策定す

るに当たっては、可能な限り委託を中心とした通常の収集方法、ルートによる収集処理体

制づくりを図る。 

② 貯留槽、し尿処理施設については、災害発生直後に施設の被害状況を調査し、必要な緊

急措置を講じる。また、施設の被害状況、応急措置の内容については、速やかに環境部施

設班へ報告するとともに、施設班においては、被害状況を踏まえて、各種設備の仮復旧措

置等早期に復旧を図るために必要な措置を講じる。 

③ 指定避難所におけるし尿の処理については、避難所の開設場所、受け入れ世帯・人員数、

上下水道管の被害状況等を把握し、水洗トイレが使用不能であれば備蓄している災害用簡

易組立トイレ等を設置して処理する。 

④ 指定避難所以外の世帯で、水洗トイレ使用世帯においては、河川水、くみ置き水等によっ

て水を確保し、極力下水道機能の活用を図るが、水洗トイレの使用不能等必要に応じ、避

難所における災害用携帯型簡易トイレの配布を検討する。 

イ 仮設トイレ設置体制等 

① 指定避難所における仮設トイレ設置については、災害発生直後の初動体制として備蓄し

ている災害用携帯型簡易トイレや災害用簡易組立トイレにより対応するが、備蓄数で不足

する場合には、他の指定避難所からの災害用簡易組立トイレの移送あるいはレンタル業者

等の協力を得て設置及び維持管理を行う。また、設置に当たり高齢者・障害者に配慮する。 

② 自宅のトイレが使用できない在宅被災者には、環境事業所等に備蓄している災害用携帯

型簡易トイレにより対応する。 

③ 仮設トイレの設置場所や災害用携帯型簡易トイレの配布等については、報道機関や市の

広報紙等により市民に対して広報する。 
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ウ 処理方法等 

廃棄物処理施設においては、災害発生直後に施設の被害状況を調査し、必要な緊急措置を講

じる。また、施設の被害状況、応急措置の内容については、速やかに環境部施設班へ報告する

とともに、施設班においては、被害状況を踏まえて、各種設備の仮復旧措置等早期に復旧を図

るために必要な措置を講じる。また、復旧後の災害廃棄物等の受入れに際しては、り災証明書

等を活用した処理手数料の減免について検討する。 

（（資資料料 99--88「「一一般般廃廃棄棄物物（（ごごみみ））収収集集運運搬搬委委託託業業者者一一覧覧」」参参照照））  
（（資資料料 99--99「「一一般般廃廃棄棄物物（（ごごみみ））収収集集運運搬搬車車両両一一覧覧表表」」参参照照））  

(2) し尿の収集処理 

ア し尿の収集・処理方法 

① 収集運搬ルート、し尿処理施設の状況等を把握し、速やかに災害時の収集運搬処理計画

を策定するとともに、計画に基づいた収集体制の確保を図る。収集運搬処理計画を策定す

るに当たっては、可能な限り委託を中心とした通常の収集方法、ルートによる収集処理体

制づくりを図る。 

② 貯留槽、し尿処理施設については、災害発生直後に施設の被害状況を調査し、必要な緊

急措置を講じる。また、施設の被害状況、応急措置の内容については、速やかに環境部施

設班へ報告するとともに、施設班においては、被害状況を踏まえて、各種設備の仮復旧措

置等早期に復旧を図るために必要な措置を講じる。 

③ 指定避難所におけるし尿の処理については、避難所の開設場所、受け入れ世帯・人員数、

上下水道管の被害状況等を把握し、水洗トイレが使用不能であれば備蓄している災害用簡

易組立トイレ等を設置して処理する。 

④ 指定避難所以外の世帯で、水洗トイレ使用世帯においては、河川水、くみ置き水等によっ

て水を確保し、極力下水道機能の活用を図るが、水洗トイレの使用不能等必要に応じ、避

難所における災害用携帯型簡易トイレの配布を検討する。 

イ 仮設トイレ設置体制等 

① 指定避難所における仮設トイレ設置については、災害発生直後の初動体制として備蓄し

ている災害用携帯型簡易トイレや災害用簡易組立トイレにより対応するが、備蓄数で不足

する場合には、他の指定避難所からの災害用簡易組立トイレの移送あるいはレンタル業者

等の協力を得て設置及び維持管理を行う。また、設置に当たり高齢者・障害者に配慮する。 

② 自宅のトイレが使用できない在宅被災者には、環境事業所等に備蓄している災害用携帯

型簡易トイレにより対応する。 

③ 仮設トイレの設置場所や災害用携帯型簡易トイレの配布等については、報道機関や市の

広報紙等により市民に対して広報する。 
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④ 上下水道の復旧等により水洗トイレが使用可能となった場合には、避難者数等需要を考

慮した上で、速やかに仮設トイレを撤去し、衛生状態の向上に努める。 

（注） 災害用簡易組立トイレの備蓄状況については、共通編 第 2部 第 2章 第 12節「物資・資機材等確保体

制の充実」のとおり。 

（（資資料料 99--1100「「一一般般廃廃棄棄物物（（しし尿尿））収収集集運運搬搬車車両両一一覧覧表表」」参参照照））  
（（資資料料 99--1111「「一一般般廃廃棄棄物物（（しし尿尿系系汚汚泥泥））収収集集運運搬搬許許可可業業者者一一覧覧」」参参照照））  

  

3. 災害廃棄物等の処理 〔環境部〕 

被災地の応急対策や復旧・復興の円滑な実施を図るため、発災後速やかに災害廃棄物等の発生量

を推計するとともに、適正に処理する。 

なお、アスベスト含有有害廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年

法律第 137号）等の規定に従い適正な処理を進める。 

各区本部等の協力により、災害廃棄物等の発生状況を把握し、災害廃棄物等の処理に関して必要

な事項を定めた災害廃棄物処理実行計画を策定するとともに、計画に基づいた体制の整備を図る。 

(1) がれき等災害廃棄物の処理 

がれき等の災害廃棄物の処理に当たっては、地震・津波災害対策編に記載しているがれきの

処理フロー図を準用しつつ、迅速かつ効率的な処理に努める。  
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<（参考）地震・津波災害対策編 災害廃棄物処理フロー図> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 災害廃棄物等の中間処理・再利用・最終処分 

ア 災害廃棄物等の処理については、管理者、所有者が分別後、各処理施設に自ら搬入する。

ただし、一時的に多大な量が発生した場合には、被災各地域に仮置場等を設置し処理を行う。 

イ 災害廃棄物等の仮置場等としては、運搬ルート、避難場所等を考慮し、必要に応じて各区

本部と協議の上、公園、埋立処分場等に設置する。 

ウ 災害廃棄物等については、管理者、所有者が可能な限り分別し、再利用に努めるものとし、

再利用が不可能なものについては、市の処理施設で焼却するなど、できるだけ減容化した上

で埋立処分場等に搬入する。 

エ 自力での排出が困難な粗大ごみ等が発生した場合、災害の規模や状況に応じて、戸別収集

の実施を検討する。 

※１　大企業については一定の要件を満たすもののみを対象とする。

※２　損壊家屋等の解体・撤去は，原則として所有者がこれを実施することとなるが，

　　家屋等の被害が甚大で，倒壊等による二次被害や生活環境の悪化が懸念される場合は，

　　国の補助事業の範囲内で，市による損壊家屋等の解体・撤去を検討する。

※３　災害の規模，災害廃棄物の発生量等に応じて，がれき搬入場・仮設焼却炉の設置を検討。

市清掃工場（既設）
仮設焼却炉

選別・破砕

埋立処分場

資源化業者（金属，がら等）

市民用仮置場 既存処理施設又はがれき搬入場
※３

分別の徹底

資源物不燃物可燃物

粗分別，
収集・運搬

災害廃棄物

道路・公園等
公共施設

公共用地

農地民地

津波堆積物

家屋等解体ごみ※２

民地
大企業中小企業

事業所

がれき（家屋等解体ごみを除く），
片づけごみ

事業所※１民地

がれき，片づけごみ

粗分別，
収集・運搬

産業
廃棄物

分別解体，
収集・運搬
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④ 上下水道の復旧等により水洗トイレが使用可能となった場合には、避難者数等需要を考

慮した上で、速やかに仮設トイレを撤去し、衛生状態の向上に努める。 

（注） 災害用簡易組立トイレの備蓄状況については、共通編 第 2部 第 2章 第 12節「物資・資機材等確保体

制の充実」のとおり。 

（（資資料料 99--1100「「一一般般廃廃棄棄物物（（しし尿尿））収収集集運運搬搬委委託託業業者者一一覧覧」」参参照照））  
（（資資料料 99--1111「「一一般般廃廃棄棄物物（（しし尿尿系系汚汚泥泥））収収集集運運搬搬許許可可業業者者一一覧覧」」参参照照））  

  

3. 災害廃棄物等の処理 〔環境部〕 

被災地の応急対策や復旧・復興の円滑な実施を図るため、発災後速やかに災害廃棄物等の発生量

を推計するとともに、適正に処理する。 

なお、アスベスト含有有害廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45年

法律第 137号）等の規定に従い適正な処理を進める。 

各区本部等の協力により、災害廃棄物等の発生状況を把握し、災害廃棄物等の処理に関して必要

な事項を定めた災害廃棄物処理実行計画を策定するとともに、計画に基づいた体制の整備を図る。 

(1) がれき等災害廃棄物の処理 

がれき等の災害廃棄物の処理に当たっては、地震・津波災害対策編に記載しているがれきの

処理フロー図を準用しつつ、迅速かつ効率的な処理に努める。  
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④ 上下水道の復旧等により水洗トイレが使用可能となった場合には、避難者数等需要を考

慮した上で、速やかに仮設トイレを撤去し、衛生状態の向上に努める。 

（注） 災害用簡易組立トイレの備蓄状況については、共通編 第 2部 第 2章 第 12節「物資・資機材等確保体

制の充実」のとおり。 

（（資資料料 99--1100「「一一般般廃廃棄棄物物（（しし尿尿））収収集集運運搬搬委委託託業業者者一一覧覧」」参参照照））  
（（資資料料 99--1111「「一一般般廃廃棄棄物物（（しし尿尿系系汚汚泥泥））収収集集運運搬搬許許可可業業者者一一覧覧」」参参照照））  

  

3. 災害廃棄物等の処理 〔環境部〕 

被災地の応急対策や復旧・復興の円滑な実施を図るため、発災後速やかに災害廃棄物等の発生量

を推計するとともに、適正に処理する。 

なお、アスベスト含有有害廃棄物については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年

法律第 137号）等の規定に従い適正な処理を進める。 

各区本部等の協力により、災害廃棄物等の発生状況を把握し、災害廃棄物等の処理に関して必要

な事項を定めた災害廃棄物処理実行計画を策定するとともに、計画に基づいた体制の整備を図る。 

(1) がれき等災害廃棄物の処理 

がれき等の災害廃棄物の処理に当たっては、地震・津波災害対策編に記載しているがれきの

処理フロー図を準用しつつ、迅速かつ効率的な処理に努める。  
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<（参考）地震・津波災害対策編 災害廃棄物処理フロー図> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 災害廃棄物等の中間処理・再利用・最終処分 

ア 災害廃棄物等の処理については、管理者、所有者が分別後、各処理施設に自ら搬入する。

ただし、一時的に多大な量が発生した場合には、被災各地域に仮置場等を設置し処理を行う。 

イ 災害廃棄物等の仮置場等としては、運搬ルート、避難場所等を考慮し、必要に応じて各区

本部と協議の上、公園、埋立処分場等に設置する。 

ウ 災害廃棄物等については、管理者、所有者が可能な限り分別し、再利用に努めるものとし、

再利用が不可能なものについては、市の処理施設で焼却するなど、できるだけ減容化した上

で埋立処分場等に搬入する。 

エ 自力での排出が困難な粗大ごみ等が発生した場合、災害の規模や状況に応じて、戸別収集

の実施を検討する。 

※１　大企業については一定の要件を満たすもののみを対象とする。

※２　損壊家屋等の解体・撤去は，原則として所有者がこれを実施することとなるが，

　　家屋等の被害が甚大で，倒壊等による二次被害や生活環境の悪化が懸念される場合は，

　　国の補助事業の範囲内で，市による損壊家屋等の解体・撤去を検討する。

※３　災害の規模，災害廃棄物の発生量等に応じて，がれき搬入場・仮設焼却炉の設置を検討。

市清掃工場（既設）
仮設焼却炉

選別・破砕

埋立処分場

資源化業者（金属，がら等）

市民用仮置場 既存処理施設又はがれき搬入場
※３

分別の徹底

資源物不燃物可燃物

粗分別，
収集・運搬

災害廃棄物

道路・公園等
公共施設

公共用地

農地民地

津波堆積物

家屋等解体ごみ※２

民地
大企業中小企業

事業所

がれき（家屋等解体ごみを除く），
片づけごみ

事業所※１民地

がれき，片づけごみ

粗分別，
収集・運搬

産業
廃棄物

分別解体，
収集・運搬
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<（参考）地震・津波災害対策編 災害廃棄物処理フロー図> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 災害廃棄物等の中間処理・再利用・最終処分 

ア 災害廃棄物等の処理については、管理者、所有者が分別後、各処理施設に自ら搬入する。

ただし、一時的に多大な量が発生した場合には、被災各地域に仮置場等を設置し処理を行う。 

イ 災害廃棄物等の仮置場等としては、運搬ルート、避難場所等を考慮し、必要に応じて各区

本部と協議の上、公園、埋立処分場等に設置する。 

ウ 災害廃棄物等については、管理者、所有者が可能な限り分別し、再利用に努めるものとし、

再利用が不可能なものについては、市の処理施設で焼却するなど、できるだけ減容化した上

で埋立処分場等に搬入する。 

エ 自力での排出が困難な粗大ごみ等が発生した場合、災害の規模や状況に応じて、戸別収集

の実施を検討する。 

※１　大企業については一定の要件を満たすもののみを対象とする。

※２　損壊家屋等の解体・撤去は，原則として所有者がこれを実施することとなるが，

　　家屋等の被害が甚大で，倒壊等による二次被害や生活環境の悪化が懸念される場合は，

　　国の補助事業の範囲内で，市による損壊家屋等の解体・撤去を検討する。

※３　災害の規模，災害廃棄物の発生量等に応じて，がれき搬入場・仮設焼却炉の設置を検討。

市清掃工場（既設）
仮設焼却炉

選別・破砕

埋立処分場

資源化業者（金属，がら等）

市民用仮置場 既存処理施設又はがれき搬入場
※３

分別の徹底

資源物不燃物可燃物

粗分別，
収集・運搬

災害廃棄物

道路・公園等
公共施設

公共用地

農地民地

津波堆積物

家屋等解体ごみ※２

民地
大企業中小企業

事業所

がれき（家屋等解体ごみを除く），
片づけごみ

事業所※１民地

がれき，片づけごみ

粗分別，
収集・運搬

産業
廃棄物

分別解体，
収集・運搬
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(3) 災害廃棄物等の撤去 

ア 災害廃棄物等の撤去については、原則として管理者、所有者自らが行うこととするが、住

民からの申入れに応じて、事業者の紹介を行う。 

イ 損壊家屋等の解体・撤去が必要な場合は、原則として建物の所有者が行うこととするが、

家屋等の被害が甚大で、倒壊等による二次被害や生活環境の悪化が懸念される場合は、国の

補助事業の範囲内で、市による損壊家屋等の解体・撤去を検討する。 

(4) 民間企業との協力体制 

災害廃棄物等の処理に当たり、関係業界団体等に資機材の提供、人員の派遣等について、必

要に応じて応援を求める。 

(5) アスベスト含有有害廃棄物の処理 

アスベスト含有有害廃棄物の処理は、｢災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュア

ル｣（平成 29年 9月 環境省 水・大気環境局大気環境課）に従い適正に処理を進める。 

4. 関係機関への応援要請等（被害が甚大である場合） 〔環境部〕 

(1) 関係機関への応援要請 

環境部は、災害による被害が甚大であり、現有の災害対応能力では災害廃棄物等の収集や処

理機能の早期回復が望めないと判断した場合には、必要に応じて仮置場等を設置するとともに、

他都市、関係機関との応援協定に基づいて応援を要請し、人員及び資機材の確保を図り早期回

復に努める。 

(2) 広報要請 

災害時の収集運搬処理計画に基づく収集の方法等を報道機関や市の広報紙等により市民に対

し広報する。 
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5. 業務執行体制〔各部〕 

仮置場等の設置及び運営管理、災害廃棄物等の撤去等が必要になった場合は、次の業務執行体制

にて処理を進める。 

<業務執行体制> 

(1) 仮置場等の造成及び運営管理 

業 務 内 容 担 当 部 局 

造成に係る業務発注 区本部等（施設所管課） 

各区との連絡調整、運営管理に係る業務発注 環 境 部 

(2) 撤去・除去業務 

業 務 内 容 担 当 部 局 

人命検索に係る災害廃棄物等の撤去指揮 消 防 部 

民地、事業所における災害廃棄物等の撤去業務発注 環 境 部 

農地における災害廃棄物等の撤去業務発注 経 済 部 

住宅の障害物の除去に係る申請受付 財 政 部 

住宅の障害物の除去業務発注 健 康 福 祉 部 

管理区域における災害廃棄物等の撤去業務発注 施 設 管 理 者 
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(3) 災害廃棄物等の撤去 

ア 災害廃棄物等の撤去については、原則として管理者、所有者自らが行うこととするが、住

民からの申入れに応じて、事業者の紹介を行う。 

イ 損壊家屋等の解体・撤去が必要な場合は、原則として建物の所有者が行うこととするが、

家屋等の被害が甚大で、倒壊等による二次被害や生活環境の悪化が懸念される場合は、国の

補助事業の範囲内で、市による損壊家屋等の解体・撤去を検討する。 

(4) 民間企業との協力体制 

災害廃棄物等の処理に当たり、関係業界団体等に資機材の提供、人員の派遣等について、必

要に応じて応援を求める。 

(5) アスベスト含有有害廃棄物の処理 

アスベスト含有有害廃棄物の処理は、｢災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュア

ル｣（平成 29年 9月 環境省 水・大気環境局大気環境課）に従い適正に処理を進める。 

4. 関係機関への応援要請等（被害が甚大である場合） 〔環境部〕 

(1) 関係機関への応援要請 

環境部は、災害による被害が甚大であり、現有の災害対応能力では災害廃棄物等の収集や処

理機能の早期回復が望めないと判断した場合には、必要に応じて仮置場等を設置するとともに、

他都市、関係機関との応援協定に基づいて応援を要請し、人員及び資機材の確保を図り早期回

復に努める。 

(2) 広報要請 

災害時の収集運搬処理計画に基づく収集の方法等を報道機関や市の広報紙等により市民に対

し広報する。 
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(3) 災害廃棄物等の撤去 

ア 災害廃棄物等の撤去については、原則として管理者、所有者自らが行うこととするが、住

民からの申入れに応じて、事業者の紹介を行う。 

イ 損壊家屋等の解体・撤去が必要な場合は、原則として建物の所有者が行うこととするが、

家屋等の被害が甚大で、倒壊等による二次被害や生活環境の悪化が懸念される場合は、国の

補助事業の範囲内で、市による損壊家屋等の解体・撤去を検討する。 

(4) 民間企業との協力体制 

災害廃棄物等の処理に当たり、関係業界団体等に資機材の提供、人員の派遣等について、必

要に応じて応援を求める。 

(5) アスベスト含有有害廃棄物の処理 

アスベスト含有有害廃棄物の処理は、｢災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュア

ル｣（平成 29年 9月 環境省 水・大気環境局大気環境課）に従い適正に処理を進める。 

4. 関係機関への応援要請等（被害が甚大である場合） 〔環境部〕 

(1) 関係機関への応援要請 

環境部は、災害による被害が甚大であり、現有の災害対応能力では災害廃棄物等の収集や処

理機能の早期回復が望めないと判断した場合には、必要に応じて仮置場等を設置するとともに、

他都市、関係機関との応援協定に基づいて応援を要請し、人員及び資機材の確保を図り早期回

復に努める。 

(2) 広報要請 

災害時の収集運搬処理計画に基づく収集の方法等を報道機関や市の広報紙等により市民に対

し広報する。 
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5. 業務執行体制〔各部〕 

仮置場等の設置及び運営管理、災害廃棄物等の撤去等が必要になった場合は、次の業務執行体制

にて処理を進める。 

<業務執行体制> 

(1) 仮置場等の造成及び運営管理 

業 務 内 容 担 当 部 局 

造成に係る業務発注 区本部等（施設所管課） 

各区との連絡調整、運営管理に係る業務発注 環 境 部 

(2) 撤去・除去業務 

業 務 内 容 担 当 部 局 

人命検索に係る災害廃棄物等の撤去指揮 消 防 部 

民地、事業所における災害廃棄物等の撤去業務発注 環 境 部 

農地における災害廃棄物等の撤去業務発注 経 済 部 

住宅の障害物の除去に係る申請受付 財 政 部 

住宅の障害物の除去業務発注 健 康 福 祉 部 

管理区域における災害廃棄物等の撤去業務発注 施 設 管 理 者 
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5. 業務執行体制〔各部〕 

仮置場等の設置及び運営管理、災害廃棄物等の撤去等が必要になった場合は、次の業務執行体制

にて処理を進める。 

<業務執行体制> 

(1) 仮置場等の造成及び運営管理 

業 務 内 容 担 当 部 局 

造成に係る業務発注 区本部等（施設所管課） 

各区との連絡調整、運営管理に係る業務発注 環 境 部 

(2) 撤去・除去業務 

業 務 内 容 担 当 部 局 

人命検索に係る災害廃棄物等の撤去指揮 消 防 部 

民地、事業所における災害廃棄物等の撤去業務発注 環 境 部 

農地における災害廃棄物等の撤去業務発注 経 済 部 

住宅の障害物の除去に係る申請受付 財 政 部 

住宅の障害物の除去業務発注 健 康 福 祉 部 

管理区域における災害廃棄物等の撤去業務発注 施 設 管 理 者 
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第 17 節 二次災害の防止 

〔災対本部事務局、環境部、経済部、都市整備部、建設部、消防部、区本部〕 

本節では、災害発生後、新たに発生する可能性がある災害を防止するため、二次的な危険性を

判断する手法及びその応急措置等に関して定める。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災対本部事務局 
・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除に関すること 
・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除についての防災関係機関

への通知並びに市民への広報に関すること 

環 境 部 
・災害時における大気汚染の防止に関すること 
・災害時における公共用水域等の水質汚濁の防止に関すること 

経 済 部 ・農業用施設の保全及びその総括に関すること 

都 市 整 備 部 

・所管整備地区等の保全に関すること 
・宅地災害及び土砂災害の被害調査及びその集約に関すること 
・土砂災害危険区域等の安全確認に関すること 
・被災宅地の危険度判定の総括に関すること 
・被災宅地危険度判定士の支援要請及び受入れに関すること 
・宅地災害に伴う避難情報の発令・解除の判断に必要な情報の収集に関する
こと 

・宅地災害に伴う警戒区域の設定・解除の判断に必要な情報の収集に関する
こと 

・造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関すること 

建 設 部 

・所管施設の保全及び利用者の保護に関すること 
・道路、橋梁等の保全及びその総括に関すること 
・街路樹等の災害防止、被害調査及び応急復旧の集約に関すること 
・公園及び緑地の保全に関すること 
・下水道の保全に関すること 
・飼育動物の保護に関すること 
・危険動物の逃走防止対策に関すること 
・所管の河川等の保全に関すること 

消 防 部 

・防火対象物、危険物施設及び高圧ガス施設並びに火薬類関係施設の応急措
置の指導に関すること 

・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除に必要な情報の収集に関
すること 

・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除の居住者等への伝達に関
すること 

・火災警戒区域、消防警戒区域及び水防に伴う警戒区域の設定・解除に関す
ること 

区 本 部 

・道路、公園、緑地等の災害防止、被害調査及び応急復旧に関すること 
・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除に必要な情報の収集に関

すること 
・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除の居住者等への伝達に関

すること 

2. 避難情報発令等の実施・警戒区域の設定 

避難情報発令等の実施、警戒区域の設定については、第 4節「避難計画」による。 
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3. 被災宅地危険度判定士による被災宅地の危険度判定（被害が甚大である場合） 〔都市整備部〕 

(1) 目的 

宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、危険

度判定を実施することにより、二次災害を軽減、防止し住民の安全の確保を図る。 

(2) 被災宅地の危険度判定 

大規模な宅地災害が発生した場合は、まず被害発生状況の全体を把握し、主として宅地の立

入り制限に関する危険度判定を行う。 

 

項 目 内 容 

調 査 目 的 被害状況全体の把握及び危険度判定による二次災害の軽減、防止 

調 査 対 象 

①擁壁 
②宅地地盤、切土・盛土のり面及び自然斜面 
③排水施設 
④その他 

調 査 期 間 発災後速やかに実施し、2週間程度以内に終了する。 

調査対象区域 被災区域全域 

調 査 方 法 目視、簡便な計測 

調査結果 の 
ま と め 方 

調査票による現地調査 
①被害位置 
②被害項目 
 ・沈下、ハラミ、陥没、崩壊 
 ・隆起、倒壊、クラック、段差 
 ・ガリー浸食等 
③被害断面(簡易計測による寸法) 
④変形量(簡易計測による寸法) 
 ・沈下量、クラック幅、深さ、長さ、本数等 
⑤危険度(大、中、小) 
⑥緊急度(大、中、小)等 

結果の活 用 

①特に緊急を要する応急措置等 
 ・避難情報の発令または警戒区域の指定のための判断材料とする。 
 ・応急措置のための優先付けを行う。 
②宅地造成等規制法に基づく防災措置の勧告等 
③応急復旧及び本復旧のための助言又は支援制度等の提案 
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第 17 節 二次災害の防止 

〔災対本部事務局、環境部、経済部、都市整備部、建設部、消防部、区本部〕 

本節では、災害発生後、新たに発生する可能性がある災害を防止するため、二次的な危険性を

判断する手法及びその応急措置等に関して定める。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災対本部事務局 
・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除に関すること 
・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除についての防災関係機関

への通知並びに市民への広報に関すること 

環 境 部 
・災害時における大気汚染の防止に関すること 
・災害時における公共用水域等の水質汚濁の防止に関すること 

経 済 部 ・農業用施設の保全及びその総括に関すること 

都 市 整 備 部 

・所管整備地区等の保全に関すること 
・宅地災害及び土砂災害の被害調査及びその集約に関すること 
・土砂災害危険区域等の安全確認に関すること 
・被災宅地の危険度判定の総括に関すること 
・被災宅地危険度判定士の支援要請及び受入れに関すること 
・宅地災害に伴う避難情報の発令・解除の判断に必要な情報の収集に関する
こと 

・宅地災害に伴う警戒区域の設定・解除の判断に必要な情報の収集に関する
こと 

・造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関すること 

建 設 部 

・所管施設の保全及び利用者の保護に関すること 
・道路、橋梁等の保全及びその総括に関すること 
・街路樹等の災害防止、被害調査及び応急復旧の集約に関すること 
・公園及び緑地の保全に関すること 
・下水道の保全に関すること 
・飼育動物の保護に関すること 
・危険動物の逃走防止対策に関すること 
・所管の河川等の保全に関すること 

消 防 部 

・防火対象物、危険物施設及び高圧ガス施設並びに火薬類関係施設の応急措
置の指導に関すること 

・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除に必要な情報の収集に関
すること 

・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除の居住者等への伝達に関
すること 

・火災警戒区域、消防警戒区域及び水防に伴う警戒区域の設定・解除に関す
ること 

区 本 部 

・道路、公園、緑地等の災害防止、被害調査及び応急復旧に関すること 
・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除に必要な情報の収集に関

すること 
・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除の居住者等への伝達に関

すること 

2. 避難情報発令等の実施・警戒区域の設定 

避難情報発令等の実施、警戒区域の設定については、第 4節「避難計画」による。 
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第 17 節 二次災害の防止 

〔災対本部事務局、環境部、経済部、都市整備部、建設部、消防部、区本部〕 

本節では、災害発生後、新たに発生する可能性がある災害を防止するため、二次的な危険性を

判断する手法及びその応急措置等に関して定める。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災対本部事務局 
・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除に関すること 
・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除についての防災関係機関

への通知並びに市民への広報に関すること 

環 境 部 
・災害時における大気汚染の防止に関すること 
・災害時における公共用水域等の水質汚濁の防止に関すること 

経 済 部 ・農業用施設の保全及びその総括に関すること 

都 市 整 備 部 

・所管整備地区等の保全に関すること 
・宅地災害及び土砂災害の被害調査及びその集約に関すること 
・土砂災害危険区域等の安全確認に関すること 
・被災宅地の危険度判定の総括に関すること 
・被災宅地危険度判定士の支援要請及び受入れに関すること 
・宅地災害に伴う避難情報の発令・解除の判断に必要な情報の収集に関する
こと 

・宅地災害に伴う警戒区域の設定・解除の判断に必要な情報の収集に関する
こと 

・造成宅地滑動崩落防止施設の保全に関すること 

建 設 部 

・所管施設の保全及び利用者の保護に関すること 
・道路、橋梁等の保全及びその総括に関すること 
・街路樹等の災害防止、被害調査及び応急復旧の集約に関すること 
・公園及び緑地の保全に関すること 
・下水道の保全に関すること 
・飼育動物の保護に関すること 
・危険動物の逃走防止対策に関すること 
・所管の河川等の保全に関すること 

消 防 部 

・防火対象物、危険物施設及び高圧ガス施設並びに火薬類関係施設の応急措
置の指導に関すること 

・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除に必要な情報の収集に関
すること 

・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除の居住者等への伝達に関
すること 

・火災警戒区域、消防警戒区域及び水防に伴う警戒区域の設定・解除に関す
ること 

区 本 部 

・道路、公園、緑地等の災害防止、被害調査及び応急復旧に関すること 
・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除に必要な情報の収集に関

すること 
・避難情報の発令・解除及び警戒区域の設定・解除の居住者等への伝達に関

すること 

2. 避難情報発令等の実施・警戒区域の設定 

避難情報発令等の実施、警戒区域の設定については、第 4 節「避難計画」による。 
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3. 被災宅地危険度判定士による被災宅地の危険度判定（被害が甚大である場合） 〔都市整備部〕 

(1) 目的 

宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、危険

度判定を実施することにより、二次災害を軽減、防止し住民の安全の確保を図る。 

(2) 被災宅地の危険度判定 

大規模な宅地災害が発生した場合は、まず被害発生状況の全体を把握し、主として宅地の立

入り制限に関する危険度判定を行う。 

 

項 目 内 容 

調 査 目 的 被害状況全体の把握及び危険度判定による二次災害の軽減、防止 

調 査 対 象 

①擁壁 
②宅地地盤、切土・盛土のり面及び自然斜面 
③排水施設 
④その他 

調 査 期 間 発災後速やかに実施し、2週間程度以内に終了する。 

調査対象区域 被災区域全域 

調 査 方 法 目視、簡便な計測 

調査結果 の 
ま と め 方 

調査票による現地調査 
①被害位置 
②被害項目 
 ・沈下、ハラミ、陥没、崩壊 
 ・隆起、倒壊、クラック、段差 
 ・ガリー浸食等 
③被害断面(簡易計測による寸法) 
④変形量(簡易計測による寸法) 
 ・沈下量、クラック幅、深さ、長さ、本数等 
⑤危険度(大、中、小) 
⑥緊急度(大、中、小)等 

結果の活 用 

①特に緊急を要する応急措置等 
 ・避難情報の発令または警戒区域の指定のための判断材料とする。 
 ・応急措置のための優先付けを行う。 
②宅地造成等規制法に基づく防災措置の勧告等 
③応急復旧及び本復旧のための助言又は支援制度等の提案 
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3. 被災宅地危険度判定士による被災宅地の危険度判定（被害が甚大である場合） 〔都市整備部〕 

(1) 目的 

宅地が大規模かつ広範囲に被災した場合に、被害の発生状況を迅速かつ的確に把握し、危険

度判定を実施することにより、二次災害を軽減、防止し住民の安全の確保を図る。 

(2) 被災宅地の危険度判定 

大規模な宅地災害が発生した場合は、まず被害発生状況の全体を把握し、主として宅地の立

入り制限に関する危険度判定を行う。 

 

項 目 内 容 

調 査 目 的 被害状況全体の把握及び危険度判定による二次災害の軽減、防止 

調 査 対 象 

①擁壁 
②宅地地盤、切土・盛土のり面及び自然斜面 
③排水施設 
④その他 

調 査 期 間 発災後速やかに実施し、2週間程度以内に終了する。 

調査対象区域 被災区域全域 

調 査 方 法 目視、簡便な計測 

調査結果 の 
ま と め 方 

調査票による現地調査 
①被害位置 
②被害項目 
 ・沈下、ハラミ、陥没、崩壊 
 ・隆起、倒壊、クラック、段差 
 ・ガリー浸食等 
③被害断面(簡易計測による寸法) 
④変形量(簡易計測による寸法) 
 ・沈下量、クラック幅、深さ、長さ、本数等 
⑤危険度(大、中、小) 
⑥緊急度(大、中、小)等 

結果の活 用 

①特に緊急を要する応急措置等 
 ・避難情報の発令または警戒区域の指定のための判断材料とする。 
 ・応急措置のための優先付けを行う。 
②宅地造成等規制法に基づく防災措置の勧告等 
③応急復旧及び本復旧のための助言又は支援制度等の提案 
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4. 公共土木施設等の点検及び応急措置 〔経済部、都市整備部、建設部〕 

(1) 道路・橋梁 

災害が発生した場合は、パトロール等により道路、橋梁等の被害状況を速やかに把握し、道

路交通の確保を図るため、交通規制、迂回路選定等の安全策を講じる。また、被災道路、橋梁

については、応急措置及び応急復旧対策を実施し、緊急輸送道路を確保した上で、本格的復旧

作業に着手する。 

なお、国土交通省、NEXCO 東日本㈱東北支社が管理する道路が被災した場合は、各道路管理

者が各々の基準、計画により対策を講じることになるが、緊急を要する場合は市が応急対策を

講じ、各道路管理者に報告する。 

ア 要員の確保 

道路、橋梁の点検及び応急措置に必要な要員は、職員の配備計画及び動員計画によるほか、

必要に応じ応援協定による他公共団体、応援業者等の協力を求める。 

（（第第 33 節節「「職職員員のの配配備備・・動動員員計計画画」」参参照照））  
（（第第 2222 節節「「応応援援協協力力要要請請（（受受援援））計計画画」」参参照照））  

イ 資機材の確保 

平常業務用資機材によるほか、必要に応じ他公共団体、応援業者などの協力による応援用資

機材を確保する。 

ウ 点検・情報収集 

建設部及び区本部により、緊急輸送道路を最優先としながら、市内全域で調査、点検を行う。

また、必要に応じ応援協定による他公共団体、応援業者に応援を要請し、調査、点検等を

行う。 

エ 応急措置 

パトロール等の調査、点検の報告に加え、市民からの通報など、建設部で被害報告をまとめ、

災対本部事務局に報告するとともに、総合対策の立案と調整を行う。 

被災箇所については、区本部建設班及び総合支所班が、現場に急行し状況把握の上、安全上

必要な緊急措置を講じ、区本部及び建設部に報告した上で、必要に応じ所轄警察署、交通情報

センターに通報する。なお、必要に応じ応援協定による他公共団体、応援業者に応援を要請す

る。 

オ 応急復旧 

被害箇所については、建設部、区本部建設班が応急復旧を実施し、必要に応じ応援協定によ

る他公共団体、応援業者に応援を要請する。その場合、緊急輸送道路ネットワーク計画により

指定された道路の啓開等を最優先に行い、その後、逐次一般道路の啓開、二次被害が想定され

る箇所の応急復旧工事を行う。 

なお、被害の状況により、必要な箇所については応援業者に緊急復旧工事を発注し早期復旧

を図り、安全な交通路の確保に努める。 

（（資資料料 88--22「「緊緊急急輸輸送送道道路路ネネッットトワワーークク図図」」参参照照））  
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ウ 応急復旧 

被災箇所については、建設部及び区本部建設班が応急復旧を実施する。その場合、避難地を

最優先に行い、その後、応急仮設住宅用地や物品保管場所用地を行う。 

(3) 八木山動物公園 

八木山動物公園においては、八木山動物公園非常事態対策計画に基づき、入園者の避難誘導

等必要な措置を講ずるとともに、飼育舎の点検や危険動物の動静把握などを行い、二次災害の

防止を図る。 

(4) 所管河川等 

災害が発生した場合は、パトロール等により被害状況を速やかに把握し、関係機関と連絡・

連携のうえ応急措置を行う。 

(5) 農業用施設 

経済部は、パトロール等により被害状況を速やかに把握し、土地改良区等関係機関と連絡・

連携して応急措置を行う。 

(6) 造成宅地滑動崩落防止施設 

都市整備部は、造成宅地滑動崩落防止施設点検実施基準及び造成宅地滑動崩落防止施設点検

要領に基づき点検、変位観測等を行う。その後、応急措置等必要な措置を講ずる。 

5. 公共施設の点検及び応急措置  

公共施設に災害が発生した場合は、施設管理者は構造体、非構造部材等について点検を行い、施

設の安全性を確認する。二次災害が発生する可能性がある場合には立入禁止等の措置を行うなど、

適切な応急措置を行い、二次災害を防止する。 

6. 危険物・高圧ガス取扱い施設等の応急措置 〔消防部〕 

危険物、火薬類、高圧ガス等による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、施設管理者

及び消防部は、次の措置を講ずる。 

なお、石油コンビナート等特別防災区域の危険物施設については、宮城県石油コンビナート等防

災計画の定めるところにより応急対策を行う。 

(1) 施設管理者の措置 

危険物、火薬類、高圧ガス等の施設の管理者は、危険物、火薬類、高圧ガス等による災害を

防止し、又は災害の拡大を防止するため、必要な保安措置を行う。 

また、異常事態が発生した場合は、必要に応じ付近住民へ避難の広報を行うとともに、速や

かに消防機関等に通報する。 

なお、石油コンビナート等災害防止法に基づく消防車両等の防災資機材が被災した際は、速

やかに代替の防災資機材を調達する等の必要な措置を講ずる。 

(2) 消防部の措置 

ア 被害の状況により引火又は爆発のおそれがある場合は、施設管理者及び関係機関と連携を

図り、必要に応じ警戒区域の設定及び付近住民への避難情報の発令その他必要な措置を行う。 

イ 災害の形態、規模及び危険物等の種類を迅速に把握するとともに、適切な応急措置を速や

第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 17 節 二次災害の防止 

 

145 

かに実施する。 

ウ 危険物・高圧ガス等の運搬又は移送中における事故については、運転者等が関係者への情

報提供を目的とした措置・連絡用資料（通称「イエローカード」）が積載されていることか

ら、カードの提示を求め、内容に応じた応急措置を速やかに実施する。 

エ 石油コンビナート等災害防止法に基づき施設管理者が備える消防車両等の防災資機材が被

災した際は、代替措置が完了するまでの間、必要に応じ広域応援も含めた暫定的な部隊運用

を図り、被害の拡大防止措置を講ずる。 

7. 大気汚染・水質汚濁防止対策 〔環境部〕 

環境部は、大気汚染・水質汚濁に係る災害が発生した場合、消防部、区本部等の要請に応じて現

地調査を行う。 

現地調査の結果、二次災害の発生する可能性がある場合には、災害発生地の管理者等に対し、応

急措置を講じるよう指示するとともに、関係機関へ連絡する。 

また、災害が拡大し、付近住民に被災が予測され、危険度が高いと判断したときは、避難の必要

性を区本部に連絡する。 
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ウ 応急復旧 

被災箇所については、建設部及び区本部建設班が応急復旧を実施する。その場合、避難地を

最優先に行い、その後、応急仮設住宅用地や物品保管場所用地を行う。 

(3) 八木山動物公園 

八木山動物公園においては、八木山動物公園非常事態対策計画に基づき、入園者の避難誘導

等必要な措置を講ずるとともに、飼育舎の点検や危険動物の動静把握などを行い、二次災害の

防止を図る。 

(4) 所管河川等 

災害が発生した場合は、パトロール等により被害状況を速やかに把握し、関係機関と連絡・

連携のうえ応急措置を行う。 

(5) 農業用施設 

経済部は、パトロール等により被害状況を速やかに把握し、土地改良区等関係機関と連絡・

連携して応急措置を行う。 

(6) 造成宅地滑動崩落防止施設 

都市整備部は、造成宅地滑動崩落防止施設点検実施基準及び造成宅地滑動崩落防止施設点検

要領に基づき点検、変位観測等を行う。その後、応急措置等必要な措置を講ずる。 

5. 公共施設の点検及び応急措置  

公共施設に災害が発生した場合は、施設管理者は構造体、非構造部材等について点検を行い、施

設の安全性を確認する。二次災害が発生する可能性がある場合には立入禁止等の措置を行うなど、

適切な応急措置を行い、二次災害を防止する。 

6. 危険物・高圧ガス取扱い施設等の応急措置 〔消防部〕 

危険物、火薬類、高圧ガス等による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、施設管理者

及び消防部は、次の措置を講ずる。 

なお、石油コンビナート等特別防災区域の危険物施設については、宮城県石油コンビナート等防

災計画の定めるところにより応急対策を行う。 

(1) 施設管理者の措置 

危険物、火薬類、高圧ガス等の施設の管理者は、危険物、火薬類、高圧ガス等による災害を

防止し、又は災害の拡大を防止するため、必要な保安措置を行う。 

また、異常事態が発生した場合は、必要に応じ付近住民へ避難の広報を行うとともに、速や

かに消防機関等に通報する。 

なお、石油コンビナート等災害防止法に基づく消防車両等の防災資機材が被災した際は、速

やかに代替の防災資機材を調達する等の必要な措置を講ずる。 

(2) 消防部の措置 

ア 被害の状況により引火又は爆発のおそれがある場合は、施設管理者及び関係機関と連携を

図り、必要に応じ警戒区域の設定及び付近住民への避難情報の発令その他必要な措置を行う。 

イ 災害の形態、規模及び危険物等の種類を迅速に把握するとともに、適切な応急措置を速や
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ウ 応急復旧 

被災箇所については、建設部及び区本部建設班が応急復旧を実施する。その場合、避難地を

最優先に行い、その後、応急仮設住宅用地や物品保管場所用地を行う。 

(3) 八木山動物公園 

八木山動物公園においては、八木山動物公園非常事態対策計画に基づき、入園者の避難誘導

等必要な措置を講ずるとともに、飼育舎の点検や危険動物の動静把握などを行い、二次災害の

防止を図る。 

(4) 所管河川等 

災害が発生した場合は、パトロール等により被害状況を速やかに把握し、関係機関と連絡・

連携のうえ応急措置を行う。 

(5) 農業用施設 

経済部は、パトロール等により被害状況を速やかに把握し、土地改良区等関係機関と連絡・

連携して応急措置を行う。 

(6) 造成宅地滑動崩落防止施設 

都市整備部は、造成宅地滑動崩落防止施設点検実施基準及び造成宅地滑動崩落防止施設点検

要領に基づき点検、変位観測等を行う。その後、応急措置等必要な措置を講ずる。 

5. 公共施設の点検及び応急措置  

公共施設に災害が発生した場合は、施設管理者は構造体、非構造部材等について点検を行い、施

設の安全性を確認する。二次災害が発生する可能性がある場合には立入禁止等の措置を行うなど、

適切な応急措置を行い、二次災害を防止する。 

6. 危険物・高圧ガス取扱い施設等の応急措置 〔消防部〕 

危険物、火薬類、高圧ガス等による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、施設管理者

及び消防部は、次の措置を講ずる。 

なお、石油コンビナート等特別防災区域の危険物施設については、宮城県石油コンビナート等防

災計画の定めるところにより応急対策を行う。 

(1) 施設管理者の措置 

危険物、火薬類、高圧ガス等の施設の管理者は、危険物、火薬類、高圧ガス等による災害を

防止し、又は災害の拡大を防止するため、必要な保安措置を行う。 

また、異常事態が発生した場合は、必要に応じ付近住民へ避難の広報を行うとともに、速や

かに消防機関等に通報する。 

なお、石油コンビナート等災害防止法に基づく消防車両等の防災資機材が被災した際は、速

やかに代替の防災資機材を調達する等の必要な措置を講ずる。 

(2) 消防部の措置 

ア 被害の状況により引火又は爆発のおそれがある場合は、施設管理者及び関係機関と連携を

図り、必要に応じ警戒区域の設定及び付近住民への避難情報の発令その他必要な措置を行う。 

イ 災害の形態、規模及び危険物等の種類を迅速に把握するとともに、適切な応急措置を速や
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かに実施する。 

ウ 危険物・高圧ガス等の運搬又は移送中における事故については、運転者等が関係者への情

報提供を目的とした措置・連絡用資料（通称「イエローカード」）が積載されていることか

ら、カードの提示を求め、内容に応じた応急措置を速やかに実施する。 

エ 石油コンビナート等災害防止法に基づき施設管理者が備える消防車両等の防災資機材が被

災した際は、代替措置が完了するまでの間、必要に応じ広域応援も含めた暫定的な部隊運用

を図り、被害の拡大防止措置を講ずる。 

7. 大気汚染・水質汚濁防止対策 〔環境部〕 

環境部は、大気汚染・水質汚濁に係る災害が発生した場合、消防部、区本部等の要請に応じて現

地調査を行う。 

現地調査の結果、二次災害の発生する可能性がある場合には、災害発生地の管理者等に対し、応

急措置を講じるよう指示するとともに、関係機関へ連絡する。 

また、災害が拡大し、付近住民に被災が予測され、危険度が高いと判断したときは、避難の必要

性を区本部に連絡する。 
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かに実施する。 

ウ 危険物・高圧ガス等の運搬又は移送中における事故については、運転者等が関係者への情

報提供を目的とした措置・連絡用資料（通称「イエローカード」）が積載されていることか

ら、カードの提示を求め、内容に応じた応急措置を速やかに実施する。 

エ 石油コンビナート等災害防止法に基づき施設管理者が備える消防車両等の防災資機材が被

災した際は、代替措置が完了するまでの間、必要に応じ広域応援も含めた暫定的な部隊運用

を図り、被害の拡大防止措置を講ずる。 

7. 大気汚染・水質汚濁防止対策 〔環境部〕 

環境部は、大気汚染・水質汚濁に係る災害が発生した場合、消防部、区本部等の要請に応じて

現地調査を行う。 

現地調査の結果、二次災害の発生する可能性がある場合には、災害発生地の管理者等に対し、

応急措置を講じるよう指示するとともに、関係機関へ連絡する。 

また、災害が拡大し、付近住民に被災が予測され、危険度が高いと判断したときは、避難の必

要性を区本部に連絡する。 
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第 18 節 災害支援活動のサポート 

〔災対本部事務局、市民部、健康福祉部、各部、区本部、専門ボランティア関係各部、 

仙台市社会福祉協議会〕 

本節では、災害時のボランティアや NPO等による支援活動が円滑に行われるために、必要な支

援体制について定める。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災 対 本 部 事 務 局 ・仙台市（区）災害ボランティアセンターの設置判断に関すること 

市 民 部 ・NGO、NPO等の活動支援に関すること 

健  康  福  祉  部 ・仙台市（区）災害ボランティアセンターとの連絡に関すること 

各 部 ・各部内の支援ニーズの把握に関すること 

区 本 部 
・区本部内の支援ニーズの把握に関すること 

・区災害ボランティアセンターとの連絡調整に関すること 

専 門 ボ ラ ン テ ィ ア 
関 係 各 部 

・専門ボランティアの要請、受入れ、調整に関すること 

仙台市社会福祉協議会 

・仙台市（区）災害ボランティアセンターに関すること 

・ボランティア関係機関等との連絡調整に関すること 

・その他ボランティア活動の推進に必要な事項に関すること 

 

2. 災害ボランティア活動支援の考え方 

ボランティアや NPO等の自主性、自発性を尊重する。また、行政が行う公平・中立性を中心とし

た救援活動とボランティア等が行う個別・多様性を中心とした救援活動の相違について理解を深

め、ボランティア等と協力して、被災者への効果的な救援に当たる。 

3. 一般ボランティアの受入れ 〔災対本部事務局、仙台市社会福祉協議会〕 

仙台市（区）災害ボランティアセンターを公設民営で設置し、一般ボランティアの受入れを行う。

仙台市（区）災害ボランティアセンターでは、一般ボランティアの受入れのほか、被災者支援ニー

ズの総合的把握、ボランティア関連情報の受発信、行政との調整などのコーディネートを行う。 

(1) 仙台市（区）災害ボランティアセンターの立ち上げプロセス 

ア 仙台市（区）災害ボランティアセンター設置については、仙台市と仙台市社会福祉協議会

が立ち上げについて災害発生時から 24時間以内にその検討を行う。 

イ 仙台市（区）災害ボランティアセンター設置を決定した場合は、平時において仙台市及び

仙台市社会福祉協議会が協議していた庁舎、公共施設等に設置する。ただし、被災状況等に

より施設が開設できない場合の代替えや、新たな地区センター設置等により追加で施設利用

が必要な場合は、別途協議するものとする。 
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ウ 仙台市（区）災害ボランティアセンター設置場所に電話、FAX 等の運営に必要な資機材を

準備し、開設する。 

エ 仙台市（区）災害ボランティアセンター開設後は、災対本部事務局及び区本部を通じて関

係部局との連絡体制を整えるとともに、市民に広報し周知を図る。 

(2) 仙台市（区）災害ボランティアセンターの運営 

仙台市（区）災害ボランティアセンターの運営は、仙台市社会福祉協議会が中心となって行

い、仙台市は、状況に応じて情報連絡員を派遣するなど、被災情報等の連絡調整を行うほか、

広報、資機材や燃料等の提供を行う。 

ア 災対本部事務局及び区本部は、必要に応じて情報連絡員を仙台市（区）災害ボランティア

センターへ派遣し、連絡調整を行う。 

イ 各部は、部内の支援ニーズを把握し、健康福祉部庶務班に報告するものとする。 

ウ 健康福祉部庶務班は、報告を受けた支援ニーズについて、情報連絡員を通じ、仙台市災害

ボランティアセンターに連絡する。また、必要に応じて区本部との調整を行う。 

エ 各区本部は、区本部内の支援ニーズを把握し、情報連絡員を通じ、区災害ボランティアセ

ンターに連絡する。また、必要に応じて健康福祉部庶務班との調整を行う。 

オ 災対本部事務局は、災害ボランティア活動に影響を与える重要な事項を決定した際には、

仙台市災害ボランティアセンターに連絡する。 

4. 専門ボランティアの受入れ 〔危機管理局、健康福祉部、都市整備部、文化観光部、水道部〕 

専門ボランティアの要請、受入れ、連絡・調整等については、関係各部等で対応する。 

区 分（担当部） 主 な 対 応 内 容  

仙台市災害時言語ボランティア 

（ 文 化 観 光 部 ）  

仙台市災害多言語支援センターを窓口とし、派遣の調整を

行う。 

登録者は、仙台市災害多言語支援センター等において、翻

訳・通訳など、外国人に対する支援を行う。 

障害者災害時ボランティア  

（ 健 康 福 祉 部 ）  

仙台市障害者福祉協会を窓口とし、派遣の調整を行う。 

登録者は、避難先等において、要介助障害者に対し、必要

な情報提供や生活の援助を行う。 

医 療 ボ ラ ン テ ィ ア 

（ 健 康 福 祉 部 ）  

健康福祉部に、医療ボランティアの受付窓口を開設するとと

もに、区本部保健福祉班及び災害時医療連絡調整本部が連携

し、医療情報、医薬品の提供等活動支援を行う。 

被 災 宅 地 危 険 度 判 定 士 

（ 都 市 整 備 部 ）  

被災宅地危険度判定支援本部（宮城県建築宅地課）を窓口

とし、被災宅地危険度判定士の派遣要請を行う。 

仙台市水道局退職者応援隊  

（ 水 道 部 ） 

登録者は、周辺地域における水道施設被害状況の情報提供

を行うとともに、災害時給水栓の立ち上げ作業を行うなど、

災害対応業務において水道部の支援を行う。 

仙台市職員退職者団体連合会 

（ 危 機 管 理 局 ） 

登録者は、災害時に避難所が開設されたときは、自主的に

参集し、地域の災害情報の避難所への伝達、地域の要援護

者情報の避難所への提供、避難所運営業務の補助などを行

う。 
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第 18 節 災害支援活動のサポート 

〔災対本部事務局、市民部、健康福祉部、各部、区本部、専門ボランティア関係各部、 

仙台市社会福祉協議会〕 

本節では、災害時のボランティアや NPO等による支援活動が円滑に行われるために、必要な支

援体制について定める。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災対本部事務局 ・仙台市（区）災害ボランティアセンターの設置判断に関すること 

市 民 部 ・NGO、NPO等の活動支援に関すること 

健 康 福 祉 部 ・仙台市（区）災害ボランティアセンターとの連絡に関すること 

各 部 ・各部内の支援ニーズの把握に関すること 

区 本 部 
・区本部内の支援ニーズの把握に関すること 

・区災害ボランティアセンターとの連絡調整に関すること 

専門ボランティア 
関 係 各 部 

・専門ボランティアの要請、受入れ、調整に関すること 

仙台市社会福祉協議会 

・仙台市（区）災害ボランティアセンターに関すること 

・ボランティア関係機関等との連絡調整に関すること 

・その他ボランティア活動の推進に必要な事項に関すること 

 

2. 災害ボランティア活動支援の考え方 

ボランティアや NPO等の自主性、自発性を尊重する。また、行政が行う公平・中立性を中心とし

た救援活動とボランティア等が行う個別・多様性を中心とした救援活動の相違について理解を深

め、ボランティア等と協力して、被災者への効果的な救援に当たる。 

3. 一般ボランティアの受入れ 〔災対本部事務局、仙台市社会福祉協議会〕 

仙台市（区）災害ボランティアセンターを公設民営で設置し、一般ボランティアの受入れを行う。

仙台市（区）災害ボランティアセンターでは、一般ボランティアの受入れのほか、被災者支援ニー

ズの総合的把握、ボランティア関連情報の受発信、行政との調整などのコーディネートを行う。 

(1) 仙台市（区）災害ボランティアセンターの立ち上げプロセス 

ア 仙台市（区）災害ボランティアセンター設置については、仙台市と仙台市社会福祉協議会

が立ち上げについて災害発生時から 24時間以内にその検討を行う。 

イ 仙台市（区）災害ボランティアセンター設置を決定した場合は、平時において仙台市及び

仙台市社会福祉協議会が協議していた庁舎、公共施設等に設置する。ただし、被災状況等に

より施設が開設できない場合の代替えや、新たな地区センター設置等により追加で施設利用

が必要な場合は、別途協議するものとする。 
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第 18 節 災害支援活動のサポート 

〔災対本部事務局、市民部、健康福祉部、各部、区本部、専門ボランティア関係各部、 

仙台市社会福祉協議会〕 

本節では、災害時のボランティアや NPO等による支援活動が円滑に行われるために、必要な支

援体制について定める。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災 対 本 部 事 務 局 ・仙台市（区）災害ボランティアセンターの設置判断に関すること 

市 民 部 ・NGO、NPO等の活動支援に関すること 

健  康  福  祉  部 ・仙台市（区）災害ボランティアセンターとの連絡に関すること 

各 部 ・各部内の支援ニーズの把握に関すること 

区 本 部 
・区本部内の支援ニーズの把握に関すること 

・区災害ボランティアセンターとの連絡調整に関すること 

専 門 ボ ラ ン テ ィ ア 
関 係 各 部 

・専門ボランティアの要請、受入れ、調整に関すること 

仙台市社会福祉協議会 

・仙台市（区）災害ボランティアセンターに関すること 

・ボランティア関係機関等との連絡調整に関すること 

・その他ボランティア活動の推進に必要な事項に関すること 

 

2. 災害ボランティア活動支援の考え方 

ボランティアや NPO等の自主性、自発性を尊重する。また、行政が行う公平・中立性を中心とし

た救援活動とボランティア等が行う個別・多様性を中心とした救援活動の相違について理解を深

め、ボランティア等と協力して、被災者への効果的な救援に当たる。 

3. 一般ボランティアの受入れ 〔災対本部事務局、仙台市社会福祉協議会〕 

仙台市（区）災害ボランティアセンターを公設民営で設置し、一般ボランティアの受入れを行う。

仙台市（区）災害ボランティアセンターでは、一般ボランティアの受入れのほか、被災者支援ニー

ズの総合的把握、ボランティア関連情報の受発信、行政との調整などのコーディネートを行う。 

(1) 仙台市（区）災害ボランティアセンターの立ち上げプロセス 

ア 仙台市（区）災害ボランティアセンター設置については、仙台市と仙台市社会福祉協議会

が立ち上げについて災害発生時から 24時間以内にその検討を行う。 

イ 仙台市（区）災害ボランティアセンター設置を決定した場合は、平時において仙台市及び

仙台市社会福祉協議会が協議していた庁舎、公共施設等に設置する。ただし、被災状況等に

より施設が開設できない場合の代替えや、新たな地区センター設置等により追加で施設利用

が必要な場合は、別途協議するものとする。 
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ウ 仙台市（区）災害ボランティアセンター設置場所に電話、FAX 等の運営に必要な資機材を

準備し、開設する。 

エ 仙台市（区）災害ボランティアセンター開設後は、災対本部事務局及び区本部を通じて関

係部局との連絡体制を整えるとともに、市民に広報し周知を図る。 

(2) 仙台市（区）災害ボランティアセンターの運営 

仙台市（区）災害ボランティアセンターの運営は、仙台市社会福祉協議会が中心となって行

い、仙台市は、状況に応じて情報連絡員を派遣するなど、被災情報等の連絡調整を行うほか、

広報、資機材や燃料等の提供を行う。 

ア 災対本部事務局及び区本部は、必要に応じて情報連絡員を仙台市（区）災害ボランティア

センターへ派遣し、連絡調整を行う。 

イ 各部は、部内の支援ニーズを把握し、健康福祉部庶務班に報告するものとする。 

ウ 健康福祉部庶務班は、報告を受けた支援ニーズについて、情報連絡員を通じ、仙台市災害

ボランティアセンターに連絡する。また、必要に応じて区本部との調整を行う。 

エ 各区本部は、区本部内の支援ニーズを把握し、情報連絡員を通じ、区災害ボランティアセ

ンターに連絡する。また、必要に応じて健康福祉部庶務班との調整を行う。 

オ 災対本部事務局は、災害ボランティア活動に影響を与える重要な事項を決定した際には、

仙台市災害ボランティアセンターに連絡する。 

4. 専門ボランティアの受入れ 〔危機管理局、健康福祉部、都市整備部、文化観光部、水道部〕 

専門ボランティアの要請、受入れ、連絡・調整等については、関係各部等で対応する。 

区 分（担当部） 主 な 対 応 内 容  

仙台市災害時言語ボランティア 

（ 文 化 観 光 部 ）  

仙台市災害多言語支援センターを窓口とし、派遣の調整を

行う。 

登録者は、仙台市災害多言語支援センター等において、翻

訳・通訳など、外国人に対する支援を行う。 

障害者災害時ボランティア  

（ 健 康 福 祉 部 ）  

仙台市障害者福祉協会を窓口とし、派遣の調整を行う。 

登録者は、避難先等において、要介助障害者に対し、必要

な情報提供や生活の援助を行う。 

医 療 ボ ラ ン テ ィ ア 

（ 健 康 福 祉 部 ）  

健康福祉部に、医療ボランティアの受付窓口を開設するとと

もに、区本部保健福祉班及び災害時医療連絡調整本部が連携

し、医療情報、医薬品の提供等活動支援を行う。 

被 災 宅 地 危 険 度 判 定 士 

（ 都 市 整 備 部 ）  

被災宅地危険度判定支援本部（宮城県建築宅地課）を窓口

とし、被災宅地危険度判定士の派遣要請を行う。 

仙台市水道局退職者応援隊  

（ 水 道 部 ） 

登録者は、周辺地域における水道施設被害状況の情報提供

を行うとともに、災害時給水栓の立ち上げ作業を行うなど、

災害対応業務において水道部の支援を行う。 

仙台市職員退職者団体連合会 

（ 危 機 管 理 局 ） 

登録者は、災害時に避難所が開設されたときは、自主的に

参集し、地域の災害情報の避難所への伝達、地域の要援護

者情報の避難所への提供、避難所運営業務の補助などを行

う。 
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ウ 仙台市（区）災害ボランティアセンター設置場所に電話、FAX 等の運営に必要な資機材を

準備し、開設する。 

エ 仙台市（区）災害ボランティアセンター開設後は、災対本部事務局及び区本部を通じて関

係部局との連絡体制を整えるとともに、市民に広報し周知を図る。 

(2) 仙台市（区）災害ボランティアセンターの運営 

仙台市（区）災害ボランティアセンターの運営は、仙台市社会福祉協議会が中心となって行

い、仙台市は、状況に応じて情報連絡員を派遣するなど、被災情報等の連絡調整を行うほか、

広報、資機材や燃料等の提供を行う。 

ア 災対本部事務局及び区本部は、必要に応じて情報連絡員を仙台市（区）災害ボランティア

センターへ派遣し、連絡調整を行う。 

イ 各部は、部内の支援ニーズを把握し、健康福祉部庶務班に報告するものとする。 

ウ 健康福祉部庶務班は、報告を受けた支援ニーズについて、情報連絡員を通じ、仙台市災害

ボランティアセンターに連絡する。また、必要に応じて区本部との調整を行う。 

エ 各区本部は、区本部内の支援ニーズを把握し、情報連絡員を通じ、区災害ボランティアセ

ンターに連絡する。また、必要に応じて健康福祉部庶務班との調整を行う。 

オ 災対本部事務局は、災害ボランティア活動に影響を与える重要な事項を決定した際には、

仙台市災害ボランティアセンターに連絡する。 

4. 専門ボランティアの受入れ 〔危機管理局、健康福祉部、都市整備部、文化観光部、水道部〕 

専門ボランティアの要請、受入れ、連絡・調整等については、関係各部等で対応する。 

区 分（担当部） 主 な 対 応 内 容  

仙台市災害時言語ボランティア 

（ 文 化 観 光 部 ）  

仙台市災害多言語支援センターを窓口とし、派遣の調整を

行う。 

登録者は、仙台市災害多言語支援センター等において、翻

訳・通訳など、外国人に対する支援を行う。 

障害者災害時ボランティア  

（ 健 康 福 祉 部 ）  

仙台市障害者福祉協会を窓口とし、派遣の調整を行う。 

登録者は、避難先等において、要介助障害者に対し、必要

な情報提供や生活の援助を行う。 

医 療 ボ ラ ン テ ィ ア 

（ 健 康 福 祉 部 ）  

健康福祉部に、医療ボランティアの受付窓口を開設するとと

もに、区本部保健福祉班及び災害時医療連絡調整本部が連携

し、医療情報、医薬品の提供等活動支援を行う。 

被 災 宅 地 危 険 度 判 定 士 

（ 都 市 整 備 部 ）  

被災宅地危険度判定支援本部（宮城県建築宅地課）を窓口

とし、被災宅地危険度判定士の派遣要請を行う。 

仙台市水道局退職者応援隊  

（ 水 道 部 ） 

登録者は、周辺地域における水道施設被害状況の情報提供

を行うとともに、災害時給水栓の立ち上げ作業を行うなど、

災害対応業務において水道部の支援を行う。 

仙台市職員退職者団体連合会 

（ 危 機 管 理 局 ） 

登録者は、災害時に避難所が開設されたときは、自主的に

参集し、地域の災害情報の避難所への伝達、地域の要援護

者情報の避難所への提供、避難所運営業務の補助などを行

う。 
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<ボランティアの受入れ・支援体制概略図> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 専門ボランティア関係機関：各専門ボランティアの窓口、調整の中心となる機関 

 

5. NGO、NPO等との連携強化〔市民部〕 

NGO、NPO、その他の支援団体や地元の災害ボランティア関係団体のネットワーク化を支援し、情

報提供を充実させるなど、活動が円滑に行われるようにする。 
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第 19 節 燃料確保・供給計画 

（被害が甚大である場合） 

〔災対本部事務局、経済部、会計部、交通部、各部、区本部〕 

本節では、公用車用燃料及び非常発電用等の施設用燃料に不足が生じるおそれがある場合にお

いて、物資の輸送、情報通信その他の災害応急対策を円滑に実施するために必要な燃料の確保及

び供給について定める。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災対本部特別班 

※本部内に特別班を 

設置 

災対本部事務局 

経 済 部 

会 計 部 

・各部及び区本部からの要請の総括に関すること 

・燃料調達可能場所に係る情報の集約に関すること 

・所管協定に基づく要請に関すること 

交 通 部 ・所管協定に基づく要請に係る調整に関すること 

消   防   部 
・災害対応自家用給油取扱所での緊急給油に関する

こと 

各 部 
・部内の燃料在庫及び需要の把握、燃料の受入に 

関すること 

区 本 部 
・区本部内の燃料在庫及び需要の把握、燃料の受入 

に関すること 

 

2. 平常時の燃料残量の適切な管理 

各部及び区本部は、所管する公用車両の燃料残量がおおむね半分となった場合、または所管する

施設の燃料残量が一定以下となった場合は燃料の補給を行い、残量の適切な管理に努める。 

3. 燃料使用の節減及び燃料の融通 

各部及び区本部で、通常の契約給油業者を通じて燃料を確保することが困難である場合、災対本

部特別班は、各部・区本部に対して、燃料使用の節減及び各部・区本部での燃料の融通等の対応を

呼びかける。 

4. 燃料供給ルートの確保 

各部及び区本部で、通常の契約給油業者を通じて燃料を確保することが困難であり燃料使用の

節減および各部・区本部において燃料の融通等の対応を行ってもなお不足が見込まれる場合、災対

本部特別班は以下の方法により燃料供給ルートの確保に努める。 

(1) 公用車両用燃料の調達可能場所に関する情報の収集 

災対本部特別班は、災対本部の指示により燃料調達可能場所についての情報を収集し、各部

及び区本部との情報共有を図る。 
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<ボランティアの受入れ・支援体制概略図> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※専門ボランティア関係機関：各専門ボランティアの窓口、調整の中心となる機関 

 

5. NGO、NPO等との連携強化〔市民部〕 

NGO、NPO、その他の支援団体や地元の災害ボランティア関係団体のネットワーク化を支援し、情

報提供を充実させるなど、活動が円滑に行われるようにする。 

 

 

各区災害対策本部 

避難所 等 

専門ボランティア 一般ボランティア 

宮城県災害対策本部 宮城県災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 

専門ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 

関係機関 ※ 

仙台市災害対策本部 

各部 
仙台市災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 

区災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ 

情報連絡員の派遣 

連
絡
・
需
給
調
整 

登
録 

担当部又は調整機関の 

指示により活動 

 

開
設
・
運
営
支
援 

連
絡
・
需
給
調
整 

情報連絡員派遣 
 

情報提供・連絡調整 

連
絡
・
需
給
調
整 

情報提供・連絡調整 

情報連絡員派遣 
 情報提供・連絡調整 

連
絡
・
需
給
調
整 

専門ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの協力要請等 

専門ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの協力要請等 

専
門
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
要
請
等 

登
録
・
事
前
登
録
に
基
づ
く
参
集
等 

派
遣
・
活
動
支
援 

派
遣
・
活
動
支
援 

登
録
・
事
前
登
録
に
基
づ
く
参
集
等 

派
遣
調
整
・
活
動
支
援 専

門
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
要
請 

一
般
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
要
請 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの 

指示により活動 

 

専門ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの調整・要請 
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<ボランティアの受入れ・支援体制概略図> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 専門ボランティア関係機関：各専門ボランティアの窓口、調整の中心となる機関 

 

5. NGO、NPO等との連携強化〔市民部〕 

NGO、NPO、その他の支援団体や地元の災害ボランティア関係団体のネットワーク化を支援し、情

報提供を充実させるなど、活動が円滑に行われるようにする。 
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専門ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの協力要請等 
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派
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ボ
ラ
ン
テ
ィ
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要
請 

一
般
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
要
請 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰの 

指示により活動 

 

専門ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの調整・要請 
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第 19 節 燃料確保・供給計画 

（被害が甚大である場合） 

〔災対本部事務局、経済部、会計部、交通部、各部、区本部〕 

本節では、公用車用燃料及び非常発電用等の施設用燃料に不足が生じるおそれがある場合にお

いて、物資の輸送、情報通信その他の災害応急対策を円滑に実施するために必要な燃料の確保及

び供給について定める。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災対本部特別班 

※本部内に特別班を 

設置 

災対本部事務局 

経 済 部 

会 計 部 

・各部及び区本部からの要請の総括に関すること 

・燃料調達可能場所に係る情報の集約に関すること 

・所管協定に基づく要請に関すること 

交 通 部 ・所管協定に基づく要請に係る調整に関すること 

消   防   部 
・災害対応自家用給油取扱所での緊急給油に関する

こと 

各 部 
・部内の燃料在庫及び需要の把握、燃料の受入に 

関すること 

区 本 部 
・区本部内の燃料在庫及び需要の把握、燃料の受入 

に関すること 

 

2. 平常時の燃料残量の適切な管理 

各部及び区本部は、所管する公用車両の燃料残量がおおむね半分となった場合、または所管する

施設の燃料残量が一定以下となった場合は燃料の補給を行い、残量の適切な管理に努める。 

3. 燃料使用の節減及び燃料の融通 

各部及び区本部で、通常の契約給油業者を通じて燃料を確保することが困難である場合、災対本

部特別班は、各部・区本部に対して、燃料使用の節減及び各部・区本部での燃料の融通等の対応を

呼びかける。 

4. 燃料供給ルートの確保 

各部及び区本部で、通常の契約給油業者を通じて燃料を確保することが困難であり燃料使用の

節減および各部・区本部において燃料の融通等の対応を行ってもなお不足が見込まれる場合、災対

本部特別班は以下の方法により燃料供給ルートの確保に努める。 

(1) 公用車両用燃料の調達可能場所に関する情報の収集 

災対本部特別班は、災対本部の指示により燃料調達可能場所についての情報を収集し、各部

及び区本部との情報共有を図る。 
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第 19 節 燃料確保・供給計画 

（被害が甚大である場合） 

〔災対本部事務局、経済部、会計部、交通部、各部、区本部〕 

本節では、公用車用燃料及び非常発電用等の施設用燃料に不足が生じるおそれがある場合にお

いて、物資の輸送、情報通信その他の災害応急対策を円滑に実施するために必要な燃料の確保及

び供給について定める。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災対本部特別班 

※本部内に特別班を 

設置 

災対本部事務局 

経 済 部 

会 計 部 

・各部及び区本部からの要請の総括に関すること 

・燃料調達可能場所に係る情報の集約に関すること 

・所管協定に基づく要請に関すること 

交 通 部 ・所管協定に基づく要請に係る調整に関すること 

消   防   部 
・災害対応自家用給油取扱所での緊急給油に関する

こと 

各 部 
・部内の燃料在庫及び需要の把握、燃料の受入に 

関すること 

区 本 部 
・区本部内の燃料在庫及び需要の把握、燃料の受入 

に関すること 

 

2. 平常時の燃料残量の適切な管理 

各部及び区本部は、所管する公用車両の燃料残量がおおむね半分となった場合、または所管する

施設の燃料残量が一定以下となった場合は燃料の補給を行い、残量の適切な管理に努める。 

3. 燃料使用の節減及び燃料の融通 

各部及び区本部で、通常の契約給油業者を通じて燃料を確保することが困難である場合、災対本

部特別班は、各部・区本部に対して、燃料使用の節減及び各部・区本部での燃料の融通等の対応を

呼びかける。 

4. 燃料供給ルートの確保 

各部及び区本部で、通常の契約給油業者を通じて燃料を確保することが困難であり燃料使用の

節減および各部・区本部において燃料の融通等の対応を行ってもなお不足が見込まれる場合、災対

本部特別班は以下の方法により燃料供給ルートの確保に努める。 

(1) 公用車両用燃料の調達可能場所に関する情報の収集 

災対本部特別班は、災対本部の指示により燃料調達可能場所についての情報を収集し、各部

及び区本部との情報共有を図る。 
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(2) 各部・区本部における燃料の不足状況の把握及び関係機関への協力要請の検討 

災対本部特別班は、各部・区本部から燃料の残量等の情報を収集し、必要に応じて協定締結

先等の関係機関に対し協力要請を行うことを検討する。 

(3) 協定に基づく要請 

以下の協定を所管する部は、関係各部と調整の上、各協定の締結先に対して協力を要請する。 

ア 「災害時における燃料および食料品等の物資の供給協力に関する協定」 

（締結先：カメイ株式会社） 

イ 「災害時における自動車用燃料等の供給に関する協定」 

（締結先：ENEOS株式会社東北支店） 

ウ 「災害時におけるバス車両用燃料等の供給協力に関する協定」 

（締結先：宮城県石油商業協同組合） 

（（資資料料 77--11「「災災害害時時ににおおけけるる応応援援協協力力にに関関すするる協協定定等等一一覧覧」」参参照照））  

(4) 消防局災害対応自家用給油取扱所における公用車両の緊急給油 

災対本部特別班は、協定締結先からの燃料供給等によっても公用車両用燃料が不足する場合、

仙台市消防局災害対応自家用給油取扱所（以下「自家給」という。）での緊急給油について次

により消防部と調整を行い、各部・区本部に情報提供を行う。 

ア 給油の可否及び給油可能量の確認 

災対本部特別班は、消防部へ自家給燃料の残量や消防車両の運用状況を確認し、公用車両へ

の給油可否を決定する。 

イ 給油対象車両の指定 

災対本部特別班は、別に定める優先順位に基づき給油対象車両の範囲を決定し、給油先自家

給、給油時間等を指定して各部・区本部に情報提供を行う。 

ウ 給油調整員の派遣 

災対本部特別班は、公用車両への自家給での緊急給油を行う場合、当該自家給に給油調整員

を派遣する。 

（（資資料料 99--2200「「仙仙台台市市消消防防局局災災害害対対応応自自家家用用給給油油取取扱扱所所ににおおけけるる大大規規模模災災害害時時のの給給油油優優先先順順位位」」参参照照））  

(5) 政府ルートによる燃料の確保 

燃料供給に政府が関与する場合、災対本部特別班は、状況に応じて政府を通じて石油連盟及

び全石連に対して重要施設への燃料供給を要請する。 

(6) 燃料確保・供給の流れ 

公用車用燃料及び施設用燃料の確保・供給の流れはおおむね次の図のとおりである。 
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① 公用車用燃料 

 

 

② 施設用燃料 

 

 

災 対 本 部 特 別 班 

民 間 協 定 企 業 等 

各部・ 

区本部 

協
定
に
基
づ
く
要
請 

平
時
か
ら
の
情
報
共
有 仙台市 

指定給油所 

燃料供給 

情報共有 

要請 

 

凡例 ： 

 

仙台市消防局災害対応 

自家用給油取扱所 

石 油 連 盟 

災 対 本 部 特 別 班 

民 間 協 定 企 業 等 

国 

加盟元売会社 

市 指 定 重 要 施 設 

各部・ 

区本部 

協
定
に
基
づ
く
要
請 

全 石 連 

加盟販売会社 

平
時
か
ら
の
情
報
共
有 

平
時
か
ら
の 

情
報
共
有 

燃料供給 

情報共有 

要請 

 

凡例 ： 
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(2) 各部・区本部における燃料の不足状況の把握及び関係機関への協力要請の検討 

災対本部特別班は、各部・区本部から燃料の残量等の情報を収集し、必要に応じて協定締結

先等の関係機関に対し協力要請を行うことを検討する。 

(3) 協定に基づく要請 

以下の協定を所管する部は、関係各部と調整の上、各協定の締結先に対して協力を要請する。 

ア 「災害時における燃料および食料品等の物資の供給協力に関する協定」 

（締結先：カメイ株式会社） 

イ 「災害時における自動車用燃料等の供給に関する協定」 

（締結先：ENEOS株式会社東北支店） 

ウ 「災害時におけるバス車両用燃料等の供給協力に関する協定」 

（締結先：宮城県石油商業協同組合） 

（（資資料料 77--11「「災災害害時時ににおおけけるる応応援援協協力力にに関関すするる協協定定等等一一覧覧」」参参照照））  

(4) 消防局災害対応自家用給油取扱所における公用車両の緊急給油 

災対本部特別班は、協定締結先からの燃料供給等によっても公用車両用燃料が不足する場合、

仙台市消防局災害対応自家用給油取扱所（以下「自家給」という。）での緊急給油について次

により消防部と調整を行い、各部・区本部に情報提供を行う。 

ア 給油の可否及び給油可能量の確認 

災対本部特別班は、消防部へ自家給燃料の残量や消防車両の運用状況を確認し、公用車両へ

の給油可否を決定する。 

イ 給油対象車両の指定 

災対本部特別班は、別に定める優先順位に基づき給油対象車両の範囲を決定し、給油先自家

給、給油時間等を指定して各部・区本部に情報提供を行う。 

ウ 給油調整員の派遣 

災対本部特別班は、公用車両への自家給での緊急給油を行う場合、当該自家給に給油調整員

を派遣する。 

（（資資料料 99--2200「「仙仙台台市市消消防防局局災災害害対対応応自自家家用用給給油油取取扱扱所所ににおおけけるる大大規規模模災災害害時時のの給給油油優優先先順順位位」」参参照照））  

(5) 政府ルートによる燃料の確保 

燃料供給に政府が関与する場合、災対本部特別班は、状況に応じて政府を通じて石油連盟及

び全石連に対して重要施設への燃料供給を要請する。 

(6) 燃料確保・供給の流れ 

公用車用燃料及び施設用燃料の確保・供給の流れはおおむね次の図のとおりである。 
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(2) 各部・区本部における燃料の不足状況の把握及び関係機関への協力要請の検討 

災対本部特別班は、各部・区本部から燃料の残量等の情報を収集し、必要に応じて協定締結

先等の関係機関に対し協力要請を行うことを検討する。 

(3) 協定に基づく要請 

以下の協定を所管する部は、関係各部と調整の上、各協定の締結先に対して協力を要請する。 

ア 「災害時における燃料および食料品等の物資の供給協力に関する協定」 

（締結先：カメイ株式会社） 

イ 「災害時における自動車用燃料等の供給に関する協定」 

（締結先：ENEOS株式会社東北支店） 

ウ 「災害時におけるバス車両用燃料等の供給協力に関する協定」 

（締結先：宮城県石油商業協同組合） 

（（資資料料 77--11「「災災害害時時ににおおけけるる応応援援協協力力にに関関すするる協協定定等等一一覧覧」」参参照照））  

(4) 消防局災害対応自家用給油取扱所における公用車両の緊急給油 

災対本部特別班は、協定締結先からの燃料供給等によっても公用車両用燃料が不足する場合、

仙台市消防局災害対応自家用給油取扱所（以下「自家給」という。）での緊急給油について次

により消防部と調整を行い、各部・区本部に情報提供を行う。 

ア 給油の可否及び給油可能量の確認 

災対本部特別班は、消防部へ自家給燃料の残量や消防車両の運用状況を確認し、公用車両へ

の給油可否を決定する。 

イ 給油対象車両の指定 

災対本部特別班は、別に定める優先順位に基づき給油対象車両の範囲を決定し、給油先自家

給、給油時間等を指定して各部・区本部に情報提供を行う。 

ウ 給油調整員の派遣 

災対本部特別班は、公用車両への自家給での緊急給油を行う場合、当該自家給に給油調整員

を派遣する。 

（（資資料料 99--2200「「仙仙台台市市消消防防局局災災害害対対応応自自家家用用給給油油取取扱扱所所ににおおけけるる大大規規模模災災害害時時のの給給油油優優先先順順位位」」参参照照））  

(5) 政府ルートによる燃料の確保 

燃料供給に政府が関与する場合、災対本部特別班は、状況に応じて政府を通じて石油連盟及

び全石連に対して重要施設への燃料供給を要請する。 

(6) 燃料確保・供給の流れ 

公用車用燃料及び施設用燃料の確保・供給の流れはおおむね次の図のとおりである。 
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第 20 節 災害救助法適用計画 

〔災対本部事務局、健康福祉部、各部、区本部〕 

本節では、仙台市域に一定規模以上の災害が発生し、被災者が現に応急的な救助を必要として

いる場合において、災害救助法を適用し、応急的な救助を行うための計画を定める。 

本市は、災害救助法第２条の２に基づき、内閣総理大臣より救助実施市の指定を受けているこ

とから、宮城県との緊密な連携体制のもと、円滑かつ迅速に災害救助を実施する。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災対本部事務局 

・災害救助法の総括に関すること 

・各部及び各区本部が行う災害救助法に基づく救助項目に係る

連絡調整に関すること 

健 康 福 祉 部 ・災害救助法に基づく国庫負担金に係る事務処理に関すること 

各 部 ・ 区 本 部 ・災害救助の実施に関すること 

2. 災害救助法による救助の実施 

災害救助法で定める救助は、災害により一定規模以上の被害が生じた場合、個人の基本的生活権

の保護と社会秩序の保全を目的とした応急的な救助である。 

災害救助法による応急救助は、改正災害救助法（平成 30 年４月１日施行）に基づき、本市が救

助実施市に指定されたため、市長が行う。 

3. 救助の種類 

救 助 の 種 類  実 施 期 間 実 施 者 

避 難 所 の 設 置 7 日 以 内 市長 

応 急 仮 設 住 宅 の 供 与 2 0 日 以 内 に 着 工 〃 

炊き出しその他による食品の給与 7 日 以 内 〃 

飲 料 水 の 供 給 7 日 以 内 〃 

被服、寝具等の給（貸）与 1 0 日 以 内 〃 

医 療 1 4 日 以 内 〃 

助 産 分べん日から 7日以内 〃 

災 害 に か か っ た 者 の 救 出 3 日 以 内 〃 

災害にかかった住宅の応急修理 1 か 月 以 内 〃 
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救 助 の 種 類  実 施 期 間 実 施 者 

生 業 資 金 の 貸 与 ― 現在運用されていない 

学 用 品 の 給 与 
教 科 書 １ か 月 以 内 
文 房 具 1 5 日 以 内 

市長 

埋 葬 1 0 日 以 内 〃 

遺 体 の 捜 索 及 び 処 理 1 0 日 以 内 〃 

障 害 物 の 除 去 1 0 日 以 内 〃 

 

4. 災害救助法の適用基準 

災害救助法に基づく救助は、市町村の区域単位に、原則として、同一原因の災害による住家滅失

の被害が一定規模以上に達し、現に被災者が救助を必要とする状態にある場合に適用される。 

(1) 災害救助法に基づく救助が行われる範囲の災害 

ア 仙台市の全域又は区の区域の人口に応じ、それぞれ次に掲げる数以上の世帯の住家が滅失

した場合【災害救助法施行令第 1条第 1項第１号】 

イ 宮城県内の住家滅失世帯数が 2,000 世帯以上で、かつ、仙台市の全域又は区の区域の人口

に応じ、それぞれ次に掲げる数以上の世帯の住家が滅失した場合【災害救助法施行令第１条

第 1項第 2号】 

ウ 宮城県内の住家滅失世帯数が 9,000 世帯以上で、かつ、仙台市の全域又は区の区域の住家

滅失世帯数が多数ある場合【災害救助法施行令第 1条第１項第 3号前段】 

エ 災害が隔絶した地域に発生したものである等災害にかかった者の救護を著しく困難とする

「特別の事情＊」がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失した場合【災害救助法施行令

第 1条第 1項第 3号後段】 

＊ 「特別の事情」とは、災害にかかった者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救

出に特殊の技術を必要とする場合 

オ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受ける「おそれが生じた場合＊」（内閣総理大

臣への協議）【災害救助法施行令第 1条第 1項第 4号】 

＊ 「おそれが生じた場合」とは 

・ 災害が発生し又は発生するおそれがある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要

とする場合 

・ 災害にかかった者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救出に特殊の技術を

必要とする場合 

カ 災害が発生するおそれがある段階で、国が災害対策本部を設置し、仙台市がその所管区域

となり、市内で被害を受けるおそれがある場合【災害救助法第 2条第 2項】 
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第 20 節 災害救助法適用計画 

〔災対本部事務局、健康福祉部、各部、区本部〕 

本節では、仙台市域に一定規模以上の災害が発生し、被災者が現に応急的な救助を必要として

いる場合において、災害救助法を適用し、応急的な救助を行うための計画を定める。 

本市は、災害救助法第２条の２に基づき、内閣総理大臣より救助実施市の指定を受けているこ

とから、宮城県との緊密な連携体制のもと、円滑かつ迅速に災害救助を実施する。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災対本部事務局 

・災害救助法の総括に関すること 

・各部及び各区本部が行う災害救助法に基づく救助項目に係る

連絡調整に関すること 

健 康 福 祉 部 ・災害救助法に基づく国庫負担金に係る事務処理に関すること 

各 部 ・ 区 本 部 ・災害救助の実施に関すること 

2. 災害救助法による救助の実施 

災害救助法で定める救助は、災害により一定規模以上の被害が生じた場合、個人の基本的生活権

の保護と社会秩序の保全を目的とした応急的な救助である。 

災害救助法による応急救助は、改正災害救助法（平成 30 年４月１日施行）に基づき、本市が救

助実施市に指定されたため、市長が行う。 

3. 救助の種類 

救 助 の 種 類  実 施 期 間 実 施 者 

避 難 所 の 設 置 7 日 以 内 市長 

応 急 仮 設 住 宅 の 供 与 2 0 日 以 内 に 着 工 〃 

炊き出しその他による食品の給与 7 日 以 内 〃 

飲 料 水 の 供 給 7 日 以 内 〃 

被服、寝具等の給（貸）与 1 0 日 以 内 〃 

医 療 1 4 日 以 内 〃 

助 産 分べん日から 7日以内 〃 

災 害 に か か っ た 者 の 救 出 3 日 以 内 〃 

災害にかかった住宅の応急修理 1 か 月 以 内 〃 
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第 20 節 災害救助法適用計画 

〔災対本部事務局、健康福祉部、各部、区本部〕 

本節では、仙台市域に一定規模以上の災害が発生し、被災者が現に応急的な救助を必要として

いる場合において、災害救助法を適用し、応急的な救助を行うための計画を定める。 

本市は、災害救助法第２条の２に基づき、内閣総理大臣より救助実施市の指定を受けているこ

とから、宮城県との緊密な連携体制のもと、円滑かつ迅速に災害救助を実施する。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災対本部事務局 

・災害救助法の総括に関すること 

・各部及び各区本部が行う災害救助法に基づく救助項目に係る

連絡調整に関すること 

健 康 福 祉 部 ・災害救助法に基づく国庫負担金に係る事務処理に関すること 

各 部 ・ 区 本 部 ・災害救助の実施に関すること 

2. 災害救助法による救助の実施 

災害救助法で定める救助は、災害により一定規模以上の被害が生じた場合、個人の基本的生活権

の保護と社会秩序の保全を目的とした応急的な救助である。 

災害救助法による応急救助は、改正災害救助法（平成 30 年４月１日施行）に基づき、本市が救

助実施市に指定されたため、市長が行う。 

3. 救助の種類 

救 助 の 種 類  実 施 期 間 実 施 者 

避 難 所 の 設 置 7 日 以 内 市長 

応 急 仮 設 住 宅 の 供 与 2 0 日 以 内 に 着 工 〃 

炊き出しその他による食品の給与 7 日 以 内 〃 

飲 料 水 の 供 給 7 日 以 内 〃 

被服、寝具等の給（貸）与 1 0 日 以 内 〃 

医 療 1 4 日 以 内 〃 

助 産 分べん日から 7日以内 〃 

災 害 に か か っ た 者 の 救 出 3 日 以 内 〃 

災害にかかった住宅の応急修理 1 か 月 以 内 〃 
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救 助 の 種 類  実 施 期 間 実 施 者 

生 業 資 金 の 貸 与 ― 現在運用されていない 

学 用 品 の 給 与 
教 科 書 １ か 月 以 内 
文 房 具 1 5 日 以 内 

市長 

埋 葬 1 0 日 以 内 〃 

遺 体 の 捜 索 及 び 処 理 1 0 日 以 内 〃 

障 害 物 の 除 去 1 0 日 以 内 〃 

 

4. 災害救助法の適用基準 

災害救助法に基づく救助は、市町村の区域単位に、原則として、同一原因の災害による住家滅失

の被害が一定規模以上に達し、現に被災者が救助を必要とする状態にある場合に適用される。 

(1) 災害救助法に基づく救助が行われる範囲の災害 

ア 仙台市の全域又は区の区域の人口に応じ、それぞれ次に掲げる数以上の世帯の住家が滅失

した場合【災害救助法施行令第 1条第 1項第１号】 

イ 宮城県内の住家滅失世帯数が 2,000 世帯以上で、かつ、仙台市の全域又は区の区域の人口

に応じ、それぞれ次に掲げる数以上の世帯の住家が滅失した場合【災害救助法施行令第１条

第 1項第 2号】 

ウ 宮城県内の住家滅失世帯数が 9,000 世帯以上で、かつ、仙台市の全域又は区の区域の住家

滅失世帯数が多数ある場合【災害救助法施行令第 1条第１項第 3号前段】 

エ 災害が隔絶した地域に発生したものである等災害にかかった者の救護を著しく困難とする

「特別の事情＊」がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失した場合【災害救助法施行令

第 1条第 1項第 3号後段】 

＊ 「特別の事情」とは、災害にかかった者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救

出に特殊の技術を必要とする場合 

オ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受ける「おそれが生じた場合＊」（内閣総理大

臣への協議）【災害救助法施行令第 1条第 1項第 4号】 

＊ 「おそれが生じた場合」とは 

・ 災害が発生し又は発生するおそれがある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要

とする場合 

・ 災害にかかった者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救出に特殊の技術を

必要とする場合 

カ 災害が発生するおそれがある段階で、国が災害対策本部を設置し、仙台市がその所管区域

となり、市内で被害を受けるおそれがある場合【災害救助法第 2条第 2項】 
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救 助 の 種 類  実 施 期 間 実 施 者 

生 業 資 金 の 貸 与 ― 現在運用されていない。 

学 用 品 の 給 与 
教 科 書 １ か 月 以 内 
文 房 具 1 5 日 以 内 

市長 

埋 葬 1 0 日 以 内 〃 

遺 体 の 捜 索 及 び 処 理 1 0 日 以 内 〃 

障 害 物 の 除 去 1 0 日 以 内 〃 

 

4. 災害救助法の適用基準 

災害救助法に基づく救助は、市町村の区域単位に、原則として、同一原因の災害による住家滅失

の被害が一定規模以上に達し、現に被災者が救助を必要とする状態にある場合に適用される。 

(1) 災害救助法に基づく救助が行われる範囲の災害 

ア 仙台市の全域又は区の区域の人口に応じ、それぞれ次に掲げる数以上の世帯の住家が滅失

した場合【災害救助法施行令第 1条第 1項第１号】 

イ 宮城県内の住家滅失世帯数が 2,000 世帯以上で、かつ、仙台市の全域又は区の区域の人口

に応じ、それぞれ次に掲げる数以上の世帯の住家が滅失した場合【災害救助法施行令第１条

第 1項第 2号】 

ウ 宮城県内の住家滅失世帯数が 9,000 世帯以上で、かつ、仙台市の全域又は区の区域の住家

滅失世帯数が多数ある場合【災害救助法施行令第 1条第１項第 3号前段】 

エ 災害が隔絶した地域に発生したものである等災害にかかった者の救護を著しく困難とする

「特別の事情＊」がある場合で、かつ、多数の世帯の住家が滅失した場合【災害救助法施行令

第 1条第 1項第 3号後段】 

＊ 「特別の事情」とは、災害にかかった者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救

出に特殊の技術を必要とする場合 

オ 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受ける「おそれが生じた場合＊」（内閣総理大

臣への協議）【災害救助法施行令第 1条第 1項第 4号】 

＊ 「おそれが生じた場合」とは 

・ 災害が発生し又は発生するおそれがある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要

とする場合 

・ 災害にかかった者について、食品の給与等に特殊の補給方法を必要とし、又は救出に特殊の技術を

必要とする場合 

カ 災害が発生するおそれがある段階で、国が災害対策本部を設置し、仙台市がその所管区域

となり、市内で被害を受けるおそれがある場合【災害救助法第 2条第 2項】 
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該 当 条 項 
施行令第 1 条  

第 1 項第 1 号  

施行令第 1 条  

第 1 項第 2 号  

施行令第 1 条  
第 1 項第 3 号  

前 段 

区 域 別 人 口 住 家 滅 失 世 帯 

宮 城 県 2,301,996 ― 2,000 9,000 

仙 台 市 1,096,704 150 75 

「多数」 

青 葉 区 311,590 150 75 

宮 城 野 区 196,732 100 50 

若 林 区 141,475 100 50 

太 白 区 234,758 100 50 

泉 区 212,149 100 50 

※1 人口は令和 2年 10月１日国勢調査による。 

※2 「多数」とは、市町村の救護活動に任せられない程度の被害であり、被害の態様（緩慢であるか急激で

あるか、死傷者が生じたかどうか等）や周囲の状況に応じて判断される。 

 

(2) 住家被害認定基準 

住家、世帯、全壊、半壊等の認定基準は、資料編による。 

（（資資料料 44--1155「「被被害害報報告告等等のの認認定定基基準準」」参参照照））  

(3) 住家滅失世帯数の算定方法 

住家滅失世帯数の算定に当たっては、住家が全壊、全焼、流出した世帯を 1 世帯としてとら

え、住家が半壊又は半焼した世帯は、2 世帯をもって、住家が床上浸水又は土砂の堆積等によ

り一時的に居住することができない状態となった世帯は、3 世帯をもって、それぞれ住家が滅

失した 1の世帯に換算し算定する。 

滅失世帯数＝（全壊・全焼・流失等世帯数）＋（半壊・半焼等世帯数×1／2） 

＋（床上浸水等世帯数×1／3） 

5. 救助の実施に関する事務手続 

(1) 災害救助法の適用 

災対本部は、宮城県との連携、情報共有の下、被害の程度が災害救助法施行令に定める適用

基準に達し、又は達する見込みがある場合は、災害救助法の適用を決定する。 

また、災害救助法の適用を決定した場合は、災対本部は速やかに各部及び区本部に連絡する。 

(2) 救助の実施状況等の報告 

各部及び区本部は、災害救助法が適用された日から救助が完了するまでの間、救助の実施状

況等について、災対本部に報告する。 

なお、災対本部は、本市の救助実施状況等を取りまとめ、内閣総理大臣に報告する。 
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ア 報告の種類 

 

 

 

イ 報告のフロー 

 

 

 

 

ウ 報告内容及び報告の時期 

 内 容 報 告 時 期 

発 生 報 告 
・被害状況 

・既にとった措置及び今後の措置 
災害発生後直ちに 

中 間 報 告 

・被害状況 

・応急救助の実施状況 

・救助の種類別実施状況（日報） 

適用後、救助の実施期間中毎日 

確 定 報 告 
・確定した被害状況 

・応急救助の実施状況 
救助完了後直ちに 

エ 報告様式 

（（資資料料 99--22「「救救助助日日報報」」参参照照））  
（（資資料料 99--33「「救救助助実実施施記記録録日日計計票票」」参参照照））  

   

災害発生 発生報告 中間報告 確定報告 

災害発生 内閣府 

被害状況・救助実 

施 状 況 の 把 握 

被害状況・救助実 

施 状 況 の 集 約 

被害状況・救助実 

施 状 況 の 報 告 

各部及び区本部 

適用後救助の実施 

期間中毎日 

救助完了後 

災対本部 災対本部 

発生直後 
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該 当 条 項 
施行令第 1 条  

第 1 項第 1 号  

施行令第 1 条  

第 1 項第 2 号  

施行令第 1 条  
第 1 項第 3 号  

前 段 

区 域 別 人 口 住 家 滅 失 世 帯 

宮 城 県 2,301,996 ― 2,000 9,000 

仙 台 市 1,096,704 150 75 

「多数」 

青 葉 区 311,590 150 75 

宮 城 野 区 196,732 100 50 

若 林 区 141,475 100 50 

太 白 区 234,758 100 50 

泉 区 212,149 100 50 

※1 人口は令和 2年 10 月１日国勢調査による。 

※2 「多数」とは、市町村の救護活動に任せられない程度の被害であり、被害の態様（緩慢であるか急激で

あるか、死傷者が生じたかどうか等）や周囲の状況に応じて判断される。 

 

(2) 住家被害認定基準 

住家、世帯、全壊、半壊等の認定基準は、資料編による。 

（（資資料料 44--1155「「被被害害報報告告等等のの認認定定基基準準」」参参照照））  

(3) 住家滅失世帯数の算定方法 

住家滅失世帯数の算定に当たっては、住家が全壊、全焼、流出した世帯を 1 世帯としてとら

え、住家が半壊又は半焼した世帯は、2 世帯をもって、住家が床上浸水又は土砂の堆積等によ

り一時的に居住することができない状態となった世帯は、3 世帯をもって、それぞれ住家が滅

失した 1の世帯に換算し算定する。 

滅失世帯数＝（全壊・全焼・流失等世帯数）＋（半壊・半焼等世帯数×1／2） 

＋（床上浸水等世帯数×1／3） 

5. 救助の実施に関する事務手続 

(1) 災害救助法の適用 

災対本部は、宮城県との連携、情報共有の下、被害の程度が災害救助法施行令に定める適用

基準に達し、又は達する見込みがある場合は、災害救助法の適用を決定する。 

また、災害救助法の適用を決定した場合は、災対本部は速やかに各部及び区本部に連絡する。 

(2) 救助の実施状況等の報告 

各部及び区本部は、災害救助法が適用された日から救助が完了するまでの間、救助の実施状

況等について、災対本部に報告する。 

なお、災対本部は、本市の救助実施状況等を取りまとめ、内閣総理大臣に報告する。 
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該 当 条 項 
施行令第 1 条  

第 1 項第 1 号  

施行令第 1 条  

第 1 項第 2 号  

施行令第 1 条  
第 1 項第 3 号  

前 段 

区 域 別 人 口 住 家 滅 失 世 帯 

宮 城 県 2,301,996 ― 2,000 9,000 

仙 台 市 1,096,704 150 75 

「多数」 

青 葉 区 311,590 150 75 

宮 城 野 区 196,732 100 50 

若 林 区 141,475 100 50 

太 白 区 234,758 100 50 

泉 区 212,149 100 50 

※1 人口は令和 2年 10 月１日国勢調査による。 

※2 「多数」とは、市町村の救護活動に任せられない程度の被害であり、被害の態様（緩慢であるか急激で

あるか、死傷者が生じたかどうか等）や周囲の状況に応じて判断される。 

 

(2) 住家被害認定基準 

住家、世帯、全壊、半壊等の認定基準は、資料編による。 

（（資資料料 44--1155「「被被害害報報告告等等のの認認定定基基準準」」参参照照））  

(3) 住家滅失世帯数の算定方法 

住家滅失世帯数の算定に当たっては、住家が全壊、全焼、流出した世帯を 1 世帯としてとら

え、住家が半壊又は半焼した世帯は、2 世帯をもって、住家が床上浸水又は土砂の堆積等によ

り一時的に居住することができない状態となった世帯は、3 世帯をもって、それぞれ住家が滅

失した 1の世帯に換算し算定する。 

滅失世帯数＝（全壊・全焼・流失等世帯数）＋（半壊・半焼等世帯数×1／2） 

＋（床上浸水等世帯数×1／3） 

5. 救助の実施に関する事務手続 

(1) 災害救助法の適用 

災対本部は、宮城県との連携、情報共有の下、被害の程度が災害救助法施行令に定める適用

基準に達し、又は達する見込みがある場合は、災害救助法の適用を決定する。 

また、災害救助法の適用を決定した場合は、災対本部は速やかに各部及び区本部に連絡する。 

(2) 救助の実施状況等の報告 

各部及び区本部は、災害救助法が適用された日から救助が完了するまでの間、救助の実施状

況等について、災対本部に報告する。 

なお、災対本部は、本市の救助実施状況等を取りまとめ、内閣総理大臣に報告する。 
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ア 報告の種類 

 

 

 

イ 報告のフロー 

 

 

 

 

ウ 報告内容及び報告の時期 

 内 容 報 告 時 期 

発 生 報 告 
・被害状況 

・既にとった措置及び今後の措置 
災害発生後直ちに 

中 間 報 告 

・被害状況 

・応急救助の実施状況 

・救助の種類別実施状況（日報） 

適用後、救助の実施期間中毎日 

確 定 報 告 
・確定した被害状況 

・応急救助の実施状況 
救助完了後直ちに 

エ 報告様式 

（（資資料料 99--22「「救救助助日日報報」」参参照照））  
（（資資料料 99--33「「救救助助実実施施記記録録日日計計票票」」参参照照））  

   

災害発生 発生報告 中間報告 確定報告 

災害発生 内閣府 

被害状況・救助実 

施 状 況 の 把 握 

被害状況・救助実 

施 状 況 の 集 約 

被害状況・救助実 

施 状 況 の 報 告 

各部及び区本部 

適用後救助の実施 

期間中毎日 

救助完了後 

災対本部 災対本部 

発生直後 

－　　－155

第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 20 節 災害救助法適用計画 

 

155 

ア 報告の種類 

 

 

 

イ 報告のフロー 

 

 

 

 

ウ 報告内容及び報告の時期 

 内 容 報 告 時 期 

発 生 報 告 
・被害状況 

・既にとった措置及び今後の措置 
災害発生後直ちに 

中 間 報 告 

・被害状況 

・応急救助の実施状況 

・救助の種類別実施状況（日報） 

適用後、救助の実施期間中毎日 

確 定 報 告 
・確定した被害状況 

・応急救助の実施状況 
救助完了後直ちに 

エ 報告様式 

（（資資料料 99--22「「救救助助日日報報」」参参照照））  
（（資資料料 99--33「「救救助助実実施施記記録録日日計計票票」」参参照照））  

   

災害発生 発生報告 中間報告 確定報告 

災害発生 内閣府 

被害状況・救助実 

施 状 況 の 把 握 

被害状況・救助実 

施 状 況 の 集 約 

被害状況・救助実 

施 状 況 の 報 告 

各部及び区本部 

適用後救助の実施 

期間中毎日 

救助完了後 

災対本部 災対本部 

発生直後 
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(3) 救助費用の精算 

災害救助法に規定する各種救助に要する費用の精算事務は、健康福祉部が必要に応じ他部か

らの応援も含めた体制のもと、各部及び区本部より必要な関係書類を取りまとめた上で、災対

本部を通じて内閣総理大臣に対して行うことから、各部及び区本部は、初期活動から救助活動

が完了するまでの間、救助の実施状況の記録及び実施した救助の費用に係る関係書類を整備保

存する。 

<報告のフロー> 

 

（注） 救助実施記録日計票は、原則として、毎日作成し報告する。 

 

6. 従事命令等 

災害救助法の規定により救助実施市として行う従事命令、協力命令等については、仙台市災害救

助法施行細則に基づき実施する。 

災害発生 

救助実施記録日計票の作成・報告 

救助実施記録日計票の取りまとめ・報告 

救助日報、救助費概算額等の作成・報告 

救助日報、救助費概算額等の報告 

各部及び区本部 

各部及び区本部救助実施責任者 

各部及び区本部 

健康福祉部 

内閣府 

災対本部 
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第 21 節 行方不明者の捜索・遺体の収容等に関する計画 

〔災対本部事務局、健康福祉部、消防部、区本部、宮城海上保安部、日本赤十字社宮城県支部、 

宮城県警察本部〕 

本節では、災害に伴い行方不明となった市民の捜索及び遺体の収容等に関する事項について定

める。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災対本部事務局 ・行方不明者の捜索の総括に関すること 

健 康 福 祉 部 

・遺体の収容、安置場所の確保、検案及び埋火葬の総括に関すること 

・葬祭業者との連絡調整に関すること 

・墓地、斎場の災害防止、被害調査及び応急復旧に関すること 

消 防 部 ・行方不明者の捜索に関すること 

区 本 部 ・遺体安置所の開設及び運営に関すること 

宮城海上保安部 
・行方不明者の捜索に関すること 

・遺体の検視・見分に関すること 

日本赤十字社 

宮 城 県 支 部 
・遺体の処理に関すること 

宮城県警察本部 
・行方不明者の捜索に関すること 

・遺体の検視、見分に関すること 

 

2. 行方不明者の捜索 〔災対本部事務局、消防部、宮城海上保安部、宮城県警察本部〕 

仙台市は、災害救助法が適用された場合、災害現場の状況に応じて防災関係機関等の協力を得て、

生存の可能性のあるものを優先して行方不明者の捜索を行う。 

また、災害により現に行方不明の状態にあり、周囲の状況から既に死亡していると推測される者

の捜索を行う。 

 

3. 遺体の収容、検視・検案及び処理 〔健康福祉部、区本部、宮城海上保安部、宮城県警察本部〕 

仙台市は、災害救助法が適用された災害により死亡した者について、警察等の検視、医師による

死亡検案を経た上、必要に応じ遺体の一時保存、洗浄等の処理を葬祭業者等に委託する。 

(1) 遺体安置所の設置 

仙台市は、体育館、市民センター、寺院、教会等の関係団体及び遺体検視を行う警察署等と

協議し、遺体の収容先として検案場所・安置所を設置する。 

(2) 遺体の安置 

     仙台市は、遺体の引き取り人がいない場合などは、市が設置した遺体安置所に搬入するよう

関係機関に連絡する。また、必要に応じ、葬祭業者等に搬入を委託する。 
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(3) 救助費用の精算 

災害救助法に規定する各種救助に要する費用の精算事務は、健康福祉部が必要に応じ他部か

らの応援も含めた体制のもと、各部及び区本部より必要な関係書類を取りまとめた上で、災対

本部を通じて内閣総理大臣に対して行うことから、各部及び区本部は、初期活動から救助活動

が完了するまでの間、救助の実施状況の記録及び実施した救助の費用に係る関係書類を整備保

存する。 

<報告のフロー> 

 

（注） 救助実施記録日計票は、原則として、毎日作成し報告する。 

 

6. 従事命令等 

災害救助法の規定により救助実施市として行う従事命令、協力命令等については、仙台市災害救

助法施行細則に基づき実施する。 

災害発生 

救助実施記録日計票の作成・報告 

救助実施記録日計票の取りまとめ・報告 

救助日報、救助費概算額等の作成・報告 

救助日報、救助費概算額等の報告 

各部及び区本部 

各部及び区本部救助実施責任者 

各部及び区本部 

健康福祉部 

内閣府 

災対本部 
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災害発生 

救助実施記録日計票の作成・報告 

救助実施記録日計票の取りまとめ・報告 

救助日報、救助費概算額等の作成・報告 

救助日報、救助費概算額等の報告 

各部及び区本部 

各部及び区本部救助実施責任者 

各部及び区本部 

健康福祉部 

内閣府 

災対本部 

第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 21 節 行方不明者の捜索・遺体の収容等に関する計画 

 

157 

第 21 節 行方不明者の捜索・遺体の収容等に関する計画 

〔災対本部事務局、健康福祉部、消防部、区本部、宮城海上保安部、日本赤十字社宮城県支部、 

宮城県警察本部〕 

本節では、災害に伴い行方不明となった市民の捜索及び遺体の収容等に関する事項について定

める。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災対本部事務局 ・行方不明者の捜索の総括に関すること 

健 康 福 祉 部 

・遺体の収容、安置場所の確保、検案及び埋火葬の総括に関すること 

・葬祭業者との連絡調整に関すること 

・墓地、斎場の災害防止、被害調査及び応急復旧に関すること 

消 防 部 ・行方不明者の捜索に関すること 

区 本 部 ・遺体安置所の開設及び運営に関すること 

宮城海上保安部 
・行方不明者の捜索に関すること 

・遺体の検視・見分に関すること 

日本赤十字社 

宮 城 県 支 部 
・遺体の処理に関すること 

宮城県警察本部 
・行方不明者の捜索に関すること 

・遺体の検視、見分に関すること 

 

2. 行方不明者の捜索 〔災対本部事務局、消防部、宮城海上保安部、宮城県警察本部〕 

仙台市は、災害救助法が適用された場合、災害現場の状況に応じて防災関係機関等の協力を得て、

生存の可能性のあるものを優先して行方不明者の捜索を行う。 

また、災害により現に行方不明の状態にあり、周囲の状況から既に死亡していると推測される者

の捜索を行う。 

 

3. 遺体の収容、検視・検案及び処理 〔健康福祉部、区本部、宮城海上保安部、宮城県警察本部〕 

仙台市は、災害救助法が適用された災害により死亡した者について、警察等の検視、医師による

死亡検案を経た上、必要に応じ遺体の一時保存、洗浄等の処理を葬祭業者等に委託する。 

(1) 遺体安置所の設置 

仙台市は、体育館、市民センター、寺院、教会等の関係団体及び遺体検視を行う警察署等と

協議し、遺体の収容先として検案場所・安置所を設置する。 

(2) 遺体の安置 

     仙台市は、遺体の引き取り人がいない場合などは、市が設置した遺体安置所に搬入するよう

関係機関に連絡する。また、必要に応じ、葬祭業者等に搬入を委託する。 

 

－　　－157

第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 21 節 行方不明者の捜索・遺体の収容等に関する計画 

 

157 

第 21 節 行方不明者の捜索・遺体の収容等に関する計画 

〔災対本部事務局、健康福祉部、消防部、区本部、宮城海上保安部、日本赤十字社宮城県支部、 

宮城県警察本部〕 

本節では、災害に伴い行方不明となった市民の捜索及び遺体の収容等に関する事項について定

める。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

災対本部事務局 ・行方不明者の捜索の総括に関すること 

健 康 福 祉 部 

・遺体の収容、安置場所の確保、検案及び埋火葬の総括に関すること 

・葬祭業者との連絡調整に関すること 

・墓地、斎場の災害防止、被害調査及び応急復旧に関すること 

消 防 部 ・行方不明者の捜索に関すること 

区 本 部 ・遺体安置所の開設及び運営に関すること 

宮城海上保安部 
・行方不明者の捜索に関すること 

・遺体の検視・見分に関すること 

日本赤十字社 

宮 城 県 支 部 
・遺体の処理に関すること 

宮城県警察本部 
・行方不明者の捜索に関すること 

・遺体の検視、見分に関すること 

 

2. 行方不明者の捜索 〔災対本部事務局、消防部、宮城海上保安部、宮城県警察本部〕 

仙台市は、災害救助法が適用された場合、災害現場の状況に応じて防災関係機関等の協力を得て、

生存の可能性のあるものを優先して行方不明者の捜索を行う。 

また、災害により現に行方不明の状態にあり、周囲の状況から既に死亡していると推測される者

の捜索を行う。 

 

3. 遺体の収容、検視・検案及び処理 〔健康福祉部、区本部、宮城海上保安部、宮城県警察本部〕 

仙台市は、災害救助法が適用された災害により死亡した者について、警察等の検視、医師による

死亡検案を経た上、必要に応じ遺体の一時保存、洗浄等の処理を葬祭業者等に委託する。 

(1) 遺体安置所の設置 

仙台市は、体育館、市民センター、寺院、教会等の関係団体及び遺体検視を行う警察署等と

協議し、遺体の収容先として検案場所・安置所を設置する。 

(2) 遺体の安置 

     仙台市は、遺体の引き取り人がいない場合などは、市が設置した遺体安置所に搬入するよう

関係機関に連絡する。また、必要に応じ、葬祭業者等に搬入を委託する。 
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(3) 遺体安置所の受付 

    仙台市は、遺体安置所を開設した場合、遺体の引き取り又は確認に来た家族等の受付を行い、

検視・身元確認を行う警察に引き継ぐ。 

(4) 検視 

警察及び宮城海上保安部は、警察官、海上保安官が発見した遺体及び警察官等に届け出があっ

た遺体について検視を行う。 

(5) 遺体数の把握 

仙台市は、警察官及び海上保安官が検視を行った検視遺体数及び病院、消防等関係機関の把

握に係る検視を経ないで医師が災害に起因する死亡と判断した遺体数を確認する。 

(6) 遺体処理の対象及び取扱い 

遺体処理の対象者は遺体安置所に搬送された遺体とし、仙台市は、遺体安置のため、必要な

棺や納体袋、ドライアイスの確保等の支援に努める。 

(7) 遺体の洗浄等 

ア 遺体安置所において、健康福祉部は、遺体の洗浄等の処理について、関係各機関との調整

を行う。 

イ 遺体は納棺し、損傷が大きい場合等は、毛布で覆う、納体袋に納める等死者の尊厳を保て

るような措置を行う。 

(8) 遺体の身元確認 

警察は、身元不明者については、人相・所持品・着衣・その他の特徴等や家族等による確認

などにより身元の確認を行う。 

(9) 遺体の一時保存 

ア 遺体は腐敗を防止するため､ドライアイスで冷却する。 

イ 棺、納体袋及びドライアイスは生活衛生班が関係各業者と調整し、調達する。 

ウ 身元不明者の遺留品は遺体と共に保管する。 

(10) 遺体の引き渡し等 

ア 身元が判明し引き取り人がいる場合は、速やかに遺体を遺族等に引き渡す。 

イ 遺族（関係人）から火葬の依頼があった場合は、その調整を行う。 

(11) 身元不明遺体の処置 

ア 身元不明の遺体で、区本部が必要と認める場合は、火葬を行う。 

イ 身元不明の遺体の火葬を行う場合は、警察に連絡し、検視と身元確認に必要な所定の調査

が終了していることを確認する。 

ウ 身元不明の遺体の火葬終了後の遺骨は、遺骨安置所に保管する。遺品がある場合は遺骨と

共に保管する。 
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4. 遺体の埋火葬方法 〔健康福祉部〕 

(1) 緊急火葬体制の整備 

ア 火葬場関係対応 

① 斎場の被害状況を把握する。 

② 斎場の被害状況に応じた応急復旧計画を策定する。 

③ 災害の状況に応じた斎場の緊急火葬体制を策定する。その際、身元不明者の遺骨、遺品

を保管する遺骨安置所を設置する。 

④ 必要に応じ、生活衛生班に市民に対する火葬相談窓口を設置する。 

⑤ 必要に応じ、斎場への人員応援（派遣）体制を整備する。 

⑥ 各区戸籍住民課あて埋火葬許可証の即時発行を依頼する。 

※ 当該災害が、災害対策基本法第 86条の 4 に基づき政令で指定された場合、墓地埋葬法第 14

条に規定する手続は、厚生労働大臣が定める特例に従う。 

イ 広域緊急火葬体制整備 

火葬が本市の斎場で間に合わないと判断したときは、次の事項を実施する。 

① 火葬依頼必要数を把握し、県に広域火葬の実施を要請する。 

② 広域火葬の実施が決定した場合、市民及び関係団体にその旨を周知する。 

③ 県により割り振られた火葬場と、火葬の実施方法等を調整する。 

④ 遺体の搬送手段を確保する。 

  
（（資資料料 99--66「「県県内内火火葬葬場場一一覧覧」」参参照照））  

（（資資料料 99--77「「他他県県のの主主なな市市のの火火葬葬場場一一覧覧」」参参照照））  

(2) 葬祭業者との連絡等 

① 葬祭業者に、棺等必要な物品の手配及び遺体の処理を依頼する。 

② 葬祭業者に、緊急火葬体制の概要を説明し、協力を要請する。 

③ 葬祭業者に、遺体安置所から火葬場までの遺体搬送を依頼する。 

④ 上記の具体的な取り組み等については、葬祭業者等の関係業界との協定に基づく。 

（（資資料料 77--11「「災災害害時時ににおおけけるる応応援援協協力力にに関関すするる協協定定等等一一覧覧」」参参照照））  
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(3) 遺体安置所の受付 

    仙台市は、遺体安置所を開設した場合、遺体の引き取り又は確認に来た家族等の受付を行い、
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仙台市は、警察官及び海上保安官が検視を行った検視遺体数及び病院、消防等関係機関の把

握に係る検視を経ないで医師が災害に起因する死亡と判断した遺体数を確認する。 

(6) 遺体処理の対象及び取扱い 
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ア 遺体安置所において、健康福祉部は、遺体の洗浄等の処理について、関係各機関との調整

を行う。 

イ 遺体は納棺し、損傷が大きい場合等は、毛布で覆う、納体袋に納める等死者の尊厳を保て

るような措置を行う。 

(8) 遺体の身元確認 

警察は、身元不明者については、人相・所持品・着衣・その他の特徴等や家族等による確認

などにより身元の確認を行う。 

(9) 遺体の一時保存 

ア 遺体は腐敗を防止するため､ドライアイスで冷却する。 

イ 棺、納体袋及びドライアイスは生活衛生班が関係各業者と調整し、調達する。 

ウ 身元不明者の遺留品は遺体と共に保管する。 

(10) 遺体の引き渡し等 

ア 身元が判明し引き取り人がいる場合は、速やかに遺体を遺族等に引き渡す。 

イ 遺族（関係人）から火葬の依頼があった場合は、その調整を行う。 

(11) 身元不明遺体の処置 

ア 身元不明の遺体で、区本部が必要と認める場合は、火葬を行う。 

イ 身元不明の遺体の火葬を行う場合は、警察に連絡し、検視と身元確認に必要な所定の調査

が終了していることを確認する。 

ウ 身元不明の遺体の火葬終了後の遺骨は、遺骨安置所に保管する。遺品がある場合は遺骨と

共に保管する。 
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4. 遺体の埋火葬方法 〔健康福祉部〕 

(1) 緊急火葬体制の整備 

ア 火葬場関係対応 

① 斎場の被害状況を把握する。 

② 斎場の被害状況に応じた応急復旧計画を策定する。 

③ 災害の状況に応じた斎場の緊急火葬体制を策定する。その際、身元不明者の遺骨、遺品

を保管する遺骨安置所を設置する。 

④ 必要に応じ、生活衛生班に市民に対する火葬相談窓口を設置する。 

⑤ 必要に応じ、斎場への人員応援（派遣）体制を整備する。 

⑥ 各区戸籍住民課あて埋火葬許可証の即時発行を依頼する。 

※ 当該災害が、災害対策基本法第 86条の 4 に基づき政令で指定された場合、墓地埋葬法第 14

条に規定する手続は、厚生労働大臣が定める特例に従う。 

イ 広域緊急火葬体制整備 

火葬が本市の斎場で間に合わないと判断したときは、次の事項を実施する。 

① 火葬依頼必要数を把握し、県に広域火葬の実施を要請する。 

② 広域火葬の実施が決定した場合、市民及び関係団体にその旨を周知する。 

③ 県により割り振られた火葬場と、火葬の実施方法等を調整する。 

④ 遺体の搬送手段を確保する。 

  
（（資資料料 99--66「「県県内内火火葬葬場場一一覧覧」」参参照照））  

（（資資料料 99--77「「他他県県のの主主なな市市のの火火葬葬場場一一覧覧」」参参照照））  

(2) 葬祭業者との連絡等 

① 葬祭業者に、棺等必要な物品の手配及び遺体の処理を依頼する。 

② 葬祭業者に、緊急火葬体制の概要を説明し、協力を要請する。 

③ 葬祭業者に、遺体安置所から火葬場までの遺体搬送を依頼する。 

④ 上記の具体的な取り組み等については、葬祭業者等の関係業界との協定に基づく。 

（（資資料料 77--11「「災災害害時時ににおおけけるる応応援援協協力力にに関関すするる協協定定等等一一覧覧」」参参照照））  
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＜行方不明者の捜索、遺体の収容等のフロー図＞ 
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第 22 節 応援協力要請（受援）計画 

（被害が甚大である場合） 

〔災対本部事務局、各部、区本部〕 

大規模な風水害の発生により被害が広域に及ぶ場合などには、本市の有する災害対応能力を超

え、マンパワーをはじめとした様々な対応に不足が生じる。 

こうした大規模な災害への対処には、県や他の自治体、関係機関と日常的に培ってきた顔の見

える関係を生かして、共に災害対応を行う必要があり、こうした手順について定めるものである。 

なお、詳細については、「仙台市災害時応援計画」及び「仙台市災害時受援計画」に定めると

ころによる。 

 

1. 応援要請発動の基準・根拠 

(1) 応援要請発動の基準・目安 

以下の例を参考に応急対策が困難と判断した場合に、協定先に対して応援要請を行う。 

特に、大規模災害時においては、被害状況の把握に時間を要することが考えられることから、

発災直後から防災関係機関等と連絡を取り合うなど、応援要請の機を失しないように留意する。 

ア 災対本部事務局において、その時点又は以降に応急対策の実施が困難と判断される場合 

イ 各部において、その時点又は以降に当該部所管の協定の対象となる業務の実施が困難又は

応援を受けることが災害対応により有効に機能すると判断される場合 

ウ 特別な技術、知識、経験等を有する職員が不足する場合 

エ その他本部長が応援要請の必要があると認める場合 

(2) 職員派遣の法的根拠 

大規模災害発生時に防災関係機関等に職員派遣を依頼する法的根拠等は次のとおり。 

〈派遣依頼先・内容等及び法的根拠〉 

対 策 等 依 頼 先 （ 内 容 等 ） 根拠法令等  

地方自治体等 

への応援要請 

◇指定地方行政機関等の長（職員の派遣要請） 災害基 29-2 

◇知事（指定行政機関及び指定地方行政機関の職員の派

遣あっせん要請） 
災害基 30-1.68 

◇知事（他の自治体職員の派遣あっせん要請） 
災害基 30-2.68 

自治 252の 17 

◇他の市町村長（応援の要求） 災害基 67 

◇知事（応援の要求及び応急措置の実施要請） 災害基 68 

◇応援協定自治体の長（物資・資器材・車両提供、職員

派遣等） 

自治体相互応援

協定 
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＜行方不明者の捜索、遺体の収容等のフロー図＞ 
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える関係を生かして、共に災害対応を行う必要があり、こうした手順について定めるものである。 

なお、詳細については、「仙台市災害時応援計画」及び「仙台市災害時受援計画」に定めると

ころによる。 

 

1. 応援要請発動の基準・根拠 

(1) 応援要請発動の基準・目安 

以下の例を参考に応急対策が困難と判断した場合に、協定先に対して応援要請を行う。 

特に、大規模災害時においては、被害状況の把握に時間を要することが考えられることから、

発災直後から防災関係機関等と連絡を取り合うなど、応援要請の機を失しないように留意する。 

ア 災対本部事務局において、その時点又は以降に応急対策の実施が困難と判断される場合 

イ 各部において、その時点又は以降に当該部所管の協定の対象となる業務の実施が困難又は

応援を受けることが災害対応により有効に機能すると判断される場合 

ウ 特別な技術、知識、経験等を有する職員が不足する場合 

エ その他本部長が応援要請の必要があると認める場合 

(2) 職員派遣の法的根拠 

大規模災害発生時に防災関係機関等に職員派遣を依頼する法的根拠等は次のとおり。 

〈派遣依頼先・内容等及び法的根拠〉 

対 策 等 依 頼 先 （ 内 容 等 ） 根拠法令等  

地方自治体等

への応援要請 

◇指定地方行政機関等の長（職員の派遣要請） 災害基 29-2 

◇知事（指定行政機関及び指定地方行政機関の職員の派

遣あっせん要請） 
災害基 30-1.68 

◇知事（他の自治体職員の派遣あっせん要請） 
災害基 30-2.68 

自治 252の 17 

◇他の市町村長（応援の要求） 災害基 67 

◇知事（応援の要求及び応急措置の実施要請） 災害基 68 

◇応援協定自治体の長（物資・資器材・車両提供、職員

派遣等） 

自治体相互応援

協定 
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自 衛 隊 へ の 

派 遣 要 請 等 

◇知事（自衛隊の派遣要請） 災害基 68の 2-1 

◇自衛隊（知事に派遣要請の要求ができない場合の通

知） 

災害基 68の 2-2 

消防に関する 

応 援 要 請 

◇消防本部等（消防相互の応援等） 消組 39 

◇知事（消防庁長官に対する応援要請） 消組 44 

防災関係団体等 

への応援要請 

◇防災関係団体、民間団体（企業、NPO、NGO）等 

（協定等に定める事項） 
各種応援協定等 

(凡例) 災害基：災害対策基本法 / 自治：地方自治法 / 消組：消防組織法 

2. 災対本部事務局における対応 

以下のような協定については、災対本部事務局において対応する。 

なお、自衛隊との連携については別途定める。 

① 自治体相互応援協定（21 大都市災害時相互応援に関する協定、東北地区六都市災

害時相互応援に関する協定、自治体防災情報ネットワーク連絡会加盟都市災害時相

互応援に関する協定、県内市町村応援協定等） 

② 指定地方行政機関等の防災関係団体との間で、各関係団体の関連分野において連

携を必要とするもの 

③ 受援内容が多岐にわたるなど、応援団体との間で総合調整を要する協定の運用等 

(1) 応援の要請 

災対本部事務局又は本部長が必要と認める場合、あらかじめ調整した連絡先に対し応援要請

を行う。協定等に定められた方法で行うことを原則とするが、そのいとまがないなどやむを得

ない場合には電話等の手段により口頭で行うものとする。 

また、応援要請を行った際に、応援都市等から先遣隊（あるいは調整隊。以下同じ。）が派

遣される旨の情報を得た場合には、本市の災害状況や途中のルートの状況など、情報提供を併

せて行うよう努める。 

（（資資料料 77--22「「自自治治体体ととのの相相互互応応援援協協定定にに基基づづくく連連絡絡担担当当部部局局」」参参照照））  

(2) 先遣隊の受入れ 

応援都市等から先遣隊が災対本部事務局に到着した際には、災害状況など今後の活動に必要

な情報共有を行うものとする。 

(3) 応援部隊（実際に活動する部隊）の活動調整 

災対本部事務局は、応援都市等に対し希望する受援内容を伝えるなど、活動調整を行う。 

調整結果は、関係部・区本部に伝達するとともに、以降の調整方法等について併せて協議を

行う。また必要に応じて、更に詳細な内容に関する打合せを関係部・区本部との間で実施する。 

また、先遣隊の活動スペースを災対本部事務局近傍に確保するとともに、活動調整が円滑に

進むよう配慮しなければならない。 

(4) 応援部隊の待機場所等の確保 

災対本部事務局は、関係部・区本部と調整を行い、応援都市からの部隊の待機場所、ミーティ
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ングスペースを確保する。また、必要に応じて駐車場、宿所、食料、飲料水等を関係部・区本

部と調整の上準備する。 

(5) 関係機関相互の連携 

活動が長期間に及ぶことを想定し、活動の一体性を確保する観点から、応援都市の先遣隊の

代表者を災対本部本部員会議に参加させ、本市の災対本部の方針等を確認してもらうとともに、

応援都市からのアドバイスも得るように努める。同様の連携を、災対本部事務局や活動現場に

おいても確保し、共に災害対応を行うものとする。 

(6) 事前準備 

平時において、各協定等の締結先と応援要請を行った際の「応援部隊受け入れ場所」「宿泊

場所及び宿泊可能人数」「具体的な活動内容」等の受け入れに必要な事項を協議するとともに、

応援受入訓練等を実施し、災害時に迅速かつ円滑に応援部隊の受け入れができるように準備す

る。 

3. 各部における対応  

各部が所管する協定（以下、総合調整を要しない危機管理局関係の協定についても同じ。この場

合、危機管理局関係の協定に関する内容については、「各部」を「災対本部事務局」に読み替える

ものとする。）に基づく各種応援の要請について、留意点を記載する。 

(1) 応援の要請 

各部において応援が必要と認める場合、あらかじめ調整した連絡先に対し応援要請を行う。

協定等に定められた方法で行うことを原則とするが、そのいとまがないなどやむを得ない場合

には電話等の手段により口頭で行うものとする。 

応援の要請を行ったこと及びその後の経過については、災対本部事務局に連絡員等を通じ報

告するものとする。 

(2) 協定先との調整等について 

協定先等から先遣隊の派遣が行われる際には、原則として協定等を所管する部において受入

れを行うものとする。 

また、先遣隊の派遣を要しない場合には、要請した応援部隊に対して、活動内容や活動場所

について十分に調整を行うものとする。 

(3) 宿舎、食料、飲料水等の準備 

応援部隊は食料、飲料水などを持参するのが原則であるが、必要に応じて食料、飲料水、宿

所、待機場所、駐車場等を、要請した担当部の責任において関係部・区本部と調整の上準備す

る。 

(4) 関係機関相互の連携 

応援要請後の活動については、共に災害対応を行う観点から、十分に意思の疎通を図りなが

ら、応援を受けるものとする。 

なお、災害現場では関係機関の活動が重なる場合もあるので、各関係機関の責任者は、現地

本部等において情報を交換し合い、効率的な活動を行うよう努めるものとする。 
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自衛隊への 

派遣要請等 

◇知事（自衛隊の派遣要請） 災害基 68の 2-1 

◇自衛隊（知事に派遣要請の要求ができない場合の通知） 災害基 68の 2-2 

消防に関する

応援要請 

◇消防本部等（消防相互の応援等） 消組 39 

◇知事（消防庁長官に対する応援要請） 消組 44 

防災関係団体等

への応援要請 

◇防災関係団体、民間団体（企業、NPO、NGO）等 

（協定等に定める事項） 
各種応援協定等 

(凡例) 災害基：災害対策基本法 / 自治：地方自治法 / 消組：消防組織法 

2. 災対本部事務局における対応 

以下のような協定については、災対本部事務局において対応する。 

なお、自衛隊との連携については別途定める。 

① 自治体相互応援協定（21 大都市災害時相互応援に関する協定、東北地区六都市災

害時相互応援に関する協定、自治体防災情報ネットワーク連絡会加盟都市災害時相

互応援に関する協定、県内市町村応援協定等） 

② 指定地方行政機関等の防災関係団体との間で、各関係団体の関連分野において連

携を必要とするもの 

③ 受援内容が多岐にわたるなど、応援団体との間で総合調整を要する協定の運用等 

(1) 応援の要請 

災対本部事務局又は本部長が必要と認める場合、あらかじめ調整した連絡先に対し応援要請

を行う。協定等に定められた方法で行うことを原則とするが、そのいとまがないなどやむを得

ない場合には電話等の手段により口頭で行うものとする。 

また、応援要請を行った際に、応援都市等から先遣隊（あるいは調整隊。以下同じ。）が派

遣される旨の情報を得た場合には、本市の災害状況や途中のルートの状況など、情報提供を併

せて行うよう努める。 

（（資資料料 77--22「「自自治治体体ととのの相相互互応応援援協協定定にに基基づづくく連連絡絡担担当当部部局局」」参参照照））  

(2) 先遣隊の受入れ 

応援都市等から先遣隊が災対本部事務局に到着した際には、災害状況など今後の活動に必要

な情報共有を行うものとする。 

(3) 応援部隊（実際に活動する部隊）の活動調整 

災対本部事務局は、応援都市等に対し希望する受援内容を伝えるなど、活動調整を行う。 

調整結果は、関係部・区本部に伝達するとともに、以降の調整方法等について併せて協議を

行う。また必要に応じて、更に詳細な内容に関する打合せを関係部・区本部との間で実施する。 

また、先遣隊の活動スペースを災対本部事務局近傍に確保するとともに、活動調整が円滑に

進むよう配慮しなければならない。 

(4) 応援部隊の待機場所等の確保 

災対本部事務局は、関係部・区本部と調整を行い、応援都市からの部隊の待機場所、ミーティ

ングスペースを確保する。また、必要に応じて駐車場、宿所、食料、飲料水等を関係部・区本
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自 衛 隊 へ の 

派 遣 要 請 等 

◇知事（自衛隊の派遣要請） 災害基 68の 2-1 

◇自衛隊（知事に派遣要請の要求ができない場合の通

知） 

災害基 68の 2-2 

消防に関する 

応 援 要 請 

◇消防本部等（消防相互の応援等） 消組 39 

◇知事（消防庁長官に対する応援要請） 消組 44 

防災関係団体等 

への応援要請 

◇防災関係団体、民間団体（企業、NPO、NGO）等 

（協定等に定める事項） 
各種応援協定等 

(凡例) 災害基：災害対策基本法 / 自治：地方自治法 / 消組：消防組織法 

2. 災対本部事務局における対応 

以下のような協定については、災対本部事務局において対応する。 

なお、自衛隊との連携については別途定める。 

① 自治体相互応援協定（21 大都市災害時相互応援に関する協定、東北地区六都市災

害時相互応援に関する協定、自治体防災情報ネットワーク連絡会加盟都市災害時相

互応援に関する協定、県内市町村応援協定等） 

② 指定地方行政機関等の防災関係団体との間で、各関係団体の関連分野において連

携を必要とするもの 

③ 受援内容が多岐にわたるなど、応援団体との間で総合調整を要する協定の運用等 

(1) 応援の要請 

災対本部事務局又は本部長が必要と認める場合、あらかじめ調整した連絡先に対し応援要請

を行う。協定等に定められた方法で行うことを原則とするが、そのいとまがないなどやむを得

ない場合には電話等の手段により口頭で行うものとする。 

また、応援要請を行った際に、応援都市等から先遣隊（あるいは調整隊。以下同じ。）が派

遣される旨の情報を得た場合には、本市の災害状況や途中のルートの状況など、情報提供を併

せて行うよう努める。 

（（資資料料 77--22「「自自治治体体ととのの相相互互応応援援協協定定にに基基づづくく連連絡絡担担当当部部局局」」参参照照））  

(2) 先遣隊の受入れ 

応援都市等から先遣隊が災対本部事務局に到着した際には、災害状況など今後の活動に必要

な情報共有を行うものとする。 

(3) 応援部隊（実際に活動する部隊）の活動調整 

災対本部事務局は、応援都市等に対し希望する受援内容を伝えるなど、活動調整を行う。 

調整結果は、関係部・区本部に伝達するとともに、以降の調整方法等について併せて協議を

行う。また必要に応じて、更に詳細な内容に関する打合せを関係部・区本部との間で実施する。 

また、先遣隊の活動スペースを災対本部事務局近傍に確保するとともに、活動調整が円滑に

進むよう配慮しなければならない。 

(4) 応援部隊の待機場所等の確保 

災対本部事務局は、関係部・区本部と調整を行い、応援都市からの部隊の待機場所、ミーティ
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ングスペースを確保する。また、必要に応じて駐車場、宿所、食料、飲料水等を関係部・区本

部と調整の上準備する。 

(5) 関係機関相互の連携 

活動が長期間に及ぶことを想定し、活動の一体性を確保する観点から、応援都市の先遣隊の

代表者を災対本部本部員会議に参加させ、本市の災対本部の方針等を確認してもらうとともに、

応援都市からのアドバイスも得るように努める。同様の連携を、災対本部事務局や活動現場に

おいても確保し、共に災害対応を行うものとする。 

(6) 事前準備 

平時において、各協定等の締結先と応援要請を行った際の「応援部隊受け入れ場所」「宿泊

場所及び宿泊可能人数」「具体的な活動内容」等の受け入れに必要な事項を協議するとともに、

応援受入訓練等を実施し、災害時に迅速かつ円滑に応援部隊の受け入れができるように準備す

る。 

3. 各部における対応  

各部が所管する協定（以下、総合調整を要しない危機管理局関係の協定についても同じ。この場

合、危機管理局関係の協定に関する内容については、「各部」を「災対本部事務局」に読み替える

ものとする。）に基づく各種応援の要請について、留意点を記載する。 

(1) 応援の要請 

各部において応援が必要と認める場合、あらかじめ調整した連絡先に対し応援要請を行う。

協定等に定められた方法で行うことを原則とするが、そのいとまがないなどやむを得ない場合

には電話等の手段により口頭で行うものとする。 

応援の要請を行ったこと及びその後の経過については、災対本部事務局に連絡員等を通じ報

告するものとする。 

(2) 協定先との調整等について 

協定先等から先遣隊の派遣が行われる際には、原則として協定等を所管する部において受入

れを行うものとする。 

また、先遣隊の派遣を要しない場合には、要請した応援部隊に対して、活動内容や活動場所

について十分に調整を行うものとする。 

(3) 宿舎、食料、飲料水等の準備 

応援部隊は食料、飲料水などを持参するのが原則であるが、必要に応じて食料、飲料水、宿

所、待機場所、駐車場等を、要請した担当部の責任において関係部・区本部と調整の上準備す

る。 

(4) 関係機関相互の連携 

応援要請後の活動については、共に災害対応を行う観点から、十分に意思の疎通を図りなが

ら、応援を受けるものとする。 

なお、災害現場では関係機関の活動が重なる場合もあるので、各関係機関の責任者は、現地

本部等において情報を交換し合い、効率的な活動を行うよう努めるものとする。 
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部と調整の上準備する。 

(5) 関係機関相互の連携 

活動が長期間に及ぶことを想定し、活動の一体性を確保する観点から、応援都市の先遣隊の

代表者を災対本部本部員会議に参加させ、本市の災対本部の方針等を確認してもらうとともに、

応援都市からのアドバイスも得るように努める。同様の連携を、災対本部事務局や活動現場に

おいても確保し、共に災害対応を行うものとする。 

(6) 事前準備 

平時において、各協定等の締結先と応援要請を行った際の「応援部隊受け入れ場所」「宿泊

場所及び宿泊可能人数」「具体的な活動内容」等の受け入れに必要な事項を協議するとともに、

応援受入訓練等を実施し、災害時に迅速かつ円滑に応援部隊の受け入れができるように準備す

る。 

3. 各部における対応  

各部が所管する協定（以下、総合調整を要しない危機管理局関係の協定についても同じ。この場

合、危機管理局関係の協定に関する内容については、「各部」を「災対本部事務局」に読み替える

ものとする。）に基づく各種応援の要請について、留意点を記載する。 

(1) 応援の要請 

各部において応援が必要と認める場合、あらかじめ調整した連絡先に対し応援要請を行う。

協定等に定められた方法で行うことを原則とするが、そのいとまがないなどやむを得ない場合

には電話等の手段により口頭で行うものとする。 

応援の要請を行ったこと及びその後の経過については、災対本部事務局に連絡員等を通じ報

告するものとする。 

(2) 協定先との調整等について 

協定先等から先遣隊の派遣が行われる際には、原則として協定等を所管する部において受入

れを行うものとする。 

また、先遣隊の派遣を要しない場合には、要請した応援部隊に対して、活動内容や活動場所

について十分に調整を行うものとする。 

(3) 宿舎、食料、飲料水等の準備 

応援部隊は食料、飲料水などを持参するのが原則であるが、必要に応じて食料、飲料水、宿

所、待機場所、駐車場等を、要請した担当部の責任において関係部・区本部と調整の上準備す

る。 

(4) 関係機関相互の連携 

応援要請後の活動については、共に災害対応を行う観点から、十分に意思の疎通を図りなが

ら、応援を受けるものとする。 

なお、災害現場では関係機関の活動が重なる場合もあるので、各関係機関の責任者は、現地

本部等において情報を交換し合い、効率的な活動を行うよう努めるものとする。 
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(5) 事前準備 

平時において、各協定等の締結先と応援要請を行った際の「応援部隊受け入れ場所」「宿泊

場所及び宿泊可能人数」「具体的な活動内容」等の受け入れに必要な事項を協議するとともに、

応援受入訓練等を実施し、災害時に迅速かつ円滑に応援部隊の受け入れができるように準備す

る。 

4. 自衛隊に対する災害派遣要請  

(1) 情報連絡体制 

災害時における自衛隊への迅速な派遣要請を行うとともに、災対本部事務局では、自衛隊と

相互に災害に関する情報を交換する。 

（（資資料料 77--44「「自自衛衛隊隊のの派派遣遣要要請請連連絡絡先先及及びび担担任任地地域域等等」」参参照照））  

(2) 自衛隊の部隊の担任地域 

自衛隊が地震の震度に応じて担任する仙台市域は、次表のとおりとなっている。 

 

災害派遣の発動条件 
指 定 部 隊 等 の 長 

（ 要 請 通 知 先 ） 
仙 台 市 の 区 域 担 当 

天災地変その他の災害に際

して、人命又は財産の保護の

ため必要がある場合 

（自衛隊法第 83条） 

第 22即応機動連隊 

（第 22即応機動連隊第 3科） 

原則第 22 即応機動連隊が対

応に当たる。 
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(3) 自衛隊派遣要請フロー 

各部及び区本部は、災害の状況から自衛隊の派遣を必要とする場合は、災対本部事務局へ要

請する。 

本部長（市長）は、派遣要請を決定した場合、災害対策基本法第 68 条の 2第 1項に基づき県

知事へ派遣要請を要求する。 

なお、通信の途絶等により、知事へ要求できない場合には、自衛隊指定部隊等の長に通知す

ることができるものとし、この場合、速やかにその旨を県知事に通知する。 

 

<自衛隊の派遣要請フロー> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各 部 及 び 区 本 部 

（災害状況等の通知） 

災害基 68の 2-2 

災害基 68の 2-１ 派遣要請の要求 

自衛 83 
派遣要請 宮 城 県 知 事 

宮 城 県 防 災 推 進 課 

 

自 衛 隊 

第 22 即応機動連隊（多賀城） 

 

災害基…災害対策基本法 
自 衛…自衛隊法 

災害基 68の 2-3 

県知事 

通知を受けた指定部隊等の長は、その事態に照らし特

に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められる

ときは、人命又は財産の保護のため要請を待たないで

部隊等を派遣することができる。 

災対本部長（市長 ） 

災 対 本 部 事 務 局 
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(5) 事前準備 

平時において、各協定等の締結先と応援要請を行った際の「応援部隊受け入れ場所」「宿泊

場所及び宿泊可能人数」「具体的な活動内容」等の受け入れに必要な事項を協議するとともに、

応援受入訓練等を実施し、災害時に迅速かつ円滑に応援部隊の受け入れができるように準備す

る。 

4. 自衛隊に対する災害派遣要請  

(1) 情報連絡体制 

災害時における自衛隊への迅速な派遣要請を行うとともに、災対本部事務局では、自衛隊と

相互に災害に関する情報を交換する。 

（（資資料料 77--44「「自自衛衛隊隊のの派派遣遣要要請請連連絡絡先先及及びび担担任任地地域域等等」」参参照照））  

(2) 自衛隊の部隊の担任地域 

自衛隊が地震の震度に応じて担任する仙台市域は、次表のとおりとなっている。 

 

災害派遣の発動条件 
指 定 部 隊 等 の 長 

（ 要 請 通 知 先 ） 
仙 台 市 の 区 域 担 当 

天災地変その他の災害に際

して、人命又は財産の保護の

ため必要がある場合 

（自衛隊法第 83条） 

第 22即応機動連隊 

（第 22即応機動連隊第 3科） 

原則第 22 即応機動連隊が対

応に当たる。 
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(5) 事前準備 

平時において、各協定等の締結先と応援要請を行った際の「応援部隊受け入れ場所」「宿泊

場所及び宿泊可能人数」「具体的な活動内容」等の受け入れに必要な事項を協議するとともに、

応援受入訓練等を実施し、災害時に迅速かつ円滑に応援部隊の受け入れができるように準備す

る。 

4. 自衛隊に対する災害派遣要請  

(1) 情報連絡体制 

災害時における自衛隊への迅速な派遣要請を行うとともに、災対本部事務局では、自衛隊と

相互に災害に関する情報を交換する。 

（（資資料料 77--44「「自自衛衛隊隊のの派派遣遣要要請請連連絡絡先先及及びび担担任任地地域域等等」」参参照照））  

(2) 自衛隊の部隊の担任地域 

自衛隊が地震の震度に応じて担任する仙台市域は、次表のとおりとなっている。 

 

災害派遣の発動条件 
指 定 部 隊 等 の 長 

（ 要 請 通 知 先 ） 
仙 台 市 の 区 域 担 当 

天災地変その他の災害に際

して、人命又は財産の保護の

ため必要がある場合 

（自衛隊法第 83条） 

第 22即応機動連隊 

（第 22即応機動連隊第 3科） 

原則第 22 即応機動連隊が対

応に当たる。 
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(3) 自衛隊派遣要請フロー 

各部及び区本部は、災害の状況から自衛隊の派遣を必要とする場合は、災対本部事務局へ要

請する。 

本部長（市長）は、派遣要請を決定した場合、災害対策基本法第 68 条の 2第 1項に基づき県

知事へ派遣要請を要求する。 

なお、通信の途絶等により、知事へ要求できない場合には、自衛隊指定部隊等の長に通知す

ることができるものとし、この場合、速やかにその旨を県知事に通知する。 

 

<自衛隊の派遣要請フロー> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各 部 及 び 区 本 部 

（災害状況等の通知） 

災害基 68の 2-2 

災害基 68の 2-１ 派遣要請の要求 

自衛 83 
派遣要請 宮 城 県 知 事 

宮 城 県 防 災 推 進 課 

 

自 衛 隊 

第 22 即応機動連隊（多賀城） 

 

災害基…災害対策基本法 
自 衛…自衛隊法 

災害基 68の 2-3 

県知事 

通知を受けた指定部隊等の長は、その事態に照らし特

に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められる

ときは、人命又は財産の保護のため要請を待たないで

部隊等を派遣することができる。 

災対本部長（市長 ） 

災 対 本 部 事 務 局 
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(3) 自衛隊派遣要請フロー 

各部及び区本部は、災害の状況から自衛隊の派遣を必要とする場合は、災対本部事務局へ要

請する。 

本部長（市長）は、派遣要請を決定した場合、災害対策基本法第 68 条の 2第 1項に基づき県

知事へ派遣要請を要求する。 

なお、通信の途絶等により、知事へ要求できない場合には、自衛隊指定部隊等の長に通知す

ることができるものとし、この場合、速やかにその旨を県知事に通知する。 

 

<自衛隊の派遣要請フロー> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各 部 及 び 区 本 部 

（災害状況等の通知） 

災害基 68の 2-2 

災害基 68の 2-１ 派遣要請の要求 

自衛 83 
派遣要請 宮 城 県 知 事 

宮 城 県 防 災 推 進 課 

 

自 衛 隊 

第 22 即応機動連隊（多賀城） 

 

災害基…災害対策基本法 
自 衛…自衛隊法 

災害基 68の 2-3 

県知事 

通知を受けた指定部隊等の長は、その事態に照らし特

に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認められる

ときは、人命又は財産の保護のため要請を待たないで

部隊等を派遣することができる。 

災対本部長（市長 ） 

災 対 本 部 事 務 局 
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(4) 自衛隊派遣要請の要求手続 

ア 要求手続 

要求は、宮城県知事等に対し次の事項を記載した文書をもって行う。ただし、緊急を要する

場合は、口頭又は電話により要求し、その後、速やかに文書を提出する。 

① 災害の情況及び派遣を要請する事由 

② 派遣を希望する期間 

③ 派遣を希望する区域及び活動内容 

④ その他参考となるべき事項 

〔宿泊・給食の可能性、道路・橋梁の決壊に伴う迂回路、救援のため必要とする資機材、

活動拠点、駐車適地、物資搬送設備、ヘリポート適地の有無等〕 

（（資資料料 77--55「「自自衛衛隊隊災災害害派派遣遣要要請請等等様様式式」」参参照照））  

イ 宮城県の対応 

災害が発生し又は発生するおそれがあり、人命及び財産を保護するため必要があると認め

るときは、「自衛隊指定部隊等の長」に対して災害派遣を要請できる。 

ウ 自衛隊の対応 

指定部隊等の長は、災害派遣の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を

救援のため派遣することができる。 

ただし、災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認めら

れるときは要請を待たないで部隊等を派遣することができる。 

 

(5) 自衛隊の救援活動 

災害派遣時に実施する救援活動の具体的項目は、通常次のとおりとする。 

ア 被害状況の把握 

イ 避難の援助 

ウ 要救助者等の捜索救助 

エ 水防活動 

オ 消防活動（空中消火を含む） 

カ 道路又は水路の啓開 

キ 応急医療、救護及び防疫 

ク 人員及び物資の緊急輸送 

ケ 炊飯及び給水 

コ 物資の無償貸付又は譲与 

サ 危険物の保安及び除去 

シ その他 
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(6) 自衛隊の受入れ体制 

ア 連絡調整員の受入れ 

被害に関する情報交換、部隊の派遣等に関する連絡・調整を行うため、派遣された自衛隊の

連絡調整員を災対本部及び区本部に受け入れる。 

イ 派遣部隊の受入れ 

派遣部隊を受け入れるときは、次の事項について必要な措置をとる。 

① 連絡調整者及び現場責任者の指定 

② 派遣部隊の救援活動（作業）に必要な資機材の準備・提供 

③ 派遣部隊の宿泊施設又は野営適地の準備 

④ 駐車場所、臨時ヘリポートの設定 

⑤ 指揮所の場所の提供 

(7) 自衛官の権限 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている

場合において、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、次の権限を行使すること

ができる。 

ア 災害対策基本法第 63 条に基づく警戒区域の設定並びにそれに基づく立入り制限・禁止及

び退去命令 

イ 他人の土地・建物その他の工作物の一時使用、又は土石、竹木その他の物件の使用・収用 

ウ 現場の被災工作物・物件で応急措置の実施の支障となるものの除去、その他必要な措置 

エ 住民又は現場にある者に対する応急措置の業務への従事命令 

オ 通行禁止区域等における緊急通行車両の円滑な通行確保のための措置 

(8) 派遣部隊の撤収 

自衛隊の災害派遣の目的が達成、又はその必要がなくなった場合は、協議に基づき、速やか

に県知事に対して自衛隊の撤収要請を行う。 

撤収要請は、電話等により報告した後、速やかに文書を提出する。 

(9) 経費の負担 

自衛隊の救援活動に関する次に掲げる経費については、原則として本市の負担とする。 

ア 派遣部隊の連絡調整要員等のための宿泊施設の借上料、電話等設置費及び通信料 

イ 派遣部隊の宿泊に必要な土地、建物等の借上料 

ウ 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、汲取料、電話及び入浴料等 

エ 派遣部隊の救援活動に提供する資機材等の購入、借上又は修理費 

オ 無作為による損害の補償 

カ その他協議により決定したもの 

（（資資料料 88--66「「臨臨時時ヘヘリリポポーートトのの適適地地基基準準」」参参照照））  
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(4) 自衛隊派遣要請の要求手続 

ア 要求手続 

要求は、宮城県知事等に対し次の事項を記載した文書をもって行う。ただし、緊急を要する

場合は、口頭又は電話により要求し、その後、速やかに文書を提出する。 

① 災害の情況及び派遣を要請する事由 

② 派遣を希望する期間 

③ 派遣を希望する区域及び活動内容 

④ その他参考となるべき事項 

〔宿泊・給食の可能性、道路・橋梁の決壊に伴う迂回路、救援のため必要とする資機材、

活動拠点、駐車適地、物資搬送設備、ヘリポート適地の有無等〕 

（（資資料料 77--55「「自自衛衛隊隊災災害害派派遣遣要要請請等等様様式式」」参参照照））  

イ 宮城県の対応 

災害が発生し又は発生するおそれがあり、人命及び財産を保護するため必要があると認め

るときは、「自衛隊指定部隊等の長」に対して災害派遣を要請できる。 

ウ 自衛隊の対応 

指定部隊等の長は、災害派遣の要請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等を

救援のため派遣することができる。 

ただし、災害に際し、その事態に照らし特に緊急を要し、要請を待ついとまがないと認めら

れるときは要請を待たないで部隊等を派遣することができる。 

 

(5) 自衛隊の救援活動 

災害派遣時に実施する救援活動の具体的項目は、通常次のとおりとする。 

ア 被害状況の把握 

イ 避難の援助 

ウ 要救助者等の捜索救助 

エ 水防活動 

オ 消防活動（空中消火を含む） 

カ 道路又は水路の啓開 

キ 応急医療、救護及び防疫 

ク 人員及び物資の緊急輸送 

ケ 炊飯及び給水 

コ 物資の無償貸付又は譲与 

サ 危険物の保安及び除去 

シ その他 
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(4) 自衛隊派遣要請の要求手続 
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れるときは要請を待たないで部隊等を派遣することができる。 
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(6) 自衛隊の受入れ体制 

ア 連絡調整員の受入れ 

被害に関する情報交換、部隊の派遣等に関する連絡・調整を行うため、派遣された自衛隊の

連絡調整員を災対本部及び区本部に受け入れる。 

イ 派遣部隊の受入れ 

派遣部隊を受け入れるときは、次の事項について必要な措置をとる。 

① 連絡調整者及び現場責任者の指定 

② 派遣部隊の救援活動（作業）に必要な資機材の準備・提供 

③ 派遣部隊の宿泊施設又は野営適地の準備 

④ 駐車場所、臨時ヘリポートの設定 

⑤ 指揮所の場所の提供 

(7) 自衛官の権限 

災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしている

場合において、警察官及び海上保安官がその場にいない場合に限り、次の権限を行使すること

ができる。 

ア 災害対策基本法第 63 条に基づく警戒区域の設定並びにそれに基づく立入り制限・禁止及

び退去命令 

イ 他人の土地・建物その他の工作物の一時使用、又は土石、竹木その他の物件の使用・収用 

ウ 現場の被災工作物・物件で応急措置の実施の支障となるものの除去、その他必要な措置 

エ 住民又は現場にある者に対する応急措置の業務への従事命令 

オ 通行禁止区域等における緊急通行車両の円滑な通行確保のための措置 

(8) 派遣部隊の撤収 

自衛隊の災害派遣の目的が達成、又はその必要がなくなった場合は、協議に基づき、速やか

に県知事に対して自衛隊の撤収要請を行う。 

撤収要請は、電話等により報告した後、速やかに文書を提出する。 

(9) 経費の負担 

自衛隊の救援活動に関する次に掲げる経費については、原則として本市の負担とする。 

ア 派遣部隊の連絡調整要員等のための宿泊施設の借上料、電話等設置費及び通信料 

イ 派遣部隊の宿泊に必要な土地、建物等の借上料 

ウ 派遣部隊の宿営及び救援活動に伴う光熱、水道、汲取料、電話及び入浴料等 

エ 派遣部隊の救援活動に提供する資機材等の購入、借上又は修理費 

オ 無作為による損害の補償 

カ その他協議により決定したもの 

（（資資料料 88--66「「臨臨時時ヘヘリリポポーートトのの適適地地基基準準」」参参照照））  
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5. 広域消防応援要請 〔消防部〕 

本市の消防力では対応が困難な場合、宮城県広域消防相互応援協定に基づき、応援を要請する。 

（（資資料料 77--11「「災災害害時時ににおおけけるる応応援援協協力力にに関関すするる協協定定等等一一覧覧」」参参照照））  

6. 緊急消防援助隊要請 〔消防部〕 

本市の消防力及び県内の消防応援では十分な対応が困難な場合、緊急消防援助隊の応援を要請

する。 

（（第第 99 節節「「救救急急・・救救助助計計画画」」及及びび  第第 1111 節節「「消消防防活活動動計計画画」」参参照照））  
（（資資料料 77--33「「緊緊急急消消防防援援助助隊隊受受援援体体制制」」参参照照））  

7. 民間団体等の受入れ 〔災対本部事務局、各部〕 

(1) 支援受入れの判断 

協定によらない企業、NPO、NGO 等民間団体から支援の打診があった場合、支援活動の種類、

規模等を確認するとともに、災対本部事務局と関係部とが調整の上、被害の状況や応急対策の

状況等から速やかに担当部を決定する。 

(2) 支援受入れの実施 

支援を受ける部、区本部は、支援部隊の受入れ体制を整えるとともに、支援部隊の活動内容

の調整等を行う。 

8. 海外支援の受入れ 〔災対本部事務局、各部〕 

(1) 支援の打診 

海外からの支援の打診は、大別して次のようなルートで行われるものと考えられる。 

ア 外交ルートで外務省から宮城県を通じての打診 

イ 国際姉妹・友好都市、その他交流歴のある都市からの直接の打診 

ウ 日本国内に拠点（支部）を持たない NGO（非政府組織）団体等から直接若しくは他の機関・

団体等を経由した打診 

(2) 支援受入れの判断等 

支援の打診があった場合、支援活動の種類、規模等を確認するとともに、災対本部事務局と

関係部とが調整の上、被害の状況や応急対策の状況等から速やかに受入れの可否を判断し、申

入れ先に回答する。 

(3) 支援受入れの実施 

支援を受ける部、区本部は、支援部隊の受入れ体制を整えるとともに、支援部隊の活動内容

の調整等を行う。 

災対本部事務局では、支援都市や団体との間で、支援規模、到着予定日時、場所等の連絡調

整を行う。 
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9. 他都市等への積極的な災害支援の実施 

国内外の他都市において甚大な人的・物的被害を与える災害が発生した場合、本市は、他都市か

らの多大な支援を受けた東日本大震災の際の経験を生かし、応援を受ける側に立った、積極的な支

援を行う。 

(1) 支援の内容 

ア 見舞状の送付、見舞金の寄贈 

イ 情報提供 

ウ 救援物資の送付 

エ 職員の応援 

オ 地方自治法第 252条の 17に基づく職員の派遣 

カ その他の支援 

(2) 支援の検討及び決定 

地震又は風水害等の発生により他都市に甚大な被害が発生し、又は被害の発生が予測される

場合には、必要に応じて危機管理監の指示により先遣隊を派遣し、現地の被災状況及び支援ニー

ズの把握を行うとともに、被災自治体のニーズに応じて関係局区を招集し、支援内容の検討及

び決定を速やかに行うものとする。 

(3) 救援物資の送付 

物資の支援の実施に当たっては、被災自治体の支援ニーズ及び現地の状況に応じて、仙台市

の備蓄又は流通からの調達により確保し送付する。 

(4) 職員の応援 

職員の応援については、被災自治体の支援ニーズに応じて、関係各局区より応援部隊を編成

し派遣する。応援職員の宿泊先の確保、食料の調達、経費支出等については原則として仙台市

が行うものとする。 

(5) 地方自治法第 252条の 17に基づく職員派遣 

地方自治法第 252 条の 17 に基づく職員の派遣を求められた場合は、可能な限り被災自治体

の意向を踏まえ、内容を決定する。 

(6) 広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画に基づく被災地支援 

広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画が適用された場合は、カウンターパー

ト方式により、被災自治体の支援を行う。 
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5. 広域消防応援要請 〔消防部〕 

本市の消防力では対応が困難な場合、宮城県広域消防相互応援協定に基づき、応援を要請する。 

（（資資料料 77--11「「災災害害時時ににおおけけるる応応援援協協力力にに関関すするる協協定定等等一一覧覧」」参参照照））  

6. 緊急消防援助隊要請 〔消防部〕 

本市の消防力及び県内の消防応援では十分な対応が困難な場合、緊急消防援助隊の応援を要請
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（（資資料料 77--33「「緊緊急急消消防防援援助助隊隊受受援援体体制制」」参参照照））  
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イ 国際姉妹・友好都市、その他交流歴のある都市からの直接の打診 

ウ 日本国内に拠点（支部）を持たない NGO（非政府組織）団体等から直接若しくは他の機関・
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整を行う。 

  



第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 22 節 応援協力要請（受援）計画 

 

 168 

5. 広域消防応援要請 〔消防部〕 

本市の消防力では対応が困難な場合、宮城県広域消防相互応援協定に基づき、応援を要請する。 

（（資資料料 77--11「「災災害害時時ににおおけけるる応応援援協協力力にに関関すするる協協定定等等一一覧覧」」参参照照））  

6. 緊急消防援助隊要請 〔消防部〕 

本市の消防力及び県内の消防応援では十分な対応が困難な場合、緊急消防援助隊の応援を要請

する。 

（（第第 99 節節「「救救急急・・救救助助計計画画」」及及びび  第第 1111 節節「「消消防防活活動動計計画画」」参参照照））  
（（資資料料 77--33「「緊緊急急消消防防援援助助隊隊受受援援体体制制」」参参照照））  
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(1) 支援受入れの判断 

協定によらない企業、NPO、NGO 等民間団体から支援の打診があった場合、支援活動の種類、

規模等を確認するとともに、災対本部事務局と関係部とが調整の上、被害の状況や応急対策の

状況等から速やかに担当部を決定する。 
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9. 他都市等への積極的な災害支援の実施 

国内外の他都市において甚大な人的・物的被害を与える災害が発生した場合、本市は、他都市か

らの多大な支援を受けた東日本大震災の際の経験を生かし、応援を受ける側に立った、積極的な支

援を行う。 

(1) 支援の内容 

ア 見舞状の送付、見舞金の寄贈 

イ 情報提供 

ウ 救援物資の送付 

エ 職員の応援 

オ 地方自治法第 252 条の 17に基づく職員の派遣 

カ その他の支援 

(2) 支援の検討及び決定 

地震又は風水害等の発生により他都市に甚大な被害が発生し、又は被害の発生が予測される

場合には、必要に応じて危機管理監の指示により先遣隊を派遣し、現地の被災状況及び支援ニー

ズの把握を行うとともに、被災自治体のニーズに応じて関係局区を招集し、支援内容の検討及

び決定を速やかに行うものとする。 

(3) 救援物資の送付 

物資の支援の実施に当たっては、被災自治体の支援ニーズ及び現地の状況に応じて、仙台市

の備蓄又は流通からの調達により確保し送付する。 

(4) 職員の応援 

職員の応援については、被災自治体の支援ニーズに応じて、関係各局区より応援部隊を編成

し派遣する。応援職員の宿泊先の確保、食料の調達、経費支出等については原則として仙台市

が行うものとする。 

(5) 地方自治法第 252条の 17に基づく職員派遣 

地方自治法第 252 条の 17 に基づく職員の派遣を求められた場合は、可能な限り被災自治体

の意向を踏まえ、内容を決定する。 

(6) 広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画に基づく被災地支援 

広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画が適用された場合は、カウンターパー

ト方式により、被災自治体の支援を行う。 

－　　－169

第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 22 節 応援協力要請（受援）計画 

 

169 

9. 他都市等への積極的な災害支援の実施 

国内外の他都市において甚大な人的・物的被害を与える災害が発生した場合、本市は、他都市か

らの多大な支援を受けた東日本大震災の際の経験を生かし、応援を受ける側に立った、積極的な支

援を行う。 

(1) 支援の内容 

ア 見舞状の送付、見舞金の寄贈 

イ 情報提供 

ウ 救援物資の送付 

エ 職員の応援 

オ 地方自治法第 252条の 17に基づく職員の派遣 

カ その他の支援 

(2) 支援の検討及び決定 

地震又は風水害等の発生により他都市に甚大な被害が発生し、又は被害の発生が予測される

場合には、必要に応じて危機管理監の指示により先遣隊を派遣し、現地の被災状況及び支援ニー

ズの把握を行うとともに、被災自治体のニーズに応じて関係局区を招集し、支援内容の検討及

び決定を速やかに行うものとする。 

(3) 救援物資の送付 

物資の支援の実施に当たっては、被災自治体の支援ニーズ及び現地の状況に応じて、仙台市

の備蓄又は流通からの調達により確保し送付する。 

(4) 職員の応援 

職員の応援については、被災自治体の支援ニーズに応じて、関係各局区より応援部隊を編成

し派遣する。応援職員の宿泊先の確保、食料の調達、経費支出等については原則として仙台市

が行うものとする。 

(5) 地方自治法第 252条の 17に基づく職員派遣 

地方自治法第 252 条の 17 に基づく職員の派遣を求められた場合は、可能な限り被災自治体

の意向を踏まえ、内容を決定する。 

(6) 広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画に基づく被災地支援 

広域・大規模災害時における指定都市市長会行動計画が適用された場合は、カウンターパー

ト方式により、被災自治体の支援を行う。 



第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 23 節 災害警備活動・交通規制計画 

 

 170 

第 23 節 災害警備活動・交通規制計画 

〔宮城県警察本部〕 

本節では、救急救命活動や物資・資機材の運搬等、災害発生後に重要となる避難路及び緊急輸

送車両等の通行する道路を確保するための交通対策等について定める。 

1. 災害警備活動 

県内において大規模災害が発生し、警察職員が被災し、又は施設が損壊した場合においても、災

害警備活動を行いつつ、優先的に継続する業務及び治安の確保に必要な業務を的確に継続してい

くため必要な事項を定めた「宮城県警察本部業務継続計画」に基づいて災害警備活動を行う。 

2. 交通規制及び交通秩序の維持 

警察は、災害が発生した場合は、交通の混乱、交通事故等の発生を防止するとともに、住民等の

円滑な避難と緊急交通路を確保するため、あらかじめ策定した交通規制計画に基づき、交通規制を

実施する。 

(1) 情報収集 

警察は、現場の警察官及び関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ、車両感知器等を

活用して、通行可能な道路や交通状況を迅速に把握する。 

(2) 交通規制 

ア 基本方針 

① 被災地域内への流入抑制と車両の走行抑制 

a. 被災区域内への流入車両を原則的に禁止し、被災区域内における一般車両の走行を極

力抑制する。 

b. 被災区域内から被災区域外への流出車両については、交通の混乱を生じない限りは規

制しない。 

② 避難路の流入規制と緊急交通路への流入禁止 

緊急通行車両等以外の一般通行車両の通行を規制又は禁止する。 

③ 高速自動車国道及び自動車専用道路からの流出規制 

規制区域近接インターチェンジからの被災区域への流出を規制する。また、同インター

チェンジへの流入を制限する。 

④ 被災地に通じる幹線道路に対する交通規制の実施 

緊急自動車及び緊急通行車両等の通行路を確保するための交通規制又はう回誘導を実施

するとともに一般車両の走行は原則禁止する。 

⑤ 道路管理者と連携した交通規制の適切な運用 

道路管理者に対し緊急交通路として選定を予定している道路及びその関連道路の通行が

早急かつ円滑に通行できるよう道路の啓開作業等の必要な措置を要請する。 
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イ 緊急交通路確保のための措置 

① 交通安全施設の活用 

効果的な交通規制を実施するため、交通情報板、信号機等の交通安全施設の機能回復に努

めるとともに、これらを活用する。 

② 放置車両等の撤去 

緊急交通路を確保するため必要な場合には、放置車両等の撤去、警察車両による緊急通行

車両等の先導等を行う。 

③ 運転者に対する措置命令 

緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、必要に応じて、車両の使用者、所有者又は管

理者に対して道路外への車両の移動等の措置命令を行う。 

④ 障害物の除去 

緊急交通路上の放置車両、障害物の除去について道路管理者、消防機関及び自衛隊と協力

し、状況に応じてレッカーの出動要請等必要な措置を行う。 

⑤ 関係機関との連携 

交通規制に当たっては、道路管理者、防災担当部局等と相互の密接な連携を図る。また、

交通規制を円滑に行うため、必要に応じて、警備業者等との応援協定に基づき、交通誘導の

実施等を要請する。 

ウ 交通規制の手段・方法 

交通規制については、原則的には標示等（災害対策基本法施行規則第 5条別記様式第２）を

設置して行い、緊急を要するため標示等を設置するいとまがないとき、又は標示等を設置して

行うことが困難であるときは、現場警察官の指示により行う。 

エ 交通規制の見直し 

災害発生後における被災地の応急復旧を行うための人員及び資機材輸送等の必要性に加え、

作業の緊急度、重要度等を考慮した交通規制の見直しを行う。 

オ 交通規制の周知徹底・広報 

交通規制が実施されたときは、直ちに通行禁止等に係る区域又は道路の区間、その他交通規

制の実施状況及び避難時の自動車利用の自粛、交通規制への協力について、住民、運転者等に、

マスコミ広報、交通情報板及び現場広報等による、周知徹底及び広報を図る。 

カ 交通安全施設の復旧 

緊急交通路等の信号機等を最優先とする交通安全施設の応急復旧措置を行う。 

キ 自衛官及び消防吏員の措置 

通行禁止区域等において警察官がその場にいない場合に限り、派遣を命ぜられた自衛官及

び消防吏員は、それぞれの緊急車両の円滑な通行を確保するため、災害対策基本法第 76条の

3の規定により次の措置を行うことができる。 

－　　－170

第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 23 節 災害警備活動・交通規制計画 

 

 170 

第 23 節 災害警備活動・交通規制計画 

〔宮城県警察本部〕 

本節では、救急救命活動や物資・資機材の運搬等、災害発生後に重要となる避難路及び緊急輸

送車両等の通行する道路を確保するための交通対策等について定める。 

1. 災害警備活動 

県内において大規模災害が発生し、警察職員が被災し、又は施設が損壊した場合においても、災

害警備活動を行いつつ、優先的に継続する業務及び治安の確保に必要な業務を的確に継続してい
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円滑な避難と緊急交通路を確保するため、あらかじめ策定した交通規制計画に基づき、交通規制を
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警察は、現場の警察官及び関係機関等からの情報に加え、交通監視カメラ、車両感知器等を

活用して、通行可能な道路や交通状況を迅速に把握する。 

(2) 交通規制 

ア 基本方針 

① 被災地域内への流入抑制と車両の走行抑制 

a. 被災区域内への流入車両を原則的に禁止し、被災区域内における一般車両の走行を極

力抑制する。 

b. 被災区域内から被災区域外への流出車両については、交通の混乱を生じない限りは規

制しない。 

② 避難路の流入規制と緊急交通路への流入禁止 

緊急通行車両等以外の一般通行車両の通行を規制又は禁止する。 

③ 高速自動車国道及び自動車専用道路からの流出規制 

規制区域近接インターチェンジからの被災区域への流出を規制する。また、同インター

チェンジへの流入を制限する。 

④ 被災地に通じる幹線道路に対する交通規制の実施 

緊急自動車及び緊急通行車両等の通行路を確保するための交通規制又はう回誘導を実施

するとともに一般車両の走行は原則禁止する。 

⑤ 道路管理者と連携した交通規制の適切な運用 

道路管理者に対し緊急交通路として選定を予定している道路及びその関連道路の通行が

早急かつ円滑に通行できるよう道路の啓開作業等の必要な措置を要請する。 
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第 23 節 災害警備活動・交通規制計画 

〔宮城県警察本部〕 
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④ 障害物の除去 

緊急交通路上の放置車両、障害物の除去について道路管理者、消防機関及び自衛隊と協力

し、状況に応じてレッカーの出動要請等必要な措置を行う。 

⑤ 関係機関との連携 

交通規制に当たっては、道路管理者、防災担当部局等と相互の密接な連携を図る。また、

交通規制を円滑に行うため、必要に応じて、警備業者等との応援協定に基づき、交通誘導の

実施等を要請する。 

ウ 交通規制の手段・方法 

交通規制については、原則的には標示等（災害対策基本法施行規則第 5条別記様式第２）を

設置して行い、緊急を要するため標示等を設置するいとまがないとき、又は標示等を設置して

行うことが困難であるときは、現場警察官の指示により行う。 

エ 交通規制の見直し 

災害発生後における被災地の応急復旧を行うための人員及び資機材輸送等の必要性に加え、

作業の緊急度、重要度等を考慮した交通規制の見直しを行う。 

オ 交通規制の周知徹底・広報 

交通規制が実施されたときは、直ちに通行禁止等に係る区域又は道路の区間、その他交通規

制の実施状況及び避難時の自動車利用の自粛、交通規制への協力について、住民、運転者等に、

マスコミ広報、交通情報板及び現場広報等による、周知徹底及び広報を図る。 

カ 交通安全施設の復旧 

緊急交通路等の信号機等を最優先とする交通安全施設の応急復旧措置を行う。 

キ 自衛官及び消防吏員の措置 

通行禁止区域等において警察官がその場にいない場合に限り、派遣を命ぜられた自衛官及

び消防吏員は、それぞれの緊急車両の円滑な通行を確保するため、災害対策基本法第 76条の

3の規定により次の措置を行うことができる。 
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イ 緊急交通路確保のための措置 

① 交通安全施設の活用 

効果的な交通規制を実施するため、交通情報板、信号機等の交通安全施設の機能回復に努

めるとともに、これらを活用する。 

② 放置車両等の撤去 

緊急交通路を確保するため必要な場合には、放置車両等の撤去、警察車両による緊急通行

車両等の先導等を行う。 

③ 運転者に対する措置命令 

緊急通行車両の円滑な通行を確保するため、必要に応じて、車両の使用者、所有者又は管

理者に対して道路外への車両の移動等の措置命令を行う。 

④ 障害物の除去 

緊急交通路上の放置車両、障害物の除去について道路管理者、消防機関及び自衛隊と協力

し、状況に応じてレッカーの出動要請等必要な措置を行う。 

⑤ 関係機関との連携 

交通規制に当たっては、道路管理者、防災担当部局等と相互の密接な連携を図る。また、

交通規制を円滑に行うため、必要に応じて、警備業者等との応援協定に基づき、交通誘導の

実施等を要請する。 

ウ 交通規制の手段・方法 

交通規制については、原則的には標示等（災害対策基本法施行規則第 5条別記様式第２）を

設置して行い、緊急を要するため標示等を設置するいとまがないとき、又は標示等を設置して

行うことが困難であるときは、現場警察官の指示により行う。 

エ 交通規制の見直し 

災害発生後における被災地の応急復旧を行うための人員及び資機材輸送等の必要性に加え、

作業の緊急度、重要度等を考慮した交通規制の見直しを行う。 

オ 交通規制の周知徹底・広報 

交通規制が実施されたときは、直ちに通行禁止等に係る区域又は道路の区間、その他交通規

制の実施状況及び避難時の自動車利用の自粛、交通規制への協力について、住民、運転者等に、

マスコミ広報、交通情報板及び現場広報等による、周知徹底及び広報を図る。 

カ 交通安全施設の復旧 

緊急交通路等の信号機等を最優先とする交通安全施設の応急復旧措置を行う。 

キ 自衛官及び消防吏員の措置 

通行禁止区域等において警察官がその場にいない場合に限り、派遣を命ぜられた自衛官及

び消防吏員は、それぞれの緊急車両の円滑な通行を確保するため、災害対策基本法第 76条の

3の規定により次の措置を行うことができる。 
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① 緊急通行車両の妨害となる車両その他の物件の所有者等に対し、必要な措置を命ずるこ

と 

② 命令の相手方が命じられた措置をとらないとき、又は命令の相手方が現場にいない場合

は、やむを得ない限度において車両その他の物件を破損すること 

自衛官及び消防吏員が上記の措置を行った場合は、当該命令及び措置を行った場所を管轄

する警察署長に通知しなければならない。 

(3) 緊急通行車両の確認 

緊急通行車両の確認手続は、次の要領で行う。 

ア 確認場所 

警察本部（交通規制課）、高速道路交通警察隊、警察署のほか、緊急交通路の指定に伴う交

通検問所等において実施する。 

イ 申出事項 

緊急通行車両の運転者は、次の事項を申し出て確認を受ける。 

① 番号標に表示されている番号 

② 車両の用途（輸送人員又は品名） 

③ 使用者の住所、氏名 

④ 通行日時 

⑤ 通行経路（出発地、目的地） 

⑥ その他参考事項（事前届出を行っている場合は、緊急通行車両等事前届出済証を提出） 

ウ 標章等の交付 

警察署長（交通規制課長、高速道路交通警察隊長を含む）が緊急通行車両の確認をしたとき

は、当該車両の使用者に対し緊急通行車両である旨の確認標章及び緊急通行車両確認証明書

を交付する。 
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第 24 節 応急公用負担 

 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、応急措置を実施するため緊急の必要が

あると認めるときは、施設、土地、家屋又は物資を管理し、使用し、収用し、若しくは応急措置の

業務に従事させるなどにより、必要な措置を図るものとする。 

 

1. 応急公用負担等の権限 

(1) 市長は、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、次の措置をとることがで

きる。 

ア 市域内の他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を

使用し、若しくは収用することができる。（災害対策基本法 第 64 条第 1項） 

イ 災害を受けた工作物又は物件で当該応急措置の実施の支障となるものの除去その他必要な

措置をとることができる。（災害対策基本法 第 64条第 2項前段） 

ウ 市域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事さ

せることができる。（災害対策基本法 第 65条第 1項） 

(2) 市長は、知事が行う従事命令等の権限を委任された場合は、その委任された応急公用負担等の

処分を行うことができる。（災害対策基本法 第 71条第 2項） 

(3) 警察官又は海上保安官は、市長若しくはその委任を受けて市長の職権を行う市の職員が現場

にいないとき、又はこれらの者から要求があったときは、市長の職権を行うことができる。この

場合においては、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。（災害対策基本法 第 64条第

7項及び第 65条第 2項） 

(4) 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、市長その他市長の職権を行うことができる者がそ

の場にいない場合に限り、市長の職権を行うことができる。この場合においては、直ちにその旨

を市長に通知しなければならない。（災害対策基本法 第 64条第 8項及び第 65条第 3項） 

2. 公用負担命令権限の委任 

(1) 応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、市長の委任を受けた者（以下「受

任者」という。）は、応急公用負担等の権限を行使できる。 

(2) 受任者は、公用負担命令の権限を行使する場合は、公用負担命令権限証（資料 9-16）を携行

し、必要な場合にはこれを掲示しなければならない。 

3. 公用負担命令の手続 

公用負担の権限を行使する場合は、公用負担通知書（資料 9-17）により土地建物等の占有者、所

有者その他当該土地建物等について権原を有する者に対し、当該土地建物等の名称又は種類等を

通知しなければならない。ただし、災害の状況から公用負担通知書を交付するいとまがない場合は、

当該通知書を交付することなく公用負担の権限を行使することができる。 
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① 緊急通行車両の妨害となる車両その他の物件の所有者等に対し、必要な措置を命ずるこ

と 

② 命令の相手方が命じられた措置をとらないとき、又は命令の相手方が現場にいない場合

は、やむを得ない限度において車両その他の物件を破損すること 

自衛官及び消防吏員が上記の措置を行った場合は、当該命令及び措置を行った場所を管轄

する警察署長に通知しなければならない。 

(3) 緊急通行車両の確認 

緊急通行車両の確認手続は、次の要領で行う。 

ア 確認場所 

警察本部（交通規制課）、高速道路交通警察隊、警察署のほか、緊急交通路の指定に伴う交

通検問所等において実施する。 

イ 申出事項 

緊急通行車両の運転者は、次の事項を申し出て確認を受ける。 

① 番号標に表示されている番号 

② 車両の用途（輸送人員又は品名） 

③ 使用者の住所、氏名 

④ 通行日時 

⑤ 通行経路（出発地、目的地） 

⑥ その他参考事項（事前届出を行っている場合は、緊急通行車両等事前届出済証を提出） 

ウ 標章等の交付 

警察署長（交通規制課長、高速道路交通警察隊長を含む）が緊急通行車両の確認をしたとき

は、当該車両の使用者に対し緊急通行車両である旨の確認標章及び緊急通行車両確認証明書

を交付する。 
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① 緊急通行車両の妨害となる車両その他の物件の所有者等に対し、必要な措置を命ずるこ

と 

② 命令の相手方が命じられた措置をとらないとき、又は命令の相手方が現場にいない場合

は、やむを得ない限度において車両その他の物件を破損すること 

自衛官及び消防吏員が上記の措置を行った場合は、当該命令及び措置を行った場所を管轄

する警察署長に通知しなければならない。 

(3) 緊急通行車両の確認 

緊急通行車両の確認手続は、次の要領で行う。 

ア 確認場所 

警察本部（交通規制課）、高速道路交通警察隊、警察署のほか、緊急交通路の指定に伴う交

通検問所等において実施する。 

イ 申出事項 

緊急通行車両の運転者は、次の事項を申し出て確認を受ける。 

① 番号標に表示されている番号 

② 車両の用途（輸送人員又は品名） 

③ 使用者の住所、氏名 

④ 通行日時 

⑤ 通行経路（出発地、目的地） 

⑥ その他参考事項（事前届出を行っている場合は、緊急通行車両等事前届出済証を提出） 

ウ 標章等の交付 

警察署長（交通規制課長、高速道路交通警察隊長を含む）が緊急通行車両の確認をしたとき

は、当該車両の使用者に対し緊急通行車両である旨の確認標章及び緊急通行車両確認証明書

を交付する。 
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第 24 節 応急公用負担 

 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、応急措置を実施するため緊急の必要が

あると認めるときは、施設、土地、家屋又は物資を管理し、使用し、収用し、若しくは応急措置の

業務に従事させるなどにより、必要な措置を図るものとする。 

 

1. 応急公用負担等の権限 

(1) 市長は、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、次の措置をとることがで

きる。 

ア 市域内の他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を

使用し、若しくは収用することができる。（災害対策基本法 第 64 条第 1項） 

イ 災害を受けた工作物又は物件で当該応急措置の実施の支障となるものの除去その他必要な

措置をとることができる。（災害対策基本法 第 64条第 2項前段） 

ウ 市域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事さ

せることができる。（災害対策基本法 第 65条第 1項） 

(2) 市長は、知事が行う従事命令等の権限を委任された場合は、その委任された応急公用負担等の

処分を行うことができる。（災害対策基本法 第 71条第 2項） 

(3) 警察官又は海上保安官は、市長若しくはその委任を受けて市長の職権を行う市の職員が現場

にいないとき、又はこれらの者から要求があったときは、市長の職権を行うことができる。この

場合においては、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。（災害対策基本法 第 64条第

7項及び第 65条第 2項） 

(4) 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、市長その他市長の職権を行うことができる者がそ

の場にいない場合に限り、市長の職権を行うことができる。この場合においては、直ちにその旨

を市長に通知しなければならない。（災害対策基本法 第 64条第 8項及び第 65条第 3項） 

2. 公用負担命令権限の委任 

(1) 応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、市長の委任を受けた者（以下「受

任者」という。）は、応急公用負担等の権限を行使できる。 

(2) 受任者は、公用負担命令の権限を行使する場合は、公用負担命令権限証（資料 9-16）を携行

し、必要な場合にはこれを掲示しなければならない。 

3. 公用負担命令の手続 

公用負担の権限を行使する場合は、公用負担通知書（資料 9-17）により土地建物等の占有者、所

有者その他当該土地建物等について権原を有する者に対し、当該土地建物等の名称又は種類等を

通知しなければならない。ただし、災害の状況から公用負担通知書を交付するいとまがない場合は、

当該通知書を交付することなく公用負担の権限を行使することができる。 
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第 24 節 応急公用負担 

 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、応急措置を実施するため緊急の必要が

あると認めるときは、施設、土地、家屋又は物資を管理し、使用し、収用し、若しくは応急措置の

業務に従事させるなどにより、必要な措置を図るものとする。 

 

1. 応急公用負担等の権限 

(1) 市長は、応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、次の措置をとることがで

きる。 

ア 市域内の他人の土地、建物その他の工作物を一時使用し、又は土石、竹木その他の物件を

使用し、若しくは収用することができる。（災害対策基本法 第 64 条第 1項） 

イ 災害を受けた工作物又は物件で当該応急措置の実施の支障となるものの除去その他必要な

措置をとることができる。（災害対策基本法 第 64条第 2項前段） 

ウ 市域内の住民又は当該応急措置を実施すべき現場にある者を当該応急措置の業務に従事さ

せることができる。（災害対策基本法 第 65条第 1項） 

(2) 市長は、知事が行う従事命令等の権限を委任された場合は、その委任された応急公用負担等の

処分を行うことができる。（災害対策基本法 第 71条第 2項） 

(3) 警察官又は海上保安官は、市長若しくはその委任を受けて市長の職権を行う市の職員が現場

にいないとき、又はこれらの者から要求があったときは、市長の職権を行うことができる。この

場合においては、直ちにその旨を市長に通知しなければならない。（災害対策基本法 第 64条第

7項及び第 65条第 2項） 

(4) 災害派遣を命ぜられた部隊等の自衛官は、市長その他市長の職権を行うことができる者がそ

の場にいない場合に限り、市長の職権を行うことができる。この場合においては、直ちにその旨

を市長に通知しなければならない。（災害対策基本法 第 64条第 8項及び第 65条第 3 項） 

2. 公用負担命令権限の委任 

(1) 応急措置を実施するため緊急の必要があると認めるときは、市長の委任を受けた者（以下「受

任者」という。）は、応急公用負担等の権限を行使できる。 

(2) 受任者は、公用負担命令の権限を行使する場合は、公用負担命令権限証（資料 9-16）を携行

し、必要な場合にはこれを掲示しなければならない。 

3. 公用負担命令の手続 

公用負担の権限を行使する場合は、公用負担通知書（資料 9-17）により土地建物等の占有者、所

有者その他当該土地建物等について権原を有する者に対し、当該土地建物等の名称又は種類等を

通知しなければならない。ただし、災害の状況から公用負担通知書を交付するいとまがない場合は、

当該通知書を交付することなく公用負担の権限を行使することができる。 
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4. 事前措置等 

(1) 市長は、災害が発生するおそれがあるときに、災害を拡大するおそれがある設備又は物件の占

有者等に対し、災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安

等の措置を指示することができる。 

(2) 警察署長又は宮城海上保安部長は、市長から要求があったときは、前項の事前措置等の指示を

行うことができる。この場合において、指示を行った場合は、直ちに、その旨を市長に通知しな

ければならない。 

5. 損失補償及び損害補償等 

(1) 市長は、応急公用負担等の処分を行ったときは、その処分により通常生ずべき損失を補償する。 

(2) 市長は、市区域内の住民又は応急措置を実施すべき現場にある者を応急措置の業務に従事さ

せた場合において、当該業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、

又は障害の状態となったときは、仙台市消防団等公務災害補償条例で定めるところにより、その

者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければな

らない。 
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第 25 節 文教対策計画 

〔教育部〕 

本節では、学校、社会教育施設及び文化財について、迅速かつ適切な災害対応を行うための計

画を定める。 

1. 学校の対策 

(1) 災害時の体制 

ア 学校災害対策本部の設置 

市立学校の校長（以下「校長」という。）は、災害発生状況等を勘案の上、学校災害対策本

部を設置し、迅速に対応に当たる。 

学校災害対策本部の組織・業務内容等については、学校防災計画の中であらかじめ規定し、

校長は災害時にはそれを基に班編成・人員配置等を柔軟に組み替えて設置する。学校災害対策

本部の組織や業務内容については次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 在校時 

① 校長は、災害発生の状況に応じて、緊急避難等適切な指示を行う。 

② 校長は、災害の規模や児童生徒・教職員の安否、施設・設備の被害状況を速やかに把握

するとともに、教育委員会に連絡して指示を受ける。併せて学校災害対策本部を設置して、

万全の体制を確立する。 

③ 教育委員会又は校長は、児童生徒及び教職員の被災状況を把握した後、負傷した児童生

徒及び教職員の応急手当を施し、その程度により医療機関へ搬送する等の措置を行うとと

もに、それ以外の児童生徒については、各学校があらかじめ保護者に周知している「非常

時下校体制」に基づき、通学路の被害状況を把握したうえで、保護者への引渡しや集団下

校を行う。  

④ 教育委員会又は校長は、大量に負傷者が発生した場合は、災対本部に救援要請を行うと

ともに、速やかに救援活動を行う。 

⑤ 遠足等校外活動時に災害が発生することも想定して事前指導を行うとともに、最新の気

象情報を収集し、実施の適否を判断する。活動中に災害が万が一発生したときは、引率の

担当教職員が適切な指示、誘導等を行い、児童生徒の安全を図る。 

（学校が避難所となった場合） 

安 全 支 援 班 

総 務 班 

救 護 班 

巡視・応急復旧班 

 搬 出 班 

避難所開設運営支援班 

本部長（校長） 
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4. 事前措置等 

(1) 市長は、災害が発生するおそれがあるときに、災害を拡大するおそれがある設備又は物件の占

有者等に対し、災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安

等の措置を指示することができる。 

(2) 警察署長又は宮城海上保安部長は、市長から要求があったときは、前項の事前措置等の指示を

行うことができる。この場合において、指示を行った場合は、直ちに、その旨を市長に通知しな

ければならない。 

5. 損失補償及び損害補償等 

(1) 市長は、応急公用負担等の処分を行ったときは、その処分により通常生ずべき損失を補償する。 

(2) 市長は、市区域内の住民又は応急措置を実施すべき現場にある者を応急措置の業務に従事さ

せた場合において、当該業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、

又は障害の状態となったときは、仙台市消防団等公務災害補償条例で定めるところにより、その

者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければな

らない。 
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4. 事前措置等 
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有者等に対し、災害の拡大を防止するため必要な限度において、当該設備又は物件の除去、保安

等の措置を指示することができる。 

(2) 警察署長又は宮城海上保安部長は、市長から要求があったときは、前項の事前措置等の指示を

行うことができる。この場合において、指示を行った場合は、直ちに、その旨を市長に通知しな

ければならない。 

5. 損失補償及び損害補償等 

(1) 市長は、応急公用負担等の処分を行ったときは、その処分により通常生ずべき損失を補償する。 

(2) 市長は、市区域内の住民又は応急措置を実施すべき現場にある者を応急措置の業務に従事さ

せた場合において、当該業務に従事した者がそのため死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、

又は障害の状態となったときは、仙台市消防団等公務災害補償条例で定めるところにより、その

者又はその者の遺族若しくは被扶養者がこれらの原因によって受ける損害を補償しなければな

らない。 
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第 25 節 文教対策計画 

〔教育部〕 

本節では、学校、社会教育施設及び文化財について、迅速かつ適切な災害対応を行うための計

画を定める。 

1. 学校の対策 

(1) 災害時の体制 

ア 学校災害対策本部の設置 

市立学校の校長（以下「校長」という。）は、災害発生状況等を勘案の上、学校災害対策本

部を設置し、迅速に対応に当たる。 

学校災害対策本部の組織・業務内容等については、学校防災計画の中であらかじめ規定し、

校長は災害時にはそれを基に班編成・人員配置等を柔軟に組み替えて設置する。学校災害対策

本部の組織や業務内容については次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 在校時 

① 校長は、災害発生の状況に応じて、緊急避難等適切な指示を行う。 

② 校長は、災害の規模や児童生徒・教職員の安否、施設・設備の被害状況を速やかに把握

するとともに、教育委員会に連絡して指示を受ける。併せて学校災害対策本部を設置して、

万全の体制を確立する。 

③ 教育委員会又は校長は、児童生徒及び教職員の被災状況を把握した後、負傷した児童生

徒及び教職員の応急手当を施し、その程度により医療機関へ搬送する等の措置を行うとと

もに、それ以外の児童生徒については、各学校があらかじめ保護者に周知している「非常

時下校体制」に基づき、通学路の被害状況を把握したうえで、保護者への引渡しや集団下

校を行う。  

④ 教育委員会又は校長は、大量に負傷者が発生した場合は、災対本部に救援要請を行うと

ともに、速やかに救援活動を行う。 

⑤ 遠足等校外活動時に災害が発生することも想定して事前指導を行うとともに、最新の気

象情報を収集し、実施の適否を判断する。活動中に災害が万が一発生したときは、引率の

担当教職員が適切な指示、誘導等を行い、児童生徒の安全を図る。 

（学校が避難所となった場合） 

安 全 支 援 班 

総 務 班 

救 護 班 

巡視・応急復旧班 

 搬 出 班 

避難所開設運営支援班 

本部長（校長） 
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第 25 節 文教対策計画 

〔教育部〕 

本節では、学校、社会教育施設及び文化財について、迅速かつ適切な災害対応を行うための計

画を定める。 

1. 学校の対策 

(1) 災害時の体制 

ア 学校災害対策本部の設置 

市立学校の校長（以下「校長」という。）は、災害発生状況等を勘案の上、学校災害対策本

部を設置し、迅速に対応に当たる。 

学校災害対策本部の組織・業務内容等については、学校防災計画の中であらかじめ規定し、

校長は災害時にはそれを基に班編成・人員配置等を柔軟に組み替えて設置する。学校災害対策

本部の組織や業務内容については次のとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 在校時 

① 校長は、災害発生の状況に応じて、緊急避難等適切な指示を行う。 

② 校長は、災害の規模や児童生徒・教職員の安否、施設・設備の被害状況を速やかに把握

するとともに、教育委員会に連絡して指示を受ける。併せて学校災害対策本部を設置して、

万全の体制を確立する。 

③ 教育委員会又は校長は、児童生徒及び教職員の被災状況を把握した後、負傷した児童生

徒及び教職員の応急手当を施し、その程度により医療機関へ搬送する等の措置を行うとと

もに、それ以外の児童生徒については、各学校があらかじめ保護者に周知している「非常

時下校体制」に基づき、通学路の被害状況を把握したうえで、保護者への引渡しや集団下

校を行う。  

④ 教育委員会又は校長は、大量に負傷者が発生した場合は、災対本部に救援要請を行うと

ともに、速やかに救援活動を行う。 

⑤ 遠足等校外活動時に災害が発生することも想定して事前指導を行うとともに、最新の気

象情報を収集し、実施の適否を判断する。活動中に災害が万が一発生したときは、引率の

担当教職員が適切な指示、誘導等を行い、児童生徒の安全を図る。 

（学校が避難所となった場合） 

安 全 支 援 班 

総 務 班 

救 護 班 

巡視・応急復旧班 

 搬 出 班 

避難所開設運営支援班 

本部長（校長） 
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ウ 在校時外 

① 校長及び教職員は，非常配備計画に基づき行動し、学校災害対策本部を設置する。 

② 教職員は、学校災害対策本部の業務分担により、児童生徒の安否、施設・設備の被害状

況を直ちに調査の上把握する。 

③ 校長は、教育委員会に被害状況を報告し、指示を受ける。 

エ 学校が避難所開設を要請された場合の対策 

① 校長は、市本部又は区本部から避難所開設を要請された場合には、施設・設備の被害状

況等を勘案の上、避難所担当課及び地域団体等と連携・協力の下、避難所開設を行う。 

② 避難者が既に集合している状態で、区本部から避難所の開設要請がなく、市の避難所担

当職員が到着していない場合は、校長の判断により、あらかじめ定める避難所運営の支援

体制等に基づき応急的な受け入れ措置を行うとともに、避難状況等について区本部に連絡

する。 

③ 避難所の運営への協力体制については、学校防災計画及び避難所運営マニュアルに基づ

き、被害状況や避難者数に応じた柔軟な体制で対応する。 

(2) 災害時の応急対策 

教育委員会又は校長は、災害が発生した場合において、速やかに被害の状況を把握し、その

状況に適した措置を講ずる。 

ア 臨時休校等の措置 

教育委員会又は校長は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合で必要があると認め

られるときは、臨時休校等の措置を行い、速やかに児童生徒及び関係者に連絡をとる。 

イ 通学路の安全確保 

教育委員会又は校長は、通学路上に障害物あるいは危険物があるとき又は危険が生ずるお

それがあるときは、関係機関にそれらの除去などを要請し、通学路の安全確保に努める。 

ウ 教職員の確保 

教育委員会は、授業の再開に必要な教職員の確保に努める。 

エ 応急時の教育の実施 

教育委員会又は校長は、学校施設の被害の実情に応じた授業方法を考慮し、授業を実施する

よう努める。 

オ 授業の再開 

校長は、学校施設の復旧状況、教職員の確保状況、登校可能な児童生徒の状況などを把握し、

教育委員会の指示を受けながら、状況によっては、臨時学級編成を行うなどの措置により、早

急な授業の再開に努める。 

なお、授業が全般的に再開され、安全確保が保持された状態において校長は、地域と連携し

ながら避難所運営、救援活動や学校施設設備等の応急復旧作業の補助的業務に教職員の指導

の下に生徒が参加できるよう検討する。 

第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 25 節 文教対策計画 

 

177 

カ 学用品の調達及び支給 

教育委員会は、震災等で住家に被害を受け、学用品を喪失又はき損し、就学上支障を生じた

児童生徒に対しては、必要最小限の学用品を支給する。 

キ 学校給食 

教育委員会は、施設、設備、関係職員及び関係業者等の実情を把握し、その状況に適した措

置を講ずるなどして、災害時においても学校給食の供給に努める。 

ク 児童生徒の心のケア 

教育委員会は、被災した児童生徒に対し、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カー、精神科医等による支援を実施する。また、必要に応じ、専門家等による委員会を設置す

るなどして充実を図るほか、症状が一定期間経過後に現れることもあることから、中長期的な

ケアも視野に入れながら対応を行う。 

ケ 障害のある児童生徒への配慮 

教育委員会又は校長は、特別支援学校及び特別支援学級等の児童生徒に対して避難誘導や

避難所での生活において必要な配慮や支援を行う。 

2. 社会教育施設の対策 

教育委員会又は施設長は、災害が発生した場合において速やかに被害の発生状況を把握し、その

状況に適した措置を講ずるものとする。災害対応業務については、あらかじめ業務分担等を定め、

施設長は災害時においてはこれを基本としつつ柔軟に対応する。 

(1) 施設長の応急措置 

施設長は、開館中の場合においては、直ちに在館の施設利用者を避難誘導し、保有する資料

等を保護するなど被害の拡大の防止に努め、災害の規模及び施設利用者、職員、施設・設備、

保有資料等の被害状況を速やかに把握し、消防機関等に通報するとともに、教育委員会に報告

して指示を受ける。 

閉館中の場合には、直ちに出勤し災害の状況を調査して、必要な職員を非常招集するととも

に被災状況を把握し、教育委員会に報告して指示を受ける。 

(2) 負傷者への対応 

教育委員会又は施設長は、負傷した施設利用者及び在勤職員の応急手当を行い、その程度に

より消防機関に通報するとともに、必要に応じその家族等に連絡する。 

また、大規模な被害を受け、又は多数の負傷者が発生した場合は、施設長は直ちに消防機関

に通報するとともに、教育委員会に救援要請を行い、速やかに被害の拡大防止、救援活動を行

う。 

(3) 休館等の措置 

教育委員会又は施設長は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合で必要があると認め

るときは、臨時休館等の措置を行い、速やかに関係機関及び関係者に連絡をとる。 
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ウ 在校時外 

① 校長及び教職員は，非常配備計画に基づき行動し、学校災害対策本部を設置する。 

② 教職員は、学校災害対策本部の業務分担により、児童生徒の安否、施設・設備の被害状

況を直ちに調査の上把握する。 

③ 校長は、教育委員会に被害状況を報告し、指示を受ける。 

エ 学校が避難所開設を要請された場合の対策 

① 校長は、市本部又は区本部から避難所開設を要請された場合には、施設・設備の被害状

況等を勘案の上、避難所担当課及び地域団体等と連携・協力の下、避難所開設を行う。 

② 避難者が既に集合している状態で、区本部から避難所の開設要請がなく、市の避難所担

当職員が到着していない場合は、校長の判断により、あらかじめ定める避難所運営の支援

体制等に基づき応急的な受け入れ措置を行うとともに、避難状況等について区本部に連絡

する。 

③ 避難所の運営への協力体制については、学校防災計画及び避難所運営マニュアルに基づ

き、被害状況や避難者数に応じた柔軟な体制で対応する。 

(2) 災害時の応急対策 

教育委員会又は校長は、災害が発生した場合において、速やかに被害の状況を把握し、その

状況に適した措置を講ずる。 

ア 臨時休校等の措置 

教育委員会又は校長は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合で必要があると認め

られるときは、臨時休校等の措置を行い、速やかに児童生徒及び関係者に連絡をとる。 

イ 通学路の安全確保 

教育委員会又は校長は、通学路上に障害物あるいは危険物があるとき又は危険が生ずるお

それがあるときは、関係機関にそれらの除去などを要請し、通学路の安全確保に努める。 

ウ 教職員の確保 

教育委員会は、授業の再開に必要な教職員の確保に努める。 

エ 応急時の教育の実施 

教育委員会又は校長は、学校施設の被害の実情に応じた授業方法を考慮し、授業を実施する

よう努める。 

オ 授業の再開 

校長は、学校施設の復旧状況、教職員の確保状況、登校可能な児童生徒の状況などを把握し、

教育委員会の指示を受けながら、状況によっては、臨時学級編成を行うなどの措置により、早

急な授業の再開に努める。 

なお、授業が全般的に再開され、安全確保が保持された状態において校長は、地域と連携し

ながら避難所運営、救援活動や学校施設設備等の応急復旧作業の補助的業務に教職員の指導

の下に生徒が参加できるよう検討する。 
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ウ 在校時外 

① 校長及び教職員は，非常配備計画に基づき行動し、学校災害対策本部を設置する。 

② 教職員は、学校災害対策本部の業務分担により、児童生徒の安否、施設・設備の被害状

況を直ちに調査の上把握する。 

③ 校長は、教育委員会に被害状況を報告し、指示を受ける。 

エ 学校が避難所開設を要請された場合の対策 

① 校長は、市本部又は区本部から避難所開設を要請された場合には、施設・設備の被害状

況等を勘案の上、避難所担当課及び地域団体等と連携・協力の下、避難所開設を行う。 

② 避難者が既に集合している状態で、区本部から避難所の開設要請がなく、市の避難所担

当職員が到着していない場合は、校長の判断により、あらかじめ定める避難所運営の支援

体制等に基づき応急的な受け入れ措置を行うとともに、避難状況等について区本部に連絡

する。 

③ 避難所の運営への協力体制については、学校防災計画及び避難所運営マニュアルに基づ

き、被害状況や避難者数に応じた柔軟な体制で対応する。 

(2) 災害時の応急対策 

教育委員会又は校長は、災害が発生した場合において、速やかに被害の状況を把握し、その

状況に適した措置を講ずる。 

ア 臨時休校等の措置 

教育委員会又は校長は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合で必要があると認め

られるときは、臨時休校等の措置を行い、速やかに児童生徒及び関係者に連絡をとる。 

イ 通学路の安全確保 

教育委員会又は校長は、通学路上に障害物あるいは危険物があるとき又は危険が生ずるお

それがあるときは、関係機関にそれらの除去などを要請し、通学路の安全確保に努める。 

ウ 教職員の確保 

教育委員会は、授業の再開に必要な教職員の確保に努める。 

エ 応急時の教育の実施 

教育委員会又は校長は、学校施設の被害の実情に応じた授業方法を考慮し、授業を実施する

よう努める。 

オ 授業の再開 

校長は、学校施設の復旧状況、教職員の確保状況、登校可能な児童生徒の状況などを把握し、

教育委員会の指示を受けながら、状況によっては、臨時学級編成を行うなどの措置により、早

急な授業の再開に努める。 

なお、授業が全般的に再開され、安全確保が保持された状態において校長は、地域と連携し

ながら避難所運営、救援活動や学校施設設備等の応急復旧作業の補助的業務に教職員の指導

の下に生徒が参加できるよう検討する。 
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カ 学用品の調達及び支給 

教育委員会は、震災等で住家に被害を受け、学用品を喪失又はき損し、就学上支障を生じた

児童生徒に対しては、必要最小限の学用品を支給する。 

キ 学校給食 

教育委員会は、施設、設備、関係職員及び関係業者等の実情を把握し、その状況に適した措

置を講ずるなどして、災害時においても学校給食の供給に努める。 

ク 児童生徒の心のケア 

教育委員会は、被災した児童生徒に対し、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カー、精神科医等による支援を実施する。また、必要に応じ、専門家等による委員会を設置す

るなどして充実を図るほか、症状が一定期間経過後に現れることもあることから、中長期的な

ケアも視野に入れながら対応を行う。 

ケ 障害のある児童生徒への配慮 

教育委員会又は校長は、特別支援学校及び特別支援学級等の児童生徒に対して避難誘導や

避難所での生活において必要な配慮や支援を行う。 

2. 社会教育施設の対策 

教育委員会又は施設長は、災害が発生した場合において速やかに被害の発生状況を把握し、その

状況に適した措置を講ずるものとする。災害対応業務については、あらかじめ業務分担等を定め、

施設長は災害時においてはこれを基本としつつ柔軟に対応する。 

(1) 施設長の応急措置 

施設長は、開館中の場合においては、直ちに在館の施設利用者を避難誘導し、保有する資料

等を保護するなど被害の拡大の防止に努め、災害の規模及び施設利用者、職員、施設・設備、

保有資料等の被害状況を速やかに把握し、消防機関等に通報するとともに、教育委員会に報告

して指示を受ける。 

閉館中の場合には、直ちに出勤し災害の状況を調査して、必要な職員を非常招集するととも

に被災状況を把握し、教育委員会に報告して指示を受ける。 

(2) 負傷者への対応 

教育委員会又は施設長は、負傷した施設利用者及び在勤職員の応急手当を行い、その程度に

より消防機関に通報するとともに、必要に応じその家族等に連絡する。 

また、大規模な被害を受け、又は多数の負傷者が発生した場合は、施設長は直ちに消防機関

に通報するとともに、教育委員会に救援要請を行い、速やかに被害の拡大防止、救援活動を行

う。 

(3) 休館等の措置 

教育委員会又は施設長は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合で必要があると認め

るときは、臨時休館等の措置を行い、速やかに関係機関及び関係者に連絡をとる。 
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カ 学用品の調達及び支給 

教育委員会は、震災等で住家に被害を受け、学用品を喪失又はき損し、就学上支障を生じた

児童生徒に対しては、必要最小限の学用品を支給する。 

キ 学校給食 

教育委員会は、施設、設備、関係職員及び関係業者等の実情を把握し、その状況に適した措

置を講ずるなどして、災害時においても学校給食の供給に努める。 

ク 児童生徒の心のケア 

教育委員会は、被災した児童生徒に対し、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワー

カー、精神科医等による支援を実施する。また、必要に応じ、専門家等による委員会を設置す

るなどして充実を図るほか、症状が一定期間経過後に現れることもあることから、中長期的な

ケアも視野に入れながら対応を行う。 

ケ 障害のある児童生徒への配慮 

教育委員会又は校長は、特別支援学校及び特別支援学級等の児童生徒に対して避難誘導や

避難所での生活において必要な配慮や支援を行う。 

2. 社会教育施設の対策 

教育委員会又は施設長は、災害が発生した場合において速やかに被害の発生状況を把握し、その

状況に適した措置を講ずるものとする。災害対応業務については、あらかじめ業務分担等を定め、

施設長は災害時においてはこれを基本としつつ柔軟に対応する。 

(1) 施設長の応急措置 

施設長は、開館中の場合においては、直ちに在館の施設利用者を避難誘導し、保有する資料

等を保護するなど被害の拡大の防止に努め、災害の規模及び施設利用者、職員、施設・設備、

保有資料等の被害状況を速やかに把握し、消防機関等に通報するとともに、教育委員会に報告

して指示を受ける。 

閉館中の場合には、直ちに出勤し災害の状況を調査して、必要な職員を非常招集するととも

に被災状況を把握し、教育委員会に報告して指示を受ける。 

(2) 負傷者への対応 

教育委員会又は施設長は、負傷した施設利用者及び在勤職員の応急手当を行い、その程度に

より消防機関に通報するとともに、必要に応じその家族等に連絡する。 

また、大規模な被害を受け、又は多数の負傷者が発生した場合は、施設長は直ちに消防機関

に通報するとともに、教育委員会に救援要請を行い、速やかに被害の拡大防止、救援活動を行

う。 

(3) 休館等の措置 

教育委員会又は施設長は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合で必要があると認め

るときは、臨時休館等の措置を行い、速やかに関係機関及び関係者に連絡をとる。 
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(4) 避難者の安全確保 

施設長は、一時避難者等がいる場合には、、施設内の安全が確保できる場所に誘導し、一時避

難者の安全な避難・誘導の実施に必要な情報の提供等に努める。 

なお、市民センターが、区本部から避難所開設を要請された場合には、施設長は地域団体等

と連携・協力の下、協働して避難所運営を行う。 

(5) 資料等の保全 

施設長は、保存資料等の保全に努め、被害を受けた資料等も可能な限り保護する。 

(6) 教育活動の再開 

施設長は、災害の規模、施設の被害状況等を考慮して、教育委員会等関係機関と協議の上、

施設の再開も含めた教育活動を再開する。被害状況により長期休館を要する施設については、

教育委員会等関係機関と協議の上、教育活動の部分的な再開を検討し、実施する。 

教育活動の再開に際しては、施設長は災害の推移を把握し、教育委員会等と密接に連携の上、

安全の確保に留意するものとする。 

3. 文化財の対策 

教育委員会は、災害が発生した場合において速やかに文化財の被災状況を把握し、指定・登録文

化財の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）に対して必要な指示・指導を行うことによ

り、その状況に適した措置を講ずるものとする。 

(1) 被害状況の把握 

ア 教育委員会による被害状況の把握 

教育委員会は、指定・登録文化財等の被害状況をできるだけ速やかに把握・確認し、所有者

等に対して必要な応急措置を指示するとともに、逐次、対応状況等について県に報告する。 

未指定文化財については、必要に応じてその被害状況を把握・確認するとともに、所有者等

から相談を受けた際には、助言・指導に努める。 

イ 指定・登録文化財の所有者等による被害状況の把握 

所有者等は、身の安全を確保した上で、直ちに見学者等の避難誘導を行う。その後、文化財

等の被害状況を速やかに把握し、教育委員会への報告を行い、被害拡大防止に努める。 

(2) 指定・登録文化財の応急修理等の対応 

ア 教育委員会による応急修理等の対応 

教育委員会は、所有者等が行う応急修理等の方法について協議・検討を行う。必要な場合は

県に報告して指示を受け、適切な指導を行う。 

イ 所有者等による応急修理等の対応 

所有者等は、被害拡大防止のために必要とされる応急修理等を施すよう努める。その実施に

当たっては、教育委員会の指示等を踏まえるとともに、文化財の現況について報告するよう努

める。 
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ウ 修復後の利活用の再開 

所有者等は、被災前と同様の利活用（公開）を再開する場合には、安全管理の見直しや必要

な対策を講じた上で、教育委員会と協議し、利活用を再開する。 

(3) 第三者の文化財レスキュー活動との連携 

教育委員会は、被災文化財の応急処置等の文化財レスキュー活動に当たる者との情報共有を

図り、相談者等への情報提供や活動周知のための広報を行うなど、可能な限りの活動支援と連

携協力に努める。  

 

－　　－178

第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 25 節 文教対策計画 

 

 178 

(4) 避難者の安全確保 

施設長は、一時避難者等がいる場合には、、施設内の安全が確保できる場所に誘導し、一時避

難者の安全な避難・誘導の実施に必要な情報の提供等に努める。 

なお、市民センターが、区本部から避難所開設を要請された場合には、施設長は地域団体等

と連携・協力の下、協働して避難所運営を行う。 

(5) 資料等の保全 

施設長は、保存資料等の保全に努め、被害を受けた資料等も可能な限り保護する。 

(6) 教育活動の再開 

施設長は、災害の規模、施設の被害状況等を考慮して、教育委員会等関係機関と協議の上、

施設の再開も含めた教育活動を再開する。被害状況により長期休館を要する施設については、

教育委員会等関係機関と協議の上、教育活動の部分的な再開を検討し、実施する。 

教育活動の再開に際しては、施設長は災害の推移を把握し、教育委員会等と密接に連携の上、

安全の確保に留意するものとする。 

3. 文化財の対策 

教育委員会は、災害が発生した場合において速やかに文化財の被災状況を把握し、指定・登録文

化財の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）に対して必要な指示・指導を行うことによ

り、その状況に適した措置を講ずるものとする。 

(1) 被害状況の把握 

ア 教育委員会による被害状況の把握 

教育委員会は、指定・登録文化財等の被害状況をできるだけ速やかに把握・確認し、所有者

等に対して必要な応急措置を指示するとともに、逐次、対応状況等について県に報告する。 

未指定文化財については、必要に応じてその被害状況を把握・確認するとともに、所有者等

から相談を受けた際には、助言・指導に努める。 

イ 指定・登録文化財の所有者等による被害状況の把握 

所有者等は、身の安全を確保した上で、直ちに見学者等の避難誘導を行う。その後、文化財

等の被害状況を速やかに把握し、教育委員会への報告を行い、被害拡大防止に努める。 

(2) 指定・登録文化財の応急修理等の対応 

ア 教育委員会による応急修理等の対応 

教育委員会は、所有者等が行う応急修理等の方法について協議・検討を行う。必要な場合は

県に報告して指示を受け、適切な指導を行う。 

イ 所有者等による応急修理等の対応 

所有者等は、被害拡大防止のために必要とされる応急修理等を施すよう努める。その実施に

当たっては、教育委員会の指示等を踏まえるとともに、文化財の現況について報告するよう努

める。 
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(4) 避難者の安全確保 
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ウ 修復後の利活用の再開 

所有者等は、被災前と同様の利活用（公開）を再開する場合には、安全管理の見直しや必要

な対策を講じた上で、教育委員会と協議し、利活用を再開する。 

(3) 第三者の文化財レスキュー活動との連携 

教育委員会は、被災文化財の応急処置等の文化財レスキュー活動に当たる者との情報共有を

図り、相談者等への情報提供や活動周知のための広報を行うなど、可能な限りの活動支援と連

携協力に努める。  
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第 26 節 応急給水・水道復旧計画 

〔環境部、水道部、各部、区本部〕 

本節では、風水害等の災害の発生に伴う断水等により、飲料水や生活用水を確保することがで

きない市民に対し、必要となる飲料水の応急給水の実施方法及び水道施設の復旧計画や生活用

水の確保について定める。 

 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関 担 当 業 務 

環 境 部 ・災害応急用井戸の活用の推進に関すること 

水 道 部 
・応急給水の実施に関すること 

・水道施設の復旧に関すること 

 

2. 災害時の応急体制 〔水道部〕 

被害状況に基づいた配備体制をとるとともに、水道局危機対策本部を設置し事態の収拾に当た

る。 

3. 応急給水計画 〔水道部〕 

(1) 応急給水方法 

応急給水は拠点給水・運搬給水・臨時給水を組み合わせ効率的に行う。 

ア 拠点給水：非常用飲料水貯水槽・応急給水栓・災害時給水栓による給水 

（（資資料料 99--1155「「災災害害時時給給水水施施設設」」参参照照））  

イ 運搬給水：給水車・容器による給水 

ウ 臨時給水：臨時給水栓・仮設水槽による給水 

(2) 重要施設と優先順位 

応急給水は、人命に関わる施設から優先して行う。 

特に大規模災害発生時の被災初期段階では、給水車の台数が不足することから、健康福祉部

や区本部との連絡を取りながら、災害拠点病院、指定避難所、社会福祉施設等を優先して応急

給水を行うものとする。 
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(3) 応急給水用資機材 

令和 4年 10 月 1日現在 

品 名 数 量 容 量 等 

給水タンク車 

3 台 2 ㎥ローリー車（圧送可能型） 

2台 3㎥ローリー車（圧送可能型） 

1台 4㎥ローリー車（圧送可能型） 

アルミタンク 
6 基 2 ㎥タンク 

28 基 1 ㎥タンク 

組立式仮設水槽 64 基 1 ㎥ 

ポ リ 給 水 袋 20,000 枚 6 ℓ 

 

4. 水道施設応急復旧計画 〔水道部〕 

水道施設の復旧に当たっては、被害状況を迅速かつ的確に把握するとともに、復旧作業体制や復

旧資機材の状況も踏まえた応急復旧計画を策定し、可能な限り早期の復旧に努める。 

(1) 応急措置 

ア 保安措置 

管路破損漏水などによる二次災害の発生及び被害拡大の防止を行うため、仕切弁閉栓及び

ポンプ停止などの操作を行い、断水などの保安措置を講じる。 

また、緊急遮断弁が作動したときには、広範囲な断水が発生することから、連絡体制フロー

に従い、消防局消防指令センターに連絡する。 

イ 水の相互融通 

各浄水場間における相互連絡管での水融通を行う一方、市内の配水ブロックの切替え等を

行い、断水区域の縮小化を図る。 

ウ 自家発電設備等の運転 

停電時には、非常用自家発電設備等の運転により安定した電力の確保に努め、飲料水の供給

に万全を期す。 

(2) 復旧目標の設定 

被害状況の把握後、速やかに目標とする復旧期間を設定し、その目標期間内に完了できるよ

う復旧作業体制（要員、車両等）の確立や復旧資機材の調達、関係機関への応援要請などを実

施する。 
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第 26 節 応急給水・水道復旧計画 
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第 26 節 応急給水・水道復旧計画 
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(3) 応急給水用資機材 
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28 基 1 ㎥タンク 

組立式仮設水槽 64 基 1 ㎥ 

ポ リ 給 水 袋 20,000 枚 6 ℓ 

 

4. 水道施設応急復旧計画 〔水道部〕 

水道施設の復旧に当たっては、被害状況を迅速かつ的確に把握するとともに、復旧作業体制や復

旧資機材の状況も踏まえた応急復旧計画を策定し、可能な限り早期の復旧に努める。 

(1) 応急措置 

ア 保安措置 

管路破損漏水などによる二次災害の発生及び被害拡大の防止を行うため、仕切弁閉栓及び

ポンプ停止などの操作を行い、断水などの保安措置を講じる。 

また、緊急遮断弁が作動したときには、広範囲な断水が発生することから、連絡体制フロー

に従い、消防局消防指令センターに連絡する。 

イ 水の相互融通 

各浄水場間における相互連絡管での水融通を行う一方、市内の配水ブロックの切替え等を
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に万全を期す。 

(2) 復旧目標の設定 

被害状況の把握後、速やかに目標とする復旧期間を設定し、その目標期間内に完了できるよ

う復旧作業体制（要員、車両等）の確立や復旧資機材の調達、関係機関への応援要請などを実

施する。 
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(3) 応急復旧計画の策定 

被害情報を迅速に集約するとともに、応援協定締結団体・応援事業体の参集状況や復旧資機

材の調達状況などを把握し、応急復旧計画を策定する。 

ア 復旧の優先順位 

以下の優先順位を基本として復旧計画を策定する。 

① 取水、浄水機能 

② 主要配水幹線管路等の送水機能 

③ 災害拠点病院、指定避難所、社会福祉施設等の重要施設への管路 

④ 災害復興に係る公的機関施設への管路 

⑤ その他の一般配水管路 

イ 仮設配管の検討 

管路の損傷が多い場合や道路崩壊などで修理が困難な場合は、仮設配管を用いる復旧方法

を検討する。 

5. 広報活動 〔水道部〕 

(1) 市民への情報提供 

災害発生時には、水道施設の被害状況や応急給水を実施する場所、断水等の復旧見通しなど

の情報を、災対本部を通じて市民にお知らせすると同時に、水道部独自の機動的な広報を行う。 

(2) 広報の手段 

水道局ホームページや広報車両のほか、テレビ・ラジオ・新聞等のメディアも活用するなど、

正確な情報をより早く、より広く提供する。 

6. 応急体制下の通信方法 〔水道部〕 

災害時には、業務用無線、衛星電話及び携帯電話等あらゆる通信手段を活用し、迅速かつ的確な

通信連絡体制を確保する。 

7. 関係機関への応援要請 〔水道部〕 

水道事業管理者は、応急給水及び復旧の両面において、現有の災害対応能力では水道機能の早期

回復が望めないと判断した場合には、他都市、関係機関等との応援協定に基づいて応援を要請し、

資機材及び人員の確保を図る。更に、応急給水体制が十分に整わない場合については、災対本部事

務局を通じて、知事に対し自衛隊等関係機関への協力要請を行う。 

（（資資料料 77--11「「災災害害時時ににおおけけるる応応援援協協力力にに関関すするる協協定定等等一一覧覧」」参参照照））  
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8. 応急給水補完対策 〔環境部、各部、区本部〕 

主に生活用水の確保という観点から、水道部が実施する応急給水を補完するため、次のような対

策を講じる。 

(1) 学校プール貯留水等の活用 

指定避難所においては、学校プールの貯留水等を活用し、生活用水の確保を図る。 

(2) 井戸水の活用 

災害時においては、洗濯、清掃及びトイレ用水等の生活用水の確保が重要である。災害時に

おける地域の生活用水の確保という観点から、現に有効に使用されている事業用・個人所有の

井戸を「災害応急用井戸」として登録し、活用する。 

<災害応急用井戸登録数> 

令和 4年 9月 30日現在 

 青 葉 区 宮城野区 若 林 区 太 白 区 泉 区 合 計 

登録井戸数 132 46 50 38 30 296 

（（資資料料 99--1199「「災災害害応応急急用用井井戸戸登登録録事事業業所所のの一一覧覧」」参参照照））
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(3) 応急復旧計画の策定 

被害情報を迅速に集約するとともに、応援協定締結団体・応援事業体の参集状況や復旧資機

材の調達状況などを把握し、応急復旧計画を策定する。 

ア 復旧の優先順位 

以下の優先順位を基本として復旧計画を策定する。 

① 取水、浄水機能 

② 主要配水幹線管路等の送水機能 

③ 災害拠点病院、指定避難所、社会福祉施設等の重要施設への管路 

④ 災害復興に係る公的機関施設への管路 

⑤ その他の一般配水管路 

イ 仮設配管の検討 

管路の損傷が多い場合や道路崩壊などで修理が困難な場合は、仮設配管を用いる復旧方法

を検討する。 

5. 広報活動 〔水道部〕 

(1) 市民への情報提供 

災害発生時には、水道施設の被害状況や応急給水を実施する場所、断水等の復旧見通しなど

の情報を、災対本部を通じて市民にお知らせすると同時に、水道部独自の機動的な広報を行う。 

(2) 広報の手段 

水道局ホームページや広報車両のほか、テレビ・ラジオ・新聞等のメディアも活用するなど、

正確な情報をより早く、より広く提供する。 

6. 応急体制下の通信方法 〔水道部〕 

災害時には、業務用無線、衛星電話及び携帯電話等あらゆる通信手段を活用し、迅速かつ的確な

通信連絡体制を確保する。 

7. 関係機関への応援要請 〔水道部〕 

水道事業管理者は、応急給水及び復旧の両面において、現有の災害対応能力では水道機能の早期

回復が望めないと判断した場合には、他都市、関係機関等との応援協定に基づいて応援を要請し、

資機材及び人員の確保を図る。更に、応急給水体制が十分に整わない場合については、災対本部事

務局を通じて、知事に対し自衛隊等関係機関への協力要請を行う。 

（（資資料料 77--11「「災災害害時時ににおおけけるる応応援援協協力力にに関関すするる協協定定等等一一覧覧」」参参照照））  
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(3) 応急復旧計画の策定 

被害情報を迅速に集約するとともに、応援協定締結団体・応援事業体の参集状況や復旧資機

材の調達状況などを把握し、応急復旧計画を策定する。 

ア 復旧の優先順位 

以下の優先順位を基本として復旧計画を策定する。 

① 取水、浄水機能 

② 主要配水幹線管路等の送水機能 

③ 災害拠点病院、指定避難所、社会福祉施設等の重要施設への管路 

④ 災害復興に係る公的機関施設への管路 

⑤ その他の一般配水管路 

イ 仮設配管の検討 

管路の損傷が多い場合や道路崩壊などで修理が困難な場合は、仮設配管を用いる復旧方法

を検討する。 

5. 広報活動 〔水道部〕 

(1) 市民への情報提供 

災害発生時には、水道施設の被害状況や応急給水を実施する場所、断水等の復旧見通しなど

の情報を、災対本部を通じて市民にお知らせすると同時に、水道部独自の機動的な広報を行う。 

(2) 広報の手段 

水道局ホームページや広報車両のほか、テレビ・ラジオ・新聞等のメディアも活用するなど、

正確な情報をより早く、より広く提供する。 

6. 応急体制下の通信方法 〔水道部〕 

災害時には、業務用無線、衛星電話及び携帯電話等あらゆる通信手段を活用し、迅速かつ的確な

通信連絡体制を確保する。 

7. 関係機関への応援要請 〔水道部〕 

水道事業管理者は、応急給水及び復旧の両面において、現有の災害対応能力では水道機能の早期

回復が望めないと判断した場合には、他都市、関係機関等との応援協定に基づいて応援を要請し、

資機材及び人員の確保を図る。更に、応急給水体制が十分に整わない場合については、災対本部事

務局を通じて、知事に対し自衛隊等関係機関への協力要請を行う。 

（（資資料料 77--11「「災災害害時時ににおおけけるる応応援援協協力力にに関関すするる協協定定等等一一覧覧」」参参照照））  

 

第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 26 節 応急給水・水道復旧計画 

 

183 

8. 応急給水補完対策 〔環境部、各部、区本部〕 

主に生活用水の確保という観点から、水道部が実施する応急給水を補完するため、次のような対

策を講じる。 

(1) 学校プール貯留水等の活用 

指定避難所においては、学校プールの貯留水等を活用し、生活用水の確保を図る。 

(2) 井戸水の活用 

災害時においては、洗濯、清掃及びトイレ用水等の生活用水の確保が重要である。災害時に

おける地域の生活用水の確保という観点から、現に有効に使用されている事業用・個人所有の

井戸を「災害応急用井戸」として登録し、活用する。 

<災害応急用井戸登録数> 

令和 4年 9月 30日現在 

 青 葉 区 宮城野区 若 林 区 太 白 区 泉 区 合 計 

登録井戸数 132 46 50 38 30 296 

（（資資料料 99--1199「「災災害害応応急急用用井井戸戸登登録録事事業業所所のの一一覧覧」」参参照照））
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8. 応急給水補完対策 〔環境部、各部、区本部〕 

主に生活用水の確保という観点から、水道部が実施する応急給水を補完するため、次のような対

策を講じる。 

(1) 学校プール貯留水等の活用 

指定避難所においては、学校プールの貯留水等を活用し、生活用水の確保を図る。 

(2) 井戸水の活用 

災害時においては、洗濯、清掃及びトイレ用水等の生活用水の確保が重要である。災害時に

おける地域の生活用水の確保という観点から、現に有効に使用されている事業用・個人所有の

井戸を「災害応急用井戸」として登録し、活用する。 

<災害応急用井戸登録数> 

令和 4年 9月 30日現在 

 青 葉 区 宮城野区 若 林 区 太 白 区 泉 区 合 計 

登録井戸数 132 46 50 38 30 296 

（（資資料料 99--1199「「災災害害応応急急用用井井戸戸登登録録事事業業所所のの一一覧覧」」参参照照））
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第 27 節 電力施設災害応急計画 

〔東北電力株式会社、東北電力ネットワーク株式会社〕 

電力施設の応急復旧その他電力供給を確保するため、必要な応急措置について次の対策を講じ

る。 

1. 要員の確保 

供給区域内において、災害が発生した場合、復旧要員を非常呼集する。 

2. 応援の要請及び派遣 

被害が甚大で早期復旧が困難である場合は、他営業所に応援を要請する。 

3. 広報活動 

災害が発生した場合は、停電による社会不安の除去と公衆感電事故、電気火災等の二次災害

防止のためテレビ、ラジオ、新聞、広報車、ホームページ、携帯サイト等を利用し、電力施設被害

状況、復旧見通し、及び公衆感電事故、電気火災の防止等について広報を行う。 

4. 復旧資材の確保 

(1) 調達 

対策組織の長は、予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする資材は次のいずれ

かの方法により、可及的速やかに確保する。 

ア 現地調達 

イ 事業所間相互の流用 

ウ 納入メーカーからの購入 

エ 他店所（宮城県外）からの融通 

オ 他電力からの融通 

(2) 輸送 

災害対策用の資機材の輸送は、あらかじめ要請した輸送会社の車両、船舶、ヘリコプター等

をはじめ、その他実施可能な運搬手段により行う。 

(3) 復旧資材置場等の確保 

災害時において、復旧資材置場及び仮設用用地が緊急に必要となった場合は、あらかじめ調

査していた用地をこれにあてるものとするが、この確保が困難と思われる場合は、当該地方自

治体の災害対策本部に依頼して、この迅速な確保を図る。 

5. 危険予防措置 

電力需要の実態に鑑み、災害時においても原則として供給を継続するが、警察、消防機関等から

要請があった場合には、対策組織の長は送電停止等、適切な危険予防措置を講じる。事故停電した

配電線の再送電に当たっては、被災地域の状況を適切に判断し、電気に起因する二次災害の未然防

止に努める。 
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6. 応急工事 

(1) 応急工事の基本方針 

災害に伴う応急工事については、恒久的復旧工事との関連並びに情勢の緊急度かつ電気火災

等の二次災害の防止を勘案して、迅速かつ適切に実施する。 

(2) 応急工事基準 

災害時における具体的応急工事については、次により実施する。 

ア 水力・火力発電設備 

共通機器、流用可能備品、貯蔵品等を活用した応急復旧措置を行う。 

イ 送電設備 

ヘリコプター、車両等の機動力や事故復旧資材等の活用により、仮復旧の標準工法に基づき、

迅速に応急復旧措置を行う。 

ウ 変電設備 

機器損壊事故に対し、系統の一部切替又は移動用機器、貯蔵品等の活用により、応急復旧措

置を行う。 

エ 配電設備 

非常災害仮復旧標準工法による迅速かつ確実な復旧を行う。 

オ 通信設備 

可搬型電源、可搬型衛星通信設備、移動無線機等の活用により、通信連絡を確保する。 

(3) 災害時における安全衛生 

作業は、通常作業に比し悪条件の下で行われるので、安全衛生については十分配慮して実施

する。 

<東北電力株式会社・東北電力ネットワーク株式会社非常災害連絡系統図> 

 

※ 新仙台火力発電所の災害復旧は、本店災害対策本部、発電所災害対策本部で対応する。 

 

宮城支店・支社災害対策本部（連絡室） 

仙台南電力 

センター・営業所 

災害対策本部 

（連絡室） 

仙台北電力 

センター・営業所 

災害対策本部 

（連絡室） 

塩釜電力 

センター 

災害対策本部 

（連絡室） 

仙台電力 

センター 

災害対策本部 

（連絡室） 
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第 27 節 電力施設災害応急計画 

〔東北電力株式会社、東北電力ネットワーク株式会社〕 

電力施設の応急復旧その他電力供給を確保するため、必要な応急措置について次の対策を講じ

る。 

1. 要員の確保 

供給区域内において、災害が発生した場合、復旧要員を非常呼集する。 

2. 応援の要請及び派遣 

被害が甚大で早期復旧が困難である場合は、他営業所に応援を要請する。 

3. 広報活動 

災害が発生した場合は、停電による社会不安の除去と公衆感電事故、電気火災等の二次災害

防止のためテレビ、ラジオ、新聞、広報車、ホームページ、携帯サイト等を利用し、電力施設被害

状況、復旧見通し、及び公衆感電事故、電気火災の防止等について広報を行う。 

4. 復旧資材の確保 

(1) 調達 

対策組織の長は、予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする資材は次のいずれ

かの方法により、可及的速やかに確保する。 

ア 現地調達 

イ 事業所間相互の流用 

ウ 納入メーカーからの購入 

エ 他店所（宮城県外）からの融通 

オ 他電力からの融通 

(2) 輸送 

災害対策用の資機材の輸送は、あらかじめ要請した輸送会社の車両、船舶、ヘリコプター等

をはじめ、その他実施可能な運搬手段により行う。 

(3) 復旧資材置場等の確保 

災害時において、復旧資材置場及び仮設用用地が緊急に必要となった場合は、あらかじめ調

査していた用地をこれにあてるものとするが、この確保が困難と思われる場合は、当該地方自

治体の災害対策本部に依頼して、この迅速な確保を図る。 

5. 危険予防措置 

電力需要の実態に鑑み、災害時においても原則として供給を継続するが、警察、消防機関等から

要請があった場合には、対策組織の長は送電停止等、適切な危険予防措置を講じる。事故停電した

配電線の再送電に当たっては、被災地域の状況を適切に判断し、電気に起因する二次災害の未然防

止に努める。 
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第 27 節 電力施設災害応急計画 

〔東北電力株式会社、東北電力ネットワーク株式会社〕 

電力施設の応急復旧その他電力供給を確保するため、必要な応急措置について次の対策を講じ

る。 

1. 要員の確保 

供給区域内において、災害が発生した場合、復旧要員を非常呼集する。 

2. 応援の要請及び派遣 

被害が甚大で早期復旧が困難である場合は、他営業所に応援を要請する。 

3. 広報活動 

災害が発生した場合は、停電による社会不安の除去と公衆感電事故、電気火災等の二次災害

防止のためテレビ、ラジオ、新聞、広報車、ホームページ、携帯サイト等を利用し、電力施設被害

状況、復旧見通し、及び公衆感電事故、電気火災の防止等について広報を行う。 

4. 復旧資材の確保 

(1) 調達 

対策組織の長は、予備品、貯蔵品等の在庫量を確認し、調達を必要とする資材は次のいずれ

かの方法により、可及的速やかに確保する。 

ア 現地調達 

イ 事業所間相互の流用 

ウ 納入メーカーからの購入 

エ 他店所（宮城県外）からの融通 

オ 他電力からの融通 

(2) 輸送 

災害対策用の資機材の輸送は、あらかじめ要請した輸送会社の車両、船舶、ヘリコプター等

をはじめ、その他実施可能な運搬手段により行う。 

(3) 復旧資材置場等の確保 

災害時において、復旧資材置場及び仮設用用地が緊急に必要となった場合は、あらかじめ調

査していた用地をこれにあてるものとするが、この確保が困難と思われる場合は、当該地方自

治体の災害対策本部に依頼して、この迅速な確保を図る。 

5. 危険予防措置 

電力需要の実態に鑑み、災害時においても原則として供給を継続するが、警察、消防機関等から

要請があった場合には、対策組織の長は送電停止等、適切な危険予防措置を講じる。事故停電した

配電線の再送電に当たっては、被災地域の状況を適切に判断し、電気に起因する二次災害の未然防

止に努める。 
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6. 応急工事 

(1) 応急工事の基本方針 

災害に伴う応急工事については、恒久的復旧工事との関連並びに情勢の緊急度かつ電気火災

等の二次災害の防止を勘案して、迅速かつ適切に実施する。 

(2) 応急工事基準 

災害時における具体的応急工事については、次により実施する。 

ア 水力・火力発電設備 

共通機器、流用可能備品、貯蔵品等を活用した応急復旧措置を行う。 

イ 送電設備 

ヘリコプター、車両等の機動力や事故復旧資材等の活用により、仮復旧の標準工法に基づき、

迅速に応急復旧措置を行う。 

ウ 変電設備 

機器損壊事故に対し、系統の一部切替又は移動用機器、貯蔵品等の活用により、応急復旧措

置を行う。 

エ 配電設備 

非常災害仮復旧標準工法による迅速かつ確実な復旧を行う。 

オ 通信設備 

可搬型電源、可搬型衛星通信設備、移動無線機等の活用により、通信連絡を確保する。 

(3) 災害時における安全衛生 

作業は、通常作業に比し悪条件の下で行われるので、安全衛生については十分配慮して実施

する。 

<東北電力株式会社・東北電力ネットワーク株式会社非常災害連絡系統図> 

 

※ 新仙台火力発電所の災害復旧は、本店災害対策本部、発電所災害対策本部で対応する。 

 

宮城支店・支社災害対策本部（連絡室） 

仙台南電力 

センター・営業所 

災害対策本部 

（連絡室） 

仙台北電力 

センター・営業所 

災害対策本部 

（連絡室） 

塩釜電力 

センター 

災害対策本部 

（連絡室） 

仙台電力 

センター 

災害対策本部 

（連絡室） 
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6. 応急工事 

(1) 応急工事の基本方針 

災害に伴う応急工事については、恒久的復旧工事との関連並びに情勢の緊急度かつ電気火災
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共通機器、流用可能備品、貯蔵品等を活用した応急復旧措置を行う。 

イ 送電設備 
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迅速に応急復旧措置を行う。 

ウ 変電設備 

機器損壊事故に対し、系統の一部切替又は移動用機器、貯蔵品等の活用により、応急復旧措

置を行う。 

エ 配電設備 

非常災害仮復旧標準工法による迅速かつ確実な復旧を行う。 

オ 通信設備 

可搬型電源、可搬型衛星通信設備、移動無線機等の活用により、通信連絡を確保する。 

(3) 災害時における安全衛生 

作業は、通常作業に比し悪条件の下で行われるので、安全衛生については十分配慮して実施

する。 

<東北電力株式会社・東北電力ネットワーク株式会社非常災害連絡系統図> 

 

※ 新仙台火力発電所の災害復旧は、本店災害対策本部、発電所災害対策本部で対応する。 

 

宮城支店・支社災害対策本部（連絡室） 

仙台南電力 

センター・営業所 

災害対策本部 

（連絡室） 

仙台北電力 

センター・営業所 

災害対策本部 

（連絡室） 

塩釜電力 

センター 

災害対策本部 

（連絡室） 

仙台電力 

センター 

災害対策本部 

（連絡室） 
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第 28 節 電気通信施設災害応急計画 

〔東日本電信電話株式会社宮城事業部〕 

電気通信設備が被災した場合には、公共機関などの重要通信の確保はもとより、被災地域にお

ける通信の孤立化防止を図るとともに、応急復旧作業を迅速かつ的確に実施し、通信の疎通を図

る。 

1. 応急対策の内容 

通信施設の被害が発生した場合は、最小限の通信の確保を行うため。次の各号の措置をとる。 

ア 非常用可搬型加入者収容装置の出動 

イ 衛星通信装置、可搬型無線装置などの出動 

ウ 移動電源車の出動 

エ 応急ケーブルによる措置 

2. 応急措置 

通信設備に被害が発生した場合は、次の各号の措置をとる。 

(1) 最小限の通信の確保 

広範囲な家屋の倒壊、消失などによって通信が途絶するような最悪の場合でも、最小限の通

信ができるよう努める。 

(2) 災害時用公衆電話（特設公衆）の設置 

ア 各市町村指定の避難所等に、必要に応じて災害時用公衆電話（特設公衆）を設置する。 

イ 孤立化する地域をなくすため、地域ごとに災害時用公衆電話（特設公衆）を設置する。 

(3) 公衆電話の無料化 

広域停電が発生している場合は、公衆電話の無料化を行う。 

(4) 回線の応急復旧 

電気通信設備の被災に対処するため、回線の応急復旧作業を迅速に実施するものとするが、

通信が異常に輻輳した場合は、次の措置を講じる。 

ア 被害者の安否等関心の高い情報の伝言蓄積・取出し可能な災害用伝言ダイヤル（171）・災

害用伝言板（web171）を提供し、輻輳の緩和を図る。 

イ 設備の状況を監視しつつトラヒックコントロールを行うとともに、状況に応じて必要な範

囲及び時間において回線規制を行い、重要通信を確保する。 

ウ 被災地に指定する地域及び期間において、り災者が発信するり災状況の通報又は、救護を

求める 115 番により「非常扱い電報」、「緊急扱い電報」として他の電報に先立って伝送及

び配達を行う。 

3. 非常時の通信の確保 

災害時において、市及び地方行政機関等の防災関係機関の重要通信を優先的に確保する。 
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第 29 節 ガス施設災害応急計画 

〔ガス部〕 

本節では、大雨、洪水、暴風等によりガス施設に被害発生のおそれがある場合、又は発生した

場合において、二次災害防止のための防護措置及び復旧計画について定める。 

 

1. 災害時の要員確保 

「仙台市ガス局災害対策要綱」により、被害状況に応じた配備をとるとともに、必要に応じて仙

台ガス工事協同組合を通じるなどして、仙台市が公認するガス工事人各社へ応援を要請する。 

なお、本市の単独復旧が困難と判断された場合は、「災害時連携計画」に基づき、一般社団法人

日本ガス協会を通じ、他のガス事業者へ応援要請を行う。 

2. 応急復旧用資材の確保 

緊急時に必要な資材を即時出庫できるよう、ガス管、継手等を幸町構内の資材倉庫に常時 2か月

分確保しているほか、不足分については他事業者の協力により補充する。 

3. 緊急措置 

整圧器室が浸水し、ガス送出圧力が低下する等の異常が発生した際には、必要な保安措置を行い、

供給継続が困難な場合は、最小限の地域の供給を停止する。 

4. 広報活動 

あらかじめ報道機関に協力要請を行っておくマイコンメーターの復帰方法のほか、供給停止状

況、復旧見込み及び市民の協力が必要となる事項に関し、報道機関の協力によりラジオ、テレビ、

新聞で広報を行うとともに、ガス局ホームページにより周知する。 

また、供給停止地区には、広報車を出動させて市民にきめ細かな情報提供を行い、二次災害の防

止に努める。 
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第 28 節 電気通信施設災害応急計画 

〔東日本電信電話株式会社宮城事業部〕 

電気通信設備が被災した場合には、公共機関などの重要通信の確保はもとより、被災地域にお

ける通信の孤立化防止を図るとともに、応急復旧作業を迅速かつ的確に実施し、通信の疎通を図

る。 

1. 応急対策の内容 

通信施設の被害が発生した場合は、最小限の通信の確保を行うため。次の各号の措置をとる。 

ア 非常用可搬型加入者収容装置の出動 

イ 衛星通信装置、可搬型無線装置などの出動 

ウ 移動電源車の出動 

エ 応急ケーブルによる措置 

2. 応急措置 

通信設備に被害が発生した場合は、次の各号の措置をとる。 

(1) 最小限の通信の確保 

広範囲な家屋の倒壊、消失などによって通信が途絶するような最悪の場合でも、最小限の通

信ができるよう努める。 

(2) 災害時用公衆電話（特設公衆）の設置 

ア 各市町村指定の避難所等に、必要に応じて災害時用公衆電話（特設公衆）を設置する。 

イ 孤立化する地域をなくすため、地域ごとに災害時用公衆電話（特設公衆）を設置する。 

(3) 公衆電話の無料化 

広域停電が発生している場合は、公衆電話の無料化を行う。 

(4) 回線の応急復旧 

電気通信設備の被災に対処するため、回線の応急復旧作業を迅速に実施するものとするが、

通信が異常に輻輳した場合は、次の措置を講じる。 

ア 被害者の安否等関心の高い情報の伝言蓄積・取出し可能な災害用伝言ダイヤル（171）・災

害用伝言板（web171）を提供し、輻輳の緩和を図る。 

イ 設備の状況を監視しつつトラヒックコントロールを行うとともに、状況に応じて必要な範

囲及び時間において回線規制を行い、重要通信を確保する。 

ウ 被災地に指定する地域及び期間において、り災者が発信するり災状況の通報又は、救護を

求める 115 番により「非常扱い電報」、「緊急扱い電報」として他の電報に先立って伝送及

び配達を行う。 

3. 非常時の通信の確保 

災害時において、市及び地方行政機関等の防災関係機関の重要通信を優先的に確保する。 



第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 28 節 電気通信施設災害応急計画 

 

 186 

第 28 節 電気通信施設災害応急計画 

〔東日本電信電話株式会社宮城事業部〕 

電気通信設備が被災した場合には、公共機関などの重要通信の確保はもとより、被災地域にお

ける通信の孤立化防止を図るとともに、応急復旧作業を迅速かつ的確に実施し、通信の疎通を図

る。 

1. 応急対策の内容 

通信施設の被害が発生した場合は、最小限の通信の確保を行うため。次の各号の措置をとる。 

ア 非常用可搬型加入者収容装置の出動 

イ 衛星通信装置、可搬型無線装置などの出動 

ウ 移動電源車の出動 

エ 応急ケーブルによる措置 

2. 応急措置 

通信設備に被害が発生した場合は、次の各号の措置をとる。 

(1) 最小限の通信の確保 

広範囲な家屋の倒壊、消失などによって通信が途絶するような最悪の場合でも、最小限の通

信ができるよう努める。 

(2) 災害時用公衆電話（特設公衆）の設置 

ア 各市町村指定の避難所等に、必要に応じて災害時用公衆電話（特設公衆）を設置する。 

イ 孤立化する地域をなくすため、地域ごとに災害時用公衆電話（特設公衆）を設置する。 

(3) 公衆電話の無料化 

広域停電が発生している場合は、公衆電話の無料化を行う。 

(4) 回線の応急復旧 

電気通信設備の被災に対処するため、回線の応急復旧作業を迅速に実施するものとするが、

通信が異常に輻輳した場合は、次の措置を講じる。 

ア 被害者の安否等関心の高い情報の伝言蓄積・取出し可能な災害用伝言ダイヤル（171）・災

害用伝言板（web171）を提供し、輻輳の緩和を図る。 

イ 設備の状況を監視しつつトラヒックコントロールを行うとともに、状況に応じて必要な範

囲及び時間において回線規制を行い、重要通信を確保する。 

ウ 被災地に指定する地域及び期間において、り災者が発信するり災状況の通報又は、救護を

求める 115 番により「非常扱い電報」、「緊急扱い電報」として他の電報に先立って伝送及

び配達を行う。 

3. 非常時の通信の確保 

災害時において、市及び地方行政機関等の防災関係機関の重要通信を優先的に確保する。 
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第 29 節 ガス施設災害応急計画 

〔ガス部〕 

本節では、大雨、洪水、暴風等によりガス施設に被害発生のおそれがある場合、又は発生した

場合において、二次災害防止のための防護措置及び復旧計画について定める。 

 

1. 災害時の要員確保 

「仙台市ガス局災害対策要綱」により、被害状況に応じた配備をとるとともに、必要に応じて仙

台ガス工事協同組合を通じるなどして、仙台市が公認するガス工事人各社へ応援を要請する。 

なお、本市の単独復旧が困難と判断された場合は、「災害時連携計画」に基づき、一般社団法人

日本ガス協会を通じ、他のガス事業者へ応援要請を行う。 

2. 応急復旧用資材の確保 

緊急時に必要な資材を即時出庫できるよう、ガス管、継手等を幸町構内の資材倉庫に常時 2か月

分確保しているほか、不足分については他事業者の協力により補充する。 

3. 緊急措置 

整圧器室が浸水し、ガス送出圧力が低下する等の異常が発生した際には、必要な保安措置を行い、

供給継続が困難な場合は、最小限の地域の供給を停止する。 

4. 広報活動 

あらかじめ報道機関に協力要請を行っておくマイコンメーターの復帰方法のほか、供給停止状

況、復旧見込み及び市民の協力が必要となる事項に関し、報道機関の協力によりラジオ、テレビ、

新聞で広報を行うとともに、ガス局ホームページにより周知する。 

また、供給停止地区には、広報車を出動させて市民にきめ細かな情報提供を行い、二次災害の防

止に努める。 
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第 29 節 ガス施設災害応急計画 

〔ガス部〕 

本節では、大雨、洪水、暴風等によりガス施設に被害発生のおそれがある場合、又は発生した

場合において、二次災害防止のための防護措置及び復旧計画について定める。 

 

1. 災害時の要員確保 

「仙台市ガス局災害対策要綱」により、被害状況に応じた配備をとるとともに、必要に応じて仙

台ガス工事協同組合を通じるなどして、仙台市が公認するガス工事人各社へ応援を要請する。 

なお、本市の単独復旧が困難と判断された場合は、「災害時連携計画」に基づき、一般社団法人

日本ガス協会を通じ、他のガス事業者へ応援要請を行う。 

2. 応急復旧用資材の確保 

緊急時に必要な資材を即時出庫できるよう、ガス管、継手等を幸町構内の資材倉庫に常時 2か月

分確保しているほか、不足分については他事業者の協力により補充する。 

3. 緊急措置 

整圧器室が浸水し、ガス送出圧力が低下する等の異常が発生した際には、必要な保安措置を行い、

供給継続が困難な場合は、最小限の地域の供給を停止する。 

4. 広報活動 

あらかじめ報道機関に協力要請を行っておくマイコンメーターの復帰方法のほか、供給停止状

況、復旧見込み及び市民の協力が必要となる事項に関し、報道機関の協力によりラジオ、テレビ、

新聞で広報を行うとともに、ガス局ホームページにより周知する。 

また、供給停止地区には、広報車を出動させて市民にきめ細かな情報提供を行い、二次災害の防

止に努める。 

 



第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 29 節 ガス施設災害応急計画 

 

 188 

5. 復旧計画 

供給停止地区の復旧は、次のとおり行う。 

(1) 供給停止区域内の閉栓及び被害状況把握 

(2) 復旧順位の決定及び復旧ブロックの確立 

(3) 復旧ブロック内の漏えい検査 

(4) 本支管、供給管漏えい箇所修理 

(5) 内管検査及び修理（倒壊等により供給再開が困難な建物は、供給管を切断し、ガスの供給を遮

断する。） 

(6) 消費機器の点火試験 

(7) 開栓（供給再開） 

 

<復旧対策基本フロー> 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

6. 需要家支援対策  

医療施設等に対し、必要に応じ移動式ガス発生設備等を設置する。 

風水害発生・ガス供給停止 

復旧組織の設置 

復旧基本計画の策定 
救援の要請 

資機材・復旧基地等の確保 

導管の復旧作業 

需要家設備の復旧作業 
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第 30 節 下水道施設災害応急計画 

〔建設部〕 

本節では、下水道施設災害に係る応急対策及び施設の復旧対策について定める。 

 

1. 初動対応 

(1) 下水道災害対策本部の設置 

風水害の災害発生時、建設局長（局長に事故あるときはあらかじめ局長が指名する者）は、

必要に応じ、直ちに局内に総括指揮連絡班、指揮連絡班などで構成する下水道災害対策本部を

設置し、迅速かつ効果的な対策を実施する。 

(2) 非常配備体制の確立 

下水道災害対策本部が設置された場合において、初動対策、情報収集、広報活動及び施設の

復旧対策などに必要な要員を確保するため、各課公所の職員の非常配備体制を確立する。なお、

非常配備体制は、初動期対応の非常配備体制及び対策が長期に及ぶ場合の交代制非常配備体制

を併せて確立する。 

(3) 初動対策 

勤務時間内に風水害等の災害が発生した場合、各課公所に直ちに次の措置を行う。なお、勤

務時間外に風水害等の災害が発生した場合には、各自テレビ・ラジオなどで速やかに気象情報

を収集し、定められた非常配備体制に従い、直ちに参集する。 

ア 被害が予想される箇所のパトロールを実施し、異常の発生又は被害の状況を速やかに把握

するとともに、市民からの被害通報に対しては業者手配・現場確認・応急処置などで速やか

に対応する。 

イ 降雨による浸水が予想される箇所については、緊急内水排除ポンプの設置等により雨水を

排除し、浸水防除を図るなどの早期予防等必要な措置を講ずる。 

ウ マンホール蓋の飛散等による二次災害発生の防止を図るための応急措置等を行う。 

エ 所管河川で災害が発生した場合は、水防管理者の下に、消防機関と連絡・連携して応急措

置を行う。 

オ 応急措置及び応急復旧は、関係機関、業者等の協力により、速やかに対応する。 

また、応急措置を行うために備蓄している資機材で不足する場合は、業者等の協力により確

保する。 
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5. 復旧計画 

供給停止地区の復旧は、次のとおり行う。 

(1) 供給停止区域内の閉栓及び被害状況把握 

(2) 復旧順位の決定及び復旧ブロックの確立 

(3) 復旧ブロック内の漏えい検査 

(4) 本支管、供給管漏えい箇所修理 

(5) 内管検査及び修理（倒壊等により供給再開が困難な建物は、供給管を切断し、ガスの供給を遮

断する。） 

(6) 消費機器の点火試験 

(7) 開栓（供給再開） 

 

<復旧対策基本フロー> 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

6. 需要家支援対策  

医療施設等に対し、必要に応じ移動式ガス発生設備等を設置する。 

風水害発生・ガス供給停止 

復旧組織の設置 

復旧基本計画の策定 
救援の要請 

資機材・復旧基地等の確保 

導管の復旧作業 

需要家設備の復旧作業 
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5. 復旧計画 

供給停止地区の復旧は、次のとおり行う。 

(1) 供給停止区域内の閉栓及び被害状況把握 

(2) 復旧順位の決定及び復旧ブロックの確立 

(3) 復旧ブロック内の漏えい検査 

(4) 本支管、供給管漏えい箇所修理 

(5) 内管検査及び修理（倒壊等により供給再開が困難な建物は、供給管を切断し、ガスの供給を遮

断する。） 

(6) 消費機器の点火試験 

(7) 開栓（供給再開） 

 

<復旧対策基本フロー> 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

6. 需要家支援対策  

医療施設等に対し、必要に応じ移動式ガス発生設備等を設置する。 

風水害発生・ガス供給停止 

復旧組織の設置 

復旧基本計画の策定 
救援の要請 

資機材・復旧基地等の確保 

導管の復旧作業 

需要家設備の復旧作業 
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第 30 節 下水道施設災害応急計画 

〔建設部〕 

本節では、下水道施設災害に係る応急対策及び施設の復旧対策について定める。 

 

1. 初動対応 

(1) 下水道災害対策本部の設置 

風水害の災害発生時、建設局長（局長に事故あるときはあらかじめ局長が指名する者）は、

必要に応じ、直ちに局内に総括指揮連絡班、指揮連絡班などで構成する下水道災害対策本部を

設置し、迅速かつ効果的な対策を実施する。 

(2) 非常配備体制の確立 

下水道災害対策本部が設置された場合において、初動対策、情報収集、広報活動及び施設の

復旧対策などに必要な要員を確保するため、各課公所の職員の非常配備体制を確立する。なお、

非常配備体制は、初動期対応の非常配備体制及び対策が長期に及ぶ場合の交代制非常配備体制

を併せて確立する。 

(3) 初動対策 

勤務時間内に風水害等の災害が発生した場合、各課公所に直ちに次の措置を行う。なお、勤

務時間外に風水害等の災害が発生した場合には、各自テレビ・ラジオなどで速やかに気象情報

を収集し、定められた非常配備体制に従い、直ちに参集する。 

ア 被害が予想される箇所のパトロールを実施し、異常の発生又は被害の状況を速やかに把握

するとともに、市民からの被害通報に対しては業者手配・現場確認・応急処置などで速やか

に対応する。 

イ 降雨による浸水が予想される箇所については、緊急内水排除ポンプの設置等により雨水を

排除し、浸水防除を図るなどの早期予防等必要な措置を講ずる。 

ウ マンホール蓋の飛散等による二次災害発生の防止を図るための応急措置等を行う。 

エ 所管河川で災害が発生した場合は、水防管理者の下に、消防機関と連絡・連携して応急措

置を行う。 

オ 応急措置及び応急復旧は、関係機関、業者等の協力により、速やかに対応する。 

また、応急措置を行うために備蓄している資機材で不足する場合は、業者等の協力により確

保する。 
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第 30 節 下水道施設災害応急計画 

〔建設部〕 

本節では、下水道施設災害に係る応急対策及び施設の復旧対策について定める。 

 

1. 初動対応 

(1) 下水道災害対策本部の設置 

風水害の災害発生時、建設局長（局長に事故あるときはあらかじめ局長が指名する者）は、

必要に応じ、直ちに局内に総括指揮連絡班、指揮連絡班などで構成する下水道災害対策本部を

設置し、迅速かつ効果的な対策を実施する。 

(2) 非常配備体制の確立 

下水道災害対策本部が設置された場合において、初動対策、情報収集、広報活動及び施設の

復旧対策などに必要な要員を確保するため、各課公所の職員の非常配備体制を確立する。なお、

非常配備体制は、初動期対応の非常配備体制及び対策が長期に及ぶ場合の交代制非常配備体制

を併せて確立する。 

(3) 初動対策 

勤務時間内に風水害等の災害が発生した場合、各課公所に直ちに次の措置を行う。なお、勤

務時間外に風水害等の災害が発生した場合には、各自テレビ・ラジオなどで速やかに気象情報

を収集し、定められた非常配備体制に従い、直ちに参集する。 

ア 被害が予想される箇所のパトロールを実施し、異常の発生又は被害の状況を速やかに把握

するとともに、市民からの被害通報に対しては業者手配・現場確認・応急処置などで速やか

に対応する。 

イ 降雨による浸水が予想される箇所については、緊急内水排除ポンプの設置等により雨水を

排除し、浸水防除を図るなどの早期予防等必要な措置を講ずる。 

ウ マンホール蓋の飛散等による二次災害発生の防止を図るための応急措置等を行う。 

エ 所管河川で災害が発生した場合は、水防管理者の下に、消防機関と連絡・連携して応急措

置を行う。 

オ 応急措置及び応急復旧は、関係機関、業者等の協力により、速やかに対応する。 

また、応急措置を行うために備蓄している資機材で不足する場合は、業者等の協力により確

保する。 
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2. 情報収集 

被害の全体像を早期に把握し、的確で迅速な対応に資するため、おおむね次の施設について被害

情報を収集する。 

(1) 処理場、ポンプ場及び、管きょなどの下水道施設 

(2) 市内の浸水状況の把握 

(3) 道路及び河川の浸水状況 

(4) 関連業者 

3. 被害への対応及び原因調査と浸水被害軽減対策施設の検討 

(1) 第 1段階 

浸水被害軽減のため、緊急的なポンプ排水や土のうの設置など、必要に応じて緊急措置を行

う。 

(2) 第 2段階 

浸水被害発生箇所において、発生の原因について調査を行い、必要に応じて被害の軽減に必

要な施設の検討・改良等を行う。 

4. 関係機関との役割分担 

浸水発生時において、道路部局・農業部局・河川部局と連携し、浸水被害の軽減に努める。 

5. 広報活動 

(1) 広報の基本方針 

市民に状況を正しく伝え、理解を得るため、災対本部広報班との連携の下にあらゆる媒体を

活用し、被害状況や復旧方針、復旧状況を広報し、情報提供を行う。 

(2) 段階別の広報活動 

復旧対策の第 1 段階においては下水道施設の被害状況の概略及び緊急措置などを、第 2段階

においては下水道施設の詳細な被害状況と応急復旧及び復旧の見通しなどを、第 3 段階におい

ては本復旧の進捗状況などを市民に広報する。 

(3) 災害発生時の下水道使用について 

災害発生後も下水道を使い続けるため、油を下水に流さず紙で拭き取る、トイレットペーパー

の使用量は最小限にするなど、下水道利用者に対し要請する。 
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第 31 節 交通施設災害応急計画 

〔交通部〕 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、自動車運送事業及び高速鉄道事業の諸施設の

被害の発生及び拡大を防止し、応急復旧に努めるとともに、利用者の安全を確保する。 

 

1. 災害対策本部の設置等  

(1) 災害対策本部の設置 

災害による被害が激甚な場合等において、旅客及び施設の安全確保と緊急輸送を行うため、

「仙台市交通局災害対策要綱」に基づき職員を動員し、交通局総合災害対策本部を設置する。 

また、被害の程度がこれに至らない場合は、総務部に情報連絡班及び庶務広報班を、自動車

部、鉄道管理部及び鉄道技術部に現場災害対策本部を設置し、災害対策に当たる。 

(2) 要員の確保 

「仙台市交通局災害対策要綱」による非常配備職員を確保する。 

(3) 応急復旧資材の確保 

業務用資材及び指定業者保有資材を応急復旧資材として確保する。 

2. 自動車運送事業 

(1) 応急措置 

ア バス乗務員は、乗務中に災害に遭遇したときは、現場の状況を的確に判断し、乗客の安全

を優先して臨機の措置をとり、直ちに運行管理者に状況を通報し、その後の指示を受ける。 

イ 災害によりバス路線に障害が発生した場合は、運行管理者を経由して、道路管理者に通報

し、復旧を依頼する。 

ウ 災害発生時にバスターミナル構内等にいる市民については、職員が市民の動揺や混乱を招

くことのないよう留意しつつ、安全な場所へ避難誘導を行うなど、臨機の措置を行う。 

(2) 緊急輸送 

災対本部事務局又は防災関係機関から人員の緊急輸送について要請があった場合は、輸送に

当たる。 
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2. 情報収集 

被害の全体像を早期に把握し、的確で迅速な対応に資するため、おおむね次の施設について被害

情報を収集する。 

(1) 処理場、ポンプ場及び、管きょなどの下水道施設 

(2) 市内の浸水状況の把握 

(3) 道路及び河川の浸水状況 

(4) 関連業者 

3. 被害への対応及び原因調査と浸水被害軽減対策施設の検討 

(1) 第 1段階 

浸水被害軽減のため、緊急的なポンプ排水や土のうの設置など、必要に応じて緊急措置を行

う。 

(2) 第 2段階 

浸水被害発生箇所において、発生の原因について調査を行い、必要に応じて被害の軽減に必

要な施設の検討・改良等を行う。 

4. 関係機関との役割分担 

浸水発生時において、道路部局・農業部局・河川部局と連携し、浸水被害の軽減に努める。 

5. 広報活動 

(1) 広報の基本方針 

市民に状況を正しく伝え、理解を得るため、災対本部広報班との連携の下にあらゆる媒体を

活用し、被害状況や復旧方針、復旧状況を広報し、情報提供を行う。 

(2) 段階別の広報活動 

復旧対策の第 1 段階においては下水道施設の被害状況の概略及び緊急措置などを、第 2段階

においては下水道施設の詳細な被害状況と応急復旧及び復旧の見通しなどを、第 3 段階におい

ては本復旧の進捗状況などを市民に広報する。 

(3) 災害発生時の下水道使用について 

災害発生後も下水道を使い続けるため、油を下水に流さず紙で拭き取る、トイレットペーパー

の使用量は最小限にするなど、下水道利用者に対し要請する。 

 



第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 30 節 下水道施設災害応急計画 

 

 190 

2. 情報収集 

被害の全体像を早期に把握し、的確で迅速な対応に資するため、おおむね次の施設について被害

情報を収集する。 

(1) 処理場、ポンプ場及び、管きょなどの下水道施設 

(2) 市内の浸水状況の把握 

(3) 道路及び河川の浸水状況 

(4) 関連業者 

3. 被害への対応及び原因調査と浸水被害軽減対策施設の検討 

(1) 第 1段階 

浸水被害軽減のため、緊急的なポンプ排水や土のうの設置など、必要に応じて緊急措置を行

う。 

(2) 第 2段階 

浸水被害発生箇所において、発生の原因について調査を行い、必要に応じて被害の軽減に必

要な施設の検討・改良等を行う。 

4. 関係機関との役割分担 

浸水発生時において、道路部局・農業部局・河川部局と連携し、浸水被害の軽減に努める。 

5. 広報活動 

(1) 広報の基本方針 

市民に状況を正しく伝え、理解を得るため、災対本部広報班との連携の下にあらゆる媒体を

活用し、被害状況や復旧方針、復旧状況を広報し、情報提供を行う。 

(2) 段階別の広報活動 

復旧対策の第 1 段階においては下水道施設の被害状況の概略及び緊急措置などを、第 2 段階

においては下水道施設の詳細な被害状況と応急復旧及び復旧の見通しなどを、第 3 段階におい

ては本復旧の進捗状況などを市民に広報する。 

(3) 災害発生時の下水道使用について 

災害発生後も下水道を使い続けるため、油を下水に流さず紙で拭き取る、トイレットペーパー

の使用量は最小限にするなど、下水道利用者に対し要請する。 
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第 31 節 交通施設災害応急計画 

〔交通部〕 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、自動車運送事業及び高速鉄道事業の諸施設の

被害の発生及び拡大を防止し、応急復旧に努めるとともに、利用者の安全を確保する。 

 

1. 災害対策本部の設置等  

(1) 災害対策本部の設置 

災害による被害が激甚な場合等において、旅客及び施設の安全確保と緊急輸送を行うため、

「仙台市交通局災害対策要綱」に基づき職員を動員し、交通局総合災害対策本部を設置する。 

また、被害の程度がこれに至らない場合は、総務部に情報連絡班及び庶務広報班を、自動車

部、鉄道管理部及び鉄道技術部に現場災害対策本部を設置し、災害対策に当たる。 

(2) 要員の確保 

「仙台市交通局災害対策要綱」による非常配備職員を確保する。 

(3) 応急復旧資材の確保 

業務用資材及び指定業者保有資材を応急復旧資材として確保する。 

2. 自動車運送事業 

(1) 応急措置 

ア バス乗務員は、乗務中に災害に遭遇したときは、現場の状況を的確に判断し、乗客の安全

を優先して臨機の措置をとり、直ちに運行管理者に状況を通報し、その後の指示を受ける。 

イ 災害によりバス路線に障害が発生した場合は、運行管理者を経由して、道路管理者に通報

し、復旧を依頼する。 

ウ 災害発生時にバスターミナル構内等にいる市民については、職員が市民の動揺や混乱を招

くことのないよう留意しつつ、安全な場所へ避難誘導を行うなど、臨機の措置を行う。 

(2) 緊急輸送 

災対本部事務局又は防災関係機関から人員の緊急輸送について要請があった場合は、輸送に

当たる。 
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第 31 節 交通施設災害応急計画 

〔交通部〕 

災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、自動車運送事業及び高速鉄道事業の諸施設の

被害の発生及び拡大を防止し、応急復旧に努めるとともに、利用者の安全を確保する。 

 

1. 災害対策本部の設置等  

(1) 災害対策本部の設置 

災害による被害が激甚な場合等において、旅客及び施設の安全確保と緊急輸送を行うため、

「仙台市交通局災害対策要綱」に基づき職員を動員し、交通局総合災害対策本部を設置する。 

また、被害の程度がこれに至らない場合は、総務部に情報連絡班及び庶務広報班を、自動車

部、鉄道管理部及び鉄道技術部に現場災害対策本部を設置し、災害対策に当たる。 

(2) 要員の確保 

「仙台市交通局災害対策要綱」による非常配備職員を確保する。 

(3) 応急復旧資材の確保 

業務用資材及び指定業者保有資材を応急復旧資材として確保する。 

2. 自動車運送事業 

(1) 応急措置 

ア バス乗務員は、乗務中に災害に遭遇したときは、現場の状況を的確に判断し、乗客の安全

を優先して臨機の措置をとり、直ちに運行管理者に状況を通報し、その後の指示を受ける。 

イ 災害によりバス路線に障害が発生した場合は、運行管理者を経由して、道路管理者に通報

し、復旧を依頼する。 

ウ 災害発生時にバスターミナル構内等にいる市民については、職員が市民の動揺や混乱を招

くことのないよう留意しつつ、安全な場所へ避難誘導を行うなど、臨機の措置を行う。 

(2) 緊急輸送 

災対本部事務局又は防災関係機関から人員の緊急輸送について要請があった場合は、輸送に

当たる。 
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3. 高速鉄道事業 

(1) 応急措置 

ア 水害 

① 駅務員は、駅構内が浸水するおそれがあると判断したときは、総合指令所長及び管区駅

長に通報するとともに、速やかに旅客の避難誘導を行い、止水板を取り付けるなど適切な

処置を講ずる。 

② 運転士は、浸水を発見したときは、直ちにその状況を総合指令所長に報告し、次の措置

を取る。 

ａ 軌条の一部が浸水したとき   注意運転 

ｂ 軌条の大部分が浸水したとき  最徐行運転 

ｃ 軌条が冠水したとき      運転休止 

③ 総合指令所長は、関係各課に出水状況等を通報し、必要により係員の派遣を要請する。 

④ 各課は、連絡を密にし、情報の収集に努め、必要により設備の点検や巡視等の措置を講

ずる。 

イ 風害 

① 総合指令所長は、風速計に 25ｍ／ｓの表示が出たときは、必要により全線又は地上部分

を走行する列車に対し注意運転等の運転規制を行う。 

② 総合指令所長は、風速計に 30ｍ／ｓの表示が出たときは、全線又は地上部分を走行する

列車を直ちに停止させ、運転休止の運転規制を行う。 

③ 総合指令所長は、関係各課に強風のため列車を運転規制した旨を通報する。 

④ 各課は、情報の収集に努め、必要により巡視や車庫留置車両の固定等必要な措置を講ず

る。 

ウ 乗客の避難・救護対策 

① 運転士及び駅務員は、駅及び列車の状況を的確に把握するとともに、乗客の不安を解消

するために災害状況の放送を行う。 

② 運転士及び駅務員は、必要に応じ、最も安全と思われる場所へ避難誘導する。 

③ 運転士及び駅務員は、負傷者等が発生した時は、救護に当たるとともに、必要に応じ関

係機関に救護要請を行う。 

エ その他の措置 

災害発生と同時に関係職員は、巡回点検を行うとともに、応急復旧処置を行う。 

(2) 情報連絡 

災害情報及び応急復旧処置の連絡並びに被害状況の収集等の通信連絡は、列車無線、指令電

話、業務電話、構内 PHS、NTT回線等を使用する。 
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第 32 節 JR鉄道施設災害応急計画 

〔東日本旅客鉄道株式会社仙台支社〕 

被災内容は、鉄道輸送の各部門にわたり、広汎多岐の態様で発生することが予想されるので、

次の要領により災害復旧に全力を挙げる。 

1. 抑止列車の乗客代行輸送の確保 

(1) 輸送の確保 

災害区間発着、又は通過する旅客の乗車券類の発売制限及び輸送制限、う回区間の輸送力増

強、他社線との振り替え輸送及び新幹線による輸送強化等の措置を講じ、輸送の確保を図る。 

(2) 陸上自衛隊の支援 

上記による代行輸送の確保が不可能である場合に備え、陸上自衛隊の支援に関し、あらかじ

め調整を図るものとする。 

2. 給食等の確保 

(1) 旅客の給食 

抑止中の列車及び代行輸送待ち合わせ中の旅客に対して、必要な給食等を支給する。 

(2) 給食の確保 

給食などは、グループ会社等に手配し確保するものとする。 

3. 大規模駅における旅客の安全対策 

大規模駅においては、列車が全面ストップした場合、特に夜間にかけては、通勤・通学などの旅

客が、駅の待合室・ホーム・広場などにあふれ、情報の不足などから不測の事態が誘発されるおそ

れもあるため、列車運転不能の状況及び他の交通機関の運行状況を案内し、誘導に努める。 

また、情報によっては、関係警察署の応援を求めて、旅客の安全を図る。 

4. 通信網の確保 

(1) 鉄道電話 

障害が発生した鉄道電話の修復に全力を挙げる。 

(2) 無線等の活用 

一般公衆電話も可能な限り活用するほか、「列車無線」「乗務員無線」「作業用無線」等の

活用を図る。 

5. 施設の復旧保全 

(1) 応急工事 

線路、橋梁、トンネル、停車場構造物等の列車運転確保上必要な応急工事を、線区の重要性

を勘案しながら、部外施工業者等の協力を受ける等、全力を投入して実施する。 

(2) 運転再開の安全 

列車の運転再開に当たっては、安全を十分に確認した上で、必要な安全措置をとる。 
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3. 高速鉄道事業 

(1) 応急措置 

ア 水害 

① 駅務員は、駅構内が浸水するおそれがあると判断したときは、総合指令所長及び管区駅

長に通報するとともに、速やかに旅客の避難誘導を行い、止水板を取り付けるなど適切な

処置を講ずる。 

② 運転士は、浸水を発見したときは、直ちにその状況を総合指令所長に報告し、次の措置

を取る。 

ａ 軌条の一部が浸水したとき   注意運転 

ｂ 軌条の大部分が浸水したとき  最徐行運転 

ｃ 軌条が冠水したとき      運転休止 

③ 総合指令所長は、関係各課に出水状況等を通報し、必要により係員の派遣を要請する。 

④ 各課は、連絡を密にし、情報の収集に努め、必要により設備の点検や巡視等の措置を講

ずる。 

イ 風害 

① 総合指令所長は、風速計に 25ｍ／ｓの表示が出たときは、必要により全線又は地上部分

を走行する列車に対し注意運転等の運転規制を行う。 

② 総合指令所長は、風速計に 30ｍ／ｓの表示が出たときは、全線又は地上部分を走行する

列車を直ちに停止させ、運転休止の運転規制を行う。 

③ 総合指令所長は、関係各課に強風のため列車を運転規制した旨を通報する。 

④ 各課は、情報の収集に努め、必要により巡視や車庫留置車両の固定等必要な措置を講ず

る。 

ウ 乗客の避難・救護対策 

① 運転士及び駅務員は、駅及び列車の状況を的確に把握するとともに、乗客の不安を解消

するために災害状況の放送を行う。 

② 運転士及び駅務員は、必要に応じ、最も安全と思われる場所へ避難誘導する。 

③ 運転士及び駅務員は、負傷者等が発生した時は、救護に当たるとともに、必要に応じ関

係機関に救護要請を行う。 

エ その他の措置 

災害発生と同時に関係職員は、巡回点検を行うとともに、応急復旧処置を行う。 

(2) 情報連絡 

災害情報及び応急復旧処置の連絡並びに被害状況の収集等の通信連絡は、列車無線、指令電

話、業務電話、構内 PHS、NTT回線等を使用する。 
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3. 高速鉄道事業 

(1) 応急措置 

ア 水害 

① 駅務員は、駅構内が浸水するおそれがあると判断したときは、総合指令所長及び管区駅

長に通報するとともに、速やかに旅客の避難誘導を行い、止水板を取り付けるなど適切な

処置を講ずる。 

② 運転士は、浸水を発見したときは、直ちにその状況を総合指令所長に報告し、次の措置

を取る。 

ａ 軌条の一部が浸水したとき   注意運転 

ｂ 軌条の大部分が浸水したとき  最徐行運転 

ｃ 軌条が冠水したとき      運転休止 

③ 総合指令所長は、関係各課に出水状況等を通報し、必要により係員の派遣を要請する。 

④ 各課は、連絡を密にし、情報の収集に努め、必要により設備の点検や巡視等の措置を講

ずる。 

イ 風害 

① 総合指令所長は、風速計に 25ｍ／ｓの表示が出たときは、必要により全線又は地上部分

を走行する列車に対し注意運転等の運転規制を行う。 

② 総合指令所長は、風速計に 30ｍ／ｓの表示が出たときは、全線又は地上部分を走行する

列車を直ちに停止させ、運転休止の運転規制を行う。 

③ 総合指令所長は、関係各課に強風のため列車を運転規制した旨を通報する。 

④ 各課は、情報の収集に努め、必要により巡視や車庫留置車両の固定等必要な措置を講ず

る。 

ウ 乗客の避難・救護対策 

① 運転士及び駅務員は、駅及び列車の状況を的確に把握するとともに、乗客の不安を解消

するために災害状況の放送を行う。 

② 運転士及び駅務員は、必要に応じ、最も安全と思われる場所へ避難誘導する。 

③ 運転士及び駅務員は、負傷者等が発生した時は、救護に当たるとともに、必要に応じ関

係機関に救護要請を行う。 

エ その他の措置 

災害発生と同時に関係職員は、巡回点検を行うとともに、応急復旧処置を行う。 

(2) 情報連絡 

災害情報及び応急復旧処置の連絡並びに被害状況の収集等の通信連絡は、列車無線、指令電

話、業務電話、構内 PHS、NTT回線等を使用する。 
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第 32 節 JR鉄道施設災害応急計画 

〔東日本旅客鉄道株式会社仙台支社〕 

被災内容は、鉄道輸送の各部門にわたり、広汎多岐の態様で発生することが予想されるので、

次の要領により災害復旧に全力を挙げる。 

1. 抑止列車の乗客代行輸送の確保 

(1) 輸送の確保 

災害区間発着、又は通過する旅客の乗車券類の発売制限及び輸送制限、う回区間の輸送力増

強、他社線との振り替え輸送及び新幹線による輸送強化等の措置を講じ、輸送の確保を図る。 

(2) 陸上自衛隊の支援 

上記による代行輸送の確保が不可能である場合に備え、陸上自衛隊の支援に関し、あらかじ

め調整を図るものとする。 

2. 給食等の確保 

(1) 旅客の給食 

抑止中の列車及び代行輸送待ち合わせ中の旅客に対して、必要な給食等を支給する。 

(2) 給食の確保 

給食などは、グループ会社等に手配し確保するものとする。 

3. 大規模駅における旅客の安全対策 

大規模駅においては、列車が全面ストップした場合、特に夜間にかけては、通勤・通学などの旅

客が、駅の待合室・ホーム・広場などにあふれ、情報の不足などから不測の事態が誘発されるおそ

れもあるため、列車運転不能の状況及び他の交通機関の運行状況を案内し、誘導に努める。 

また、情報によっては、関係警察署の応援を求めて、旅客の安全を図る。 

4. 通信網の確保 

(1) 鉄道電話 

障害が発生した鉄道電話の修復に全力を挙げる。 

(2) 無線等の活用 

一般公衆電話も可能な限り活用するほか、「列車無線」「乗務員無線」「作業用無線」等の

活用を図る。 

5. 施設の復旧保全 

(1) 応急工事 

線路、橋梁、トンネル、停車場構造物等の列車運転確保上必要な応急工事を、線区の重要性

を勘案しながら、部外施工業者等の協力を受ける等、全力を投入して実施する。 

(2) 運転再開の安全 

列車の運転再開に当たっては、安全を十分に確認した上で、必要な安全措置をとる。 
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第 32 節 JR鉄道施設災害応急計画 

〔東日本旅客鉄道株式会社仙台支社〕 

被災内容は、鉄道輸送の各部門にわたり、広汎多岐の態様で発生することが予想されるので、

次の要領により災害復旧に全力を挙げる。 

1. 抑止列車の乗客代行輸送の確保 

(1) 輸送の確保 

災害区間発着、又は通過する旅客の乗車券類の発売制限及び輸送制限、う回区間の輸送力増

強、他社線との振り替え輸送及び新幹線による輸送強化等の措置を講じ、輸送の確保を図る。 

(2) 陸上自衛隊の支援 

上記による代行輸送の確保が不可能である場合に備え、陸上自衛隊の支援に関し、あらかじ

め調整を図るものとする。 

2. 給食等の確保 

(1) 旅客の給食 

抑止中の列車及び代行輸送待ち合わせ中の旅客に対して、必要な給食等を支給する。 

(2) 給食の確保 

給食などは、グループ会社等に手配し確保するものとする。 

3. 大規模駅における旅客の安全対策 

大規模駅においては、列車が全面ストップした場合、特に夜間にかけては、通勤・通学などの旅

客が、駅の待合室・ホーム・広場などにあふれ、情報の不足などから不測の事態が誘発されるおそ

れもあるため、列車運転不能の状況及び他の交通機関の運行状況を案内し、誘導に努める。 

また、情報によっては、関係警察署の応援を求めて、旅客の安全を図る。 

4. 通信網の確保 

(1) 鉄道電話 

障害が発生した鉄道電話の修復に全力を挙げる。 

(2) 無線等の活用 

一般公衆電話も可能な限り活用するほか、「列車無線」「乗務員無線」「作業用無線」等の

活用を図る。 

5. 施設の復旧保全 

(1) 応急工事 

線路、橋梁、トンネル、停車場構造物等の列車運転確保上必要な応急工事を、線区の重要性

を勘案しながら、部外施工業者等の協力を受ける等、全力を投入して実施する。 

(2) 運転再開の安全 

列車の運転再開に当たっては、安全を十分に確認した上で、必要な安全措置をとる。 
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6. 列車運行の広報活動 

(1) 情報の提供 

利用者の不安を除き、更に利便を図るため、駅頭に不通区間・列車運行の現状及び開通見込

みを掲示する等して周知を図る。 

(2) 広報 

新聞・ラジオ・テレビなどの報道機関に対し、随時不通区間・列車の運行状況・抑止状況・

開通見込み等を連絡して広報を図る。 

7. 対策本部の設置 

災害発生時又は発生が予想されるときは、その状況に応じて仙台支社内及び現地に応急対策及

び復旧を推進する組織を定める。 

(1) 仙台支社対策本部 

ア 支社対策本部長は仙台支社長とし、対策本部の業務を統括する。 

イ 支社長が不在の場合は、先着した部長が本部長の職務を代行する。 

(2) 現地対策本部 

ア 支社対策本部長は、被害甚大な災害が発生した場合、地区駅長に対して現地対策本部の設

置を指示する。 

イ 現地対策本部長は地区駅長、地区駅長が指定した者とする。 

8. 気象異常時の取扱い 

(1) 気象情報の伝達 

施設指令は、気象台、関係箇所から、気象異常（降雨、強風、降雪、地震、津波等）の予報

及び警報の伝達を受けたときは、速やかに関係箇所に伝達する。 

(2) 輸送指令 

輸送指令は、時雨量、連続雨量、風速及びカイン値が運転規制基準に達した場合は、速度規

制又は運転中止を乗務員及び関係箇所長に指令する。（運転規制基準及び運転規制区間は、仙

台支社運転規制等取扱いによる。） 

9. 消防及び救助に関する措置 

(1) 火災発生時の措置 

地震、その他の原因により火災が発生した場合は、通報、避難誘導を行うとともに延焼拡大

防止を図るため、初期消火に努める。 

(2) 負傷者発生時の措置 

災害等により負傷者が発生した場合は、関係機関に連絡するとともに負傷者の救出、救護に

努める。 

(3) 応援要請 

列車等の大規模災害による多数の死傷者が発生した場合は、速やかに対策本部を設置すると

ともに、防災関係機関及び地方自治体に対する応援要請を行う。 
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第 33 節 住宅応急対策計画 

〔総務部、財政部、市民部、健康福祉部、都市整備部〕 

本節では、大規模な災害の発生により、住宅を失う被災者が多数生じた場合で、住民の避難生

活が長期に及ぶと判断されるときには、避難者の健全な住生活確保のために、応急仮設住宅の迅

速な提供等を速やかに実施することが、極めて重要なことから、事前に住宅応急対策計画を定め

るものである。 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関  担 当 業 務  

総 務 部  
(応急仮設住宅班) 
・応急仮設住宅の入居者の募集及び受付に関すること 
・応急仮設住宅の入退去等の管理に関すること  

財 政 部  

(契約班) 
・応急対策用資機材、物品の調達及び緊急工事の契約に関すること 

(財産管理班) 
・応急仮設住宅建設用地のリストアップに関すること 

(応急修理住宅班) 
・住宅の応急修理及び障害物の除去に係る申請の受付及び審査に関すること 

市 民 部  
(生活安全安心班) 
・技能職団体への協力要請に関すること  

健 康 福 祉 部  

(庶務班) 
・住宅の応急修理及び障害物の除去に係る建設業者との契約及び工事費用の支

払に関すること 
・応急仮設住宅供与の必要性の判断に関すること 
・応急仮設住宅の必要戸数の決定に関すること 
・応急仮設住宅の入居者の決定に関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅）の入退去等の管理の総括に関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅）関係団体への協力要請に関すること 

都 市 整 備 部  

(庶務班) 
・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の入居者の決定の支援に関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の入退去等の管理の総括に関すること 
(公共建築班) 
・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の建設場所の確保及び選定に関すること 
・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の建設及び解体に関すること  
・プレハブ協会等関係団体への協力要請に関すること  
・災害公営住宅の建設に関すること 
(住宅政策班) 
・応急仮設住宅供与の必要性の判断の支援に関すること 
・応急仮設住宅の必要戸数の決定の支援に関すること 
・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の整備の総括に関すること 
・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の建設場所及び当該場所における建設 

戸数の決定に関すること 
・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の建設用地の提供受入れに関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ公営住宅等）として供与可能な住宅の情報収集・受入れに

関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の入居者の決定の支援に関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の入退去等の管理の総括に関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の施設の維持管理に関すること 
・市営住宅の保全及び入居者の保護に関すること 
・災害時における市営住宅及び共同施設の管理業務を受託する指定管理者 
との連絡調整に関すること 

・被災者の市営住宅への入居に関すること 
・災害公営住宅の計画及び整備に関すること 
・災害公営住宅の入退去及び維持管理に関すること 
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6. 列車運行の広報活動 

(1) 情報の提供 

利用者の不安を除き、更に利便を図るため、駅頭に不通区間・列車運行の現状及び開通見込

みを掲示する等して周知を図る。 

(2) 広報 

新聞・ラジオ・テレビなどの報道機関に対し、随時不通区間・列車の運行状況・抑止状況・

開通見込み等を連絡して広報を図る。 

7. 対策本部の設置 

災害発生時又は発生が予想されるときは、その状況に応じて仙台支社内及び現地に応急対策及

び復旧を推進する組織を定める。 

(1) 仙台支社対策本部 

ア 支社対策本部長は仙台支社長とし、対策本部の業務を統括する。 

イ 支社長が不在の場合は、先着した部長が本部長の職務を代行する。 

(2) 現地対策本部 

ア 支社対策本部長は、被害甚大な災害が発生した場合、地区駅長に対して現地対策本部の設

置を指示する。 

イ 現地対策本部長は地区駅長、地区駅長が指定した者とする。 

8. 気象異常時の取扱い 

(1) 気象情報の伝達 

施設指令は、気象台、関係箇所から、気象異常（降雨、強風、降雪、地震、津波等）の予報

及び警報の伝達を受けたときは、速やかに関係箇所に伝達する。 

(2) 輸送指令 

輸送指令は、時雨量、連続雨量、風速及びカイン値が運転規制基準に達した場合は、速度規

制又は運転中止を乗務員及び関係箇所長に指令する。（運転規制基準及び運転規制区間は、仙

台支社運転規制等取扱いによる。） 

9. 消防及び救助に関する措置 

(1) 火災発生時の措置 

地震、その他の原因により火災が発生した場合は、通報、避難誘導を行うとともに延焼拡大

防止を図るため、初期消火に努める。 

(2) 負傷者発生時の措置 

災害等により負傷者が発生した場合は、関係機関に連絡するとともに負傷者の救出、救護に

努める。 

(3) 応援要請 

列車等の大規模災害による多数の死傷者が発生した場合は、速やかに対策本部を設置すると

ともに、防災関係機関及び地方自治体に対する応援要請を行う。 
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6. 列車運行の広報活動 

(1) 情報の提供 

利用者の不安を除き、更に利便を図るため、駅頭に不通区間・列車運行の現状及び開通見込

みを掲示する等して周知を図る。 

(2) 広報 

新聞・ラジオ・テレビなどの報道機関に対し、随時不通区間・列車の運行状況・抑止状況・

開通見込み等を連絡して広報を図る。 

7. 対策本部の設置 

災害発生時又は発生が予想されるときは、その状況に応じて仙台支社内及び現地に応急対策及

び復旧を推進する組織を定める。 

(1) 仙台支社対策本部 

ア 支社対策本部長は仙台支社長とし、対策本部の業務を統括する。 

イ 支社長が不在の場合は、先着した部長が本部長の職務を代行する。 

(2) 現地対策本部 

ア 支社対策本部長は、被害甚大な災害が発生した場合、地区駅長に対して現地対策本部の設

置を指示する。 

イ 現地対策本部長は地区駅長、地区駅長が指定した者とする。 

8. 気象異常時の取扱い 

(1) 気象情報の伝達 

施設指令は、気象台、関係箇所から、気象異常（降雨、強風、降雪、地震、津波等）の予報

及び警報の伝達を受けたときは、速やかに関係箇所に伝達する。 

(2) 輸送指令 

輸送指令は、時雨量、連続雨量、風速及びカイン値が運転規制基準に達した場合は、速度規

制又は運転中止を乗務員及び関係箇所長に指令する。（運転規制基準及び運転規制区間は、仙

台支社運転規制等取扱いによる。） 

9. 消防及び救助に関する措置 

(1) 火災発生時の措置 

地震、その他の原因により火災が発生した場合は、通報、避難誘導を行うとともに延焼拡大

防止を図るため、初期消火に努める。 

(2) 負傷者発生時の措置 

災害等により負傷者が発生した場合は、関係機関に連絡するとともに負傷者の救出、救護に

努める。 

(3) 応援要請 

列車等の大規模災害による多数の死傷者が発生した場合は、速やかに対策本部を設置すると

ともに、防災関係機関及び地方自治体に対する応援要請を行う。 
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第 33 節 住宅応急対策計画 

〔総務部、財政部、市民部、健康福祉部、都市整備部〕 

本節では、大規模な災害の発生により、住宅を失う被災者が多数生じた場合で、住民の避難生

活が長期に及ぶと判断されるときには、避難者の健全な住生活確保のために、応急仮設住宅の迅

速な提供等を速やかに実施することが、極めて重要なことから、事前に住宅応急対策計画を定め

るものである。 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関  担 当 業 務  

総 務 部  
(応急仮設住宅班) 
・応急仮設住宅の入居者の募集及び受付に関すること 
・応急仮設住宅の入退去等の管理に関すること  

財 政 部  

(契約班) 
・応急対策用資機材、物品の調達及び緊急工事の契約に関すること 

(財産管理班) 
・応急仮設住宅建設用地のリストアップに関すること 

(応急修理住宅班) 
・住宅の応急修理及び障害物の除去に係る申請の受付及び審査に関すること 

市 民 部  
(生活安全安心班) 
・技能職団体への協力要請に関すること  

健 康 福 祉 部  

(庶務班) 
・住宅の応急修理及び障害物の除去に係る建設業者との契約及び工事費用の支

払に関すること 
・応急仮設住宅供与の必要性の判断に関すること 
・応急仮設住宅の必要戸数の決定に関すること 
・応急仮設住宅の入居者の決定に関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅）の入退去等の管理の総括に関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅）関係団体への協力要請に関すること 

都 市 整 備 部  

(庶務班) 
・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の入居者の決定の支援に関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の入退去等の管理の総括に関すること 

(公共建築班) 
・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の建設場所の確保及び選定に関すること 
・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の建設及び解体に関すること  
・プレハブ協会等関係団体への協力要請に関すること  
・災害公営住宅の建設に関すること 
(住宅政策班) 
・応急仮設住宅供与の必要性の判断の支援に関すること 
・応急仮設住宅の必要戸数の決定の支援に関すること 
・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の整備の総括に関すること 
・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の建設場所及び当該場所における建設 

戸数の決定に関すること 
・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の建設用地の提供受入れに関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ公営住宅等）として供与可能な住宅の情報収集・受入れに

関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の入居者の決定の支援に関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の入退去等の管理の総括に関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の施設の維持管理に関すること 
・市営住宅の保全及び入居者の保護に関すること 
・災害時における市営住宅及び共同施設の管理業務を受託する指定管理者 
との連絡調整に関すること 

・被災者の市営住宅への入居に関すること 
・災害公営住宅の計画及び整備に関すること 
・災害公営住宅の入退去及び維持管理に関すること 
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第 33 節 住宅応急対策計画 

〔総務部、財政部、市民部、健康福祉部、都市整備部〕 

本節では、大規模な災害の発生により、住宅を失う被災者が多数生じた場合で、住民の避難生

活が長期に及ぶと判断されるときには、避難者の健全な住生活確保のために、応急仮設住宅の迅

速な提供等を速やかに実施することが、極めて重要なことから、事前に住宅応急対策計画を定め

るものである。 

1. 実施機関及び担当業務 

実 施 機 関  担 当 業 務  

総 務 部  
(応急仮設住宅班) 
・応急仮設住宅の入居者の募集及び受付に関すること 
・応急仮設住宅の入退去等の管理に関すること  

財 政 部  

(契約班) 
・応急対策用資機材、物品の調達及び緊急工事の契約に関すること 

(財産管理班) 
・応急仮設住宅建設用地のリストアップに関すること 

(応急修理住宅班) 
・住宅の応急修理及び障害物の除去に係る申請の受付及び審査に関すること 

市 民 部  
(生活安全安心班) 
・技能職団体への協力要請に関すること  

健 康 福 祉 部  

(庶務班) 
・住宅の応急修理及び障害物の除去に係る建設業者との契約及び工事費用の支

払に関すること 
・応急仮設住宅供与の必要性の判断に関すること 
・応急仮設住宅の必要戸数の決定に関すること 
・応急仮設住宅の入居者の決定に関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅）の入退去等の管理の総括に関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅）関係団体への協力要請に関すること 

都 市 整 備 部  

(庶務班) 
・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の入居者の決定の支援に関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の入退去等の管理の総括に関すること 
(公共建築班) 
・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の建設場所の確保及び選定に関すること 
・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の建設及び解体に関すること  
・プレハブ協会等関係団体への協力要請に関すること  
・災害公営住宅の建設に関すること 
(住宅政策班) 
・応急仮設住宅供与の必要性の判断の支援に関すること 
・応急仮設住宅の必要戸数の決定の支援に関すること 
・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の整備の総括に関すること 
・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の建設場所及び当該場所における建設 

戸数の決定に関すること 
・応急仮設住宅（建設型応急住宅）の建設用地の提供受入れに関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ公営住宅等）として供与可能な住宅の情報収集・受入れに

関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の入居者の決定の支援に関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の入退去等の管理の総括に関すること 
・応急仮設住宅（借り上げ民間賃貸住宅を除く）の施設の維持管理に関すること 
・市営住宅の保全及び入居者の保護に関すること 
・災害時における市営住宅及び共同施設の管理業務を受託する指定管理者 
との連絡調整に関すること 

・被災者の市営住宅への入居に関すること 
・災害公営住宅の計画及び整備に関すること 
・災害公営住宅の入退去及び維持管理に関すること 



第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 33 節 住宅応急対策計画 

 

 196 

2. 応急仮設住宅対策の基本方針 〔財政部、健康福祉部、都市整備部〕 

都市整備部は、各種被害状況の情報収集に努める。被害状況を把握し、健康福祉部及び都市整備

部で協議のうえ、応急仮設住宅供与の必要性を判断し、必要と判断した場合には、供与に関する基

本方針を策定する。なお、借上げ公営住宅及び建設型応急住宅の整備に関する取扱い等については、

実施計画で別途定めるものとする。 

(1) 借上げ民間賃貸住宅：民間賃貸住宅を借り上げ、応急仮設住宅として供与するもの…下記 3                                        

(2) 借上げ公営住宅等：公営住宅等を借り上げ、応急仮設住宅として供与するもの…下記 4 

(3) 建 設 型 応 急 住 宅：新規に建設するプレハブ・木造等の簡易な構造の仮設住宅…下記 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 借上げ民間賃貸住宅の供与 〔総務部、健康福祉部〕 

災害救助法が適用される大規模災害が発生したとき、本市が民間賃貸住宅を借り上げ、貸主、市、

被災者の三者契約により応急仮設住宅として供与する。 

(1) 供与物件の確保 

県と本市が連携して借上げ民間賃貸住宅の供与が県内の被災者へ公平かつ迅速に行われるよう、

県の連絡調整の下で実施される。 

本市は、県及び不動産関係 3団体（※）との「災害時における民間賃貸住宅提供等に関する協定」

に基づき，災害が発生し必要と認める場合には民間賃貸住宅を借上げ応急仮設住宅として供与す

<応急仮設住宅の必要戸数決定までのフロー> 

建物被害状況の把握 

（都市整備部） 

災害発生 

応急仮設住宅供与の必要性の判断 

(都市整備部、健康福祉部) 

応急仮設住宅ニーズの検討 

（都市整備部、健康福祉部） 

必要戸数の決定 

（都市整備部、健康福祉部） 

 

 

・建物の被害状況の情報収集 

・建物の被害状況をもとに応

急仮設住宅の供与の必要性

を判断 

・地域ごとの避難者数を基

に検討 

・応急仮設住宅等の対応数

の推計 

・被害状況調査結果等を基に

必要戸数の決定 

・宮城県へ報告 

借上げ民間賃貸住宅の申込み受付 

借上げ公営住宅等の確保 

建設型応急住宅の建設 

応急仮設住宅対策の基本方針の策定 

(都市整備部、健康福祉部) 

・応急仮設住宅対策の基本

的方針の決定 
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ることとし，借上げの円滑化に向け平常時からその借上げ方法，役割分担等について関係３団体

と協議・調整を図った上で，その取扱いについてあらかじめ定めるものとする。 

※ (公社)宮城県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会宮城県本部、(公社)全国賃貸住宅 

経営者協会連合会 

 

(2) 借上げ民間賃貸住宅に関する事務フロー 

 

 

 

②
物
件
提
供
意
思
確
認

応応急急仮仮設設住住宅宅借借上上げげフフロローー
【県又は仙台市が選定した物件で手続きする場合】

宮城県又は仙台市
④入居者の募集開始（入居者の決定
に係る手続き及び基準の公示）

⑧入居要件確認・決定

関係３団体

宅地建設取引業者
（関係3団体会員）

物件所有者
※ 転貸を目的とする賃借人及び管理

委託契約をしている者を含む

住宅確保困難者
（被災者）

①協力要請

※局所災害以外の場合は、県の連絡調整のもとで協力要請

⑤借上げ物件の決定

③物件情報提供

⑩
賃
料
等
の
支
払

⑫退去連絡

物
件
情
報
共
有

※ ただし,災害の規模や手続きの効率化等を図るため,関係団体等への一部業務委託や,市町村との業務分担により対応する場合があります。

⑦
応
急
仮
設
住
宅
申
込
み

⑪
退
去
届
の
送
付

⑧
賃
貸
借
契
約
締
結
（
三
者
契
約
）

⑥
借
上
げ
決
定
通
知

仲介

③
物
件
情
報
提
供

意
思
確
認

応応急急仮仮設設住住宅宅借借上上げげフフロローー
【被災者自身が選定した物件で手続きする場合】

宮城県又は仙台市
②入居者の募集開始（入居者の決定
に係る手続き及び基準の公示）

関係３団体

宅地建設取引業者
（関係3団体会員）

物件所有者
※ 転貸を目的とする賃借人及び管理

委託契約をしている者を含む

住宅確保困難者
（被災者）

①協力要請

※局所災害以外の場合は、県の連絡調整のもとで協力要請

③物件情報提供

⑩
賃
料
等
の
支
払

⑫退去連絡

物
件
情
報
共
有

※ ただし,災害の規模や手続きの効率化等を図るため,関係団体等への一部業務委託や,市町村との業務分担により対応する場合があります。

⑧
応
急
仮
設
住
宅
申
込
み

⑪
退
去
届
の
送
付

⑨
借
上
げ
決
定
・
賃
貸
借
契
約
締
結

（
三
者
契
約
）

⑦
借
上
げ
意
思
確
認

仲介

⑤
物
件
情
報
提
供
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2. 応急仮設住宅対策の基本方針 〔財政部、健康福祉部、都市整備部〕 

都市整備部は、各種被害状況の情報収集に努める。被害状況を把握し、健康福祉部及び都市整備

部で協議のうえ、応急仮設住宅供与の必要性を判断し、必要と判断した場合には、供与に関する基

本方針を策定する。なお、借上げ公営住宅及び建設型応急住宅の整備に関する取扱い等については、

実施計画で別途定めるものとする。 

(1) 借上げ民間賃貸住宅： 民間賃貸住宅を借り上げ、応急仮設住宅として供与するもの 

                                        …下記 3 

(2) 借上げ公営住宅等： 公営住宅等を借り上げ、応急仮設住宅として供与するもの…下記 4 

(3) 建 設 型 応 急 住 宅： 新規に建設するプレハブ・木造等の簡易な構造の仮設住宅…下記 5 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 借上げ民間賃貸住宅の供与 〔総務部、健康福祉部〕 

災害救助法が適用される大規模災害が発生したとき、本市が民間賃貸住宅を借り上げ、貸主、市、

被災者の三者契約により応急仮設住宅として供与する。 

(1) 供与物件の確保 

県と本市が連携して借上げ民間賃貸住宅の供与が県内の被災者へ公平かつ迅速に行われるよう、

<応急仮設住宅の必要戸数決定までのフロー> 

建物被害状況の把握 

（都市整備部） 

災害発生 

応急仮設住宅供与の必要性の判断 

(都市整備部、健康福祉部) 

応急仮設住宅ニーズの検討 

（都市整備部、健康福祉部） 

 

必要戸数の決定 

（都市整備部、健康福祉部） 

 

 

・建物の被害状況の情報収集 

・建物の被害状況をもとに応

急仮設住宅の供与の必要性

を判断 

・地域ごとの避難者数を基

に検討 

・応急仮設住宅等の対応数

の推計 

・被害状況調査結果等を基に

必要戸数の決定 

・宮城県へ報告 

借上げ民間賃貸住宅の申込み受付 

借上げ公営住宅等の確保 

建設型応急住宅の建設 

応急仮設住宅対策の基本方針の策定 

(都市整備部、健康福祉部) 

・応急仮設住宅対策の基本

的方針の決定 
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2. 応急仮設住宅対策の基本方針 〔財政部、健康福祉部、都市整備部〕 

都市整備部は、各種被害状況の情報収集に努める。被害状況を把握し、健康福祉部及び都市整備

部で協議のうえ、応急仮設住宅供与の必要性を判断し、必要と判断した場合には、供与に関する基

本方針を策定する。なお、借上げ公営住宅及び建設型応急住宅の整備に関する取扱い等については、

実施計画で別途定めるものとする。 

(1) 借上げ民間賃貸住宅：民間賃貸住宅を借り上げ、応急仮設住宅として供与するもの…下記 3                                        

(2) 借上げ公営住宅等：公営住宅等を借り上げ、応急仮設住宅として供与するもの…下記 4 

(3) 建 設 型 応 急 住 宅：新規に建設するプレハブ・木造等の簡易な構造の仮設住宅…下記 5 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 借上げ民間賃貸住宅の供与 〔総務部、健康福祉部〕 

災害救助法が適用される大規模災害が発生したとき、本市が民間賃貸住宅を借り上げ、貸主、市、

被災者の三者契約により応急仮設住宅として供与する。 

(1) 供与物件の確保 

県と本市が連携して借上げ民間賃貸住宅の供与が県内の被災者へ公平かつ迅速に行われるよう、

県の連絡調整の下で実施される。 

本市は、県及び不動産関係 3団体（※）との「災害時における民間賃貸住宅提供等に関する協定」

に基づき，災害が発生し必要と認める場合には民間賃貸住宅を借上げ応急仮設住宅として供与す

<応急仮設住宅の必要戸数決定までのフロー> 

建物被害状況の把握 

（都市整備部） 

災害発生 

応急仮設住宅供与の必要性の判断 

(都市整備部、健康福祉部) 

応急仮設住宅ニーズの検討 

（都市整備部、健康福祉部） 

必要戸数の決定 

（都市整備部、健康福祉部） 

 

 

・建物の被害状況の情報収集 

・建物の被害状況をもとに応

急仮設住宅の供与の必要性

を判断 

・地域ごとの避難者数を基

に検討 

・応急仮設住宅等の対応数

の推計 

・被害状況調査結果等を基に

必要戸数の決定 

・宮城県へ報告 

借上げ民間賃貸住宅の申込み受付 

借上げ公営住宅等の確保 

建設型応急住宅の建設 

応急仮設住宅対策の基本方針の策定 

(都市整備部、健康福祉部) 

・応急仮設住宅対策の基本

的方針の決定 
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ることとし，借上げの円滑化に向け平常時からその借上げ方法，役割分担等について関係３団体

と協議・調整を図った上で，その取扱いについてあらかじめ定めるものとする。 

※ (公社)宮城県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会宮城県本部、(公社)全国賃貸住宅 

経営者協会連合会 

 

(2) 借上げ民間賃貸住宅に関する事務フロー 

 

 

 

②
物
件
提
供
意
思
確
認

応応急急仮仮設設住住宅宅借借上上げげフフロローー
【県又は仙台市が選定した物件で手続きする場合】

宮城県又は仙台市
④入居者の募集開始（入居者の決定
に係る手続き及び基準の公示）

⑧入居要件確認・決定

関係３団体

宅地建設取引業者
（関係3団体会員）

物件所有者
※ 転貸を目的とする賃借人及び管理

委託契約をしている者を含む

住宅確保困難者
（被災者）

①協力要請

※局所災害以外の場合は、県の連絡調整のもとで協力要請

⑤借上げ物件の決定

③物件情報提供

⑩
賃
料
等
の
支
払

⑫退去連絡

物
件
情
報
共
有

※ ただし,災害の規模や手続きの効率化等を図るため,関係団体等への一部業務委託や,市町村との業務分担により対応する場合があります。

⑦
応
急
仮
設
住
宅
申
込
み

⑪
退
去
届
の
送
付

⑧
賃
貸
借
契
約
締
結
（
三
者
契
約
）

⑥
借
上
げ
決
定
通
知

仲介

③
物
件
情
報
提
供

意
思
確
認

応応急急仮仮設設住住宅宅借借上上げげフフロローー
【被災者自身が選定した物件で手続きする場合】

宮城県又は仙台市
②入居者の募集開始（入居者の決定
に係る手続き及び基準の公示）

関係３団体

宅地建設取引業者
（関係3団体会員）

物件所有者
※ 転貸を目的とする賃借人及び管理

委託契約をしている者を含む

住宅確保困難者
（被災者）

①協力要請

※局所災害以外の場合は、県の連絡調整のもとで協力要請

③物件情報提供

⑩
賃
料
等
の
支
払

⑫退去連絡

物
件
情
報
共
有

※ ただし,災害の規模や手続きの効率化等を図るため,関係団体等への一部業務委託や,市町村との業務分担により対応する場合があります。

⑧
応
急
仮
設
住
宅
申
込
み

⑪
退
去
届
の
送
付

⑨
借
上
げ
決
定
・
賃
貸
借
契
約
締
結

（
三
者
契
約
）

⑦
借
上
げ
意
思
確
認

仲介

⑤
物
件
情
報
提
供
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県の連絡調整の下で実施される。 

本市は、県及び不動産関係 3団体（※）との「災害時における民間賃貸住宅提供等に関する協定」

に基づき，災害が発生し必要と認める場合には民間賃貸住宅を借上げ応急仮設住宅として供与す

ることとし，借上げの円滑化に向け平常時からその借上げ方法，役割分担等について関係３団体

と協議・調整を図った上で，その取扱いについてあらかじめ定めるものとする。 

（※） (公社)宮城県宅地建物取引業協会、(公社)全日本不動産協会宮城県本部、 (公社)全国賃

貸住宅経営者協会連合会 

 

(2) 借上げ民間賃貸住宅に関する事務フロー 
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物
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供
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応応急急仮仮設設住住宅宅借借上上げげフフロローー
【県又は仙台市が選定した物件で手続きする場合】

宮城県又は仙台市
④入居者の募集開始（入居者の決定
に係る手続き及び基準の公示）

⑧入居要件確認・決定

関係３団体

宅地建設取引業者
（関係3団体会員）

物件所有者
※ 転貸を目的とする賃借人及び管理

委託契約をしている者を含む

住宅確保困難者
（被災者）

①協力要請

※局所災害以外の場合は、県の連絡調整のもとで協力要請

⑤借上げ物件の決定

③物件情報提供

⑩
賃
料
等
の
支
払

⑫退去連絡

物
件
情
報
共
有

※ ただし,災害の規模や手続きの効率化等を図るため,関係団体等への一部業務委託や,市町村との業務分担により対応する場合があります。
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の
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知

仲介
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4. 借上げ公営住宅等 〔総務部、健康福祉部、都市整備部〕 

国から、公営住宅や UR賃貸住宅等を応急仮設住宅として活用できる旨の通知が出された場合は、

供与可能な市営住宅の空き住戸を確保するとともに、他の公営住宅等の管理者に対して、供与可能

な住宅の情報収集を行い、受入れを検討する。 

借用契約の締結前に必要に応じて、現地調査を行い、修繕工事の要否や周辺の生活環境等を確認

する。修繕工事に時間を要する見込みの場合は、借上げ民間賃貸住宅の申込状況などを考慮して借

用の可否を判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

・戸単位でも可 

・修繕工事の要否と周辺の 

生活環境を確認 

・必要に応じて実施 

・借用期間原則２年 

・入居者の選定 

・入居者の募集及び審査 

・入居決定通知 

・入退去の管理の総括 

・宮城県へ報告 

供与可能な住宅の情報収集・

受入れの検討 

（都市整備部） 

現地調査 

(都市整備部) 

借用契約の締結 

（都市整備部） 

 

修繕工事の発注 

（都市整備部） 

申込み受付、要件審査 

（総務部） 

入居者最終決定 

（健康福祉部） 

 

修繕工事の完了 

入 居 

入居者等管理事務 

（総務部、健康福祉部、都市整備部） 

応急仮設住宅適用の通知 

※都市整備部の支援 
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5. 建設型応急住宅 〔財政部、健康福祉部、都市整備部〕 

借上げ民間賃貸住宅及び借上げ公営住宅等で応急仮設住宅の供給戸数が不足する場合に、プレ

ハブ等の簡易な構造の仮設住宅を建設し一時的な居住の安定を図る。 

(1) 災害救助法との関係 

災害救助法の適用有無に関わらず、応急仮設住宅対策の基本方針により建設型応急住宅が必

要と認められる場合は、市が災害救助法及び仙台市災害救助法施行細則を基準として建設を行

い、入居者を選定する。 

(2) 建設用地の確保及び選定 

財政部は、建設型応急住宅の建設が可能と思われる国有地のリストが国から提供された場合、

当該リストを都市整備部へ提供する。 

都市整備部は、平時に建設候補地台帳を整備し、建設候補地の現地調査等により、インフラ

整備状況を把握する。災害発生後、被災地との地理的関係や周辺の生活環境等を考慮して、建

設用地の選定を行う。 

また、民間企業等から建設用地提供の申出があった場合は、都市整備部で受付を行い、敷地

の範囲や敷地面積、所有者等を確認後、提供受付リストを作成する。 

 

(3) 入居対象者 

災害のため、住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、自己の資力で

は住宅を得ることができない者が原則対象となる。 

ただし、半壊であっても住み続けることが困難な程度の傷みや避難指示の長期化が見込まれ

るなどの全壊相当の場合は個別協議とする。 
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4. 借上げ公営住宅等 〔総務部、健康福祉部、都市整備部〕 

国から、公営住宅や UR賃貸住宅等を応急仮設住宅として活用できる旨の通知が出された場合は、

供与可能な市営住宅の空き住戸を確保するとともに、他の公営住宅等の管理者に対して、供与可能

な住宅の情報収集を行い、受入れを検討する。 

借用契約の締結前に必要に応じて、現地調査を行い、修繕工事の要否や周辺の生活環境等を確認

する。修繕工事に時間を要する見込みの場合は、借上げ民間賃貸住宅の申込状況などを考慮して借

用の可否を判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

・戸単位でも可 

・修繕工事の要否と周辺の 

生活環境を確認 

・必要に応じて実施 

・借用期間原則２年 

・入居者の選定 

・入居者の募集及び審査 

・入居決定通知 

・入退去の管理の総括 

・宮城県へ報告 

供与可能な住宅の情報収集・

受入れの検討 

（都市整備部） 

現地調査 

(都市整備部) 

借用契約の締結 

（都市整備部） 

 

修繕工事の発注 

（都市整備部） 

申込み受付、要件審査 

（総務部） 

入居者最終決定 

（健康福祉部） 

 

修繕工事の完了 

入 居 

入居者等管理事務 

（総務部、健康福祉部、都市整備部） 

応急仮設住宅適用の通知 

※都市整備部の支援 
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4. 借上げ公営住宅等 〔総務部、健康福祉部、都市整備部〕 

国から、公営住宅や UR賃貸住宅等を応急仮設住宅として活用できる旨の通知が出された場合は、

供与可能な市営住宅の空き住戸を確保するとともに、他の公営住宅等の管理者に対して、供与可能

な住宅の情報収集を行い、受入れを検討する。 

借用契約の締結前に必要に応じて、現地調査を行い、修繕工事の要否や周辺の生活環境等を確認

する。修繕工事に時間を要する見込みの場合は、借上げ民間賃貸住宅の申込状況などを考慮して借

用の可否を判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

・戸単位でも可 

・修繕工事の要否と周辺の 

生活環境を確認 

・必要に応じて実施 

・借用期間原則２年 

・入居者の選定 

・入居者の募集及び審査 

・入居決定通知 

・入退去の管理の総括 

・宮城県へ報告 

供与可能な住宅の情報収集・

受入れの検討 

（都市整備部） 

現地調査 

(都市整備部) 

借用契約の締結 

（都市整備部） 

 

修繕工事の発注 

（都市整備部） 

申込み受付、要件審査 

（総務部） 

入居者最終決定 

（健康福祉部） 

 

修繕工事の完了 

入 居 

入居者等管理事務 

（総務部、健康福祉部、都市整備部） 

応急仮設住宅適用の通知 

※都市整備部の支援 
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5. 建設型応急住宅 〔財政部、健康福祉部、都市整備部〕 

借上げ民間賃貸住宅及び借上げ公営住宅等で応急仮設住宅の供給戸数が不足する場合に、プレ

ハブ等の簡易な構造の仮設住宅を建設し一時的な居住の安定を図る。 

(1) 災害救助法との関係 

災害救助法の適用有無に関わらず、応急仮設住宅対策の基本方針により建設型応急住宅が必

要と認められる場合は、市が災害救助法及び仙台市災害救助法施行細則を基準として建設を行

い、入居者を選定する。 

(2) 建設用地の確保及び選定 

財政部は、建設型応急住宅の建設が可能と思われる国有地のリストが国から提供された場合、

当該リストを都市整備部へ提供する。 

都市整備部は、平時に建設候補地台帳を整備し、建設候補地の現地調査等により、インフラ

整備状況を把握する。災害発生後、被災地との地理的関係や周辺の生活環境等を考慮して、建

設用地の選定を行う。 

また、民間企業等から建設用地提供の申出があった場合は、都市整備部で受付を行い、敷地

の範囲や敷地面積、所有者等を確認後、提供受付リストを作成する。 

(3) 入居対象者 

災害のため、住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、自己の資力で

は住宅を得ることができない者が原則対象となる。 

ただし、半壊であっても住み続けることが困難な程度の傷みや避難指示の長期化が見込まれ

るなどの全壊相当の場合は個別協議とする。 
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5. 建設型応急住宅 〔財政部、健康福祉部、都市整備部〕 

借上げ民間賃貸住宅及び借上げ公営住宅等で応急仮設住宅の供給戸数が不足する場合に、プレ

ハブ等の簡易な構造の仮設住宅を建設し一時的な居住の安定を図る。 

(1) 災害救助法との関係 

災害救助法の適用有無に関わらず、応急仮設住宅対策の基本方針により建設型応急住宅が必

要と認められる場合は、市が災害救助法及び仙台市災害救助法施行細則を基準として建設を行

い、入居者を選定する。 

(2) 建設用地の確保及び選定 

財政部は、建設型応急住宅の建設が可能と思われる国有地のリストが国から提供された場合、

当該リストを都市整備部へ提供する。 

都市整備部は、平時に建設候補地台帳を整備し、建設候補地の現地調査等により、インフラ

整備状況を把握する。災害発生後、被災地との地理的関係や周辺の生活環境等を考慮して、建

設用地の選定を行う。 

また、民間企業等から建設用地提供の申出があった場合は、都市整備部で受付を行い、敷地

の範囲や敷地面積、所有者等を確認後、提供受付リストを作成する。 

 

(3) 入居対象者 

災害のため、住家が全壊、全焼又は流失し、居住する住家がない者であって、自己の資力で

は住宅を得ることができない者が原則対象となる。 

ただし、半壊であっても住み続けることが困難な程度の傷みや避難指示の長期化が見込まれ

るなどの全壊相当の場合は個別協議とする。 
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(4) 建設型応急住宅に関する事務フロー 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 無償工事や資機材・物品等の提供申出については、建設工事に関連する場合は都市整備部で対応し、その

他の場合は健康福祉部で対応する。 

(5) 建設型応急住宅の整備 

建設型応急住宅の整備に係るその他の事項については、応急仮設住宅の整備に係る実施計画

に定める。 
  

6. 災害公営住宅の整備 〔都市整備部〕 

(1) 災害公営住宅の整備 

災害により住宅を失った者を救済するため、被災者に対して「災害公営住宅」を整備する必

要があるときは、建設、買取り等により整備を進める。 

(2) 災害公営住宅整備事業の手続の流れ 

ア 住宅災害速報の提出 （災害発生後 10日以内、知事→国土交通省住宅局長） 

イ 災害公営住宅整備計画書の提出（仙台市長→東北地方整備局長） 

 

建設型応急住宅建設候補地の 

確保 

（都市整備部） 

技術面と生活環境を考慮した 

建設用地の選定 

（都市整備部） 建設場所・必要戸数の決定 

（都市整備部、健康福祉部） 

 

 

・避難者数の推移を基に決定 

・着工次ごとに宮城県へ報告 

建設用地の提供受入れ 

（都市整備部） 

申込み受付、要件審査 

（総務部） 
・入居者の選定 

・入居者の募集及び審査 

建設型応急住宅の建設 

（都市整備部） 

入   居 

入居者等管理事務 

（総務部、健康福祉部、都市整備部） 

・入退去等の管理 

・維持・修繕 

入居者最終決定 

（健康福祉部） 

・入居者の決定 

・入退去の管理の総括 

・宮城県へ報告 
※都市整備部の支援 
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ウ 住宅滅失戸数の査定 

エ 整備計画の内示（東北地方整備局長→仙台市長） 

オ 補助金＊交付申請（仙台市長→東北地方整備局長） 

カ 補助金＊交付決定（東北地方整備局長→仙台市長） 

＊東日本大震災においては、東日本大震災復興交付金 

7. 被災住宅の応急修理及び土石等障害物の除去 〔財政部、健康福祉部〕 

(1) 災害救助法との関係 

災害救助法の適用有無に関わらず、応急修理及び土石等障害物の除去が必要と認められる場

合は、市が災害救助法及び仙台市災害救助法施行細則を基準として実施する。 

(2) 被災住宅の応急修理 

災害のため住家に被害を受け、そのままでは住むことができない状態であって、応急的に修

理すれば居住可能な場合に、必要最低限の修理を行う。 

ア 対象者 

災害によって、住家が半壊、準半壊の被害を受け、自らの資力では応急修理をすることがで

きない者又は大規模半壊の被害を受けた者 

なお、全壊の場合は、応急修理を行うことにより居住が可能である場合のみ対象となる。 

イ 期 間 

災害発生の日から１か月以内 

(3) 土石等障害物の除去 

災害によって、土石、竹木等の障害物が住家等に運びこまれ、日常生活を営むことに支障を

きたしている世帯に対し、土石等障害物（一般廃棄物）の除去を行う。 

ア 対象者 

災害によって、住家が半壊（又は床上浸水）以上の被害を受け、そのままでは当面の日常生

活を営むことができない世帯で、かつ、自己の資力では障害物の除去ができない世帯 

イ 期 間 

災害発生の日から 10日以内 

(4) 応急修理及び土石等障害物の除去の範囲等 

居室、玄関等日常生活に必要な最小限度の部分に限定し、建設業者等に委託して実施する。 
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(4) 建設型応急住宅に関する事務フロー 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 無償工事や資機材・物品等の提供申出については、建設工事に関連する場合は都市整備部で対応し、その

他の場合は健康福祉部で対応する。 

(5) 建設型応急住宅の整備 

   建設型応急住宅の整備に係るその他の事項については、応急仮設住宅の整備に係る実施計画

に定める。 
  

6. 災害公営住宅の整備 〔都市整備部〕 

(1) 災害公営住宅の整備 

災害により住宅を失った者を救済するため、被災者に対して「災害公営住宅」を整備する必

要があるときは、建設、買取り等により整備を進める。 

(2) 災害公営住宅整備事業の手続の流れ 

ア 住宅災害速報の提出 （災害発生後 10日以内、知事→国土交通省住宅局長） 

イ 災害公営住宅整備計画書の提出（仙台市長→東北地方整備局長） 

 

建設型応急住宅建設候補地の 

確保 

（都市整備部） 

技術面と生活環境を考慮した 

建設用地の選定 

（都市整備部） 建設場所・必要戸数の決定 

（都市整備部、健康福祉部） 

 

 

・避難者数の推移を基に決定 

・着工次ごとに宮城県へ報告 

建設用地の提供受入れ 

（都市整備部） 

申込み受付、要件審査 

（総務部） 
・入居者の選定 

・入居者の募集及び審査 

建設型応急住宅の建設 

（都市整備部） 

入   居 

入居者等管理事務 

（総務部、健康福祉部、都市整備部） 

・入退去等の管理 

・維持・修繕 

入居者最終決定 

（健康福祉部） 

・入居者の決定 

・入退去の管理の総括 

・宮城県へ報告 
※都市整備部の支援 
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(4) 建設型応急住宅に関する事務フロー 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 無償工事や資機材・物品等の提供申出については、建設工事に関連する場合は都市整備部で対応し、その

他の場合は健康福祉部で対応する。 

(5) 建設型応急住宅の整備 

建設型応急住宅の整備に係るその他の事項については、応急仮設住宅の整備に係る実施計画

に定める。 
  

6. 災害公営住宅の整備 〔都市整備部〕 

(1) 災害公営住宅の整備 

災害により住宅を失った者を救済するため、被災者に対して「災害公営住宅」を整備する必

要があるときは、建設、買取り等により整備を進める。 

(2) 災害公営住宅整備事業の手続の流れ 

ア 住宅災害速報の提出 （災害発生後 10日以内、知事→国土交通省住宅局長） 

イ 災害公営住宅整備計画書の提出（仙台市長→東北地方整備局長） 

 

建設型応急住宅建設候補地の 

確保 

（都市整備部） 

技術面と生活環境を考慮した 

建設用地の選定 

（都市整備部） 建設場所・必要戸数の決定 

（都市整備部、健康福祉部） 

 

 

・避難者数の推移を基に決定 

・着工次ごとに宮城県へ報告 

建設用地の提供受入れ 

（都市整備部） 

申込み受付、要件審査 

（総務部） 
・入居者の選定 

・入居者の募集及び審査 

建設型応急住宅の建設 

（都市整備部） 

入   居 

入居者等管理事務 

（総務部、健康福祉部、都市整備部） 

・入退去等の管理 

・維持・修繕 

入居者最終決定 

（健康福祉部） 

・入居者の決定 

・入退去の管理の総括 

・宮城県へ報告 
※都市整備部の支援 
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ウ 住宅滅失戸数の査定 

エ 整備計画の内示（東北地方整備局長→仙台市長） 

オ 補助金＊交付申請（仙台市長→東北地方整備局長） 

カ 補助金＊交付決定（東北地方整備局長→仙台市長） 

＊東日本大震災においては、東日本大震災復興交付金 

7. 被災住宅の応急修理及び土石等障害物の除去 〔財政部、健康福祉部〕 

(1) 災害救助法との関係 

災害救助法の適用有無に関わらず、応急修理及び土石等障害物の除去が必要と認められる場

合は、市が災害救助法及び仙台市災害救助法施行細則を基準として実施する。 

(2) 被災住宅の応急修理 

災害のため住家に被害を受け、そのままでは住むことができない状態であって、応急的に修

理すれば居住可能な場合に、必要最低限の修理を行う。 

ア 対象者 

災害によって、住家が半壊、準半壊の被害を受け、自らの資力では応急修理をすることがで

きない者又は大規模半壊の被害を受けた者 

なお、全壊の場合は、応急修理を行うことにより居住が可能である場合のみ対象となる。 

イ 期 間 

災害発生の日から１か月以内 

(3) 土石等障害物の除去 

災害によって、土石、竹木等の障害物が住家等に運びこまれ、日常生活を営むことに支障を

きたしている世帯に対し、土石等障害物（一般廃棄物）の除去を行う。 

ア 対象者 

災害によって、住家が半壊（又は床上浸水）以上の被害を受け、そのままでは当面の日常生

活を営むことができない世帯で、かつ、自己の資力では障害物の除去ができない世帯 

イ 期 間 

災害発生の日から 10 日以内 

(4) 応急修理及び土石等障害物の除去の範囲等 

居室、玄関等日常生活に必要な最小限度の部分に限定し、建設業者等に委託して実施する。 

－　　－201

第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 33 節 住宅応急対策計画 

 

 202 

ウ 住宅滅失戸数の査定 

エ 整備計画の内示（東北地方整備局長→仙台市長） 

オ 補助金＊交付申請（仙台市長→東北地方整備局長） 

カ 補助金＊交付決定（東北地方整備局長→仙台市長） 

＊東日本大震災においては、東日本大震災復興交付金 

7. 被災住宅の応急修理及び土石等障害物の除去 〔財政部、健康福祉部〕 

(1) 災害救助法との関係 

災害救助法の適用有無に関わらず、応急修理及び土石等障害物の除去が必要と認められる場

合は、市が災害救助法及び仙台市災害救助法施行細則を基準として実施する。 

(2) 被災住宅の応急修理 

災害のため住家に被害を受け、そのままでは住むことができない状態であって、応急的に修

理すれば居住可能な場合に、必要最低限の修理を行う。 

ア 対象者 

災害によって、住家が半壊、準半壊の被害を受け、自らの資力では応急修理をすることがで

きない者又は大規模半壊の被害を受けた者 

なお、全壊の場合は、応急修理を行うことにより居住が可能である場合のみ対象となる。 

イ 期 間 

災害発生の日から１か月以内 

(3) 土石等障害物の除去 

災害によって、土石、竹木等の障害物が住家等に運びこまれ、日常生活を営むことに支障を

きたしている世帯に対し、土石等障害物（一般廃棄物）の除去を行う。 

ア 対象者 

災害によって、住家が半壊（又は床上浸水）以上の被害を受け、そのままでは当面の日常生

活を営むことができない世帯で、かつ、自己の資力では障害物の除去ができない世帯 

イ 期 間 

災害発生の日から 10日以内 

(4) 応急修理及び土石等障害物の除去の範囲等 

居室、玄関等日常生活に必要な最小限度の部分に限定し、建設業者等に委託して実施する。 
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(5) 応急修理等に関する事務処理 

 

<被災住宅の応急修理及び土石等障害物の除去に関する事務処理> 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 市営住宅の応急復旧 〔都市整備部〕 

市営住宅の被害状況の確認を行い、応急復旧を行う。 

(1) 被害調査 

ア 都市整備部は、市営住宅の住民の安全確保と被害状況を把握するため、現地調査を実施す

るとともに、必要に応じ市営住宅及び共同施設の管理業務を受託する指定管理者に調査を依

頼し、以後の取り組み方針を決定、確認する。 

イ 被害状況の確認事項はおおむね以下のものとする。 

① 現在の住宅への継続入居が不可能で別の市営住宅（応急仮設住宅を含む）を必要とする

者の数 

② 損害の程度：各団地及び棟ごとの全壊、半壊等の被害程度の確認、継続入居可能の可否、

被害額の推定 

(2) 応急復旧 

都市整備部は、災害が発生し、市営住宅において被害が確認された場合は、応急復旧対策に

係る今後の取り組み方針を決定する。 

市営住宅の被害状況に応じた応急復旧対策の取り組み方針を決定するまでの間、必要に応じ

て指定管理者と協議し、応急措置をとるよう指示する。 
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財  政  部 

 
 

 
被 災 者 

 
 

応急修理 

・応急修理に係る申請
の受付及び審査 

申 請 

・工事契約の締結 
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業
者
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さ
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・応急修理等の決定 
 

健 康 福 祉 部 
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9. 人員体制について 〔総務部、財政部〕 

東日本大震災時の経験を踏まえ、応急仮設住宅の入退去の募集及び審査、被災住宅の応急修理及

び土石等障害物の除去に係る申請の受付及び審査に関する業務について、大規模災害時において

も迅速かつ適切に実施できるよう、他部からの応援も含め職員の体制等を整備する。 

10. 建築資材及び建設要員の確保 〔市民部〕 

住宅等の応急修理を行うための人員、資材等を確保するため、仙台市技能職団体連絡協議会に

対して協力を要請する。 
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(5) 応急修理等に関する事務処理 

 

<被災住宅の応急修理及び土石等障害物の除去に関する事務処理> 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 市営住宅の応急復旧 〔都市整備部〕 

市営住宅の被害状況の確認を行い、応急復旧を行う。 

(1) 被害調査 

ア 都市整備部は、市営住宅の住民の安全確保と被害状況を把握するため、現地調査を実施す

るとともに、必要に応じ市営住宅及び共同施設の管理業務を受託する指定管理者に調査を依

頼し、以後の取り組み方針を決定、確認する。 

イ 被害状況の確認事項はおおむね以下のものとする。 

① 現在の住宅への継続入居が不可能で別の市営住宅（応急仮設住宅を含む）を必要とする

者の数 

② 損害の程度：各団地及び棟ごとの全壊、半壊等の被害程度の確認、継続入居可能の可否、

被害額の推定 

(2) 応急復旧 

都市整備部は、災害が発生し、市営住宅において被害が確認された場合は、応急復旧対策に

係る今後の取り組み方針を決定する。 

市営住宅の被害状況に応じた応急復旧対策の取り組み方針を決定するまでの間、必要に応じ

て指定管理者と協議し、応急措置をとるよう指示する。 
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(5) 応急修理等に関する事務処理 

 

<被災住宅の応急修理及び土石等障害物の除去に関する事務処理> 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 市営住宅の応急復旧 〔都市整備部〕 

市営住宅の被害状況の確認を行い、応急復旧を行う。 

(1) 被害調査 

ア 都市整備部は、市営住宅の住民の安全確保と被害状況を把握するため、現地調査を実施す

るとともに、必要に応じ市営住宅及び共同施設の管理業務を受託する指定管理者に調査を依

頼し、以後の取り組み方針を決定、確認する。 

イ 被害状況の確認事項はおおむね以下のものとする。 

① 現在の住宅への継続入居が不可能で別の市営住宅（応急仮設住宅を含む）を必要とする

者の数 

② 損害の程度：各団地及び棟ごとの全壊、半壊等の被害程度の確認、継続入居可能の可否、

被害額の推定 

(2) 応急復旧 

都市整備部は、災害が発生し、市営住宅において被害が確認された場合は、応急復旧対策に

係る今後の取り組み方針を決定する。 

市営住宅の被害状況に応じた応急復旧対策の取り組み方針を決定するまでの間、必要に応じ

て指定管理者と協議し、応急措置をとるよう指示する。 
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9. 人員体制について 〔総務部、財政部〕 

東日本大震災時の経験を踏まえ、応急仮設住宅の入退去の募集及び審査、被災住宅の応急修理及

び土石等障害物の除去に係る申請の受付及び審査に関する業務について、大規模災害時において

も迅速かつ適切に実施できるよう、他部からの応援も含め職員の体制等を整備する。 

10. 建築資材及び建設要員の確保 〔市民部〕 

住宅等の応急修理を行うための人員、資材等を確保するため、仙台市技能職団体連絡協議会に

対して協力を要請する。 
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9. 人員体制について 〔総務部、財政部〕 

東日本大震災時の経験を踏まえ、応急仮設住宅の入退去の募集及び審査、被災住宅の応急修理及

び土石等障害物の除去に係る申請の受付及び審査に関する業務について、大規模災害時において

も迅速かつ適切に実施できるよう、他部からの応援も含め職員の体制等を整備する。 

10. 建築資材及び建設要員の確保 〔市民部〕 

住宅等の応急修理を行うための人員、資材等を確保するため、仙台市技能職団体連絡協議会に

対して協力を要請する。 
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第 34 節 農林水産業対策計画 

〔経済部〕 

大規模な災害により、農林水産業の施設等への被害が発生した場合に、被害の状況を迅速かつ

正確に把握するとともに、被害を最小限に食い止めるための的確な対応を行うものとする。 

災害により、農林水産物及び農林水産業の施設等への被害が発生した場合は、「仙台市農林

業関係被害報告要領（平成元年 4月 経済局長決裁）」に基づき、被害の状況を迅速かつ正確に

把握するとともに、被害が発生した農作物等及び農林業施設等に対し、被害を最小限に食い止

めるため的確な対応を行うものとする。 

 

1. 実施機関及び担当業務  

実 施 機 関 担 当 業 務 

農 政 企 画 班  

・災害対策及び被害防止広報の総括に関すること 

・所管施設の被害の把握、被害情報収集に関すること 

・県及び部庶務班への被害報告に関すること 

農 業 振 興 班  

・農作物等及び農業用施設（共同利用施設等）に係る被害の把握、被害情

報収集、農政企画班への被害報告に関すること 

・農作物災害対策専門部会の開催に関すること 

・農作物等及び農業用施設（共同利用施設等）に係る災害対策の立案に関

すること 

・被害防止広報に関すること 

農 林 土 木 班  

（整備係・管理係） 

・農地及び農業用施設（かんがい排水施設、農業用道路等）に係る被害

の把握、被害情報収集、県及び農政企画班への被害報告に関すること 

・農地及び農業用施設（かんがい排水施設、農業用道路等）に係る災害

対策の立案に関すること 

・被害防止広報に関すること 

（林務係） 

・林地及び林地施設等の被害の把握、被害情報収集、農政企画班への被

害報告に関すること 

・林地及び林地施設等に係る災害対策の立案及び災害復旧の指導に関す

ること 

・被害防止広報に関すること 
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2. 農業対策 

農地、農業用施設に係る被害の拡大や二次災害等を防止するため、関係機関・団体等と連携の下、

農作物等及び農業用施設関係の被害把握、被害情報収集に努め、農道、農業用用排水路施設、ため

池等の安全性の点検、応急復旧を実施する。 

(1) 農作物災害対策本部の設置 

「仙台市農政推進協議会＊要綱（昭和 55年 4月 市長決裁）」第 5条に基づき、農作物等、農

業用施設等に係る災害が発生したとき又は発生するおそれがあると認めるときは、農作物災害

対策本部を設置し、災害への対策を講じる。 

＊農政に関する諸問題を協議し、市域の農業の安定的拡大を図るため設置している市の協議会。 

(2) 農作物災害対策専門部会の開催 
「仙台市農政推進協議会専門部会要領（昭和 55年 4月 経済局長決裁）」に基づき、仙台市

農政推進協議会（以下「協議会」という。）の下部組織として、農作物災害対策専門部会を設

置しており、協議会からの付託を受け、被害状況の把握のための調査及び情報の収集、被害防

止対策の啓蒙宣伝活動、技術対策の検討など、実際の事務手順や処理方法等について、具体的

な事項を検討する。 

なお、専門部会での検討は基本的対応とし、重要事項は協議会を開催し、検討する。 

(3) 農業用施設（防災重点ため池） 

大雨時において、防災重点ため池施設について水位監視を行うほか、被害状況の把握を適宜

行う。 

（（資資料料 66--1188「「防防災災重重点点たためめ池池一一覧覧」」参参照照））  

(4) 農作物等 

農作物等に被害の拡大等を防止するため、関係機関・団体等と連携のもと、病害虫防除、応

急技術対策等に関わる応急対策を実施する。個々の災害に対応する応急の技術対策については、

宮城県地域防災計画（風水害等災害対策編）の農産物に係る応急技術対策に準拠した指導を実

施する。 

(5) 家畜等 

災害によって発生する家畜伝染病の予防に重点を置き、関係機関・団体と連携して防疫指導

等に努めるとともに、畜舎の汚染に起因する疾病に対する飼養管理指導を実施する。 

 

3. 林業対策 

林道や治山施設等への二次災害を防止するため、関係機関・団体等との連携の下、被害把握、被

害情報収集に努め、安全点検、応急復旧を実施する。 

また、林道については、生活道路に供される路線を優先的に通行確保することとし、それ以外の

路線については交通の危険を防止する必要がある場合、関係法令に基づき、状況に応じて速やかに

通行禁止又は制限の措置を講ずる。 
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第 34 節 農林水産業対策計画 

〔経済部〕 

大規模な災害により、農林水産業の施設等への被害が発生した場合に、被害の状況を迅速かつ

正確に把握するとともに、被害を最小限に食い止めるための的確な対応を行うものとする。 

災害により、農林水産物及び農林水産業の施設等への被害が発生した場合は、「仙台市農林

業関係被害報告要領（平成元年 4 月 経済局長決裁）」に基づき、被害の状況を迅速かつ正確に

把握するとともに、被害が発生した農作物等及び農林業施設等に対し、被害を最小限に食い止

めるため的確な対応を行うものとする。 

 

1. 実施機関及び担当業務  

実 施 機 関 担 当 業 務 

農 政 企 画 班  

・災害対策及び被害防止広報の総括に関すること 

・所管施設の被害の把握、被害情報収集に関すること 

・県及び部庶務班への被害報告に関すること 

農 業 振 興 班  

・農作物等及び農業用施設（共同利用施設等）に係る被害の把握、被害情

報収集、農政企画班への被害報告に関すること 

・農作物災害対策専門部会の開催に関すること 

・農作物等及び農業用施設（共同利用施設等）に係る災害対策の立案に関

すること 

・被害防止広報に関すること 

農 林 土 木 班  

（整備係・管理係） 

・農地及び農業用施設（かんがい排水施設、農業用道路等）に係る被害

の把握、被害情報収集、県及び農政企画班への被害報告に関すること 

・農地及び農業用施設（かんがい排水施設、農業用道路等）に係る災害

対策の立案に関すること 

・被害防止広報に関すること 

（林務係） 

・林地及び林地施設等の被害の把握、被害情報収集、農政企画班への被

害報告に関すること 

・林地及び林地施設等に係る災害対策の立案及び災害復旧の指導に関す

ること 

・被害防止広報に関すること 
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第 34 節 農林水産業対策計画 

〔経済部〕 

大規模な災害により、農林水産業の施設等への被害が発生した場合に、被害の状況を迅速かつ

正確に把握するとともに、被害を最小限に食い止めるための的確な対応を行うものとする。 

災害により、農林水産物及び農林水産業の施設等への被害が発生した場合は、「仙台市農林

業関係被害報告要領（平成元年 4月 経済局長決裁）」に基づき、被害の状況を迅速かつ正確に

把握するとともに、被害が発生した農作物等及び農林業施設等に対し、被害を最小限に食い止

めるため的確な対応を行うものとする。 

 

1. 実施機関及び担当業務  

実 施 機 関 担 当 業 務 

農 政 企 画 班  

・災害対策及び被害防止広報の総括に関すること 

・所管施設の被害の把握、被害情報収集に関すること 

・県及び部庶務班への被害報告に関すること 

農 業 振 興 班  

・農作物等及び農業用施設（共同利用施設等）に係る被害の把握、被害情

報収集、農政企画班への被害報告に関すること 

・農作物災害対策専門部会の開催に関すること 

・農作物等及び農業用施設（共同利用施設等）に係る災害対策の立案に関

すること 

・被害防止広報に関すること 

農 林 土 木 班  

（整備係・管理係） 

・農地及び農業用施設（かんがい排水施設、農業用道路等）に係る被害

の把握、被害情報収集、県及び農政企画班への被害報告に関すること 

・農地及び農業用施設（かんがい排水施設、農業用道路等）に係る災害

対策の立案に関すること 

・被害防止広報に関すること 

（林務係） 

・林地及び林地施設等の被害の把握、被害情報収集、農政企画班への被

害報告に関すること 

・林地及び林地施設等に係る災害対策の立案及び災害復旧の指導に関す

ること 

・被害防止広報に関すること 
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2. 農業対策 

農地、農業用施設に係る被害の拡大や二次災害等を防止するため、関係機関・団体等と連携の下、

農作物等及び農業用施設関係の被害把握、被害情報収集に努め、農道、農業用用排水路施設、ため

池等の安全性の点検、応急復旧を実施する。 

(1) 農作物災害対策本部の設置 

「仙台市農政推進協議会＊要綱（昭和 55年 4月 市長決裁）」第 5条に基づき、農作物等、農

業用施設等に係る災害が発生したとき又は発生するおそれがあると認めるときは、農作物災害

対策本部を設置し、災害への対策を講じる。 

＊農政に関する諸問題を協議し、市域の農業の安定的拡大を図るため設置している市の協議会。 

(2) 農作物災害対策専門部会の開催 
「仙台市農政推進協議会専門部会要領（昭和 55年 4月 経済局長決裁）」に基づき、仙台市

農政推進協議会（以下「協議会」という。）の下部組織として、農作物災害対策専門部会を設

置しており、協議会からの付託を受け、被害状況の把握のための調査及び情報の収集、被害防

止対策の啓蒙宣伝活動、技術対策の検討など、実際の事務手順や処理方法等について、具体的

な事項を検討する。 

なお、専門部会での検討は基本的対応とし、重要事項は協議会を開催し、検討する。 

(3) 農業用施設（防災重点ため池） 

大雨時において、防災重点ため池施設について水位監視を行うほか、被害状況の把握を適宜

行う。 

（（資資料料 66--1188「「防防災災重重点点たためめ池池一一覧覧」」参参照照））  

(4) 農作物等 

農作物等に被害の拡大等を防止するため、関係機関・団体等と連携のもと、病害虫防除、応

急技術対策等に関わる応急対策を実施する。個々の災害に対応する応急の技術対策については、

宮城県地域防災計画（風水害等災害対策編）の農産物に係る応急技術対策に準拠した指導を実

施する。 

(5) 家畜等 

災害によって発生する家畜伝染病の予防に重点を置き、関係機関・団体と連携して防疫指導

等に努めるとともに、畜舎の汚染に起因する疾病に対する飼養管理指導を実施する。 

 

3. 林業対策 

林道や治山施設等への二次災害を防止するため、関係機関・団体等との連携の下、被害把握、被

害情報収集に努め、安全点検、応急復旧を実施する。 

また、林道については、生活道路に供される路線を優先的に通行確保することとし、それ以外の

路線については交通の危険を防止する必要がある場合、関係法令に基づき、状況に応じて速やかに

通行禁止又は制限の措置を講ずる。 
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2. 農業対策 

農地、農業用施設に係る被害の拡大や二次災害等を防止するため、関係機関・団体等と連携の下、

農作物等及び農業用施設関係の被害把握、被害情報収集に努め、農道、農業用用排水路施設、ため

池等の安全性の点検、応急復旧を実施する。 

(1) 農作物災害対策本部の設置 
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4. 水産業対策 
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把握、被害情報収集に努め、水産物生産者・団体等の災害応急対策について、情報の伝達及び助言

等必要な対策を実施する。 
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第 35 節 民生安定のための緊急措置に関する計画 

 

本節では、本市が直接又は間接に関与して行う経済援護等の措置について、その概要を記す。 

 

1. 災害弔慰金・災害障害見舞金の支給及び災害援護資金の貸付 〔健康福祉部、区本部〕 

災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48年法律第 82号）及び災害弔慰金の支給等に関する条

例（昭和 49年条例第 40号）に基づき、災害により死亡した者の遺族に対する災害弔慰金、精神及

び身体に著しい障害を受けた者に対する災害障害見舞金の支給及び災害により被害を受けた世帯

の世帯主に対して災害援護資金の貸付を行う。 

(1) 災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給 

種 類 対 象 災 害  対 象 者 支 給 額 

災 害 弔 慰 金  

1 1 市町村において住居が 5

世帯以上滅失した災害 

2 都道府県内において 5世帯

以上滅失した市町村が 3 以

上ある場合の災害 

3 都道府県内において災害救

助法が適用された市町村が

1以上ある場合の災害 

4 災害救助法が適用された市

町村をその区域内に含む都

道府県が 2 以上ある場合の

災害 

死亡した者の遺族 

(配偶者・子・父母・

孫・祖父母・同居又

は生計同一の兄弟

姉妹) 

1 主たる生計維持者の死亡 

500万円 

2 その他 

250万円 

災害障害見舞金  

災害弔慰金の支給等

に関する法律に掲げ

る程度の障害を受け

た者 

1 主たる生計維持者 

250万円 

2 その他 

125万円 

※ 死亡者が、その死亡に係る災害に対し、既に災害障害見舞金の支給を受けている場合の災害弔慰金 

支給額は、当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。 

【費用の負担：国（1／2）、都道府県（1／4）、市町村（1／4）】 

 

(2) 災害援護資金の貸付 

ア 対象災害 

宮城県内において災害救助法が適用された市町村が 1以上ある場合の災害 

イ 貸付対象者 

アの災害により、世帯主が負傷又は住居、家財に一定程度の損害を受けた世帯の世帯主 
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ウ 貸付限度額 

災害の種類及び程度  
世帯主の負傷あり 

（療養期間１月以上） 

 

世帯主の負傷なし 

（療養期間1月未満） 

 

1 家財及び住居に損害がない場合 150万円 
 

2 
家 財 の お お む ね 1 / 3 以 上 が 

損 害 を 受 け た 場 合 
250万円 150万円 

3 住 居 が 半 壊 し た 場 合 
270万円 

（350万円） 

170万円 

（250万円） 

4 住 居 が 全 壊 し た 場 合 350万円 
250万円 

（350万円） 

5 住居の全体が滅失し又は流失した場合  350万円 

※ 被災した住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるをえない場合等特別の事情があ

る場合は、（ ）内の金額を限度とする。（自己所有の住宅が対象。ただし、全壊及び滅失・流失した

場合は、賃貸住宅でも対象となる。） 

エ 所得制限 

世帯人員 市町村民税における前年の総所得金額 

1 人 2 2 0 万 円 未 満  

2 人 4 3 0 万 円 未 満  

3 人 6 2 0 万 円 未 満  

4 人 7 3 0 万 円 未 満  

5 人以上 
1 人増すごとに 

730 万円に 30 万円を加えた額 

世帯の住居が滅失した場合は、1,270 万円未満 

オ 貸付条件 

① 利 率：年 3％（据置期間中は無利子） 

② 据置期間：  3年（市長が被害の程度、その他の事情を勘案して定める場合 

にあっては 5年） 

③ 償還期間： 10年（据置期間含む） 

④ 償還方法：年賦又は半年賦（元利均等償還） 

カ 貸付原資負担 

国（2/3）、市町村（1/3） 

キ 東日本大震災による特例（貸付条件） 

① 利 率：年 1.5％（据置期間中は無利子）※保証人を立てる場合は無利子 

② 据置期間：    6 年（市長が被害の程度、その他の事情を勘案して定める場合 

にあっては 8年） 

③ 償還期間：   13 年（据置期間含む） 
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2. 被災者生活再建支援金の支給 〔健康福祉部、区本部〕 

被災者生活再建支援法（平成 10 年法律第 66号）に基づき、自然災害によりその生活基盤に著し

い被害を受けた者であって、経済的理由等によって自立して生活を再建することが困難な者に対

し、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を活用して、被災者生活再建支援金を支給するこ

とにより、その自立した生活の再建を支援する。 

(1) 対象となる自然災害(本制度が適用になる場合はその旨の公示がなされる。) 

ア 災害救助法施行令第 1条第 1 項第 1号又は第 2号に該当する被害が発生した市町村におけ

る自然災害 

イ 10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害 

ウ 100世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害 

エ ア又はイの市町村を含む都道府県で、5 世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口

10万人未満に限る）における自然災害 

オ ア～ウの区域に隣接し、5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村（人口 10万人未満に

限る）における自然災害 

カ ア若しくはイの市町村を含む都道府県又はウの都道府県が 2以上ある場合に、 

① 5世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口 10万人未満に限る)における自然災害 

② 2 世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村(人口 5万人未満に限る)における自然災害 

※ エ～カの人口要件については、合併前の旧市町村単位でも適用可などの特例措置あり（合併

した年と続く 5年間の特例措置） 

(2) 対象世帯 

上記の災害により 

ア 住宅が「全壊」した世帯 

イ 住宅が半壊、又は住宅の敷地に被害が生じ、その住宅をやむを得ず解体した世帯 

ウ 災害による危険な状態が継続し、住宅に居住不能な状態が長期間継続することが見込まれ

る世帯 

エ 住宅が半壊し、大規模な補修を行わなければ居住することが困難な世帯（大規模半壊世帯） 

オ 住宅が半壊し、相当規模の補修を行わなければ居住することが困難な世帯（中規模半壊世

帯） 
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(3) 支援金の支給額 

支援金の支給額は、以下の 2つの支援金の合計額 

ア 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

イ 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

（単位：万円） 

区 分 
A 基 礎 支 援 金  B 加 算 支 援 金  

計 A＋B 
住宅の被害程度 住宅の再建方法 

複数世帯 

（世帯の 

構成員が 

複数） 

全壊世帯 100 

建設・購入 200 300 

補 修 100 200 

賃 借 50 150 

大規模 

半壊世帯 
50 

建設・購入 200 250 

補 修 100 150 

賃 借 50 100 

中規模 

半壊世帯 
― 

建設・購入 100 100 

補 修 50 50 

賃 借 25 25 

単身世帯 

（世帯の 

構成員が 

単数） 

全壊世帯 75 

建設・購入 150 225 

補 修 75 150 

賃 借 37.5 112.5 

大規模 

半壊世帯 
37.5 

建設・購入 150 187.5 

補 修 75 112.5 

賃 借 37.5 75 

中規模 

半壊世帯 
― 

建設・購入 75 75 

補 修 37.5 37.5 

賃 借 18.75 18.75 

※ 全壊世帯には、大規模・半壊解体世帯、敷地被害解体世帯、長期避難世帯が含まれる。 

※ 加算支援金の「賃借」については、公営住宅や仮設住宅への入居は除く。 
 

3. 生活復興支援資金の貸付 〔仙台市社会福祉協議会〕 

東日本大震災により被災し、罹災証明、罹災届出証明書の発行を受けている低所得世帯（被災し

たことにより、低所得世帯となった場合も含む。）に当面の生活に必要となる経費の貸付を行う。 

 

種 類 内 容 

一時生活支援費 

（当面の生活費） 

月 20万以内（単身世帯 15万以内）×6か月以内 

※震災による減収があり、低所得世帯になった世帯 

※罹災証明書等が必要 

生 活 再 建 費 

（住居の移転費、 

家具などの購入費） 

80万以内 

※罹災証明書、罹災届出証明書等が必要 

住 宅 補 修 費 
250 万以内 

※罹災証明書等が必要 

(1) 対 象：仙台市内に住居があるか、又は今後当面の間、仙台市内に居住して生活復興に 

   向けた取り組みを行う世帯（収入の目安あり。他の受給制度や貸付制度優先） 

(2) 利 率：年 1.5％ ※連帯保証人を立てる場合は無利子 

(3) 据置期間：2年以内 

(4) 償還期間：据置期間経過後 20年以内で借入金額により設定 
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4. 社会福祉資金の貸付 〔仙台市社会福祉協議会〕 

低所得世帯へ災害等、不時の出費に対し、その経済的自立の助成を図るため、社会福祉法人仙台

市社会福祉協議会社会福祉資金貸付規程に基づき、社会福祉資金の貸付を行う。申込みは、社会福

祉協議会各区・支部事務所に行う。 

 

名 称 貸付限度額 利 子 償還期間 

社会福祉資金 15万円以内 無利子 30か月以内 

 

(1) 対象 

市内に 6か月以上居住しており、資金の融資を他から受けることが困難な世帯 

(2) 保証人 

1名要（市内在住で、独立生計を営んでいる方） 

 

5. 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付 〔こども若者部、区本部〕 

災害により被害を受けた母子・父子家庭や寡婦の方の生活安定とその家庭の子どもの福祉のた

め無利子又は低利子で各種資金の貸付を行う。償還は、月賦、半年賦又は年賦償還のいずれかによ

る元利均等償還となる。申込みは、各区家庭健康課へ行う。（貸付を受ける場合は、保証人が必要） 

6. 災害見舞金の支給 〔健康福祉部、区本部〕 

災害により、住家に被害を受けた世帯に対し、仙台市災害見舞金支給要綱に基づき、災害見舞金

を支給する。 

（（資資料料 1111--11「「仙仙台台市市災災害害見見舞舞金金支支給給要要綱綱」」参参照照））  

(1) 支給対象 

市内に住所を有する者の世帯で災害により、住家に全焼、全壊、流失、半焼、大規模半壊、

中規模半壊、半壊、床上浸水又は消火冠水のいずれかの被害を受けた者。ただし、被災者生活

再建支援金又は、災害救助法に基づく住宅の応急修理を受けたものは除く。 

(2) 見舞金の額 

被 害 の 区 分  世帯の類型 被災人員数 支 給 額 

全 焼 、 全 壊 、 流 失 

準 世 帯  1 人当たり 2万円 

そ の 他 

1 人 

2 人～4 人 

5 人以上 

3 万円 

5 万円 

7 万円 

半焼、大規模半壊、 

中規模半壊、半壊、 

床上浸水又は消火冠水 

準 世 帯  1 人当たり 1万円 

そ の 他 

1 人 

2 人～4 人 

5 人以上 

1 万円 

3 万円 

5 万円 

※ 準世帯とは、寄宿舎、寮、下宿、入所施設等に居住している者の世帯で一般の独立世帯と同 

一に扱うことが不適当なものとする。 
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(3) 支援金の支給額 

支援金の支給額は、以下の 2つの支援金の合計額 
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イ 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 
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※ 加算支援金の「賃借」については、公営住宅や仮設住宅への入居は除く。 
 

3. 生活復興支援資金の貸付 〔仙台市社会福祉協議会〕 

東日本大震災により被災し、罹災証明、罹災届出証明書の発行を受けている低所得世帯（被災し

たことにより、低所得世帯となった場合も含む。）に当面の生活に必要となる経費の貸付を行う。 

 

種 類 内 容 

一時生活支援費 

（当面の生活費） 

月 20万以内（単身世帯 15万以内）×6か月以内 
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(1) 対 象：仙台市内に住居があるか、又は今後当面の間、仙台市内に居住して生活復興に 

   向けた取り組みを行う世帯（収入の目安あり。他の受給制度や貸付制度優先） 

(2) 利 率：年 1.5％ ※連帯保証人を立てる場合は無利子 

(3) 据置期間：2年以内 
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低所得世帯へ災害等、不時の出費に対し、その経済的自立の助成を図るため、社会福祉法人仙台

市社会福祉協議会社会福祉資金貸付規程に基づき、社会福祉資金の貸付を行う。申込みは、社会福

祉協議会各区・支部事務所に行う。 

 

名 称 貸付限度額 利 子 償還期間 

社会福祉資金 15万円以内 無利子 30か月以内 

 

(1) 対象 

市内に 6か月以上居住しており、資金の融資を他から受けることが困難な世帯 

(2) 保証人 

1名要（市内在住で、独立生計を営んでいる方） 

 

5. 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付 〔こども若者部、区本部〕 

災害により被害を受けた母子・父子家庭や寡婦の方の生活安定とその家庭の子どもの福祉のた

め無利子又は低利子で各種資金の貸付を行う。償還は、月賦、半年賦又は年賦償還のいずれかによ

る元利均等償還となる。申込みは、各区家庭健康課へ行う。（貸付を受ける場合は、保証人が必要） 

6. 災害見舞金の支給 〔健康福祉部、区本部〕 

災害により、住家に被害を受けた世帯に対し、仙台市災害見舞金支給要綱に基づき、災害見舞金

を支給する。 

（（資資料料 1111--11「「仙仙台台市市災災害害見見舞舞金金支支給給要要綱綱」」参参照照））  

(1) 支給対象 

市内に住所を有する者の世帯で災害により、住家に全焼、全壊、流失、半焼、大規模半壊、

中規模半壊、半壊、床上浸水又は消火冠水のいずれかの被害を受けた者。ただし、被災者生活

再建支援金又は、災害救助法に基づく住宅の応急修理を受けたものは除く。 

(2) 見舞金の額 

被 害 の 区 分  世帯の類型 被災人員数 支 給 額 

全 焼 、 全 壊 、 流 失 

準 世 帯  1 人当たり 2万円 

そ の 他 

1 人 

2 人～4 人 

5 人以上 

3 万円 

5 万円 

7 万円 

半焼、大規模半壊、 

中規模半壊、半壊、 

床上浸水又は消火冠水 

準 世 帯  1 人当たり 1万円 

そ の 他 

1 人 

2 人～4 人 

5 人以上 

1 万円 

3 万円 

5 万円 

※ 準世帯とは、寄宿舎、寮、下宿、入所施設等に居住している者の世帯で一般の独立世帯と同 

一に扱うことが不適当なものとする。 
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(4) 償還期間：据置期間経過後 20年以内で借入金額により設定 

4. 社会福祉資金の貸付 〔仙台市社会福祉協議会〕 

低所得世帯へ災害等、不時の出費に対し、その経済的自立の助成を図るため、社会福祉法人仙台

市社会福祉協議会社会福祉資金貸付規程に基づき、社会福祉資金の貸付を行う。申込みは、社会福

祉協議会各区・支部事務所に行う。 

 

名 称 貸付限度額 利 子 償還期間 

社会福祉資金 15万円以内 無利子 30か月以内 

 

(1) 対象 

市内に 6か月以上居住しており、資金の融資を他から受けることが困難な世帯 

(2) 保証人 

1名要（市内在住で、独立生計を営んでいる方） 

 

5. 母子・父子・寡婦福祉資金の貸付 〔こども若者部、区本部〕 

災害により被害を受けた母子・父子家庭や寡婦の方の生活安定とその家庭の子どもの福祉のた

め無利子又は低利子で各種資金の貸付を行う。償還は、月賦、半年賦又は年賦償還のいずれかによ

る元利均等償還となる。申込みは、各区家庭健康課へ行う。（貸付を受ける場合は、保証人が必要） 

6. 災害見舞金の支給 〔健康福祉部、区本部〕 

災害により、住家に被害を受けた世帯に対し、仙台市災害見舞金支給要綱に基づき、災害見舞金

を支給する。 

（（資資料料 1111--11「「仙仙台台市市災災害害見見舞舞金金支支給給要要綱綱」」参参照照））  

(1) 支給対象 

市内に住所を有する者の世帯で災害により、住家に全焼、全壊、流失、半焼、大規模半壊、

中規模半壊、半壊、床上浸水又は消火冠水のいずれかの被害を受けた者。ただし、被災者生活

再建支援金又は、災害救助法に基づく住宅の応急修理を受けたものは除く。 

(2) 見舞金の額 

被 害 の 区 分  世帯の類型 被災人員数 支 給 額 

全 焼 、 全 壊 、 流 失 

準 世 帯  1 人当たり 2万円 

そ の 他 

1 人 

2 人～4 人 

5 人以上 

3 万円 

5 万円 

7 万円 

半焼、大規模半壊、 

中規模半壊、半壊、 

床上浸水又は消火冠水 

準 世 帯  1 人当たり 1万円 

そ の 他 

1 人 

2 人～4 人 

5 人以上 

1 万円 

3 万円 

5 万円 

※ 準世帯とは、寄宿舎、寮、下宿、入所施設等に居住している者の世帯で一般の独立世帯と同 

一に扱うことが不適当なものとする。 
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7. 生活保護 〔健康福祉部〕 

災害による被害や職の喪失により生活の困窮に陥った低所得世帯に対し、生活保護法に基づく

基準の範囲内で必要な扶助を実施する。 

8. 市税の減免等 〔財政部〕 

災害により被災した納税義務者に対し、仙台市市税条例（昭和 40 年条例第 1号）等の定めると

ころにより、市税の減免、徴収猶予、納期限の延長等の措置を講ずる。 

(1) 個人市民税の減免 

ア 災害により死亡又は障害者になった場合 

該 当 事 由 減 免 の 割 合 

死 亡 全 部 

特 別 障 害 者  

（精神又は身体に重度の障害がある者） 
全 部 

普 通 障 害 者  1 0 分 の 9 

イ 災害により納税義務者等の所有する住宅又は家財に被害を受けた場合 

損 害 の 割 合※ 前年中の合計所得金額  減免の割合  

10 分の 5 以上 

500 万円以下 全 部 

500 万円を超え 750 万円以下 2 分 の 1 

750 万円を超え 1,000 万円以下 4 分 の 1 

10 分の 3 以上 

10 分の 5 未満 

500 万円以下 2 分 の 1 

500 万円を超え 750 万円以下 4 分 の 1 

750 万円を超え 1,000 万円以下 8 分 の 1 

※ 所有する住宅又は家財について受けた損害の金額の、その住宅又は家財の価格に対する割合 

ウ 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた場合※１ 

損害の割合 ※ 2 前年中の合計所得金額  減免の割合  

10分の 3 以上 

300 万円以下 全 部 

300 万円を超え 400 万円以下 1 0 分 の 8 

400 万円を超え 550 万円以下 1 0 分 の 6 

550 万円を超え 750 万円以下 1 0 分 の 4 

750 万円を超え 1,000 万円以下 1 0 分 の 2 

※1 農業所得以外の所得が 400万円を超える者を除く。 

※2 農作物の減収による損失額の合計額の、平年における当該農作物による収入額の合計額に対する割合 

 

エ 減免は、災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について

適用する。ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、災害

を受けた日の属する年度の翌年度の税額についても適用する。（固定資産税について同じ。） 
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(2) 固定資産税の減免 

ア 土地（一画地の土地について災害により損害を受けた場合） 

損 害 の 割 合※ 減 免 の 割 合  

10分の 8以上 全 部 

10分の 6以上 10 分の 8未満 1 0 分 の 8 

10分の 4以上 10 分の 6未満 1 0 分 の 6 

10分の 2以上 10 分の 4未満 1 0 分 の 4 

※ 損害を受けた部分の面積の、当該土地の面積に対する割合 

イ 家屋（災害により損害を受けた場合） 

損 害 の 程 度 減免の割合  

全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめな
いとき又は復旧不能のとき 

全 部 

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合
で、当該家屋価格の 10分の 6以上の価値を減じたとき 

1 0 分 の 8 

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、使用目的を著
しく損じた場合で、当該家屋の価格の 10 分の 4 以上 10
分の 6未満の価値を減じたとき 

1 0 分 の 6 

内壁、畳等に損傷を受け、使用目的を損じ、修理又は取
替を必要とする場合で、当該家屋の価格の 10 分の 2 以
上 10分の 4未満の価値を減じたとき 

1 0 分 の 4 

ウ 償却資産（災害により損害を受けた場合） 

損 害 の 程 度 減免の割合  

全焼、全壊、流出、埋没等により償却資産の原形をとど

めないとき又は復旧不能のとき 
全 部 

上記に該当しない場合で、当該償却資産の価格の 10分の

6以上の価値を減じたとき 
1 0 分 の 8 

当該償却資産の価格の 10 分の 4 以上 10 分の 6 未満

の価値を減じたとき 
1 0 分 の 6 

当該償却資産の価格の 10 分の 2 以上 10 分の 4 未満

の価値を減じたとき 
1 0 分 の 4 

 

(3) 軽自動車税（種別割）の減免 

ア 災害によりき損した軽自動車等で市長が認めるもの 

減免の割合－全部 

イ 減免は賦課期日から納期限までの間に災害を受けた軽自動車等の当該年度の税額について

適用する。 

(4) 徴収猶予等 

被災した市民が、災害のため市税の申告、その他書類の提出や納付を所定の期限までに行う

ことができない場合は、地方税法、仙台市市税条例等の規定により、それぞれ期限の延長や徴

収猶予が認められる。 
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7. 生活保護 〔健康福祉部〕 

災害による被害や職の喪失により生活の困窮に陥った低所得世帯に対し、生活保護法に基づく

基準の範囲内で必要な扶助を実施する。 

8. 市税の減免等 〔財政部〕 

災害により被災した納税義務者に対し、仙台市市税条例（昭和 40 年条例第 1号）等の定めると

ころにより、市税の減免、徴収猶予、納期限の延長等の措置を講ずる。 

(1) 個人市民税の減免 

ア 災害により死亡又は障害者になった場合 

該 当 事 由 減 免 の 割 合 

死 亡 全 部 

特 別 障 害 者  

（精神又は身体に重度の障害がある者） 
全 部 

普 通 障 害 者  1 0 分 の 9 

イ 災害により納税義務者等の所有する住宅又は家財に被害を受けた場合 

損 害 の 割 合※ 前年中の合計所得金額  減免の割合  

10 分の 5 以上 

500 万円以下 全 部 

500 万円を超え 750 万円以下 2 分 の 1 

750 万円を超え 1,000 万円以下 4 分 の 1 

10 分の 3 以上 

10 分の 5 未満 

500 万円以下 2 分 の 1 

500 万円を超え 750 万円以下 4 分 の 1 

750 万円を超え 1,000 万円以下 8 分 の 1 

※ 所有する住宅又は家財について受けた損害の金額の、その住宅又は家財の価格に対する割合 

ウ 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた場合※１ 

損害の割合 ※ 2 前年中の合計所得金額  減免の割合  

10 分の 3 以上 

300 万円以下 全 部 

300 万円を超え 400 万円以下 1 0 分 の 8 

400 万円を超え 550 万円以下 1 0 分 の 6 

550 万円を超え 750 万円以下 1 0 分 の 4 

750 万円を超え 1,000 万円以下 1 0 分 の 2 

※1 農業所得以外の所得が 400万円を超える者を除く。 

※2 農作物の減収による損失額の合計額の、平年における当該農作物による収入額の合計額に対する割合 

 

エ 減免は、災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について

適用する。ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、災害

を受けた日の属する年度の翌年度の税額についても適用する。（固定資産税について同じ。） 
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7. 生活保護 〔健康福祉部〕 

災害による被害や職の喪失により生活の困窮に陥った低所得世帯に対し、生活保護法に基づく

基準の範囲内で必要な扶助を実施する。 

8. 市税の減免等 〔財政部〕 

災害により被災した納税義務者に対し、仙台市市税条例（昭和 40 年条例第 1号）等の定めると

ころにより、市税の減免、徴収猶予、納期限の延長等の措置を講ずる。 

(1) 個人市民税の減免 

ア 災害により死亡又は障害者になった場合 

該 当 事 由 減 免 の 割 合 

死 亡 全 部 

特 別 障 害 者  

（精神又は身体に重度の障害がある者） 
全 部 

普 通 障 害 者  1 0 分 の 9 

イ 災害により納税義務者等の所有する住宅又は家財に被害を受けた場合 

損 害 の 割 合※ 前年中の合計所得金額  減免の割合  

10 分の 5 以上 

500 万円以下 全 部 

500 万円を超え 750 万円以下 2 分 の 1 

750 万円を超え 1,000 万円以下 4 分 の 1 

10 分の 3 以上 

10 分の 5 未満 

500 万円以下 2 分 の 1 

500 万円を超え 750 万円以下 4 分 の 1 

750 万円を超え 1,000 万円以下 8 分 の 1 

※ 所有する住宅又は家財について受けた損害の金額の、その住宅又は家財の価格に対する割合 

ウ 冷害、凍霜害、干害等により農作物に被害を受けた場合※１ 

損害の割合 ※ 2 前年中の合計所得金額  減免の割合  

10 分の 3 以上 

300 万円以下 全 部 

300 万円を超え 400 万円以下 1 0 分 の 8 

400 万円を超え 550 万円以下 1 0 分 の 6 

550 万円を超え 750 万円以下 1 0 分 の 4 

750 万円を超え 1,000 万円以下 1 0 分 の 2 

※1 農業所得以外の所得が 400万円を超える者を除く。 

※2 農作物の減収による損失額の合計額の、平年における当該農作物による収入額の合計額に対する割合 

 

エ 減免は、災害を受けた日以後に到来する納期において納付すべき当該年度の税額について

適用する。ただし、災害を受けた日がその年度の翌年度の賦課期日以後であるときは、災害

を受けた日の属する年度の翌年度の税額についても適用する。（固定資産税について同じ。） 
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(2) 固定資産税の減免 

ア 土地（一画地の土地について災害により損害を受けた場合） 

損 害 の 割 合※ 減 免 の 割 合  

10分の 8以上 全 部 

10分の 6以上 10 分の 8未満 1 0 分 の 8 

10分の 4以上 10 分の 6未満 1 0 分 の 6 

10分の 2以上 10 分の 4未満 1 0 分 の 4 

※ 損害を受けた部分の面積の、当該土地の面積に対する割合 

イ 家屋（災害により損害を受けた場合） 

損 害 の 程 度 減免の割合  

全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめな
いとき又は復旧不能のとき 

全 部 

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合
で、当該家屋価格の 10分の 6 以上の価値を減じたとき 

1 0 分 の 8 

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、使用目的を著
しく損じた場合で、当該家屋の価格の 10 分の 4 以上 10
分の 6未満の価値を減じたとき 

1 0 分 の 6 

内壁、畳等に損傷を受け、使用目的を損じ、修理又は取
替を必要とする場合で、当該家屋の価格の 10 分の 2 以
上 10分の 4未満の価値を減じたとき 

1 0 分 の 4 

ウ 償却資産（災害により損害を受けた場合） 

損 害 の 程 度 減免の割合  

全焼、全壊、流出、埋没等により償却資産の原形をとど

めないとき又は復旧不能のとき 
全 部 

上記に該当しない場合で、当該償却資産の価格の 10分の

6以上の価値を減じたとき 
1 0 分 の 8 

当該償却資産の価格の 10 分の 4 以上 10 分の 6 未満

の価値を減じたとき 
1 0 分 の 6 

当該償却資産の価格の 10 分の 2 以上 10 分の 4 未満

の価値を減じたとき 
1 0 分 の 4 

 

(3) 軽自動車税（種別割）の減免 

ア 災害によりき損した軽自動車等で市長が認めるもの 

減免の割合－全部 

イ 減免は賦課期日から納期限までの間に災害を受けた軽自動車等の当該年度の税額について

適用する。 

(4) 徴収猶予等 

被災した市民が、災害のため市税の申告、その他書類の提出や納付を所定の期限までに行う

ことができない場合は、地方税法、仙台市市税条例等の規定により、それぞれ期限の延長や徴

収猶予が認められる。 
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(2) 固定資産税の減免 

ア 土地（一画地の土地について災害により損害を受けた場合） 

損 害 の 割 合※ 減 免 の 割 合  

10分の 8以上 全 部 

10分の 6以上 10 分の 8未満 1 0 分 の 8 

10分の 4以上 10 分の 6未満 1 0 分 の 6 

10分の 2以上 10 分の 4未満 1 0 分 の 4 

※損害を受けた部分の面積の、当該土地の面積に対する割合 

イ 家屋（災害により損害を受けた場合） 

損 害 の 程 度 減免の割合  

全焼、全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめな
いとき又は復旧不能のとき 

全 部 

主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合
で、当該家屋価格の 10分の 6以上の価値を減じたとき 

1 0 分 の 8 

屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、使用目的を著
しく損じた場合で、当該家屋の価格の 10 分の 4 以上 10
分の 6未満の価値を減じたとき 

1 0 分 の 6 

内壁、畳等に損傷を受け、使用目的を損じ、修理又は取
替を必要とする場合で、当該家屋の価格の 10 分の 2 以
上 10分の 4未満の価値を減じたとき 

1 0 分 の 4 

ウ 償却資産（災害により損害を受けた場合） 

損 害 の 程 度 減免の割合  

全焼、全壊、流出、埋没等により償却資産の原形をとど

めないとき又は復旧不能のとき 
全 部 

上記に該当しない場合で、当該償却資産の価格の 10分の

6以上の価値を減じたとき 
1 0 分 の 8 

当該償却資産の価格の 10 分の 4 以上 10 分の 6 未満

の価値を減じたとき 
1 0 分 の 6 

当該償却資産の価格の 10 分の 2 以上 10 分の 4 未満

の価値を減じたとき 
1 0 分 の 4 

 

(3) 軽自動車税（種別割）の減免 

ア 災害によりき損した軽自動車等で市長が認めるもの 

減免の割合－全部 

イ 減免は賦課期日から納期限までの間に災害を受けた軽自動車等の当該年度の税額について

適用する。 

(4) 徴収猶予等 

被災した市民が、災害のため市税の申告、その他書類の提出や納付を所定の期限までに行う

ことができない場合は、地方税法、仙台市市税条例等の規定により、それぞれ期限の延長や徴

収猶予が認められる。 
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9. 国民健康保険料等の減免 〔健康福祉部、区本部〕 

(1) 国民健康保険料の減免 

災害により被災した納付義務者に対し、仙台市国民健康保険条例等の定めるところにより、

国民健康保険料の減免、徴収猶予の措置を講じる。 

ア 災害により納付義務者等の所有する家屋又は家財に被害を受けた場合 

損 害 割 合 前 年 中 の 合 計 所 得 金 額 減免の割合  

10 分の 3 以上 
10 分の 5 未満 

500 万円以下 2 分 の 1 
500 万円を超え 750 万円以下 4 分 の 1 

750 万円を超え 1,000 万円以下 8 分 の 1 

10 分の 5 以上 
500 万円以下 全 部 

500 万円を超え 750 万円以下 2 分 の 1 
750 万円を超え 1,000 万円以下 4 分 の 1 

イ 減免は、災害を受けた日以降に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料につい

て適用する。 

ウ 被災した納付義務者等が災害のため納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付するこ

とができない場合は、仙台市国民健康保険条例の規定により期限の延長等の徴収猶予が認め

られる。 

(2) 国民健康保険一部負担金の減額・免除・徴収猶予 

災害により被災した被保険者に対し、仙台市国民健康保険法等の施行に関する規則の定める

ところにより、一部負担金の減額・免除・徴収猶予の措置を講じる。 

ア 災害により納付義務者等の所有する家屋又は家財に被害を受けた場合 

損 害 割 合 減免の割合  

10 分の 3 以上 

10 分の 5 未満 
2 分 の 1 

10 分の 5 以上 免 除 

イ 減額・免除は、災害を受けた日の属する月から六月以内の申請に基づき、申請した日の属

する月から三月の間の一部負担金について適用する。 

ウ 徴収猶予する期間内において徴収猶予する一部負担金相当の収入が生じる見込みがあるも

のについて、申請した日の属する月から三月の間の一部負担金について徴収猶予を適用する。 

10. 国民年金保険料の免除 〔健康福祉部、区本部〕 

災害により被保険者、所得税法に規定する控除対象配偶者又は扶養家族がその所有する住宅又

は家財に損害を受け、保険料を納めることが困難と認めるときは、日本年金機構によって免除の

措置が講じられる。 
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11. 心身障害者医療費及び母子・父子家庭医療費助成における特例 

                                〔健康福祉部、こども若者部〕 

心身障害者医療費及び母子・父子家庭医療費助成事業においては、所得制限により対象外世帯

でも、災害により所得が著しく減少し、生活に困窮している場合に、これらの事情を勘案して医

療費助成の対象とすることができる。 

12. 保育施設等利用者負担額の減免 〔こども若者部、区本部〕 

災害により家屋等に著しい損害を受けた場合、仙台市子ども・子育て支援法施行細則（平成 27

年規則第 2 号）等の定めるところにより、発災の当月から 6 月間利用者負担額を減免することが

できる。 

損 害 程 度 減免の割合  

全焼、全壊、流失等損害の割合 100％の場合 全 部 

半焼、半壊等損害の割合 50％以上の場合 5 0 / 1 0 0 

13. 介護保険料等の減免 〔健康福祉部、区本部〕 

災害により被災した被保険者に対し、介護保険法、仙台市介護保険条例等の定めるところによ

り、第 1 号被保険者の介護保険料の減免及び徴収猶予並びに利用者負担額の減額（給付割合の変

更）の措置を講じる。 

(1) 介護保険料の減免及び徴収猶予 

ア 災害により第 1号被保険者等の所有する家屋又は家財等に被害を受けた場合 

損 害 割 合  

 

減免の割合 

 10分の 5以上 

 

全 部 

 10分の 3以上 
10分の 5未満 2 分 の 1 

イ 減免は、災害を受けた日から 1年以内に納期の末日が到来する保険料について適用する。 

ウ 被災した納付義務者等が災害のため納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付するこ

とができない場合は、徴収猶予が認められる。 

(2) 利用者自己負担額の減額 

ア 災害により要介護被保険者等の所有する家屋又は家財等に被害を受けた場合 

居宅介護サービス費等に係る利用者自己負担額の負担が困難な場合、保険の給付割合（100

分の 90）を変更し、利用者負担額の減額の措置を講じる。 

損 害 割 合  給付の割合 

10 分の 5 以上 

 

100 分の 100 

 10 分の 3 以上 

10 分の 5 未満 
100 分の 95  

イ 減額は、災害を受けた日の属する月から 12 月の間に受けたサービスに係る保険給付の額

について適用する。 
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9. 国民健康保険料等の減免 〔健康福祉部、区本部〕 

(1) 国民健康保険料の減免 

災害により被災した納付義務者に対し、仙台市国民健康保険条例等の定めるところにより、

国民健康保険料の減免、徴収猶予の措置を講じる。 

ア 災害により納付義務者等の所有する家屋又は家財に被害を受けた場合 

損 害 割 合 前 年 中 の 合 計 所 得 金 額 減免の割合  

10 分の 3 以上 
10 分の 5 未満 

500 万円以下 2 分 の 1 
500 万円を超え 750 万円以下 4 分 の 1 

750 万円を超え 1,000 万円以下 8 分 の 1 

10 分の 5 以上 
500 万円以下 全 部 

500 万円を超え 750 万円以下 2 分 の 1 
750 万円を超え 1,000 万円以下 4 分 の 1 

イ 減免は、災害を受けた日以降に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料につい

て適用する。 

ウ 被災した納付義務者等が災害のため納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付するこ

とができない場合は、仙台市国民健康保険条例の規定により期限の延長等の徴収猶予が認め

られる。 

(2) 国民健康保険一部負担金の減額・免除・徴収猶予 

災害により被災した被保険者に対し、仙台市国民健康保険法等の施行に関する規則の定める

ところにより、一部負担金の減額・免除・徴収猶予の措置を講じる。 

ア 災害により納付義務者等の所有する家屋又は家財に被害を受けた場合 

損 害 割 合 減免の割合  

10 分の 3 以上 

10 分の 5 未満 
2 分 の 1 

10 分の 5 以上 免 除 

イ 減額・免除は、災害を受けた日の属する月から六月以内の申請に基づき、申請した日の属

する月から三月の間の一部負担金について適用する。 

ウ 徴収猶予する期間内において徴収猶予する一部負担金相当の収入が生じる見込みがあるも

のについて、申請した日の属する月から三月の間の一部負担金について徴収猶予を適用する。 

10. 国民年金保険料の免除 〔健康福祉部、区本部〕 

災害により被保険者、所得税法に規定する控除対象配偶者又は扶養家族がその所有する住宅又

は家財に損害を受け、保険料を納めることが困難と認めるときは、日本年金機構によって免除の

措置が講じられる。 
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9. 国民健康保険料等の減免 〔健康福祉部、区本部〕 

(1) 国民健康保険料の減免 

災害により被災した納付義務者に対し、仙台市国民健康保険条例等の定めるところにより、

国民健康保険料の減免、徴収猶予の措置を講じる。 

ア 災害により納付義務者等の所有する家屋又は家財に被害を受けた場合 

損 害 割 合 前 年 中 の 合 計 所 得 金 額 減免の割合  

10 分の 3 以上 
10 分の 5 未満 

500 万円以下 2 分 の 1 
500 万円を超え 750 万円以下 4 分 の 1 

750 万円を超え 1,000 万円以下 8 分 の 1 

10 分の 5 以上 
500 万円以下 全 部 

500 万円を超え 750 万円以下 2 分 の 1 
750 万円を超え 1,000 万円以下 4 分 の 1 

イ 減免は、災害を受けた日以降に到来する納期において納付すべき当該年度の保険料につい

て適用する。 

ウ 被災した納付義務者等が災害のため納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付するこ

とができない場合は、仙台市国民健康保険条例の規定により期限の延長等の徴収猶予が認め

られる。 

(2) 国民健康保険一部負担金の減額・免除・徴収猶予 

災害により被災した被保険者に対し、仙台市国民健康保険法等の施行に関する規則の定める

ところにより、一部負担金の減額・免除・徴収猶予の措置を講じる。 

ア 災害により納付義務者等の所有する家屋又は家財に被害を受けた場合 

損 害 割 合 減免の割合  

10 分の 3 以上 

10 分の 5 未満 
2 分 の 1 

10 分の 5 以上 免 除 

イ 減額・免除は、災害を受けた日の属する月から六月以内の申請に基づき、申請した日の属

する月から三月の間の一部負担金について適用する。 

ウ 徴収猶予する期間内において徴収猶予する一部負担金相当の収入が生じる見込みがあるも

のについて、申請した日の属する月から三月の間の一部負担金について徴収猶予を適用する。 

10. 国民年金保険料の免除 〔健康福祉部、区本部〕 

災害により被保険者、所得税法に規定する控除対象配偶者又は扶養家族がその所有する住宅又

は家財に損害を受け、保険料を納めることが困難と認めるときは、日本年金機構によって免除の

措置が講じられる。 
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11. 心身障害者医療費及び母子・父子家庭医療費助成における特例 

                                〔健康福祉部、こども若者部〕 

心身障害者医療費及び母子・父子家庭医療費助成事業においては、所得制限により対象外世帯

でも、災害により所得が著しく減少し、生活に困窮している場合に、これらの事情を勘案して医

療費助成の対象とすることができる。 

12. 保育施設等利用者負担額の減免 〔こども若者部、区本部〕 

災害により家屋等に著しい損害を受けた場合、仙台市子ども・子育て支援法施行細則（平成 27

年規則第 2 号）等の定めるところにより、発災の当月から 6 月間利用者負担額を減免することが

できる。 

損 害 程 度 減免の割合  

全焼、全壊、流失等損害の割合 100％の場合 全 部 

半焼、半壊等損害の割合 50％以上の場合 5 0 / 1 0 0 

13. 介護保険料等の減免 〔健康福祉部、区本部〕 

災害により被災した被保険者に対し、介護保険法、仙台市介護保険条例等の定めるところによ

り、第 1 号被保険者の介護保険料の減免及び徴収猶予並びに利用者負担額の減額（給付割合の変

更）の措置を講じる。 

(1) 介護保険料の減免及び徴収猶予 

ア 災害により第 1号被保険者等の所有する家屋又は家財等に被害を受けた場合 

損 害 割 合  

 

減免の割合 

 10分の 5以上 

 

全 部 

 10分の 3以上 
10分の 5未満 2 分 の 1 

イ 減免は、災害を受けた日から 1年以内に納期の末日が到来する保険料について適用する。 

ウ 被災した納付義務者等が災害のため納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付するこ

とができない場合は、徴収猶予が認められる。 

(2) 利用者自己負担額の減額 

ア 災害により要介護被保険者等の所有する家屋又は家財等に被害を受けた場合 

居宅介護サービス費等に係る利用者自己負担額の負担が困難な場合、保険の給付割合（100

分の 90）を変更し、利用者負担額の減額の措置を講じる。 

損 害 割 合  給付の割合 

10 分の 5 以上 

 

100 分の 100 

 10 分の 3 以上 

10 分の 5 未満 
100 分の 95  

イ 減額は、災害を受けた日の属する月から 12 月の間に受けたサービスに係る保険給付の額

について適用する。 
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11. 心身障害者医療費及び母子・父子家庭医療費助成における特例 

                                〔健康福祉部、こども若者部〕 

心身障害者医療費及び母子・父子家庭医療費助成事業においては、所得制限により対象外世帯

でも、災害により所得が著しく減少し、生活に困窮している場合に、これらの事情を勘案して医

療費助成の対象とすることができる。 

12. 保育施設等利用者負担額の減免 〔こども若者部、区本部〕 

災害により家屋等に著しい損害を受けた場合、仙台市子ども・子育て支援法施行細則（平成 27

年規則第 2 号）等の定めるところにより、発災の当月から 6 月間利用者負担額を減免することが

できる。 

損 害 程 度 減免の割合  

全焼、全壊、流失等損害の割合 100％の場合 全 部 

半焼、半壊等損害の割合 50％以上の場合 5 0 / 1 0 0 

13. 介護保険料等の減免 〔健康福祉部、区本部〕 

災害により被災した被保険者に対し、介護保険法、仙台市介護保険条例等の定めるところによ

り、第 1 号被保険者の介護保険料の減免及び徴収猶予並びに利用者負担額の減額（給付割合の変

更）の措置を講じる。 

(1) 介護保険料の減免及び徴収猶予 

ア 災害により第 1号被保険者等の所有する家屋又は家財等に被害を受けた場合 

損 害 割 合  

 

減免の割合 

 10分の 5以上 

 

全 部 

 10分の 3以上 
10分の 5未満 2 分 の 1 

イ 減免は、災害を受けた日から 1年以内に納期の末日が到来する保険料について適用する。 

ウ 被災した納付義務者等が災害のため納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付するこ

とができない場合は、徴収猶予が認められる。 

(2) 利用者自己負担額の減額 

ア 災害により要介護被保険者等の所有する家屋又は家財等に被害を受けた場合 

居宅介護サービス費等に係る利用者自己負担額の負担が困難な場合、保険の給付割合（100

分の 90）を変更し、利用者負担額の減額の措置を講じる。 

損 害 割 合  給付の割合 

10 分の 5 以上 

 

100 分の 100 

 10 分の 3 以上 

10 分の 5 未満 
100 分の 95  

イ 減額は、災害を受けた日の属する月から 12 月の間に受けたサービスに係る保険給付の額

について適用する。 
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14. 障害福祉サービス利用者負担額の減免 〔健康福祉部、区本部〕 

災害により、介護給付費等の支給決定者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所

有する家屋又は家財等に被害を受けた場合において、居宅介護等のサービスに係る利用者負担額

の負担が困難と認めるときは、利用者負担額の減免の措置を講じる。 

15. 社会福祉施設入所費用の減免 〔健康福祉部、こども若者部、区本部〕 

養護老人ホーム、児童福祉施設、障害者支援施設への入所費用について、災害により特に必要

があった場合は、これを減免することができる。 

16. 市立小中学校に通う児童・生徒の保護者に対する助成 〔教育部、各学校〕 

災害により被害を受け、経済的に就学困難な児童及び生徒の保護者に対し、学用品費等の援助

を行う。 

助成（認定）要件 援 助 内 容 

○ 市民税が非課税である（地方税法295条第1項） 

○ 個人事業税・固定資産税が減免されている 

○ 国民年金の掛金が免除されている 

○ 国民健康保険料が減免されている 

○ 生活福祉資金の貸付を受けている 

学用品費、通学用品費、新入学学用品費、

学校給食費、修学旅行費、校外活動費、

通学費（小学校４㎞・中学校６㎞以上）、

医療費（トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、

膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイ

ド、寄生虫病、う歯） 

17. 市立高等学校授業料等の減免 〔教育部、各学校〕 

天災、その他不慮の災害を被った場合、仙台市学校条例等の定めるところにより、授業料等を

減免することができる。 

18. 中小企業に対する復旧・復興支援 〔経済部〕 

(1) 中小企業災害関連融資 

災害により被害を受けた中小企業者の復旧及び経営基盤の安定を図るための融資制度を設け

ている。 

ア 概 要 

資 金 名 資金使途 融資限度額 融資期間 融資利率 備 考 

中小企業育成融資 

（経済変動対策資金） 

〔災害関連〕 

運転資金 

又は 

設備資金 

3,000 万円 
運転資金７年以内

設備資金12年以内 
年 1.3% 

信用保証付 

保証料年 0.7%

又は保証協会

所定 

据置期間 

１年以内 

（注） 融資利率は、平成 29年 4月 1日現在の数字であり、今後の金融情勢により変わる場合がある。 

イ 貸付対象 

① 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第 2 条第 1 項の規定により、

激甚災害の指定を受けた災害により被害を受けた方 

② 中小企業信用保険法第２条第５項第４号の認定を受けた方 

③ その他市長が特に認めた災害により被害を受けた方 
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ウ 追加措置 

上記の融資の実施のみではその目的を達することができない場合においては、必要に応じ

て本市融資制度に係る利率の優遇、利子補給、保証料補給等の措置を講じる。 

 

（（参参考考：：中中小小企企業業融融資資制制度度ガガイイドドブブッックク））  

(2) 中小企業支援合同相談窓口の設置 

災害により事業活動に支障をきたしている中小企業者の経営等に関する相談にワンストップ

で対応するため、市内の支援機関・金融機関等の関係機関と連携し、合同相談窓口を設置する。 

 

19. 私道等の復旧の補助 〔建設部〕 

私道等が災害を受け、復旧を要する場合は、「私道等の整備補助金交付要綱」に基づき、復旧

費の一部を補助する。 

(1) 補助基準 

ア おおむね 5戸以上の住民が利用するもの 

イ 道路幅員については、おおむね 4メートル以上であるもの 

 ただし、建築基準法第 42条第 2項に該当する道路にあってはこの限りでない 

ウ 側溝を敷設するものにあっては、道路幅員が 4 メートル以上であるもの 

エ 排水施設を整備する場合は流末排水に支障のないもの 

(2) 交付申請 

補助金の交付を受けようとする者は、代表者を定めて私道等の整備等補助金交付申請書に必

要書類を添えて各区役所建設部道路課、宮城総合支所道路課又は秋保総合支所建設課へ提出す

る。 

20. 住宅の復旧融資のあっせん等 〔都市整備部〕 

住宅金融支援機構が実施する災害復興住宅融資や既設住宅ローンの返済方法変更に関し、融資

のあっせん、住宅相談窓口の開設、融資相談等を行う。 

21. 宅地災害の復旧工事に関する補助金交付制度 〔都市整備部〕 

自然災害により被災した宅地の復旧工事の費用の一部を助成する制度で、復旧工事に係る費用

から住宅金融支援機構及び仙台市の宅地防災工事資金融資の限度額を控除した額に 10 分の 8 を

乗じて得た額以内で、2,000 万円を限度として交付する。  
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14. 障害福祉サービス利用者負担額の減免 〔健康福祉部、区本部〕 

災害により、介護給付費等の支給決定者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所

有する家屋又は家財等に被害を受けた場合において、居宅介護等のサービスに係る利用者負担額

の負担が困難と認めるときは、利用者負担額の減免の措置を講じる。 

15. 社会福祉施設入所費用の減免 〔健康福祉部、こども若者部、区本部〕 

養護老人ホーム、児童福祉施設、障害者支援施設への入所費用について、災害により特に必要

があった場合は、これを減免することができる。 

16. 市立小中学校に通う児童・生徒の保護者に対する助成 〔教育部、各学校〕 

災害により被害を受け、経済的に就学困難な児童及び生徒の保護者に対し、学用品費等の援助

を行う。 

助成（認定）要件 援 助 内 容 

○ 市民税が非課税である（地方税法295条第1項） 

○ 個人事業税・固定資産税が減免されている 

○ 国民年金の掛金が免除されている 

○ 国民健康保険料が減免されている 

○ 生活福祉資金の貸付を受けている 

学用品費、通学用品費、新入学学用品費、

学校給食費、修学旅行費、校外活動費、

通学費（小学校４㎞・中学校６㎞以上）、

医療費（トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、

膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイ

ド、寄生虫病、う歯） 

17. 市立高等学校授業料等の減免 〔教育部、各学校〕 

天災、その他不慮の災害を被った場合、仙台市学校条例等の定めるところにより、授業料等を

減免することができる。 

18. 中小企業に対する復旧・復興支援 〔経済部〕 

(1) 中小企業災害関連融資 

災害により被害を受けた中小企業者の復旧及び経営基盤の安定を図るための融資制度を設け

ている。 

ア 概 要 

資 金 名 資金使途 融資限度額 融資期間 融資利率 備 考 

中小企業育成融資 

（経済変動対策資金） 

〔災害関連〕 

運転資金 

又は 

設備資金 

3,000 万円 
運転資金７年以内

設備資金12年以内 
年 1.3% 

信用保証付 

保証料年 0.7%

又は保証協会

所定 

据置期間 

１年以内 

（注） 融資利率は、平成 29年 4月 1日現在の数字であり、今後の金融情勢により変わる場合がある。 

イ 貸付対象 

① 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第 2 条第 1 項の規定により、

激甚災害の指定を受けた災害により被害を受けた方 

② 中小企業信用保険法第２条第５項第４号の認定を受けた方 

③ その他市長が特に認めた災害により被害を受けた方 



第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 35 節 民生安定のための緊急措置に関する計画 

 

217 

14. 障害福祉サービス利用者負担額の減免 〔健康福祉部、区本部〕 

災害により、介護給付費等の支給決定者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所

有する家屋又は家財等に被害を受けた場合において、居宅介護等のサービスに係る利用者負担額

の負担が困難と認めるときは、利用者負担額の減免の措置を講じる。 

15. 社会福祉施設入所費用の減免 〔健康福祉部、こども若者部、区本部〕 

養護老人ホーム、児童福祉施設、障害者支援施設への入所費用について、災害により特に必要

があった場合は、これを減免することができる。 

16. 市立小中学校に通う児童・生徒の保護者に対する助成 〔教育部、各学校〕 

災害により被害を受け、経済的に就学困難な児童及び生徒の保護者に対し、学用品費等の援助

を行う。 

助成（認定）要件 援 助 内 容 

○ 市民税が非課税である（地方税法295条第1項） 

○ 個人事業税・固定資産税が減免されている 

○ 国民年金の掛金が免除されている 

○ 国民健康保険料が減免されている 

○ 生活福祉資金の貸付を受けている 

学用品費、通学用品費、新入学学用品費、

学校給食費、修学旅行費、校外活動費、

通学費（小学校４㎞・中学校６㎞以上）、

医療費（トラコーマ、結膜炎、白癬、疥癬、

膿痂疹、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイ

ド、寄生虫病、う歯） 

17. 市立高等学校授業料等の減免 〔教育部、各学校〕 

天災、その他不慮の災害を被った場合、仙台市学校条例等の定めるところにより、授業料等を

減免することができる。 

18. 中小企業に対する復旧・復興支援 〔経済部〕 

(1) 中小企業災害関連融資 

災害により被害を受けた中小企業者の復旧及び経営基盤の安定を図るための融資制度を設け

ている。 

ア 概 要 

資 金 名 資金使途 融資限度額 融資期間 融資利率 備 考 

中小企業育成融資 

（経済変動対策資金） 

〔災害関連〕 

運転資金 

又は 

設備資金 

3,000 万円 
運転資金７年以内

設備資金12年以内 
年 1.3% 

信用保証付 

保証料年 0.7%

又は保証協会

所定 

据置期間 

１年以内 

（注） 融資利率は、平成 29年 4月 1日現在の数字であり、今後の金融情勢により変わる場合がある。 

イ 貸付対象 

① 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第 2 条第 1 項の規定により、

激甚災害の指定を受けた災害により被害を受けた方 

② 中小企業信用保険法第２条第５項第４号の認定を受けた方 

③ その他市長が特に認めた災害により被害を受けた方 
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ウ 追加措置 

上記の融資の実施のみではその目的を達することができない場合においては、必要に応じ

て本市融資制度に係る利率の優遇、利子補給、保証料補給等の措置を講じる。 

 

（（参参考考：：中中小小企企業業融融資資制制度度ガガイイドドブブッックク））  

(2) 中小企業支援合同相談窓口の設置 

災害により事業活動に支障をきたしている中小企業者の経営等に関する相談にワンストップ

で対応するため、市内の支援機関・金融機関等の関係機関と連携し、合同相談窓口を設置する。 

 

19. 私道等の復旧の補助 〔建設部〕 

私道等が災害を受け、復旧を要する場合は、「私道等の整備補助金交付要綱」に基づき、復旧

費の一部を補助する。 

(1) 補助基準 

ア おおむね 5戸以上の住民が利用するもの 

イ 道路幅員については、おおむね 4メートル以上であるもの 

 ただし、建築基準法第 42条第 2項に該当する道路にあってはこの限りでない 

ウ 側溝を敷設するものにあっては、道路幅員が 4メートル以上であるもの 

エ 排水施設を整備する場合は流末排水に支障のないもの 

(2) 交付申請 

補助金の交付を受けようとする者は、代表者を定めて私道等の整備等補助金交付申請書に必

要書類を添えて各区役所建設部道路課、宮城総合支所道路課又は秋保総合支所建設課へ提出す

る。 

20. 住宅の復旧融資のあっせん等 〔都市整備部〕 

住宅金融支援機構が実施する災害復興住宅融資や既設住宅ローンの返済方法変更に関し、融資

のあっせん、住宅相談窓口の開設、融資相談等を行う。 

21. 宅地災害の復旧工事に関する補助金交付制度 〔都市整備部〕 

自然災害により被災した宅地の復旧工事の費用の一部を助成する制度で、復旧工事に係る費用

から住宅金融支援機構及び仙台市の宅地防災工事資金融資の限度額を控除した額に 10 分の 8 を

乗じて得た額以内で、2,000 万円を限度として交付する。  
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ウ 追加措置 

上記の融資の実施のみではその目的を達することができない場合においては、必要に応じ

て本市融資制度に係る利率の優遇、利子補給、保証料補給等の措置を講じる。 

 

（（参参考考：：中中小小企企業業融融資資制制度度ガガイイドドブブッックク））  

(2) 中小企業支援合同相談窓口の設置 

災害により事業活動に支障をきたしている中小企業者の経営等に関する相談にワンストップ

で対応するため、市内の支援機関・金融機関等の関係機関と連携し、合同相談窓口を設置する。 

 

19. 私道等の復旧の補助 〔建設部〕 

私道等が災害を受け、復旧を要する場合は、「私道等の整備補助金交付要綱」に基づき、復旧

費の一部を補助する。 

(1) 補助基準 

ア おおむね 5戸以上の住民が利用するもの 

イ 道路幅員については、おおむね 4メートル以上であるもの 

 ただし、建築基準法第 42 条第 2項に該当する道路にあってはこの限りでない 

ウ 側溝を敷設するものにあっては、道路幅員が 4メートル以上であるもの 

エ 排水施設を整備する場合は流末排水に支障のないもの 

(2) 交付申請 

補助金の交付を受けようとする者は、代表者を定めて私道等の整備等補助金交付申請書に必

要書類を添えて各区役所建設部道路課、宮城総合支所道路課又は秋保総合支所建設課へ提出す

る。 

20. 住宅の復旧融資のあっせん等 〔都市整備部〕 

住宅金融支援機構が実施する災害復興住宅融資や既設住宅ローンの返済方法変更に関し、融資

のあっせん、住宅相談窓口の開設、融資相談等を行う。 

21. 宅地災害の復旧工事に関する補助金交付制度 〔都市整備部〕 

自然災害により被災した宅地の復旧工事の費用の一部を助成する制度で、復旧工事に係る費用

から住宅金融支援機構及び仙台市の宅地防災工事資金融資の限度額を控除した額に 10 分の 8 を

乗じて得た額以内で、2,000 万円を限度として交付する。  
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22. 義援金の配分 〔健康福祉部〕 

(1) 義援金の受付 

仙台市における災害義援金受付口座及び義援金受付窓口を設置し、義援金の受付及び希望者

に対する義援金受領書の交付を行う。 

(2) 仙台市災害義援金配分委員会の運営 

「仙台市災害義援金配分委員会設置要綱」を制定し、当該要綱に基づき仙台市災害義援金配

分委員会の運営（委員・監事の委嘱及び委員会の開催等）を行う。当該委員会において、仙台

市あて義援金の配分内容の決定を行う。（日本赤十字社等 4 団体及び宮城県あて義援金の配分

内容の決定は、宮城県災害義援金配分委員会にて行う。） 

(3) 義援金の管理等 

仙台市あて義援金及び日本赤十字社等 4 団体及び宮城県あて義援金のうち、仙台市に配当さ

れた額を歳入歳出外現金として管理する。 

(4) 義援金の配分 

義援金申請書の受付窓口（被災者支援相談窓口）を設置し、義援金申請書の受付けを行う。

受け付けた義援金申請書の審査を行った上で、対象となる方への義援金の振込みを行う。 
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23. 罹災証明書等の発行 〔財政部、消防部、区本部〕 

(1) 罹災証明書（火災以外の原因に起因するもの） 

災害対策基本法第 90 条の 2、仙台市罹災証明等取扱要綱（平成 28 年 2 月 9 日危機管理監決

裁）及び仙台市罹災証明等事務取扱要領（平成 28年 2月 10 日財政局長決裁）に基づき、住家

及び非住家（以下「住家等」という。）について火災以外の災害（災害対策基本法第２条第１

号に規定する災害をいう。以下同じ。）による被害の程度を調査し、市長が確認できる被害に

ついて罹災証明書を発行する。 

ア 証明内容 

罹災証明は、火災以外の災害によって被害を受けた住家等について、被害程度の証明を行う。 

イ 判定基準 

内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（令和 3年 3月改定 内閣府政

策統括官（防災担当）付参事官（被災者生活再建担当））を参考として本市において定める「建

物被害調査のポイント」に基づき建物被害調査を実施し、被害程度の判定を行う。 

ウ 事務処理体制 

申請受付等は区が実施し、建物被害認定調査及び罹災証明書の発行事務については財政部

が実施する。 

(2) 罹災証明書（火災に起因するもの） 

消防法第 31条の規定により実施する火災調査に基づき、災害対策基本法第 90 条の 2の規定

により、消防署長が確認できる被害について罹災証明書を発行する。 

ア 証明内容 

罹災証明は、火災により被害を受けたすべての物件について、被害の状況に関する証明を行

うとともに、住家等については被災程度（全焼・半焼等）の証明を行う。 

イ 判定基準 

前記(1)イ及び「火災報告取扱要領」（平成 6年 4月 21日消防災第 100 号消防庁長官）に規

定されている認定基準に基づき調査及び判定を行う。 

ウ 発行体制 

罹災物件が所在する管轄消防署が受付、発行事務を実施する。 

(3) 罹災届出証明書 

次に掲げるものを証する書面として罹災届出証明書を発行する。 

ア 災害により住家等以外の不動産又は動産に係る被害が生じた旨の届出がなされたこと 

イ 罹災証明に係る申請を受け付けたこと 
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22. 義援金の配分 〔健康福祉部〕 

(1) 義援金の受付 

仙台市における災害義援金受付口座及び義援金受付窓口を設置し、義援金の受付及び希望者

に対する義援金受領書の交付を行う。 

(2) 仙台市災害義援金配分委員会の運営 

「仙台市災害義援金配分委員会設置要綱」を制定し、当該要綱に基づき仙台市災害義援金配

分委員会の運営（委員・監事の委嘱及び委員会の開催等）を行う。当該委員会において、仙台

市あて義援金の配分内容の決定を行う。（日本赤十字社等 4 団体及び宮城県あて義援金の配分

内容の決定は、宮城県災害義援金配分委員会にて行う。） 

(3) 義援金の管理等 

仙台市あて義援金及び日本赤十字社等 4 団体及び宮城県あて義援金のうち、仙台市に配当さ

れた額を歳入歳出外現金として管理する。 

(4) 義援金の配分 

義援金申請書の受付窓口（被災者支援相談窓口）を設置し、義援金申請書の受付けを行う。

受け付けた義援金申請書の審査を行った上で、対象となる方への義援金の振込みを行う。 
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22. 義援金の配分 〔健康福祉部〕 

(1) 義援金の受付 

仙台市における災害義援金受付口座及び義援金受付窓口を設置し、義援金の受付及び希望者

に対する義援金受領書の交付を行う。 

(2) 仙台市災害義援金配分委員会の運営 

「仙台市災害義援金配分委員会設置要綱」を制定し、当該要綱に基づき仙台市災害義援金配

分委員会の運営（委員・監事の委嘱及び委員会の開催等）を行う。当該委員会において、仙台

市あて義援金の配分内容の決定を行う。（日本赤十字社等 4 団体及び宮城県あて義援金の配分

内容の決定は、宮城県災害義援金配分委員会にて行う。） 

(3) 義援金の管理等 

仙台市あて義援金及び日本赤十字社等 4 団体及び宮城県あて義援金のうち、仙台市に配当さ

れた額を歳入歳出外現金として管理する。 

(4) 義援金の配分 

義援金申請書の受付窓口（被災者支援相談窓口）を設置し、義援金申請書の受付けを行う。

受け付けた義援金申請書の審査を行った上で、対象となる方への義援金の振込みを行う。 

第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 35 節 民生安定のための緊急措置に関する計画 

 

 220 

23. 罹災証明書等の発行 〔財政部、消防部、区本部〕 

(1) 罹災証明書（火災以外の原因に起因するもの） 

災害対策基本法第 90 条の 2、仙台市罹災証明等取扱要綱（平成 28 年 2 月 9 日危機管理監決

裁）及び仙台市罹災証明等事務取扱要領（平成 28年 2月 10 日財政局長決裁）に基づき、住家

及び非住家（以下「住家等」という。）について火災以外の災害（災害対策基本法第２条第１

号に規定する災害をいう。以下同じ。）による被害の程度を調査し、市長が確認できる被害に

ついて罹災証明書を発行する。 

ア 証明内容 

罹災証明は、火災以外の災害によって被害を受けた住家等について、被害程度の証明を行う。 

イ 判定基準 

内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（令和 3年 3月改定 内閣府政

策統括官（防災担当）付参事官（被災者生活再建担当））を参考として本市において定める「建

物被害調査のポイント」に基づき建物被害調査を実施し、被害程度の判定を行う。 

ウ 事務処理体制 

申請受付等は区が実施し、建物被害認定調査及び罹災証明書の発行事務については財政部

が実施する。 

(2) 罹災証明書（火災に起因するもの） 

消防法第 31条の規定により実施する火災調査に基づき、災害対策基本法第 90 条の 2の規定

により、消防署長が確認できる被害について罹災証明書を発行する。 

ア 証明内容 

罹災証明は、火災により被害を受けたすべての物件について、被害の状況に関する証明を行

うとともに、住家等については被災程度（全焼・半焼等）の証明を行う。 

イ 判定基準 

前記(1)イ及び「火災報告取扱要領」（平成 6年 4月 21日消防災第 100 号消防庁長官）に規

定されている認定基準に基づき調査及び判定を行う。 

ウ 発行体制 

罹災物件が所在する管轄消防署が受付、発行事務を実施する。 

(3) 罹災届出証明書 

次に掲げるものを証する書面として罹災届出証明書を発行する。 

ア 災害により住家等以外の不動産又は動産に係る被害が生じた旨の届出がなされたこと 

イ 罹災証明に係る申請を受け付けたこと 
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23. 罹災証明書等の発行 〔財政部、消防部、区本部〕 

(1) 罹災証明書（火災以外の原因に起因するもの） 

災害対策基本法第 90 条の 2、仙台市罹災証明等取扱要綱（平成 28 年 2 月 9 日危機管理監決

裁）及び仙台市罹災証明等事務取扱要領（平成 28年 2月 10 日財政局長決裁）に基づき、住家

及び非住家（以下「住家等」という。）について火災以外の災害（災害対策基本法第２条第１

号に規定する災害をいう。以下同じ。）による被害の程度を調査し、市長が確認できる被害に

ついて罹災証明書を発行する。 

ア 証明内容 

罹災証明は、火災以外の災害によって被害を受けた住家等について、被害程度の証明を行う。 

イ 判定基準 

内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」（令和 3年 3月改定 内閣府政

策統括官（防災担当）付参事官（被災者生活再建担当））を参考として本市において定める「建

物被害調査のポイント」に基づき建物被害調査を実施し、被害程度の判定を行う。 

ウ 事務処理体制 

申請受付等は区が実施し、建物被害認定調査及び罹災証明書の発行事務については財政部

が実施する。 

(2) 罹災証明書（火災に起因するもの） 

消防法第 31 条の規定により実施する火災調査に基づき、災害対策基本法第 90 条の 2の規定

により、消防署長が確認できる被害について罹災証明書を発行する。 

ア 証明内容 

罹災証明は、火災により被害を受けたすべての物件について、被害の状況に関する証明を行

うとともに、住家等については被災程度（全焼・半焼等）の証明を行う。 

イ 判定基準 

前記(1)イ及び「火災報告取扱要領」（平成 6年 4月 21日消防災第 100 号消防庁長官）に規

定されている認定基準に基づき調査及び判定を行う。 

ウ 発行体制 

罹災物件が所在する管轄消防署が受付、発行事務を実施する。 

(3) 罹災届出証明書 

次に掲げるものを証する書面として罹災届出証明書を発行する。 

ア 災害により住家等以外の不動産又は動産に係る被害が生じた旨の届出がなされたこと 

イ 罹災証明に係る申請を受け付けたこと 
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24. 被災者台帳の作成及び活用（被害が甚大な場合）〔災対本部事務局、まちづくり政策部〕 

災害対策基本法第 90 条の 3及び第 90条の 4の規定により、災害による被災者の総合的かつ効

率的な援護の実施の基礎とするため、被災者に関する情報を一元整理した「被災者台帳」を作成

する。 

(1) 被災者台帳に記録する情報  

ア 氏名 

イ 生年月日 

ウ 性別 

エ 住所又は居所 

オ 住家の被害その他市長が定める種類の被害の状況 

カ 援護の実施の状況 

キ 要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 

ク 電話番号その他連絡先 

ケ 世帯の構成 

コ 罹災証明書の交付の状況  

サ 市長が台帳情報を本市以外の者に提供することに被災者本人が同意している場合には、そ

の提供先 

シ 前項に定める提供先に台帳情報を提供した場合には、その旨及びその日時 

ス マイナンバー 

セ その他被災者の援護の実施に関し必要と認める事項 

 

(2) 被災者台帳の活用 

区本部及び各部において被災者の情報や援護の実施状況等の情報を被災者台帳に登録し、必

要に応じて他市町村等への情報提供を行うことにより、総合的かつ効率的な被災者の各種支援

に活用する。 

特に被害が甚大であり、被災者支援基礎情報システムの稼働が必要と認められる場合には、

まちづくり政策部が当該システムを稼働させ、区本部及び各部において情報を登録し、被災者

の各種支援に活用する。 

25. 人員体制について 〔災対本部事務局、財政部、健康福祉部、消防部、各部、区本部〕 

 東日本大震災時の経験を踏まえ、災害弔慰金、災害障害見舞金、被災者生活再建支援金、災害

見舞金の支給、災害援護資金の貸付、義援金の配分、罹災証明書の発行に係る業務について、大

規模災害時においても迅速かつ適切に実施できるよう、他部からの応援も含め職員の体制等を整

備する。 
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第 36 節 公共施設等の災害復旧及び財政援助の確保 

〔財政部〕 

本節では、被災した公共施設等の復旧と、そのための財源確保に努める旨を定める。また、財

政援助が行われる主な事業等について述べる。 

 

1. 公共施設の災害復旧 

被災した公共施設等の復旧に当たっては、原形復旧にとどまらず被害の状況等を十分に検討し、

災害の再発を防止するために必要な施設の新設、改良等を積極的に取り入れた復旧計画を策定し、

緊急度の高いものから直ちに復旧に当たり、速やかに災害復旧が完了するよう災害復旧事業の推

進を図る。また、復旧に際し、速やかに必要な資金需要額を把握し､その財源確保に努める｡ 

2. 災害復旧事業及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（以下「激甚法」と

いう。）に基づき援助される主な事業等 

災害が発生した場合、速やかに災害復旧に必要な資金需要額を把握し、その財源確保に努めるも

のとする。 

法律又は予算の範囲内において国が全部又は一部を負担し、又は補助して行われる災害復旧事

業並びに激甚法（昭和 37年法律第 150号）に基づき援助される事業はおおむね次のとおりである。

また、これらに加え、特別法等による財政援助が行われる場合があるので情報の把握に努める。 

事 業 等 
適 用 さ れ る 法 律 等  
通 常 災 害 激 甚 災 害 

公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 
公共土木施設災害復旧事業費 

国庫負担法 
激甚法第 3条 

公 共 土 木 施 設 災 害 関 連 事 業 河 川 法 、 道 路 法 等 同上 

公 立 学 校 施 設 災 害 復 旧 事 業 
公立学校施設災害復旧費 

国庫負担法 
同上 

公 営 住 宅 等 災 害 復 旧 事 業 公 営 住 宅 法  同上 

生 活 保 護 施 設 災 害 復 旧 事 業  生 活 保 護 法  同上 

児 童 福 祉 施 設 災 害 復 旧 事 業  児 童 福 祉 法  同上 

幼保連携型認定こども園の災害復旧事業  
就学前の子どもに対する教育、保育等 

の総合的な提供の推進に関する法律 
同上 

養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの

災害復旧事業 
老 人 福 祉 法  同上 

身体障害者社会参加支援施設災害復旧事業 身 体 障 害 者 福 祉 法 同上 

障害者支援施設、地域活動支援センター、福

祉ホーム又は障害福祉サービス(生活介護、自

立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限

る。)の事業の用に供する施設の災害復旧事業 

障 害 者 総 合 支 援 法 同上 

婦 人 保 護 施 設 災 害 復 旧 事 業 売 春 防 止 法  同上 
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24. 被災者台帳の作成及び活用（被害が甚大な場合）〔災対本部事務局、まちづくり政策部〕 

災害対策基本法第 90 条の 3 及び第 90 条の 4 の規定により、災害による被災者の総合的かつ効

率的な援護の実施の基礎とするため、被災者に関する情報を一元整理した「被災者台帳」を作成す

る。 

(1) 被災者台帳に記録する情報  

ア 氏名 

イ 生年月日 

ウ 性別 

エ 住所又は居所 

オ 住家の被害その他市長が定める種類の被害の状況 

カ 援護の実施の状況 

キ 要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 

ク 電話番号その他連絡先 

ケ 世帯の構成 

コ 罹災証明書の交付の状況  

サ 市長が台帳情報を本市以外の者に提供することに被災者本人が同意している場合には、そ

の提供先 

シ 前項に定める提供先に台帳情報を提供した場合には、その旨及びその日時 

ス マイナンバー 

セ その他被災者の援護の実施に関し必要と認める事項 

 

(2) 被災者台帳の活用 

区本部及び各部において被災者の情報や援護の実施状況等の情報を被災者台帳に登録し、必

要に応じて他市町村等への情報提供を行うことにより、総合的かつ効率的な被災者の各種支援

に活用する。 

特に被害が甚大であり、被災者支援基礎情報システムの稼働が必要と認められる場合には、

まちづくり政策部が当該システムを稼働させ、区本部及び各部において情報を登録し、被災者

の各種支援に活用する。 

25. 人員体制について 〔災対本部事務局、財政部、健康福祉部、消防部、各部、区本部〕 

 東日本大震災時の経験を踏まえ、災害弔慰金、災害障害見舞金、被災者生活再建支援金、災害

見舞金の支給、災害援護資金の貸付、義援金の配分、罹災証明書の発行に係る業務について、大

規模災害時においても迅速かつ適切に実施できるよう、他部からの応援も含め職員の体制等を整

備する。 
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24. 被災者台帳の作成及び活用（被害が甚大な場合）〔災対本部事務局、まちづくり政策部〕 

災害対策基本法第 90 条の 3及び第 90条の 4の規定により、災害による被災者の総合的かつ効

率的な援護の実施の基礎とするため、被災者に関する情報を一元整理した「被災者台帳」を作成

する。 

(1) 被災者台帳に記録する情報  

ア 氏名 

イ 生年月日 

ウ 性別 

エ 住所又は居所 

オ 住家の被害その他市長が定める種類の被害の状況 

カ 援護の実施の状況 

キ 要配慮者であるときは、その旨及び要配慮者に該当する事由 

ク 電話番号その他連絡先 

ケ 世帯の構成 

コ 罹災証明書の交付の状況  

サ 市長が台帳情報を本市以外の者に提供することに被災者本人が同意している場合には、そ

の提供先 

シ 前項に定める提供先に台帳情報を提供した場合には、その旨及びその日時 

ス マイナンバー 

セ その他被災者の援護の実施に関し必要と認める事項 

 

(2) 被災者台帳の活用 

区本部及び各部において被災者の情報や援護の実施状況等の情報を被災者台帳に登録し、必

要に応じて他市町村等への情報提供を行うことにより、総合的かつ効率的な被災者の各種支援

に活用する。 

特に被害が甚大であり、被災者支援基礎情報システムの稼働が必要と認められる場合には、

まちづくり政策部が当該システムを稼働させ、区本部及び各部において情報を登録し、被災者

の各種支援に活用する。 

25. 人員体制について 〔災対本部事務局、財政部、健康福祉部、消防部、各部、区本部〕 

 東日本大震災時の経験を踏まえ、災害弔慰金、災害障害見舞金、被災者生活再建支援金、災害

見舞金の支給、災害援護資金の貸付、義援金の配分、罹災証明書の発行に係る業務について、大

規模災害時においても迅速かつ適切に実施できるよう、他部からの応援も含め職員の体制等を整

備する。 
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第 36 節 公共施設等の災害復旧及び財政援助の確保 

〔財政部〕 

本節では、被災した公共施設等の復旧と、そのための財源確保に努める旨を定める。また、財

政援助が行われる主な事業等について述べる。 

 

1. 公共施設の災害復旧 

被災した公共施設等の復旧に当たっては、原形復旧にとどまらず被害の状況等を十分に検討し、

災害の再発を防止するために必要な施設の新設、改良等を積極的に取り入れた復旧計画を策定し、

緊急度の高いものから直ちに復旧に当たり、速やかに災害復旧が完了するよう災害復旧事業の推

進を図る。また、復旧に際し、速やかに必要な資金需要額を把握し､その財源確保に努める｡ 

2. 災害復旧事業及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（以下「激甚法」と

いう。）に基づき援助される主な事業等 

災害が発生した場合、速やかに災害復旧に必要な資金需要額を把握し、その財源確保に努めるも

のとする。 

法律又は予算の範囲内において国が全部又は一部を負担し、又は補助して行われる災害復旧事

業並びに激甚法（昭和 37年法律第 150号）に基づき援助される事業はおおむね次のとおりである。

また、これらに加え、特別法等による財政援助が行われる場合があるので情報の把握に努める。 

事 業 等 
適 用 さ れ る 法 律 等  
通 常 災 害 激 甚 災 害 

公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 
公共土木施設災害復旧事業費 

国庫負担法 
激甚法第 3条 

公 共 土 木 施 設 災 害 関 連 事 業 河 川 法 、 道 路 法 等 同上 

公 立 学 校 施 設 災 害 復 旧 事 業 
公立学校施設災害復旧費 

国庫負担法 
同上 

公 営 住 宅 等 災 害 復 旧 事 業 公 営 住 宅 法  同上 

生 活 保 護 施 設 災 害 復 旧 事 業  生 活 保 護 法  同上 

児 童 福 祉 施 設 災 害 復 旧 事 業  児 童 福 祉 法  同上 

幼保連携型認定こども園の災害復旧事業  
就学前の子どもに対する教育、保育等 

の総合的な提供の推進に関する法律 
同上 

養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの

災害復旧事業 
老 人 福 祉 法  同上 

身体障害者社会参加支援施設災害復旧事業 身 体 障 害 者 福 祉 法 同上 

障害者支援施設、地域活動支援センター、福

祉ホーム又は障害福祉サービス(生活介護、自

立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限

る。)の事業の用に供する施設の災害復旧事業 

障 害 者 総 合 支 援 法 同上 

婦 人 保 護 施 設 災 害 復 旧 事 業 売 春 防 止 法  同上 
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第 36 節 公共施設等の災害復旧及び財政援助の確保 

〔財政部〕 

本節では、被災した公共施設等の復旧と、そのための財源確保に努める旨を定める。また、財

政援助が行われる主な事業等について述べる。 

 

1. 公共施設の災害復旧 

被災した公共施設等の復旧に当たっては、原形復旧にとどまらず被害の状況等を十分に検討し、

災害の再発を防止するために必要な施設の新設、改良等を積極的に取り入れた復旧計画を策定し、

緊急度の高いものから直ちに復旧に当たり、速やかに災害復旧が完了するよう災害復旧事業の推

進を図る。また、復旧に際し、速やかに必要な資金需要額を把握し､その財源確保に努める｡ 

2. 災害復旧事業及び激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律（以下「激甚法」と

いう。）に基づき援助される主な事業等 

災害が発生した場合、速やかに災害復旧に必要な資金需要額を把握し、その財源確保に努めるも

のとする。 

法律又は予算の範囲内において国が全部又は一部を負担し、又は補助して行われる災害復旧事

業並びに激甚法（昭和 37年法律第 150号）に基づき援助される事業はおおむね次のとおりである。

また、これらに加え、特別法等による財政援助が行われる場合があるので情報の把握に努める。 

事 業 等 
適 用 さ れ る 法 律 等  
通 常 災 害 激 甚 災 害 

公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 事 業 
公共土木施設災害復旧事業費 

国庫負担法 
激甚法第 3条 

公 共 土 木 施 設 災 害 関 連 事 業 河 川 法 、 道 路 法 等 同上 

公 立 学 校 施 設 災 害 復 旧 事 業 
公立学校施設災害復旧費 

国庫負担法 
同上 

公 営 住 宅 等 災 害 復 旧 事 業 公 営 住 宅 法  同上 

生 活 保 護 施 設 災 害 復 旧 事 業  生 活 保 護 法  同上 

児 童 福 祉 施 設 災 害 復 旧 事 業  児 童 福 祉 法  同上 

幼保連携型認定こども園の災害復旧事業  
就学前の子どもに対する教育、保育等 

の総合的な提供の推進に関する法律 
同上 

養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの

災害復旧事業 
老 人 福 祉 法  同上 

身体障害者社会参加支援施設災害復旧事業 身 体 障 害 者 福 祉 法 同上 

障害者支援施設、地域活動支援センター、福

祉ホーム又は障害福祉サービス(生活介護、自

立訓練、就労移行支援又は就労継続支援に限

る。)の事業の用に供する施設の災害復旧事業 

障 害 者 総 合 支 援 法 同上 

婦 人 保 護 施 設 災 害 復 旧 事 業 売 春 防 止 法  同上 
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事 業 等 
適 用 さ れ る 法 律 等  

通 常 災 害 激 甚 災 害 

感染症指定医療機関の災害復旧事業及び 

感染症予防事業 

感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律 
激甚法第 3条 

特 定 私 立 幼 稚 園 の 災 害 復 旧 事 業 子ども・子育て支援法 同上 

堆 積 土 砂 排 除 事 業 

公共的施設区域内 

公共的施設区域外 

 同上 

湛 水 排 除 事 業  同上 

農 地 等 の 災 害 復 旧 事 業 

農地、農業用施設、林道の災害復旧事業 

及び  農業用施設、林道の災害関連事業 

農林水産業施設災害復旧事業費

国庫補助の暫定措置に関する 

法律 

激甚法第 5条 

農林水産業共同利用施設災害復旧事業 

農林水産業施設災害復旧事業費 

国庫補助の暫定措置に関する 

法律 

激甚法第 6条 

開 拓 者 等 の 施 設 の 災 害 復 旧 事 業   激甚法第 7条 

天災による被害農林漁業者等に対する 

資金融通の特例 

天災による被害農林漁業者等 

に対する資金の融通に関する 

暫定措置法 

激甚法第 8条 

森林組合等の行う堆積土砂の排除事業  激甚法第 9条 

土 地 改 良 区 等 の 行 う 湛 水 排 除 事 業  激甚法第 10条 

共 同 利 用 小 型 漁 船 の 建 造 費 の 補 助  激甚法第 11条 

森 林 災 害 復 旧 事 業  激甚法第 11 条の 2 

中小企業信用保険法による災害関係保証の

特例 
中小企業信用保険法 激甚法第 12条 

事業協同組合等の施設の災害復旧事業  激甚法第 14条 

公 立 社 会 教 育 施 設 災 害 復 旧 事 業   激甚法第 16条 

私 立 学 校 施 設 災 害 復 旧 事 業   激甚法第 17条 

感 染 症 予 防 事 業 
感染症の予防及び感染症の患者 

に対する医療に関する法律 
激甚法第 19条 

母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例 母子及び父子並びに寡婦福祉法 激甚法第 20条 

水 防 資 材 費 の 補 助 の 特 例   激甚法第 21条 

罹 災 者 公 営 住 宅 建 設 等 事 業  公 営 住 宅 法  激甚法第 22条 

小災害債に係る元利償還金の基準財政 

需要額への算入 
 激甚法第 24条 

雇用保険法による求職者給付の支給の特例 雇 用 保 険 法 激甚法第 25条 
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(1) 激甚法による救助の手続 

著しく激甚である災害が発生した場合における地方公共団体の経費の負担の適正化と被災者

の災害復興の意欲を高めることを目的として、激甚法が制定された。この法律は、激甚災害と

して指定された災害を対象に、国の地方公共団体に対する特別の財政援助と、被災者に対する

特別の財政措置を内容としている。 

(2) 激甚災害指定の流れ 

大規模な災害が発生した場合、内閣総理大臣は、地方公共団体の長からの報告に基づき、ま

た諮問した中央防災会議からの答申を受けて、激甚災害として指定すべき災害かどうかを判断

し、政令で指定する（本激）。 

また、激甚災害として指定されない災害であっても、ある特定地域に激甚な被害が発生した

場合、内閣総理大臣は、地方公共団体の長からの報告に基づき、また諮問した中央防災会議か

らの答申を受けて、被災地に特例措置を適用するか否か、あるいは適用する場合の範囲等を判

断して、政令で指定する（局激）。 

<激甚災害の指定手続> 
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（連絡調整） 
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調整 
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整
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事 業 等 
適 用 さ れ る 法 律 等  

通 常 災 害 激 甚 災 害 

感染症指定医療機関の災害復旧事業及び 

感染症予防事業 

感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律 
激甚法第 3条 

特 定 私 立 幼 稚 園 の 災 害 復 旧 事 業 子ども・子育て支援法 同上 

堆 積 土 砂 排 除 事 業 

公共的施設区域内 

公共的施設区域外 

 同上 

湛 水 排 除 事 業  同上 

農 地 等 の 災 害 復 旧 事 業 

農地、農業用施設、林道の災害復旧事業 

及び  農業用施設、林道の災害関連事業 

農林水産業施設災害復旧事業費

国庫補助の暫定措置に関する 

法律 

激甚法第 5条 

農林水産業共同利用施設災害復旧事業 

農林水産業施設災害復旧事業費 

国庫補助の暫定措置に関する 

法律 

激甚法第 6条 

開 拓 者 等 の 施 設 の 災 害 復 旧 事 業   激甚法第 7条 

天災による被害農林漁業者等に対する 

資金融通の特例 

天災による被害農林漁業者等 

に対する資金の融通に関する 

暫定措置法 

激甚法第 8条 

森林組合等の行う堆積土砂の排除事業  激甚法第 9条 

土 地 改 良 区 等 の 行 う 湛 水 排 除 事 業  激甚法第 10条 

共 同 利 用 小 型 漁 船 の 建 造 費 の 補 助  激甚法第 11条 

森 林 災 害 復 旧 事 業  激甚法第 11 条の 2 

中小企業信用保険法による災害関係保証の

特例 
中小企業信用保険法 激甚法第 12条 

事業協同組合等の施設の災害復旧事業  激甚法第 14条 

公 立 社 会 教 育 施 設 災 害 復 旧 事 業   激甚法第 16条 
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感 染 症 予 防 事 業 
感染症の予防及び感染症の患者 

に対する医療に関する法律 
激甚法第 19条 

母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例 母子及び父子並びに寡婦福祉法 激甚法第 20条 

水 防 資 材 費 の 補 助 の 特 例   激甚法第 21条 

罹 災 者 公 営 住 宅 建 設 等 事 業  公 営 住 宅 法  激甚法第 22条 

小災害債に係る元利償還金の基準財政 

需要額への算入 
 激甚法第 24条 

雇用保険法による求職者給付の支給の特例 雇 用 保 険 法 激甚法第 25条 
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農林水産業施設災害復旧事業費 

国庫補助の暫定措置に関する 

法律 

激甚法第 6条 

開 拓 者 等 の 施 設 の 災 害 復 旧 事 業   激甚法第 7条 

天災による被害農林漁業者等に対する 

資金融通の特例 

天災による被害農林漁業者等 

に対する資金の融通に関する 

暫定措置法 

激甚法第 8条 

森林組合等の行う堆積土砂の排除事業  激甚法第 9条 
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公 立 社 会 教 育 施 設 災 害 復 旧 事 業   激甚法第 16条 

私 立 学 校 施 設 災 害 復 旧 事 業   激甚法第 17条 

感 染 症 予 防 事 業 
感染症の予防及び感染症の患者 

に対する医療に関する法律 
激甚法第 19条 

母子及び父子並びに寡婦福祉法による国の貸付けの特例 母子及び父子並びに寡婦福祉法 激甚法第 20条 

水 防 資 材 費 の 補 助 の 特 例   激甚法第 21条 

罹 災 者 公 営 住 宅 建 設 等 事 業  公 営 住 宅 法  激甚法第 22条 

小災害債に係る元利償還金の基準財政 

需要額への算入 
 激甚法第 24条 

雇用保険法による求職者給付の支給の特例 雇 用 保 険 法 激甚法第 25条 
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(1) 激甚法による救助の手続 

著しく激甚である災害が発生した場合における地方公共団体の経費の負担の適正化と被災者

の災害復興の意欲を高めることを目的として、激甚法が制定された。この法律は、激甚災害と

して指定された災害を対象に、国の地方公共団体に対する特別の財政援助と、被災者に対する

特別の財政措置を内容としている。 

(2) 激甚災害指定の流れ 

大規模な災害が発生した場合、内閣総理大臣は、地方公共団体の長からの報告に基づき、ま

た諮問した中央防災会議からの答申を受けて、激甚災害として指定すべき災害かどうかを判断

し、政令で指定する（本激）。 

また、激甚災害として指定されない災害であっても、ある特定地域に激甚な被害が発生した

場合、内閣総理大臣は、地方公共団体の長からの報告に基づき、また諮問した中央防災会議か

らの答申を受けて、被災地に特例措置を適用するか否か、あるいは適用する場合の範囲等を判

断して、政令で指定する（局激）。 

<激甚災害の指定手続> 
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本部事務局 

（危機管理局） 
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・激甚災害指定基準 
・局地激甚災害指定基準 

関係担当部 

報告 報告 

（連絡調整） 

関係部 

財政部 

調整 

（
連
絡
調
整
） 

－　　－223

第 1 部 風水害応急対策 第 2 章 公助 第 36 節 公共施設等の災害復旧及び財政援助の確保 

 

 224 

(1) 激甚法による救助の手続 

著しく激甚である災害が発生した場合における地方公共団体の経費の負担の適正化と被災者

の災害復興の意欲を高めることを目的として、激甚法が制定された。この法律は、激甚災害と

して指定された災害を対象に、国の地方公共団体に対する特別の財政援助と、被災者に対する

特別の財政措置を内容としている。 

(2) 激甚災害指定の流れ 

大規模な災害が発生した場合、内閣総理大臣は、地方公共団体の長からの報告に基づき、ま

た諮問した中央防災会議からの答申を受けて、激甚災害として指定すべき災害かどうかを判断

し、政令で指定する（本激）。 

また、激甚災害として指定されない災害であっても、ある特定地域に激甚な被害が発生した

場合、内閣総理大臣は、地方公共団体の長からの報告に基づき、また諮問した中央防災会議か

らの答申を受けて、被災地に特例措置を適用するか否か、あるいは適用する場合の範囲等を判

断して、政令で指定する（局激）。 

<激甚災害の指定手続> 
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第 37 節 復興に関する計画 

〔まちづくり政策部〕 

大規模災害が発生した場合は、被害状況や地域特性、応急対策の進捗等を勘案し、迅速な復旧

を目指しつつ、更に災害の教訓を踏まえ、中長期的な取り組みによる計画的復興を目指す必要性

について早急に検討し、復旧・復興の基本方針を定め、必要な場合には、これに基づき市の復興

のための計画（以下「復興計画」という。）を策定するものとする。 

 

1. 復旧・復興方針の決定 

被害の状況や社会経済活動への影響等の把握・分析に努め、可能な限り早期に、当面優先的に行

うべき復旧対策等に関する取り組み方針（以下「復旧方針」という。）を定めるとともに、復興計

画の策定が必要と判断される場合には、復興に向けた中長期的な取り組みに関する方針（以下「復

興方針」という。）を定めるものとする。 

2. 復興計画の策定 

大規模災害からの復興は、地域コミュニティや産業構造等にも大きな影響を及ぼすような複雑

かつ大規模な事業であり、関係する部局や機関等も多数に及ぶこととなる。こうした事業を可能な

限り速やかに実施するためには、復興計画を策定し、関係部局・機関等と調整を行いながら計画的

に復興を進めていく必要がある。 

復興計画は、復旧方針及び復興方針を踏まえつつ、一日も早い復興を果たすため、可能な限り速

やかな策定を目指すとともに、市民等の意向を尊重し、協働により復興を進めるため、多様な主体

の意見が反映されるよう努めるものとする。 

(1) 復興計画の策定に当たって、以下の事項に配慮する 

ア 組織横断的な庁内体制により復興計画を策定し、その推進を図るため、市長を本部長とす

る復興推進本部を設置する。 

イ 復興計画に専門的見地からの検討を加えるため、必要に応じ、学識経験者等により構成す

る復興検討会議を設置する。 

ウ 多様な主体から本市の復興に関する意見を聴取するため、復興計画に関する意見交換会や

パブリックコメント等を実施する。 

エ 復興事業は多くの機関が関係する大規模な事業となるため、国や他の自治体等の関係機関

との連携や調整を図りつつ策定を進める。 
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(2) 復興計画の内容について、以下の事項に配慮する 

ア 将来にわたり市民の安全・安心が確保されるよう、被災から得た教訓を生かし、より災害

に強いまちづくりを目指すものとする。 

イ 本市の特性や目指すべき都市像を踏まえ、復興を通じてより魅力ある都市づくりを進める

ものとし、総合計画等の上位計画との関係にも留意する。 

ウ 復興の推進に当たって、高齢者や障害者、女性、子ども、外国人等の様々な立場からの視

点が尊重され、多様な市民が支え合い共生できる社会づくりを目指すものとする。 

エ 被災地域の特性や被災前からの地域課題等を踏まえ、復興を通じてより良い地域づくりを

目指すとともに、地域コミュニティの維持・回復や再構築を図るものとする。 

オ 被災者の生活再建と被災地域の再生を早期に果たすため、復興事業の迅速な推進を図ると

ともに、必要に応じ、緊急性や優先度を勘案した事業の重点化を図るものとする。 
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第 37 節 復興に関する計画 

〔まちづくり政策部〕 

大規模災害が発生した場合は、被害状況や地域特性、応急対策の進捗等を勘案し、迅速な復旧

を目指しつつ、更に災害の教訓を踏まえ、中長期的な取り組みによる計画的復興を目指す必要性

について早急に検討し、復旧・復興の基本方針を定め、必要な場合には、これに基づき市の復興

のための計画（以下「復興計画」という。）を策定するものとする。 

 

1. 復旧・復興方針の決定 

被害の状況や社会経済活動への影響等の把握・分析に努め、可能な限り早期に、当面優先的に行

うべき復旧対策等に関する取り組み方針（以下「復旧方針」という。）を定めるとともに、復興計

画の策定が必要と判断される場合には、復興に向けた中長期的な取り組みに関する方針（以下「復

興方針」という。）を定めるものとする。 

2. 復興計画の策定 

大規模災害からの復興は、地域コミュニティや産業構造等にも大きな影響を及ぼすような複雑

かつ大規模な事業であり、関係する部局や機関等も多数に及ぶこととなる。こうした事業を可能な

限り速やかに実施するためには、復興計画を策定し、関係部局・機関等と調整を行いながら計画的

に復興を進めていく必要がある。 

復興計画は、復旧方針及び復興方針を踏まえつつ、一日も早い復興を果たすため、可能な限り速

やかな策定を目指すとともに、市民等の意向を尊重し、協働により復興を進めるため、多様な主体

の意見が反映されるよう努めるものとする。 

(1) 復興計画の策定に当たって、以下の事項に配慮する 

ア 組織横断的な庁内体制により復興計画を策定し、その推進を図るため、市長を本部長とす

る復興推進本部を設置する。 

イ 復興計画に専門的見地からの検討を加えるため、必要に応じ、学識経験者等により構成す

る復興検討会議を設置する。 

ウ 多様な主体から本市の復興に関する意見を聴取するため、復興計画に関する意見交換会や

パブリックコメント等を実施する。 

エ 復興事業は多くの機関が関係する大規模な事業となるため、国や他の自治体等の関係機関

との連携や調整を図りつつ策定を進める。 
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第 37 節 復興に関する計画 

〔まちづくり政策部〕 

大規模災害が発生した場合は、被害状況や地域特性、応急対策の進捗等を勘案し、迅速な復旧

を目指しつつ、更に災害の教訓を踏まえ、中長期的な取り組みによる計画的復興を目指す必要性

について早急に検討し、復旧・復興の基本方針を定め、必要な場合には、これに基づき市の復興

のための計画（以下「復興計画」という。）を策定するものとする。 

 

1. 復旧・復興方針の決定 

被害の状況や社会経済活動への影響等の把握・分析に努め、可能な限り早期に、当面優先的に行

うべき復旧対策等に関する取り組み方針（以下「復旧方針」という。）を定めるとともに、復興計

画の策定が必要と判断される場合には、復興に向けた中長期的な取り組みに関する方針（以下「復

興方針」という。）を定めるものとする。 

2. 復興計画の策定 

大規模災害からの復興は、地域コミュニティや産業構造等にも大きな影響を及ぼすような複雑

かつ大規模な事業であり、関係する部局や機関等も多数に及ぶこととなる。こうした事業を可能な

限り速やかに実施するためには、復興計画を策定し、関係部局・機関等と調整を行いながら計画的

に復興を進めていく必要がある。 

復興計画は、復旧方針及び復興方針を踏まえつつ、一日も早い復興を果たすため、可能な限り速

やかな策定を目指すとともに、市民等の意向を尊重し、協働により復興を進めるため、多様な主体

の意見が反映されるよう努めるものとする。 

(1) 復興計画の策定に当たって、以下の事項に配慮する 

ア 組織横断的な庁内体制により復興計画を策定し、その推進を図るため、市長を本部長とす

る復興推進本部を設置する。 

イ 復興計画に専門的見地からの検討を加えるため、必要に応じ、学識経験者等により構成す

る復興検討会議を設置する。 

ウ 多様な主体から本市の復興に関する意見を聴取するため、復興計画に関する意見交換会や

パブリックコメント等を実施する。 

エ 復興事業は多くの機関が関係する大規模な事業となるため、国や他の自治体等の関係機関

との連携や調整を図りつつ策定を進める。 
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(2) 復興計画の内容について、以下の事項に配慮する 

ア 将来にわたり市民の安全・安心が確保されるよう、被災から得た教訓を生かし、より災害

に強いまちづくりを目指すものとする。 

イ 本市の特性や目指すべき都市像を踏まえ、復興を通じてより魅力ある都市づくりを進める

ものとし、総合計画等の上位計画との関係にも留意する。 

ウ 復興の推進に当たって、高齢者や障害者、女性、子ども、外国人等の様々な立場からの視

点が尊重され、多様な市民が支え合い共生できる社会づくりを目指すものとする。 

エ 被災地域の特性や被災前からの地域課題等を踏まえ、復興を通じてより良い地域づくりを

目指すとともに、地域コミュニティの維持・回復や再構築を図るものとする。 

オ 被災者の生活再建と被災地域の再生を早期に果たすため、復興事業の迅速な推進を図ると

ともに、必要に応じ、緊急性や優先度を勘案した事業の重点化を図るものとする。 
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第 1 節 道路災害対策 

本節では、道路施設等の災害（多数の死傷者が生じる可能性のある落石、法面・トンネル内崩

落、落橋等の災害）に対する予防対策及び応急対策について定める。 

 

第１ 道路災害の予防対策〔建設局〕 

1. 道路等の点検・調査 

(1) 道路の安全性の点検 

落石・崩壊、岩石崩壊、地すべり、土石流、路体の安定その他の項目に関して道路を点検し、

その結果について専門技術者による総合評価を行う。その上で対策が必要な箇所及び必要とな

る可能性のある箇所については、対策実施までの間、定期パトロールを行い安全確保を図る。 

(2) 橋梁の点検 

全橋梁について、定期的に総合点検を行い、橋梁の劣化や重大な損傷の有無を調査把握する。 

(3) トンネル及び落石履工の点検 

トンネル本体の点検以外にも、トンネル抗口部や履工上部の岩盤斜面の状態についても点検

を行う。 

(4) 道路陥没の調査 

路面の陥没については、常時のパトロールにより、陥没の発見はもとより陥没以前の小さな

異常を発見するよう努める。また、陥没の多発している路線や埋設物の輻そうしている箇所及

び地下鉄や共同溝等の大型地下埋設物がある路線は、定期的に路面下空洞調査を行い、空洞の

有無や進行を調査し、異常が認められた場合は、掘削調査を行う。 

2. パトロール体制 

災害の予防には、各種パトロールが重要な役割を担うことから、常時のパトロールを強化すると

ともに、重要路線については委託によるパトロールを実施するなど、定期的な巡回体制の強化を図

る。 

3. 危険箇所の改修 

パトロールや点検などにより危険と判断された箇所及び「対策が必要」とされた箇所については、

緊急の度合いや路線の位置づけ等を総合的に評価し、全体計画を作成して、計画的に改修を行う。 

4. 防災資機材の整備 

災害時に必要な資機材については、各区役所に備蓄し、常に不足資材の補充を行う。 

また、応急対策に必要な車両等については、災害復旧協力業者からの調達体制を整備しておくも

のとする。 
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災害の予防には、各種パトロールが重要な役割を担うことから、常時のパトロールを強化すると

ともに、重要路線については委託によるパトロールを実施するなど、定期的な巡回体制の強化を図
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3. 危険箇所の改修 

パトロールや点検などにより危険と判断された箇所及び「対策が必要」とされた箇所については、

緊急の度合いや路線の位置づけ等を総合的に評価し、全体計画を作成して、計画的に改修を行う。 
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災害時に必要な資機材については、各区役所に備蓄し、常に不足資材の補充を行う。 

また、応急対策に必要な車両等については、災害復旧協力業者からの調達体制を整備しておくも
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第 2 部 災害種別対策 第 2 章 公助 第 1 節 道路災害対策 

 

227 

第２ 道路災害の応急対策〔関係局区〕 

1. 組織・動員 

道路災害に対しては、災害の状況に応じ、第 1部第 2章第 2節「災害対策活動体制」に定めると

ころにより、災害警戒本部体制等所要の組織体制をもって対応するものとする。 

(1) 道路災害に係る警戒対象部局は、次のとおりとする。 

 ただし、災害の状況に応じ、対象部局を追加し、又は減ずるものとする。 

〈警戒対象部局〉 

道路災害 
危機管理局 総務局  

健康福祉局 建設局 消防局 関係区 

(2) 現地本部を設置して対応する場合は、次によるものとする。 

ア 現地本部長は、原則として建設局長をもって充てる。 

イ 現地本部員は、建設部の職員のうちから現地本部長が指名する。 

 ただし、現地本部長は、必要に応じ関係する部及び区本部の職員を現地本部員に指名する

ことができる。 

ウ 現地本部長は、災害の状況に応じ、広報、被災者の救援、関係機関との連絡調整、庶務等

の役割を担う現地本部要員を配置するものとする。 

エ 現地本部長は、災害対策上関連のある部及び区本部の長に対し、必要な職員の派遣を求め

るものとする。 

2. 応急活動計画 

道路災害に係る発災から災害が収束するまでの、応急対策フローと主な応急活動計画は、次のと

おりとする。 

<応急対策フロー図> 

 

⑴ 道 路 災 害 の 情 報 

⑵ 組 織 ・ 動 員 

ア 情報連絡体制の強化 

イ 災害警戒本部体制の措置 

ウ 災害対策本部体制の措置 

⑶ 情 報 の 収 集 伝 達 

⑷ 道 路 交 通 安 全 の 確 保 

⑸ 救 助 の 実 施 等 

⑹ 医 療 救 護 

⑺ 応援要請及び応急復旧 

⑻ 関係機関との検討・調整 

⑼ 広 報 
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〈主な応急活動〉 

(1) 道路災害の情報 

危機管理局は、前記 1 に基づき、関係局・区に対し、必要な組織体制及び職員の配備動員を

指示・伝達する。 

(2) 組織・動員 

ア 情報連絡体制の強化 

① 警戒対象部局の主管課及び関係区の区民生活課は、関係職員の連絡体制を確保するとと

もに、災害情報等の収集に努める。 

② 災害の状況により、速やかに上位の組織体制に移行できるよう備える。 

イ 災害警戒本部体制の措置 

① 警戒対象部局は、あらかじめ定める防災実施計画（配備計画）に従い、速やかに警戒配

備対象職員を動員し、警戒パトロール、被害情報の収集等警戒活動を行う。 

② 危機管理局危機管理課・危機対策課・防災計画課・減災推進課、総務局広報課及び消防

局指令課は、速やかに警戒本部（青葉区役所 4階災害情報センター）を開設する。 

③ 関係区役所区民生活課は、速やかに区警戒本部を開設する。 

④ 警戒対象部局の長は、警戒本部に情報連絡員を派遣する。 

⑤ 警戒本部長は、必要に応じ、警戒対象部局の関係課長を招集し、防災連絡会議を開催す

る。 

ウ 災害対策本部体制の措置 

① 非常配備（1 号～3 号）を指示された局・区は、あらかじめ定める防災実施計画に従い、

速やかに非常配備対象職員を動員し、各種災害応急対策を実施する。 

② 危機管理局危機管理課・危機対策課・防災計画課・減災推進課、総務局広報課及び消防

局指令課は、速やかに災対本部事務局（青葉区役所 4階災害情報センター）を開設する。 

③ 関係区役所区民生活課は、速やかに区本部を開設する。 

④ 関係各局は、速やかに部体制を整える。 

⑤ 各部長及び各区本部長は、災対本部事務局に情報連絡員を派遣する。 

⑥ 災対本部長は、適宜本部員会議を開催し、災害対策の重要事項について協議、決定する。 

⑦ 区本部長は、適宜区本部員会議を開催し、災害対策の重要事項について協議、決定する。 

⑧ 災対本部事務局長は、必要に応じ、災対本部の幹事若しくは防災関係機関の関係者を招

集し、連絡調整会議を開催する。 

⑨ 現地本部を設置して対応する必要がある場合は、建設局長が現地本部長となり、建設部

がその運営にあたる。 
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第２ 道路災害の応急対策〔関係局区〕 

1. 組織・動員 

道路災害に対しては、災害の状況に応じ、第 1部第 2章第 2節「災害対策活動体制」に定めると

ころにより、災害警戒本部体制等所要の組織体制をもって対応するものとする。 

(1) 道路災害に係る警戒対象部局は、次のとおりとする。 

 ただし、災害の状況に応じ、対象部局を追加し、又は減ずるものとする。 

〈警戒対象部局〉 

道路災害 
危機管理局 総務局  

健康福祉局 建設局 消防局 関係区 

(2) 現地本部を設置して対応する場合は、次によるものとする。 

ア 現地本部長は、原則として建設局長をもって充てる。 

イ 現地本部員は、建設部の職員のうちから現地本部長が指名する。 

 ただし、現地本部長は、必要に応じ関係する部及び区本部の職員を現地本部員に指名する

ことができる。 

ウ 現地本部長は、災害の状況に応じ、広報、被災者の救援、関係機関との連絡調整、庶務等

の役割を担う現地本部要員を配置するものとする。 

エ 現地本部長は、災害対策上関連のある部及び区本部の長に対し、必要な職員の派遣を求め

るものとする。 

2. 応急活動計画 

道路災害に係る発災から災害が収束するまでの、応急対策フローと主な応急活動計画は、次のと

おりとする。 

<応急対策フロー図> 
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⑵ 組 織 ・ 動 員 

ア 情報連絡体制の強化 

イ 災害警戒本部体制の措置 

ウ 災害対策本部体制の措置 

⑶ 情 報 の 収 集 伝 達 

⑷ 道 路 交 通 安 全 の 確 保 

⑸ 救 助 の 実 施 等 

⑹ 医 療 救 護 

⑺ 応援要請及び応急復旧 

⑻ 関係機関との検討・調整 

⑼ 広 報 
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第２ 道路災害の応急対策〔関係局区〕 
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(2) 現地本部を設置して対応する場合は、次によるものとする。 

ア 現地本部長は、原則として建設局長をもって充てる。 

イ 現地本部員は、建設部の職員のうちから現地本部長が指名する。 

 ただし、現地本部長は、必要に応じ関係する部及び区本部の職員を現地本部員に指名する

ことができる。 

ウ 現地本部長は、災害の状況に応じ、広報、被災者の救援、関係機関との連絡調整、庶務等

の役割を担う現地本部要員を配置するものとする。 

エ 現地本部長は、災害対策上関連のある部及び区本部の長に対し、必要な職員の派遣を求め

るものとする。 

2. 応急活動計画 

道路災害に係る発災から災害が収束するまでの、応急対策フローと主な応急活動計画は、次のと

おりとする。 

<応急対策フロー図> 

 

⑴ 道 路 災 害 の 情 報 

⑵ 組 織 ・ 動 員 

ア 情報連絡体制の強化 

イ 災害警戒本部体制の措置 

ウ 災害対策本部体制の措置 

⑶ 情 報 の 収 集 伝 達 

⑷ 道 路 交 通 安 全 の 確 保 

⑸ 救 助 の 実 施 等 

⑹ 医 療 救 護 

⑺ 応援要請及び応急復旧 

⑻ 関係機関との検討・調整 

⑼ 広 報 
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〈主な応急活動〉 

(1) 道路災害の情報 

危機管理局は、前記 1 に基づき、関係局・区に対し、必要な組織体制及び職員の配備動員を

指示・伝達する。 

(2) 組織・動員 

ア 情報連絡体制の強化 

① 警戒対象部局の主管課及び関係区の区民生活課は、関係職員の連絡体制を確保するとと

もに、災害情報等の収集に努める。 

② 災害の状況により、速やかに上位の組織体制に移行できるよう備える。 

イ 災害警戒本部体制の措置 

① 警戒対象部局は、あらかじめ定める防災実施計画（配備計画）に従い、速やかに警戒配

備対象職員を動員し、警戒パトロール、被害情報の収集等警戒活動を行う。 

② 危機管理局危機管理課・危機対策課・防災計画課・減災推進課、総務局広報課及び消防

局指令課は、速やかに警戒本部（青葉区役所 4階災害情報センター）を開設する。 

③ 関係区役所区民生活課は、速やかに区警戒本部を開設する。 

④ 警戒対象部局の長は、警戒本部に情報連絡員を派遣する。 

⑤ 警戒本部長は、必要に応じ、警戒対象部局の関係課長を招集し、防災連絡会議を開催す

る。 

ウ 災害対策本部体制の措置 

① 非常配備（1 号～3 号）を指示された局・区は、あらかじめ定める防災実施計画に従い、

速やかに非常配備対象職員を動員し、各種災害応急対策を実施する。 

② 危機管理局危機管理課・危機対策課・防災計画課・減災推進課、総務局広報課及び消防

局指令課は、速やかに災対本部事務局（青葉区役所 4階災害情報センター）を開設する。 

③ 関係区役所区民生活課は、速やかに区本部を開設する。 

④ 関係各局は、速やかに部体制を整える。 

⑤ 各部長及び各区本部長は、災対本部事務局に情報連絡員を派遣する。 

⑥ 災対本部長は、適宜本部員会議を開催し、災害対策の重要事項について協議、決定する。 

⑦ 区本部長は、適宜区本部員会議を開催し、災害対策の重要事項について協議、決定する。 

⑧ 災対本部事務局長は、必要に応じ、災対本部の幹事若しくは防災関係機関の関係者を招

集し、連絡調整会議を開催する。 

⑨ 現地本部を設置して対応する必要がある場合は、建設局長が現地本部長となり、建設部

がその運営にあたる。 
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〈主な応急活動〉 

(1) 道路災害の情報 

危機管理局は、前記 1 に基づき、関係局・区に対し、必要な組織体制及び職員の配備動員を

指示・伝達する。 

(2) 組織・動員 

ア 情報連絡体制の強化 

① 警戒対象部局の主管課及び関係区の区民生活課は、関係職員の連絡体制を確保するとと

もに、災害情報等の収集に努める。 

② 災害の状況により、速やかに上位の組織体制に移行できるよう備える。 

イ 災害警戒本部体制の措置 

① 警戒対象部局は、あらかじめ定める防災実施計画（配備計画）に従い、速やかに警戒配

備対象職員を動員し、警戒パトロール、被害情報の収集等警戒活動を行う。 

② 危機管理局危機管理課・危機対策課・防災計画課・減災推進課、総務局広報課及び消防

局指令課は、速やかに警戒本部（青葉区役所 4階災害情報センター）を開設する。 

③ 関係区役所区民生活課は、速やかに区警戒本部を開設する。 

④ 警戒対象部局の長は、警戒本部に情報連絡員を派遣する。 

⑤ 警戒本部長は、必要に応じ、警戒対象部局の関係課長を招集し、防災連絡会議を開催す

る。 

ウ 災害対策本部体制の措置 

① 非常配備（1 号～3 号）を指示された局・区は、あらかじめ定める防災実施計画に従い、

速やかに非常配備対象職員を動員し、各種災害応急対策を実施する。 

② 危機管理局危機管理課・危機対策課・防災計画課・減災推進課、総務局広報課及び消防

局指令課は、速やかに災対本部事務局（青葉区役所 4階災害情報センター）を開設する。 

③ 関係区役所区民生活課は、速やかに区本部を開設する。 

④ 関係各局は、速やかに部体制を整える。 

⑤ 各部長及び各区本部長は、災対本部事務局に情報連絡員を派遣する。 

⑥ 災対本部長は、適宜本部員会議を開催し、災害対策の重要事項について協議、決定する。 

⑦ 区本部長は、適宜区本部員会議を開催し、災害対策の重要事項について協議、決定する。 

⑧ 災対本部事務局長は、必要に応じ、災対本部の幹事若しくは防災関係機関の関係者を招

集し、連絡調整会議を開催する。 

⑨ 現地本部を設置して対応する必要がある場合は、建設局長が現地本部長となり、建設部

がその運営にあたる。 
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 (3) 情報の収集伝達 

ア 建設部及び区本部は、災害情報を収集し、速やかに警戒本部又は災対本部事務局に報告す

る。 

イ 警戒本部又は災対本部事務局は、入手した情報を集約し、定期的に宮城県に報告する。 

(4) 道路交通の安全確保 

建設部及び区本部は、道路、橋梁の被害（浸水・陥没等）状況の把握に努めるとともに、道

路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要がある場合は、関係法令に基づき、状

況に応じて速やかに通行の禁止又は制限の手続を行う。 

この場合においては、通行の禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を記した道路標識を

設置するとともに、周辺道路網から適切な迂回路を確保する。 

(5) 救助の実施等 

要救助者がある場合、消防部は、消防団、警察、自衛隊等関係機関の協力を得て、救助活動

を行う。 

(6) 医療救護 

健康福祉部は、必要に応じ、災害時医療連絡調整本部等を通じ、医療救護班を編成し、現地

へ派遣する。 

(7) 応援要請及び応急復旧 

ア 警戒本部又は災対本部事務局は、災害の状況に応じ、時期を失することなく、他の地方公

共団体に対し応援を要請するとともに、宮城県を通じ自衛隊の災害派遣を要請する。 

イ 建設部は、必要に応じ、次の協定等に基づく応援要請を行い、関係機関の協力を得て、早

期復旧に努める。 

 

・「東北地方における建設省所管公共施設の災害時の相互応援に関する申し合わせ」 

（東北地方整備局、東北 6県土木部、仙台市建設局、東日本高速道路㈱東北支社） 

・「災害時における応急措置の協力に関する協定」（社団法人仙台建設業協会） 
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(8) 関係機関との検討・調整 

ア 建設部は、応急対策の実施に際し、警察、自衛隊等関係機関との調整を図る必要があると

認めるときは、現地合同災害対策本部を設置する。 

イ 現地合同災害対策本部は、東北地方整備局、宮城県、宮城県警、自衛隊、東北電力、NTT東

日本宮城事業部等防災関係機関が設置する現地本部の長により構成するものとし、現地合同

災害対策本部の本部長は、関係機関が協議し、決定する。 

ウ 現地合同災害対策本部は、次の事務を行う。 

① 災害応急対策の方針等の協議 

② 災害広報 

③ 被災者及び被災者家族等の対応 

④ その他必要な事項 

(9) 広報 

ア 警戒本部又は災対本部事務局は、報道機関の協力を得て、定期的に災害の状況、応急対策

の実施状況等について広報を行う。 

イ 現地本部を設置した場合の広報は、原則として現地本部において行う。 

ウ 現地合同災害対策本部が設置された場合は、防災関係機関の合意に基づき現地合同災害対

策本部が広報を実施する。 
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 (3) 情報の収集伝達 

ア 建設部及び区本部は、災害情報を収集し、速やかに警戒本部又は災対本部事務局に報告す

る。 

イ 警戒本部又は災対本部事務局は、入手した情報を集約し、定期的に宮城県に報告する。 

(4) 道路交通の安全確保 

建設部及び区本部は、道路、橋梁の被害（浸水・陥没等）状況の把握に努めるとともに、道

路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要がある場合は、関係法令に基づき、状

況に応じて速やかに通行の禁止又は制限の手続を行う。 

この場合においては、通行の禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を記した道路標識を

設置するとともに、周辺道路網から適切な迂回路を確保する。 

(5) 救助の実施等 

要救助者がある場合、消防部は、消防団、警察、自衛隊等関係機関の協力を得て、救助活動

を行う。 

(6) 医療救護 

健康福祉部は、必要に応じ、災害時医療連絡調整本部等を通じ、医療救護班を編成し、現地

へ派遣する。 

(7) 応援要請及び応急復旧 

ア 警戒本部又は災対本部事務局は、災害の状況に応じ、時期を失することなく、他の地方公

共団体に対し応援を要請するとともに、宮城県を通じ自衛隊の災害派遣を要請する。 

イ 建設部は、必要に応じ、次の協定等に基づく応援要請を行い、関係機関の協力を得て、早

期復旧に努める。 

 

・「東北地方における建設省所管公共施設の災害時の相互応援に関する申し合わせ」 

（東北地方整備局、東北 6県土木部、仙台市建設局、東日本高速道路㈱東北支社） 

・「災害時における応急措置の協力に関する協定」（社団法人仙台建設業協会） 



第 2 部 災害種別対策 第 2 章 公助 第 1 節 道路災害対策 

 

230 

 (3) 情報の収集伝達 

ア 建設部及び区本部は、災害情報を収集し、速やかに警戒本部又は災対本部事務局に報告す

る。 

イ 警戒本部又は災対本部事務局は、入手した情報を集約し、定期的に宮城県に報告する。 

(4) 道路交通の安全確保 

建設部及び区本部は、道路、橋梁の被害（浸水・陥没等）状況の把握に努めるとともに、道

路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要がある場合は、関係法令に基づき、状

況に応じて速やかに通行の禁止又は制限の手続を行う。 

この場合においては、通行の禁止又は制限の対象、区間、期間及び理由を記した道路標識を

設置するとともに、周辺道路網から適切な迂回路を確保する。 

(5) 救助の実施等 

要救助者がある場合、消防部は、消防団、警察、自衛隊等関係機関の協力を得て、救助活動

を行う。 

(6) 医療救護 

健康福祉部は、必要に応じ、災害時医療連絡調整本部等を通じ、医療救護班を編成し、現地

へ派遣する。 

(7) 応援要請及び応急復旧 

ア 警戒本部又は災対本部事務局は、災害の状況に応じ、時期を失することなく、他の地方公

共団体に対し応援を要請するとともに、宮城県を通じ自衛隊の災害派遣を要請する。 

イ 建設部は、必要に応じ、次の協定等に基づく応援要請を行い、関係機関の協力を得て、早

期復旧に努める。 

 

・「東北地方における建設省所管公共施設の災害時の相互応援に関する申し合わせ」 

（東北地方整備局、東北 6県土木部、仙台市建設局、東日本高速道路㈱東北支社） 

・「災害時における応急措置の協力に関する協定」（社団法人仙台建設業協会） 
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(8) 関係機関との検討・調整 

ア 建設部は、応急対策の実施に際し、警察、自衛隊等関係機関との調整を図る必要があると

認めるときは、現地合同災害対策本部を設置する。 

イ 現地合同災害対策本部は、東北地方整備局、宮城県、宮城県警、自衛隊、東北電力、NTT東

日本宮城事業部等防災関係機関が設置する現地本部の長により構成するものとし、現地合同

災害対策本部の本部長は、関係機関が協議し、決定する。 

ウ 現地合同災害対策本部は、次の事務を行う。 

① 災害応急対策の方針等の協議 

② 災害広報 

③ 被災者及び被災者家族等の対応 

④ その他必要な事項 

(9) 広報 

ア 警戒本部又は災対本部事務局は、報道機関の協力を得て、定期的に災害の状況、応急対策

の実施状況等について広報を行う。 

イ 現地本部を設置した場合の広報は、原則として現地本部において行う。 

ウ 現地合同災害対策本部が設置された場合は、防災関係機関の合意に基づき現地合同災害対

策本部が広報を実施する。 
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(8) 関係機関との検討・調整 

ア 建設部は、応急対策の実施に際し、警察、自衛隊等関係機関との調整を図る必要があると

認めるときは、現地合同災害対策本部を設置する。 

イ 現地合同災害対策本部は、東北地方整備局、宮城県、宮城県警、自衛隊、東北電力、NTT東

日本宮城事業部等防災関係機関が設置する現地本部の長により構成するものとし、現地合同

災害対策本部の本部長は、関係機関が協議し、決定する。 

ウ 現地合同災害対策本部は、次の事務を行う。 

① 災害応急対策の方針等の協議 

② 災害広報 

③ 被災者及び被災者家族等の対応 

④ その他必要な事項 

(9) 広報 

ア 警戒本部又は災対本部事務局は、報道機関の協力を得て、定期的に災害の状況、応急対策

の実施状況等について広報を行う。 

イ 現地本部を設置した場合の広報は、原則として現地本部において行う。 

ウ 現地合同災害対策本部が設置された場合は、防災関係機関の合意に基づき現地合同災害対

策本部が広報を実施する。 
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第 2 節 海上災害対策 

本節では、船舶の衝突、火災、爆発や船舶からの危険物の流出による海洋汚染等を防止するた

めの措置について定める。 

なお、石油コンビナート等特別防災区域については、「宮城県石油コンビナート等防災計画」

に定めるところによる。 

 

第１ 海上災害の予防対策〔宮城海上保安部、消防局〕 

1. 目的 

船舶の衝突、乗揚、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難の発生による多数の要救助者、

行方不明者、死傷者等の発生又は船舶からの危険物等の大量排出等による著しい海洋汚染、火災爆

発等の発生といった海上災害を防止し、被害の軽減を図るため、予防対策について定める。 

 

2. 宮城海上保安部の海上災害予防対策〔宮城海上保安部〕 

(1) 船舶の安全な運航等の確保 

ア 海図、水路図誌等水路図書の整備 

イ 港内、狭水道等船舶交通のふくそうする海域における航行管理、海上交通情報提供等の実

施 

ウ 危険物荷役における安全防災対策の指導 

エ 航路標識の整備 

オ 水路通報、航行警報等船舶交通の安全に必要な情報提供の実施 

(2) 船舶、航空機等の整備 

防災業務を迅速かつ的確に実施するため、船艇、航空機、情報通信施設、資機材、庁舎等の

整備を図る。 

(3) 職員の配備体制 

職員の非常参集等応急活動のための呼集要領及び参集基準を定め、自動参集基準等参集体制

を整備する。 

(4) 協力体制の確立 

ア 関係機関等との連携協力の下に必要な対策が適切に実施されるよう、夜間、休日の場合等

を含めた連絡体制の整備を図る。 

イ 防災関係機関及び関係事業者等と災害応急活動等に関し、連絡会議等を通じ平常時から連

携を強化しておく。 
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(5) 訓練 

防災関係機関、石油関係事業者及び港湾管理者等の協力を得て、大規模海難や危険物等の大

量流出を想定し、相互に連携した実践的な訓練を実施し、訓練後には評価を行い、課題等を明

らかにして、必要に応じて体制等の改善を行う。 

(6) 海上防災知識の普及 

海難防止、海上災害防止等に関する講習会を開催し、また、船舶への訪船指導を行うことに

より、防災思想の普及及び高揚を図る。 

 

3. 宮城海上保安部と仙台市消防局との業務協定 

「宮城海上保安部と仙台市消防局との業務協定」により、仙台塩釜港仙台港区及び仙台市に属す

る海域の船舶の火災予防に関しては、宮城海上保安部と仙台市消防局が協力して行うものとして

いる。 

また、消火活動の範囲については、次のとおり定められている。 
 

仙台市消防局 

○ ふ頭、さん橋または岸壁にけい留された船舶及び上架または入渠

中の船舶 

○ 河川、運河内の船舶 

宮城海上保安部 
上記以外の船舶 

（この場合仙台市消防局は宮城海上保安部に協力する） 
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第 2 節 海上災害対策 

本節では、船舶の衝突、火災、爆発や船舶からの危険物の流出による海洋汚染等を防止するた

めの措置について定める。 

なお、石油コンビナート等特別防災区域については、「宮城県石油コンビナート等防災計画」

に定めるところによる。 

 

第１ 海上災害の予防対策〔宮城海上保安部、消防局〕 

1. 目的 

船舶の衝突、乗揚、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難の発生による多数の要救助者、

行方不明者、死傷者等の発生又は船舶からの危険物等の大量排出等による著しい海洋汚染、火災爆

発等の発生といった海上災害を防止し、被害の軽減を図るため、予防対策について定める。 

 

2. 宮城海上保安部の海上災害予防対策〔宮城海上保安部〕 

(1) 船舶の安全な運航等の確保 

ア 海図、水路図誌等水路図書の整備 

イ 港内、狭水道等船舶交通のふくそうする海域における航行管理、海上交通情報提供等の実

施 

ウ 危険物荷役における安全防災対策の指導 

エ 航路標識の整備 

オ 水路通報、航行警報等船舶交通の安全に必要な情報提供の実施 

(2) 船舶、航空機等の整備 

防災業務を迅速かつ的確に実施するため、船艇、航空機、情報通信施設、資機材、庁舎等の

整備を図る。 

(3) 職員の配備体制 

職員の非常参集等応急活動のための呼集要領及び参集基準を定め、自動参集基準等参集体制

を整備する。 

(4) 協力体制の確立 

ア 関係機関等との連携協力の下に必要な対策が適切に実施されるよう、夜間、休日の場合等

を含めた連絡体制の整備を図る。 

イ 防災関係機関及び関係事業者等と災害応急活動等に関し、連絡会議等を通じ平常時から連

携を強化しておく。 
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第 2 節 海上災害対策 

本節では、船舶の衝突、火災、爆発や船舶からの危険物の流出による海洋汚染等を防止するた

めの措置について定める。 

なお、石油コンビナート等特別防災区域については、「宮城県石油コンビナート等防災計画」

に定めるところによる。 

 

第１ 海上災害の予防対策〔宮城海上保安部、消防局〕 

1. 目的 

船舶の衝突、乗揚、転覆、火災、爆発、浸水、機関故障等の海難の発生による多数の要救助者、

行方不明者、死傷者等の発生又は船舶からの危険物等の大量排出等による著しい海洋汚染、火災爆

発等の発生といった海上災害を防止し、被害の軽減を図るため、予防対策について定める。 

 

2. 宮城海上保安部の海上災害予防対策〔宮城海上保安部〕 

(1) 船舶の安全な運航等の確保 

ア 海図、水路図誌等水路図書の整備 

イ 港内、狭水道等船舶交通のふくそうする海域における航行管理、海上交通情報提供等の実

施 

ウ 危険物荷役における安全防災対策の指導 

エ 航路標識の整備 

オ 水路通報、航行警報等船舶交通の安全に必要な情報提供の実施 

(2) 船舶、航空機等の整備 

防災業務を迅速かつ的確に実施するため、船艇、航空機、情報通信施設、資機材、庁舎等の

整備を図る。 

(3) 職員の配備体制 

職員の非常参集等応急活動のための呼集要領及び参集基準を定め、自動参集基準等参集体制

を整備する。 

(4) 協力体制の確立 

ア 関係機関等との連携協力の下に必要な対策が適切に実施されるよう、夜間、休日の場合等

を含めた連絡体制の整備を図る。 

イ 防災関係機関及び関係事業者等と災害応急活動等に関し、連絡会議等を通じ平常時から連

携を強化しておく。 
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(5) 訓練 

防災関係機関、石油関係事業者及び港湾管理者等の協力を得て、大規模海難や危険物等の大

量流出を想定し、相互に連携した実践的な訓練を実施し、訓練後には評価を行い、課題等を明

らかにして、必要に応じて体制等の改善を行う。 

(6) 海上防災知識の普及 

海難防止、海上災害防止等に関する講習会を開催し、また、船舶への訪船指導を行うことに

より、防災思想の普及及び高揚を図る。 

 

3. 宮城海上保安部と仙台市消防局との業務協定 

「宮城海上保安部と仙台市消防局との業務協定」により、仙台塩釜港仙台港区及び仙台市に属す

る海域の船舶の火災予防に関しては、宮城海上保安部と仙台市消防局が協力して行うものとして

いる。 

また、消火活動の範囲については、次のとおり定められている。 
 

仙台市消防局 

○ ふ頭、さん橋または岸壁にけい留された船舶及び上架または入渠

中の船舶 

○ 河川、運河内の船舶 

宮城海上保安部 
上記以外の船舶 

（この場合仙台市消防局は宮城海上保安部に協力する） 
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(5) 訓練 

防災関係機関、石油関係事業者及び港湾管理者等の協力を得て、大規模海難や危険物等の大

量流出を想定し、相互に連携した実践的な訓練を実施し、訓練後には評価を行い、課題等を明

らかにして、必要に応じて体制等の改善を行う。 

(6) 海上防災知識の普及 

海難防止、海上災害防止等に関する講習会を開催し、また、船舶への訪船指導を行うことに

より、防災思想の普及及び高揚を図る。 

 

3. 宮城海上保安部と仙台市消防局との業務協定 

「宮城海上保安部と仙台市消防局との業務協定」により、仙台塩釜港仙台港区及び仙台市に属す

る海域の船舶の火災予防に関しては、宮城海上保安部と仙台市消防局が協力して行うものとして

いる。 

また、消火活動の範囲については、次のとおり定められている。 
 

仙台市消防局 

○ ふ頭、さん橋または岸壁にけい留された船舶及び上架または入渠

中の船舶 

○ 河川、運河内の船舶 

宮城海上保安部 
上記以外の船舶 

（この場合仙台市消防局は宮城海上保安部に協力する） 
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第２ 海上災害の応急対策〔宮城海上保安部、関係局区〕 

1. 基本方針 

海上災害が発生した場合、仙台市及び関係機関は、被害規模等の情報の収集を行い、その情報に

基づき所要の活動体制を確立するとともに、人命の救助・救急活動、消火活動、排出油等の防除活

動、海上交通の安全確保等を進める。 

さらに、避難対策、救援物資の輸送活動を行い、当面の危機的状況に対処した後、社会秩序の維

持、船舶等への情報提供、二次災害の防止等を行う。 

2. 宮城海上保安部の海上災害応急対策（宮城海上保安部） 

(1) 情報の収集及び情報連絡 

被害状況及び被害規模その他災害応急対策の実施上必要な情報について、船艇、航空機等を

活用し、次に掲げる事項に関し情報収集活動を実施するとともに、関係機関等と密接な情報交

換を行う。 

ア 海上及び沿岸部における被害状況等 

① 被災地周辺海域における船舶交通の状況 

② 被災地周辺海域における漂流物等の状況 

③ 船舶、海洋施設、港湾施設等の被害状況 

④ 水路、航路標識の異状の有無 

⑤ 港湾等における被害状況 

イ 陸上における被害状況 

ウ 関係機関等の対応状況 

エ その他発災後の応急対策の実施上必要な事項 

(2) 海難救助等 

ア 船舶の海難、海上における人身事故が発生したときは、速やかに巡視船艇、航空機を発動

させるとともに、必要に応じて特殊救難隊及び機動防除隊を対応させるほか、関係機関及び

水難救済会等の民間救助機関を活用してその捜索救助を行う。 

イ 船舶火災又は海上火災が発生したときは、速やかに巡視船艇により消火活動を行うととも

に航空機により状況調査を実施し、必要に応じて特殊救難隊及び機動防除隊を対応させるほ

か、関係機関等に協力を要請する。 

(3) 緊急輸送 

傷病者、医師、避難者等又は救援物資等の緊急輸送については、必要に応じ、又は要請に基

づき、迅速かつ積極的に実施する。 

特に、機動力のある航空機及び大量輸送が可能な船艇を必要に応じて使い分け、有効に活用

する。 
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(4) 流出油等の防除 

船舶又は海洋施設等から海上に大量の油等が流出したときは、次に掲げる措置を講ずる。 

ア 防除措置を講ずべき者が行う防除措置を効果的なものとするため、船艇及び航空機により、

流出油等の状況、防除作業の実施状況等を総合的に把握し、作業の分担、作業方法等防除作

業の実施に必要な事項について指導を行う。 

イ 防除措置を講ずべき者が、流出油等の拡散防止、防除等の措置を講じていないと認められ

るときは、これらの者に対し、防除措置を講ずべきことを命ずる。 

ウ 緊急に防除措置を講ずる必要がある場合、状況に応じ、海上災害防止センターに防除措置

を講ずべきことを指示し、又は機動防除隊及び巡視船艇等に応急の防除措置を講じさせると

ともに、関係機関等に必要な資機材の確保・運搬及び防除措置の実施について協力を要請す

る。 

エ 防除措置を講ずべき者及び関係機関等との間で、必要に応じて緊密な情報の交換を行い、

もって迅速かつ効果的な防除措置の実施に資するよう努める。 

オ 危険物が流出したときは、その周辺海域の警戒を厳重にし、必要に応じて火災発生の防止、

航泊禁止措置、又は避難指示を行う。 

カ 危険物の防除作業にあたっては、ガス検知器具等による危険範囲の確認、火気使用制限等

の危険防止措置を講じ、火災、爆発及びガス中毒等二次災害の防止を図る。 

(5) 海上交通安全の確保 

海上交通の安全を確保するため、次に掲げる措置を講ずる。 

ア 船舶交通のふくそうが予想される海域においては、必要に応じて船舶交通の整理、指導を

行う。この場合、緊急輸送を行う船舶が円滑に航行できるよう努める。 

イ 海難の発生その他の事情により、船舶交通の危険が生じ、又は生じる恐れがあるときは、

必要に応じて船舶交通を制限し、又は禁止する。 

ウ 海難船舶又は漂流物、沈没物その他の物件により船舶交通の危険が生じ、又は生じるおそ

れがあるときは、速やかに必要な応急措置を講ずるとともに、船舶所有者に対し、これらの

除去その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきことを命じ、又は勧告する。 

エ 船舶交通の混乱を避けるため、災害の概要、港湾・岸壁の状況、関係機関との連絡手段等

船舶の安全な運航に必要と思われる情報について、無線等を通じ船舶への情報提供を行う。 

オ 水路の水深に異状が生じ、又は生ずるおそれのあるときは、必要に応じて水路測量を行う

とともに、応急標識を設置する等により水路の安全を確保する。 

カ 航路標識が損壊し、または流出したときは、速やかに復旧に努めるほか、必要に応じて応

急標識の設置に努める。 
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第２ 海上災害の応急対策〔宮城海上保安部、関係局区〕 

1. 基本方針 

海上災害が発生した場合、仙台市及び関係機関は、被害規模等の情報の収集を行い、その情報に

基づき所要の活動体制を確立するとともに、人命の救助・救急活動、消火活動、排出油等の防除活

動、海上交通の安全確保等を進める。 

さらに、避難対策、救援物資の輸送活動を行い、当面の危機的状況に対処した後、社会秩序の維

持、船舶等への情報提供、二次災害の防止等を行う。 

2. 宮城海上保安部の海上災害応急対策（宮城海上保安部） 

(1) 情報の収集及び情報連絡 

被害状況及び被害規模その他災害応急対策の実施上必要な情報について、船艇、航空機等を

活用し、次に掲げる事項に関し情報収集活動を実施するとともに、関係機関等と密接な情報交

換を行う。 

ア 海上及び沿岸部における被害状況等 

① 被災地周辺海域における船舶交通の状況 

② 被災地周辺海域における漂流物等の状況 

③ 船舶、海洋施設、港湾施設等の被害状況 

④ 水路、航路標識の異状の有無 

⑤ 港湾等における被害状況 

イ 陸上における被害状況 

ウ 関係機関等の対応状況 

エ その他発災後の応急対策の実施上必要な事項 

(2) 海難救助等 

ア 船舶の海難、海上における人身事故が発生したときは、速やかに巡視船艇、航空機を発動

させるとともに、必要に応じて特殊救難隊及び機動防除隊を対応させるほか、関係機関及び

水難救済会等の民間救助機関を活用してその捜索救助を行う。 

イ 船舶火災又は海上火災が発生したときは、速やかに巡視船艇により消火活動を行うととも

に航空機により状況調査を実施し、必要に応じて特殊救難隊及び機動防除隊を対応させるほ

か、関係機関等に協力を要請する。 

(3) 緊急輸送 

傷病者、医師、避難者等又は救援物資等の緊急輸送については、必要に応じ、又は要請に基

づき、迅速かつ積極的に実施する。 

特に、機動力のある航空機及び大量輸送が可能な船艇を必要に応じて使い分け、有効に活用

する。 
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第２ 海上災害の応急対策〔宮城海上保安部、関係局区〕 

1. 基本方針 

海上災害が発生した場合、仙台市及び関係機関は、被害規模等の情報の収集を行い、その情報に

基づき所要の活動体制を確立するとともに、人命の救助・救急活動、消火活動、排出油等の防除活

動、海上交通の安全確保等を進める。 

さらに、避難対策、救援物資の輸送活動を行い、当面の危機的状況に対処した後、社会秩序の維

持、船舶等への情報提供、二次災害の防止等を行う。 

2. 宮城海上保安部の海上災害応急対策（宮城海上保安部） 

(1) 情報の収集及び情報連絡 

被害状況及び被害規模その他災害応急対策の実施上必要な情報について、船艇、航空機等を

活用し、次に掲げる事項に関し情報収集活動を実施するとともに、関係機関等と密接な情報交

換を行う。 

ア 海上及び沿岸部における被害状況等 

① 被災地周辺海域における船舶交通の状況 

② 被災地周辺海域における漂流物等の状況 

③ 船舶、海洋施設、港湾施設等の被害状況 

④ 水路、航路標識の異状の有無 

⑤ 港湾等における被害状況 

イ 陸上における被害状況 

ウ 関係機関等の対応状況 

エ その他発災後の応急対策の実施上必要な事項 

(2) 海難救助等 

ア 船舶の海難、海上における人身事故が発生したときは、速やかに巡視船艇、航空機を発動

させるとともに、必要に応じて特殊救難隊及び機動防除隊を対応させるほか、関係機関及び

水難救済会等の民間救助機関を活用してその捜索救助を行う。 

イ 船舶火災又は海上火災が発生したときは、速やかに巡視船艇により消火活動を行うととも

に航空機により状況調査を実施し、必要に応じて特殊救難隊及び機動防除隊を対応させるほ

か、関係機関等に協力を要請する。 

(3) 緊急輸送 

傷病者、医師、避難者等又は救援物資等の緊急輸送については、必要に応じ、又は要請に基

づき、迅速かつ積極的に実施する。 

特に、機動力のある航空機及び大量輸送が可能な船艇を必要に応じて使い分け、有効に活用

する。 
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(4) 流出油等の防除 

船舶又は海洋施設等から海上に大量の油等が流出したときは、次に掲げる措置を講ずる。 

ア 防除措置を講ずべき者が行う防除措置を効果的なものとするため、船艇及び航空機により、

流出油等の状況、防除作業の実施状況等を総合的に把握し、作業の分担、作業方法等防除作

業の実施に必要な事項について指導を行う。 

イ 防除措置を講ずべき者が、流出油等の拡散防止、防除等の措置を講じていないと認められ

るときは、これらの者に対し、防除措置を講ずべきことを命ずる。 

ウ 緊急に防除措置を講ずる必要がある場合、状況に応じ、海上災害防止センターに防除措置

を講ずべきことを指示し、又は機動防除隊及び巡視船艇等に応急の防除措置を講じさせると

ともに、関係機関等に必要な資機材の確保・運搬及び防除措置の実施について協力を要請す

る。 

エ 防除措置を講ずべき者及び関係機関等との間で、必要に応じて緊密な情報の交換を行い、

もって迅速かつ効果的な防除措置の実施に資するよう努める。 

オ 危険物が流出したときは、その周辺海域の警戒を厳重にし、必要に応じて火災発生の防止、

航泊禁止措置、又は避難指示を行う。 

カ 危険物の防除作業にあたっては、ガス検知器具等による危険範囲の確認、火気使用制限等

の危険防止措置を講じ、火災、爆発及びガス中毒等二次災害の防止を図る。 

(5) 海上交通安全の確保 

海上交通の安全を確保するため、次に掲げる措置を講ずる。 

ア 船舶交通のふくそうが予想される海域においては、必要に応じて船舶交通の整理、指導を

行う。この場合、緊急輸送を行う船舶が円滑に航行できるよう努める。 

イ 海難の発生その他の事情により、船舶交通の危険が生じ、又は生じる恐れがあるときは、

必要に応じて船舶交通を制限し、又は禁止する。 

ウ 海難船舶又は漂流物、沈没物その他の物件により船舶交通の危険が生じ、又は生じるおそ

れがあるときは、速やかに必要な応急措置を講ずるとともに、船舶所有者に対し、これらの

除去その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきことを命じ、又は勧告する。 

エ 船舶交通の混乱を避けるため、災害の概要、港湾・岸壁の状況、関係機関との連絡手段等

船舶の安全な運航に必要と思われる情報について、無線等を通じ船舶への情報提供を行う。 

オ 水路の水深に異状が生じ、又は生ずるおそれのあるときは、必要に応じて水路測量を行う

とともに、応急標識を設置する等により水路の安全を確保する。 

カ 航路標識が損壊し、または流出したときは、速やかに復旧に努めるほか、必要に応じて応

急標識の設置に努める。 
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(4) 流出油等の防除 

船舶又は海洋施設等から海上に大量の油等が流出したときは、次に掲げる措置を講ずる。 

ア 防除措置を講ずべき者が行う防除措置を効果的なものとするため、船艇及び航空機により、

流出油等の状況、防除作業の実施状況等を総合的に把握し、作業の分担、作業方法等防除作

業の実施に必要な事項について指導を行う。 

イ 防除措置を講ずべき者が、流出油等の拡散防止、防除等の措置を講じていないと認められ

るときは、これらの者に対し、防除措置を講ずべきことを命ずる。 

ウ 緊急に防除措置を講ずる必要がある場合、状況に応じ、海上災害防止センターに防除措置

を講ずべきことを指示し、又は機動防除隊及び巡視船艇等に応急の防除措置を講じさせると

ともに、関係機関等に必要な資機材の確保・運搬及び防除措置の実施について協力を要請す

る。 

エ 防除措置を講ずべき者及び関係機関等との間で、必要に応じて緊密な情報の交換を行い、

もって迅速かつ効果的な防除措置の実施に資するよう努める。 

オ 危険物が流出したときは、その周辺海域の警戒を厳重にし、必要に応じて火災発生の防止、

航泊禁止措置、又は避難指示を行う。 

カ 危険物の防除作業にあたっては、ガス検知器具等による危険範囲の確認、火気使用制限等

の危険防止措置を講じ、火災、爆発及びガス中毒等二次災害の防止を図る。 

(5) 海上交通安全の確保 

海上交通の安全を確保するため、次に掲げる措置を講ずる。 

ア 船舶交通のふくそうが予想される海域においては、必要に応じて船舶交通の整理、指導を

行う。この場合、緊急輸送を行う船舶が円滑に航行できるよう努める。 

イ 海難の発生その他の事情により、船舶交通の危険が生じ、又は生じる恐れがあるときは、

必要に応じて船舶交通を制限し、又は禁止する。 

ウ 海難船舶又は漂流物、沈没物その他の物件により船舶交通の危険が生じ、又は生じるおそ

れがあるときは、速やかに必要な応急措置を講ずるとともに、船舶所有者に対し、これらの

除去その他船舶交通の危険を防止するための措置を講ずべきことを命じ、又は勧告する。 

エ 船舶交通の混乱を避けるため、災害の概要、港湾・岸壁の状況、関係機関との連絡手段等

船舶の安全な運航に必要と思われる情報について、無線等を通じ船舶への情報提供を行う。 

オ 水路の水深に異状が生じ、又は生ずるおそれのあるときは、必要に応じて水路測量を行う

とともに、応急標識を設置する等により水路の安全を確保する。 

カ 航路標識が損壊し、または流出したときは、速やかに復旧に努めるほか、必要に応じて応

急標識の設置に努める。 
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(6) 危険物の保安措置 

危険物の保安については、次に掲げる措置を講ずる。 

ア 危険物搭載船舶については、必要に応じて移動を命じ、又は航行の制限若しくは禁止を行

う。 

イ 危険物荷役中の船舶については、荷役の中止等事故防止のために必要な指導を行う。 

ウ 危険物施設については、危険物流出等の事故を防止するために必要な指導を行う。 

(7) 警戒区域の設定 

生命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要があると認められるときは、災害対策

基本法第 63 条第 1項及び第 2項の定めるところにより、警戒区域を設定し、船艇、航空機等に

より船舶等に対し、区域外への退去及び入域の制限又は禁止の指示を行う。 

(8) 治安の維持 

海上における治安を維持するため、情報の収集に努め、必要に応じ、巡視船艇及び航空機に

より次に掲げる措置を講ずる。 

ア 災害発生地域の周辺海域に配備し、犯罪の予防・取締りを行う。 

イ 警戒区域又は重要施設の周辺海域において警戒を行う。 

3. 仙台市の海上災害応急対策 

海上災害のうち、油等排出災害については、次により応急対策を実施する。 

なお、船舶の火災、爆発等に対する消火救難活動については、「宮城海上保安部と仙台市消防局

の業務協定」の定めるところにより、宮城海上保安部との協力の下消防局が行うものとする。 

(1) 組織・動員 

油排出災害に対しては、災害の状況に応じ、第 1部第 2章第 2節「災害対策活動体制」に定

めるところにより、災害警戒本部体制等所要の組織体制をもって対応するものとする。 

ただし、災害の状況に応じ、対象部局を追加し、又は減ずるものとする。 

〈警戒対象部局〉 

海上災害 
危機管理局 総務局 

環境局 消防局 宮城野区 若林区 
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(2) 応急活動計画 

海上での油排出災害に対する応急対策フローと主な応急活動計画は、次のとおりとする。 

<応急対策フロー> 

 

 

〔主な応急活動〕 

ア 油排出事故発生 

危機管理局は、前記⑴に基づき、関係局・区に対し、必要な組織体制及び職員の配備動員を

指示・伝達する。 

イ 組織・動員 

① 情報連絡体制の強化 

a. 警戒対象部局の主管課及び関係区の区民生活課は、関係職員の連絡体制を確保すると

ともに、災害情報等の収集に努める。 

b. 災害の状況により、速やかに上位の組織体制に移行できるよう備える。 

② 災害警戒本部体制の措置 

a. 警戒対象部局は、あらかじめ定める防災実施計画（配備計画）に従い、速やかに警戒配

備対象職員を動員し、警戒パトロール、被害情報の収集等警戒活動を行う。 

b. 危機管理局危機管理課・危機対策課・防災計画課・減災推進課、総務局広報課及び消防

局指令課は、速やかに警戒本部（青葉区役所 4 階災害情報センター）を開設する。 

c. 関係区役所区民生活課は、速やかに区警戒本部を開設する。 

d. 警戒対象部局の長は、災害警戒本部に情報連絡員を派遣する。 

e. 警戒本部長は、必要に応じ、警戒対象部局の関係課長を招集し、防災連絡会議を開催す

る。 

ア 油排出事故発生 

イ 組織・動員 

① 情報連絡体制の強化 

② 災害警戒本部体制の措置 

③ 災害対策本部体制の措置 

ウ 情報の収集伝達 

エ 沿岸漂着油の防除活動 

① 漂着油回収資機材の調達 

② 回収作業環境の整備 

③ 市職員による回収の実施 

④ ボランティア活動に対する支援等 

⑤ 漂着油防除処理費用の集約及び請求 
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(6) 危険物の保安措置 

危険物の保安については、次に掲げる措置を講ずる。 

ア 危険物搭載船舶については、必要に応じて移動を命じ、又は航行の制限若しくは禁止を行

う。 

イ 危険物荷役中の船舶については、荷役の中止等事故防止のために必要な指導を行う。 

ウ 危険物施設については、危険物流出等の事故を防止するために必要な指導を行う。 

(7) 警戒区域の設定 

生命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要があると認められるときは、災害対策

基本法第 63条第 1項及び第 2項の定めるところにより、警戒区域を設定し、船艇、航空機等に

より船舶等に対し、区域外への退去及び入域の制限又は禁止の指示を行う。 

(8) 治安の維持 

海上における治安を維持するため、情報の収集に努め、必要に応じ、巡視船艇及び航空機に

より次に掲げる措置を講ずる。 

ア 災害発生地域の周辺海域に配備し、犯罪の予防・取締りを行う。 

イ 警戒区域又は重要施設の周辺海域において警戒を行う。 

3. 仙台市の海上災害応急対策 

海上災害のうち、油等排出災害については、次により応急対策を実施する。 

なお、船舶の火災、爆発等に対する消火救難活動については、「宮城海上保安部と仙台市消防局

の業務協定」の定めるところにより、宮城海上保安部との協力の下消防局が行うものとする。 

(1) 組織・動員 

油排出災害に対しては、災害の状況に応じ、第 1部第 2章第 2節「災害対策活動体制」に定

めるところにより、災害警戒本部体制等所要の組織体制をもって対応するものとする。 

ただし、災害の状況に応じ、対象部局を追加し、又は減ずるものとする。 

〈警戒対象部局〉 

海上災害 
危機管理局 総務局 

環境局 消防局 宮城野区 若林区 

 



第 2 部 災害種別対策 第 2 章 公助 第 2 節 海上災害対策 

 

236 

(6) 危険物の保安措置 

危険物の保安については、次に掲げる措置を講ずる。 

ア 危険物搭載船舶については、必要に応じて移動を命じ、又は航行の制限若しくは禁止を行

う。 

イ 危険物荷役中の船舶については、荷役の中止等事故防止のために必要な指導を行う。 

ウ 危険物施設については、危険物流出等の事故を防止するために必要な指導を行う。 

(7) 警戒区域の設定 

生命又は身体に対する危険を防止するため、特に必要があると認められるときは、災害対策

基本法第 63条第 1項及び第 2項の定めるところにより、警戒区域を設定し、船艇、航空機等に

より船舶等に対し、区域外への退去及び入域の制限又は禁止の指示を行う。 

(8) 治安の維持 

海上における治安を維持するため、情報の収集に努め、必要に応じ、巡視船艇及び航空機に

より次に掲げる措置を講ずる。 

ア 災害発生地域の周辺海域に配備し、犯罪の予防・取締りを行う。 

イ 警戒区域又は重要施設の周辺海域において警戒を行う。 

3. 仙台市の海上災害応急対策 

海上災害のうち、油等排出災害については、次により応急対策を実施する。 

なお、船舶の火災、爆発等に対する消火救難活動については、「宮城海上保安部と仙台市消防局

の業務協定」の定めるところにより、宮城海上保安部との協力の下消防局が行うものとする。 

(1) 組織・動員 

油排出災害に対しては、災害の状況に応じ、第 1部第 2章第 2節「災害対策活動体制」に定

めるところにより、災害警戒本部体制等所要の組織体制をもって対応するものとする。 

ただし、災害の状況に応じ、対象部局を追加し、又は減ずるものとする。 

〈警戒対象部局〉 

海上災害 
危機管理局 総務局 

環境局 消防局 宮城野区 若林区 
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(2) 応急活動計画 

海上での油排出災害に対する応急対策フローと主な応急活動計画は、次のとおりとする。 

<応急対策フロー> 

 

 

〔主な応急活動〕 

ア 油排出事故発生 

危機管理局は、前記⑴に基づき、関係局・区に対し、必要な組織体制及び職員の配備動員を

指示・伝達する。 

イ 組織・動員 

① 情報連絡体制の強化 

a. 警戒対象部局の主管課及び関係区の区民生活課は、関係職員の連絡体制を確保すると

ともに、災害情報等の収集に努める。 

b. 災害の状況により、速やかに上位の組織体制に移行できるよう備える。 

② 災害警戒本部体制の措置 

a. 警戒対象部局は、あらかじめ定める防災実施計画（配備計画）に従い、速やかに警戒配

備対象職員を動員し、警戒パトロール、被害情報の収集等警戒活動を行う。 

b. 危機管理局危機管理課・危機対策課・防災計画課・減災推進課、総務局広報課及び消防

局指令課は、速やかに警戒本部（青葉区役所 4階災害情報センター）を開設する。 

c. 関係区役所区民生活課は、速やかに区警戒本部を開設する。 

d. 警戒対象部局の長は、災害警戒本部に情報連絡員を派遣する。 

e. 警戒本部長は、必要に応じ、警戒対象部局の関係課長を招集し、防災連絡会議を開催す

る。 

ア 油排出事故発生 

イ 組織・動員 

① 情報連絡体制の強化 

② 災害警戒本部体制の措置 

③ 災害対策本部体制の措置 

ウ 情報の収集伝達 

エ 沿岸漂着油の防除活動 

① 漂着油回収資機材の調達 

② 回収作業環境の整備 

③ 市職員による回収の実施 

④ ボランティア活動に対する支援等 

⑤ 漂着油防除処理費用の集約及び請求 
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(2) 応急活動計画 

海上での油排出災害に対する応急対策フローと主な応急活動計画は、次のとおりとする。 

<応急対策フロー> 

 

 

〔主な応急活動〕 

ア 油排出事故発生 

危機管理局は、前記⑴に基づき、関係局・区に対し、必要な組織体制及び職員の配備動員を

指示・伝達する。 

イ 組織・動員 

① 情報連絡体制の強化 

a. 警戒対象部局の主管課及び関係区の区民生活課は、関係職員の連絡体制を確保すると

ともに、災害情報等の収集に努める。 

b. 災害の状況により、速やかに上位の組織体制に移行できるよう備える。 

② 災害警戒本部体制の措置 

a. 警戒対象部局は、あらかじめ定める防災実施計画（配備計画）に従い、速やかに警戒配

備対象職員を動員し、警戒パトロール、被害情報の収集等警戒活動を行う。 

b. 危機管理局危機管理課・危機対策課・防災計画課・減災推進課、総務局広報課及び消防

局指令課は、速やかに警戒本部（青葉区役所 4階災害情報センター）を開設する。 

c. 関係区役所区民生活課は、速やかに区警戒本部を開設する。 

d. 警戒対象部局の長は、災害警戒本部に情報連絡員を派遣する。 

e. 警戒本部長は、必要に応じ、警戒対象部局の関係課長を招集し、防災連絡会議を開催す

る。 

ア 油排出事故発生 

イ 組織・動員 

① 情報連絡体制の強化 

② 災害警戒本部体制の措置 

③ 災害対策本部体制の措置 

ウ 情報の収集伝達 

エ 沿岸漂着油の防除活動 

① 漂着油回収資機材の調達 

② 回収作業環境の整備 

③ 市職員による回収の実施 

④ ボランティア活動に対する支援等 

⑤ 漂着油防除処理費用の集約及び請求 
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③ 災害対策本部体制の措置 

a. 全ての局・区は、あらかじめ定める防災実施計画に従い、速やかに非常配備（1 号～3

号）対象職員を動員し、各種災害応急対策を実施する。 

b. 危機管理局危機管理課・危機対策課・防災計画課・減災推進課、総務局広報課及び消防

局指令課は、速やかに災対本部事務局（青葉区役所 4 階災害情報センター）を開設する。 

c. 区役所区民生活課は、速やかに区本部を開設する。 

d. 各局は、速やかに部体制を整える。 

e. 各部長及び各区本部長は、災対本部事務局に情報連絡員を派遣する。 

f. 災対本部長は、適宜本部員会議を開催し、災害対策の重要事項について協議、決定する。 

g. 区本部長は、適宜区本部員会議を開催し、区の災害対策について協議、決定する。 

h. 災対本部事務局長は、必要に応じ、災対本部の幹事若しくは防災関係機関の関係者を招

集し、連絡調整会議を開催する。 

ウ 情報の収集伝達 

① 警戒本部又は災対本部事務局は、宮城海上保安部、宮城県等関係機関から次のような災

害情報を収集する。 

 

 

 

 

 

 

② 関係区本部（災害警戒本部体制下においては関係区役所）は、定期的に沿岸部のパトロー

ルを行い、沿岸部の状況を確認し、警戒本部又は災対本部事務局に報告する。 

 

・油排出事故の概要及びその対応 

・排出油等の量及び拡散範囲 

・気象及び海象等 

・排出油等の沿岸への漂着予測 

・その他必要な事項 
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エ 沿岸漂着油等の防除活動 

沿岸漂着油等の防除の実施に際しては、「宮城県沿岸排出油等防除協議会」に設置される総

合調整本部において、災害の状況に応じ、各機関の役割や回収油の処理方法等具体の対応につ

いて協議、調整を行うこととされている。 

市が行う防除活動の内容は、災害の状況等によって異なるものであるが以下、平成 9年 1月

に発生したロシア船籍タンカー重油流出事故における被災市町村の対応を参考に、市の対応

として想定される主な活動を記載する。 

① 漂着油等回収資機材の調達 

ドラム缶、バケツ、杓、スコップ等の回収資材及び回収に必要な重機等を調達する。 

 

 

  

  

  

② 回収作業環境の整備 

沿岸部への応急救護所、仮設トイレの設置及び回収資材の配置等、防除作業実施者の健康

安全管理の体制や円滑な防除作業が実施されるよう必要な支援体制などの作業環境の整備

を図る。 

③ 市職員による回収の実施  

市職員による回収作業班を編成し、防除活動を行う。 

④ ボランティア活動に対する支援等 

a. 報道機関及びボランティア関係団体等を通じて、広くボランティア活動への協力を呼

びかける。 

b. 必要に応じ、現地にボランティアの活動拠点となる仮設建物等を設置し、ボランティア

関係団体の協力を得て、ボランティア活動のコーディネイト等を行う。 

⑤ 漂着油等防除処理費用の集約及び請求 

漂着油等の防除作業に際し、市が負担した経費を取りまとめ、原因者に対し請求する。 

 

 

・関係機関の備蓄物資の提供 

・業界団体からの支援 

・購入、借り上げ 

・応援協力協定等に基づく自治体からの回収資材等の提供 
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③ 災害対策本部体制の措置 

a. 全ての局・区は、あらかじめ定める防災実施計画に従い、速やかに非常配備（1 号～3

号）対象職員を動員し、各種災害応急対策を実施する。 

b. 危機管理局危機管理課・危機対策課・防災計画課・減災推進課、総務局広報課及び消防

局指令課は、速やかに災対本部事務局（青葉区役所 4 階災害情報センター）を開設する。 

c. 区役所区民生活課は、速やかに区本部を開設する。 

d. 各局は、速やかに部体制を整える。 

e. 各部長及び各区本部長は、災対本部事務局に情報連絡員を派遣する。 

f. 災対本部長は、適宜本部員会議を開催し、災害対策の重要事項について協議、決定する。 

g. 区本部長は、適宜区本部員会議を開催し、区の災害対策について協議、決定する。 

h. 災対本部事務局長は、必要に応じ、災対本部の幹事若しくは防災関係機関の関係者を招

集し、連絡調整会議を開催する。 

ウ 情報の収集伝達 

① 警戒本部又は災対本部事務局は、宮城海上保安部、宮城県等関係機関から次のような災

害情報を収集する。 

 

 

 

 

 

 

② 関係区本部（災害警戒本部体制下においては関係区役所）は、定期的に沿岸部のパトロー

ルを行い、沿岸部の状況を確認し、警戒本部又は災対本部事務局に報告する。 

 

・油排出事故の概要及びその対応 

・排出油等の量及び拡散範囲 

・気象及び海象等 

・排出油等の沿岸への漂着予測 

・その他必要な事項 
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③ 災害対策本部体制の措置 

a. 全ての局・区は、あらかじめ定める防災実施計画に従い、速やかに非常配備（1 号～3

号）対象職員を動員し、各種災害応急対策を実施する。 

b. 危機管理局危機管理課・危機対策課・防災計画課・減災推進課、総務局広報課及び消防

局指令課は、速やかに災対本部事務局（青葉区役所 4 階災害情報センター）を開設する。 

c. 区役所区民生活課は、速やかに区本部を開設する。 

d. 各局は、速やかに部体制を整える。 

e. 各部長及び各区本部長は、災対本部事務局に情報連絡員を派遣する。 

f. 災対本部長は、適宜本部員会議を開催し、災害対策の重要事項について協議、決定する。 

g. 区本部長は、適宜区本部員会議を開催し、区の災害対策について協議、決定する。 

h. 災対本部事務局長は、必要に応じ、災対本部の幹事若しくは防災関係機関の関係者を招

集し、連絡調整会議を開催する。 

ウ 情報の収集伝達 

① 警戒本部又は災対本部事務局は、宮城海上保安部、宮城県等関係機関から次のような災

害情報を収集する。 

 

 

 

 

 

 

② 関係区本部（災害警戒本部体制下においては関係区役所）は、定期的に沿岸部のパトロー

ルを行い、沿岸部の状況を確認し、警戒本部又は災対本部事務局に報告する。 

 

・油排出事故の概要及びその対応 

・排出油等の量及び拡散範囲 

・気象及び海象等 

・排出油等の沿岸への漂着予測 

・その他必要な事項 
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エ 沿岸漂着油等の防除活動 

沿岸漂着油等の防除の実施に際しては、「宮城県沿岸排出油等防除協議会」に設置される総

合調整本部において、災害の状況に応じ、各機関の役割や回収油の処理方法等具体の対応につ

いて協議、調整を行うこととされている。 

市が行う防除活動の内容は、災害の状況等によって異なるものであるが以下、平成 9年 1月

に発生したロシア船籍タンカー重油流出事故における被災市町村の対応を参考に、市の対応

として想定される主な活動を記載する。 

① 漂着油等回収資機材の調達 

ドラム缶、バケツ、杓、スコップ等の回収資材及び回収に必要な重機等を調達する。 

 

 

  

  

  

② 回収作業環境の整備 

沿岸部への応急救護所、仮設トイレの設置及び回収資材の配置等、防除作業実施者の健康

安全管理の体制や円滑な防除作業が実施されるよう必要な支援体制などの作業環境の整備

を図る。 

③ 市職員による回収の実施  

市職員による回収作業班を編成し、防除活動を行う。 

④ ボランティア活動に対する支援等 

a. 報道機関及びボランティア関係団体等を通じて、広くボランティア活動への協力を呼

びかける。 

b. 必要に応じ、現地にボランティアの活動拠点となる仮設建物等を設置し、ボランティア

関係団体の協力を得て、ボランティア活動のコーディネイト等を行う。 

⑤ 漂着油等防除処理費用の集約及び請求 

漂着油等の防除作業に際し、市が負担した経費を取りまとめ、原因者に対し請求する。 

 

 

・関係機関の備蓄物資の提供 

・業界団体からの支援 

・購入、借り上げ 

・応援協力協定等に基づく自治体からの回収資材等の提供 
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エ 沿岸漂着油等の防除活動 

沿岸漂着油等の防除の実施に際しては、「宮城県沿岸排出油等防除協議会」に設置される総

合調整本部において、災害の状況に応じ、各機関の役割や回収油の処理方法等具体の対応につ

いて協議、調整を行うこととされている。 

市が行う防除活動の内容は、災害の状況等によって異なるものであるが以下、平成 9年 1月

に発生したロシア船籍タンカー重油流出事故における被災市町村の対応を参考に、市の対応

として想定される主な活動を記載する。 

① 漂着油等回収資機材の調達 

ドラム缶、バケツ、杓、スコップ等の回収資材及び回収に必要な重機等を調達する。 

 

 

  

  

  

② 回収作業環境の整備 

沿岸部への応急救護所、仮設トイレの設置及び回収資材の配置等、防除作業実施者の健康

安全管理の体制や円滑な防除作業が実施されるよう必要な支援体制などの作業環境の整備

を図る。 

③ 市職員による回収の実施  

市職員による回収作業班を編成し、防除活動を行う。 

④ ボランティア活動に対する支援等 

a. 報道機関及びボランティア関係団体等を通じて、広くボランティア活動への協力を呼

びかける。 

b. 必要に応じ、現地にボランティアの活動拠点となる仮設建物等を設置し、ボランティア

関係団体の協力を得て、ボランティア活動のコーディネイト等を行う。 

⑤ 漂着油等防除処理費用の集約及び請求 

漂着油等の防除作業に際し、市が負担した経費を取りまとめ、原因者に対し請求する。 

 

 

・関係機関の備蓄物資の提供 

・業界団体からの支援 

・購入、借り上げ 

・応援協力協定等に基づく自治体からの回収資材等の提供 
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第 3 節 航空災害対策 

本節では、航空機の墜落等による多数の死傷者の発生等に対応するために必要な措置について

定める。 

第１ 航空災害の協定等〔消防局〕 

1. 仙台空港及びその周辺における災害協定等 

航空機は燃料として大量の引火性液体を搭載していることから、トラブルの発生により、地上に

墜落、炎上等の事故が発生した場合、燃焼は急激に拡大することが予想され、また、広域にわたる

多数の住民を巻き込んだ人命危険が高い。 

本市は、令和 3 年 3 月に、仙台国際空港株式会社、名取市、岩沼市、亘理地区行政事務組合と

「仙台空港及びその周辺における消火救難活動に関する協定書」を締結し、市有消防力をもって消

火救難活動に協力することとしている。 

 

〔訓練の実施等〕 

空港及びその周辺における航空機に関する火災、若しくは、空港におけるその他の火災又は

それらの発生のおそれのある事態に際して、円滑な消火救難活動を確保するため仙台国際空港

株式会社、仙台市消防局、名取市消防本部、あぶくま消防本部、宮城県、宮城県警察本部、仙

台市医師会、名取・岩沼市医師会、亘理郡医師会、日本赤十字社宮城県支部、その他空港関係

機関と緊密な連携のもとに、航空機事故対策訓練を毎年実施している。 

 

2. 霞目飛行場及びその周辺における予防対策 

本市は、霞目飛行場及びその周辺における航空機事故及び航空機事故に伴う災害の発生に際し、

相互に緊密な協力のもとに円滑な消火・救援活動を実施することを目的として、昭和 54年 4月陸

上自衛隊霞目駐屯地と覚書を取りかわしている。 
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第２ 航空災害の応急対策〔消防局〕 

航空機災害は、多くの人的被害の発生が予想されることから、関係機関と緊密な連携のもとに、

人命救助、救出活動を他の消防活動に優先して実施する。 

なお、ここでは仙台空港・霞目飛行場及びその周辺での消火救難活動について定め、これ以外

の地域での航空災害に対してもこれに準じて対応するものとする。 

 

1. 組織・動員 

航空機災害の対応は、「仙台空港における消火救難活動に関する計画」等別に定めるところによ

り、消防局が消火救難活動を行うこととし、災害の状況により、必要がある場合は、災害警戒本部

体制等所要の組織体制をもって対応するものとする。 

2. 仙台空港及びその周辺における応急対策 

仙台市消防局は、「仙台空港における消火救難活動に関する計画」に基づき、必要な消防隊が出

動し、消火救難活動等を行う。 

3. 霞目飛行場及びその周辺における応急対策 

(1) 航空事故等発生時の通報体制 

霞目飛行場において航空事故等が発生した場合及び霞目飛行場周辺において自衛隊機に係わ

る航空事故等が発生した場合、消火・救援活動等について、相互に通報する。 

(2) 消火救援活動の実施 

ア 自衛隊機に係わる場合 

① 霞目駐屯地司令は仙台市消防局の現場指揮本部に派遣部隊の人員及び装備の種類、数量

等について通報する。 

② 消防局長は、派遣部隊に対し必要な協力を求め、迅速かつ効率的な消火・救援活動を実

施する。 

イ 自衛隊機以外の航空機に係わる場合 

霞目駐屯地司令は、必要に応じ又は県知事等の要請に基づき、所要の部隊を派遣するものと

する。 
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(2) 消火救援活動の実施 

ア 自衛隊機に係わる場合 
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する。 
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第 4 節 鉄道災害対策 

平成 17年 4月 25日福知山線で 107人が死亡するという大惨事が発生した。この惨事を教訓と

し、本市では、鉄道災害に対する計画について検討し全面的に見直すことにした。 

本節では、市内で運行されている鉄道における鉄道災害（衝突、脱線、踏切事故、火災等）へ

の災害対策と対応についての基本的事項を定めるとともに、また本市の鉄道を 4 つのそれぞれ

異なった事業者がその業を担っていることから、それぞれの事業者で定めている災害対応等に

ついて、その概要を記載する。 

 

1. 鉄道災害の特徴 

鉄道災害には、列車の衝突・脱線・踏切事故・火災等のほか、危険物・毒物等の流出漏洩等の二

次災害も想定される。 

大量輸送機関としての性格上、鉄道災害は多数の人的・物的損害を伴う大事故となりやすく、特

に人家の密集している地域で鉄道災害が発生した場合には、周辺住民等への被害はもとより、広域

的かつ社会的にも大きな影響を及ぼすおそれがある。 

2. 市域における鉄道施設の現況 

本市域内の鉄道は、東日本旅客鉄道株式会社(東北新幹線、東北本線、仙石線、仙山線)と仙台市

交通局（高速鉄道南北線・東西線）のほか貨物を専門とする日本貨物鉄道株式会社、仙台臨海鉄道

株式会社の 4事業者によりそれぞれ運行されている。これらの路線は、延長距離 128.9km、通勤・

通学等の利用者 49万人、1日の輸送貨物取り扱い量 4,830ｔ等となっており、市民生活に欠かせな

い輸送手段となっている。  

3. 対象とする鉄道災害 

本節で対象とする鉄道災害は、市域内において発生した鉄道災害で多数の人的・物的損害を伴い、

災害応急対策や避難生活が大規模化・長期化するなど社会的影響が大きいと判断される次のよう

な鉄道災害を対象とする。 

(1) 列車等の衝突・脱線・転覆・踏切事故・火災等 

(2) 貨物列車からの危険物・毒物等の流出等 

(3) その他大規模な鉄道災害 
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第１ 鉄道災害の予防対策〔各鉄道事業者、関係局区、宮城県警察本部〕 

鉄道災害に対する予防対策の基本的な考え方は次のとおりとする。 

なお、各鉄道事業者の個別の予防対策については、本節第 3-1から第 3-4に別途記載する。 

1. 鉄道の安全運行の確保 

鉄道事業者は橋梁・高架橋・ずい道・線路等の構造物、車両及び運行システム等について、定期

的に点検及び補修を行い、人命の安全確保と輸送の安全を図る。 

また、自動列車停止装置(ATS)・自動列車制御装置(ATC)・自動列車運転装置（ATO）・列車無線

装置等の保安装置を装備することにより事故の未然防止に努める。 

2. 災害応急対策への備え 

(1) 鉄道災害に係る応急活動の関係機関は、それぞれの機関及び機関相互間における情報収集・伝

達体制や手段を整備するとともに、平常時より連絡窓口等を明確にしておく。 

 特に、年度初めには、人事異動に伴い担当窓口の変更があることから、最低限の防災体制の確

認を実施する。(以下防災体制の確認、周知について同じ) 

(2) 鉄道事業者は、応急復旧のために必要な資機材確保に努め、日常的に点検等を行うほか、関係

業者に対して資機材確保の協力が得られる体制を確保しておく。 

(3) 鉄道災害に係る応急活動の関係機関は、それぞれが担当する人命救助・捜索、救急・医療救護

活動等に有効な資機材を整備するとともに、その操作に習熟しておく。 

 また、各機関が保有する資機材等については、災害時の効果的・効率的な活動の連携に資する

ため相互に情報交換しておく。 

(4) 消防局は、鉄道災害に対応した出動計画を策定する。 

 特に、進入口が限定されるとともに煙・熱気などにより消防活動に困難が伴う地下鉄内での対

応、爆発の恐れがある危険物や呼吸困難などに人体に危険を及ぼす毒劇物への対応については、

その特性を考慮した車種や出動台数を確保する。 

3. 訓練等の実施 

関係機関及び鉄道事業者は、一体性のある効果的な救助等の現場活動を展開し、被害を最小限に

とどめるために相互に連携し、各種の鉄道災害を想定した実践的な訓練や情報伝達訓練等を実施

する。 
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第 4 節 鉄道災害対策 

平成 17年 4月 25日福知山線で 107人が死亡するという大惨事が発生した。この惨事を教訓と

し、本市では、鉄道災害に対する計画について検討し全面的に見直すことにした。 

本節では、市内で運行されている鉄道における鉄道災害（衝突、脱線、踏切事故、火災等）へ

の災害対策と対応についての基本的事項を定めるとともに、また本市の鉄道を 4 つのそれぞれ

異なった事業者がその業を担っていることから、それぞれの事業者で定めている災害対応等に

ついて、その概要を記載する。 

 

1. 鉄道災害の特徴 

鉄道災害には、列車の衝突・脱線・踏切事故・火災等のほか、危険物・毒物等の流出漏洩等の二

次災害も想定される。 

大量輸送機関としての性格上、鉄道災害は多数の人的・物的損害を伴う大事故となりやすく、特

に人家の密集している地域で鉄道災害が発生した場合には、周辺住民等への被害はもとより、広域

的かつ社会的にも大きな影響を及ぼすおそれがある。 

2. 市域における鉄道施設の現況 

本市域内の鉄道は、東日本旅客鉄道株式会社(東北新幹線、東北本線、仙石線、仙山線)と仙台市

交通局（高速鉄道南北線・東西線）のほか貨物を専門とする日本貨物鉄道株式会社、仙台臨海鉄道

株式会社の 4事業者によりそれぞれ運行されている。これらの路線は、延長距離 128.9km、通勤・

通学等の利用者 49万人、1日の輸送貨物取り扱い量 4,830ｔ等となっており、市民生活に欠かせな

い輸送手段となっている。  

3. 対象とする鉄道災害 

本節で対象とする鉄道災害は、市域内において発生した鉄道災害で多数の人的・物的損害を伴い、

災害応急対策や避難生活が大規模化・長期化するなど社会的影響が大きいと判断される次のよう

な鉄道災害を対象とする。 

(1) 列車等の衝突・脱線・転覆・踏切事故・火災等 

(2) 貨物列車からの危険物・毒物等の流出等 

(3) その他大規模な鉄道災害 
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第１ 鉄道災害の予防対策〔各鉄道事業者、関係局区、宮城県警察本部〕 

鉄道災害に対する予防対策の基本的な考え方は次のとおりとする。 

なお、各鉄道事業者の個別の予防対策については、本節第 3-1から第 3-4に別途記載する。 

1. 鉄道の安全運行の確保 

鉄道事業者は橋梁・高架橋・ずい道・線路等の構造物、車両及び運行システム等について、定期

的に点検及び補修を行い、人命の安全確保と輸送の安全を図る。 

また、自動列車停止装置(ATS)・自動列車制御装置(ATC)・自動列車運転装置（ATO）・列車無線

装置等の保安装置を装備することにより事故の未然防止に努める。 

2. 災害応急対策への備え 

(1) 鉄道災害に係る応急活動の関係機関は、それぞれの機関及び機関相互間における情報収集・伝

達体制や手段を整備するとともに、平常時より連絡窓口等を明確にしておく。 

 特に、年度初めには、人事異動に伴い担当窓口の変更があることから、最低限の防災体制の確

認を実施する。(以下防災体制の確認、周知について同じ) 

(2) 鉄道事業者は、応急復旧のために必要な資機材確保に努め、日常的に点検等を行うほか、関係

業者に対して資機材確保の協力が得られる体制を確保しておく。 

(3) 鉄道災害に係る応急活動の関係機関は、それぞれが担当する人命救助・捜索、救急・医療救護

活動等に有効な資機材を整備するとともに、その操作に習熟しておく。 

 また、各機関が保有する資機材等については、災害時の効果的・効率的な活動の連携に資する

ため相互に情報交換しておく。 

(4) 消防局は、鉄道災害に対応した出動計画を策定する。 

 特に、進入口が限定されるとともに煙・熱気などにより消防活動に困難が伴う地下鉄内での対

応、爆発の恐れがある危険物や呼吸困難などに人体に危険を及ぼす毒劇物への対応については、

その特性を考慮した車種や出動台数を確保する。 

3. 訓練等の実施 

関係機関及び鉄道事業者は、一体性のある効果的な救助等の現場活動を展開し、被害を最小限に

とどめるために相互に連携し、各種の鉄道災害を想定した実践的な訓練や情報伝達訓練等を実施

する。 
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第２ 鉄道災害の応急対策〔各鉄道事業者、関係局区、宮城県警察本部〕 

1. 組織・動員 

鉄道災害が発生した場合における本市の災害対応の体制は、次のとおりとする。 

なお、各鉄道事業者の個別の体制については、本節第 3-1から第 3-4に別途記載する。 

(1) 災害対策本部体制 

本市の災害対応の体制は、災対本部の設置を基本とする。また、市長は、必要に応じて第 1

部第 2章第 2節「災害対策活動体制」に定めるところにより現地本部を設置する。 

 

 

(2) 現地本部の役割 

現地本部は次の業務を行う。 

なお、設置にあたっては、消防部、警察等の現地本部の設置場所を考慮する。 

ア 情報収集と集約、整理、災害対策本部への報告 

イ 消防、警察、鉄道事業者等との連携、調整 

ウ その他 

※ 現地本部は、特定の地域に発生した災害において、複数の防災関係機関の連携、調整が必要となる場合、

仙台市の本部長が必要であると判断したときに設置し、災害応急対策等が完了したときに廃止する 

(3) 応援要請 

ア 自衛隊の応援を必要とするときは、災害対策基本法及び自衛隊の規定に基づき、市長は、

県知事に対し派遣を要求する。 

イ 他の地方公共団体や民間団体等の応援・協力が必要と認められるときは、市長は災害対策

基本法などの関係法令及び相互応援協定等に基づき直接要求する。 

災害対策本部対応 : 死傷者が多数発生し、かつ社会的影響が大きい場合、又は予想さ

れる場合 

警 戒 本 部 対 応  : 災害対策本部設置に至らないと判断される場合 
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2. 応急活動計画 

鉄道災害の応急活動については、各鉄道事業者、仙台市、警察等関係機関が災害の内容・規模等

の情報を共有し所要の活動体制を確立するとともに、役割分担に基づき、人命の救助・救急活動、

消火活動、二次災害の防止等を行う。 

 

(1) 関係機関の情報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

※ ○、△は各機関で設置する現地本部を示す。（○：設置 △：必要に応じて設置） 

 

(2) 関係機関の災害応急活動分担 

下記のとおり役割分担を行い、災害応急活動を効率的に行う。 

区区分分  
各各鉄鉄道道  

事事業業者者  
宮宮城城県県  

宮宮城城県県  

警警  察察  
自自衛衛隊隊  消消防防部部  

災災対対本本部部  

・・区区本本部部  

現現  地地  

本本  部部  

現地本部等の設置 〇  △ △ 〇 〇 〇 

情 報 収 集 〇 △ 〇 △ 〇 〇 〇 

警戒区域の設定 〇  〇  〇  △ 

電 路 遮 断 〇       

人命救助・捜索 初動時 △ 〇 △ 〇   

排煙・排熱活動 〇    〇   

消 火 活 動 初動時    〇   

避 難 誘 導 〇  〇 △ 〇   

救急・医療救護 初動時 △  △ 〇 〇  

群 集 整 理   〇     

交 通 整 理   〇     

被 災 者 支 援 〇  △   〇 〇 

広 報 活 動 ○  △   〇 △ 

※ ○印は本務、△印は必要又は要請に応じての活動を示す。 

報道機関 

医 療 

機 関 

鉄道災害発生第一報（目撃者・関係者） 

消防部 警 察 鉄道事業者 

国 

関係機関（災害復旧関連） 

自衛隊 

消防署 
【事故現場】 

・ 現地本部 

・ 救護所 

市 民 

災対本部 
国 県 

医師会 

△ 

〇 

〇 

△ 

〇 区本部 
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第２ 鉄道災害の応急対策〔各鉄道事業者、関係局区、宮城県警察本部〕 

1. 組織・動員 

鉄道災害が発生した場合における本市の災害対応の体制は、次のとおりとする。 

なお、各鉄道事業者の個別の体制については、本節第 3-1から第 3-4に別途記載する。 

(1) 災害対策本部体制 

本市の災害対応の体制は、災対本部の設置を基本とする。また、市長は、必要に応じて第 1
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※ 現地本部は、特定の地域に発生した災害において、複数の防災関係機関の連携、調整が必要となる場合、

仙台市の本部長が必要であると判断したときに設置し、災害応急対策等が完了したときに廃止する 

(3) 応援要請 

ア 自衛隊の応援を必要とするときは、災害対策基本法及び自衛隊の規定に基づき、市長は、

県知事に対し派遣を要求する。 

イ 他の地方公共団体や民間団体等の応援・協力が必要と認められるときは、市長は災害対策

基本法などの関係法令及び相互応援協定等に基づき直接要求する。 

災害対策本部対応 : 死傷者が多数発生し、かつ社会的影響が大きい場合、又は予想さ
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県知事に対し派遣を要求する。 

イ 他の地方公共団体や民間団体等の応援・協力が必要と認められるときは、市長は災害対策

基本法などの関係法令及び相互応援協定等に基づき直接要求する。 

災害対策本部対応 : 死傷者が多数発生し、かつ社会的影響が大きい場合、又は予想さ

れる場合 

警 戒 本 部 対 応  : 災害対策本部設置に至らないと判断される場合 
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2. 応急活動計画 

鉄道災害の応急活動については、各鉄道事業者、仙台市、警察等関係機関が災害の内容・規模等

の情報を共有し所要の活動体制を確立するとともに、役割分担に基づき、人命の救助・救急活動、

消火活動、二次災害の防止等を行う。 

 

(1) 関係機関の情報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

※ ○、△は各機関で設置する現地本部を示す。（○：設置 △：必要に応じて設置） 

 

(2) 関係機関の災害応急活動分担 

下記のとおり役割分担を行い、災害応急活動を効率的に行う。 

区区分分  
各各鉄鉄道道  

事事業業者者  
宮宮城城県県  

宮宮城城県県  

警警  察察  
自自衛衛隊隊  消消防防部部  

災災対対本本部部  

・・区区本本部部  

現現  地地  

本本  部部  

現地本部等の設置 〇  △ △ 〇 〇 〇 

情 報 収 集 〇 △ 〇 △ 〇 〇 〇 

警戒区域の設定 〇  〇  〇  △ 

電 路 遮 断 〇       

人命救助・捜索 初動時 △ 〇 △ 〇   

排煙・排熱活動 〇    〇   

消 火 活 動 初動時    〇   

避 難 誘 導 〇  〇 △ 〇   

救急・医療救護 初動時 △  △ 〇 〇  

群 集 整 理   〇     

交 通 整 理   〇     

被 災 者 支 援 〇  △   〇 〇 

広 報 活 動 ○  △   〇 △ 

※ ○印は本務、△印は必要又は要請に応じての活動を示す。 

報道機関 

医 療 

機 関 

鉄道災害発生第一報（目撃者・関係者） 

消防部 警 察 鉄道事業者 

国 

関係機関（災害復旧関連） 

自衛隊 

消防署 
【事故現場】 

・ 現地本部 

・ 救護所 

市 民 

災対本部 
国 県 

医師会 

△ 

〇 

〇 

△ 

〇 区本部 
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2. 応急活動計画 

鉄道災害の応急活動については、各鉄道事業者、仙台市、警察等関係機関が災害の内容・規模等

の情報を共有し所要の活動体制を確立するとともに、役割分担に基づき、人命の救助・救急活動、

消火活動、二次災害の防止等を行う。 

 

(1) 関係機関の情報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

※ ○、△は各機関で設置する現地本部を示す。（○：設置 △：必要に応じて設置） 

 

(2) 関係機関の災害応急活動分担 

下記のとおり役割分担を行い、災害応急活動を効率的に行う。 

区区分分  
各各鉄鉄道道  

事事業業者者  
宮宮城城県県  

宮宮城城県県  

警警  察察  
自自衛衛隊隊  消消防防部部  

災災対対本本部部  

・・区区本本部部  

現現  地地  

本本  部部  

現地本部等の設置 〇  △ △ 〇 〇 〇 

情 報 収 集 〇 △ 〇 △ 〇 〇 〇 

警戒区域の設定 〇  〇  〇  △ 

電 路 遮 断 〇       

人命救助・捜索 初動時 △ 〇 △ 〇   

排煙・排熱活動 〇    〇   

消 火 活 動 初動時    〇   

避 難 誘 導 〇  〇 △ 〇   

救急・医療救護 初動時 △  △ 〇 〇  

群 集 整 理   〇     

交 通 整 理   〇     

被 災 者 支 援 〇  △   〇 〇 

広 報 活 動 ○  △   〇 △ 

※ ○印は本務、△印は必要又は要請に応じての活動を示す。 

報道機関 

医 療 

機 関 

鉄道災害発生第一報（目撃者・関係者） 

消防部 警 察 鉄道事業者 

国 

関係機関（災害復旧関連） 

自衛隊 

消防署 
【事故現場】 

・ 現地本部 

・ 救護所 

市 民 

災対本部 
国 県 

医師会 

△ 

〇 

〇 

△ 

〇 区本部 
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〈主な応急活動〉 

次の活動の他、各鉄道事業者の個別の応急活動については、本節第 3-1から第 3-4に別途記載す

る。 

(1) 情報収集及び広報 

ア 災害現場において活動を行う消防、警察等の各機関は、応急対策の実施に必要となる情報

を迅速に収集するとともに、収集した情報は共有できるように連携を図る。 

イ 鉄道災害は、社会的影響が大きく、また、安否確認等全国的な情報発信が必要であること

を踏まえ、災対本部は、関係機関と連携して迅速かつ適切な広報活動を行う。 

(2) 人命救助・捜索、消火活動 

ア 消防、警察等の各機関は、災害現場における人命救助・捜索、消火活動を迅速かつ効率的

に実施するため、必要に応じて合同の現地本部を設置するなど、共有する情報を基に現場活

動方針等を協議・確認するなどの連絡体制を確保する。 

イ 消防、警察等の各機関は、一連の人命救助・捜索、消火活動を円滑に行い、かつ、人命救

助に対する危険を防止するため、必要に応じて災害発生地を中心として警戒区域を設定する。 

 また、警察は、交通規制により緊急交通路を確保するなど、現場活動が円滑に行える体制

を確保する。 

(3) 危険物・毒劇物等の流出への対応 

ア 消防、警察等の各機関は、危険物・毒物劇物等の流出事故が発生し、又は流出するおそれ

がある場合は、鉄道事業者等から流出物質の名称、積載量等の情報提供を受けるとともに速

やかに防除活動を行い、危険物毒物等による二次災害の防止に努める。 

イ 現地本部、消防及び警察等の各機関は、災害現場付近の住民等の生命又は身体に対する危

険を防止するため必要と認めるときは、警戒区域を設定し、付近住民等の避難又は被災地域

の立入制限等の措置を行い、住民の安全確保に万全を期する。 

ウ 鉄道事業者は、それぞれが定める規定等に基づき、各機関と連携して対応する。 

(4) 救急活動 

消防部は、多数の救急事案が発生している場合は、人命の安全を最優先とした救急体制を早

期に確立する。 

ア 臨時救急隊を編成し、現地救護所での活動や医療機関等への搬送を実施する。 

イ 健康福祉部と連絡を密にして、負傷者の受入れ可能医療機関を把握する。 

ウ 負傷者の応急処置及び搬送は、トリアージにより優先順位を決定するものとし、必要に応

じて救命の処置を必要とする者を最優先とし、日本赤十字社や消防団等の協力を受ける。 

 ※ トリアージとは、負傷者の緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送を行うために、負傷者の治療優先

順位を決定すること。 
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(5) 現地救護所の設置 

消防部は、多数の死傷者が一度に発生し又は、発生すると見込まれた場合は、災害現場付近

の適切な場所に救護所を設置し、次の措置を講ずる。 

ア トリアージを実施し、負傷者の搬送順位及び搬送先医療機関を決定する。 

イ 負傷者に対する応急処置を実施する。 

ウ 必要に応じて、災対本部を通じ、医療救護班（DMATを含む）の派遣を要請する。 

エ 病院照会サポートシステムや宮城県救急医療情報ネットワークシステムなどにより医療機

関情報の収集を図るとともに健康福祉部及び医療機関と連携し、救急搬送体制を確保する。 

(6) 被災者の一時受け入れ又は住民等の一時避難 

ア 現地本部長は、列車の乗客等多数の被災者の一時受け入れ又は災害発生地を中心として設

定した警戒区域内の住民等の一時避難が必要であると認めた場合は、速やかに災対本部に報

告する。区本部は、指定避難場所等に避難させるとともに、避難誘導や被災者等に対する必

要物資等の手配を行うものとする。 

イ 災対本部は必要があると認めた場合は、市民等相談窓口を開設し、市民等から寄せられる

安否確認や被災者支援の問い合わせ等に対応するものとする。 

(7) 安否情報の提供 

個人情報保護に配慮しながら可能な限り実施する。 

ア 本人の承諾のある場合 

① 報道機関への提供 

② ホームページへの掲載 

③ 問い合わせ窓口や電話紹介コーナーの設置 

イ 本人の承諾のない場合(不明、及び死者を含む) 

関係機関と協議、検討し対応する。 
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〈主な応急活動〉 

次の活動の他、各鉄道事業者の個別の応急活動については、本節第 3-1から第 3-4 に別途記載す

る。 

(1) 情報収集及び広報 

ア 災害現場において活動を行う消防、警察等の各機関は、応急対策の実施に必要となる情報

を迅速に収集するとともに、収集した情報は共有できるように連携を図る。 

イ 鉄道災害は、社会的影響が大きく、また、安否確認等全国的な情報発信が必要であること

を踏まえ、災対本部は、関係機関と連携して迅速かつ適切な広報活動を行う。 

(2) 人命救助・捜索、消火活動 

ア 消防、警察等の各機関は、災害現場における人命救助・捜索、消火活動を迅速かつ効率的

に実施するため、必要に応じて合同の現地本部を設置するなど、共有する情報を基に現場活

動方針等を協議・確認するなどの連絡体制を確保する。 

イ 消防、警察等の各機関は、一連の人命救助・捜索、消火活動を円滑に行い、かつ、人命救

助に対する危険を防止するため、必要に応じて災害発生地を中心として警戒区域を設定する。 

 また、警察は、交通規制により緊急交通路を確保するなど、現場活動が円滑に行える体制

を確保する。 

(3) 危険物・毒劇物等の流出への対応 

ア 消防、警察等の各機関は、危険物・毒物劇物等の流出事故が発生し、又は流出するおそれ

がある場合は、鉄道事業者等から流出物質の名称、積載量等の情報提供を受けるとともに速

やかに防除活動を行い、危険物毒物等による二次災害の防止に努める。 

イ 現地本部、消防及び警察等の各機関は、災害現場付近の住民等の生命又は身体に対する危

険を防止するため必要と認めるときは、警戒区域を設定し、付近住民等の避難又は被災地域

の立入制限等の措置を行い、住民の安全確保に万全を期する。 

ウ 鉄道事業者は、それぞれが定める規定等に基づき、各機関と連携して対応する。 

(4) 救急活動 

消防部は、多数の救急事案が発生している場合は、人命の安全を最優先とした救急体制を早

期に確立する。 

ア 臨時救急隊を編成し、現地救護所での活動や医療機関等への搬送を実施する。 

イ 健康福祉部と連絡を密にして、負傷者の受入れ可能医療機関を把握する。 

ウ 負傷者の応急処置及び搬送は、トリアージにより優先順位を決定するものとし、必要に応

じて救命の処置を必要とする者を最優先とし、日本赤十字社や消防団等の協力を受ける。 

 ※ トリアージとは、負傷者の緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送を行うために、負傷者の治療優先

順位を決定すること。 
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〈主な応急活動〉 

次の活動の他、各鉄道事業者の個別の応急活動については、本節第 3-1から第 3-4に別途記載す

る。 

(1) 情報収集及び広報 

ア 災害現場において活動を行う消防、警察等の各機関は、応急対策の実施に必要となる情報

を迅速に収集するとともに、収集した情報は共有できるように連携を図る。 

イ 鉄道災害は、社会的影響が大きく、また、安否確認等全国的な情報発信が必要であること

を踏まえ、災対本部は、関係機関と連携して迅速かつ適切な広報活動を行う。 

(2) 人命救助・捜索、消火活動 

ア 消防、警察等の各機関は、災害現場における人命救助・捜索、消火活動を迅速かつ効率的

に実施するため、必要に応じて合同の現地本部を設置するなど、共有する情報を基に現場活

動方針等を協議・確認するなどの連絡体制を確保する。 

イ 消防、警察等の各機関は、一連の人命救助・捜索、消火活動を円滑に行い、かつ、人命救

助に対する危険を防止するため、必要に応じて災害発生地を中心として警戒区域を設定する。 

 また、警察は、交通規制により緊急交通路を確保するなど、現場活動が円滑に行える体制

を確保する。 

(3) 危険物・毒劇物等の流出への対応 

ア 消防、警察等の各機関は、危険物・毒物劇物等の流出事故が発生し、又は流出するおそれ

がある場合は、鉄道事業者等から流出物質の名称、積載量等の情報提供を受けるとともに速

やかに防除活動を行い、危険物毒物等による二次災害の防止に努める。 

イ 現地本部、消防及び警察等の各機関は、災害現場付近の住民等の生命又は身体に対する危

険を防止するため必要と認めるときは、警戒区域を設定し、付近住民等の避難又は被災地域

の立入制限等の措置を行い、住民の安全確保に万全を期する。 

ウ 鉄道事業者は、それぞれが定める規定等に基づき、各機関と連携して対応する。 

(4) 救急活動 

消防部は、多数の救急事案が発生している場合は、人命の安全を最優先とした救急体制を早

期に確立する。 

ア 臨時救急隊を編成し、現地救護所での活動や医療機関等への搬送を実施する。 

イ 健康福祉部と連絡を密にして、負傷者の受入れ可能医療機関を把握する。 

ウ 負傷者の応急処置及び搬送は、トリアージにより優先順位を決定するものとし、必要に応

じて救命の処置を必要とする者を最優先とし、日本赤十字社や消防団等の協力を受ける。 

 ※ トリアージとは、負傷者の緊急度や重症度に応じて適切な処置や搬送を行うために、負傷者の治療優先

順位を決定すること。 
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(5) 現地救護所の設置 

消防部は、多数の死傷者が一度に発生し又は、発生すると見込まれた場合は、災害現場付近

の適切な場所に救護所を設置し、次の措置を講ずる。 

ア トリアージを実施し、負傷者の搬送順位及び搬送先医療機関を決定する。 

イ 負傷者に対する応急処置を実施する。 

ウ 必要に応じて、災対本部を通じ、医療救護班（DMATを含む）の派遣を要請する。 

エ 病院照会サポートシステムや宮城県救急医療情報ネットワークシステムなどにより医療機

関情報の収集を図るとともに健康福祉部及び医療機関と連携し、救急搬送体制を確保する。 

(6) 被災者の一時受け入れ又は住民等の一時避難 

ア 現地本部長は、列車の乗客等多数の被災者の一時受け入れ又は災害発生地を中心として設

定した警戒区域内の住民等の一時避難が必要であると認めた場合は、速やかに災対本部に報

告する。区本部は、指定避難場所等に避難させるとともに、避難誘導や被災者等に対する必

要物資等の手配を行うものとする。 

イ 災対本部は必要があると認めた場合は、市民等相談窓口を開設し、市民等から寄せられる

安否確認や被災者支援の問い合わせ等に対応するものとする。 

(7) 安否情報の提供 

個人情報保護に配慮しながら可能な限り実施する。 

ア 本人の承諾のある場合 

① 報道機関への提供 

② ホームページへの掲載 

③ 問い合わせ窓口や電話紹介コーナーの設置 

イ 本人の承諾のない場合(不明、及び死者を含む) 

関係機関と協議、検討し対応する。 
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(5) 現地救護所の設置 

消防部は、多数の死傷者が一度に発生し又は、発生すると見込まれた場合は、災害現場付近

の適切な場所に救護所を設置し、次の措置を講ずる。 

ア トリアージを実施し、負傷者の搬送順位及び搬送先医療機関を決定する。 

イ 負傷者に対する応急処置を実施する。 

ウ 必要に応じて、災対本部を通じ、医療救護班（DMATを含む）の派遣を要請する。 

エ 病院照会サポートシステムや宮城県救急医療情報ネットワークシステムなどにより医療機

関情報の収集を図るとともに健康福祉部及び医療機関と連携し、救急搬送体制を確保する。 

(6) 被災者の一時受け入れ又は住民等の一時避難 

ア 現地本部長は、列車の乗客等多数の被災者の一時受け入れ又は災害発生地を中心として設

定した警戒区域内の住民等の一時避難が必要であると認めた場合は、速やかに災対本部に報

告する。区本部は、指定避難場所等に避難させるとともに、避難誘導や被災者等に対する必

要物資等の手配を行うものとする。 

イ 災対本部は必要があると認めた場合は、市民等相談窓口を開設し、市民等から寄せられる

安否確認や被災者支援の問い合わせ等に対応するものとする。 

(7) 安否情報の提供 

個人情報保護に配慮しながら可能な限り実施する。 

ア 本人の承諾のある場合 

① 報道機関への提供 

② ホームページへの掲載 

③ 問い合わせ窓口や電話紹介コーナーの設置 

イ 本人の承諾のない場合(不明、及び死者を含む) 

関係機関と協議、検討し対応する。 
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第３-１ 各鉄道事業者の鉄道災害対策： 仙台市高速鉄道南北線・東西線 

〔仙台市交通局〕 

1. 施設の現況 

仙台市高速鉄道の営業路線は、南北線が泉中央駅から富沢駅までの 14.8 ㎞、東西線が八木山動

物公園駅から荒井駅までの 13.9km である。南北線の構造物については、阪神・淡路大震災後の耐

震補強に関する通達に基づく補強を行っているほか、東西線の構造物については、阪神淡路大震災

後の耐震基準に基づき、設計施工を行っている。また各駅に消火設備や排水設備等を設置するなど

安全性を高めるとともに、地震計及び風速計等により情報の収集を行っている。 

列車の運行については、ATC（自動列車制御装置）や ATO（自動列車運転装置）等を採用し安全運

行に努めている。また、総合指令所（以下「指令所」という。）で全列車の運行を管理しているこ

とから、異常事態発生時においては、列車無線等による即時の情報交換が可能となっている。 

また、車両に使用している材料は、不燃性又は難燃性のものを使用し、車体の材料はアルミニウ

ム軽合金を使用している。 

<在籍車両一覧> 

 

 

平成 29年 11月 1日現在 

 

電気設備については、災害時の照明及び最低限度必要な動力（排水ポンプ、信号機器、防災設備

等）用電源を確保するため、南北線は北仙台変電所及び長町南変電所に、東西線は青葉山変電所及

び卸町変電所に非常用発電装置を設置している。 

（（資資料料 99--1144「「仙仙台台市市高高速速鉄鉄道道駅駅舎舎のの概概要要」」参参照照））  

2. 災害の予防 

(1) 安全管理に係る情報の収集・伝達と事故防止の啓発 

鉄道施設内に風速計及び地震計を設置しているほか、緊急地震速報は、配信業者から衛星回

線及びインターネット回線で情報を受信している。また、各種の気象情報（注意報・警報）に

ついては、仙台管区気象台からのＥメール及び気象業務支援センターからＦＡＸで総合指令所

に送信されることとなっている。また、防災監視制御盤を各駅の駅務室内に設置し、火災等の

発生時における情報を一元的に管理しているほか、定期的に駅務員による巡視等を実施してい

る。 

事故防止の啓発については、各課において災害を想定した訓練を実施しているほか、鉄道管

理部・鉄道技術部合同による防災訓練を実施している。 

 

南  北  線 

車車  種種  形形    式式  車車 両両 数数  

制御車 1000N系 42両 

電動車 1000N系 42両 

合  計 84両 

東  西  線 

車車  種種  形形    式式  車車 両両 数数  

制御電動車 2000系 30両 

電動車 2000系 30両 

合  計 60両 
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(2) 安全な運行管理と車両等の安全性の確保 

列車の運行については、ATC（自動列車制御装置）及び ATO（自動列車運転装置）を導入して

いるほか、指令所において全列車の運行を管理している。 

各駅のホームの状況については、駅務室、管区駅及び指令所において ITV 設備にて監視して

いる。 

3. 災害の応急対策 

(1) 防災管理組織 

災害が発生した場合、旅客及び施設の安全確保と緊急輸送を行うため、鉄道管理部・鉄道技

術部それぞれに現場災害対策本部を設置する。 

ア 組織（仙台市交通局災害対策要綱による 3号配備指令時） 
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第３-１ 各鉄道事業者の鉄道災害対策： 仙台市高速鉄道南北線・東西線 

〔仙台市交通局〕 

1. 施設の現況 

仙台市高速鉄道の営業路線は、南北線が泉中央駅から富沢駅までの 14.8 ㎞、東西線が八木山動

物公園駅から荒井駅までの 13.9km である。南北線の構造物については、阪神・淡路大震災後の耐

震補強に関する通達に基づく補強を行っているほか、東西線の構造物については、阪神淡路大震災

後の耐震基準に基づき、設計施工を行っている。また各駅に消火設備や排水設備等を設置するなど

安全性を高めるとともに、地震計及び風速計等により情報の収集を行っている。 

列車の運行については、ATC（自動列車制御装置）や ATO（自動列車運転装置）等を採用し安全運

行に努めている。また、総合指令所（以下「指令所」という。）で全列車の運行を管理しているこ

とから、異常事態発生時においては、列車無線等による即時の情報交換が可能となっている。 

また、車両に使用している材料は、不燃性又は難燃性のものを使用し、車体の材料はアルミニウ

ム軽合金を使用している。 

<在籍車両一覧> 

 

 

平成 29年 11月 1日現在 

 

電気設備については、災害時の照明及び最低限度必要な動力（排水ポンプ、信号機器、防災設備

等）用電源を確保するため、南北線は北仙台変電所及び長町南変電所に、東西線は青葉山変電所及

び卸町変電所に非常用発電装置を設置している。 

（（資資料料 99--1144「「仙仙台台市市高高速速鉄鉄道道駅駅舎舎のの概概要要」」参参照照））  

2. 災害の予防 

(1) 安全管理に係る情報の収集・伝達と事故防止の啓発 

鉄道施設内に風速計及び地震計を設置しているほか、緊急地震速報は、配信業者から衛星回

線及びインターネット回線で情報を受信している。また、各種の気象情報（注意報・警報）に

ついては、仙台管区気象台からのＥメール及び気象業務支援センターからＦＡＸで総合指令所

に送信されることとなっている。また、防災監視制御盤を各駅の駅務室内に設置し、火災等の

発生時における情報を一元的に管理しているほか、定期的に駅務員による巡視等を実施してい

る。 

事故防止の啓発については、各課において災害を想定した訓練を実施しているほか、鉄道管

理部・鉄道技術部合同による防災訓練を実施している。 

 

南  北  線 

車車  種種  形形    式式  車車 両両 数数  

制御車 1000N系 42両 

電動車 1000N系 42両 

合  計 84両 

東  西  線 

車車  種種  形形    式式  車車 両両 数数  

制御電動車 2000系 30両 

電動車 2000系 30両 

合  計 60両 
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第３-１ 各鉄道事業者の鉄道災害対策： 仙台市高速鉄道南北線・東西線 

〔仙台市交通局〕 

1. 施設の現況 

仙台市高速鉄道の営業路線は、南北線が泉中央駅から富沢駅までの 14.8 ㎞、東西線が八木山動

物公園駅から荒井駅までの 13.9km である。南北線の構造物については、阪神・淡路大震災後の耐

震補強に関する通達に基づく補強を行っているほか、東西線の構造物については、阪神淡路大震災

後の耐震基準に基づき、設計施工を行っている。また各駅に消火設備や排水設備等を設置するなど

安全性を高めるとともに、地震計及び風速計等により情報の収集を行っている。 

列車の運行については、ATC（自動列車制御装置）や ATO（自動列車運転装置）等を採用し安全運

行に努めている。また、総合指令所（以下「指令所」という。）で全列車の運行を管理しているこ

とから、異常事態発生時においては、列車無線等による即時の情報交換が可能となっている。 

また、車両に使用している材料は、不燃性又は難燃性のものを使用し、車体の材料はアルミニウ

ム軽合金を使用している。 

<在籍車両一覧> 

 

 

平成 29年 11月 1日現在 

 

電気設備については、災害時の照明及び最低限度必要な動力（排水ポンプ、信号機器、防災設備

等）用電源を確保するため、南北線は北仙台変電所及び長町南変電所に、東西線は青葉山変電所及

び卸町変電所に非常用発電装置を設置している。 

（（資資料料 99--1144「「仙仙台台市市高高速速鉄鉄道道駅駅舎舎のの概概要要」」参参照照））  

2. 災害の予防 

(1) 安全管理に係る情報の収集・伝達と事故防止の啓発 

鉄道施設内に風速計及び地震計を設置しているほか、緊急地震速報は、配信業者から衛星回

線及びインターネット回線で情報を受信している。また、各種の気象情報（注意報・警報）に

ついては、仙台管区気象台からのＥメール及び気象業務支援センターからＦＡＸで総合指令所

に送信されることとなっている。また、防災監視制御盤を各駅の駅務室内に設置し、火災等の

発生時における情報を一元的に管理しているほか、定期的に駅務員による巡視等を実施してい

る。 

事故防止の啓発については、各課において災害を想定した訓練を実施しているほか、鉄道管

理部・鉄道技術部合同による防災訓練を実施している。 

 

南  北  線 

車車  種種  形形    式式  車車 両両 数数  

制御車 1000N系 42両 

電動車 1000N系 42両 

合  計 84両 

東  西  線 

車車  種種  形形    式式  車車 両両 数数  

制御電動車 2000系 30両 

電動車 2000系 30両 

合  計 60両 
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(2) 安全な運行管理と車両等の安全性の確保 

列車の運行については、ATC（自動列車制御装置）及び ATO（自動列車運転装置）を導入して

いるほか、指令所において全列車の運行を管理している。 

各駅のホームの状況については、駅務室、管区駅及び指令所において ITV 設備にて監視して

いる。 

3. 災害の応急対策 

(1) 防災管理組織 

災害が発生した場合、旅客及び施設の安全確保と緊急輸送を行うため、鉄道管理部・鉄道技

術部それぞれに現場災害対策本部を設置する。 

ア 組織（仙台市交通局災害対策要綱による 3号配備指令時） 
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(2) 安全な運行管理と車両等の安全性の確保 

列車の運行については、ATC（自動列車制御装置）及び ATO（自動列車運転装置）を導入して

いるほか、指令所において全列車の運行を管理している。 

各駅のホームの状況については、駅務室、管区駅及び指令所において ITV 設備にて監視して

いる。 

3. 災害の応急対策 

(1) 防災管理組織 

災害が発生した場合、旅客及び施設の安全確保と緊急輸送を行うため、鉄道管理部・鉄道技

術部それぞれに現場災害対策本部を設置する。 

ア 組織（仙台市交通局災害対策要綱による 3号配備指令時） 
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イ 任務分担 

① 総務財政部   総合本部の総括運営に関すること 

a. 情報連絡班 

・配備要員の招集，各部，各班及び関係機関との連絡調整，報告書の作成，報道機関に対する

広報業務，被害状況等の報告及び記者会見の開催に関すること 

b.  庶務広報班 

・災害状況等の記録，交通局ホームページ（携帯電話サイトを含む）及び報道機関に対する

連絡業務に関すること 

c.  福利厚生班 

・災害時の職員の健康管理及び諸災害給付事務，給食等に関すること 

・負傷者の救護等に関すること 

d. 財 政 班 

・災害復旧等に要する資金計画に関すること 

e. 営繕対策班 

・災害施設の復旧対策，復旧資材の調達及び施設の被害調査に関すること 

f. 燃料対策班 

・燃料調達に関すること 

② 自動車部現場災害対策本部  バスの輸送対策，バス車両の確保及び修理に関すること 

a. 情報連絡班 

・配備要員の招集，各部，各班及び関係機関との連絡調整，報告書の作成，報道機関に対する

広報業務並びに被害状況等の報告に関すること 

b.  路線広報班 

・営業路線乗客及び市民並びに報道機関に対する広報業務等に関すること 

c.  輸送対策班 

・災害時の乗客輸送対策及び緊急輸送対策等に関すること 

d.  施設対策班 

・路線諸施設の保守，修理等に関すること 

e.  車両対策班 

・バス車両の緊急修理対策等に関すること 

f.  営業所班 

・所管営業所の配備要員の招集，被害状況等の報告その他連絡に関すること 

・管内営業所における緊急輸送及び運行対策に関すること 

・乗客の救護に関すること 

・所管被害車両の応急修理対策に関すること（特に営業路線においての被害車両対策） 
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③ 高速鉄道現場災害対策本部  高速鉄道の輸送対策，高速鉄道施設の確保及び復旧に関する

こと 

鉄道管理部現場災害対策部  高速鉄道の輸送対策に関すること 

a. 情報連絡班 

・配備要員の招集，各部，各班及び関係機関との連絡調整，報告書の作成，報道機関に対

する広報業務並びに被害状況等の報告に関すること 

b. 営業対策班 

・営業路線乗客及び市民に対する広報業務等に関すること 

・営業再開に関すること 

・乗客の救護に関すること 

c. 輸送対策班 

・災害状況等の情報収集及び連絡に関すること 

・災害時の輸送対策に関すること 

・乗客の救護に関すること 

 

④ 鉄道技術部現場災害対策部  高速鉄道施設の確保及び復旧に関すること 

a. 情報連絡班 

・配備要員の招集，各部，各班及び関係機関との連絡調整に関すること 

・電力確保のうち電力運用に関すること 

b. 車両対策班 

・電車車両の需給対策に関すること 

c. 軌道対策班 

・軌道の確保に関すること 

d. 電気対策班 

・総合管理システム等の修理復旧に関すること 

・電力設備，施設の復旧対策及び電力の確保に関すること 

e. 営繕対策班 

・施設の復旧対策及び被害調査に関すること 

 

－　　－250

第 2 部 災害種別対策 第 2 章 公助 第 4 節 鉄道災害対策 

 

250 

イ 任務分担 

① 総務財政部   総合本部の総括運営に関すること 

a. 情報連絡班 

・配備要員の招集，各部，各班及び関係機関との連絡調整，報告書の作成，報道機関に対する

広報業務，被害状況等の報告及び記者会見の開催に関すること 

b.  庶務広報班 

・災害状況等の記録，交通局ホームページ（携帯電話サイトを含む）及び報道機関に対する

連絡業務に関すること 

c.  福利厚生班 

・災害時の職員の健康管理及び諸災害給付事務，給食等に関すること 

・負傷者の救護等に関すること 

d. 財 政 班 

・災害復旧等に要する資金計画に関すること 

e. 営繕対策班 

・災害施設の復旧対策，復旧資材の調達及び施設の被害調査に関すること 

f. 燃料対策班 

・燃料調達に関すること 

② 自動車部現場災害対策本部  バスの輸送対策，バス車両の確保及び修理に関すること 

a. 情報連絡班 

・配備要員の招集，各部，各班及び関係機関との連絡調整，報告書の作成，報道機関に対する

広報業務並びに被害状況等の報告に関すること 

b.  路線広報班 

・営業路線乗客及び市民並びに報道機関に対する広報業務等に関すること 

c.  輸送対策班 

・災害時の乗客輸送対策及び緊急輸送対策等に関すること 

d.  施設対策班 

・路線諸施設の保守，修理等に関すること 

e.  車両対策班 

・バス車両の緊急修理対策等に関すること 

f.  営業所班 

・所管営業所の配備要員の招集，被害状況等の報告その他連絡に関すること 

・管内営業所における緊急輸送及び運行対策に関すること 

・乗客の救護に関すること 

・所管被害車両の応急修理対策に関すること（特に営業路線においての被害車両対策） 
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③ 高速鉄道現場災害対策本部  高速鉄道の輸送対策，高速鉄道施設の確保及び復旧に関する

こと 

鉄道管理部現場災害対策部  高速鉄道の輸送対策に関すること 

a. 情報連絡班 

・配備要員の招集，各部，各班及び関係機関との連絡調整，報告書の作成，報道機関に対

する広報業務並びに被害状況等の報告に関すること 

b. 営業対策班 

・営業路線乗客及び市民に対する広報業務等に関すること 

・営業再開に関すること 

・乗客の救護に関すること 

c. 輸送対策班 

・災害状況等の情報収集及び連絡に関すること 

・災害時の輸送対策に関すること 

・乗客の救護に関すること 

 

④ 鉄道技術部現場災害対策部  高速鉄道施設の確保及び復旧に関すること 

a. 情報連絡班 

・配備要員の招集，各部，各班及び関係機関との連絡調整に関すること 

・電力確保のうち電力運用に関すること 

b. 車両対策班 

・電車車両の需給対策に関すること 

c. 軌道対策班 

・軌道の確保に関すること 

d. 電気対策班 

・総合管理システム等の修理復旧に関すること 

・電力設備，施設の復旧対策及び電力の確保に関すること 

e. 営繕対策班 

・施設の復旧対策及び被害調査に関すること 
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③ 高速鉄道現場災害対策本部  高速鉄道の輸送対策，高速鉄道施設の確保及び復旧に関する
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・営業再開に関すること 

・乗客の救護に関すること 

c. 輸送対策班 

・災害状況等の情報収集及び連絡に関すること 

・災害時の輸送対策に関すること 

・乗客の救護に関すること 

 

④ 鉄道技術部現場災害対策部  高速鉄道施設の確保及び復旧に関すること 

a. 情報連絡班 

・配備要員の招集，各部，各班及び関係機関との連絡調整に関すること 

・電力確保のうち電力運用に関すること 

b. 車両対策班 

・電車車両の需給対策に関すること 

c. 軌道対策班 

・軌道の確保に関すること 

d. 電気対策班 

・総合管理システム等の修理復旧に関すること 

・電力設備，施設の復旧対策及び電力の確保に関すること 

e. 営繕対策班 

・施設の復旧対策及び被害調査に関すること 
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(2) 通報連絡 
 

 

<<災災害害時時のの緊緊急急連連絡絡体体制制>>  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

※ 連絡手段については、列車無線、指令電話、業務電話、構内 PHS、NTT 回線等を使用 

 

(3) 情報連絡 

災害情報及び応急復旧措置の連絡並びに被害状況の収集等の通信連絡は、列車無線、指令電

話、業務電話、構内 PHS、NTT回線等を利用する。 

  

(4) 運行休止時の対応 

ア 列車の運行休止の事態が生じた場合は、復旧作業に全力を挙げるとともに、状況に応じて区

間運転やバス振替輸送等の輸送の確保を図る。 

  イ 運行情報をホームページや報道機関等を通じて市民や利用者に広報を図る。 

  

外 部 機 関 

消 防 署 

警 察 署 

駅務ｻｰﾋﾞｽ課長 管区駅長 各 駅 

乗務区長 

自動車部 各列車 

運転指令区長 

監督官庁 営業課長 運転課長 総合指令所長 

鉄道管理部長 

管 理 者 次 長 総務部長 

鉄道技術部長 

鉄道技術部各課 

次長（地下鉄担当） 
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第３-２ 各鉄道事業者の鉄道災害対策： ＪＲ鉄道施設〔東日本旅客鉄道株式会社仙台支社〕 

1. 施設の現況 

仙台市域の営業路線の現況については、次のとおりである。 
 

<各線路の構造等> 

平成 25 年 11月 1日現在   

管管 理理 者者  東 日 本 旅 客 鉄 道 ㈱ 仙 台 支 社  

線線 路路 名名  新 幹 線  東 北 本 線  仙 山 線  仙 石 線  

延延 長長 （（ kk mm））  17.6 17.9  39.9  10.7  

駅駅 数数  1 5   12   9   

駅駅

舎舎

構構

造造  

鉄鉄筋筋ココンンククリリーートト造造  1 2   1   4   

ココンンククリリーートトブブロロッックク造造  - 0   0   0   

鉄鉄 筋筋 造造  - 2   8   5   

木木 造造  - 1   3   0   

跨跨 線線 橋橋 数数  0 7   8   3   

橋橋 梁梁  
箇箇 所所  15 65   60   26   

延延 長長 (( mm ))  1,478 1,676   1,207   272   

高高 架架 橋橋  
箇箇 所所  - 9   0   2   

延延 長長 (( mm ))  16,120 2,344   0   249   

ずず いい 道道  
箇箇 所所  0 0   5   8   

延延 長長 (( mm ))  - 0   3,888   3,526   

盛盛 土土 部部 (( mm ))  0 8,208   20,155   385   

切切 土土 部部 (( mm ))  0 1,460   13,652   0   

平平 地地 部部 (( mm ))  0 21,252   1,028   6,237   

踏踏 切切 道道 数数  0 24   33   9   

変変電電所所・・きき電電室室  0 1   0   1   

2. 災害予防 

鉄道事業者は、橋梁、土地構造物等の施設を主体に、必要により補強対策を推進し、耐震性の向

上を図るとともに、地震及び風水害による異常事態が発生したときは、運転規制等によって災害の

防止を図る。また、土木構造物の変状若しくは、既変状の進行の有無を把握するため、定期検査を

実施するとともに、線路等災害警備計画を作成し、災害発生時における線路巡回計画を定める。さ

らに、線路に近接する施設の落下、倒壊等による線路への被害を防止するため、関係官公庁、施設

管理関係者に施設の整備を要請する。 

なお、災害発生後の早期復旧を期すため、次により復旧体制を整備する。 

(1) 復旧要員の確保及び関係機関との協力体制 

(2) 復旧用資材・機器の手配 

(3) 防災意識の普及・向上 
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第３-２ 各鉄道事業者の鉄道災害対策： ＪＲ鉄道施設〔東日本旅客鉄道株式会社仙台支社〕 

1. 施設の現況 

仙台市域の営業路線の現況については、次のとおりである。 
 

<各線路の構造等> 

平成 25年 11月 1日現在   

管管 理理 者者  東 日 本 旅 客 鉄 道 ㈱ 仙 台 支 社  

線線 路路 名名  新 幹 線  東 北 本 線  仙 山 線  仙 石 線  

延延 長長 （（ kk mm））  17.6 17.9  39.9  10.7  

駅駅 数数  1 5   12   9   

駅駅

舎舎

構構

造造  

鉄鉄筋筋ココンンククリリーートト造造  1 2   1   4   

ココンンククリリーートトブブロロッックク造造  - 0   0   0   

鉄鉄 筋筋 造造  - 2   8   5   

木木 造造  - 1   3   0   

跨跨 線線 橋橋 数数  0 7   8   3   

橋橋 梁梁  
箇箇 所所  15 65   60   26   

延延 長長 (( mm ))  1,478 1,676   1,207   272   

高高 架架 橋橋  
箇箇 所所  - 9   0   2   

延延 長長 (( mm ))  16,120 2,344   0   249   

ずず いい 道道  
箇箇 所所  0 0   5   8   

延延 長長 (( mm ))  - 0   3,888   3,526   

盛盛 土土 部部 (( mm ))  0 8,208   20,155   385   

切切 土土 部部 (( mm ))  0 1,460   13,652   0   

平平 地地 部部 (( mm ))  0 21,252   1,028   6,237   

踏踏 切切 道道 数数  0 24   33   9   

変変電電所所・・きき電電室室  0 1   0   1   

2. 災害予防 

鉄道事業者は、橋梁、土地構造物等の施設を主体に、必要により補強対策を推進し、耐震性の向

上を図るとともに、地震及び風水害による異常事態が発生したときは、運転規制等によって災害の

防止を図る。また、土木構造物の変状若しくは、既変状の進行の有無を把握するため、定期検査を

実施するとともに、線路等災害警備計画を作成し、災害発生時における線路巡回計画を定める。さ

らに、線路に近接する施設の落下、倒壊等による線路への被害を防止するため、関係官公庁、施設

管理関係者に施設の整備を要請する。 

なお、災害発生後の早期復旧を期すため、次により復旧体制を整備する。 

(1) 復旧要員の確保及び関係機関との協力体制 

(2) 復旧用資材・機器の手配 

(3) 防災意識の普及・向上 
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3. 災害の応急対策 

被災内容は、鉄道輸送の各部門にわたり、広汎多岐の態様で発生することが予想されるので、

次の要領により災害復旧に全力をあげる。 

(1) 抑止列車の乗客代行輸送の確保 

ア 災害区間発着、又は通過する旅客の乗車券類の発売制限及び輸送制限、う回区間の輸送力

増強、他社線との振り替え輸送及び新幹線による輸送強化等の措置を講じ、輸送の確保を図

る。 

イ 上記による代行輸送の確保が不可能である場合に備え、陸上自衛隊の支援に関し、あらか

じめ調整を図るものとする。 

(2) 給食等の確保 

ア 抑止中の列車及び代行輸送待ち合わせ中の旅客に対して、必要な給食等を支給する。 

イ 給食などは、最寄駅の駅弁業者、あるいは地域の住民に協力を要請して確保するものとす

る。 

(3) 大規模駅における旅客の安全対策 

大規模駅においては、列車が全面ストップした場合、特に夜間にかけては、通勤・通学など

の旅客が、駅の待合室・ホーム・広場などにあふれ、情報の不足などから不足の事態が誘発さ

れるおそれもあるため、列車運転不能の状況及び他の交通機関の運行状況を案内し、誘導に努

める。 

また、情報によっては、関係警察署の応援を求めて、旅客の安全を図る。 

(4) 通信網の確保 

ア 障害が発生した鉄道電話の修復に全力をあげる。 

イ 一般公衆電話も可能な限り活用するほか、「列車無線」「乗務員無線」「作業用無線」等

の活用を図る。 

(5) 施設の復旧保全 

ア 線路、橋梁、トンネル、停車場構造物等の列車運転確保上必要な応急工事を、線区の重要

性を勘案しながら、部外施工業者等の協力を受ける等、全力を投入して実施する。 

イ 列車の運転再開にあたっては、安全を十分に確認したうえで、必要な安全措置をとる。 

(6) 列車運行の広報 

ア 利用者の不安を除き、さらに利便を図るため、駅等に不通区間・列車運行の現状及び開通

見込みを掲示する等して周知を図る。 

イ 新聞・ラジオ・テレビなどの報道機関に対し、随時不通区間・列車の運行状況・抑止状況・

開通見込み等を連絡して広報を図る。 

(7) 対策本部の設置 

災害発生時又は発生が予想される時は、その状況に応じて仙台支社内及び現地に応急対策及

び復旧を推進する組織を定める。 
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ア 仙台支社対策本部 

① 支社対策本部長は仙台支社長とし、対策本部の業務を統括する。 

② 支社長が不在の場合は、先着した部長が本部長の職務を代行する。 

イ 現地対策本部 

① 支社対策本部長は、被害甚大な災害が発生した場合、地区駅長に対して現地対策本部の

設置を指示する。 

② 現地対策本部長は地区駅長、地区駅長が指定した者とする。 

(8) 気象異常時の取扱い 

ア 施設指令は、気象台、関係箇所から、気象異常（降雨、強風、降雪、地震、津波等）の予

報及び警報の伝達を受けた時は、すみやかに関係箇所に伝達する。 

イ 輸送指令は、時雨量、連続雨量、風速及びカイン値が運転規制基準に達した場合は、速度

規制又は運転中止を乗務員及び関係箇所長に指令する。（運転規制基準及び運転規制区間は、

仙台支社運転規制等取扱いによる。） 

(9) 消防及び救助に関する措置 

ア 火災が発生した場合は、通報、避難誘導を行うとともに延焼拡大防止を図るため、初期消

火に努める。 

イ 災害等により負傷者が発生した場合は、関係機関に連絡するとともに負傷者の救出、救護

に努める。 

ウ 列車等の大規模災害による多数の死傷者が発生した場合は、速やかに対策本部を設置する

とともに、防災関係機関及び地方自治体に対する応援要請を行う。 
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3. 災害の応急対策 

被災内容は、鉄道輸送の各部門にわたり、広汎多岐の態様で発生することが予想されるので、

次の要領により災害復旧に全力をあげる。 

(1) 抑止列車の乗客代行輸送の確保 

ア 災害区間発着、又は通過する旅客の乗車券類の発売制限及び輸送制限、う回区間の輸送力

増強、他社線との振り替え輸送及び新幹線による輸送強化等の措置を講じ、輸送の確保を図

る。 

イ 上記による代行輸送の確保が不可能である場合に備え、陸上自衛隊の支援に関し、あらか

じめ調整を図るものとする。 

(2) 給食等の確保 

ア 抑止中の列車及び代行輸送待ち合わせ中の旅客に対して、必要な給食等を支給する。 

イ 給食などは、最寄駅の駅弁業者、あるいは地域の住民に協力を要請して確保するものとす

る。 

(3) 大規模駅における旅客の安全対策 

大規模駅においては、列車が全面ストップした場合、特に夜間にかけては、通勤・通学など

の旅客が、駅の待合室・ホーム・広場などにあふれ、情報の不足などから不足の事態が誘発さ

れるおそれもあるため、列車運転不能の状況及び他の交通機関の運行状況を案内し、誘導に努

める。 

また、情報によっては、関係警察署の応援を求めて、旅客の安全を図る。 

(4) 通信網の確保 

ア 障害が発生した鉄道電話の修復に全力をあげる。 

イ 一般公衆電話も可能な限り活用するほか、「列車無線」「乗務員無線」「作業用無線」等

の活用を図る。 

(5) 施設の復旧保全 

ア 線路、橋梁、トンネル、停車場構造物等の列車運転確保上必要な応急工事を、線区の重要

性を勘案しながら、部外施工業者等の協力を受ける等、全力を投入して実施する。 

イ 列車の運転再開にあたっては、安全を十分に確認したうえで、必要な安全措置をとる。 

(6) 列車運行の広報 

ア 利用者の不安を除き、さらに利便を図るため、駅等に不通区間・列車運行の現状及び開通

見込みを掲示する等して周知を図る。 

イ 新聞・ラジオ・テレビなどの報道機関に対し、随時不通区間・列車の運行状況・抑止状況・

開通見込み等を連絡して広報を図る。 

(7) 対策本部の設置 

災害発生時又は発生が予想される時は、その状況に応じて仙台支社内及び現地に応急対策及

び復旧を推進する組織を定める。 
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3. 災害の応急対策 

被災内容は、鉄道輸送の各部門にわたり、広汎多岐の態様で発生することが予想されるので、

次の要領により災害復旧に全力をあげる。 

(1) 抑止列車の乗客代行輸送の確保 

ア 災害区間発着、又は通過する旅客の乗車券類の発売制限及び輸送制限、う回区間の輸送力

増強、他社線との振り替え輸送及び新幹線による輸送強化等の措置を講じ、輸送の確保を図

る。 

イ 上記による代行輸送の確保が不可能である場合に備え、陸上自衛隊の支援に関し、あらか

じめ調整を図るものとする。 

(2) 給食等の確保 

ア 抑止中の列車及び代行輸送待ち合わせ中の旅客に対して、必要な給食等を支給する。 

イ 給食などは、最寄駅の駅弁業者、あるいは地域の住民に協力を要請して確保するものとす

る。 

(3) 大規模駅における旅客の安全対策 

大規模駅においては、列車が全面ストップした場合、特に夜間にかけては、通勤・通学など

の旅客が、駅の待合室・ホーム・広場などにあふれ、情報の不足などから不足の事態が誘発さ

れるおそれもあるため、列車運転不能の状況及び他の交通機関の運行状況を案内し、誘導に努

める。 

また、情報によっては、関係警察署の応援を求めて、旅客の安全を図る。 

(4) 通信網の確保 

ア 障害が発生した鉄道電話の修復に全力をあげる。 

イ 一般公衆電話も可能な限り活用するほか、「列車無線」「乗務員無線」「作業用無線」等

の活用を図る。 

(5) 施設の復旧保全 

ア 線路、橋梁、トンネル、停車場構造物等の列車運転確保上必要な応急工事を、線区の重要

性を勘案しながら、部外施工業者等の協力を受ける等、全力を投入して実施する。 

イ 列車の運転再開にあたっては、安全を十分に確認したうえで、必要な安全措置をとる。 

(6) 列車運行の広報 

ア 利用者の不安を除き、さらに利便を図るため、駅等に不通区間・列車運行の現状及び開通

見込みを掲示する等して周知を図る。 

イ 新聞・ラジオ・テレビなどの報道機関に対し、随時不通区間・列車の運行状況・抑止状況・

開通見込み等を連絡して広報を図る。 

(7) 対策本部の設置 

災害発生時又は発生が予想される時は、その状況に応じて仙台支社内及び現地に応急対策及

び復旧を推進する組織を定める。 
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ア 仙台支社対策本部 

① 支社対策本部長は仙台支社長とし、対策本部の業務を統括する。 

② 支社長が不在の場合は、先着した部長が本部長の職務を代行する。 

イ 現地対策本部 

① 支社対策本部長は、被害甚大な災害が発生した場合、地区駅長に対して現地対策本部の

設置を指示する。 

② 現地対策本部長は地区駅長、地区駅長が指定した者とする。 

(8) 気象異常時の取扱い 

ア 施設指令は、気象台、関係箇所から、気象異常（降雨、強風、降雪、地震、津波等）の予

報及び警報の伝達を受けた時は、すみやかに関係箇所に伝達する。 

イ 輸送指令は、時雨量、連続雨量、風速及びカイン値が運転規制基準に達した場合は、速度

規制又は運転中止を乗務員及び関係箇所長に指令する。（運転規制基準及び運転規制区間は、

仙台支社運転規制等取扱いによる。） 

(9) 消防及び救助に関する措置 

ア 火災が発生した場合は、通報、避難誘導を行うとともに延焼拡大防止を図るため、初期消

火に努める。 

イ 災害等により負傷者が発生した場合は、関係機関に連絡するとともに負傷者の救出、救護

に努める。 

ウ 列車等の大規模災害による多数の死傷者が発生した場合は、速やかに対策本部を設置する

とともに、防災関係機関及び地方自治体に対する応援要請を行う。 
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ア 仙台支社対策本部 

① 支社対策本部長は仙台支社長とし、対策本部の業務を統括する。 

② 支社長が不在の場合は、先着した部長が本部長の職務を代行する。 

イ 現地対策本部 

① 支社対策本部長は、被害甚大な災害が発生した場合、地区駅長に対して現地対策本部の

設置を指示する。 

② 現地対策本部長は地区駅長、地区駅長が指定した者とする。 

(8) 気象異常時の取扱い 

ア 施設指令は、気象台、関係箇所から、気象異常（降雨、強風、降雪、地震、津波等）の予

報及び警報の伝達を受けた時は、すみやかに関係箇所に伝達する。 

イ 輸送指令は、時雨量、連続雨量、風速及びカイン値が運転規制基準に達した場合は、速度

規制又は運転中止を乗務員及び関係箇所長に指令する。（運転規制基準及び運転規制区間は、

仙台支社運転規制等取扱いによる。） 

(9) 消防及び救助に関する措置 

ア 火災が発生した場合は、通報、避難誘導を行うとともに延焼拡大防止を図るため、初期消

火に努める。 

イ 災害等により負傷者が発生した場合は、関係機関に連絡するとともに負傷者の救出、救護

に努める。 

ウ 列車等の大規模災害による多数の死傷者が発生した場合は、速やかに対策本部を設置する

とともに、防災関係機関及び地方自治体に対する応援要請を行う。 
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第３-３ 各鉄道事業者の鉄道災害対策： 貨物鉄道施設〔日本貨物鉄道株式会社東北支社〕 

1. 基本的考え方 

災害・鉄道事故の予防、応急対策及び復旧についての総合的な計画を立てるとともに、防災活動

に即応する体制を確立することにより、災害・鉄道事故の未然防止、及び復旧の迅速化を図ること

としている。 

2. 具体的対応 

鉄道輸送の各部門にわたり様々な対応で発生することが予想されるので、東北支社危機管理マ

ニュアルを作成し、それら業務に係る関係団体と連絡を取り合い、措置に万全を期すこととしてい

る。 

「東北支社危機管理マニュアル」 

(1) 対策本部の設置 

支社対策本部、現地対策本部 

(2) 情報収集・調査 

あらゆる情報手段を駆使し、被害状況、列車の運行状況、社員・家族の安否などの把握を行

い、部内外と連絡を行う。 

(3) 救護対策 

重大な事故・災害等により負傷者が出た際は、その救護のため関係機関に救援の要請を行う。 

(4) 営業情報の把握 

ア 列車の運行情報の把握 

イ 緊急物資輸送(被災者向けの救援物資輸送) 

ウ 代行輸送、迂回輸送 
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第３-４ 各鉄道事業者の鉄道災害対策： 仙台臨海鉄道施設〔仙台臨海鉄道株式会社〕 

1. 施設の現況 

                          平成 25年 9月 1日現在 

管管 理理 者者  仙 台 臨 海 鉄 道 株 式 会 社 

線線 路路 名名  臨 海 本 線 仙 台 埠 頭 線 仙 台 西 港 線 

延延 長長 （（ ｋｋ ｍｍ ））  5.4 1.6 2.5 

駅駅 数数  2 1 1 

駅駅舎舎  

構構造造  

鉄鉄筋筋ココンンククリリーートト造造  1   

木木 造造   1 1 

橋橋梁梁  
箇箇 所所  7  1 

延延長長（（ｍｍ））  123.5  5.9 

高高架架橋橋  
箇箇 所所  3   

延延長長（（ｍｍ））  666.0   

盛盛 土土 部部 （（ ｍｍ ））  1,750.5   

平平 地地 部部 （（ ｍｍ ））  2,860 1,600 2,500 

踏踏 切切 道道 数数  13 6 7 

2. 災害予防 

鉄道事業者は、橋梁、土地構造物等の施設を主体に、必要により補強対策を推進し、耐震性の向

上を図るとともに、地震及び風水害による異常事態が発生したときは、運転規制等によって災害の

防止を図る。また、土木構造物の変状若しくは、既変状の進行の有無を把握するため、定期検査を

実施するとともに、最重要箇所を指定し、災害発生時における線路巡回計画を定める。 

なお、災害発生後の早期復旧を期すため、次により復旧体制を整備する。 

(1) 復旧要員の確保及び関係機関との協力体制 

(2) 復旧体制の確立 

(3) 防災意識の向上推進 

3. 災害の応急対策 

被災内容は、鉄道輸送の各部門にわたり、広汎多岐の態様で発生することが予想されるので、次

の要領により災害復旧に全力をあげる。 

(1) 人命尊重と救急措置 

(2) 事故発生時の連絡、通報体制 

(3) 負傷者の処置 

(4) 救急機関への救護要請 

(5) 事故対策本部の設置 

(6) 復旧作業員による救急出動体制 

(7) 事故復旧手配 
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第３-３ 各鉄道事業者の鉄道災害対策： 貨物鉄道施設〔日本貨物鉄道株式会社東北支社〕 

1. 基本的考え方 

災害・鉄道事故の予防、応急対策及び復旧についての総合的な計画を立てるとともに、防災活動

に即応する体制を確立することにより、災害・鉄道事故の未然防止、及び復旧の迅速化を図ること

としている。 

2. 具体的対応 

鉄道輸送の各部門にわたり様々な対応で発生することが予想されるので、東北支社危機管理マ

ニュアルを作成し、それら業務に係る関係団体と連絡を取り合い、措置に万全を期すこととしてい

る。 

「東北支社危機管理マニュアル」 

(1) 対策本部の設置 

支社対策本部、現地対策本部 

(2) 情報収集・調査 

あらゆる情報手段を駆使し、被害状況、列車の運行状況、社員・家族の安否などの把握を行

い、部内外と連絡を行う。 

(3) 救護対策 

重大な事故・災害等により負傷者が出た際は、その救護のため関係機関に救援の要請を行う。 

(4) 営業情報の把握 

ア 列車の運行情報の把握 

イ 緊急物資輸送(被災者向けの救援物資輸送) 

ウ 代行輸送、迂回輸送 
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第３-４ 各鉄道事業者の鉄道災害対策： 仙台臨海鉄道施設〔仙台臨海鉄道株式会社〕 

1. 施設の現況 

                          平成 25年 9月 1日現在 

管管 理理 者者  仙 台 臨 海 鉄 道 株 式 会 社 

線線 路路 名名  臨 海 本 線 仙 台 埠 頭 線 仙 台 西 港 線 

延延 長長 （（ ｋｋ ｍｍ ））  5.4 1.6 2.5 

駅駅 数数  2 1 1 

駅駅舎舎  

構構造造  

鉄鉄筋筋ココンンククリリーートト造造  1   

木木 造造   1 1 

橋橋梁梁  
箇箇 所所  7  1 

延延長長（（ｍｍ））  123.5  5.9 

高高架架橋橋  
箇箇 所所  3   

延延長長（（ｍｍ））  666.0   

盛盛 土土 部部 （（ ｍｍ ））  1,750.5   

平平 地地 部部 （（ ｍｍ ））  2,860 1,600 2,500 

踏踏 切切 道道 数数  13 6 7 

2. 災害予防 

鉄道事業者は、橋梁、土地構造物等の施設を主体に、必要により補強対策を推進し、耐震性の向

上を図るとともに、地震及び風水害による異常事態が発生したときは、運転規制等によって災害の

防止を図る。また、土木構造物の変状若しくは、既変状の進行の有無を把握するため、定期検査を

実施するとともに、最重要箇所を指定し、災害発生時における線路巡回計画を定める。 

なお、災害発生後の早期復旧を期すため、次により復旧体制を整備する。 

(1) 復旧要員の確保及び関係機関との協力体制 

(2) 復旧体制の確立 

(3) 防災意識の向上推進 

3. 災害の応急対策 

被災内容は、鉄道輸送の各部門にわたり、広汎多岐の態様で発生することが予想されるので、次

の要領により災害復旧に全力をあげる。 

(1) 人命尊重と救急措置 

(2) 事故発生時の連絡、通報体制 

(3) 負傷者の処置 

(4) 救急機関への救護要請 

(5) 事故対策本部の設置 

(6) 復旧作業員による救急出動体制 

(7) 事故復旧手配 
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第 5 節 危険物等災害対策 

本節では、消防法等に規定する危険物、火薬類、高圧ガス等の火災、爆発及び漏洩等の災害に

対する措置について定める。 

なお、石油コンビナート等特別防災区域の危険物施設等については、「宮城県石油コンビナー

ト等防災計画」に定めるところによる。 

第１ 危険物等災害の予防対策（消防法に規定する危険物、火薬類、高圧ガス等の対策）〔消防局〕 

1. 重大事故防止の推進 

危険物、高圧ガス施設等の関係事業所、関係団体と連携した火災、漏洩等の事故防止対策を推進

するとともに、各施設における自主保安体制の確立を図り、災害による被害の低減を図る。 

2. 実態把握 

危険物、火薬類及び高圧ガス並びに消防法第 9 条の 3 の規定に基づき届け出を要する物質につ

いて、立入検査及び関係機関との情報交換を通じ、これらの物質を貯蔵・取扱う施設及び保管状況

等の実態を把握する。 

3. 不備欠陥の是正 

立入検査を通じて、火災予防上の不備欠陥事項を早期に発見し、出火危険及び延焼拡大の要因を

排除する。 

4. 自主保安体制の確立 

防災及び安全に関する自主保安体制を確立するため、上記物質を保管する事業所に対し、次の事

項を重点的に指導する。 

(1) 施設及び設備等の自主点検の励行 

(2) 危険物質等の適正管理 

(3) 消防用設備等の適正管理 

(4) 操業中における安全管理 

 

5. 広報・啓発の推進 

事故防止連絡会を開催するなど、関係団体と連携し、事業所に対する危険物等による災害防止に

ついて広報、啓発に努める。 

第 2 部 災害種別対策 第 2 章 公助 第 5 節 危険物等災害対策 

 

259 

第２ 危険物等災害の応急対策〔消防局〕 

1. 本市（消防局）の措置 

(1) 被害の状況により、引火又は爆発のおそれがあるときは、付近住民に対する広報、避難情報の

発令、警戒区域の設定、その他必要な措置を講ずる。 

(2) 災害の形態、規模及び危険物の種類等により必要と認めるときは、他市町に対する化学消防車

等の出動要請、泡消火薬剤の大量確保、その他必要な措置を講ずる。 

(3) 危険物製造所等の施設が破壊又は倒壊し、危険物の飛散又は流出などの事態が発生し、又は発

生のおそれがあるときは、管理者等に対しこれらの危険物の種類に応じた防除の措置を早急に

講じさせる。 

2. 施設管理者等の措置 

(1) 危険物 

ア 危険物製造所等の施設内の火気使用を停止し、状況に応じ施設内の電源は保安経路を除き

切断するなどの災害拡大防止措置を講ずる。 

イ 危険物の集積を中止し、移動又は搬出の準備を整え、飛散・流出の防止、防油堤及び流出

油防止堤の補強、その他危険物の性状に応じた適切な措置を講ずる。 

(2) 火薬類 

ア 貯蔵火薬類は、速やかに安全な地域に移動し、防護監視等の必要な措置を講ずる。 

イ 火薬類を移動する余裕がないとき又は通路が危険なとき、その他搬送が不可能な場合は、

火薬類を水中に沈める等の必要な安全措置を講ずる。 

ウ 前記の措置を講ずることができないときは、火薬庫の出入口・窓等を塗土等で完全に密閉

する等の緊急措置を講ずるほか、必要に応じ付近住人に避難するよう警告し、関係機関に通

報する。 

(3) 高圧ガス 

ア 災害発生事業所内のガス設備は、閉鎖・取外し又は供給停止、安全箇所への移動など、状

況に応じた必要な措置を講ずる。 

イ 高圧ガス製造施設又は消費施設が危険と予想されるときは、直ちに製造又は消費を中止し、

製造施設または消費施設内のガスを安全な場所に移動し又は放出し、これらの作業に必要な

人員のほかは退避させる。 

ウ 高圧ガス販売施設・貯蔵所内の又は充てん容器が危険な状態と予想される場合は、直ちに

安全な場所に移動する。 

エ 前記の措置を講ずることができない場合は、付近住民に避難するよう警告し、関係機関に

通報する。 
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第 5 節 危険物等災害対策 
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等の実態を把握する。 

3. 不備欠陥の是正 

立入検査を通じて、火災予防上の不備欠陥事項を早期に発見し、出火危険及び延焼拡大の要因を

排除する。 

4. 自主保安体制の確立 

防災及び安全に関する自主保安体制を確立するため、上記物質を保管する事業所に対し、次の事

項を重点的に指導する。 

(1) 施設及び設備等の自主点検の励行 

(2) 危険物質等の適正管理 

(3) 消防用設備等の適正管理 

(4) 操業中における安全管理 

 

5. 広報・啓発の推進 

事故防止連絡会を開催するなど、関係団体と連携し、事業所に対する危険物等による災害防止に

ついて広報、啓発に努める。 
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生のおそれがあるときは、管理者等に対しこれらの危険物の種類に応じた防除の措置を早急に

講じさせる。 

2. 施設管理者等の措置 

(1) 危険物 

ア 危険物製造所等の施設内の火気使用を停止し、状況に応じ施設内の電源は保安経路を除き

切断するなどの災害拡大防止措置を講ずる。 

イ 危険物の集積を中止し、移動又は搬出の準備を整え、飛散・流出の防止、防油堤及び流出

油防止堤の補強、その他危険物の性状に応じた適切な措置を講ずる。 

(2) 火薬類 

ア 貯蔵火薬類は、速やかに安全な地域に移動し、防護監視等の必要な措置を講ずる。 

イ 火薬類を移動する余裕がないとき又は通路が危険なとき、その他搬送が不可能な場合は、

火薬類を水中に沈める等の必要な安全措置を講ずる。 

ウ 前記の措置を講ずることができないときは、火薬庫の出入口・窓等を塗土等で完全に密閉

する等の緊急措置を講ずるほか、必要に応じ付近住人に避難するよう警告し、関係機関に通

報する。 

(3) 高圧ガス 

ア 災害発生事業所内のガス設備は、閉鎖・取外し又は供給停止、安全箇所への移動など、状

況に応じた必要な措置を講ずる。 

イ 高圧ガス製造施設又は消費施設が危険と予想されるときは、直ちに製造又は消費を中止し、

製造施設または消費施設内のガスを安全な場所に移動し又は放出し、これらの作業に必要な

人員のほかは退避させる。 

ウ 高圧ガス販売施設・貯蔵所内の又は充てん容器が危険な状態と予想される場合は、直ちに

安全な場所に移動する。 

エ 前記の措置を講ずることができない場合は、付近住民に避難するよう警告し、関係機関に

通報する。 
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第２ 危険物等災害の応急対策〔消防局〕 

1. 本市（消防局）の措置 

(1) 被害の状況により、引火又は爆発のおそれがあるときは、付近住民に対する広報、避難情報の

発令、警戒区域の設定、その他必要な措置を講ずる。 

(2) 災害の形態、規模及び危険物の種類等により必要と認めるときは、他市町に対する化学消防車

等の出動要請、泡消火薬剤の大量確保、その他必要な措置を講ずる。 

(3) 危険物製造所等の施設が破壊又は倒壊し、危険物の飛散又は流出などの事態が発生し、又は発

生のおそれがあるときは、管理者等に対しこれらの危険物の種類に応じた防除の措置を早急に

講じさせる。 

2. 施設管理者等の措置 

(1) 危険物 

ア 危険物製造所等の施設内の火気使用を停止し、状況に応じ施設内の電源は保安経路を除き

切断するなどの災害拡大防止措置を講ずる。 

イ 危険物の集積を中止し、移動又は搬出の準備を整え、飛散・流出の防止、防油堤及び流出

油防止堤の補強、その他危険物の性状に応じた適切な措置を講ずる。 

(2) 火薬類 

ア 貯蔵火薬類は、速やかに安全な地域に移動し、防護監視等の必要な措置を講ずる。 

イ 火薬類を移動する余裕がないとき又は通路が危険なとき、その他搬送が不可能な場合は、

火薬類を水中に沈める等の必要な安全措置を講ずる。 

ウ 前記の措置を講ずることができないときは、火薬庫の出入口・窓等を塗土等で完全に密閉

する等の緊急措置を講ずるほか、必要に応じ付近住人に避難するよう警告し、関係機関に通

報する。 

(3) 高圧ガス 

ア 災害発生事業所内のガス設備は、閉鎖・取外し又は供給停止、安全箇所への移動など、状

況に応じた必要な措置を講ずる。 

イ 高圧ガス製造施設又は消費施設が危険と予想されるときは、直ちに製造又は消費を中止し、

製造施設または消費施設内のガスを安全な場所に移動し又は放出し、これらの作業に必要な

人員のほかは退避させる。 

ウ 高圧ガス販売施設・貯蔵所内の又は充てん容器が危険な状態と予想される場合は、直ちに

安全な場所に移動する。 

エ 前記の措置を講ずることができない場合は、付近住民に避難するよう警告し、関係機関に

通報する。 
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第 6 節 大規模火災対策 

本節では、劇場や百貨店など不特定多数の人が集まる建築物での火災及び木造密集地での大規

模な火災に対する措置について定める。 

第１ 大規模火災の予防対策〔都市整備局、建設局、消防局〕 

1. 火災に強いまちづくり〔都市整備局、建設局〕 

(1) 都市計画に基づく防災化（都市整備局） 

都市計画は、都市構造やまちづくりの基盤として、都市の健全な発展と秩序ある整備を図る

ための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画である。 

大規模火災が発生した時に人的被害及び物的被害を最小限に抑えるなどの都市自体の防災性

の向上を図るため、様々な手法を通じて、避難道路／場所の確保、建築物の不燃化等必要な地

域地区の指定や都市施設の整備、市街地開発事業等を推進していくものとする。 

(2) 道路整備事業（建設局） 

道路は都市活動を支える根幹的施設であり、火災時には、消防活動や延焼防止等のオープン

スペースとしての機能も有している。このため、防災効果の高い都市計画道路を重点に幹線道

路の整備を進め、ネットワークとしての拡充を図る。 

また、幅員 4ｍ未満の狭隘な道路について、建築行為等に伴う事前協議に基づき後退部分の

整備を行うことにより、緊急車両の通行や災害時の移動スペース等としての機能の確保を図る

とともに、密集市街地で消火活動等が困難な消防活動強化区域においては、消火活動を容易に

するため、狭隘道路の拡幅、隅切り確保等を推進するなど、地域のきめ細かな安全性に配慮し

た道路整備を進める。 

(3) 公園整備事業（建設局） 

都市公園は、都市の骨格を形成し良好な地域づくりに寄与するとともに、レクリエーション

の場や災害発生時の避難・救援活動の場など多くの複合した機能を有する都市の根幹的施設で

ある。 

また、地震、風水害等の大災害時においては、上記機能のみでなく火災の延焼防止、応急仮

設住宅の建設用地、ごみ・がれきの一時集積場等として、市街地内の貴重なオープンスペース

ならではの機能も発揮している。 

このように、防災上の観点からも身近な公園の果たす役割が認められていることから、都市

公園の整備計画のなかで、防災公園としては、広域避難地の機能を有する全体計画面積が 10 ha

以上の都市公園（ただし、都市公園面積が 10 ha未満でも周辺空地と併せて 10 ha以上になる都

市公園も含む）の整備と、一次避難地の機能を有する全体計画面積 1 ha以上になる近隣公園や

地区公園の整備を進めていく。 
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(4) 市街地再開発事業、土地区画整理事業等面的整備事業（都市整備局） 

ア 市街地再開発事業 

この事業は、都市再開発法に基づき、細分化された敷地に老朽建築物が建ち並んでいるなど

防災上課題がある市街地において、建築物の共同建替えと、街路・公園などの公共施設やオー

プンスペースの整備を一体的に行うことにより、災害に強い市街地の形成と土地の高度利用

を促進し、快適で安全な都市環境を創出する防災上有効な事業である。 

イ 優良建築物等整備事業 

この事業は、優良建築物等整備事業制度要綱に基づき、木造密集市街地等において、敷地・

建物の共同化と空地の確保等を行うことにより、市街地環境の整備改善と防災性の向上を促

進し、快適で安全な都市環境を創出する防災上有効な事業である。 

ウ 土地区画整理事業 

この事業は、土地区画整理法に基づき、木造建築物が密集している防災上課題がある市街地

において、道路、公園、河川等の公共施設を一体的に整備することにより、木造密集地での大

規模な火災による避難路・延焼遮断空間の確保や倒壊・焼失等危険性の高い老朽建築物の更新

を促進し、快適で安全な都市環境を創出する防災上有効な事業である。 

2. 建築物の安全対策〔消防局〕 

劇場、百貨店又は高層建築物等の不特定多数の人が出入りする建築物における災害は、人命危険

と防御活動の困難性が伴うとともに、二次災害の危険も高いことから、平素から予防査察を実施し、

防火管理の状況、建築物の火気使用設備・器具、消防用設備等の維持管理などについて検査し、不

備欠陥がある場合は、関係者に対し是正を指導する。 

3. 火災予防思想の普及〔消防局〕 

春・秋の火災予防運動等さまざまな機会を通じて、市民や地域・事業所などの防火意識の高揚に

努める。 
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第 6 節 大規模火災対策 

本節では、劇場や百貨店など不特定多数の人が集まる建築物での火災及び木造密集地での大規

模な火災に対する措置について定める。 

第１ 大規模火災の予防対策〔都市整備局、建設局、消防局〕 

1. 火災に強いまちづくり〔都市整備局、建設局〕 

(1) 都市計画に基づく防災化（都市整備局） 

都市計画は、都市構造やまちづくりの基盤として、都市の健全な発展と秩序ある整備を図る

ための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画である。 

大規模火災が発生した時に人的被害及び物的被害を最小限に抑えるなどの都市自体の防災性

の向上を図るため、様々な手法を通じて、避難道路／場所の確保、建築物の不燃化等必要な地

域地区の指定や都市施設の整備、市街地開発事業等を推進していくものとする。 

(2) 道路整備事業（建設局） 

道路は都市活動を支える根幹的施設であり、火災時には、消防活動や延焼防止等のオープン

スペースとしての機能も有している。このため、防災効果の高い都市計画道路を重点に幹線道

路の整備を進め、ネットワークとしての拡充を図る。 

また、幅員 4ｍ未満の狭隘な道路について、建築行為等に伴う事前協議に基づき後退部分の

整備を行うことにより、緊急車両の通行や災害時の移動スペース等としての機能の確保を図る

とともに、密集市街地で消火活動等が困難な消防活動強化区域においては、消火活動を容易に

するため、狭隘道路の拡幅、隅切り確保等を推進するなど、地域のきめ細かな安全性に配慮し

た道路整備を進める。 

(3) 公園整備事業（建設局） 

都市公園は、都市の骨格を形成し良好な地域づくりに寄与するとともに、レクリエーション

の場や災害発生時の避難・救援活動の場など多くの複合した機能を有する都市の根幹的施設で

ある。 

また、地震、風水害等の大災害時においては、上記機能のみでなく火災の延焼防止、応急仮

設住宅の建設用地、ごみ・がれきの一時集積場等として、市街地内の貴重なオープンスペース

ならではの機能も発揮している。 

このように、防災上の観点からも身近な公園の果たす役割が認められていることから、都市

公園の整備計画のなかで、防災公園としては、広域避難地の機能を有する全体計画面積が 10 ha

以上の都市公園（ただし、都市公園面積が 10 ha未満でも周辺空地と併せて 10 ha以上になる都

市公園も含む）の整備と、一次避難地の機能を有する全体計画面積 1 ha以上になる近隣公園や

地区公園の整備を進めていく。 
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第 6 節 大規模火災対策 

本節では、劇場や百貨店など不特定多数の人が集まる建築物での火災及び木造密集地での大規

模な火災に対する措置について定める。 

第１ 大規模火災の予防対策〔都市整備局、建設局、消防局〕 

1. 火災に強いまちづくり〔都市整備局、建設局〕 

(1) 都市計画に基づく防災化（都市整備局） 

都市計画は、都市構造やまちづくりの基盤として、都市の健全な発展と秩序ある整備を図る

ための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画である。 

大規模火災が発生した時に人的被害及び物的被害を最小限に抑えるなどの都市自体の防災性

の向上を図るため、様々な手法を通じて、避難道路／場所の確保、建築物の不燃化等必要な地

域地区の指定や都市施設の整備、市街地開発事業等を推進していくものとする。 

(2) 道路整備事業（建設局） 

道路は都市活動を支える根幹的施設であり、火災時には、消防活動や延焼防止等のオープン

スペースとしての機能も有している。このため、防災効果の高い都市計画道路を重点に幹線道

路の整備を進め、ネットワークとしての拡充を図る。 

また、幅員 4ｍ未満の狭隘な道路について、建築行為等に伴う事前協議に基づき後退部分の

整備を行うことにより、緊急車両の通行や災害時の移動スペース等としての機能の確保を図る

とともに、密集市街地で消火活動等が困難な消防活動強化区域においては、消火活動を容易に

するため、狭隘道路の拡幅、隅切り確保等を推進するなど、地域のきめ細かな安全性に配慮し

た道路整備を進める。 

(3) 公園整備事業（建設局） 

都市公園は、都市の骨格を形成し良好な地域づくりに寄与するとともに、レクリエーション

の場や災害発生時の避難・救援活動の場など多くの複合した機能を有する都市の根幹的施設で

ある。 

また、地震、風水害等の大災害時においては、上記機能のみでなく火災の延焼防止、応急仮

設住宅の建設用地、ごみ・がれきの一時集積場等として、市街地内の貴重なオープンスペース

ならではの機能も発揮している。 

このように、防災上の観点からも身近な公園の果たす役割が認められていることから、都市

公園の整備計画のなかで、防災公園としては、広域避難地の機能を有する全体計画面積が 10 ha

以上の都市公園（ただし、都市公園面積が 10 ha未満でも周辺空地と併せて 10 ha以上になる都

市公園も含む）の整備と、一次避難地の機能を有する全体計画面積 1 ha以上になる近隣公園や

地区公園の整備を進めていく。 
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(4) 市街地再開発事業、土地区画整理事業等面的整備事業（都市整備局） 

ア 市街地再開発事業 

この事業は、都市再開発法に基づき、細分化された敷地に老朽建築物が建ち並んでいるなど

防災上課題がある市街地において、建築物の共同建替えと、街路・公園などの公共施設やオー

プンスペースの整備を一体的に行うことにより、災害に強い市街地の形成と土地の高度利用

を促進し、快適で安全な都市環境を創出する防災上有効な事業である。 

イ 優良建築物等整備事業 

この事業は、優良建築物等整備事業制度要綱に基づき、木造密集市街地等において、敷地・

建物の共同化と空地の確保等を行うことにより、市街地環境の整備改善と防災性の向上を促

進し、快適で安全な都市環境を創出する防災上有効な事業である。 

ウ 土地区画整理事業 

この事業は、土地区画整理法に基づき、木造建築物が密集している防災上課題がある市街地

において、道路、公園、河川等の公共施設を一体的に整備することにより、木造密集地での大

規模な火災による避難路・延焼遮断空間の確保や倒壊・焼失等危険性の高い老朽建築物の更新

を促進し、快適で安全な都市環境を創出する防災上有効な事業である。 

2. 建築物の安全対策〔消防局〕 

劇場、百貨店又は高層建築物等の不特定多数の人が出入りする建築物における災害は、人命危険

と防御活動の困難性が伴うとともに、二次災害の危険も高いことから、平素から予防査察を実施し、

防火管理の状況、建築物の火気使用設備・器具、消防用設備等の維持管理などについて検査し、不

備欠陥がある場合は、関係者に対し是正を指導する。 

3. 火災予防思想の普及〔消防局〕 

春・秋の火災予防運動等さまざまな機会を通じて、市民や地域・事業所などの防火意識の高揚に

努める。 
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(4) 市街地再開発事業、土地区画整理事業等面的整備事業（都市整備局） 

ア 市街地再開発事業 

この事業は、都市再開発法に基づき、細分化された敷地に老朽建築物が建ち並んでいるなど

防災上課題がある市街地において、建築物の共同建替えと、街路・公園などの公共施設やオー

プンスペースの整備を一体的に行うことにより、災害に強い市街地の形成と土地の高度利用

を促進し、快適で安全な都市環境を創出する防災上有効な事業である。 

イ 優良建築物等整備事業 

この事業は、優良建築物等整備事業制度要綱に基づき、木造密集市街地等において、敷地・

建物の共同化と空地の確保等を行うことにより、市街地環境の整備改善と防災性の向上を促

進し、快適で安全な都市環境を創出する防災上有効な事業である。 

ウ 土地区画整理事業 

この事業は、土地区画整理法に基づき、木造建築物が密集している防災上課題がある市街地

において、道路、公園、河川等の公共施設を一体的に整備することにより、木造密集地での大

規模な火災による避難路・延焼遮断空間の確保や倒壊・焼失等危険性の高い老朽建築物の更新

を促進し、快適で安全な都市環境を創出する防災上有効な事業である。 

2. 建築物の安全対策〔消防局〕 

劇場、百貨店又は高層建築物等の不特定多数の人が出入りする建築物における災害は、人命危険

と防御活動の困難性が伴うとともに、二次災害の危険も高いことから、平素から予防査察を実施し、

防火管理の状況、建築物の火気使用設備・器具、消防用設備等の維持管理などについて検査し、不

備欠陥がある場合は、関係者に対し是正を指導する。 

3. 火災予防思想の普及〔消防局〕 

春・秋の火災予防運動等さまざまな機会を通じて、市民や地域・事業所などの防火意識の高揚に

努める。 
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第２ 大規模火災の応急対策〔関係局区〕 

火災への対応は、通常消防局で対応することになるが、想定を超える大規模火災が発生した場

合は、住民への広報及び避難・誘導など、消防局だけでは十分に対応しきれずに複数の部局若し

くは災対本部等全庁的な取り組みを必要とする場合もあり得ることから、その際の災害応急体

制を充実するための計画を定める。 

1. 実施機関及び担当業務 
    

実実 施施 機機 関関  担担 当当 業業 務務  

災対本部事務局 ・警戒本部及び災対本部の設置・運営に関すること 

消 防 部 

・火災の警戒、鎮圧、延焼防止に関すること 

・人命の救助、救護に関すること 

・被害の拡大防止に関すること 

・警防本部の設置運営に関すること 

水 道 部 ・広域断水時の処置 

関 係 区 本 部  

・区警戒本部及び区本部の設置・運営に関すること 

・住民への広報に関すること 

・避難誘導・指示等に関すること 

※ 警戒本部体制下の場合は、「災対本部事務局」を「警戒本部庶務担当」、「部」を「局」、「区本部」を

「区役所」へ読み替え。 

2. 異常気象時等の火災防御 

(1) 基本方針 

ア 強風時、乾燥時、広域断水時等の異常な状況となった場合に、火災が発生すれば大火災と

なる危険があるため、火災警報を発令し、住民に周知させる等の方法により、注意を喚起す

るものとする。 

イ 異常時においては消防部隊を増強して警戒に当たり、火災の早期発見に努めるとともに、

火災が発生した場合は、早期消火と延焼拡大の防止に努めるものとする。 

ウ 火災の規模が拡大するおそれのあるときは、直ちに応援部隊を要請し、集中的な防御を行

うものとするが、部隊や利水の不足により大火災を防御するために他の手段がなくなった場

合、道幅の広い道路、河川等を防御線として設定し、部隊を集結させ防御に当たる他、状況

によっては、破壊消防等により延焼を阻止するものとする。 
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3. 消防部が行う措置 

(1) 警戒体制の強化 

被害が拡大しまたは多発のおそれがある場合は、警戒体制を強化するなどして、効果的な消

防活動と情報収集体制を確保する。 

(2) 職員の動員 

被害が拡大し又は拡大が予測される場合は、状況により職員を招集して消防体制の強化を早

期に図る。 

(3) 情報の提供 

上空から、消防ヘリコプターによる情報収集に努め、その情報を同時に災害警戒本部又は災

害対策本部事務局に電送する。 

(4) 装備の増強 

被害が拡大し、または、多発のおそれがある場合は、ホース等の装備を増強し活動体制の強

化を図る。 

(5) 広域応援要請 

現有消防力では対応困難と判断した場合は、消防組織法第 39 条及び同法第 44条の規定によ

る消防相互応援、広域消防応援の要請を行う。 
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第２ 大規模火災の応急対策〔関係局区〕 

火災への対応は、通常消防局で対応することになるが、想定を超える大規模火災が発生した場

合は、住民への広報及び避難・誘導など、消防局だけでは十分に対応しきれずに複数の部局若し

くは災対本部等全庁的な取り組みを必要とする場合もあり得ることから、その際の災害応急体

制を充実するための計画を定める。 

1. 実施機関及び担当業務 
    

実実 施施 機機 関関  担担 当当 業業 務務  

災対本部事務局 ・警戒本部及び災対本部の設置・運営に関すること 

消 防 部 

・火災の警戒、鎮圧、延焼防止に関すること 

・人命の救助、救護に関すること 

・被害の拡大防止に関すること 

・警防本部の設置運営に関すること 

水 道 部 ・広域断水時の処置 

関 係 区 本 部  

・区警戒本部及び区本部の設置・運営に関すること 

・住民への広報に関すること 

・避難誘導・指示等に関すること 

※ 警戒本部体制下の場合は、「災対本部事務局」を「警戒本部庶務担当」、「部」を「局」、「区本部」を

「区役所」へ読み替え。 

2. 異常気象時等の火災防御 

(1) 基本方針 

ア 強風時、乾燥時、広域断水時等の異常な状況となった場合に、火災が発生すれば大火災と

なる危険があるため、火災警報を発令し、住民に周知させる等の方法により、注意を喚起す

るものとする。 

イ 異常時においては消防部隊を増強して警戒に当たり、火災の早期発見に努めるとともに、

火災が発生した場合は、早期消火と延焼拡大の防止に努めるものとする。 

ウ 火災の規模が拡大するおそれのあるときは、直ちに応援部隊を要請し、集中的な防御を行

うものとするが、部隊や利水の不足により大火災を防御するために他の手段がなくなった場

合、道幅の広い道路、河川等を防御線として設定し、部隊を集結させ防御に当たる他、状況

によっては、破壊消防等により延焼を阻止するものとする。 
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第２ 大規模火災の応急対策〔関係局区〕 

火災への対応は、通常消防局で対応することになるが、想定を超える大規模火災が発生した場

合は、住民への広報及び避難・誘導など、消防局だけでは十分に対応しきれずに複数の部局若し

くは災対本部等全庁的な取り組みを必要とする場合もあり得ることから、その際の災害応急体

制を充実するための計画を定める。 

1. 実施機関及び担当業務 
    

実実 施施 機機 関関  担担 当当 業業 務務  

災対本部事務局 ・警戒本部及び災対本部の設置・運営に関すること 

消 防 部 

・火災の警戒、鎮圧、延焼防止に関すること 

・人命の救助、救護に関すること 

・被害の拡大防止に関すること 

・警防本部の設置運営に関すること 

水 道 部 ・広域断水時の処置 

関 係 区 本 部  

・区警戒本部及び区本部の設置・運営に関すること 

・住民への広報に関すること 

・避難誘導・指示等に関すること 

※ 警戒本部体制下の場合は、「災対本部事務局」を「警戒本部庶務担当」、「部」を「局」、「区本部」を

「区役所」へ読み替え。 

2. 異常気象時等の火災防御 

(1) 基本方針 

ア 強風時、乾燥時、広域断水時等の異常な状況となった場合に、火災が発生すれば大火災と

なる危険があるため、火災警報を発令し、住民に周知させる等の方法により、注意を喚起す

るものとする。 

イ 異常時においては消防部隊を増強して警戒に当たり、火災の早期発見に努めるとともに、

火災が発生した場合は、早期消火と延焼拡大の防止に努めるものとする。 

ウ 火災の規模が拡大するおそれのあるときは、直ちに応援部隊を要請し、集中的な防御を行

うものとするが、部隊や利水の不足により大火災を防御するために他の手段がなくなった場

合、道幅の広い道路、河川等を防御線として設定し、部隊を集結させ防御に当たる他、状況

によっては、破壊消防等により延焼を阻止するものとする。 
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3. 消防部が行う措置 

(1) 警戒体制の強化 

被害が拡大しまたは多発のおそれがある場合は、警戒体制を強化するなどして、効果的な消

防活動と情報収集体制を確保する。 

(2) 職員の動員 

被害が拡大し又は拡大が予測される場合は、状況により職員を招集して消防体制の強化を早

期に図る。 

(3) 情報の提供 

上空から、消防ヘリコプターによる情報収集に努め、その情報を同時に災害警戒本部又は災

害対策本部事務局に電送する。 

(4) 装備の増強 

被害が拡大し、または、多発のおそれがある場合は、ホース等の装備を増強し活動体制の強

化を図る。 

(5) 広域応援要請 

現有消防力では対応困難と判断した場合は、消防組織法第 39 条及び同法第 44条の規定によ

る消防相互応援、広域消防応援の要請を行う。 
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3. 消防部が行う措置 

(1) 警戒体制の強化 

被害が拡大しまたは多発のおそれがある場合は、警戒体制を強化するなどして、効果的な消

防活動と情報収集体制を確保する。 

(2) 職員の動員 

被害が拡大し又は拡大が予測される場合は、状況により職員を招集して消防体制の強化を早

期に図る。 

(3) 情報の提供 

上空から、消防ヘリコプターによる情報収集に努め、その情報を同時に災害警戒本部又は災

害対策本部事務局に電送する。 

(4) 装備の増強 

被害が拡大し、または、多発のおそれがある場合は、ホース等の装備を増強し活動体制の強

化を図る。 

(5) 広域応援要請 

現有消防力では対応困難と判断した場合は、消防組織法第 39 条及び同法第 44条の規定によ

る消防相互応援、広域消防応援の要請を行う。 
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第 7 節 林野火災対策 

本節では、大規模な林野火災に対する措置について定める。 

 

第１ 林野火災の予防対策〔消防局〕 

1. 現況 

本市における林野は、主に西部の秋保地区・作並地区、北東部の県民の森と市街地を囲む状態で

存在し、その面積は 45,378haと市域の概ね 58％を占めている。 

森林は、林産物を供給する経済的機能とともに、水資源のかん養、保健休養の場の提供、自然環

境の保全、形成等の多様な公益的機能を有しており、市民生活に欠くことのできない重要な役割を

果たしている。 

林野火災における主な出火原因は、近年のアウトドアブームに併せて、市民の森林に対する関心

が高まる中、入山者が増え人為的なものが多くなってきている。 

その発生時期は、市民の戸外での活動が増える 3月から 5月にかけての春期に集中している。 

2. 火災の予防対策 

林野火災は、ハイカーや行楽客等によるたばこ、たき火等の不始末など、そのほとんどが失火に

より発生している。このことから火災危険期を重点として、次によりたばこ、たき火の始末、異常

気象時の火気の取り扱い、さらに火入れに関する許可、届出等についての徹底を図るなど防火思想

の高揚に努める。 

(1) 山火事防止の広報 

林野火災の多く発生する時期にあわせ、春季火災予防運動の重点目標に「山火事対策の推進」

を掲げ、全市的な広報活動を展開し、林野火災の防止に努める。 

(2) 山火事防止推進体制の確立 

森林保全管理維持推進協議会等、各関係機関の協力を得て、山火事防止推進体制の確立を図

る。 

(3) ポスター、看板等の設置 

林道及び林内散策路、交通機関等に防火標語等を掲示したポスター、防火看板を掲げる。 

(4) チラシ、パンフレット等による啓発普及 

チラシ、パンフレット等を作成、配布するとともに、市及び各区の広報紙や町内会等の協力

を得て、住民に対して注意を喚起する。 

(5) 学校教育等による防火思想の普及 

標語、ポスター、作文などの募集を行うなど、学校教育を通じて児童生徒の防火思想の高揚

を図る。 
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(6) 林野火災特別地域の指定 

特別地域の指定を受けていることから、出火防止対策、消防施設等の整備、広報車等による

広報、防ぎょ訓練等万全の林野火災防ぎょ体制を図る。 

(7) 火入れ指導の徹底 

森林法の規定に基づく火入れの許可に関して「仙台市森林等における火入れの規制に関する

条例」を定め、火入れ地の周囲の状況や防火設備の計画等十分な防火体制を準備するよう指導

するなど火入れ指導の徹底に努める。 

3. 消防体制の確立 

(1) 総合的消防体制の確立 

平常時から林野火災に即応する体制の強化を図るため、消防局、消防団、その他の機関から

なる広域的、総合的消防体制を確立する。 

(2) 相互応援体制の確立 

林野火災の大規模化に対応した消防体制を確立するため、隣接市町、関係機関等の間におい

て相互応援協力体制を確立する。 

ア 隣接市町間において、「要請する場合の災害規模の基準」、「要請する応援隊の人員、資

機材等」について相互に定めておく。 

イ 林野火災時の消火用水としての水利使用について、かんがい用水利権者等に協力を要請す

る。 

ウ 関係機関相互の連携強化を図るため、年 1回以上の火災防ぎょ訓練を実施する。 

エ 空中消火活動における協力体制については、迅速に対応できるよう関係機関と調整を図る。 

 

4. 林野火災対策用資機材の備蓄 

林野火災に対処するため、関係機関はそれぞれ林野火災対策用資機材の整備、備蓄を推進すると

ともに森林所有者、管理者等に対しても同等の資機材、特に自然水利の確保を指導する。 
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第 7 節 林野火災対策 

本節では、大規模な林野火災に対する措置について定める。 

 

第１ 林野火災の予防対策〔消防局〕 

1. 現況 

本市における林野は、主に西部の秋保地区・作並地区、北東部の県民の森と市街地を囲む状態で

存在し、その面積は 45,378haと市域の概ね 58％を占めている。 

森林は、林産物を供給する経済的機能とともに、水資源のかん養、保健休養の場の提供、自然環

境の保全、形成等の多様な公益的機能を有しており、市民生活に欠くことのできない重要な役割を

果たしている。 

林野火災における主な出火原因は、近年のアウトドアブームに併せて、市民の森林に対する関心

が高まる中、入山者が増え人為的なものが多くなってきている。 

その発生時期は、市民の戸外での活動が増える 3月から 5月にかけての春期に集中している。 

2. 火災の予防対策 

林野火災は、ハイカーや行楽客等によるたばこ、たき火等の不始末など、そのほとんどが失火に

より発生している。このことから火災危険期を重点として、次によりたばこ、たき火の始末、異常

気象時の火気の取り扱い、さらに火入れに関する許可、届出等についての徹底を図るなど防火思想

の高揚に努める。 

(1) 山火事防止の広報 

林野火災の多く発生する時期にあわせ、春季火災予防運動の重点目標に「山火事対策の推進」

を掲げ、全市的な広報活動を展開し、林野火災の防止に努める。 

(2) 山火事防止推進体制の確立 

森林保全管理維持推進協議会等、各関係機関の協力を得て、山火事防止推進体制の確立を図

る。 

(3) ポスター、看板等の設置 

林道及び林内散策路、交通機関等に防火標語等を掲示したポスター、防火看板を掲げる。 

(4) チラシ、パンフレット等による啓発普及 

チラシ、パンフレット等を作成、配布するとともに、市及び各区の広報紙や町内会等の協力

を得て、住民に対して注意を喚起する。 

(5) 学校教育等による防火思想の普及 

標語、ポスター、作文などの募集を行うなど、学校教育を通じて児童生徒の防火思想の高揚

を図る。 



第 2 部 災害種別対策 第 2 章 公助 第 7 節 林野火災対策 

 

264 

第 7 節 林野火災対策 

本節では、大規模な林野火災に対する措置について定める。 

 

第１ 林野火災の予防対策〔消防局〕 

1. 現況 

本市における林野は、主に西部の秋保地区・作並地区、北東部の県民の森と市街地を囲む状態で

存在し、その面積は 45,378haと市域の概ね 58％を占めている。 

森林は、林産物を供給する経済的機能とともに、水資源のかん養、保健休養の場の提供、自然環

境の保全、形成等の多様な公益的機能を有しており、市民生活に欠くことのできない重要な役割を

果たしている。 

林野火災における主な出火原因は、近年のアウトドアブームに併せて、市民の森林に対する関心

が高まる中、入山者が増え人為的なものが多くなってきている。 

その発生時期は、市民の戸外での活動が増える 3月から 5月にかけての春期に集中している。 

2. 火災の予防対策 

林野火災は、ハイカーや行楽客等によるたばこ、たき火等の不始末など、そのほとんどが失火に

より発生している。このことから火災危険期を重点として、次によりたばこ、たき火の始末、異常

気象時の火気の取り扱い、さらに火入れに関する許可、届出等についての徹底を図るなど防火思想

の高揚に努める。 

(1) 山火事防止の広報 

林野火災の多く発生する時期にあわせ、春季火災予防運動の重点目標に「山火事対策の推進」

を掲げ、全市的な広報活動を展開し、林野火災の防止に努める。 

(2) 山火事防止推進体制の確立 

森林保全管理維持推進協議会等、各関係機関の協力を得て、山火事防止推進体制の確立を図

る。 

(3) ポスター、看板等の設置 

林道及び林内散策路、交通機関等に防火標語等を掲示したポスター、防火看板を掲げる。 

(4) チラシ、パンフレット等による啓発普及 

チラシ、パンフレット等を作成、配布するとともに、市及び各区の広報紙や町内会等の協力

を得て、住民に対して注意を喚起する。 

(5) 学校教育等による防火思想の普及 

標語、ポスター、作文などの募集を行うなど、学校教育を通じて児童生徒の防火思想の高揚

を図る。 

第 2 部 災害種別対策 第 2 章 公助 第 7 節 林野火災対策 

 

265 

(6) 林野火災特別地域の指定 

特別地域の指定を受けていることから、出火防止対策、消防施設等の整備、広報車等による

広報、防ぎょ訓練等万全の林野火災防ぎょ体制を図る。 

(7) 火入れ指導の徹底 

森林法の規定に基づく火入れの許可に関して「仙台市森林等における火入れの規制に関する

条例」を定め、火入れ地の周囲の状況や防火設備の計画等十分な防火体制を準備するよう指導

するなど火入れ指導の徹底に努める。 

3. 消防体制の確立 

(1) 総合的消防体制の確立 

平常時から林野火災に即応する体制の強化を図るため、消防局、消防団、その他の機関から

なる広域的、総合的消防体制を確立する。 

(2) 相互応援体制の確立 

林野火災の大規模化に対応した消防体制を確立するため、隣接市町、関係機関等の間におい

て相互応援協力体制を確立する。 

ア 隣接市町間において、「要請する場合の災害規模の基準」、「要請する応援隊の人員、資

機材等」について相互に定めておく。 

イ 林野火災時の消火用水としての水利使用について、かんがい用水利権者等に協力を要請す

る。 

ウ 関係機関相互の連携強化を図るため、年 1回以上の火災防ぎょ訓練を実施する。 

エ 空中消火活動における協力体制については、迅速に対応できるよう関係機関と調整を図る。 

 

4. 林野火災対策用資機材の備蓄 

林野火災に対処するため、関係機関はそれぞれ林野火災対策用資機材の整備、備蓄を推進すると

ともに森林所有者、管理者等に対しても同等の資機材、特に自然水利の確保を指導する。 
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第２ 林野火災の応急対策〔消防局〕 

林野火災の対応は、「仙台市消防活動基本規程」等別に定めるところにより、消防局が消防活

動を行うこととし、災害の状況により必要がある場合は、災害警戒本部体制等所要の組織体制を

もって対応するものとする。 

なお、消防局の主な対応は次のとおりとする。 

1. 通信体制 

林野火災発生時の通信は、次により行う。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡    例 

 通常の通報通信系統 

 必要に応じての通報通信系統 

 

林 野 庁 

（森林保護対策室） 

宮城県林業振興課 

   森林整備課 

宮城中央森林組合 

陸上自衛隊第 22即応機動連隊 
消 防 庁 

（防災課） 

東北森林管理局 

仙台森林管理署 

NTT東日本㈱宮城事業部 

宮城県仙台地方 

振 興 事 務 所  

仙台市関係機関 

宮城県警察本部 

関係警察署 

仙台市各消防署 

仙台市各消防団 
隣接消防本部 

火災発見者 

宮城県消防課 

仙台市消防局 
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2. 現場指揮本部の設置 

林野火災は広範囲に延焼拡大することが多く、大部隊及び大量の資機材の集結が必要となる。 

消防局は、広範囲に展開した部隊の行動把握及び統一的な指揮命令のもとに円滑な消防活動を

展開するため、現場指揮本部を設置し次の事項を任務とする。 

(1) 実態把握 

(2) 活動方針決定 

(3) 応援要請の要否 

(4) 関係機関等との連携 

(5) その他 

3. 広報体制 

火災時における付近住民に対して、災害の状況や消防活動の経緯、状況等を知らせ、住民の不安

解消を図るとともに、報道機関等に対し、適宜その情報を提供するものとする。 

4. 応援要請 

火災の防御のため他消防機関の応援を要するときは、消防組織法の規定による消防相互応援及

び同法の規定による広域消防応援に基づき応援を要請する。 

 

5. 自衛隊の災害派遣要請 

火災の状況から隣接市町等の応援によっても防御が困難であるときは、第 1 部第 2 章第 22 節

「応援協力要請（受援）計画」に定めるところにより、県知事に対し自衛隊の災害派遣を要求する。 

6. ヘリコプターの応援要請 

(1) 次の場合、ヘリコプターの応援要請を行う 

ア 地形等の状況により、保有資機材では対応困難な場合 

イ 火災規模に対して地上の防御能力（応援協定に基づく応援隊及び自衛隊の災害派遣部隊を

含む。）また、保有するヘリコプターのみでは対応困難な場合 

(2) 応援要請の手続 

ア 消防組織法の規定に基づく、大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱に基づ

く要請 

イ 自衛隊の災害派遣に関する知事への要求 

ウ 宮城県広域航空消防応援協定に基づく要請 
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2. 現場指揮本部の設置 

林野火災は広範囲に延焼拡大することが多く、大部隊及び大量の資機材の集結が必要となる。 

消防局は、広範囲に展開した部隊の行動把握及び統一的な指揮命令のもとに円滑な消防活動を
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「応援協力要請（受援）計画」に定めるところにより、県知事に対し自衛隊の災害派遣を要求する。 

6. ヘリコプターの応援要請 

(1) 次の場合、ヘリコプターの応援要請を行う 

ア 地形等の状況により、保有資機材では対応困難な場合 

イ 火災規模に対して地上の防御能力（応援協定に基づく応援隊及び自衛隊の災害派遣部隊を

含む。）また、保有するヘリコプターのみでは対応困難な場合 

(2) 応援要請の手続 

ア 消防組織法の規定に基づく、大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱に基づ

く要請 

イ 自衛隊の災害派遣に関する知事への要求 

ウ 宮城県広域航空消防応援協定に基づく要請 
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2. 現場指揮本部の設置 

林野火災は広範囲に延焼拡大することが多く、大部隊及び大量の資機材の集結が必要となる。 

消防局は、広範囲に展開した部隊の行動把握及び統一的な指揮命令のもとに円滑な消防活動を

展開するため、現場指揮本部を設置し次の事項を任務とする。 

(1) 実態把握 

(2) 活動方針決定 

(3) 応援要請の要否 

(4) 関係機関等との連携 

(5) その他 

3. 広報体制 

火災時における付近住民に対して、災害の状況や消防活動の経緯、状況等を知らせ、住民の不安

解消を図るとともに、報道機関等に対し、適宜その情報を提供するものとする。 

4. 応援要請 

火災の防御のため他消防機関の応援を要するときは、消防組織法の規定による消防相互応援及

び同法の規定による広域消防応援に基づき応援を要請する。 

 

5. 自衛隊の災害派遣要請 

火災の状況から隣接市町等の応援によっても防御が困難であるときは、第 1 部第 2 章第 22 節

「応援協力要請（受援）計画」に定めるところにより、県知事に対し自衛隊の災害派遣を要求する。 

6. ヘリコプターの応援要請 

(1) 次の場合、ヘリコプターの応援要請を行う 

ア 地形等の状況により、保有資機材では対応困難な場合 

イ 火災規模に対して地上の防御能力（応援協定に基づく応援隊及び自衛隊の災害派遣部隊を

含む。）また、保有するヘリコプターのみでは対応困難な場合 

(2) 応援要請の手続 

ア 消防組織法の規定に基づく、大規模特殊災害時における広域航空消防応援実施要綱に基づ

く要請 

イ 自衛隊の災害派遣に関する知事への要求 

ウ 宮城県広域航空消防応援協定に基づく要請 
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7. 空中消火資機材 

空中消火資機材の保管場所は、次のとおりである。 

(1) 仙台市の備蓄 

ア 「新川空中消火資機材備蓄倉庫」  青葉区新川字北野尻 3-2 

イ 「長袋空中消火資機材備蓄倉庫」  太白区秋保町長袋字大原 160-2 

ウ 「泉消防署」           泉区将監四丁目 4-1 

 

(2) 宮城県の備蓄 

ア 仙南地域広域行政事務組合消防本部 大河原消防署 

イ 石巻地区広域行政事務組合消防本部 石巻消防署 

ウ 大崎地域広域行政事務組合消防本部 鳴子消防署 

エ 栗原市消防本部          栗原消防署 

オ 登米市消防本部          登米市消防署 

カ 黒川地域行政事務組合消防本部   大衡出張所 

キ 宮城県防災航空隊         防災ヘリコプター管理事務所 

ク 東北方面航空隊          霞目駐屯地 

 

（（資資料料 88--44「「各各機機関関所所有有ののヘヘリリココププタターー一一覧覧」」参参照照））  
（（資資料料 88--55「「飛飛行行場場外外離離着着陸陸場場適適地地一一覧覧（（臨臨時時ヘヘリリポポーートト））」」参参照照））  

（（資資料料 88--66「「臨臨時時ヘヘリリポポーートトのの適適地地基基準準」」参参照照））  
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第 8 節 大雪・豪雪対策 

本節では、大雪による災害（市民生活に重大な影響を及ぼす大雪、人的被害の可能性がある雪崩

等）に対する応急対策及び交通確保対策について定める。 

第１ 豪雪災害の応急対策 

1. 組織・動員 

豪雪災害の対応は、第 2「道路災害時における交通確保対策」等別に定めるもののほか、災害の

状況により必要がある場合は、第 1部第 2 章第 2節「災害対策活動体制」に定めるところにより、

災害警戒本部体制等所要の組織体制をもって対応するものとする。 

豪雪災害に係る警戒対象部局は、次のとおりとする。 

ただし、災害の状況に応じ、対象部局を追加し、又は減ずるものとする。 

〈警戒対象部局〉 

大雪の災害の場合 

危機管理局 総務局 

市民局 健康福祉局 こども若者局  

経済局 都市整備局 建設局 消防局 教育局  

水道局 交通局 ガス局 各区 

 

2. 応急活動計画 

豪雪災害に係る発災から災害が収束するまでの主な応急活動計画は、次のとおりとする。 

〈主な応急活動〉 

(1) 豪雪災害の情報 

危機管理局は、前記 1 に基づき、関係局・区に対し、必要な組織体制及び職員の配備動員を

指示・伝達する。 

(2) 組織・動員 

ア 情報連絡体制の強化 

① 警戒対象部局の主管課及び各区の区民生活課は、関係職員の連絡体制を確保するととも

に、災害情報等の収集に努める。 

② 災害の状況により、速やかに上位の組織体制に移行できるよう備える。 

イ 災害警戒本部体制の措置 

危機管理監は、大雪等により、市内に災害が発生し、災害の警戒及び応急対策を組織的に実

施する必要があるときは「仙台市災害警戒本部運営要領」に基づき仙台市災害警戒本部を設置

し、災害の警戒及び応急対策等を組織的に実施する。 
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7. 空中消火資機材 

空中消火資機材の保管場所は、次のとおりである。 

(1) 仙台市の備蓄 

ア 「新川空中消火資機材備蓄倉庫」  青葉区新川字北野尻 3-2 

イ 「長袋空中消火資機材備蓄倉庫」  太白区秋保町長袋字大原 160-2 

ウ 「泉消防署」           泉区将監四丁目 4-1 

 

(2) 宮城県の備蓄 

ア 仙南地域広域行政事務組合消防本部 大河原消防署 

イ 石巻地区広域行政事務組合消防本部 石巻消防署 

ウ 大崎地域広域行政事務組合消防本部 鳴子消防署 

エ 栗原市消防本部          栗原消防署 

オ 登米市消防本部          登米市消防署 

カ 黒川地域行政事務組合消防本部   大衡出張所 

キ 宮城県防災航空隊         防災ヘリコプター管理事務所 

ク 東北方面航空隊          霞目駐屯地 

 

（（資資料料 88--44「「各各機機関関所所有有ののヘヘリリココププタターー一一覧覧」」参参照照））  
（（資資料料 88--55「「飛飛行行場場外外離離着着陸陸場場適適地地一一覧覧（（臨臨時時ヘヘリリポポーートト））」」参参照照））  

（（資資料料 88--66「「臨臨時時ヘヘリリポポーートトのの適適地地基基準準」」参参照照））  
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7. 空中消火資機材 

空中消火資機材の保管場所は、次のとおりである。 

(1) 仙台市の備蓄 

ア 「新川空中消火資機材備蓄倉庫」  青葉区新川字北野尻 3-2 

イ 「長袋空中消火資機材備蓄倉庫」  太白区秋保町長袋字大原 160-2 

ウ 「泉消防署」           泉区将監四丁目 4-1 

 

(2) 宮城県の備蓄 

ア 仙南地域広域行政事務組合消防本部 大河原消防署 

イ 石巻地区広域行政事務組合消防本部 石巻消防署 

ウ 大崎地域広域行政事務組合消防本部 鳴子消防署 

エ 栗原市消防本部          栗原消防署 

オ 登米市消防本部          登米市消防署 

カ 黒川地域行政事務組合消防本部   大衡出張所 

キ 宮城県防災航空隊         防災ヘリコプター管理事務所 

ク 東北方面航空隊          霞目駐屯地 

 

（（資資料料 88--44「「各各機機関関所所有有ののヘヘリリココププタターー一一覧覧」」参参照照））  
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第 8 節 大雪・豪雪対策 

本節では、大雪による災害（市民生活に重大な影響を及ぼす大雪、人的被害の可能性がある雪崩

等）に対する応急対策及び交通確保対策について定める。 

第１ 豪雪災害の応急対策 

1. 組織・動員 

豪雪災害の対応は、第 2「道路災害時における交通確保対策」等別に定めるもののほか、災害の

状況により必要がある場合は、第 1部第 2章第 2節「災害対策活動体制」に定めるところにより、

災害警戒本部体制等所要の組織体制をもって対応するものとする。 

豪雪災害に係る警戒対象部局は、次のとおりとする。 

ただし、災害の状況に応じ、対象部局を追加し、又は減ずるものとする。 

〈警戒対象部局〉 

大雪の災害の場合 

危機管理局 総務局 

市民局 健康福祉局 こども若者局  

経済局 都市整備局 建設局 消防局 教育局  

水道局 交通局 ガス局 各区 

 

2. 応急活動計画 

豪雪災害に係る発災から災害が収束するまでの主な応急活動計画は、次のとおりとする。 

〈主な応急活動〉 

(1) 豪雪災害の情報 

危機管理局は、前記 1 に基づき、関係局・区に対し、必要な組織体制及び職員の配備動員を

指示・伝達する。 

(2) 組織・動員 

ア 情報連絡体制の強化 

① 警戒対象部局の主管課及び各区の区民生活課は、関係職員の連絡体制を確保するととも

に、災害情報等の収集に努める。 

② 災害の状況により、速やかに上位の組織体制に移行できるよう備える。 

イ 災害警戒本部体制の措置 

危機管理監は、大雪等により、市内に災害が発生し、災害の警戒及び応急対策を組織的に実

施する必要があるときは「仙台市災害警戒本部運営要領」に基づき仙台市災害警戒本部を設置

し、災害の警戒及び応急対策等を組織的に実施する。 
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第 8 節 大雪・豪雪対策 

本節では、大雪による災害（市民生活に重大な影響を及ぼす大雪、人的被害の可能性がある雪崩

等）に対する応急対策及び交通確保対策について定める。 

第１ 豪雪災害の応急対策 

1. 組織・動員 

豪雪災害の対応は、第 2「道路災害時における交通確保対策」等別に定めるもののほか、災害の状

況により必要がある場合は、第 1部第 2章第 2節「災害対策活動体制」に定めるところにより、災害

警戒本部体制等所要の組織体制をもって対応するものとする。 

豪雪災害に係る警戒対象部局は、次のとおりとする。 

 ただし、災害の状況に応じ、対象部局を追加し、又は減ずるものとする。 

〈警戒対象部局〉 

大雪の災害の場合 

危機管理局 総務局 

市民局 健康福祉局 こども若者局  

経済局 都市整備局 建設局 消防局 教育局  

水道局 交通局 ガス局 各区 

 

2. 応急活動計画 

豪雪災害に係る発災から災害が収束するまでの主な応急活動計画は、次のとおりとする。 

〈主な応急活動〉 

(1) 豪雪災害の情報 

       危機管理局は、前記 1に基づき、関係局・区に対し、必要な組織体制及び職員の配備動員を 

指示・伝達する。 

(2) 組織・動員 

ア 情報連絡体制の強化 

① 警戒対象部局の主管課及び各区の区民生活課は、関係職員の連絡体制を確保するととも

に、災害情報等の収集に努める。 

② 災害の状況により、速やかに上位の組織体制に移行できるよう備える。 

イ 災害警戒本部体制の措置 

危機管理監は、大雪等により、市内に災害が発生し、災害の警戒及び応急対策を組織的に

実施する必要があるときは「仙台市災害警戒本部運営要領」に基づき仙台市災害警戒本部を

設置し、災害の警戒及び応急対策等を組織的に実施する。 
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ウ 災害対策本部体制の措置 

市長は「仙台市災害対策本部運営要綱」に基づき、仙台市災害対策本部を設置し、総合的な

災害対策を実施する。 

(3) 情報の収集伝達 

ア 関係各部及び区本部は、災害情報を収集し、速やかに警戒本部又は災対本部事務局に報告

する。 

イ 警戒本部又は災対本部事務局は、入手した情報を集約し、定期的に宮城県に報告する。 

(4) 広報 

ア 警戒本部又は災対本部事務局は、報道機関の協力を得て、定期的に災害の状況、応急対策

の実施状況等について広報を行う。 

イ 現地本部を設置した場合の広報は、原則として現地本部において行う。 

ウ 現地合同災害対策本部が設置された場合は、防災関係機関の合意に基づき現地合同災害対

策本部が広報を実施する。 

エ 市民に対し、不要不急の外出の抑制などについて、ホームページによる注意喚起や、マス

コミを通じた情報発信などを行う。 

(5) 道路の除雪 

道路保全課及び各区・総合支所道路担当課は、気象や道路の状況について、的確に情報を収

集し、早めの指示、迅速な除雪作業等を行う。特に、円滑な救急・救助活動や消火活動が実施

され、また、孤立集落が発生しないよう、道路保全課・各区・総合支所道路担当課・危機管理

局・消防局が情報を共有し、適切な除雪作業等を行う。 

除雪作業等の実施にあたり、道路保全課は市民生活に密接に関係するバス路線を優先して除

雪を行うよう除雪業者へ指示するとともに、各区・総合支所道路担当課は、路線バスの運行に

支障となる箇所や、バス乗降・駅利用に支障となる箇所の除雪や排雪について、事前に定める

計画書により建設業団体に対応を依頼する。 

各区・総合支所道路担当課は、安全確保のための排雪場所に人員を配置し運営する。 

(6) 救助の実施等 

要救助者がある場合、消防部は、消防団、警察、自衛隊等関係機関の協力を得て、救助活動

を行う。 

なお、緊急車両の通行を確保する緊急の必要がある場合、道路管理者は区間を指定して、緊

急車両の妨げとなる車両の運転者等に対して移動を命令する。運転者の不在時等は道路管理者

自ら車両を移動し、交通を確保する。 

(7) 医療救護 

健康福祉部は、必要に応じ、災害時医療連絡調整本部等を通じ、医療救護班を編成し、現地

へ派遣する。 
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(8) 応援要請及び応急復旧 

ア 警戒本部又は災対本部事務局は、災害の状況に応じ、時期を失することなく、他の地方公 

共団体に対し応援を要請するとともに、宮城県を通じ自衛隊の災害派遣を要請する。 

イ 建設部は、必要に応じ、次の協定等に基づく応援要請を行い、関係機関の協力を得て、早

期復旧に努める。 

 

(9) 現地災害対策本部 

ア 設置及び廃止 

現地災害対策本部（以下「現地本部」という。）は、局部的な災害、又は特定の地域におけ

る応急対策活動等を推進するため、本部長が必要であると判断したときに設置し、災害応急

対策等が完了したときに廃止する。 

なお、災対本部、又は区本部が設置されていない場合でも設置することができる。 

イ 設置場所 

現地本部は、原則として、被災現場に近い公共施設又は被災地を管轄する区役所等に設置す

る。 

ウ 現地本部長等の指名 

① 現地本部長の指名 

現地本部長は、本部員のうちから本部長が指名する。 

② 現地本部員の指名 

現地本部員は、現地本部長が関係する部の部長相当職にある者のうちから指名する。 

③ 現地本部要員の要請 

現地本部長は、必要に応じて関係する部及び区本部の職員の派遣を当該部長及び区本部長

に求めることができる。 

エ 庶務 

現地本部に係る庶務は、現地本部長が所属する部又は区が行うものとする。 

オ 所掌事務 

① 被災現地における情報の収集、伝達及び処理 

② 被災現地における災害対策関係機関との連絡・調整 

③ その他災害の警戒及び応急対策上必要な事項 

 

・「東北地方における建設省所管公共施設の災害時の相互応援に関する申し合わせ」 

（東北地方整備局、東北 6県土木部、仙台市建設局、東日本高速道路㈱東北支社） 

・「災害時における応急措置の協力に関する協定」（社団法人仙台建設業協会） 
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ウ 災害対策本部体制の措置 

市長は「仙台市災害対策本部運営要綱」に基づき、仙台市災害対策本部を設置し、総合的な

災害対策を実施する。 

(3) 情報の収集伝達 

ア 関係各部及び区本部は、災害情報を収集し、速やかに警戒本部又は災対本部事務局に報告

する。 

イ 警戒本部又は災対本部事務局は、入手した情報を集約し、定期的に宮城県に報告する。 

(4) 広報 

ア 警戒本部又は災対本部事務局は、報道機関の協力を得て、定期的に災害の状況、応急対策

の実施状況等について広報を行う。 

イ 現地本部を設置した場合の広報は、原則として現地本部において行う。 

ウ 現地合同災害対策本部が設置された場合は、防災関係機関の合意に基づき現地合同災害対

策本部が広報を実施する。 

エ 市民に対し、不要不急の外出の抑制などについて、ホームページによる注意喚起や、マス

コミを通じた情報発信などを行う。 

(5) 道路の除雪 

道路保全課及び各区・総合支所道路担当課は、気象や道路の状況について、的確に情報を収集

し、早めの指示、迅速な除雪作業等を行う。特に、円滑な救急・救助活動や消火活動が実施され、

また、孤立集落が発生しないよう、道路保全課・各区・総合支所道路担当課・危機管理局・消防局

が情報を共有し、適切な除雪作業等を行う。 

除雪作業等の実施にあたり、道路保全課は市民生活に密接に関係するバス路線を優先して除雪

を行うよう除雪業者へ指示するとともに、各区・総合支所道路担当課は、路線バスの運行に支障

となる箇所や、バス乗降・駅利用に支障となる箇所の除雪や排雪について、事前に定める計画書

により建設業団体に対応を依頼する。 

各区・総合支所道路担当課は、安全確保のための排雪場所に人員を配置し運営する。 

(6) 救助の実施等 

要救助者がある場合、消防部は、消防団、警察、自衛隊等関係機関の協力を得て、救助活動を

行う。 

なお、緊急車両の通行を確保する緊急の必要がある場合、道路管理者は区間を指定して、緊急

車両の妨げとなる車両の運転者等に対して移動を命令する。運転者の不在時等は道路管理者自ら

車両を移動し、交通を確保する。 

(7) 医療救護 

健康福祉部は、必要に応じ、災害時医療連絡調整本部等を通じ、医療救護班を編成し、現地へ

派遣する。 
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ウ 災害対策本部体制の措置 

市長は「仙台市災害対策本部運営要綱」に基づき、仙台市災害対策本部を設置し、総合的な

災害対策を実施する。 

(3) 情報の収集伝達 

ア 関係各部及び区本部は、災害情報を収集し、速やかに警戒本部又は災対本部事務局に報告

する。 

イ 警戒本部又は災対本部事務局は、入手した情報を集約し、定期的に宮城県に報告する。 

(4) 広報 

ア 警戒本部又は災対本部事務局は、報道機関の協力を得て、定期的に災害の状況、応急対策

の実施状況等について広報を行う。 

イ 現地本部を設置した場合の広報は、原則として現地本部において行う。 

ウ 現地合同災害対策本部が設置された場合は、防災関係機関の合意に基づき現地合同災害対

策本部が広報を実施する。 

エ 市民に対し、不要不急の外出の抑制などについて、ホームページによる注意喚起や、マス

コミを通じた情報発信などを行う。 

(5) 道路の除雪 

道路保全課及び各区・総合支所道路担当課は、気象や道路の状況について、的確に情報を収

集し、早めの指示、迅速な除雪作業等を行う。特に、円滑な救急・救助活動や消火活動が実施

され、また、孤立集落が発生しないよう、道路保全課・各区・総合支所道路担当課・危機管理

局・消防局が情報を共有し、適切な除雪作業等を行う。 

除雪作業等の実施にあたり、道路保全課は市民生活に密接に関係するバス路線を優先して除

雪を行うよう除雪業者へ指示するとともに、各区・総合支所道路担当課は、路線バスの運行に

支障となる箇所や、バス乗降・駅利用に支障となる箇所の除雪や排雪について、事前に定める

計画書により建設業団体に対応を依頼する。 

各区・総合支所道路担当課は、安全確保のための排雪場所に人員を配置し運営する。 

(6) 救助の実施等 

要救助者がある場合、消防部は、消防団、警察、自衛隊等関係機関の協力を得て、救助活動

を行う。 

なお、緊急車両の通行を確保する緊急の必要がある場合、道路管理者は区間を指定して、緊

急車両の妨げとなる車両の運転者等に対して移動を命令する。運転者の不在時等は道路管理者

自ら車両を移動し、交通を確保する。 

(7) 医療救護 

健康福祉部は、必要に応じ、災害時医療連絡調整本部等を通じ、医療救護班を編成し、現地

へ派遣する。 
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(8) 応援要請及び応急復旧 

ア 警戒本部又は災対本部事務局は、災害の状況に応じ、時期を失することなく、他の地方公 

共団体に対し応援を要請するとともに、宮城県を通じ自衛隊の災害派遣を要請する。 

イ 建設部は、必要に応じ、次の協定等に基づく応援要請を行い、関係機関の協力を得て、早

期復旧に努める。 

 

(9) 現地災害対策本部 

ア 設置及び廃止 

現地災害対策本部（以下「現地本部」という。）は、局部的な災害、又は特定の地域におけ

る応急対策活動等を推進するため、本部長が必要であると判断したときに設置し、災害応急

対策等が完了したときに廃止する。 

なお、災対本部、又は区本部が設置されていない場合でも設置することができる。 

イ 設置場所 

現地本部は、原則として、被災現場に近い公共施設又は被災地を管轄する区役所等に設置す

る。 

ウ 現地本部長等の指名 

① 現地本部長の指名 

現地本部長は、本部員のうちから本部長が指名する。 

② 現地本部員の指名 

現地本部員は、現地本部長が関係する部の部長相当職にある者のうちから指名する。 

③ 現地本部要員の要請 

現地本部長は、必要に応じて関係する部及び区本部の職員の派遣を当該部長及び区本部長

に求めることができる。 

エ 庶務 

現地本部に係る庶務は、現地本部長が所属する部又は区が行うものとする。 

オ 所掌事務 

① 被災現地における情報の収集、伝達及び処理 

② 被災現地における災害対策関係機関との連絡・調整 

③ その他災害の警戒及び応急対策上必要な事項 

 

・「東北地方における建設省所管公共施設の災害時の相互応援に関する申し合わせ」 

（東北地方整備局、東北 6県土木部、仙台市建設局、東日本高速道路㈱東北支社） 

・「災害時における応急措置の協力に関する協定」（社団法人仙台建設業協会） 
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(8) 応援要請及び応急復旧 

ア 警戒本部又は災対本部事務局は、災害の状況に応じ、時期を失することなく、他の地方公 

共団体に対し応援を要請するとともに、宮城県を通じ自衛隊の災害派遣を要請する。 

イ 建設部は、必要に応じ、次の協定等に基づく応援要請を行い、関係機関の協力を得て、早

期復旧に努める。 

 

(9) 現地災害対策本部 

ア 設置及び廃止 

現地災害対策本部（以下「現地本部」という。）は、局部的な災害、又は特定の地域におけ

る応急対策活動等を推進するため、本部長が必要であると判断したときに設置し、災害応急

対策等が完了したときに廃止する。 

なお、災対本部、又は区本部が設置されていない場合でも設置することができる。 

イ 設置場所 

現地本部は、原則として、被災現場に近い公共施設又は被災地を管轄する区役所等に設置す

る。 

ウ 現地本部長等の指名 

① 現地本部長の指名 

現地本部長は、本部員のうちから本部長が指名する。 

② 現地本部員の指名 

現地本部員は、現地本部長が関係する部の部長相当職にある者のうちから指名する。 

③ 現地本部要員の要請 

現地本部長は、必要に応じて関係する部及び区本部の職員の派遣を当該部長及び区本部長

に求めることができる。 

エ 庶務 

現地本部に係る庶務は、現地本部長が所属する部又は区が行うものとする。 

オ 所掌事務 

① 被災現地における情報の収集、伝達及び処理 

② 被災現地における災害対策関係機関との連絡・調整 

③ その他災害の警戒及び応急対策上必要な事項 

 

・「東北地方における建設省所管公共施設の災害時の相互応援に関する申し合わせ」 

（東北地方整備局、東北 6県土木部、仙台市建設局、東日本高速道路㈱東北支社） 

・「災害時における応急措置の協力に関する協定」（社団法人仙台建設業協会） 
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第 2 道路雪害時における交通確保対策〔建設局〕 

「豪雪災害時における道路交通確保のための緊急措置要領」（昭和 51年 12月 27日道企発第 70号

道路局長通達）に基づき、市域に道路雪害が発生し、または発生するおそれのある場合で、道路雪害

の警戒及び緊急対策に対する措置について定める。 

 

1. 警戒体制 

下記の指定積雪観測点の総数の 1/2以上が、概ね警戒積雪深に達した場合を目安として、降雪状

況やその他を勘案の上、東北地方整備局長と宮城県知事が協議して警戒体制への移行を決定した

場合、仙台市においても必要に応じ、市長を本部長とした「仙台市道路雪害警戒対策本部」を設置

する。 

(1) 指定雪量観測点及び警戒積雪深 

 

 

 

 

 

 

(2) 警戒体制における組織体制 

ア 東北地方整備局・宮城県との連絡体制 

 

 

 

 

イ 仙台市道路雪害警戒対策本部体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員の配置については、仙台市地域防災計画に基づく建設局、各区・総合支所の非常配備体

制における「災害警戒本部配備体制」を準用する。 

観観 測測 地地 名名 称称  指指定定雪雪量量観観測測点点  警警 戒戒 積積 雪雪 深深  

作 並 仙台市青葉区作並 80 ㎝   

小 野 田 加美町字原道端屋敷 26 70 ㎝   

鳴 子 大崎市鳴子温泉字岩渕 2-8 140 ㎝   

栗 駒 栗原市栗駒岩ヶ崎円鏡後 38 30 ㎝   

協 議 

報 告 

連 絡 東北地方

整備局長 
宮城県 

知 事 
仙台市長 

報 告 

命 令 

報 告 

東北地方

整備局長 

仙 台 市 長 

（本 部 長） 

（事務局） 

建 設 部 

又は 

道路課・建設課 

（事務局） 

建 設 局 

区長・総合支所長 

（区・総合支所本部長） 

指示・報告 指示・報告 
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(3) 警戒体制における措置 

ア 情報連絡の強化 

各区・総合支所の事務局は、毎日 9 時と 16時に、下記について本部事務局（建設局）に報

告することとし、連絡期間は警戒体制の実施から解除までとする。 

① 降雪量・積雪深 

② 気象状況 

③ 除雪・凍結防止作業報告 

④ 道路交通確保状況 

※ 通行止め状況については、発生後速やかに報告 

 

仙台市道路雪害警戒対策本部事務局は、各区・総合支所からの報告を受け、市域内において

通行止めや雪害等発生した場合には、速やかに宮城県、東北地方整備局及び関係機関に報告・

連絡を行う。 

イ 除雪作業の強化 

各区・総合支所の事務局は、管内の道路パトロールを実施し状況の把握に努め、区・総合支

所本部長に状況報告するとともに、本部事務局（建設局）・区・総合支所本部長の指示により、

円滑な道路交通を確保するために「除雪・凍結防止計画路線」のうち、国・県道、幹線市道及

びバス路線等計画路線を重点的に作業を行う。 

更に、必要に応じ計画路線以外の管内道路の除雪作業指示を行う。 

また、除雪等緊急を要する措置等が必要と判断した場合は、緊急業者等へ出動要請し、除雪

等応急対策を行う。 

ウ 道路雪害対策警戒体制の解除 

仙台市道路雪害警戒対策本部長は、警戒体制の事由がなくなったと認めるときは、道路雪害

警戒配備を解除するものとする。 

2. 緊急体制 

指定積雪量観測点の大部分が警戒積雪深を大幅に突破した場合で、かつ主要路線における除雪

状況、降雪状況、その他を勘案し、東北地方整備局長と宮城県知事が協議の上、道路雪害緊急体制

に移行・決定した場合、仙台市においても必要に応じ、市長を本部長とした「仙台市道路雪害緊急

対策本部」を設置する。 
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第 2 道路雪害時における交通確保対策〔建設局〕 

「豪雪災害時における道路交通確保のための緊急措置要領」（昭和 51年 12月 27日道企発第 70号

道路局長通達）に基づき、市域に道路雪害が発生し、または発生するおそれのある場合で、道路雪害

の警戒及び緊急対策に対する措置について定める。 

 

1. 警戒体制 

下記の指定積雪観測点の総数の 1/2以上が、概ね警戒積雪深に達した場合を目安として、降雪状

況やその他を勘案の上、東北地方整備局長と宮城県知事が協議して警戒体制への移行を決定した

場合、仙台市においても必要に応じ、市長を本部長とした「仙台市道路雪害警戒対策本部」を設置

する。 

(1) 指定雪量観測点及び警戒積雪深 

 

 

 

 

 

 

(2) 警戒体制における組織体制 

ア 東北地方整備局・宮城県との連絡体制 

 

 

 

 

イ 仙台市道路雪害警戒対策本部体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員の配置については、仙台市地域防災計画に基づく建設局、各区・総合支所の非常配備体

制における「災害警戒本部配備体制」を準用する。 

観観 測測 地地 名名 称称  指指定定雪雪量量観観測測点点  警警 戒戒 積積 雪雪 深深  

作 並 仙台市青葉区作並 80 ㎝   

小 野 田 加美町字原道端屋敷 26 70 ㎝   

鳴 子 大崎市鳴子温泉字岩渕 2-8 140 ㎝   

栗 駒 栗原市栗駒岩ヶ崎円鏡後 38 30 ㎝   

協 議 

報 告 

連 絡 東北地方

整備局長 

宮城県 

知 事 
仙台市長 

報 告 

命 令 

報 告 

東北地方

整備局長 

仙 台 市 長 

（本 部 長） 

（事務局） 

建 設 部 

又は 

道路課・建設課 

（事務局） 

建 設 局 

区長・総合支所長 

（区・総合支所本部長） 

指示・報告 指示・報告 
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第 2 道路雪害時における交通確保対策〔建設局〕 

「豪雪災害時における道路交通確保のための緊急措置要領」（昭和 51年 12月 27日道企発第 70号

道路局長通達）に基づき、市域に道路雪害が発生し、または発生するおそれのある場合で、道路雪害

の警戒及び緊急対策に対する措置について定める。 

 

1. 警戒体制 

下記の指定積雪観測点の総数の 1/2以上が、概ね警戒積雪深に達した場合を目安として、降雪状

況やその他を勘案の上、東北地方整備局長と宮城県知事が協議して警戒体制への移行を決定した

場合、仙台市においても必要に応じ、市長を本部長とした「仙台市道路雪害警戒対策本部」を設置

する。 

(1) 指定雪量観測点及び警戒積雪深 

 

 

 

 

 

 

(2) 警戒体制における組織体制 

ア 東北地方整備局・宮城県との連絡体制 

 

 

 

 

イ 仙台市道路雪害警戒対策本部体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員の配置については、仙台市地域防災計画に基づく建設局、各区・総合支所の非常配備体

制における「災害警戒本部配備体制」を準用する。 

観観 測測 地地 名名 称称  指指定定雪雪量量観観測測点点  警警 戒戒 積積 雪雪 深深  

作 並 仙台市青葉区作並 80 ㎝   

小 野 田 加美町字原道端屋敷 26 70 ㎝   

鳴 子 大崎市鳴子温泉字岩渕 2-8 140 ㎝   

栗 駒 栗原市栗駒岩ヶ崎円鏡後 38 30 ㎝   

協 議 

報 告 

連 絡 東北地方

整備局長 
宮城県 

知 事 
仙台市長 

報 告 

命 令 

報 告 

東北地方

整備局長 

仙 台 市 長 

（本 部 長） 

（事務局） 

建 設 部 

又は 

道路課・建設課 

（事務局） 

建 設 局 

区長・総合支所長 

（区・総合支所本部長） 

指示・報告 指示・報告 

第 2 部 災害種別対策 第 2 章 公助 第 8 節 大雪・豪雪対策 

 

273 

(3) 警戒体制における措置 

ア 情報連絡の強化 

各区・総合支所の事務局は、毎日 9 時と 16時に、下記について本部事務局（建設局）に報

告することとし、連絡期間は警戒体制の実施から解除までとする。 

① 降雪量・積雪深 

② 気象状況 

③ 除雪・凍結防止作業報告 

④ 道路交通確保状況 

※ 通行止め状況については、発生後速やかに報告 

 

仙台市道路雪害警戒対策本部事務局は、各区・総合支所からの報告を受け、市域内において

通行止めや雪害等発生した場合には、速やかに宮城県、東北地方整備局及び関係機関に報告・

連絡を行う。 

イ 除雪作業の強化 

各区・総合支所の事務局は、管内の道路パトロールを実施し状況の把握に努め、区・総合支

所本部長に状況報告するとともに、本部事務局（建設局）・区・総合支所本部長の指示により、

円滑な道路交通を確保するために「除雪・凍結防止計画路線」のうち、国・県道、幹線市道及

びバス路線等計画路線を重点的に作業を行う。 

更に、必要に応じ計画路線以外の管内道路の除雪作業指示を行う。 

また、除雪等緊急を要する措置等が必要と判断した場合は、緊急業者等へ出動要請し、除雪

等応急対策を行う。 

ウ 道路雪害対策警戒体制の解除 

仙台市道路雪害警戒対策本部長は、警戒体制の事由がなくなったと認めるときは、道路雪害

警戒配備を解除するものとする。 

2. 緊急体制 

指定積雪量観測点の大部分が警戒積雪深を大幅に突破した場合で、かつ主要路線における除雪

状況、降雪状況、その他を勘案し、東北地方整備局長と宮城県知事が協議の上、道路雪害緊急体制

に移行・決定した場合、仙台市においても必要に応じ、市長を本部長とした「仙台市道路雪害緊急

対策本部」を設置する。 
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(3) 警戒体制における措置 
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通行止めや雪害等発生した場合には、速やかに宮城県、東北地方整備局及び関係機関に報告・
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イ 除雪作業の強化 

各区・総合支所の事務局は、管内の道路パトロールを実施し状況の把握に努め、区・総合支

所本部長に状況報告するとともに、本部事務局（建設局）・区・総合支所本部長の指示により、

円滑な道路交通を確保するために「除雪・凍結防止計画路線」のうち、国・県道、幹線市道及

びバス路線等計画路線を重点的に作業を行う。 

更に、必要に応じ計画路線以外の管内道路の除雪作業指示を行う。 

また、除雪等緊急を要する措置等が必要と判断した場合は、緊急業者等へ出動要請し、除雪

等応急対策を行う。 

ウ 道路雪害対策警戒体制の解除 

仙台市道路雪害警戒対策本部長は、警戒体制の事由がなくなったと認めるときは、道路雪害

警戒配備を解除するものとする。 

2. 緊急体制 

指定積雪量観測点の大部分が警戒積雪深を大幅に突破した場合で、かつ主要路線における除雪

状況、降雪状況、その他を勘案し、東北地方整備局長と宮城県知事が協議の上、道路雪害緊急体制

に移行・決定した場合、仙台市においても必要に応じ、市長を本部長とした「仙台市道路雪害緊急

対策本部」を設置する。 
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(1) 緊急体制における組織体制 

ア 東北地方整備局・宮城県との連絡体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 仙台市道路雪害緊急対策本部体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職員の配置については、仙台市地域防災計画に基づく建設局、各区・総合支所及び関係局の

非常配備体制における「災害対策本部配備体制（1号から 3号）」を準用する。 

(2) 緊急体制における措置 

ア 情報連絡の強化 

各区・総合支所の事務局は、毎日 8時と 12時・16時に、下記について本部事務局（建設局）

に報告する。また、状況変化時点でも随時報告することとし、連絡期間は緊急体制の実施から

解除までとする。 

① 降雪量・積雪深 

② 気象状況 

③ 除雪・凍結防止作業報告 

④ 道路交通確保状況 

※ 通行止め状況については、発生後速やかに報告 

仙台市道路雪害警戒対策本部事務局は、各区・総合支所からの報告を受け、市域内において

通行止めや雪害等発生した場合には、速やかに宮城県、東北地方整備局及び関係機関に報告・

連絡を行う。 

イ 除雪作業の強化 

各区・総合支所の事務局は、管内の道路パトロールを実施し状況の把握に努め、区・総合支

所本部長に状況報告するとともに、本部事務局（建設局）・区・総合支所本部長の指示により、

協 議 

報 告 

連 絡 
宮城県 

知 事 
仙台市長 

報 告 

東北地方

整備局長 

自衛隊 

要 

請 

命 令 

報 告 

仙 台 市 長 

（本 部 長） 

（事務局） 

建 設 部 

又は 

道路課・建設課 

（事務局） 

建 設 局 

区長・総合支所長 

（区・総合支所本部長） 

指示・報告 指示・報告 
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円滑な道路交通を確保するために「除雪・凍結防止計画路線」のうち、国・県道、幹線市道及

びバス路線等計画路線を重点的に作業を行う。 

更に、必要に応じ計画路線以外の管内道路の除雪作業指示を行う。 

また、除雪等緊急を要する措置等が必要と判断した場合は、緊急業者等へ出動要請し、除雪

等応急対策を行う。 

ウ 道路雪害対策緊急体制の解除 

仙台市道路雪害緊急対策本部長は、緊急体制の事由がなくなったと認めるときは、道路雪害

緊急配備を解除するものとする。 
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職員の配置については、仙台市地域防災計画に基づく建設局、各区・総合支所及び関係局の

非常配備体制における「災害対策本部配備体制（1号から 3号）」を準用する。 

(2) 緊急体制における措置 

ア 情報連絡の強化 

各区・総合支所の事務局は、毎日 8 時と 12時・16時に、下記について本部事務局（建設局）

に報告する。また、状況変化時点でも随時報告することとし、連絡期間は緊急体制の実施から

解除までとする。 

① 降雪量・積雪深 

② 気象状況 

③ 除雪・凍結防止作業報告 

④ 道路交通確保状況 

※ 通行止め状況については、発生後速やかに報告 

仙台市道路雪害警戒対策本部事務局は、各区・総合支所からの報告を受け、市域内において

通行止めや雪害等発生した場合には、速やかに宮城県、東北地方整備局及び関係機関に報告・

連絡を行う。 

イ 除雪作業の強化 

各区・総合支所の事務局は、管内の道路パトロールを実施し状況の把握に努め、区・総合支

所本部長に状況報告するとともに、本部事務局（建設局）・区・総合支所本部長の指示により、
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仙台市長 
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東北地方

整備局長 
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建 設 部 

又は 
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（事務局） 

建 設 局 

区長・総合支所長 

（区・総合支所本部長） 

指示・報告 指示・報告 
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円滑な道路交通を確保するために「除雪・凍結防止計画路線」のうち、国・県道、幹線市道及

びバス路線等計画路線を重点的に作業を行う。 

更に、必要に応じ計画路線以外の管内道路の除雪作業指示を行う。 

また、除雪等緊急を要する措置等が必要と判断した場合は、緊急業者等へ出動要請し、除雪

等応急対策を行う。 

ウ 道路雪害対策緊急体制の解除 

仙台市道路雪害緊急対策本部長は、緊急体制の事由がなくなったと認めるときは、道路雪害

緊急配備を解除するものとする。 
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緊急配備を解除するものとする。 
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第 9 節 その他の災害対策 

放射性物質災害の対策〔関係各局〕 

本項では、本市域内における以下の放射性物質の事故による災害に対し、市民の生命、身体、

財産、又は環境を保護するほか、市民の不安を解消するために必要な事項について定める。 

なお、市域外の原子力施設での事故に伴う本市域内への影響にかかる災害対応については、原

子力災害対策編による。 
 
 

想 定 災 害 

1 核原料・核燃料物質（以下「核燃料物質等」という。）の輸送中

の漏洩事故による災害 

2 放射性同位元素による重大事故 

上記想定被害の対象 

と な る 放 射 性 物 質 

1 原子力発電所用の新燃料やその原材料である放射性物質 

2 研究用、医療用、検査用、測定用等の放射性同位元素 

  

1. 基本対策 

上記の想定災害に関する、事前対策及び応急対策を次のとおり定める。 

(1) 防災体制の整備 

ア 災害応急体制の整備 

① 関係局及び区は、放射性物質による災害対策を迅速かつ的確に実施するため、相互に協

力し、平時から放射性物質災害に係る防災体制の整備に努める。 

② 消防局は、消防活動計画の策定を行い、円滑な防災体制の確保、被ばく防止及び放射性

物質又は放射線による汚染の防止等、活動体制の整備に努める。 

③ 健康福祉局は、被ばくの恐れのある者に対する相談等の体制整備に努める。 

イ 管理体制の徹底 

① 事業者は放射性物質の事故による災害から市民の安全を確保するため「放射性同位元素

等による放射線障害の防止に関する法律」等関連法令を遵守し、災害の防止に努める。 

② 事業者は施設等において放射性物質又は放射線の異常漏洩や放射性物質の紛失等が発生

したときは、直ちに関係機関に連絡する。  

③ 各局及び区は放射性物質による事故災害の防止について関連業務を通して指導又は協力

要請をする。 

(2) 職員研修等の実施 

放射性物質による災害の特殊性を考慮し、必要に応じて次の事項について研修等を実施する。 

 

研 修 内 容 

1 放射性物質関連法令及び防災体制に関すること 

2 放射線、放射性物質の特性と事故の特徴に関すること 

3 放射線障害、放射線防護及び除染等に関すること 
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(3) 本市の行う応急対策と組織 

ア 災害発生の通報及び情報連絡体制の確立 

事業者等から放射性物質の事故等に関する通報・連絡を受けた場合、又はこれら災害発生の

報に接した場合、初動のための情報連絡網は、以下のとおりとする。 

<応急対策組織図> 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

イ 警戒本部の設置 

① 警戒本部の設置 

放射性物質災害の発生が確認された場合、又は蓋然性が高まったとき、又は危機管理監が

必要と認めるときは警戒本部を設置する。 

構成局・区 
危機管理局、総務局、健康福祉局、環境局、建設局、 

水道局、消防局、その他危機管理監が指定する局及び区 

② 区警戒本部の設置 

災害の状況により区長が必要と認めるとき、又は、警戒本部が設置されたときは、区警戒

本部を設置する。 

ウ 現地警戒本部の設置及び廃止 

① 放射性物質による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、危機管理監が必要

と認めるときは、現地警戒本部を設置し応急対策を実施する。 

② 現地警戒本部長は、危機管理監が指名する。 

③ 現地警戒本部の構成員は、別表「放射性物質災害に関する関係局・区の主な事務」に掲

げる局・区の中から現地警戒本部長が指名する。 

④ 危機管理監は、災害応急対策活動の必要がなくなったと認めるときは、現地本部を廃止

する。 

⑤ 現地警戒本部は、ただちに安全確保等の応急活動を実施する。 

  

指令課 

当事局及び区 

通報者等 

危機管理監 二役 

関係局及び区 

危機管理局危機対策課長 危機管理部長 

総務局広報課 
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第 9 節 その他の災害対策 

放射性物質災害の対策〔関係各局〕 

本項では、本市域内における以下の放射性物質の事故による災害に対し、市民の生命、身体、

財産、又は環境を保護するほか、市民の不安を解消するために必要な事項について定める。 

なお、市域外の原子力施設での事故に伴う本市域内への影響にかかる災害対応については、原

子力災害対策編による。 
 
 

想 定 災 害 

1 核原料・核燃料物質（以下「核燃料物質等」という。）の輸送中

の漏洩事故による災害 

2 放射性同位元素による重大事故 

上記想定被害の対象 

と な る 放 射 性 物 質 

1 原子力発電所用の新燃料やその原材料である放射性物質 

2 研究用、医療用、検査用、測定用等の放射性同位元素 

  

1. 基本対策 

上記の想定災害に関する、事前対策及び応急対策を次のとおり定める。 

(1) 防災体制の整備 

ア 災害応急体制の整備 

① 関係局及び区は、放射性物質による災害対策を迅速かつ的確に実施するため、相互に協

力し、平時から放射性物質災害に係る防災体制の整備に努める。 

② 消防局は、消防活動計画の策定を行い、円滑な防災体制の確保、被ばく防止及び放射性

物質又は放射線による汚染の防止等、活動体制の整備に努める。 

③ 健康福祉局は、被ばくの恐れのある者に対する相談等の体制整備に努める。 

イ 管理体制の徹底 

① 事業者は放射性物質の事故による災害から市民の安全を確保するため「放射性同位元素

等による放射線障害の防止に関する法律」等関連法令を遵守し、災害の防止に努める。 

② 事業者は施設等において放射性物質又は放射線の異常漏洩や放射性物質の紛失等が発生

したときは、直ちに関係機関に連絡する。  

③ 各局及び区は放射性物質による事故災害の防止について関連業務を通して指導又は協力

要請をする。 

(2) 職員研修等の実施 

放射性物質による災害の特殊性を考慮し、必要に応じて次の事項について研修等を実施する。 

 

研 修 内 容  

1 放射性物質関連法令及び防災体制に関すること 

2 放射線、放射性物質の特性と事故の特徴に関すること 

3 放射線障害、放射線防護及び除染等に関すること 
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第 9 節 その他の災害対策 

放射性物質災害の対策〔関係各局〕 

本項では、本市域内における以下の放射性物質の事故による災害に対し、市民の生命、身体、

財産、又は環境を保護するほか、市民の不安を解消するために必要な事項について定める。 

なお、市域外の原子力施設での事故に伴う本市域内への影響にかかる災害対応については、原

子力災害対策編による。 
 
 

想 定 災 害 

1 核原料・核燃料物質（以下「核燃料物質等」という。）の輸送中

の漏洩事故による災害 

2 放射性同位元素による重大事故 

上記想定被害の対象 

と な る 放 射 性 物 質 

1 原子力発電所用の新燃料やその原材料である放射性物質 

2 研究用、医療用、検査用、測定用等の放射性同位元素 

  

1. 基本対策 

上記の想定災害に関する、事前対策及び応急対策を次のとおり定める。 

(1) 防災体制の整備 

ア 災害応急体制の整備 

① 関係局及び区は、放射性物質による災害対策を迅速かつ的確に実施するため、相互に協

力し、平時から放射性物質災害に係る防災体制の整備に努める。 

② 消防局は、消防活動計画の策定を行い、円滑な防災体制の確保、被ばく防止及び放射性

物質又は放射線による汚染の防止等、活動体制の整備に努める。 

③ 健康福祉局は、被ばくの恐れのある者に対する相談等の体制整備に努める。 

イ 管理体制の徹底 

① 事業者は放射性物質の事故による災害から市民の安全を確保するため「放射性同位元素

等による放射線障害の防止に関する法律」等関連法令を遵守し、災害の防止に努める。 

② 事業者は施設等において放射性物質又は放射線の異常漏洩や放射性物質の紛失等が発生

したときは、直ちに関係機関に連絡する。  

③ 各局及び区は放射性物質による事故災害の防止について関連業務を通して指導又は協力

要請をする。 

(2) 職員研修等の実施 

放射性物質による災害の特殊性を考慮し、必要に応じて次の事項について研修等を実施する。 

 

研 修 内 容 

1 放射性物質関連法令及び防災体制に関すること 

2 放射線、放射性物質の特性と事故の特徴に関すること 

3 放射線障害、放射線防護及び除染等に関すること 
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(3) 本市の行う応急対策と組織 

ア 災害発生の通報及び情報連絡体制の確立 

事業者等から放射性物質の事故等に関する通報・連絡を受けた場合、又はこれら災害発生の

報に接した場合、初動のための情報連絡網は、以下のとおりとする。 

<応急対策組織図> 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

イ 警戒本部の設置 

① 警戒本部の設置 

放射性物質災害の発生が確認された場合、又は蓋然性が高まったとき、又は危機管理監が

必要と認めるときは警戒本部を設置する。 

構成局・区 
危機管理局、総務局、健康福祉局、環境局、建設局、 

水道局、消防局、その他危機管理監が指定する局及び区 

② 区警戒本部の設置 

災害の状況により区長が必要と認めるとき、又は、警戒本部が設置されたときは、区警戒

本部を設置する。 

ウ 現地警戒本部の設置及び廃止 

① 放射性物質による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、危機管理監が必要

と認めるときは、現地警戒本部を設置し応急対策を実施する。 

② 現地警戒本部長は、危機管理監が指名する。 

③ 現地警戒本部の構成員は、別表「放射性物質災害に関する関係局・区の主な事務」に掲

げる局・区の中から現地警戒本部長が指名する。 

④ 危機管理監は、災害応急対策活動の必要がなくなったと認めるときは、現地本部を廃止

する。 

⑤ 現地警戒本部は、ただちに安全確保等の応急活動を実施する。 

  

指令課 

当事局及び区 

通報者等 

危機管理監 二役 

関係局及び区 

危機管理局危機対策課長 危機管理部長 

総務局広報課 
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(3) 本市の行う応急対策と組織 

ア 災害発生の通報及び情報連絡体制の確立 

事業者等から放射性物質の事故等に関する通報・連絡を受けた場合、又はこれら災害発生の

報に接した場合、初動のための情報連絡網は、以下のとおりとする。 

<応急対策組織図> 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

イ 警戒本部の設置 

① 警戒本部の設置 

放射性物質災害の発生が確認された場合、又は蓋然性が高まったとき、又は危機管理監が

必要と認めるときは警戒本部を設置する。 

構成局・区 
危機管理局、総務局、健康福祉局、環境局、建設局、 

水道局、消防局、その他危機管理監が指定する局及び区 

② 区警戒本部の設置 

災害の状況により区長が必要と認めるとき、又は、警戒本部が設置されたときは、区警戒

本部を設置する。 

ウ 現地警戒本部の設置及び廃止 

① 放射性物質による災害が発生し、又は発生するおそれがある場合で、危機管理監が必要

と認めるときは、現地警戒本部を設置し応急対策を実施する。 

② 現地警戒本部長は、危機管理監が指名する。 

③ 現地警戒本部の構成員は、別表「放射性物質災害に関する関係局・区の主な事務」に掲

げる局・区の中から現地警戒本部長が指名する。 

④ 危機管理監は、災害応急対策活動の必要がなくなったと認めるときは、現地本部を廃止

する。 

⑤ 現地警戒本部は、ただちに安全確保等の応急活動を実施する。 

  

指令課 

当事局及び区 

通報者等 

危機管理監 二役 

関係局及び区 

危機管理局危機対策課長 危機管理部長 

総務局広報課 
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エ 災対本部及び区本部の設置及び廃止 

① 市長は、国又は県の指導又は助言を受け、特に全庁的な取り組みが必要と判断した場合

に、災対本部を設置する。災対本部及び区本部の組織等は、仙台市災害対策本部運営要綱

による。 

② 災対本部が設置された場合は、現地警戒本部は現地本部となる。 

③ 市長は必要がなくなったと認めるときは、災対本部を廃止する。 

オ 災対本部等の主な活動 

① 災対本部及び区本部は、対策を実施するにあたっては、必要に応じ、別表「放射性物質

災害に関する関係局・区の主な事務」に掲げる活動を主に、国及び県と協議を行う。 

② 各部及び区本部は別表「放射性物質災害に関する関係局・区の主な事務」に従い、活動

を行う。 

カ 発災後の情報の収集及び広報 

① 緊急時に国又は県から派遣される放射線の測定（以下、「モニタリング」という。）要

員等が実施する放射線測定で得られた実測値の迅速な提供を受けるとともに、国及び県の

評価及び予測等の情報の共有に努める。 

② 災対本部は、警戒区域への立入り禁止等について、関係機関と連携して迅速かつ適切な

広報活動等を行う。 

③ 関係局及び区は災害発生時に必要に応じて市民相談の窓口を開設する。 

キ 各種制限行為の解除 

本部長等は、環境モニタリング等による地域の調査等の措置が行われたのち、国が派遣する

専門家の判断を踏まえ、各種制限行為の解除を行う。 

 

2. 核燃料物質等の輸送中の災害対策 

核燃料物質等の輸送の安全対策は、原子力関係法令や災害基本計画等に基づき、国の規制・監督

のもとに行われているが、市域内で核燃料物質等の輸送車両の事故により放射性物質の漏洩が発

生し、又は発生するおそれがある場合、市民の安全と環境を守るために次の対策を実施する。 

(1) 本市の行う事前対策 

消防局は核燃料物質等の陸上輸送の予定通報を確実に受信伝達できる体制の充実、強化に努

める。 
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(2) 応急対策の業務分担 

核燃料物質等輸送時の災害が発生した場合の、主な防災関係機関の業務分担は、下表による。 
 

<防 災 関 係 機 関 の 業 務 分 担 > 

  

      関係機関 

主な活動 

輸 送 

事業者 
国 県 消防 警察 市 

事 故 発 生 通 報 ◎      

応急対応（消火・救出・退避） ◎      

情 報 収 集 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ 

放 射 線 の 測 定 ◎ ◎ ○ ○   

立 入 禁 止 区 域 設 定 ○ ◎  ○ ○  

汚染者・汚染物の措置 ◎ ○     

消 火 活 動    ◎   

交 通 規 制 、 避 難 誘 導     ◎  

群 集 整 理    ○ ◎  

救 助 活 動    ◎ ◎  

救 急 活 動    ◎   

広 報 活 動  ◎ ○ ○  ○ 
◎：主務機関（主体的に対応する機関） 

○：協力機関（主務機関と連携をとり対応する機関） 

 

(3) 輸送事業者の行う応急対策 

輸送中の事故により放射性物質等よる災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合

の防災活動は、第一次的には輸送事業者が実施する。 

ア 原子力事業者等から運搬を委託された者は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合

には、状況を迅速、的確に把握し、別図に定める連絡体制に従い、安全規制担当省庁、最寄

りの消防、警察機関等の関係機関にただちに通報・連絡する。 

イ 輸送事業者は、災害が発生した場合には、速やかに次の措置を実施する。 
 

原子力事業者等から

運搬を委託された者 

1 事故現場周辺のモニタリングの実施 

2 消火及び輸送物の安全な場所への移動等の延焼防止措置 

3 関係者以外の立入を禁止する措置 

4 運搬に従事する者や付近にいる者の退避措置 

5 核燃料物質等による汚染の拡大防止及び除去 

6 放射線障害を受けた者の救出、避難等の措置 

7 その他放射線障害防止のために必要な措置 

 

(4) 本市の行う応急対策 

本市における組織体制及び分担事項は本項の基本対策の通りとする。 

なお、消防部における消防活動は別途定める消防局規定に従う。 
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エ 災対本部及び区本部の設置及び廃止 

① 市長は、国又は県の指導又は助言を受け、特に全庁的な取り組みが必要と判断した場合

に、災対本部を設置する。災対本部及び区本部の組織等は、仙台市災害対策本部運営要綱

による。 

② 災対本部が設置された場合は、現地警戒本部は現地本部となる。 

③ 市長は必要がなくなったと認めるときは、災対本部を廃止する。 

オ 災対本部等の主な活動 

① 災対本部及び区本部は、対策を実施するにあたっては、必要に応じ、別表「放射性物質

災害に関する関係局・区の主な事務」に掲げる活動を主に、国及び県と協議を行う。 

② 各部及び区本部は別表「放射性物質災害に関する関係局・区の主な事務」に従い、活動

を行う。 

カ 発災後の情報の収集及び広報 

① 緊急時に国又は県から派遣される放射線の測定（以下、「モニタリング」という。）要

員等が実施する放射線測定で得られた実測値の迅速な提供を受けるとともに、国及び県の

評価及び予測等の情報の共有に努める。 

② 災対本部は、警戒区域への立入り禁止等について、関係機関と連携して迅速かつ適切な

広報活動等を行う。 

③ 関係局及び区は災害発生時に必要に応じて市民相談の窓口を開設する。 

キ 各種制限行為の解除 

本部長等は、環境モニタリング等による地域の調査等の措置が行われたのち、国が派遣する

専門家の判断を踏まえ、各種制限行為の解除を行う。 

 

2. 核燃料物質等の輸送中の災害対策 

核燃料物質等の輸送の安全対策は、原子力関係法令や災害基本計画等に基づき、国の規制・監督

のもとに行われているが、市域内で核燃料物質等の輸送車両の事故により放射性物質の漏洩が発

生し、又は発生するおそれがある場合、市民の安全と環境を守るために次の対策を実施する。 

(1) 本市の行う事前対策 

消防局は核燃料物質等の陸上輸送の予定通報を確実に受信伝達できる体制の充実、強化に努

める。 
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エ 災対本部及び区本部の設置及び廃止 

① 市長は、国又は県の指導又は助言を受け、特に全庁的な取り組みが必要と判断した場合

に、災対本部を設置する。災対本部及び区本部の組織等は、仙台市災害対策本部運営要綱

による。 

② 災対本部が設置された場合は、現地警戒本部は現地本部となる。 

③ 市長は必要がなくなったと認めるときは、災対本部を廃止する。 

オ 災対本部等の主な活動 

① 災対本部及び区本部は、対策を実施するにあたっては、必要に応じ、別表「放射性物質

災害に関する関係局・区の主な事務」に掲げる活動を主に、国及び県と協議を行う。 

② 各部及び区本部は別表「放射性物質災害に関する関係局・区の主な事務」に従い、活動

を行う。 

カ 発災後の情報の収集及び広報 

① 緊急時に国又は県から派遣される放射線の測定（以下、「モニタリング」という。）要

員等が実施する放射線測定で得られた実測値の迅速な提供を受けるとともに、国及び県の

評価及び予測等の情報の共有に努める。 

② 災対本部は、警戒区域への立入り禁止等について、関係機関と連携して迅速かつ適切な

広報活動等を行う。 

③ 関係局及び区は災害発生時に必要に応じて市民相談の窓口を開設する。 

キ 各種制限行為の解除 

本部長等は、環境モニタリング等による地域の調査等の措置が行われたのち、国が派遣する

専門家の判断を踏まえ、各種制限行為の解除を行う。 

 

2. 核燃料物質等の輸送中の災害対策 

核燃料物質等の輸送の安全対策は、原子力関係法令や災害基本計画等に基づき、国の規制・監督

のもとに行われているが、市域内で核燃料物質等の輸送車両の事故により放射性物質の漏洩が発

生し、又は発生するおそれがある場合、市民の安全と環境を守るために次の対策を実施する。 

(1) 本市の行う事前対策 

消防局は核燃料物質等の陸上輸送の予定通報を確実に受信伝達できる体制の充実、強化に努

める。 
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(2) 応急対策の業務分担 

核燃料物質等輸送時の災害が発生した場合の、主な防災関係機関の業務分担は、下表による。 
 

<防 災 関 係 機 関 の 業 務 分 担 > 

  

      関係機関 

主な活動 

輸 送 

事業者 
国 県 消防 警察 市 

事 故 発 生 通 報 ◎      

応急対応（消火・救出・退避） ◎      

情 報 収 集 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ 

放 射 線 の 測 定 ◎ ◎ ○ ○   

立 入 禁 止 区 域 設 定 ○ ◎  ○ ○  

汚染者・汚染物の措置 ◎ ○     

消 火 活 動    ◎   

交 通 規 制 、 避 難 誘 導     ◎  

群 集 整 理    ○ ◎  

救 助 活 動    ◎ ◎  

救 急 活 動    ◎   

広 報 活 動  ◎ ○ ○  ○ 
◎：主務機関（主体的に対応する機関） 

○：協力機関（主務機関と連携をとり対応する機関） 

 

(3) 輸送事業者の行う応急対策 

輸送中の事故により放射性物質等よる災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合

の防災活動は、第一次的には輸送事業者が実施する。 

ア 原子力事業者等から運搬を委託された者は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合

には、状況を迅速、的確に把握し、別図に定める連絡体制に従い、安全規制担当省庁、最寄

りの消防、警察機関等の関係機関にただちに通報・連絡する。 

イ 輸送事業者は、災害が発生した場合には、速やかに次の措置を実施する。 
 

原子力事業者等から

運搬を委託された者 

1 事故現場周辺のモニタリングの実施 

2 消火及び輸送物の安全な場所への移動等の延焼防止措置 

3 関係者以外の立入を禁止する措置 

4 運搬に従事する者や付近にいる者の退避措置 

5 核燃料物質等による汚染の拡大防止及び除去 

6 放射線障害を受けた者の救出、避難等の措置 

7 その他放射線障害防止のために必要な措置 

 

(4) 本市の行う応急対策 

本市における組織体制及び分担事項は本項の基本対策の通りとする。 

なお、消防部における消防活動は別途定める消防局規定に従う。 
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(2) 応急対策の業務分担 

核燃料物質等輸送時の災害が発生した場合の、主な防災関係機関の業務分担は、下表による。 
 

<防 災 関 係 機 関 の 業 務 分 担 > 

  

      関係機関 

主な活動 

輸 送 

事業者 
国 県 消防 警察 市 

事 故 発 生 通 報  ◎      

応急対応（消火・救出・退避） ◎      

情 報 収 集  ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ 

放 射 線 の 測 定  ◎ ◎ ○ ○   

立 入 禁 止 区 域 設 定  ○ ◎  ○ ○  

汚染者・汚染物の措置  ◎ ○     

消 火 活 動     ◎   

交 通 規 制 、 避 難 誘 導      ◎  

群 集 整 理     ○ ◎  

救 助 活 動     ◎ ◎  

救 急 活 動     ◎   

広 報 活 動   ◎ ○ ○  ○ 
◎：主務機関（主体的に対応する機関） 

○：協力機関（主務機関と連携をとり対応する機関） 

 

(3) 輸送事業者の行う応急対策 

輸送中の事故により放射性物質等よる災害が発生した場合、又は発生するおそれがある場合

の防災活動は、第一次的には輸送事業者が実施する。 

ア 原子力事業者等から運搬を委託された者は、災害が発生し又は発生するおそれがある場合

には、状況を迅速、的確に把握し、別図に定める連絡体制に従い、安全規制担当省庁、最寄

りの消防、警察機関等の関係機関にただちに通報・連絡する。 

イ 輸送事業者は、災害が発生した場合には、速やかに次の措置を実施する。 
 

原子力事業者等から

運搬を委託された者 

1 事故現場周辺のモニタリングの実施 

2 消火及び輸送物の安全な場所への移動等の延焼防止措置 

3 関係者以外の立入を禁止する措置 

4 運搬に従事する者や付近にいる者の退避措置 

5 核燃料物質等による汚染の拡大防止及び除去 

6 放射線障害を受けた者の救出、避難等の措置 

7 その他放射線障害防止のために必要な措置 

 

(4) 本市の行う応急対策 

本市における組織体制及び分担事項は本項の基本対策の通りとする。 

なお、消防部における消防活動は別途定める消防局規定に従う。 
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3. 放射性同位元素による重大事故対策 

放射性同位元素保有施設にかかる施設の事故、放置事故、及び輸送事故等における対応を定める。 

(1) 本市の行う事前対策 

事業者及び原子力規制委員会等から放射性同位元素による重大事故発生の情報を確実に受信

伝達できる体制の充実、強化に努めるものとする。消防局は、放射線施設の許可、届出があっ

た場合の消防庁からの通知に基づき、放射性同位元素保有施設の実態を把握する。 

 

(2) 応急対策の業務分担 

放射性同位元素に関する重大災害が発生した場合の、主な防災関係機関の業務分担は、下表

による。 
 

<防 災 関 係 機 関 の 業 務 分 担 > 

 
      関係機関 

主な活動 

輸 送 

事業者 
国 県 消防 警察 市 

事 故 発 生 通 報  ◎      

応急対応（消火・救出・退避） ◎      

情 報 収 集  ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ 

放 射 線 の 測 定  ◎ ◎  ○   

立 入 禁 止 区 域 設 定  ○ ◎  ○ ○  

放射性物質の捜索・回収  ◎ ○   ○  

消 火 活 動     ◎   

救 助 活 動     ◎ ◎  

救 急 活 動     ◎   

汚染者・汚染物の措置  ◎ ◎     

交 通 規 制      ◎  

群 集 整 理     ○ ◎  

事 故 原 因 の 調 査  ○ ◎   ○  

広 報 活 動   ◎ ○ ○  ○ 
◎：主務機関（主体的に対応する機関） 

○：協力機関（主務機関と連携をとり対応する機関） 

(3) 本市の行う応急対策 

本市の組織体制及び分担事項は本項の基本対策の通りとする。なお消防局における消防活動

は別途定める消防局規定に従う。 
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<放射性物質災害に関する関係局・区の主な事務> 

  

関関係係局局区区  担担 当当 業業 務務  

災対本部事務局 

1●情報伝達体制の整備 

2 警戒本部及び災対本部の設置、運営 

3 防災活動の総合調整 

4 安全規制担当省等の専門家の派遣要請 

5 災害状況の記録、まとめ 

総 務 部 
1 警戒本部及び災対本部の運営 

2 広報・報道対応 

健 康 福 祉 部  

1 区保健福祉センターとの連絡調整 

2 被ばく者の医療、助産及び救護の相談 

3 被ばく者等を受け入れる医療機関の選定と確保 

4 市民の放射能災害による健康に関する相談 

1 食品の放射線量の情報の収集 

2 汚染食品等の廃棄等の指導 

環 境 部 
1 市域における大気・水質の環境放射線測定結果に関する

情報の収集 

建 設 部 
1 区建設部との連絡調整、道路等の復旧 

2 下水道の放射性物質に対する水質保全 

消 防 部 

1●放射性同位元素保有施設の実態把握、及び安全確認等 

2●消防活動計画の策定 

3 放射性物質事故に伴う消火、救助、救急活動 

4 関係機関への通報、連絡、応援要請 

水 道 部 1 水道水の放射性物質汚染に対する安全確保 

関 係 区 本 部  

1 区警戒本部及び区本部の設置・運営 

2 災害情報の収集、伝達及び被害状況の調査 

3 付近住民等への広報 

4 被災地に関する対応 

5 市民の放射能災害に関する問い合わせや健康相談 

※ ●は、事前対策に関する事務を示す。 

※  警戒本部体制下の場合は、「災対本部事務局」を「警戒本部庶務担当」、「部」を「局」、「区本部」 

を「区役所」へ読み替え。 
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3. 放射性同位元素による重大事故対策 

放射性同位元素保有施設にかかる施設の事故、放置事故、及び輸送事故等における対応を定める。 

(1) 本市の行う事前対策 

事業者及び原子力規制委員会等から放射性同位元素による重大事故発生の情報を確実に受信

伝達できる体制の充実、強化に努めるものとする。消防局は、放射線施設の許可、届出があっ

た場合の消防庁からの通知に基づき、放射性同位元素保有施設の実態を把握する。 

 

(2) 応急対策の業務分担 

放射性同位元素に関する重大災害が発生した場合の、主な防災関係機関の業務分担は、下表

による。 
 

<防 災 関 係 機 関 の 業 務 分 担 > 

 
      関係機関 

主な活動 

輸 送 

事業者 
国 県 消防 警察 市 

事 故 発 生 通 報  ◎      

応急対応（消火・救出・退避） ◎      

情 報 収 集  ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ 

放 射 線 の 測 定  ◎ ◎  ○   

立 入 禁 止 区 域 設 定  ○ ◎  ○ ○  

放射性物質の捜索・回収  ◎ ○   ○  

消 火 活 動     ◎   

救 助 活 動     ◎ ◎  

救 急 活 動     ◎   

汚染者・汚染物の措置  ◎ ◎     

交 通 規 制      ◎  

群 集 整 理     ○ ◎  

事 故 原 因 の 調 査  ○ ◎   ○  

広 報 活 動   ◎ ○ ○  ○ 
◎：主務機関（主体的に対応する機関） 

○：協力機関（主務機関と連携をとり対応する機関） 

(3) 本市の行う応急対策 

本市の組織体制及び分担事項は本項の基本対策の通りとする。なお消防局における消防活動

は別途定める消防局規定に従う。 
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3. 放射性同位元素による重大事故対策 

放射性同位元素保有施設にかかる施設の事故、放置事故、及び輸送事故等における対応を定める。 

(1) 本市の行う事前対策 

事業者及び原子力規制委員会等から放射性同位元素による重大事故発生の情報を確実に受信

伝達できる体制の充実、強化に努めるものとする。消防局は、放射線施設の許可、届出があっ

た場合の消防庁からの通知に基づき、放射性同位元素保有施設の実態を把握する。 

 

(2) 応急対策の業務分担 

放射性同位元素に関する重大災害が発生した場合の、主な防災関係機関の業務分担は、下表

による。 
 

<防 災 関 係 機 関 の 業 務 分 担 > 

 
      関係機関 

主な活動 

輸 送 

事業者 
国 県 消防 警察 市 

事 故 発 生 通 報  ◎      

応急対応（消火・救出・退避） ◎      

情 報 収 集  ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ 

放 射 線 の 測 定  ◎ ◎  ○   

立 入 禁 止 区 域 設 定  ○ ◎  ○ ○  

放射性物質の捜索・回収  ◎ ○   ○  

消 火 活 動     ◎   

救 助 活 動     ◎ ◎  

救 急 活 動     ◎   

汚染者・汚染物の措置  ◎ ◎     

交 通 規 制      ◎  

群 集 整 理     ○ ◎  

事 故 原 因 の 調 査  ○ ◎   ○  

広 報 活 動   ◎ ○ ○  ○ 
◎：主務機関（主体的に対応する機関） 

○：協力機関（主務機関と連携をとり対応する機関） 

(3) 本市の行う応急対策 

本市の組織体制及び分担事項は本項の基本対策の通りとする。なお消防局における消防活動

は別途定める消防局規定に従う。 
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<放射性物質災害に関する関係局・区の主な事務> 

  

関関係係局局区区  担担 当当 業業 務務  

災対本部事務局 

1●情報伝達体制の整備 

2 警戒本部及び災対本部の設置、運営 

3 防災活動の総合調整 

4 安全規制担当省等の専門家の派遣要請 

5 災害状況の記録、まとめ 

総 務 部 
1 警戒本部及び災対本部の運営 

2 広報・報道対応 

健 康 福 祉 部  

1 区保健福祉センターとの連絡調整 

2 被ばく者の医療、助産及び救護の相談 

3 被ばく者等を受け入れる医療機関の選定と確保 

4 市民の放射能災害による健康に関する相談 

1 食品の放射線量の情報の収集 

2 汚染食品等の廃棄等の指導 

環 境 部 
1 市域における大気・水質の環境放射線測定結果に関する

情報の収集 

建 設 部 
1 区建設部との連絡調整、道路等の復旧 

2 下水道の放射性物質に対する水質保全 

消 防 部 

1●放射性同位元素保有施設の実態把握、及び安全確認等 

2●消防活動計画の策定 

3 放射性物質事故に伴う消火、救助、救急活動 

4 関係機関への通報、連絡、応援要請 

水 道 部 1 水道水の放射性物質汚染に対する安全確保 

関 係 区 本 部  

1 区警戒本部及び区本部の設置・運営 

2 災害情報の収集、伝達及び被害状況の調査 

3 付近住民等への広報 

4 被災地に関する対応 

5 市民の放射能災害に関する問い合わせや健康相談 

※ ●は、事前対策に関する事務を示す。 

※  警戒本部体制下の場合は、「災対本部事務局」を「警戒本部庶務担当」、「部」を「局」、「区本部」 

を「区役所」へ読み替え。 
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<放射性物質災害時等の初動連絡体制図> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
(凡例)表中の「法」、「規則」、「通達」は、それぞれ対応の根拠を示す。 

※1 「法」は、「核原料物質・核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」 

※2 「規則」は、「核燃料物質等の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則」 

※3 「通達」は、「放射性物質輸送の事故安全対策に関する措置について（昭和 59年 2月 24日放射性物 

質安全輸送連絡会）」 

事業者等 

関係省庁専門官 

消防庁 

宮城県警 

宮城県（防災推進課） 

総務局 健康福祉局 環境局 
建設局 水道局   消防局 

 該当区役所 

災害現場派遣 

通報（119番） 
通報（法 64条） 

通報（通達） 

状況報告 

各局対応 

指令 

初期対応 連絡 

関係局へ連絡 

区対応 

災害発生 

宮城海上保安部 

所在都道府県知事 

所在市町村長 

関係隣接都道府県知事 

原災特措法 

第 10条 

消防局（指令課） 

危機管理局 

該当消防署 

原子力規制委員会 

 ・火災発生、延焼のおそれの 

ある火災（規則第１条） 

・事故の発生（通達） 
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<放射性物質災害時等の初動連絡体制図> 
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